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平成３０年第５回玉名市議会定例会会期日程 
（会期 １２月３日から１２月２６日までの２４日間） 

 
月 日 曜 開議時刻 会議別 摘       要 

12 ３ 月 午前 10 時 本会議 

開会宣告 

会議録署名議員の指名 

会期の決定 

福嶋讓治君の逝去報告 

故福嶋讓治君に対する追悼演説 

決議案上程 

決議案審議 

建設経済委員会正副委員長互選結果報告 

市長あいさつ 

市長提出議案上程 

提案理由の説明 

報告 

陳情の報告 

委員長報告 

質疑・議員間討議・討論・採決 

12 ４ 火  休 会 （一般質問発言通告締切 正午） 

12 ５ 水  休 会  

12 ６ 木  休 会  

12 ７ 金  休 会  

12 ８ 土  休 会 （市の休日） 

12 ９ 日  休 会 （市の休日） 

12 10 月  休 会  

12 11 火 午前 10 時 本会議 一般質問 

12 12 水 午前 10 時 本会議 一般質問 

12 13 木 午前 10 時 本会議 
一般質問  

議案及び陳情の委員会付託 

12 14 金  休 会  

12 15 土  休 会 （市の休日） 

12 16 日  休 会 （市の休日） 

12 17 月 午前 10 時 委員会 総務委員会 

12 18 火 午前 10 時 委員会 建設経済委員会 

12 19 水 午前 10 時 委員会 文教厚生委員会 

12 20 木  休 会  

12 21 金  休 会  

12 22 土  休 会 （市の休日） 

12 23 日  休 会 （市の休日） 

12 24 月  休 会 （市の休日） 

12 25 火  休 会  

12 26 水 午前 10 時 本会議 

委員長報告 

質疑・議員間討議・討論・採決 

閉会宣告 

 



 

 

第 １ 号 

１２月３日（月） 
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平成３０年第５回玉名市議会定例会会議録（第１号） 

 議事日程（第１号） 

平成３０年１２月３日（月曜日）午前１０時００分開会 

        開 議 宣 告 

日程第１  会議録署名議員の指名 

日程第２  会期の決定 

日程第３  福嶋讓治君の逝去報告 

日程第４  故福嶋讓治君に対する追悼演説 

日程第５  決議案上程 

      （決議案第１号） 

 決議案第１号 追悼決議 

日程第６  決議案審議（採決） 

      （決議案第１号） 

 決議案第１号 追悼決議 

日程第７  建設経済委員会正副委員長互選結果報告 

日程第８  市長あいさつ 

日程第９  市長提出議案上程 

（議第１１８号から議第１４３号まで） 

 議第１１８号 平成３０年度玉名市一般会計補正予算（第５号） 
 議第１１９号 平成３０年度玉名市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号） 
 議第１２０号 平成３０年度玉名市介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 
 議第１２１号 平成３０年度玉名市浄化槽整備事業特別会計補正予算（第２号） 
 議第１２２号 平成３０年度玉名市九州新幹線渇水等被害対策事業特別会計補正予算

（第３号） 
 議第１２３号 平成３０年度玉名市水道事業会計補正予算（第２号） 
 議第１２４号 平成３０年度玉名市公共下水道事業会計補正予算（第２号） 
 議第１２５号 平成３０年度玉名市農業集落排水事業会計補正予算（第１号） 
 議第１２６号 玉名市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の一部を改正する

条例の制定について 
 議第１２７号 玉名市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例の制定について 
 議第１２８号 玉名市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について 
 議第１２９号 玉名市教育長の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について 
 議第１３０号 玉名市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定に
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ついて 
 議第１３１号 玉名市行政財産使用料条例の一部を改正する条例の制定について 
 議第１３２号 玉名市保育所条例の一部を改正する条例の制定について 
 議第１３３号 玉名市地域子育て支援センター条例を廃止する条例の制定について 
 議第１３４号 熊本県市町村総合事務組合規約の一部変更について 
 議第１３５号 指定管理者の指定について 
 議第１３６号 指定管理者の指定について 
 議第１３７号 指定管理者の指定について 
 議第１３８号 指定管理者の指定について 
 議第１３９号 指定管理者の指定について 
 議第１４０号 普通財産の無償譲渡について 
 議第１４１号 普通財産の無償貸付けについて 
 議第１４２号 人権擁護委員候補者の推薦について 
 議第１４３号 人権擁護委員候補者の推薦について 
日程第１０ 提案理由の説明 
日程第１１ 報告（２件） 
 報告第１２号 専決処分の報告について   専決第１１号 
 報告第１３号 専決処分の報告について   専決第１２号 
日程第１２ 陳情の報告 
      （陳第３号から陳第８号まで） 
 陳第３号 国民健康保険財政への国庫負担割合をふやすことを求める意見書の提出に関

する陳情 
 陳第４号 安全・安心の医療・介護の実現と夜勤交替制労働の改善を求める意見書の提

出に関する陳情 
 陳第５号 介護労働者の労働環境及び処遇の改善を求める意見書の提出に関する陳情 
 陳第６号 医師養成定員を減らす政府方針の見直しを求める意見書の提出に関する陳情 
 陳第７号 看護師の全国を適用地域とした特定 低賃金の新設を求める意見書の提出に

関する陳情 
 陳第８号 介護従事者の全国を適用地域とした特定 低賃金の新設を求める意見書の提

出に関する陳情 
日程第１３ 委員長報告 
     １ 決算特別委員長報告 
日程第１４ 質疑・議員間討議・討論・採決 

（議第９４号から議第１０２号まで） 
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 議第９４号  平成２９年度玉名市一般会計歳入歳出決算 
 議第９５号  平成２９年度玉名市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算 
 議第９６号  平成２９年度玉名市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算 
 議第９７号  平成２９年度玉名市介護保険事業特別会計歳入歳出決算 
 議第９８号  平成２９年度玉名市浄化槽整備事業特別会計歳入歳出決算 
 議第９９号  平成２９年度玉名市九州新幹線渇水等被害対策事業特別会計歳入歳出決

算 
 議第１００号 平成２９年度玉名市水道事業会計決算 
 議第１０１号 平成２９年度玉名市公共下水道事業会計決算 
 議第１０２号 平成２９年度玉名市農業集落排水事業会計決算 
        散 会 宣 告 

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ 

 本日の会議に付した事件 

        開 会 宣 告 

日程第１  会議録署名議員の指名 

日程第２  会期の決定 

日程第３  福嶋讓治君の逝去報告 

日程第４  故福嶋讓治君に対する追悼演説 

日程第５  決議案上程 

      （決議案第１号） 

 決議案第１号 追悼決議 

日程第６  決議案審議（採決） 

      （決議案第１号） 

 決議案第１号 追悼決議 

日程第７  建設経済委員会正副委員長互選結果報告 

日程第８  市長あいさつ 

日程第９  市長提出議案上程 

（議第１１８号から議第１４３号まで） 

 議第１１８号 平成３０年度玉名市一般会計補正予算（第５号） 
 議第１１９号 平成３０年度玉名市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号） 
 議第１２０号 平成３０年度玉名市介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 
 議第１２１号 平成３０年度玉名市浄化槽整備事業特別会計補正予算（第２号） 
 議第１２２号 平成３０年度玉名市九州新幹線渇水等被害対策事業特別会計補正予算

（第３号） 
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 議第１２３号 平成３０年度玉名市水道事業会計補正予算（第２号） 
 議第１２４号 平成３０年度玉名市公共下水道事業会計補正予算（第２号） 
 議第１２５号 平成３０年度玉名市農業集落排水事業会計補正予算（第１号） 
 議第１２６号 玉名市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の一部を改正する

条例の制定について 
 議第１２７号 玉名市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例の制定について 
 議第１２８号 玉名市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について 
 議第１２９号 玉名市教育長の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について 
 議第１３０号 玉名市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 
 議第１３１号 玉名市行政財産使用料条例の一部を改正する条例の制定について 
 議第１３２号 玉名市保育所条例の一部を改正する条例の制定について 
 議第１３３号 玉名市地域子育て支援センター条例を廃止する条例の制定について 
 議第１３４号 熊本県市町村総合事務組合規約の一部変更について 
 議第１３５号 指定管理者の指定について 
 議第１３６号 指定管理者の指定について 
 議第１３７号 指定管理者の指定について 
 議第１３８号 指定管理者の指定について 
 議第１３９号 指定管理者の指定について 
 議第１４０号 普通財産の無償譲渡について 
 議第１４１号 普通財産の無償貸付けについて 
 議第１４２号 人権擁護委員候補者の推薦について 
 議第１４３号 人権擁護委員候補者の推薦について 
日程第１０ 提案理由の説明 
日程第１１ 報告（２件） 
 報告第１２号 専決処分の報告について   専決第１１号 
 報告第１３号 専決処分の報告について   専決第１２号 
日程第１２ 陳情の報告 
      （陳第３号から陳第８号まで） 
 陳第３号 国民健康保険財政への国庫負担割合をふやすことを求める意見書の提出に関

する陳情 
 陳第４号 安全・安心の医療・介護の実現と夜勤交替制労働の改善を求める意見書の提

出に関する陳情 



 － 9 － 

 陳第５号 介護労働者の労働環境及び処遇の改善を求める意見書の提出に関する陳情 
 陳第６号 医師養成定員を減らす政府方針の見直しを求める意見書の提出に関する陳情 
 陳第７号 看護師の全国を適用地域とした特定 低賃金の新設を求める意見書の提出に

関する陳情 
 陳第８号 介護従事者の全国を適用地域とした特定 低賃金の新設を求める意見書の提

出に関する陳情 
日程第１３ 委員長報告 
     １ 決算特別委員長報告 
日程第１４ 質疑・議員間討議・討論・採決 

（議第９４号から議第１０２号まで） 
 議第９４号  平成２９年度玉名市一般会計歳入歳出決算 
 議第９５号  平成２９年度玉名市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算 
 議第９６号  平成２９年度玉名市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算 
 議第９７号  平成２９年度玉名市介護保険事業特別会計歳入歳出決算 
 議第９８号  平成２９年度玉名市浄化槽整備事業特別会計歳入歳出決算 
 議第９９号  平成２９年度玉名市九州新幹線渇水等被害対策事業特別会計歳入歳出決

算 
 議第１００号 平成２９年度玉名市水道事業会計決算 
 議第１０１号 平成２９年度玉名市公共下水道事業会計決算 
 議第１０２号 平成２９年度玉名市農業集落排水事業会計決算 
        散 会 宣 告 

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ 

出席議員（２０名） 

  １番 坂 本 公 司 君  ２番  田 真樹子 さん 

  ３番 吉 田 憲 司 君  ４番 一 瀬 重 隆 君 

  ５番 赤 松 英 康 君  ６番 古 奥 俊 男 君 

  ７番 北 本 将 幸 君  ８番 多田隈 啓 二 君 

  ９番 松 本 憲 二 君 １０番 德 村 登志郎 君 

 １２番 西 川 裕 文 君 １３番 嶋 村   徹 君 

 １４番 内 田 靖 信 君 １５番 江 田 計 司 君 

 １６番 近 松 惠美子 さん １８番 前 田 正 治 君 

 １９番 作 本 幸 男 君 ２０番 森 川 和 博 君 

 ２１番 中 尾 嘉 男 君 ２２番 田 畑 久 吉 君 
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‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ 

欠席議員（なし） 

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ 

欠  員（２名） 

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ 

事務局職員出席者 

事 務 局 長  堀 内 政 信 君    事 務局次長  荒 木   勇 君 
次 長 補 佐  松 野 和 博 君    書 記  松 尾 和 俊 君 
書 記  古 閑 俊 彦 君 

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ 

説明のため出席した者 

市 長  藏 原 隆 浩 君    副 市 長  村 上 隆 之 君 
総 務 部 長  西 山 俊 信 君    企画経営部長  水 本 明 子 さん 
市民生活部長  村 﨑 信 介 君    健康福祉部長  松 野 信 生 君 
産業経済部長  松 本 忠 光 君    建 設 部 長  前 田 愼一郎 君 
企 業 局 長  松 本 優 一 君    教 育 長  池 田 誠 一 君 
教 育 部 長  戸 嵜 孝 司 君    監 査 委 員  元 田 充 洋 君 
会 計管理者  竹 村 昌 記 君     
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午前１０時０３分 開会 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

○議長（中尾嘉男君） おはようございます。 

 ただいまから、平成３０年第５回玉名市議会定例会を開会いたします。 

 これより、本日の会議を開きます。 

 なお、今期定例会への説明員の出席につきましては、地方自治法第１２１条の規定に

より、お手元に配付しております報告書のとおり、あらかじめ出席を要請しておきまし

たので、御了承願います。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（中尾嘉男君） 日程第１、「会議録署名議員の指名」を行ないます。 

 会議録署名議員は、会議規則第８８条の規定により、議長において指名いたします。 

 内田靖信君、江田計司君、以上の両君を指名いたします。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第２ 会期の決定 

○議長（中尾嘉男君） 日程第２、「会期の決定」を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 このたびの定例会の会期については、１１月２６日の議会運営委員会の結論に基づき、

本日から１２月２６日までの２４日間にいたしたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中尾嘉男君） 御異議なしと認めます。よって、会期は、本日から１２月２６

日までの２４日間に決定いたしました。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第３ 福嶋讓治君の逝去報告 

○議長（中尾嘉男君） 日程第３、「福嶋讓治君の逝去報告」を行ないます。 

 議員、福嶋讓治君におかれましては、かねてより病気療養中のところ、薬石効なく去

る１１月１２日、享年６７歳にて御逝去されました。 

 同僚議員との余りに早すぎる別れに、誠に哀悼痛惜の極みに耐えません。 

 ここに、謹んで御報告申し上げます。 

 玉名市議会といたしましては、本日ここに故福嶋讓治君に対する弔意を表明すること

とし、議場において全員で１分間の黙祷を捧げ、哀悼の意を表したいと存じます。 

 それでは、故福嶋讓治君の御冥福を衷心よりお祈りし、黙祷いたします。 

 全員、御起立願います。 
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［全員起立］ 

○議長（中尾嘉男君） 故福嶋讓治君の議席でありました、１７番議席をお向き願いま

す。 

［１７番議席へ向く］ 

○議長（中尾嘉男君） 黙祷。 

［全員黙祷］ 

○議長（中尾嘉男君） 黙祷を終わります。 

 御着席願います。 

［全員着席］ 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第４ 故福嶋讓治君に対する追悼演説 

○議長（中尾嘉男君） 日程第４、「故福嶋讓治君に対する追悼演説」を行ないます。 

 福嶋讓治君の御逝去を悼み、議員を代表して、近松惠美子さんに追悼演説をお願いい

たします。 

 １６番 近松惠美子さん。 

［１６番 近松惠美子さん 登壇］ 

○１６番（近松惠美子さん） 追悼の言葉。 

 天水町を愛し、玉名市を愛してやまなかった福嶋讓治議員が去る１１月１２日に御逝

去されました。いつも大きな声でジョークを飛ばして場を賑わせてくれましたあなたが

なぜ、このように早くあっという間に、この世から消えてしまったのか、余りにも不条

理なことであり、受け入れがたいことでございます。また、長年にわたり議員生活を支

えてこられた今日、議場においでの奥様の悲しみも計り知れないものとお察し申し上げ

ます。 

ここに私は、玉名市議会の皆様の御同意を得て、議員一同を代表し、福嶋讓治議員

を偲び、謹んで哀悼の意を述べたいと存じます。 

 福嶋讓治議員は、昨年の１０月１５日の告示日より体調を崩され、選挙後の精密検査

で悪性リンパ腫の診断を受けられました。しかし、よき主治医の元で治療を受けられ、

希望を捨てず再起を期して療養されておられました。一時はお元気になられまして、地

域の方々の声を市に届けたり、市役所の執行部と議論されたりと、議員活動も再開して

おられました。そこで議会に出てこられる日も近いと思っておりましたが、８月下旬に

体調を崩され、その後またお元気になられた時期もありましたが、残念なことに１１月

１２日に永眠されました。前日は、東京から娘さんが生後間もないお孫さんを連れて帰

省され、御家族皆さんで食事をされたと伺っております。優秀な３人のお子さんのこと

や、かわいいお孫さんのことなど、幾度となく目を細めてお話しされていた姿がきのう
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のことのように思い出します。 

 私が１０月中旬に御見舞いに伺ったときは、声にも力があり、「１２月議会に半日で

も出てきませんか」とお誘いしましたら、「そうしよう」と目を輝かせておられた姿が

今でもまぶたに浮かびます。 

 福嶋議員は、平成１５年秋の選挙で天水町町議会議員に当選、２年後の市議会議員選

挙には小天東という小さな地域の御出身でありながら、厳しい市議選を勝ち抜き、今日

に至るまで有明広域事務組合議会議長を初め、公共施設建設特別委員会委員長、産業経

済委員長などを歴任され、議会において存在感を発揮されておりました。また、以前よ

り二ノ岳への登山ルートを整備し、観光の名所にしたいという思いをずっと口にしてお

られましたが、ことしになってルートマップを作成し、療養中でありながら関係者と開

通式までこぎつけられたということを私もフェイスブックの投稿で知りました。本当に

有言実行の方でありました。この二ノ岳の頂上は３６０度のパノラマが超絶景というこ

とです。暖かくなりましたら、有志を募って二ノ岳に登って御功績を忍びたいと思って

おります。 

 地域の信頼が厚いあなたは小天天子宮の１３００周年祭記念事業実行委員会の実行委

員長としてもなくてはならない存在でした。このように地域を大切に思うお姿と行動

は、地元の方々から高く評価されており、私の友人も常々、「福嶋議員は本当に地元の

ことを、地域のことをわかって活動されている。議会報を見て、いつも感心している。

地元のために頑張ってくれている。」と常々言っておりました。また、庁舎内において

も、福嶋議員はミカン農家のことや玉名のことを本当に一生懸命考えてる方だったとい

うことをあちこちから聞きまして、あなたの驚くほどの交友関係、そして多くの人から

の信頼を受けていたことを今更ながらに驚嘆しております。あなたの情熱、正義感、大

胆かつ繊細な、そしてだれからも愛される親しみやすいお人柄は、市議会にとってなく

てはならないものでした。まっすぐで発想力豊かな、そして先見性に満ちた方でござい

ました。米消費拡大のためにおにぎりの日を提案されていましたね。食の大切さをよく

理解してくださいました。 後まで暮らしやすい玉名を、力強い玉名をつくりたいと語

っていたあなたをなくしたことは、玉名市議会にとって痛恨の極みであり、深い悲しみ

であります。 

 「大輪の花が散った」あなたの死には、そのような言葉がぴったりです。市議４期

目、大ベテランとして今こそ力を発揮して玉名市議会を牽引していただきたかった。こ

れからが本領をもっともっと発揮できるときだったはずだったはずです。しかし、あな

たは短い時間に全力で多くのことを成し遂げ、多くの人に愛をもって語りかけ、多くの

人を勇気づけ、多くの人に生き様を見せてくれました。あなたは 後まであなたらしい

人生を生き、立派に生ききった。御立派に人生を全うされたと、私は思っております。
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大輪の花は散ったけれども、散った大輪の花びらの一つ一つは志を持つ者の胸に届き、

各々の胸中であなたの意思は大きく育ち、あなたが望んだ活力ある玉名という結実を必

ずや見せてくれましょう。あなたのお姿を見ることはできなくなりましたが、あなたの

意思が、あなたの思いが消えることはありません。あなたの意思は受け継がれ現実化し

ていくことでしょう。 

 生前の御功績をたたえ、気骨あふれる精神を忍び、謹んで御冥福をお祈りしながら、

感謝を込めてお別れの言葉といたします。 

 平成３０年１２月３日、玉名市議会議員、近松惠美子。 

○議長（中尾嘉男君） 以上で、故福嶋讓治君に対する追悼演説を終わります。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第５ 決議案上程（決議案第１号） 

○議長（中尾嘉男君） 日程第５、「決議案上程」を行ないます。 

 これより、決議案を上程します。 

 決議案第１号 故福嶋讓治君に対する追悼決議 

 以上、決議案１件を議題といたします。 

 お手元に配付しております決議案を朗読させます。 

 議会事務局次長 荒木 勇君。 

［議会事務局次長 荒木 勇君 登壇］ 

○議会事務局次長（荒木 勇君） 命によりまして、決議案を朗読いたします。 

 決議案第１号 故福嶋讓治君に対する追悼決議。 

 上記の議案を別紙のとおり、玉名市議会会議規則第１４条第１項の規定により提出す

る。 

 平成３０年１２月３日提出。 

 提出者、全議員。 

 故福嶋讓治君に対する追悼決議。 

 玉名市議会は、１５年有余にわたり、市政発展に尽力された議員福嶋讓治君の長逝に

対し、哀悼の意を表し謹んで弔詞を捧げますとともに、同君が市政に貢献なされた多大

なる功績をたたえ、市議会の名において深甚なる感謝の意を表します。 

 以上、決議する。 

 議決日付け、玉名市議会。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） この際、お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております、決議案第１号については、直ちに審議するべく、会

議規則第３７条第３項の規定に基づき、提案理由の説明及び委員会付託を省略いたした
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いと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中尾嘉男君） 御異議なしと認めます。 

 よって、決議案第１号については、提案理由の説明及び委員会付託を省略することに

決定いたしました。 

 決議案第１号については、提案理由の説明及び委員会付託を省略いたします。 

 決議案第１号については、日程に従い、引き続き、会議にて直接審議を行ないます。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第６ 決議案審議（採決）（決議案第１号） 

○議長（中尾嘉男君） 日程第６、「決議案審議」を行ないます。 

 改めて 

 決議案第１号 故福嶋讓治君に対する追悼決議。 

 以上、決議案１件を議題といたします。 

 これより、ただいま議題となっております決議案第１号の審議に入ります。 

 審議の方法は、質疑、議員間討議、討論を省略し、直ちに採決いたしたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中尾嘉男君） 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 

 これより採決に入ります。 

 決議案第１号故福嶋讓治君に対する追悼決議について、採決いたします。 

 決議案第１号については、原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中尾嘉男君） 御異議なしと認めます。よって、決議案第１号については、原

案のとおり決定いたしました。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第７ 建設経済委員会正副委員長互選結果報告 

○議長（中尾嘉男君） 日程第７、「建設経済委員会正副委員長互選結果報告」を行ない

ます。 

 去る９月２７日、建設経済委員長の辞職に伴い、同委員会の正副委員長が新たに互選

されましたので、報告いたします。 

 建設経済委員長、田畑久吉君。建設経済副委員長、古奥俊男君。 

 以上のとおり、それぞれ９月２７日付けで新たに就任されましたので、報告いたしま

す。 
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 これにて、建設経済委員会正副委員長互選結果報告を終わります。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第８ 市長あいさつ 

○議長（中尾嘉男君） 日程第８、「市長あいさつ」を行ないます。 

 市長より発言の申し出があっておりますので、これを許可いたします。 

 市長 藏原隆浩君。 

［市長 藏原隆浩君 登壇］ 

○市長（藏原隆浩君） 皆さん、おはようございます。 

 平成３０年第５回玉名市議会定例会の開会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上

げます。 

 議員の皆様方におかれましては、師走に入り、何かと御多忙の中御出席をいただき、

審議を進めていただきますことに対し、誠にありがたく、厚く御礼を申し上げる次第で

あります。 

 まず、先月１２日に、本市市議会議員の故福嶋譲治様が御逝去されましたことに対し、

心より御冥福をお祈り申し上げます。 

 平成１５年、地域住民に推され、天水町議会議員に当選されて以来、１５年の永きに

わたり、天水町、そして合併後の玉名市議会議員として、地域の発展のため、寸暇を惜

しんで、奔走されてこられました。そのひたむきな郷土愛と、情熱は、永眠されるその

時まで、持ち続けておられたことと思います。惜別の想いは語り尽くせませんが、ご生

前の真摯で献身的な御尽力に敬意を表しますとともに、改めて、衷心より哀悼の意を表

します。 

 そして、今秋も、国や社会に対する功労者を対象に、全国で８,６７２人の方が、叙

勲・褒章などを受章されました。そのうち、玉名市の関係では、旭日小綬章に元本市議

会議長の松田憲明氏、旭日単光章に玉名市大倉団地区区長の江藤信士氏、瑞宝小綬章に

元熊本行政評価事務所長の木下順稔氏、瑞宝双光章に学校医として大礒秀明氏の４名が

綬章されており、栄えある叙勲を授けられた皆様に、心よりお喜びとお祝いを申し上げ

ます。 

 去る、１０月２日、国難とも呼ぶべき「少子高齢化」に対応するため、「生涯現役社

会」に向けた雇用制度改革や、全世代型の社会保障制度改革の実現を 大目標と位置づ

けて、第４次安倍改造内閣が発足しました。 

 これまでの安倍内閣が取り組んできた、働き方改革の継続をはじめ、教育、経済など、

各分野にわたる改革への歩みをとどめることなく、疲弊が続く地域の活性化に、歯どめ

をかける有効策を示していただき、今まで以上に地方の活性化につながる政策を期待し

たいと思います。 
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 さて、ＮＨＫ大河ドラマ「いだてん」の放送開始まで、まもなく１カ月となってまい

りました。楽しみも増してきておりますが、この「いだてん」を核とした、さまざまな

ＰＲ活動や情報発信など、その効果が今後どのように展開していくのか、目に見えない

部分もあり、不安もありますが、それ以上に、大きく期待するところであります。 

 １１月２３日から２５日にかけて、「いだてんウィーク」と称し、大俵まつり、産業

祭、氣力坂坂道ダッシュ、玉名地域づくりシンポジウム・講演会を開催いたしましたが、

それぞれのイベントに、予想を上回る多くの方々に御来場いただき、盛況のうちに、終

了することができました。中でも、大俵まつりは、今年から産業祭と同時開催し、より

にぎわいのあるイベントとしてリニューアルし、集客力を増して、今後の発展も期待で

きるところであります。 

 また、議員の皆様も製作された、金栗四三ＰＲ動画では、一般の方を対象とした動画

コンテストでは、全１３本の応募作品の中から、熊本デザイン学校の竹下遥香さんが

優秀賞を受賞され、他の入賞作品とともに、ユーチューブと玉名市ホームページにて公

開されることになっております。 

 そのほか、大阪で行なわれました、熊本県の観光と物産展でのＰＲ、東京の文京区、

肥後細川庭園松聲閣での金栗四三展など広く全国に向けてＰＲ活動を展開しております。 

 さらには、年末の東京駅前のＫＩＴＴＥでの「日本マラソンの父、金栗四三ふるさと

展 熊本県玉名フェア」、お正月恒例の箱根駅伝、往路ゴール地点の芦ノ湖でのＰＲブ

ースの設置など、今後も積極的にＰＲ活動に力を入れてまいりたいと思います。 

 このような中、市長に就任して１年が経過いたしました。その間、市民会館建設の問

題が前進し、現在建設が進められており、子ども医療費の現物給付の実施や小中学校ト

イレの洋式化、玉名市の情報発信力の強化など、一つ一つの課題を、市民や議員各位の

御理解を得ながら、進めることができたのではないかと思っております。 

 しかしながら、ハード・ソフトの両面において、新駅周辺等整備計画の見直しや、子

育て支援策の強化や高齢者対策、市役所内部の改革など、まだまだ多くの課題が山積し

ていることも事実であります。 

 １年が経ち、今一度初心に返り、子どもからお年寄りまで、全ての市民が笑顔で安心

して暮らせるようなまち、市民が郷土に誇りを持ち、未来に向けて夢と希望を持てる魅

力あるまちづくりを、さらに目指して、全力で玉名市民の笑顔を守ることを第一に考え、

施策を推進してまいる所存でございますので、何とぞ議会の皆様方の御理解と御協力を

切にお願いを申し上げる次第であります。 

 以上、 近における市政の動きの一端を申し上げましたが、本議会に御提案しており

ますものは、人事案件２件、また、予算案といたしまして平成３０年度一般会計補正予

算ほか、特別会計補正予算７件について御提案いたしております。 
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 補正予算の主なものでございますが、市の貴重な財源となっております「ふるさと納

税」につきましては、本年１０月から新たなポータルサイトを開設したこともあり、寄

附額は順調に伸びており、返礼品送付等委託料を計上しているところでございます。全

国各地から、玉名市を応援しようと寄附金が寄せられており、この場をお借りし心から

お礼を申し上げます。 

 今後も寄附受付体制や返礼品を充実させ、寄附金の増及び地域産業の活性化につなげ

ていきたいと考えているところでございます。 

 次に、境川の玉名市管理区間にあります農業用水の取水堰を一部転倒堰などに改修す

る工事でございます。この取水堰は、農業用水として取水するために設置してあります

が、豪雨の際には手動での取り外しが難しく、流れを阻害し、堤防越水の原因となって

おります。本改修工事により、転倒堰を設置することにより、一定の水位になれば堰板

が自動で倒れ、スムーズな流れを確保することで、洪水調整を図るものでございます。 

 次に、来年の大河ドラマ「いだてん」の放送開始まで、約１カ月となりました。「金

栗四三」先生の偉大な功績や人物像を広く知っていただくとともに、玉名地域を全国的

にＰＲする、千載一遇のチャンスと捉えているところでございます。来年１月の大河ド

ラマ館のオープンに合わせ、熊本県内と福岡県内を対象としたテレビＣＭ放送を行なう

ことで、積極的なＰＲによりさらなる周知・誘客に努めてまいりたいと考えております。 

 次に、昨年度までに行ないました小中学校の普通教室への空調設備整備に続きまして、

国の第１次補正に伴い、災害ともいえる今年の猛暑を受け、小中学校の特別教室への空

調設備の整備により児童生徒等の健康被害防止と学習環境の向上を図るものでございま

す。 

 次に、岱明町公民館建設事業につきましては、本年３月議会において「現地建替え」

を表明させていただき、これまで検討を行なってきたところでございます。検討した結

果といたしまして、機能が重複する岱明ふれあい健康センターの今後の方向性を、温泉

施設部分の地域開放は継続し、民間企業等による幅広い活用及び運営を実施することで、

岱明町公民館機能との差別化を図ることとしたもので、それにより、現在の岱明町公民

館、ふれあい健康センターの２施設を合わせて、およそ３,５００平方メートルの施設

管理面積を約２,０００平方メートル削減することも可能になると考えており、さらに

は民間の活用を促進し、指定管理料などの経費の大幅な削減を目指して取り組んでまい

りたいと考えております。 

 今回の岱明町公民館建設は、文化施設及び社会福祉協議会岱明支所の機能を集約した

複合施設として、岱明文化センターあるいは、岱明カルチャーセンターを仮称として、

基本設計及び実施設計を計上いたしております。 

 そのほか、人事院勧告に基づく職員給与等の調整を計上いたしております。 
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 以上、主なものにつきまして申し上げましたが、詳しくは総務部長から提案理由説明

の中で申し上げますので、これらの提案につきましてよろしく御審議いただき、いずれ

も原案どおり承認賜りますようお願い申し上げまして、開会に当たってのごあいさつと

させていただきます。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（中尾嘉男君） 議事の都合により、暫時休憩いたします。 

午前１０時３４分 休憩 

―――――――――――――――――――――― 

午前１０時５２分 開議 

○議長（中尾嘉男君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第９ 市長提出議案上程（議第１１８号から議第１４３号まで） 

○議長（中尾嘉男君） 日程第９、「市長提出議案上程」を行ないます。 

 これより、市長提出議案を上程いたします。 

 議第１１８号平成３０年度玉名市一般会計補正予算（第５号）から、議第１４３号人

権擁護委員候補者の推薦についてまでの、市長提出議案２６件を一括議題といたします。 

 お手元に配付しております議案の朗読は、これを省略いたします。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第１０ 提案理由の説明 

○議長（中尾嘉男君） 日程第１０、「提案理由の説明」を行ないます。 

 ただいまの各議案について、提案理由の説明を求めます。 

 総務部長 西山俊信君。 

［総務部長 西山俊信君 登壇］ 

○総務部長（西山俊信君） おはようございます。 

 議第１１８号から議第１２５号までの補正予算関係８件につきまして提案理由の御説

明を申し上げます。 

 今回、御提案いたします補正予算は、現計予算計上後の事情の変化によりまして、補

正を行なう必要が生じましたので、御提案いたすものでございます。 

 なお、一般会計及び特別会計、企業会計の共通事項といたしまして、人事院勧告に基

づく職員給与等の調整を行なっております。 

 初めに、議第１１８号平成３０年度玉名市一般会計補正予算（第５号）について御説

明申し上げます。 

 第１表歳入歳出予算補正につきましては、歳入歳出それぞれ８億４,３８３万１,００

０円を追加し、総額を３４１億５,６３４万２,０００円とするものでございます。 
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 まず、歳入の主なものを申し上げますと、１０款地方交付税は１億４,７０６万５,０

００円の追加で、普通交付税の決定によるものでございます。１２款分担金及び負担金

は３５万円の追加で、県が平成３１年度に滑石漁場削土及び覆土工事を実施予定ですが、

その事前調査である環境調査に伴う地元負担金でございます。１４款国庫支出金は８,

３８１万８,０００円の追加で、国の第１次補正に伴い小中学校の特別教室への空調設

備の整備と、９月補正にて御承認いただきました小中学校の危険ブロック塀の撤去等に

係る学校施設環境改善交付金などでございます。１５款県支出金は１億７,９２４万２,

０００円の追加で、介護保険法の改正により、医療法人悠紀会病院が介護保険施設「介

護医療院」への転換に係る改修費と開設準備経費としてベット等備品整備費に係る介護

基盤緊急整備特別対策事業補助金、昭和３０年設置の岩崎排水機場のポンプ改修に係る

農業水路等長寿命化・防災減災事業補助金などでございます。１６款財産収入は７,５

８３万２,０００円の追加で、地方独立行政法人くまもと県北病院機構へ玉名小学校跡

地売却に伴う土地売払収入などでございます。１７款寄附金は新たなふるさと納税ポー

タルサイトの追加、返礼品の品数も充実したことなどにより、寄附額の増加が見込まれ

ることから７,２３０万円を追加するものです。１８款繰入金は４,６３２万１,０００

円の減額で、財政調整基金繰入金を減額し、今回の補正の財源調整を行なうものでござ

います。２０款諸収入は３,４５７万８,０００円の追加で、平成２９年度後期高齢者医

療費療養給付費負担金の精算分などでございます。２１款市債は２億９,６９６万７,０

００円の追加で、小中学校の特別教室への空調設備設置に係る小学校及び中学校施設整

備事業債の追加などでございます。 

 次に、歳出につきましては、１款議会費は２３万２,０００円の追加、２款総務費は

４,０５８万９,０００円の追加で、人事院勧告に基づく職員給与等の調整、ふるさと寄

附金増に伴う返礼品送付等委託料の追加などでございます。３款民生費は２億５,４５

３万円の追加で、医療法人悠紀会病院への介護基盤緊急整備特別対策事業補助金、また、

平成２９年度生活保護扶助費に係る国庫負担金の超過交付分の償還金などでございます。

４款衛生費は１１３万１,０００円の追加、６款農林水産業費は１億７７８万９,０００

円の追加で、ＪＡたまな柑橘部会が行なう事業量の増加並びに新規事業１件の追加によ

る産地パワーアップ事業補助金、昭和３０年設置の岩崎排水機場のポンプ補修にかかる

設計及び工事費などでございます。 

 ２ページでございます。 

 ７款商工費は１,９９０万４,０００円の追加で、広島エリアの誘客促進のためのＴＶ

番組制作委託料、金栗四三ＰＲ事業で大河ドラマ館オープンに合わせ熊本県内と福岡県

内を対象としたテレビＣＭ放送料などでございます。８款土木費は６,０３６万８,００

０円の追加で、平成３０年５月２０日から７月１０日までの豪雨及び暴風雨による災害
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が激甚災害に指定され、がけ崩れ対策事業の採択基準を満たした月田地区１カ所、梅林

の逆川地区１カ所の測量・地質調査及び工事の追加、また、大雨時の春出・中尾地区の

冠水被害を抑制するため、境川に設置してある、取水堰及び取水ゲート改修工事などで

ございます。９款消防費は２６万６,０００円の追加で、老朽化した火の見櫓の解体費

用を一部補助する消防施設等整備補助金などでございます。１０款教育費は３億５,９

０２万２,０００円の追加で、国の第１次補正に伴い本年の猛暑を受け児童生徒などへ

の熱中症対策として１４小学校・４６特別教室、６中学校・３８特別教室への空調整備

工事、東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会に向け、アンゴラ共和国女

子ハンドボール選手団のキャンプ誘致に係る実行委員会負担金、また、昭和４１年３月

に木造で建設し５２年を経過した岱明公民館の建てかえに係る工事設計費などでござい

ます。 

 第２表繰越明許費につきましては、岱明玉名線道路新設改良事業で盛土工事後の地盤

沈下が治まらず、本工事の適正工期の確保のため、繰越限度額を設定するものでござい

ます。 

 第３表債務負担行為補正につきましては、議会だより印刷業務ほか１３件の期間及び

限度額を設定するものでございます。 

 ３ページでございます。 

 また、第４表地方債補正につきましては、災害関連地域防災がけ崩れ対策事業ほか１

件の追加及び庁舎等整備事業ほか４件の限度額を変更するものでございます。 

 以上が一般会計の補正予算の説明でございます。 

 次に、議第１１９号平成３０年度玉名市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３

号）について御説明申し上げます。 

 第１表歳入歳出予算補正につきましては、歳入歳出それぞれ３,４１３万１,０００円

を追加し、総額を９２億３,９７３万円とするもので、３款国民健康保険事業費納付金

は、一般被保険者医療給付費の決定に伴う減額、８款諸支出金は平成２９年度の療養給

付費等の決定に伴う償還金でございます。 

 次に、議第１２０号平成３０年度玉名市介護保険事業特別会計補正予算（第３号）に

ついて御説明申し上げます。 

 第１表歳入歳出予算補正につきましては、歳入歳出それぞれ１１０万９,０００円を

追加し、総額を７８億４,４０６万３,０００円とするもので、４ページの上段になりま

すけれども、その中の歳出の１款、総務費の高齢者生きがい活動促進事業委託７１万５,

０００円につきましては、認知症予防の取り組みとして、現在行なわれているボランテ

ィアによる活動の充実を図り、地域住民のリーダー育成、実践できるプログラムの確立

等を目的とした、高齢者生きがい活動促進事業委託の追加などでございます。 
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 ４ページでございます。 

 第２表債務負担行為については、短期集中型通所サービス事業業務の期間及び限度額

を設定するものでございます。 

 次に、議第１２１号平成３０年度玉名市浄化槽整備事業特別会計補正予算（第２号）

について御説明申し上げます。 

 第１表歳入歳出予算補正につきましては、歳入歳出それぞれ３万２,０００円を追加

し、総額を４,４００万４,０００円とするもので、人事院勧告に基づく職員給与等の調

整でございます。 

 次に、議第１２２号平成３０年度玉名市九州新幹線渇水等被害対策事業特別会計補正

予算（第３号）について御説明申し上げます。 

 第１表歳入歳出予算補正につきましては、歳入歳出それぞれ１３万円を追加し、総額

を５億２,６３７万７,０００円とするもので、人事院勧告に基づく職員給与等の調整で

ございます。 

 次に、議第１２３号平成３０年度玉名市水道事業会計補正予算（第２号）について御

説明申し上げます。 

 第２条収益的支出の補正につきましては、３０万円を追加し、総額を８億１,５７７

万１,０００円とするもので、人事院勧告に基づく職員給与等の調整でございます。 

 ５ページでございます。 

 次に、議第１２４号平成３０年度玉名市公共下水道事業会計補正予算（第２号）につ

いて御説明申し上げます。 

 第２条収益的支出の補正につきましては、３７万２,０００円を追加し、総額を１６

億３,５２８万３,０００円とするもので、人事院勧告に基づく職員給与等の調整でござ

います。 

 後に、議第１２５号平成３０年度玉名市農業集落排水事業会計補正予算（第１号）

について御説明申し上げます。 

 第２条収益的支出の補正につきましては、２８万７,０００円を追加し、総額を４億

１,６７８万２,０００円とするもので、人事院勧告に基づく職員給与等の調整でござい

ます。 

 以上、主な内容等について御説明申し上げましたが、詳細につきましては、所管の各

委員会において御説明いたしますので、御審議の上、原案どおり御承認賜りますようよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（中尾嘉男君） 副市長 村上隆之君。 

［副市長 村上隆之君 登壇］ 

○副市長（村上隆之君） おはようございます。 
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 私のほうからは、議第１２６号から議第１４１号までの提案理由につきまして御説明

を申し上げます。 

 議案書の１ページをお願いいたします。 

 議第１２６号玉名市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の一部を改正する

条例の制定についてでございますが、これは、玉名市長等の給与に関する条例の一部改

正に準じて、議員の期末手当を改定するため、条例の整備を図るものでございます。 

 内容といたしましては、第１条の改正規定におきまして、１２月に支給します議員の

期末手当の支給月数を１００分の１７７.５に０.０５月分引き上げるものでございます。 

 次に、第２条の改正規定におきまして、前条において引き上げました期末手当の支給

月数を６月及び１２月の支給時に割り振るものでございます。 

 なお、附則といたしまして、この条例中、第１条の規定は、平成３０年１２月１日か

ら適用し、第２条の規定は、平成３１年４月１日から施行するものでございます。 

 ２ページをお願いいたします。 

 議第１２７号玉名市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例の制定についてでございますが、これは、玉名市地域おこし協力隊

員の報酬について、条例の整備を図るもので、現行の月額１６万円から月額１６万６,

０００円に引き上げるものでございます。 

 なお、附則といたしまして、この条例は、平成３１年４月１日から施行するものでご

ざいます。 

 ３ページをお願いいたします。 

 議第１２８号玉名市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてで

ございますが、これは、国家公務員の給与改定に準じて、市長及び副市長の給与を改定

するため、条例の整備を図るものでございます。 

 内容といたしましては、議第１２６号と同様でございます。 

 ４ページをお願いいたします。 

 議第１２９号玉名市教育長の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について

でございますが、これは、国家公務員の給与改定に準じて、教育長の給与を改定するた

め、条例の整備を図るものでございます。 

 内容といたしましては、議第１２６号と同様でございます。 

 ５ページをお願いいたします。 

 議第１３０号玉名市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついてでございますが、これも、国家公務員の給与改定に準じて、職員の給与を改定す

るため、条例の整備を図るものでございます。 

 内容といたしましては、第１条の改正規定におきまして、１２月に支給します職員の
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勤勉手当の支給月数を０.９５に０.０５月分引き上げ、あわせて職員の給料月額を平均

で０.２％引き上げる改定を行なうものでございます。 

 なお、附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行し、給料月額の引き上げ

につきましては平成３０年４月１日から、勤勉手当につきましては同年１２月１日から

適用するものでございます。 

 次に、第２条の改正規定につきましては、職員の期末手当の支給月数を、６月分、１

２月分とも１.３０に統一しますとともに、前条において引き上げました勤勉手当の支

給月数を６月及び１２月の支給時に割り振るものでございます。 

 附則といたしまして、この条例は、平成３１年４月１日から施行するものでございま

す。 

 １２ページをお願いいたします。 

 議第１３１号玉名市行政財産使用料条例の一部を改正する条例の制定についてでござ

いますが、これは、玉名市の行政財産の使用料の納付時期の見直しに伴い、条例の整備

を図るものでございます。 

 内容といたしましては、これまで「前納」としておりました行政財産使用料の納付時

期を、「市長が指定する日まで」に改めるものでございます。 

 なお、附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行するものでございます。 

 １３ページをお願いいたします。 

 議第１３２号玉名市保育所条例の一部を改正する条例の制定についてでございますが、

これは、玉名市立大野保育所の民営化に伴い、条例の整備を図るものでございます。 

 内容といたしましては、大野保育所の民営化に伴い、同園を廃止することによるもの

でございます。 

 なお、附則といたしまして、この条例は、平成３１年４月１日から施行するものでご

ざいます。 

 １４ページをお願いいたします。 

 議第１３３号玉名市地域子育て支援センター条例を廃止する条例の制定についてでご

ざいますが、これは、玉名市地域子育て支援センターの民営化に伴い、条例を廃止する

ものでございます。 

 なお、附則といたしまして、この条例は、平成３１年４月１日から施行するものでご

ざいます。 

 １５ページをお願いいたします。 

 議第１３４号熊本県市町村総合事務組合規約の一部変更についてでございますが、こ

れは、一部事務組合の規約を変更しようとするときは、地方自治法第２９０条の規定に

より議会の議決を経る必要がありますので提案するものでございます。 
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 内容といたしましては、熊本県市町村総合事務組合の構成団体である地方独立行政法

人くまもと県北病院機構設立組合が平成３０年１０月１日をもって、その名称がくまも

と県北病院機構設立組合に変更されたことに伴いまして、熊本県市町村総合事務組合の

規約の一部を変更するものでございます。 

 なお、附則といたしまして、この規約は、平成３０年１０月１日から適用するもので

ございます。 

 １６ページから２０ページまでをお願いいたします。 

 議第１３５号から議第１３９号までの指定管理者の指定についてでございますが、こ

れらは、各施設の条例の規定に基づき、指定管理者の指定をしようとするときは、地方

自治法第２４４条の２第６項の規定によりまして、議会の議決を求めるものでございま

す。 

 内容といたしましては、管理を行なわせる施設は、議第１３５号が玉名市天水老人憩

の家でございまして、平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日までを指定の期間

として、社会福祉法人玉名市社会福祉協議会を、議第１３６号が玉名市横島農産加工研

修センター、玉名市横島農業体験施設及び玉名市ふるさとセンターＹ・ＢＯＸでござい

まして、平成３１年４月１日から平成３４年３月３１日までを指定の期間として、有限

会社横島町特産物振興協会を、議第１３７号が玉名市新玉名駅自動車駐車場でございま

して、平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日までを指定の期間として、アマノ

マネジメントサービス株式会社を、議第１３８号が玉名市蛇ヶ谷公園でございまして、

平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日までを指定の期間として、株式会社あん

しんＣｏ．,Ｌｔｄ．（コーポレーション）を、議第１３９号が玉名市武道館でございま

して、平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日までを指定の期間として、公益社

団法人玉名市シルバー人材センターを、それぞれ指定管理者として指定するものでござ

います。 

 ２１ページ及び２２ページをお願いいたします。 

 議第１４０号普通財産の無償譲渡について及び議第１４１号普通財産の無償貸付けに

ついてでございますが、これらは、地方自治法第９６条第１項第６号の規定によりまし

て、議会の議決を求めるものでございます。 

 内容といたしましては、議第１３２号及び議第１３３号の議案と関連がございまして、

玉名市立大野保育所及び玉名市地域子育て支援センターの民営化に伴いまして、保育所

及び子育て支援センターの建物を社会福祉法人敬愛福祉会へ平成３１年４月１日付けで

無償譲渡し、保育所及び子育て支援センターの土地につきましては、平成３１年４月１

日から平成３６年３月３１日まで、無償貸付けをするものでございます。 

 以上、条例案件等につきまして、提案理由の御説明を申し上げましたが、詳細につき
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ましては、所管の各委員会で御説明申し上げますので、御審議の上、原案どおり御承認

いただきますようお願い申し上げます。 

○議長（中尾嘉男君） 市長 藏原隆浩君。 

［市長 藏原隆浩 登壇］ 

○市長（藏原隆浩君） 本議会に提案しております人事案件の提案理由について御説明

申し上げます。 

 ２３ページ及び２４ページをお願いいたします。 

 議第１４２号及び議第１４３号の人権擁護委員候補者の推薦についてでございますが、

現委員の西森等氏及び北田みち子氏が、平成３１年３月３１日をもちまして任期満了と

なるため、西森等氏の後任に引き続き同氏を、北田みち子氏の後任に井上淳子氏をそれ

ぞれ推薦いたしたく、人権擁護委員法第６条第３項の規定によりまして、議会の意見を

求めるものでございます。 

 以上、２件の人事案件につきましては、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○議長（中尾嘉男君） 以上で、提案理由の説明は終わりました。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第１１ 報告（２件） 

○議長（中尾嘉男君） 日程第１１、「報告」を行ないます。 

 報告第１２号専決処分の報告について、専決第１１号、ほか１件の報告があります。 

 総務部長 西山俊信君。 

［総務部長 西山俊信君 登壇］ 

○総務部長（西山俊信君） 議案書の２５ページをお願いいたします。 

 報告第１２号の専決処分の報告についてでございますが、これは、地方自治法第１８

０条第１項の規定により専決処分した損害賠償の額の決定について、同条第２項の規定

により報告するものでございます。 

 内容といたしましては、平成３０年７月１３日午前１１時３０分ごろ、県道熊本玉名

線において、市職員が運転する公用車が、相手方が運転する軽自動車と接触し、左前方

バンパー等を破損させたものでございます。相手方への損害賠償額として、市は２０％

に当たる３万円を支払うものでございます。 

 なお、損害賠償金につきましては、公益社団法人全国市有物件災害共済会の自動車共

済より全額給付されております。 

 ２６ページをお願いいたします。 

 報告第１３号の専決処分の報告についてでございますが、これも、地方自治法第１８

０条第１項の規定により専決処分した損害賠償の額の決定について、同条第２項の規定

により報告するものでございます。 
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 内容といたしましては、平成３０年８月２０日午前１０時ごろ、市道大浜末広３号線

沿いの法面において、除草作業中の市民が刈払機で小石を跳ね、相手方所有の軽自動車

の左リアドアガラスを破損させたものでございます。相手方への損害賠償額として、市

は１００％に当たる３万８,０００円を支払うものでございます。 

 なお、損害賠償金につきましては、公益社団法人全国市有物件災害共済会の道路賠償

責任保険より全額給付されております。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 以上で、報告の説明は終わりました。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第１２ 陳情の報告 

○議長（中尾嘉男君） 日程第１２、「陳情の報告」を行ないます。 

 陳第３号 国民健康保険財政への国庫負担割合をふやすことを求める意見書の提出に

関する陳情 
 陳第４号 安全・安心の医療・介護の実現と夜勤交替制労働の改善を求める意見書の

提出に関する陳情 

 陳第５号 介護労働者の労働環境及び処遇の改善を求める意見書の提出に関する陳情 

 陳第６号 医師養成定員を減らす政府方針の見直しを求める意見書の提出に関する陳

情 

 陳第７号 看護師の全国を適用地域とした特定 低賃金の新設を求める意見書の提出

に関する陳情 

 陳第８号 介護従事者の全国を適用地域とした特定 低賃金の新設を求める意見書の

提出に関する陳情 

 以上、陳情６件が今回提出されております。 

 内容については、お手元にその要旨を配付しておりますので、説明を省略いたします。 

 これにて、陳情の報告を終わります。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第１３ 委員長報告 

○議長（中尾嘉男君） 日程第１３、「委員長報告」を行ないます。 

 これより、先の第４回定例会において、決算特別委員会に付託し、審査を終了いたし

ました議案の結果と経過について、委員長の報告を求めます。 

 議第９４号平成２９年度玉名市一般会計歳入歳出決算から、議第１０２号平成２９年

度玉名市農業集落排水事業会計決算までの決算議案９件を、一括議題といたします。 

 お手元に配付しております委員会審査報告書の朗読は、これを省略いたします。 

 審議の方法は、委員長の報告のあと、質疑、議員間討議、討論ののち、採決いたしま
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す。 

 委員長の報告を求めます。 

 決算特別委員長 北本将幸君。 

［決算特別委員長 北本将幸君 登壇］ 

○決算特別委員長（北本将幸君） ただいまから、決算特別委員会の審査経過と結果を

御報告申し上げます。 

 今般の、決算特別委員会は１０月２２日、２３日の２日間にわたり審査を行ないまし

た。 

 委員会に付託されました案件は、議第９４号平成２９年度玉名市一般会計歳入歳出決

算から議第１０２号平成２９年度玉名市農業集落排水事業会計決算までの一般会計及び

特別会計並びに企業会計の歳入歳出決算の議案９件であります。 

 以下、各決算議案の審査経過について、御報告申し上げます。 

 まず、議第９４号平成２９年度玉名市一般会計歳入歳出決算についてであります。 

歳入決算額３７０億６,７９２万２,５７２円、歳出決算額３５９億１,４１５万１,４０

２円で、歳入歳出差引額は１１億５,３７７万１,１７０円となり、翌年度繰越額１億１,

７４６万３,２４１円を差し引いた実質収支額は１０億３,６３０万７,９２９円となっ

ております。 

 執行部から、事項別明細書の予算現額、調定額、収入済額、不納欠損額、収入未済額、

支出済額、翌年度繰越額、不用額等の説明と、各課における主要な施策の成果について、

詳細な説明の後、質疑応答に移りました。 

 主な質疑について申し上げます。まず、歳入ですが、執行部からの説明の後、委員か

ら、「個人及び法人を含む市税の滞納繰越分にかかる現在の状況は」との質疑があり、

執行部から、「市税の収入未済額約３億４,０００万円あるが、昨年度より２,７００万

円の減、１０年前の７億６,０００万円から半減している。徴収率も１０年前では８９.

０３％だったが、昨年度は９５.０７％と過去 高の徴収率となっている。財産調査等

を行なって、適切かつ厳格に滞納処分を強化した成果であり、今後も徴収率の向上に努

めていきたい」との答弁でした。 

 委員から、「住宅新築資金等貸付金収入の収入未済額が約１億５,０００万円あるが、

新年度における不納欠損額はどの程度か」との質疑があり、執行部から、「債務者本人

の返済が滞っていても、相続人あるいは連帯保証人への調査を継続しているため、平成

３０年度に不納欠損する予定はない」との答弁でした。 

 委員から、「財産売払収入が予算額よりふえている要因は」との質疑があり、執行部

から、「当初予算に見込みを立てるのが難しいのに加え、平成２９年度は年度末に、た

め池の売却が発生したことが、主な増収につながっている」との答弁でした。 
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 歳入については、このほか「滞納税に係る財産の差し押さえ解除、差し押さえの回数、

分納の状況、滞納を解消するマニュアル及び研修、滞納処分に対する不服審査、市道延

長に起因する地方譲与税、道路維持管理に伴う交付税、財政調整基金の現在残高及び過

去の推移、土木費国庫補助金の減額理由」など、多岐にわたる内容確認や質疑がありま

した。 

 次に、歳出についてですが、委員から、「決算審査する意義や監査指摘事項を執行部

はどのように捉えているのか」との質疑があり、執行部から、「委員会の意見等を踏ま

え、反省点を改善し、課題解決に向けて対処している。今後は、庁議等の場においても

検証していく」との答弁でした。 

 委員から、「定住促進事業で移住人口の増加のために、移住者に対するアパートの家

賃補助などは行なっていないのか。また、定住者１２７名に対するアンケート結果は」

との質疑があり、執行部から、「平成２６年度から、おためし暮らし事業に取り組んで

いる。天水地区で家賃１万５,０００円、 大６カ月利用可能。実績としては、平成２

８年度が８名、２９年度が２名であった。アンケートの特徴として、自然環境の良さ、

地域の方々の人間性、交通アクセスがいい。逆に、デメリットとして、買い物する場所

が少ない、子育て支援をもっと充実してほしい等々の意見であった」との答弁でした。 

委員から、「平成２９年７月末で各支所窓口の民間委託が終了したが、市民等の反応は

どうか」との質疑があり、執行部から、「各支所においては、直接、職員が対応するこ

とで、迅速に遂行することができており、非常に好評を得ている。市民の方からのお叱

りやクレーム、混乱等もなかった」との答弁でした。 

 委員から、「定期監査報告書に記載してある保育料の超過負担分についての内容が変

わっているが詳細な説明を」との質疑があり、執行部から、「国徴収基準額、市保育料

調定額、市負担額については、何を表記すればいいのかを検討した結果、私立保育園や

認定こども園に対する運営費の中で市が負担する額を記載することが適切であると判断

した」との答弁でした。 

 委員から、「生活困窮者の自立相談支援から、生活保護に移行されているケースの実

態把握は行なっているか」との質疑があり、執行部から、「自立相談に来られた方が、

すべて生活困窮者の方とは限らないので、具体的な数字は把握していない」との答弁で

した。これを受け、委員から、「相談を包括的に対応するには、そういった状況等は的

確に把握すべきである」との意見がありました。 

 委員から、「ごみ不法投棄は減少傾向になってきているのか。悪質な事例も発生して

いるのか」との質疑があり、執行部から、「年度別の回収量は、平成２５年度６.４５ト

ン、２６年度３.３９トン、２７年度１.１０トン、２８年度３.７４トン、２９年度２.

３５トンとなっており、年度ごとで増減はある。また、パトロールも実施しており、悪
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質なものについては、保健所など関係機関と連携しながら対応している」との答弁でし

た。 

 委員から、「６次産業推進事業に携わっている業者数は何件くらいなのか」との質疑

があり、執行部から、「平成２３年から７年経過したが、延べ１８事業者、補助金額約

２,８００万円、販売額約２億９,８００万円がこれまでの実績である」との答弁でした。 

 委員から、「水産物供給基盤機能保全事業での漁港しゅんせつ工事費用は」との質疑

があり、執行部から、「熊本市にある県営塩屋漁港の埋め立て計画地に搬出した土量に

より事業費が決定するため、費用の増減が生じる。市は検査確認の際も、立ち合い検査

を行なっている」との答弁でした。 

 委員から、「企業誘致促進に関しての企業側の反応はどうなのか」との質疑があり、

執行部から、「昨年度、企業誘致可能性調査を実施した。用地の確保が大前提であると

のアンケート結果であり、市としては、現在、民間活力を導入した工業団地開発を検討

している段階」との答弁でした。これを受け、委員から、「ぜひとも、誘致企業の進出

を後押ししてほしい」との意見がありました。 

 委員から、「消防団員の確保方策に関する検討はされているのか」との質疑があり、

執行部から、「団員定数が１,６９４人、現在数が１,４９８人であり、加入促進をさま

ざまな形で推進している。」との答弁でした。 

 委員から、「教育総務費中の工事請負費約３,３００万円の不用額の要因は何なのか」

との質疑があり、執行部から、「本年開校した玉陵小学校の校舎及びプール、各学校に

整備している空調工事である」との答弁でした。 

 委員から、「岱明図書館の利用が増加した要因をどう捉えているのか」との質疑があ

り、執行部から、「岱明支所２階に移設し、延べ床面積が約３倍になった。蔵書数もだ

んだんとふえ、施設の集約化も影響している。貸出冊数で約１.５倍ふえている」との

答弁でした。 

 そのほか、歳出に関しては、「職員援助プログラム、しおかぜ及びいちごタクシー運

行補助、キラリかがやけ玉名づくり応援事業の内容、子育て世代の転出状況、新幹線通

勤定期券購入補助、行政区の統廃合、金婚夫婦や米寿者及び百歳祝賀にかかる長寿者等

表彰、就労準備支援事業の成果、生活保護費扶助費の不用額の要因、生活保護にかかる

ケースワーカー、生活安心ネットワーク委員会、合併浄化槽と農業集落排水及び公共下

水道における設置費用や維持管理費等の比較、菊池川左岸の公共下水道計画、プラスチ

ックごみの削減対策、平袋タイプのごみ袋の販売状況、中小企業相談の支援、消費税１

０％に対応する支援体制、漁港の改修計画、多面的機能支払交付金、たまララ・温泉施

設の利用状況、納涼花火大会の運営、自主防災組織育成、総合体育館メインアリーナ空

調整備後の反応、市文化センターの改修計画、岱明図書館多目的室の活用状況、博物館
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の各種事業における開催状況、文化財の一斉公開アナウンス、学校など教育施設におけ

る危険箇所点検の実施」など、多岐にわたる内容確認や質疑がありました。 

 以上、審査を終了し、採決の結果、議第９４号については、全員異議なく原案のとお

り認定することに決しました。 

 次に、議第９５号平成２９度玉名市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算について

であります。 

 歳入決算額１０８億６,３４９万２,９７４円、歳出決算額１０３億３,１９１万９,０

０４円で、歳入歳出差引額及び実質収支額は５億３,１５７万３,９７０円となっており

ます。 

 執行部からの説明のあと、委員から、「特定健診における目標値の達成率は」との質

疑があり、執行部から、「受診率を５０％程度に設定しており、受診率向上に向けた取

り組みを行なっている。また、本年度より保健予防課に移管し、医師会など、より綿密

な連携に努めている」との答弁でした。 

 委員から、「短期被保険者証に関し、完納の見込みのある者について、具体的な基準

があるのか」との質疑があり、執行部から、「約６００件が短期被保険者証の対象世帯

となっている。滞納対策実施要綱はあるものの、明確な基準を設定していないため、今

後は、他市の要綱等も参考にしながら、研究・検討していきたい」との答弁でした。 

 そのほかに、「こくほ運動実践講座、保険税の不納欠損に至った経緯、医療費抑制に

対する取り組み、重複・頻回受診訪問指導の基準、レセプト点検の効果」などの質疑が

ありました。 

 以上、審査を終了し、採決の結果、議第９５号については、全員異議なく原案のとお

り認定することに決しました。 

 次に、議第９６号平成２９年度玉名市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算について

であります。 

 歳入決算額８億４,４１２万１,０３０円、歳出決算額８億４,２７１万２２２円で、

歳入歳出差引額及び実質収支額は１４１万８０８円となっております。 

 執行部からの説明のあと、委員から、「歯科口腔健診の周知方法は」との質疑があり、

執行部から、「広報たまなはもちろんであるが、保険証を送付するときに同封してい

る」との答弁でした。これを受け、委員から、「通常健診とあわせて歯科口腔健診の受

診率も上がるような施策に取り組んでほしい」との意見がありました。 

 委員から、「保険料における収入未済額がふえた原因。また、徴収に対する取り組み

は」との質疑があり、執行部から、「毎期ごとに督促状の発送や催告書での通知等によ

り収納率の向上に努めている」との答弁でした。 

 以上、審査を終了し、採決の結果、議第９６号については、全員異議なく原案のとお
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り認定することに決しました。 

 次に、議第９７号平成２９年度玉名市介護保険事業特別会計歳入歳出決算についてで

あります。 

 歳入決算額７７億８３８万６,３８６円、歳出決算額７３億２,５１７万４,２００円

で、歳入歳出差引額及び実質収支額は３億８,３２１万２,１８６円となっております。 

 執行部からの説明のあと、委員から、「要支援１又は２の方が総合事業に移行したが、

介護認定申請をしたいという本人の意向がある場合には、尊重しているのか」との質疑

があり、執行部から、「窓口で話し合いをしながら、介護認定の申請が必要な方は申請

を受け付け、総合事業で対応できる方には総合事業で支援していく体制で、窓口は一本

化している」との答弁でした。 

 委員から、「保険給付費の不用額があるが、サービス低下につながっていないか」と

の質疑があり、執行部から、「これまでの介護サービスに影響はないが、昨年度より総

合事業が始まった分の費用は抑制されている」との答弁でした。 

 そのほかに、「総合事業における緩和型サービスの担い手、ケアプランに対する指導

体制、通いの場の地域サポーター養成、いきいきふれあい活動、滞納者に対する徴収体

制及び不納欠損」などの質疑がありました。 

 以上、審査を終了し、採決の結果、議第９７号については、全員異議なく原案のとお

り認定することに決しました。 

 次に、議第９８号平成２９年度玉名市浄化槽整備事業特別会計歳入歳出決算について

であります。 

 歳入決算額３,１１１万５,８４３円、歳出決算額２,９０４万１,７８６円で、歳入歳

出差引額及び実質収支額は、２０７万４,０５７円となっております。 

 執行部からの説明のあと、委員から、「浄化槽市町村整備で１３基設置してあるが、

残りの戸数はどのくらいか」との質疑があり、執行部から、「農業集落排水事業の区域

外の天水地区が１,５２３世帯あり、そのうち１６６基が設置済みである」との答弁で

した。 

 委員から、「使用料を滞納した場合の市民への影響は」との質疑があり、執行部から、

「使用停止にはできないが、戸別訪問したり、電話等での納入をお願いしている」との

答弁でした。 

 そのほかに、「浄化槽整備事業が完了する見通し、市町村設置型浄化槽・個人設置型

合併浄化槽・農業集落排水・公共下水道事業のそれぞれの設置費用や使用料の比較、水

質汚濁防止につながる対策」などの質疑がありました。 

 以上、審査を終了し、採決の結果、議第９８号については、全員異議なく原案のとお

り認定することに決しました。 
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 次に、議第９９号平成２９年度玉名市九州新幹線渇水等被害対策事業特別会計歳入歳

出決算についてであります。 

 歳入決算額４億７,５５４万１,１２３円、歳出決算額４億５,８８０万３,７０９円で、

歳入歳出差引額及び実質収支額は、１,６７３万７,４１４円となっております。 

 執行部からの説明のあと、委員から、「配水池が満杯にならないような対策は講じて

あるのか」との質疑があり、執行部から、「オーバーフロー分は自然に流れるようにな

っているが、河川の堰の補強等も必要となってくる」との答弁でした。 

 委員から、「養鶏農家に対する鳥インフルエンザ対策の話し合いは行なっているか」

との質疑があり、執行部から、「１１カ所の配水池の整備を行なっているが、防護柵な

どを設置して鳥インフルエンザの被害がでないような対策をとっている。渡り鳥の確認

もなく、養鶏農家及び地元役員等との打ち合わせも行なっている」との答弁でした。 

 以上、審査を終了し、採決の結果、議第９９号については、全員異議なく原案のとお

り認定することに決しました。 

 次に、議第１００号平成２９年度玉名市水道事業会計決算についてであります。 

収益的収支及び資本的収支につきましては、収益的収入は８億８,６０９万５,２９９円、

収益的支出は８億８２０万４,３７３円で、資本的収入は２,８３５万７,４４３円、資

本的支出は４億２,６８５万４,２５３円となっております。 

 執行部からの説明のあと、委員から、「他会計からの補助金は何を根拠にしているの

か」との質疑があり、執行部から、「基準外の繰入金、元金・利子の償還金、人件費等

である」との答弁でした。 

 委員から、「利益剰余金における積立金の額は妥当なのか」との質疑があり、執行部

から、「未償還の残高が約３２億円あるので、経営としては非常に厳しい状況である」

との答弁でした。 

 委員から、「損益計算書の表示方法をわかりやすいように変更できないか」との質疑

があり、執行部から、「地方公営企業法規則で定められた様式に基づいて作成してい

る」との答弁でした。 

 そのほかに、「単年度黒字経営の際の使用料との兼ね合い、企業局としての独立採算

性の尊重、減債積立金の基準、建設改良積立金の使途、未収金の内訳、水源地をつなぐ

構想」などの質疑がありました。 

 以上、審査を終了し、採決の結果、議第１００号については、全員異議なく原案のと

おり認定することに決しました。 

 次に、議第１０１号平成２９年度玉名市公共下水道事業会計決算についてであります。 

収益的収支及び資本的収支につきましては、収益的収入は１４億８,６６２万６,２７９

円、収益的支出は１４億２,１８５万９,７８３円で、資本的収入は５億７,７７９万１,
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０８０円、資本的支出は１１億７,９３８万２,７２６円となっております。 

 執行部からの説明のあと、委員から、「処理場の改築・改修工事の計画は」との質疑

があり、執行部から、「現在、ストックマネジメント計画を策定しており、長期的な財

政計画を基に取り組む予定としている」との答弁でした。 

 委員から、「水の守でのし尿処理と下水道処理の業務を統一できないのか」との質疑

があり、執行部から、「し尿や浄化槽汚泥を処理する施設は下水道施設ではないため、

業務の統一はできないが、現在、し尿は下水道施設で効果的に処理を実施している状況

である」との答弁でした。 

 そのほかに、「企業債の繰上償還、適正なリサイクルを推進する産業廃棄物堆肥化、

企業債の平均利率、タマにゃんマンホールカード、技術職員の人材育成」などの質疑が

ありました。 

 以上、審査を終了し、採決の結果、議第１０１号については、全員異議なく原案のと

おり認定することに決しました。 

 次に、議第１０２号平成２９年度玉名市農業集落排水事業会計決算についてでありま

す。 

 収益的収支及び資本的収支につきましては、収益的収入は４億２,６８４万５,７６６

円、収益的支出は４億５２３万７,５９１円で、資本的収入は１億９,８８８万３,００

０円、資本的支出は２億９,１１３万８,０６１円となっております。 

 執行部からの説明のあと、委員から、「農業集落排水事業が普及しない理由は」との

質疑があり、執行部から、「区域内の整備率は１００％となっている。また、加入促進

の啓発活動は随時実施している」との答弁でした。 

 委員から、「加入率の目標設定に対する現状は」との質疑があり、執行部から、「尾田

川左岸地区が２８％、大開地区が５３％、その他の地区はおおむね７０から８０％とな

っている」との答弁でした。 

 そのほかに、「配管をつなぐ際の補助制度、加入率を上げる取り組み」などの質疑が

ありました。 

 以上、審査を終了し、採決の結果、議第１０２号については、全員異議なく原案のと

おり認定することに決しました。 

 以上で、決算特別委員会に付託されました案件の審査報告を終わります。 

○議長（中尾嘉男君） 以上で、決算特別委員長の報告は終わりました。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第１４ 質疑・議員間討議・討論・採決 

○議長（中尾嘉男君） 日程第１４、「質疑・議員間討議・討論・採決」を行ないます。 

 これより、質疑に入ります。 
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 ただいままでの、委員長の報告について、質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中尾嘉男君） 質疑なしと認めます。 

 これより、議員間討議に入ります。 

 議員間討議はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中尾嘉男君） 議員間討議なしと認めます。 

 これより、討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中尾嘉男君） 討論なしと認めます。 

 これより採決に入ります。 

 議第９４号 平成２９年度玉名市一般会計歳入歳出決算 

 議第９５号 平成２９年度玉名市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算 

 議第９６号 平成２９年度玉名市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算 

 議第９７号 平成２９年度玉名市介護保険事業特別会計歳入歳出決算 

 議第９８号 平成２９年度玉名市浄化槽整備事業特別会計歳入歳出決算 

 議第９９号 平成２９年度玉名市九州新幹線渇水等被害対策事業特別会計歳入歳出

決算 

 議第１００号 平成２９年度玉名市水道事業会計決算 

 議第１０１号 平成２９年度玉名市公共下水道事業会計決算 

 議第１０２号 平成２９年度玉名市農業集落排水事業会計決算 

 以上、決算議案９件について、一括して採決いたします。 

 ただいま、採決に付しております議第９４号から議第１０２号までの決算議案９件に

対する委員長の報告は、いずれも認定であります。 

 委員長の報告のとおり決定することに、御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中尾嘉男君） 御異議なしと認めます。 

 よって、議第９４号から議第１０２号までの決算議案９件については、いずれも原案

のとおり認定することに決定いたしました。 

 以上で、本日の日程は終了いたしました。 

 この際、お諮りいたします。議事の都合により、明４日から１０日までの７日間休会

いたしたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 
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［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中尾嘉男君） 御異議なしと認めます。よって、明４日から１０日までの７日

間、休会することに決定いたしました。 

 １１日は、定刻より会議を開き、一般質問を行ないます。 

 一般質問を希望しておられる方は、発言通告書に「質問の要旨」を具体的に記載し、

明４日の正午までに事務局にお届けください。 

 本日は、これにて散会いたします。 

 

午前１１時５７分 散会 



 

 

第 ２ 号 

１２月１１日（火） 
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平成３０年第５回玉名市議会定例会会議録（第２号） 

 議事日程（第２号） 

平成３０年１２月１１日（火曜日）午前１０時００分開議 

        開 議 宣 告 

日程第１ 一般質問 

    １ １４番 内田 靖信 議員（自友クラブ） 

    ２  ５番 赤松 英康 議員（市民改革クラブ） 

    ３  ７番 北本 将幸 議員（創政未来） 

    ４  １番 坂本 公司 議員（新生クラブ） 

    ５  ９番 松本 憲二 議員（自友クラブ） 

        散 会 宣 告 

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ 

 本日の会議に付した事件 

        開 議 宣 告 

日程第１ 一般質問 

１ １４番 内田 靖信 議員（自友クラブ） 

１ 学校給食費の一般会計化について 

（１）玉名市における小中学校の給食費の徴収方法と管理形態について 

（２）未納金とその処置について 

（３）玉名市における現行制度の問題点について 

（４）一般会計化の方向性について 

２ ５番 赤松 英康 議員（市民改革クラブ） 

１ 新玉名駅駐車場の有料化について 

３ ７番 北本 将幸 議員（創政未来） 

１ 玉名市公共交通政策について 

（１）玉名市地域公共交通総合連携計画の総括について 

（２）第２期計画の策定について 

（３）交通不便地域の実態調査、今後の取り組みについて 

（４）買い物弱者の実態調査、今後の取り組みについて 

２ 公共施設（箱物）の計画的整備・建設・運営について 

（１）公共施設マネジメントにおける市長の考えについて 

（２）新設した天水町公民館、岱明図書館の利用状況について 

（３）岱明文化センター（仮称）建設計画の概要について 

（４）岱明ふれあい健康センターの今後の利用計画について 
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３ 庁内連携による政策の企画・立案について 

（１）秘書課政策推進係の業務について 

（２）秘書課政策推進係設置における効果について 

（３）職員提案制度の確立に向けた取り組みについて 

（４）市民からの提案について 

４ １番 坂本 公司 議員（新生クラブ） 

１ ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）の普及と拡散につ

いて 

（１）拡散の効果とは 

（２）高齢者へ普及させるための取り組みは 

（３）玉名市マスコット「タマにゃん」を日本一にするためには 

２ 浮田池公園化計画について 

（１）計画の内容について 

（２）外来種問題について 

５ ９番 松本 憲二 議員（自友クラブ） 

１ 玉名市の農業振興政策について 

（１）農業用機械補助について 

（２）今後の農業振興政策の考えは 

２ 玉名市の公共スポーツ施設のあり方について 

（１）陸上競技場について 

（２）サッカー・ラグビー場について 

（３）総合運動公園計画について 

３ 玉名市への誘客向上施策について 

（１）プロジェクションマッピングについて 

        散 会 宣 告 

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ 

出席議員（２０名） 

  １番 坂 本 公 司 君  ２番  田 真樹子 さん 

  ３番 吉 田 憲 司 君  ４番 一 瀬 重 隆 君 

  ５番 赤 松 英 康 君  ６番 古 奥 俊 男 君 

  ７番 北 本 将 幸 君  ８番 多田隈 啓 二 君 

  ９番 松 本 憲 二 君 １０番 德 村 登志郎 君 

１２番 西 川 裕 文 君 １３番 嶋 村   徹 君 

１４番 内 田 靖 信 君 １５番 江 田 計 司 君 
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１６番 近 松 惠美子 さん １８番 前 田 正 治 君 

１９番 作 本 幸 男 君 ２０番 森 川 和 博 君 

２１番 中 尾 嘉 男 君 ２２番 田 畑 久 吉 君 

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ 

欠席議員（なし） 
‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ 

欠  員（２名） 

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ 

事務局職員出席者 

事 務 局 長  堀 内 政 信 君    事 務局次長  荒 木   勇 君 

次 長 補 佐  松 野 和 博 君    書 記  松 尾 和 俊 君 

書 記  古 閑 俊 彦 君 

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ 

説明のため出席した者 

市 長  藏 原 隆 浩 君    副 市 長  村 上 隆 之 君 

総 務 部 長  西 山 俊 信 君    企画経営部長  水 本 明 子 さん 

市民生活部長  村 﨑 信 介 君    健康福祉部長  松 野 信 生 君 

産業経済部長  松 本 忠 光 君    建 設 部 長  前 田 愼一郎 君 

企 業 局 長  松 本 優 一 君    教 育 長  池 田 誠 一 君 

教 育 部 長  戸 嵜 孝 司 君    監 査 委 員  元 田 充 洋 君 

会 計管理者  竹 村 昌 記 君 
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午前１０時０１分 開議 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

○議長（中尾嘉男君） ただいまから、本日の会議を開きます。 

 日程に入ります前に申し上げます。 

 日本初のオリンピック選手であり、日本マラソンの父と称される本市の名誉市民、故

金栗四三氏を主人公とした２０１９年大河ドラマ「いだてん～東京オリムピック噺～」

の放送まで残り１カ月を切りました。放送直前いよいよ盛り上がってきた機運をよりい

っそう高めるべく、先の第４回定例会に引き続き、今期定例会も特別に一般質問期間

中、金栗四三氏のＰＲジャンパーを本会議の出席者全員で着用し、さらにＰＲミニのぼ

り旗を全席に立てて会議に臨むことといたします。 

 議会、執行部一体となって、また、全市を挙げ本市の地域振興とまさに 大の契機と

なる２０１９年の到来を 高潮の機運の高まるとともに迎えてまいりたいと思います。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、これより議事に入ります。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第１ 一般質問 

○議長（中尾嘉男君） 日程第１、「一般質問」を行ないます。質問は、通告の順序によ

って許すことにいたします。 

 １４番 内田靖信君。 

［１４番 内田靖信君 登壇］ 

○１４番（内田靖信君） おはようございます。 

 今日は傍聴席にたくさんの民生委員の皆さん方が傍聴においでいただいておるようで

ございます。日ごろから行政に対し、さまざまな形で御尽力をいただいておりますこと

に対しまして、改めてお礼を申し上げ、１４番、自友クラブの内田でございます。 

 学校給食費の一般会計化について一般質問を行ないます。 

 学校給食法は、学校給食が児童生徒の心身の健全な発達に資するものであり、かつ、

児童及び生徒の食に関する正しい理解と適切な判断力を養う上で重要な役割を果たすも

のであることに鑑み、学校給食及び学校給食を活用した食に関する指導の実施に関し必

要な事項を定め、もって学校給食の普及充実及び学校における食育の推進を図ることを

目的としまして、戦後の食糧難の時代背景の中、昭和２９年に制定をされているところ

でございます。以来６０有余年法律でいうところの義務教育学校、いわゆる小学校中学

校等で学校給食が実施され、現在に至っております。そこで学校給食の施設設備費、人

件費、燃料費、運搬業務費、また、その他の諸経費は各自治体の負担となっておりまし

て、当玉名市の平成３０年度一般会計当初予算にも学校給食センター費としまして、２
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億２,３９４万１,０００円が計上をされているところでございます。ただ、児童生徒の

食費、いわゆる給食費は近年、子育て支援策の一環として、給食費の一部、あるいは全

額を自治体が負担するところが出てきておりますものの、未だ多くの自治体では保護者

負担の原則が適用されておりまして、玉名市においてもその原則により現在運営をされ

ておるところでございます。その給食費の保護者からの徴収方法やその財務管理はそれ

ぞれの学校で異なり、これといった統一したルールもないのが現状のようで、給食費を

学校内で管理する私会計、いわゆる私会計によりとり行なわれているところでございま

す。 

 このような現状により、徴収面では、給食費未納を受け持つ先生は、電話での督促や

場合によっては家庭を訪問され徴収依頼をされるようで、精神的にも、また、肉体的に

も大きな負担、あるいはストレスとなっているようでございます。また、給食費の管理

面からは、他の自治体の学校では、集金した給食費を紛失したり、あってはならないこ

とですが、教職員による着服等の不祥事が発生しており、先般、熊本県内でもある学校

の教職員が給食費を着服し、懲戒免職処分になった事例もございます。 

 このようなことから、給食費の学校による徴収方法や管理形態について、何らかの制

度改正が必要とされてきたところであり、何よりも地方教育審議会で検討がなされてお

ります学校の働き方改革における教職員の仕事のスリム化にもなります。このような背

景から、文部科学省は、給食費の学校徴収や管理業務の負担を減少する方法に関するガ

イドラインを今年度中にも策定する方針とのことでございます。その主なものは、給食

費の徴収管理を現行の学校内で管理する私会計ではなく、各地方自治体が直接徴収し、

管理運営する公の一般会計課で取り扱うものでございます。 

 そこで伺います。まず、玉名市の小中学校の給食費の徴収方法と管理形態について伺

います。 

 次に、未納金とその処置について伺います。 

 ３点目に、玉名市における現行制度の問題点について伺います。 

 ４点目に、一般会計化の方向性について伺います。 

○議長（中尾嘉男君） 教育部長 戸嵜孝司君。 

［教育部長 戸嵜孝司君 登壇］ 

○教育部長（戸嵜孝司君） おはようございます。 

 内田議員の学校給食費の一般会計課についての御質問にお答えいたします。 

 まず、玉名市における小中学校の給食費の徴収方法と管理形態についてでございます

が、小学校１６校、中学校６校における給食費の徴収方法は、保護者による手集め徴収

が１２校、口座による徴収が８校、児童が学校へ持参する方法が２校となっておりま

す。給食費の管理形態といたしましては、天水学校給食センター管内の小中学校を除く
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各学校においては、給食関係の預金通帳が教頭又は事務職員により管理されておりまし

て、玉名町小学校及び横島小学校を除く小中学校については、玉名中央学校給食センタ

ー又は岱明学校給食センターの専用の口座に毎月給食費として振り込まれております。 

 天水学校給食センター管内の小中学校においては、保護者口座から引き落とされた給

食費が直接給食センター専用口座に振り込まれております。このようにして集められま

した給食費は、給食材料費としてその納入業者へ次のような方法にて支払いがなされて

おります。 

 玉名町小学校、横島小学校の調理場においては、直接給食費の口座から納入業者へ、

３つの給食センターの納入方法は、栄養教諭や事務職員、センター長が各納入業者の請

求品目、請求額等を確認した上で、給食費専用の口座から物資納入業者指定の預金口座

へ振り込み事務を行なっております。なお、給食費の収支報告については、玉名町小学

校、横島小学校においてはＰＴＡ総会で、３つの給食センターにおいては、校長、ＰＴ

Ａ会長等で構成された学校給食センター運営委員会で毎年審議を行なっております。 

 次に、未納金とその処置についてでございますが、平成２９年度分の未納額といたし

ましては、１１月末現在で１３０万６,５４６円でございます。未納金については、各

学校長名で未納者へ督促するなど、徴収に努めていただいているほか、教育委員会とし

ましても封書を送付し、納入を促しているところでございます。しかしながら、卒業後

年数が経過するとますます徴収が困難となるため、早めの督促を行ない、納入を促して

おりますが、卒業後３年経過をめどに不納欠損などの処置を講じて対応してきたところ

でございます。 

 次に、現行制度の問題点についてお答えいたします。 も多い保護者による手集め

は、集金にかかる労力と時間の問題や現金の管理にも大きな責任が伴いますので、他の

方法と比較すると徴収率の向上に貢献していただいている面もございます。一方、口座

振替は、保護者の労力や時間的負担は軽いものの、振込手数料の負担増や残額不足によ

り振替不能が生じ、徴収率の低下が懸念されます。また、児童が学校へ持参する方法

は、ある意味保護者の負担軽減になりますが、学校側で事務負担の増加と子どもたちが

学校の担当者に渡すまでの間、紛失や盗難などの事故も懸念されるところでございま

す。給食費の納入については、保護者や学校にお願いせざるを得ない現行制度では、学

校現場の業務が年々増加する中、徴収業務には限界があるため、新たな徴収体制の確立

が望まれているところでございます。 

 後に、一般会計化の方向性についてでございますが、文部科学省は抽出による方法

でもありましたが、平成２８年度の学校給食費の徴収の実態調査を実施しております。

これによりますと、公会計化を実施している学校の割合が３９.７％、私会計が６０.

３％という結果で、２４年度時点に比べ約９％、公会計化が進んでいるという調査結果
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が発表されております。また、本年２月には文部科学省から学校における働き方改革に

関する緊急対策の策定並びに学校における業務改善及び勤務時間管理等にかかる取り組

みの徹底についてが通知され、この中で給食費の徴収、管理事務は市町村の業務として

公会計化する方針が出され、すでに公会計化を実施している先行事例を踏まえ、ガイド

ラインを示すとされております。一方、公会計化への移行に伴う課題といたしまして

は、市会計における経費負担が大きくかかわってくることを初め、給食費の徴収方法の

統一化、児童手当からの天引き、徴収管理システムの導入、庁内機構の再編などのさま

ざまな課題があります。文部科学省からガイドラインが示された段階でその内容を十分

精査し、学校、保護者、その他の関係機関と連携を図りながら公会計化への移行を検討

してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 内田靖信君。 

○１４番（内田靖信君） 新たな徴収方法、あるいは管理方法を確立する必要がある

と、このような思いでおられることはわかりました。 

 再質問を行ないますが、まず、徴収方法、管理形態あるいは支払い方法についてもそ

れぞれの学校については、これはもう相当な違いがあるようですが、玉名市内の小中学

校で、年間どの程度の給食費が徴収されているのか伺いたいと存じます。 

○議長（中尾嘉男君） 教育部長 戸嵜孝司君。 

○教育部長（戸嵜孝司君） 内田議員の再質問にお答えいたします。 

 給食費の徴収額といたしましては、直近の平成２９年度の決算ベースで総額２億７,

９００万円程度でございます。これは単独校２校、３つの給食センターの合計額でござ

います。 

○議長（中尾嘉男君） 内田靖信君。 

○１４番（内田靖信君） 相当な金額が子どもたちあるいは保護者、あるいは学校、あ

るいは口座へという形で徴収をされておるようです。 

 教育部長に伺います。中央教育審議会が提案をしております口座振替については、先

ほど答弁の中にも玉名市ですでに８校が実施をしておるようでございます。口座振替に

は、これは少々の手数料は発生しますものの、答弁にあったような残高不足による振替

不能が生じて徴収率が低下すると、このような懸念をされておりますが、これは一般会

計化をすることによりまして、条例化、あるいは規則等を制定しまして、税法でいうと

ころの対応制度を行なえば、私はこと済むのではないかと思っております。先ほどの未

収金が１３０万円ほどということですが、一般会計化をしまして、これから行政が直接

徴収し、あるいは滞納については滞納整備を行なうなら私は、反対に徴収率は向上する

と、このように考えておりますが、この件について教育部長の見解をいただきたいと存
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じます。 

○議長（中尾嘉男君） 教育部長 戸嵜孝司君。 

○教育部長（戸嵜孝司君） 公会計化にできないかということでございますけれども、

公会計化によって、公会計化をすることによって、徴収率を上げるということは、滞納

処理ができるということでございますけれども、滞納処理につきましては、給食費の材

料費の徴収でございますので、税等と違いまして、滞納処理という形は非常に難しいか

と思います。 

○議長（中尾嘉男君） 内田靖信君。 

○１４番（内田靖信君） もうすでに４割程度の自治体が先行されているようでござい

まして、恐らく条例化、あるいは規則化等をしまして、これはもう税法に準じて滞納請

求ができるものと考えております。このあたりは特に、研究、検討を重ねていただきた

いと思っており、次に移っていきます。 

 この給食費の徴収管理体制については、文部科学省も新たな方法の導入をガイドライ

ンで示すとしておりまして、全国の先進的な自治体では、すでに約４割の自治体が一般

会計に移行しております。恐らくこれはさまざまなトラブルを予防するという観点から

と同時に、先生方の長時間労働をなくす手だてとしてのものでありまして、玉名市とし

ましても早急に取り組む必要があります。 

 そこで、玉名市においては、学校の先生方の働き方改革に関する勤務実態調査等は実

施をされているのか伺いたいと存じます。 

○議長（中尾嘉男君） 教育長 池田誠一君。 

○教育長（池田誠一君） 玉名市における教職員の勤務状況についてお尋ねでございま

すので、お答えさせていただきます。 

 内田議員の玉名市の教職員の勤務状況はどうなっているかという再質問ですが、国の

平成２８年度調査によりますと、教員の１日当たりの学校での勤務時間は、１１時間１

５分の数字が出ており、超過勤務時間が３時間３０分となっております。これをひと月

２０日分として換算しますと、ひと月約７０時間となります。玉名市の教職員の勤務状

況につきましては、超過勤務時間が８０時間以上の職員について、毎月報告するように

しております。その調査によると、先月の１１月には４０７名中５０名が８０時間を超

える勤務がございました。その内訳は、小学校１８名、中学校３２名で、主な理由とい

たしましては、小学校はよりよい授業にするための教材研究の時間が一番多くて、中学

校におきましては、部活動や公務文章に取り組む時間が多い状況でございました。 

 以上です。 

○議長（中尾嘉男君） 内田靖信君。 

○１４番（内田靖信君） 平成２７年度の勤務調査では、１日当たり１１時間弱の時間
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外が発生しておって、平均３時間３０分ということでございました。玉名市の場合は、

８０時間以上の勤務が４０７名中５０名ということで、現在、中央教育審議会の答申の

素案では、時間外勤務を月４５時間以内、年間３６０時間以内としているようですが、

玉名市の調査では、８０時間以上が５０名ということですから、これを４５時間の上限

を定めれば、また相当な時間外勤務の先生方の数字が出てくると、このように考えてお

ります。 

 教育長に伺いますが、このような実態を教育長はどのように受けとめておられるのか

伺いたいと存じます。 

○議長（中尾嘉男君） 教育長 池田誠一君。 

○教育長（池田誠一君） 再質問にお答えいたします。 

 玉名市における教職員の働き方改革の取り組みの状況はどうなっているかということ

でお答えをしていきたいと思います。 

 内田議員の玉名市の教職員の働き方改革の取り組み状況についてでございますが、再

来年の平成３２年度から新学習指導要領の全面実施に伴い、新たに取り組むべき課題が

増加する中で、教職員の負担、担う役割はますます大きくなっていきます。その反面、

教職員の働き方改革が求められ、教職員が子どもと向き合う時間を確保するようにとの

提言がなされております。その一つとして、学校教師が担う業務の明確化、適正化が国

から示されており、例えば、学校徴収金の徴収並びに管理については、基本的には学校

以外が担うべきと提言されております。そこで玉名市としましては、働き方改革の第一

歩は、勤務時間の管理及び把握により、客観的に進めることが必要であることから、来

年度からバーコードリーダーによる勤務時間の管理の取り組みを開始したところです。

加えて、単に形式的な把握にとどまるのでなく、充実した業務内容を吟味し、適切な勤

務時間のあり方及び学校教師が担う業務の明確化、適正化などを検討しているところで

す。そのほかにも事務の共同実施による学校事務の効率化や部活動指針の徹底、さらに

夏期休業期間における学校閉庁日の設定など、超過勤務時間の短縮に向けた取り組みも

行なっております。さらに、現在、抜本的な働き方改革のツールであり、パソコンなど

のＩＣＴ機械を活用する統合型公務支援システムの導入について検討を始めたところで

あります。このシステムは、成績処理や出欠管理、授業時数管理、健康診断表の作成、

健康指導管理、指導用力の学籍に関する事務の機能を統合したシステムのことで、手書

き、手作業など、多くの時間を要する仕事が多い教員の事務の効率化を図る観点で、非

常に有効なものであると考えております。 

 先進的にこのシステムが導入されております大阪市教育委員会の調査によりますと、

教職員の業務量の縮減効果は年間約２２０時間、１日当たりに換算いたしますと、５０

分の軽減ができるという結果も出されております。教職員が子どもと向き合う時間の確
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保に大きく寄与するものであると考えております。 

 さらに、このシステムは単なる事務の効率化だけでなく、学校、学級運営に必要な情

報や生徒指導の状況の一元管理、そして共有化を可能としますので、クオリティの高い

情報をもとに、より個のニーズに応じた教育活動が実現でき、さらなる教育の質の向上

が大いに期待できるものでございます。 

 しかしながら、システム導入には多額の費用が必要となることから、本市における導

入に向けて、すでにシステムを導入している他市町村の情報を収集し、導入に向けた具

体的な検討を行なうこととしております。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 教育部長 戸嵜孝司君。 

○教育部長（戸嵜孝司君） 内田議員の先ほどの一番当初の質問の中で、未納額の１３

０万６,５４６円と申しました中で、平成２９年度と申し上げましたが、平成２９年度

までの未納金額でございます。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 内田靖信君。 

○１４番（内田靖信君） それは、結局、合併後１３０万円相当の滞納金が発生しとっ

たと、このように理解してよございますか。 

○議長（中尾嘉男君） 教育部長 戸嵜孝司君。 

○教育部長（戸嵜孝司君） 平成２９年度分までと申し上げますのは、１年生入学して

から６年生卒業するまで、小学生であればですね、６年間あります。それから３年した

ら未納処理、滞納処理をしているということになりますので、期間的にはその６年プラ

ス３年の全体的な流れの中になりますので、合併後ということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 内田靖信君。 

○１４番（内田靖信君） それでは、合併後から算定しますと、まだ相当ふえるという

ような見方をしてよございますかね。はい、わかりました。 

 教育長がおっしゃいますように、当然、私たち社会が学校に求めすぎたといいます

か、従来から、本来は家庭あるいは社会で行なうべきものを学校のほうに依頼したとい

うことも多分にありますでしょうね、やっぱり。中学校の見回りにしましても、この給

食費の徴収、あるいは部活、あるいは食育とさまざまな形で私たちの社会が求めすぎて

きたきらいがあると思います。そういうことの中で、もう現在の学校の範疇を超えた、

先ほど来、時間外が相当出ております。素案では４５時間ということになりますなら

ば、まだまだ玉名市の数字も上がってくると、そのように思っております。当然、教育

長がおっしゃいますように、教育指導要領を中心とした先生方のお仕事というのは、こ
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れはもう本来の仕事でありましょうし、今の段階ではそれがどうしても時間的には十分

に打ち込めないという状況になっているのが、この働き方改革の背景にあるというふう

に思っております。中央教育審議会の素案では、答申の素案では、先生方の負担を減ら

す、いわゆるスリム化するとして、さまざまな提案がなされておりますが、その中には

この学校給食費は口座振替にして、自治体が直接集金や督促を行なうようにとしており

ます。この提案について教育長はどのように考えておられるかお伺いしたいと存じま

す。 

○議長（中尾嘉男君） 教育長 池田誠一君。 

○教育長（池田誠一君） ただいまの質問についてですが、今後、先ほど答弁させてい

ただきましたように、いろいろな条件整備を図りながら少しずつでも、できるところを

早急にしなければならないところ、そういったところを取捨選択しながら、改善に取り

組んでいきたいというふうに考えております。 

○議長（中尾嘉男君） 内田靖信君。 

○１４番（内田靖信君） 教育長に再度お尋ねを申します。 

 先ほど申しましたように、文部科学省は今年度中に給食費の学校徴収や管理業務の負

担を減少する方法に関するガイドラインを策定するとしております。答弁の中でも約４

割の自治体がすでに先行して一般会計化を実施しておりまして、なによりも公立小中学

校の先生方の精神的肉体的負担の軽減ともなります。来年５月には元号が変わることに

なっておりますが、今でいうところの平成３１年度を準備期間とされまして、平成３２

年度からは玉名市も学校給食費の一般会計化を実施すべきと考えておりますが、教育長

の考えを、具体的な考えをお尋ねしたいと存じます。 

○議長（中尾嘉男君） 教育長 池田誠一君。 

○教育長（池田誠一君） ただいまの質問にお答えいたします。 

 再来年、平成３２年度から公会計ができないかとの御質問でございますが、公会計に

は、先ほど申し上げましたとおり、文部科学省からのガイドラインを受けて、その内容

を十分精査し、学校、保護者、その他関係機関と連携を図りながら、さまざまな課題を

検討していく必要があることから、現時点では開始時期を明言することまではできませ

んが、なかなか難しい状況でございますが、具体的には、１つ目に公会計化には徴収管

理システムのような新たな電算システムの開発及び運用が必要であります。それに伴う

費用負担が発生すること。２つ目に、システムを運用して徴収から支払い、滞納整理ま

での一連の事務を行なう必要があるため、新たな係の創設など、庁内機構の再編及びそ

れに伴う人員や予算の確保も必要となります。さらには新たな制度に移行することを学

校や保護者に説明し、理解を求める必要があることなど、さまざまな課題がございます。

いずれにいたしましても、公会計化の流れは避けて通れるものではないことは十分認識
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しているところでございます。今後、他自治体の動向も踏まえ、さまざまな課題を具体

的に検討し、できるだけ速やかに公会計化に移行できますよう、努力してまいりたいと

考えております。 

 以上です。 

○議長（中尾嘉男君） 内田靖信君。 

○１４番（内田靖信君） もう、今年度３月末には文部科学省がガイドラインをもうす

でに皆さん方にお示しをすると、このように申しております。おっしゃいますように、

それはさまざまな経費も人員も必要になると思います。ただ、執行部のほうも、もう平

成３１年度採用は３０人弱の新規採用をしておるようです。当然、合併後、合併協議会

で定めておりました３分の１採用を進めておりましたものですから、７００人前後の職

員が５００人前後に減少をいたしました。私は、余り減りすぎかなと思っておりました

ものの、これは合併協議会が定めたものでございまして、そこまで、また、合併の目的

そのものが一つはそこにもありましたものですからやむを得んと思っておりました。人

員はある程度確保はできておるようです。どうか一つ、早めに、これは先ほど来申し上

げておりますように、学校の先生方の負担軽減策の第一歩に、文部科学省もどうも上げ

ておるようでございます。ぜひ、庁内でもこのガイドラインを参考にして、１年間の有

余がございますので、平成３２年度からは実施をしていただきたいと考えております。 

 市長に伺いたいと存じます。給食費の一般会計化につきましては、約４割の自治体が

すでに先ほど来話があっておりますように、先行実施をしております。１００万人以上

の人口を有します政令指定都市の仙台市も、もうすでに実施をしております。その必要

性、研究性については、これは御承知のことと察しておりますが、予算編成権者であり

ますこの学校給食の一般会計化についての見解を伺いたいと存じます。 

○議長（中尾嘉男君） 市長 藏原隆浩君。 

○市長（藏原隆浩君） 内田議員の質問にお答えします。 

 働き方改革の観点からの学校給食費の公会計化という考え方もさることながらではあ

りますけれども、教育庁も申し上げたとおり、答弁したとおり、やはり国が方針を示す

以上、これは避けて通れるものではないというふうに十分認識をしているところであり

ます。それから、具体的に取り組むに当たっての必要となる整備のあり方も教育長のほ

う方答弁がありましたけれども、そういった部分は役所内でしっかりとクリアしていく

べきものだというふうに思っています。その中で、私自身もこれまでＰＴＡ活動である

とか、そういった部分で携わってきましたけれども、それぞれの地域で集金による保護

者、ＰＴＡの御助力によって給食費が徴収されていたところについてのこれは批判だけ

ではなしに、非常に例えば、それぞれの御家庭を回って徴収することによって、保護者

同士のつながりが深まる、あるいは絆が深まるというような意味合いの中で、いいこと
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ではないかというような意見も反面にはあるというふうに思っております。そういう中

で、もう一つには、公会計化を導入することによって、滞納金がふくれあがると、逆に。

そういった懸念もしているところもありますので、そういったところの解消も含めて、

具体的な実働の問題だけではなしに、しっかりと検討をして、機が熟す段階でしっかり

と公会計化に移行できるように、しっかりと努力をしていかなければならないというふ

うに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 内田靖信君。 

○１４番（内田靖信君） ありがとうございました。 

 保護者と市の連携等々はこの学校給食費を通じて行なうべきことでは、私はないとい

うふうに思っておりますし、未納分の徴収につきましても、先ほど来申し上げましたよ

うに、私会計の場合は、これは法的根拠は、徴収の法的根拠はございませんもんですか

ら、それぞれ役員なり先生方がお願いするということにとどまります。現在の玉名市学

校給食費を児童生徒が学校に持参するところもあり、あるいはその保護者が集金をする

こともあります。これはどうしても事件、事故の恐れがあり、これをまず予防すること

にもなります。また、先ほど来、教育部長あるいは市長の答弁の中で、未納金のことで

話がありましたが、これは私会計を現在続けるということは、その対応制度をする法的

根拠はございませんもんですから、一般会計化することによりまして、この件について

も私は解消するものと考えております。さらに、先生方の給食費の徴収、管理等につい

ての負担を軽減し、働き方改革の一環とし、これを早めに導入し、そうすることによっ

て教育課程に集中していただくということにもつながります。一石二鳥、あるいは一石

三鳥ともなります。ぜひ、スピード感をもって平成３２年度からの給食費の一般会計化

を強く要望いたしまして、私の一般質問といたします。 

 以上です。 

○議長（中尾嘉男君） 以上で、内田靖信君の質問は終わりました。 

 ５番 赤松英康君。 

［５番 赤松英康君 登壇］ 

○５番（赤松英康君） おはようございます。 

 傍聴席の皆様、雨の中大変ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、質問を始めさせていただきます。 

 改めまして、５番、市民改革クラブの赤松です。 

 さて、私の質問は、新玉名駅駐車場の有料化についてお尋ねいたします。まず、現在

までの駐車利用状況及び指定管理者決定の経緯並びに料金等を教えていただきたいと思

います。よろしくお願いします。 
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○議長（中尾嘉男君） 建設部長 前田愼一郎君。 

［建設部長 前田愼一郎君 登壇］ 

○建設部長（前田愼一郎君） おはようございます。 

 赤松議員御質問の新玉名駅駐車場の有料化についてお答えいたします。 

 現在の駐車利用状況、それから指定管理者決定の経緯並びに料金等についてお答えを

いたします。 

 初めに、駐車場の利用状況は、西側駐車場オープンから、４月から９月までが平日が

７割程度の利用でございました。１０月及び１１月におきましては、約９割近い利用状

況となっております。また、週末ではほぼ満車の利用状況となっております。駐車場台

数が満車の４６５台を超えた日は、９月議会までは７日間となっておりましたけれど

も、その後、秋の行楽シーズンや福岡でのイベント等も多くなり、１１月末現在で満車

超えが７日の日から２３日と増加している状況でございます。 

 次に、指定管理者の経緯に至った経緯についてでございますけれども、料金を取るに

当たり、直営方式か指定管理者のどちらがいいか検討しました結果、市が直営で行なう

ことになれば、ゲートなどの設備費用もかかることや駐車場におけるサービスの提供が

できないことなどを理由に駐車場運営のプロであるノウハウがある指定管理者導入を決

定したところでございます。指定管理者の公募を９月上旬から約１カ月間実施しました

ところ、４社からの応募があり、この４社から１０月中旬に指定管理者制度によるプロ

ポーザルを実施しております。今回の業者選定におきましては、指定管理候補者選定委

員会にかけ、各社の提案などを審査し、指定管理者としての基本姿勢が も優れ、 も

いろいろな面で合計点が高かったアマノマネジメントサービス株式会社を候補者とし

て、今期の１２月議会に上程をしております。 

 後になりましたけれども、駐車料金についてでございますが、一般の方々からは、

１時間以内は無料、以後１時間ごとに１００円が加算され１日 大４００円となってお

ります。また、定期利用者につきましては、２種類ございまして、平日定期と全日定期

がございます。平日的につきましては、月曜日から金曜日までの取り扱いとなっており

ます。なお、金額といたしましては、平日定期が１カ月４,０００円、２カ月が７,００

０円、３カ月が１万円でございます。全日定期のほうが１カ月５,０００円、２カ月で

９,０００円、３カ月で１万３,０００円となっております。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 赤松英康君。 

○５番（赤松英康君） 大体のことはわかりました。 

 それでは続けて関連質問をさせていただきます。現在、満車のとき、市民からの苦情

があると聞きましたが、どのような苦情の内容だったんでしょうか。お尋ねしたいと思
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います。 

○議長（中尾嘉男君） 建設部長 前田愼一郎君。 

○建設部長（前田愼一郎君） 再質問にお答えをいたします。 

 苦情の電話の内容でございますけれども、主に休日のときに駐車場に入れたけれども

車をとめるスペースがないというのがほとんどでございました。また、駐車場が少ない

こともあったせいか、違法駐車というか、通路等にとめられてあり、自分の車が出ない

という苦情も数件あっております。 

 以上です。 

○議長（中尾嘉男君） 赤松英康君。 

○５番（赤松英康君） ありがとうございました。 

 じゃあ、その対処法はどのようにされていたのでしょうか。 

○議長（中尾嘉男君） 建設部長 前田愼一郎君。 

○建設部長（前田愼一郎君） 土曜、日曜、祭日におきましては、シルバー人材センタ

ーさんのほうへ誘導をお願いしており、そういう場合が発生したときは、担当課のほう

に連絡が入るような体制をとっておりました。そこで、担当課のほうが課長、あるいは

職員が連絡を取り合い臨時駐車場、いわゆる真ん中の交流広場や芝生広場を開放して対

応いたしました。また、先ほどの違法駐車につきましては、ＬＩＮＥで、職員全体で男

手がある場合は、職員が出て、その車を動かして、出れなかった車の対応をしてます。

それとどうしても連絡がつかなかった場合においては、レッカー車を呼びまして対応い

たしました。 

 以上です。 

○議長（中尾嘉男君） 赤松英康君。 

○５番（赤松英康君） ありがとうございます。 

 今後有料化されるということでございますけども、有料化後に満車の状態になったと

きは、多分無料の人同じように苦情が出てくるんではなかろうかと思います。そのよう

なときはどんな対処を考えられていますでしょうか。 

○議長（中尾嘉男君） 建設部長 前田愼一郎君。 

○建設部長（前田愼一郎君） 再質問にお答えをいたします。 

 そのような状況が起こらないように、今度４月から有料化を始めるわけですので、今

後はリアルタイムで駐車場の空き状態をお客様にお知らせしたいと思います。しかしな

がら、全くそれで苦情がゼロとは言い切れません。４月のオープンを目指して、リピー

ターの方が多いと思いますので、駐車券の中にＱＲコード等を張り込ませようと思って

おります。そのＱＲコードを読み取れば、今後玉名駅の駐車場の混雑具合が一発でわか

るので、まず、そのようなことがないというほうに考えております。 
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 以上です。 

○議長（中尾嘉男君） 赤松英康君。 

○５番（赤松英康君） ありがとうございました。 

 それでは、ちょっと関連すると多少思いますので、ちょっとこの質問をしたいと思い

ます。 

 随意契約ができる金額というのをもしわかれば教えてください。 

○議長（中尾嘉男君） 建設部長 前田愼一郎君。 

○建設部長（前田愼一郎君） 再質問にお答えをいたします。 

 随意契約は、地方自治法施行令並びに玉名市の財務規則によって行なっておりますの

で、結論から言いまして、随意契約できる金額について上限はございません。ただし、

先ほど申し上げました規定する内容の業務によって上限が決まっております。例えば、

建設部でいえば、災害時等に道路が陥没して、通行の支障を来しているときなどは早急

に措置をしなければなりませんので、１３０万円以内の工事はその適用にしたがって進

めているような状況です。 

 以上です。 

○議長（中尾嘉男君） 赤松英康君。 

○５番（赤松英康君） ありがとうございます。 

 では、次の質問に移らせていただきます。 

 ４社の中から指定管理者を選定されたということですが、審査評価の集計表の点数

は、私が公表されてるのを見た限りでは、アマノマネジメントサービス株式会社の点数

だけしか公表されておりません。他の３社の集計表の各項目の点数はなぜ公表できない

のですか。それから指定管理料の基準額も公表されておりません。また、他の３社の社

名も公表されていません。選定が終了しているのに、なぜでしょうかお尋ねいたしま

す。 

○議長（中尾嘉男君） 建設部長 前田愼一郎君。 

○建設部長（前田愼一郎君） 再質問にお答えをいたします。 

 ３社の集計の点数が出てないということですけれども、指定管理者制度の導入による

事務処理方針により、指定管理者の公募を行なっておりますけれども、情報提供につい

てもその基準にのっとり行なっております。 

 指定管理者候補者の総得点はホームページで公表いたしましたが、決定以外の点数等

については、ホームページでは公表しません。ただし、開示を求められれば公開はいた

します。その理由といたしまして、その会社の総得点や名前を載せて順位が確定します

と、今後、会社の事業遂行上の評価点と誤認をされ、ひいては社会的な評価が損なわれ

る恐れがあります。従いまして、会社の協議上又は事業活動上の地位、その他正当な利
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益を明らかに害すると認められますので、公表はいたしておりません。 

 それから、審査委員会の３名の件につきましても、同じく情報提供にのっとり行なっ

ておりますので、同じく開示を求められれば公開はしますけども、ホームページには載

せておりません。 

 それから、基準額が公表されてないということですけれども、今回のホームページで

審査結果について大変わかりにくかったことについては、お詫び申し上げます。あの欄

に書くところは指定管理者に５年間で支払う額を計上することになっていました。今回

の場合は、市から指定管理者の支払いは発生いたしませんので、空白と記載した状況で

す。補足といたしまして、あとで気づいたんですけれども、あそこの欄に基準額が発生

しませんと記入しておけばわかりやすかったと思います。 

 大変申しわけございませんでした。以上です。 

○議長（中尾嘉男君） 赤松英康君。 

○５番（赤松英康君） 御答弁大体わかりました。理解します。 

 私は、その辺はまだ聞いてなかったものですから、ちょっと関連について、ちょっと

もう一つ私の意見を申し上げますと、５年契約ですから、５年間で約１億円近い額が指

定管理者に入ると思われます。こういう額からすれば、普通一般的には指名競争入札か、

一般競争入札が妥当ではないかと思います。競争入札ならば、落札後に契約額も入札の

参加業者も即公表されますので、明朗性があると思います。 

 今回の場合、私が公表されたやつを見たときは、今回の場合、３社の業者名も今答え

られたように、各項目の評価点数もその他の内訳も公表されておりませんでしたですね。

そこで私は、審査委員会の委員も副市長、企画経営部長、建設部長の３人のほかに、有

識者３人と表記してあるだけで、有識者の氏名も公表されておりませんでした。こんな

ことでどこのだれが監査機能を果たせるものかという疑問が浮かんだわけです。これで

は市民からも議員からも透明性に欠けた随意契約と思われても仕方がないと思ったわけ

です。一応、答弁は関連をいただきましたので、これは御答弁は結構です。 

 それでは、もう一つ関連で質問いたします。 

 指定管理者の経費等についてちょっとお尋ねします。私、聞いたところでは経費以上

の駐車料収入があった場合は、業者の経費ですね、指定管理者の経費の以上の駐車料金

の収入があった場合は、その金額の２分の１を指定管理者に、２分の１を市に配分する

ということですが、２分の１を指定管理者の配分する必要はないと、私は思います。な

ぜならば、もう指定管理者の経費の中に機械の代金、設置費用等を含めて、指定管理者

の利益は十分含まれていると、私は考えております。そういう状況であれば２分の１ず

つ配分するのはおかしいと、私は思います。そして駐車場の利用状況の予想では、先ほ

ぼ部長答えられましたように、満車になる可能性は薄いと予想されるということですの
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で、経費以上の収入がそんなにあるとは考えられません。ということは、市の収入はゼ

ロだということですね、と私は考えます。この案ではそういう市の収入がゼロに近いと

思われるのに、この案であれば利用者からは高い駐車料を取って、指定管理業者を儲け

させるだけのものと、私は考えているんです。いかがでしょうか。 

○議長（中尾嘉男君） 建設部長 前田愼一郎君。 

○建設部長（前田愼一郎君） 利益の２分の１ということの質問ですけれども、お客様

から料金を取る以上、負担をかけるわけですので、市の利益としては考えない方針を基

準と考えました。前日の全員協議会の中で示したあの表は、あくまでも予想の範囲であ

って、６割程度の収支決算でございます。１年間を通して利益が確か２,２００万円、

そして会社に支払う経費が２,０００万円、差し引きの２００万円ということですので、

今後、ふたをあけてみなければわからないという言葉が適当かどうかわかりませんけれ

ども、本当にこの４月になってみなければ、その現状の台数が多くなるか、少なくなる

か、全く未知の数字でありまして、やはり指定管理者との話をした結果、それでも赤字

においては市の追加というか、補てんはしません。それでもというお話をして、やはり

業者はプロですので、これまで多数の駐車場をもっていらっしゃいます。 初はやはり

少なくなると考えていますと、しかし、あとは我々が料金を取る以上は、安心かつ安全

な駐車場ではなくてはなりませんので、サービスの提供もしていくというお話を聞いて

おります。従いまして、そういういろんな話し合いをした結果、先ほどの２００万円の

折半することになれば、１００万円ずつ市と業者のほうに分かれるわけです。市といた

しましても駐車料金を取ることに対して、今までの経費が少なくとも削減できるのは確

かなことです。また、業者にとっての１００万円は、駐車場をオープンして、いろんな

お客様からのアンケートを集計して、新玉名駅の駐車場に も適したサービスの向上を

それで反映していただけるというようなお話を伺いましたもんですから、折半という考

え方で決めさせていただきました。 

 補足としますと、九州新幹線の駐車場にこの例があったもんですから、参考にしてこ

の考え方を導入させていただいております。 

 以上です。 

○議長（中尾嘉男君） 赤松英康君。 

○５番（赤松英康君） わかりました。 

 ちょっと補足でもう一つお尋ねしたいのですが、新幹線が事故等で動かなくなったと

いうときは、駐車料金はもちろん入りませんね、利用者少ないでしょうから。そのとき

は、市からの補てんをしなくちゃいけないというような話聞いたんですが、いかがでし

ょうか。 

○議長（中尾嘉男君） 建設部長 前田愼一郎君。 
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○建設部長（前田愼一郎君） 今度の議会の承認後、５年間の基本協定を結ばせていこ

うという計画でおります。そして、単年度ごとの協定書を結ぶ中で、そういうことがあ

った場合、いわゆる自然災害が発生した場合は、その限りではやはり業者さんもお客さ

んが見えられなくて料金が入らないわけですので、そのときは甲乙協議の上、決定した

いという文言もつけ加えさせていただこうかという考えでおります。 

 以上です。 

○議長（中尾嘉男君） 赤松英康君。 

○５番（赤松英康君） ありがとうございました。 

 駐車場に関してでなくてもいいんですが、駐車場に関してちょっと言いますと、今ま

での話聞いてますと、他の駐車場と比べて大体こんなもんだというふうに聞こえるんで

すよね、一つはね。それからなんで私はこういうことを質問したいかというと、他の駐

車場と比べること自体が、私は基本的におかしいという考えなんです。なぜならば、玉

名市の駐車場は他の駐車場と違って、広さもある程度ありますし、台数もとめられます。

それからいろんな状況も変わってきますね。ですから、市民のためには、玉名市の独自

の駐車料金等を決めて、安いのが、少しでも安いほうが、私はいいという考えをもって

おるんですね、だからできればそういう考えを今後も続けていただきたいと思います。 

 もう一つそれから市の行政もだから私は常にそう思うんです。関連してなんですけど

も、すべてにおいて他の市町村と比べて同程度だからいいという、それで安心している

ようなことがありますけど、よくいろんな話聞きますけどね。しかし、それでは、基本

的にはいけないと思うんです。あくまでも市の職員は常に他の市町村よりも優れた独自

の行政を心がけていただけないと、市民サービスにつながらないと思いますので、ぜひ、

市の職員の方々には、他の市町村よりも優れた案件を少しでも心がけていただくように

頑張っていただきたいと思います。これは答弁必要ございませんので結構です。 

 それから、先ほど部長答えられたので、多分続けられると思うんですが、一応、質問

いたします。有料化後も無料化のときと同じように、駐車場の利用状況の調査はされる

のでしょうか。一応、お答えいただけますか。 

○議長（中尾嘉男君） 建設部長 前田愼一郎君。 

○建設部長（前田愼一郎君） 再質問にお答えいたします。 

 指定管理者になった後も調査は続けていきたいと思います。指定管理者になったなら

ば、料金表が発生しますので、今以上に駐車場の出入りの時間帯も把握できて、詳しい

調査結果が出てくるかと思います。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 赤松英康君。 

○５番（赤松英康君） ありがとうございます。 



 － 58 －

 それでは、次の質問をさせていただきます 

 大変恐縮なんですが、担当部署の職員にある質問をしたところ、この有料化について

機械を設置して有料化する案だけしか想定しなかったという答えでした。ということ

は、機械を設置して有料化する以外は考えなかったということです。機械を設置しない

で行なうという案は全く考えなかったということなんですね、結論から言えば。私は先

ほど申しましたように、市の職員はあらゆる案を想定して、そして検討して、部長や市

長に提言することが、私は大事だと思います。 

 そういうことからしたらもう少し市の職員の勉強不足といいますか、そういうことが

あるんじゃなかろうかと思うんです。いかがでしょうか。市長にちょっとお伺いいたし

ます。 

○議長（中尾嘉男君） 市長 藏原隆浩君。 

○市長（藏原隆浩君） 赤松議員の再質問、あらゆる案を想定して検討して、市長や部

長に提言するべきではないかという再質問だと思いますけれども、担当課としましては、

直営方式か、あるいは指定管理のどちらかの検討はしてきたというふうには聞いており

ます。しかし、機械を設置するか否かの検討というものは、駐車場の規模からすると、

ゲート設置以外考えられなかったため、執行部では行なっていないということでありま

す。また、これが人海戦術となりますと、その業務を行なう人に相当の負担というもの

がかかってまいりますし、一部の方だけに費用負担を求めるということは、やはり平等

性に欠けるというふうに思っております。私は受益者負担の原理原則というのは、やは

り今回の場合においては、新玉名駅駐車場や施設を利用される方が安心して利用できる

ために、維持管理費の一部を市民の皆様方に負担していただくものである、そういうふ

うに考えております。確かに有料になりますと、通勤、通学及び利用される方々にとっ

ては負担になると思いますけれども、利用される方が安心して利用できる、そういった

駐車場を一生懸命目指してサービスの向上、部長からも話がありましたとおり、そうい

った充実を図っていきながら、駐車場管理のノウハウのある指定管理者に、今回お願い

して有料化を実施していきたいというふうに考えておりますので、どうか、どうか議員

の御理解をお願いしたいというふうに思います。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 赤松英康君。 

○５番（赤松英康君） 市長の答弁ありがとうございました。 

 市長の答弁理解するとこございますけれども、私らの考えを申しますと、以上の観点

から、今市長も言われたように、毎日の通勤、通学の人たちは負担がかかるわけです

ね、その負担を考えれば、平日の利用状況は駐車に余裕があるのですから、平日は１日

中無料にするべきだと、私は思います。 
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 そして平日以外の混雑日を考慮すれば、土日祭日及び５月の連休及び盆休み等を有料

にする方法もあります。シルバー人材センターより出入り口３カ所ですから、３人雇い

午前８時から午後４時ぐらいまで、１日２００円ぐらいで有料にすればゲートもいりま

せん。なぜゲートもいらいないかというと、ゲートの設置台だけでも恐らく２,０００

万円以上かかると思いますのでですね、予測ですけど。そうすればもうゲートもいらな

いわけですね、その費用もいらない。有料にすればゲートいりません。１日２００円ぐ

らい人海戦術で有料にすれば、ゲートもいらないわけですから、人件費だけで済むわけ

ですね。恐らく２００円でやっても人件費もまかなえるし、そして市に間違いなく収入

が入ります。これは間違いなく入ります。そしてシルバー人材センターで働いている人

も少しでも仕事が多いというほうがいいといわれて、私聞きましたので、人材センター

の人たちも喜ばれるんではなかろうかと思います。高価な機械を設置する費用も必要な

いので、人件費以外にはほとんど経費もかかりませんから、変更するときも簡単にでき

ると思います。これこそが市長が言われている受益者負担の原理に当てはまるのではな

いでしょうか。私はそう思います。平日は駐車に余裕があるのですから、もう少し検証

してからでもよいのではないでしょうか、と私は考えます。これはもう答弁は市長から

先ほどいただきましたので、似たようなものですので結構です。私の考えですので、あ

くまでも済みません。 

 そして今後のことに関して、いろんな世帯がもう玉名市の中にいらっしゃるわけです

ね、いろんな世帯がいますので、生活も大変な人もいらっしゃる。その方たちを月に

４,０００円から５,０００円の新たな出費が通勤、通学している人がいれば、新たな出

費が出るわけですから、これは非常に厳しいことなんですね、そういう世帯に対しての

月に４、５,０００円の新たな負担は大変なことだと私は思います。ですから、業者の

言い分を聞くだけでなく、弱者のことも常に念頭において行政を行なっていただきたい

と思います。 

 そしてまた、私はいろんな案がさっき考えたほうがいいと言ったのは、例えば、北

側、南側駐車場を有料にして、西側だけを無料にする方法だって考えられないわけじゃ

ないです。これは僕はよく考えましたけど、可能性あるかなというふうに、私は思って

おります。ですからまだまだいろいろな案を検討する余地がたくさんあると思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

 これからもできる限り私は検証を続けていきたいと思います。 

 これで、私の一般質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。 

○議長（中尾嘉男君） 以上で、赤松英康君の質問は終わりました。 

 議事の都合により、暫時休憩いたします。 

午前１１時１０分 休憩 
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―――――――――――――――――――――― 

午前１１時２６分 開議 

○議長（中尾嘉男君） 休憩前に引き続き、会議を開き、一般質問を行ないます。 

 ７番 北本将幸君。 

［７番 北本将幸君 登壇］ 

○７番（北本将幸君） 皆さんおはようございます。また、傍聴いただきありがとうご

ざいます。７番、創政未来の北本将幸です。 

 今年平成３０年は、明治維新１５０年となりますが、その明治維新を生き抜いた西郷

隆盛を描いた大河ドラマ「西郷どん」が今週でついに 終回を迎えます。明治維新にお

いては、廃藩置県など、国の政治のあり方を大きく変える多くの改革が行なわれまし

た。このさまざまな改革には、国の財政難の課題を解決する目的もありました。現在の

地方自治において人口減少が進み、超高齢化社会を迎え税収は減少し、財政が厳しくな

っている現在、新たな感覚でのまちづくりが求められているように感じます。来月から

はついに大河ドラマ「いだてん」がスタートしますが、玉名市がこの千載一遇のチャン

スを生かしながら、よりよい町になっていくように願い、私自身も精いっぱい活動して

いきたいと思います。 

 それでは、通告に従いまして、一般質問をさせていただきます。 

 まず初めに、玉名市公共交通政策に対して質問いたします。公共交通施策においては

今まで何回か一般質問を行なってきました。玉名市においては平成２５年から平成２９

年までの５カ年の間、玉名市地域公共交通総合連携計画が立てられ、取り組まれてきた

と思います。しかし、公共交通を取り巻く状況としては利用者の減少などにより、バス

系統の廃止、減便などが進んでおり、交通不便地域が存在し、決して充実した公共交通

網がしかれているとはいえません。現在、玉名市の対策として乗合タクシー、市内循環

バスの運行などが行なわれていますが、まだまだ市内には中心部から離れた地域では、

日常の買い物や通院に支障が出ている交通不便地域が存在しています。その他、路線バ

ス運行維持のために必要な行政負担の増加も課題になっています。今回、５カ年計画の

連携計画を総括されて、今後具体的な取り組みを行なっていかれると思います。そこ

で、玉名市公共交通施策について、４点質問いたします。 

 １、玉名市地域公共交通総合連携計画の総括について。２、第２期計画の策定につい

て。３、交通不便地域の実態調査、今後の取り組みについて。４、買い物弱者の実態調

査、今後の取り組みについて。 

 以上、質問いたします。 

○議長（中尾嘉男君） 企画経営部長 水本明子さん。 

［企画経営部長 水本明子さん 登壇］ 
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○企画経営部長（水本明子さん） 北本議員の公共交通政策に関する御質問にお答えい

たします。 

 まず、玉名市地域公共交通総合連携計画の総括についてでございますが、御承知のと

おり当該計画は、公共交通に対する満足度の低下、路線バス利用者の長期にわたる減少

傾向と運行維持のための必要な行政負担の増加等の課題を背景に、公共交通で実現させ

る便利で快適なまちづくりを基本理念に、平成２５年度から平成２９年度までの５年間

を計画期間として策定をいたしたものでございます。計画では、バス路線の運行の効率

化、公共交通不便地域の解消、既存の公共交通の利便性の向上、公共交通の利用促進の

４つの基本方針に基づき、市内完結バス路線の乗合タクシーへの転換、中心部における

シンプルでわかりやすいバスへの転換、一定の需要が見込める地区での新規バス路線の

導入、公共交通不便地域における公共交通サービスの導入検討、既存の広域バス路線の

維持と利便性の向上、バス停環境の充実、玉名駅、新玉名駅における交通結節機能の強

化、公共交通の維持に関する市民意識の醸成、運行ダイヤやルートなどわかりやすい情

報提供、商業、福祉と他分野との連携強化の１０の事業を実施してまいったところでご

ざいます。今年６月に地域の実情に応じた生活交通のあり方等を審議することを目的に

設置しております地域公共交通会議でも総括を行なっておりますが、市内完結バス路線

の乗合タクシーへの転換、一定の需要が見込める地区での新規バス路線の導入等５つの

事業は、達成と評価いたしております。一方で、商業、福祉等の他分野との連携強化等

２つの事業は未達成と評価しており、今後引き続き実施することといたしたところでご

ざいます。 

 次に、第２期計画の策定についてでございます。総合連携計画の満了し、これに引き

続く計画は、現在のところ存在しない状況でございます。現在の地域公共交通に関する

法定計画は、地域公共交通網形成計画となり、当該計画の作成においては、都市機能の

増進に必要な施設の立地の適正化に関する施策との連携を図ることが求められています。

今後、立地適正化計画の策定状況等を鑑みながら、作成の必要性を検討してまいりたい

と考えているところでございます。しかしながら、議員御指摘の公共交通不便地域の取

り組みに関しましては、第２次総合計画にも特に重要である施策として掲げられており

ますとおり、喫緊の課題であると認識をいたしております。 

 そこで、今後全市的に対応を高ずる基礎といたしますため、１０月１２日から２６日

までの期間で、鉄道、路線バス等の公共交通サービス圏から外れる豊水、伊倉、八嘉、

玉陵、玉水、小天、小天東の計７つの校区に居住する１６歳以上、約４,５００人の方

を対象に、日常生活における移動実態、ＪＲ路線バスの利用状況、市民が求める公共交

通サービス水準等を把握するためにアンケート調査を実施いたしたところでございます。

約３８％１,７００人の方々から回答をいただいておりまして、調査結果はおおむね取
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りまとめておりますが、今後、さらに詳細に分析を進め、この結果を初め地域における

需要等を詳細に把握し、地域の実情に応じた対策を講じてまいりたいと考えているとこ

ろでございます。 

 なお、買い物弱者対策についてでございますが、この問題は交通不便対策と密接な関

係があると認識しておりますので、先ほどのアンケートに普段の買い物の目的地、外出

する頻度、外出する曜日、目的地までの主な交通手段等の項目を盛り込んで調査いたし

ており、現在、詳細について分析中でございます。 

 今後は集計結果を踏まえ、関係各課と協議を行ない、取り組みについて検討してまい

りたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 北本将幸君。 

○７番（北本将幸君） 答弁いただきました。 

 １点目の玉名市地域公共交通総合連携計画の総括についてなんですけど、５年間の総

括を会議開いて、今、されたということで、この総括結果はホームページにも載ってた

んで見せていただいたんですけど、１０の事業で答弁でもあったように５つは達成でき

て、２つが未達成だったということだったんですけど、その未達成の部分で、答弁でも

言われたんですけど、福祉とか他の分野との連携のところが評価はばつになってたんで

すけど、やっぱり今後公共交通を全体的に考えていく上で、多岐の分野にわたると思う

んで、こういう庁内での横のつながりが必要になってくると思いますけど、そういう今

後対策していくに当たって、その横断的な取り組みについてはどう考えられているのか

お伺いします。 

○議長（中尾嘉男君） 企画経営部長 水本明子さん。 

○企画経営部長（水本明子さん） 北本議員の再質問にお答えいたします。 

 御指摘の事業でございますが、公共交通の利用動機につなげることを目的に、商業施

設や医療施設等とタイアップし、利用者に対するお得なサービスの提供について検討を

するといたしたものでございます。 

 これにつきましては、いわゆる企画商品のようなものが立案には至りませんでしたの

で未達成といたしましたが、現に高齢部門、商工部門とは、例えば、乗合タクシーの利

用者に関する情報交換や制度説明、また、商業関連団体とタイアップし、路線バスを活

用したイベントに参画するなど、連携を図っておりますので、今後も引き続き連携を図

り、公共交通の利用動機につなげてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 北本将幸君。 

○７番（北本将幸君） 今答弁いただいたように、やっぱり公共交通考えていく上で、
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ただこの辺にバス走らせればいいとか、乗合タクシー導入すればいいんじゃなくて、今

答弁でもあったように、いろんな医療機関であったり、公的機関であったり、そういう

のとしっかり連携していくことが必要になると思うんで、庁内で今、答弁あったように

連携できるように取り組んでいっていただきたいなと思います。 

 ２個目の第２期計画の策定についてですけど、この前の計画は平成２９年度までで５

年間終わって、今年平成３０年、今総括されてて、今のところ計画がない状況だと思い

ますけど、答弁あったように、この地域公共交通のこの法律が変わって、今度立てる計

画は、この地域公共交通網形成計画というのを立てるということになって、これには以

前、一般質問したんですけど、やっぱり立地適正化計画、どういう町をつくって、それ

を公共交通でネットワークとしてつないでいくかという計画になると思いますんで、立

地適正化計画のほうも進めていただきたいと思うんですけど、根本的にやっぱりコンパ

クトシティ・プラス・ネットワークのもとに、今後は考えていかなければいけなくなる

と思うんですけど、今、しっかり検証されて、課題が見えてきているわけなんで、ぜひ

ともこの地域公共交通網形成計画ですか、ちょっと難しい名前なんですけど、この計画

が早く立てられて玉名市の公共交通がよりよいものに進んでいくようにしていただきた

いなと思います。 

 次、３点目と４点目の交通不便地域と買い物弱者の実態調査と今後の取り組みについ

てですけど、交通不便地域においては地区をある程度割り出して４,５００人の方に対

してアンケート調査実施され、それも３８％、４割近く返ってきて１,７００人分ぐら

い返ってきて、今それを分析されてるとのことでしたけど、この不便地域においては今

取り組み考えられてるところだと思うんですけど、睦合地区からの意見が結構前からあ

って、「どうにかしてほしい。」ということだったと思うんですけど、その辺の何か具体

的な計画とかが、もし今の段階であればお伺いしたいなと思います。 

○議長（中尾嘉男君） 企画経営部長 水本明子さん。 

○企画経営部長（水本明子さん） 北本議員の再質問にお答えいたします。 

 睦合校区は校区内の国道２０８号線に路線バスが運行し、校区の南部にはＪＲ大野下

駅を有するものの、いわゆる交通不便地域と認識しており、また、乗合タクシー、しお

かぜタクシーの運行エリアに隣接していることから、緊急性や校区の方々の期待度も高

いと認識をいたしております。これまでも校区民の方々と移動実態調査、事例研究等を

行なってまいったところでございますが、先月実施いたしました第２回公共交通会議で

しおかぜタクシーの運行エリアを拡張し、当外校区をカバーする方針が承認されたとこ

ろでございます。今後は、校区の方々、運行事業者等と実現に向けた協議を重ねてまい

りたいと考えているところでございます。 

 以上でございます。 
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○議長（中尾嘉男君） 北本将幸君。 

○７番（北本将幸君） 答弁で、しおかぜタクシーのエリア拡大して、取り組んでいく

という計画とのことなんで、しっかり住民の方とも話されて取り組んでいただきたいと

思います。 

 さらに、玉名市にはこのほかにも恐らく交通不便地域があると思いますんで、それが

全部なくなっていくように次から次に対策とっていただきたいなと思います。 

 この公共交通政策においては、高齢化社会も迎え、免許返納もふえる中、さまざまな

対応が必要になってくると思います。玉名市でも乗合タクシーの導入や市内循環バスの

導入など、今度乗合タクシーのエリアも拡大されるということで、さまざまな対策が考

えられていると思います。それぞれを考えていく上で、今後は財政的な面も含めて、持

続可能という観点も必要になってくると思います。利用者減少により、厳しい運営を迫

られている公共交通ですけど、しっかり持続していけるように、利用者の確保、財源の

確保が大きな課題となってくるんですけれども、取り組んでいっていただきたいなと思

います。 

 ２年前、玉名市で導入された市内循環バスもよそより結構乗客数が多いとも聞きま

す。このバスを生かした何か新たな取り組みも計画されてると、職員の方からお伺いし

ました。このように公共交通システムを単なる移動手段、移動支援としての観点のみで

なく、公的施設や商業施設、医療機関などと連携をして、地域活性化を図りながら、利

用者増加につなげていっていただきたいなと思います。 

 今回、この公共交通質問するに当たって、職員さんとも結構話したんですけど、本当

もっといろいろ質問しようと思ってたんですけど、思ったよりも結構対策がとられて

て、４,５００人アンケートして１,７００人返ってきてるということで、「それ業者か

どっか委託して分析するんですか。」と聞いたら、「いや、ちょっと数が多いんですけ

ど、自分たちで分析します。」と、「分析して大体全体像がわかってきたから、ちょっと

今度そこに入って聞き取り調査をしてみようと思います。」とか。「循環バスも結構好評

なんで、いろんなイベントを企画してます。」とか、次から次に、職員さんの口からこ

うしたいと思っていますというような案が出てきたんで、恐らくこの公共交通に関して

は、しっかり今年度で課題見つけられて取り組んでいくんじゃないかなと思います。す

べての事業において、こういう感じで自分たちで課題を見つけて、どうしていこうとい

うような行政になっていけば、よりよい玉名市になっていくと思いますし、公共交通の

整備もしっかり進んでいくと思うんで、この勢いで頑張っていただきたいなと思いま

す。 

 それでは、次の質問に移らせていただきます。 

［７番 北本将幸君 登壇］ 
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○７番（北本将幸君） 次に、公共施設の計画的整備・建設・運営について質問いたし

ます。 

 公共施設については、何回も質問させていただいていますが、人口減少が進み、税収

が減っていき、財政運営が厳しくなっていく中、各自治体において公共施設の管理は大

変重要になってきています。玉名市においても平成２８年３月に公共施設等総合管理計

画を策定され、箱物、インフラ整備等含めた上で、公共施設のマネジメントを計画され

実行されていると思います。これは現在保有している施設を分析して、管理運営計画が

立てられているものですが、計画では大きな目標として今後４０年間で６５％のコスト

削減と施設の共用化や集約化に伴う削減で、保有する施設面積の３７％を削減するとさ

れています。この目標というのは、恐らくそう簡単に達成できるものではないと思いま

すが、そうしなければ、今後財政的にもやっていけなくなるということがわかっている

わけでありますので、しっかりと検証しながら進めていく必要があります。市長も１０

年ビジョンのまちづくりを公約に掲げて、当然この公共施設の適正化にも取り組まれて

いくと思います。 

 そこで、公共施設の計画的整備・建設・運営について４点質問いたします。 

 １、公共施設マネジメントにおける市長の考えについて。２、新設した天水町公民

館、岱明図書館の利用状況について。３、岱明文化センター建設計画の概要について。

４、岱明ふれあい健康センターの今後の利用計画について。 

 以上、質問いたします。 

○議長（中尾嘉男君） 市長 藏原隆浩君。 

［市長 藏原隆浩君 登壇］ 

○市長（藏原隆浩君） 北本議員の公共施設マネジメントにおける市長の考えについて

という部分にお答えをいたします。 

 玉名市においては、箱物インフラ施設の総合的な管理は効率性を追求しながら、中長

期にわたり計画的に取り組むべき、全市的な重要課題と考え、平成２８年３月に公共施

設等総合管理計画を策定いたしました。計画では、大きな目標として、今後４０年間で

６５％のコスト削減と、施設の共用化、集約化に伴う保有する施設面積の３７％削減を

掲げております。 

 また、これらの目標を達成するために公共施設マネジメント方針として５つの柱を設

定しており、１つ目が、保有総量の抑制圧縮、２つ目が、施設重視ではなく、機能重視

による施設の共用化、複合化の促進、３つ目が、適切な施設の維持管理と運営方法の工

夫による施設の管理運営の効率化、４つ目が、全庁を上げた体制整備、そして５つ目が、

市民、民間事業者との共同でございます。この計画に基づいて、人口の推移や財政状況、

施設状況の変化など、さまざまな要因を考慮し取り組んでいるところでございます。 
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 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 教育部長 戸嵜孝司君。 

［教育部長 戸嵜孝司君 登壇］ 

○教育部長（戸嵜孝司君） 北本議員の新設した天水町公民館、岱明図書館の利用状況

についてお答えいたします。 

 まず、新設した天水町公民館の利用状況は、本年７月の会館から１０月までの４カ月

間で、利用件数４３３件、利用率２０％となっております。旧天水町公民館の閉館直前

の利用状況は、平成２８年４月から１１月までの８カ月で、利用件数２９７件、利用率

７％となっております。 

 次に、新設した岱明図書館の利用状況でございますが、平成２９年度の実績で、貸し

出し冊数５万９,７７６冊、延べ利用者数１万３,３０８人となっております。旧岱明図

書館の利用状況は、移転直前の平成２８年度は新図書館開館前に、数カ月間閉館してお

りますので、平成２７年度の実績でお答えします。貸し出し冊数４万５,１５６冊、延

べ利用者数９,７１３人となっております。 

○議長（中尾嘉男君） 健康福祉部長 松野信生君。 

［健康福祉部長 松野信生君 登壇］ 

○健康福祉部長（松野信生君） 岱明ふれあい健康センターの今後の利用計画について

お答えします。 

 現在、岱明ふれあい健康センターは、玉名市社会福祉協議会に指定管理を委託してい

るところでございますが、当施設の利用者の利便性の向上や指定管理費の削減等に対す

るインセンティブが弱かったことや、また、岱明公民館建設に伴い当協議会の拠点が移

行することから、民間ノウハウを 大限発揮できる公募型を軸として検討しているとこ

ろでございます。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 教育部長 戸嵜孝司君。 

［教育部長 戸嵜孝司君 登壇］ 

○教育部長（戸嵜孝司君） 北本議員の質問の中で、３番目の岱明文化センターが抜け

ておりましたので、説明させていただきます。 

 建設費の基本方針といたしまして、公民館、文化施設、社会福祉協議会岱明支所の３

つの機能をもつ複合施設を建設するものでございます。 

 主な部屋の用途と概算規模は、まず、公民館機能といたしまして、玄関のみギャラリ

ーが２００平方メートルで、第１、第２会議室の各部屋が９０平方メートル、間仕切り

をあけることによって２つの会議室をあわせて１８０平方メートルの会議室の利用が可

能でございます。それから、和室、調理室、それぞれ９０平方メートル、和室及び調理
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室は災害避難所機能も有することとしております。文化施設機能といたしましては、多

目的ホール３９０平方メートル、稼働いす２００席、平面フロアー椅子１００席の 大

３００人を収容することといたしております。それから多目的音楽室９０平方メートル

は防音機能をもたせ音楽の練習や多目的ホールの控え室としても利用できることとして

います。 

 ３つめの機能といたしまして、社会福祉協議会岱明支所は、事務室及び相談室を５０

平方メートルで、岱明地域住民に対する相談業務等を行なうスペースとして整備します。 

 ３つの機能の必要面積の合計で、概算総面積を１,５００平方メートルとしたもので

ございます。 

 後に、基本理念といたしまして、「あなたの笑顔を発見する場所」としております。

岱明地区の住民のだれでも気軽に立ち寄り、笑顔であふれる愛、絆を深める場であると

ともに、生涯学習や地域福祉、地域活性化、防災の拠点としての役割を担う施設を表現

したものです。 

 以上です。 

○議長（中尾嘉男君） 議事の都合により、午後１時まで休憩いたします。 

午前１１時５６分 休憩 

―――――――――――――――――――――― 

午後 １時０１分 開議 

○議長（中尾嘉男君） 休憩前に引き続き、会議を開き、一般質問を行ないます。 

 北本将幸君。 

○７番（北本将幸君） 午前中に公共施設に関する質問４点お答えいただいたんですけ

ど、１点目の公共施設マネジメントにおける市長の考えということで、５つの柱をもと

に進めていくとのことで、この５つの柱は保有量を圧縮したり削減したり複合化した

り、あとは民間の力を借りたりという５つの柱なんですけど、そこでちょっと質問した

いんですけど、この公共施設の管理においては、インフラ、箱物じゃなくてインフラ整

備、つまり道路とか橋梁とか上下水道とか、そういう維持管理にかかる費用はこの公共

施設総合計画によると、今後４０年で総額で１,４０２.７億円、１年に換算すると毎年

３５.１億円が必要だと予測されています。これに対して、この５年間、 近の５年間

ですけど、この計画によると２６年までしてあるんですけど、５年間では総額６６.８

億円で、毎年にすると１３.４億円、これ比較すると２１億円今後不足するだろうとい

う元の計画だと思います。この社会基盤計のインフラは、今比較的まだ新しいから補修

修繕などがかかっていないから、そこまで維持管理費がかかってないと思いますけど、

ここにグラフだけ抜粋してきたんですけど、１０年後の平成４２年ぐらいには、グラフ

がぼんと突出してるんですけど、７５億円ぐらいかかると予想されています。さらに２
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０年後ぐらい、２０４０年問題が発生する２０４０年ぐらいには、毎年４０億円か５０

億円ぐらいかかるというグラフが計画に出てます。このように２０４０年問題が社会基

盤計のこのインフラにも起きてくると思いますけど、しかし、人が住んでいる以上、道

路をなくすこともできないだろうし、上下水道を止めることはできないと思います。将

来ちょっと予算がなくなってきたからこの先水道はもうなくそうとか、もうこの道路な

くそうとか、やっぱりそういうのは絶対できないと思います。このように道路、橋梁、

上下水道などの社会基盤インフラのマネジメントにおいては、必ず莫大な費用が必要に

なってくると思いますし、削減していくというのは本当に難しいと思いますけど、この

社会基盤的インフラにおけるマネジメントの市長の考えはどういうものかお伺いしま

す。 

○議長（中尾嘉男君） 市長 藏原隆浩君。 

○市長（藏原隆浩君） 北本議員の再質問にお答えします。 

 いわゆる箱物施設以外のインフラ施設には、道路や橋梁、そして公園、上下水道など

がございますけれども、これについては適切な維持管理を怠ってしまいますと、市民の

生命や財産に損害を与えてしまう可能性もありまして、箱物施設同様、もしくはそれ以

上に十分な注意を払って管理すべきものであるということはいうまでもありません。 

 そこで、本市が定めております公共施設等総合管理計画のほうでは、インフラ施設に

ついては、それぞれの所管課ごとに保全計画又は長寿命化計画を策定し、それに基づい

て維持管理をしていくこととしています。例えば、橋梁については、玉名市橋梁長寿命

化修繕計画に沿って、定期的な点検によりまして早期に損傷を発見し、大規模な修繕に

至る前に適切な対策を施すことで、甚大な被害が生じることを防止します。これからこ

れらインフラ施設の維持管理には、当然ながら相応の費用が伴いますけれども、多額の

経費が必要になる更新や改修については、総合管理計画の中で箱物とあわせた投資的経

費の上限額を定めておりますので、その範囲内で計画的に進めていくものというふうに

認識をいたしております。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 北本将幸君。 

○７番（北本将幸君） このインフラの整備においては、それぞれ個別で長寿命化の計

画立てられて進めていかれると思いますけど、やはり想像以上に厳しい運営が強いられ

てくると思います。こういう背景もあって、先日国会のほうでも審議が少ないと言われ

ながら、改正水道法が成立して、水道事業を民営化でもいいよというような法律ができ

ました。この法律の国の狙いとしては、人口減少に伴う料金収入の減少や施設の老朽化

に伴う更新費用の増大など、厳しい経営環境を改善するための一つの手段ということで

あると思いますけど、この水道事業においては必ずしも民営化がうまくいっている状況
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でもないようです。公的な事業においては何でも民営化すればうまくいくとは限らない

ということだと思いますけど、やっぱりこういう水道事業などは民間の力を借りたとし

ても、やはり 終的には公的に支えていかないといけない 低限の社会基盤だと思いま

すので、今後しっかりと財政マネジメント、今されてる計画にのっとりながら進めてい

ただきたいと思います。 

 このように社会基盤インフラの維持管理、整備は必ずある程度の費用が必要になりま

す。だからこそ今後新規に建設していく箱物の建設については、しっかり将来を見据え

ながら整備していくことが重要になってくるわけですが、公共施設において、玉名市全

体の財政バランスを考えながら、かつ、市民ニーズに配慮しながら計画を進めていくわ

けですけど、冒頭にも申したように、今、総合管理計画が策定されているわけですけ

ど、この総合管理計画というのは国が策定を進めて、今、ほとんどの自治体が策定して

ます。国はさらにそれを受けて、各施設それぞれの個別の施設についても個別施設計画

を立てたほうがいいという方針を出して、この個別施設計画の策定を平成３２年ごろま

でに目標にして各自治体に立てなさいというような方針を示してるんですけど、この各

それぞれの個別施設計画の策定について玉名市ではどうなっているのかお伺いします。 

○議長（中尾嘉男君） 建設部長 前田愼一郎君。 

○建設部長（前田愼一郎君） 再質問にお答えをいたします。 

 御質問の総務省が示す公共施設個別施設計画が、平成３２年度まで策定となっており

ますけども、現時点での状況についてお答えをいたします。 

 総務省の指針では、公共施設等総合管理計画のさらなる推進のため、公共施設の施設

ごとの計画、いわゆる個別施設計画を平成３２年度まで策定するよう義務づけられたこ

とや計画に基づき事業を推進する際の財政面での優遇措置もあることから、本市におき

ましては、先進的に策定に着手し、本年６月に個別施設計画を策定し取り組んでいる状

況でございます。 

 以上です。 

○議長（中尾嘉男君） 北本将幸君。 

○７番（北本将幸君） 答弁にあったように、６月に策定されてるとのことで、私知ら

なかったんですけど、この個別施設計画１部もらったんですけど、それぞれの個別に対

して１０年間の計画を示したもので、この総合管理計画より、より詳しく書いてある計

画なんですけど、議員には配ってないということだったんですけど、見てみると本当い

ろいろ施設に対して詳しく書いてあります。恐らくこれを元にしっかりコストであった

り、利用率であったり、今後どうしていくかという方針ですので、これに沿って進めて

いただきたいと思います。 

 ２点目の新設した天水町公民館と岱明図書館の利用状況についてですけど、利用とし
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ては天水の公民館がつくる前は７％ぐらいだったのが新しくして２０％ぐらいにふえた

と、結構ふえてると思います。岱明図書館のほうも利用人数が９,７００人ぐらいから

１万３,０００人、貸し出し数も４万５,０００冊から５万９,０００冊でしたかね、１

万ちょっとふえてると思うんで、集約したり再利用したりで一定の効果が出てると思い

ますけど、ちょっと予算的なこと聞きたいんですけど、集約や複合化により行なわれた

この天水市民センターの事業費と岱明図書館の移転事業費はどれくらいかかったのかお

伺いします。 

○議長（中尾嘉男君） 教育部長 戸嵜孝司君。 

○教育部長（戸嵜孝司君） 北本議員の再質問にお答えいたします。 

 天水市民センターの建設にかかる総事業費は、約７億２,４００万円であります。岱

明支所の２階に移転した岱明図書館の改修事業費は約５,８００万円でございます。 

 以上です。 

○議長（中尾嘉男君） 北本将幸君。 

○７番（北本将幸君） ７億２,０００万円かけて天水のをつくられて、岱明図書館のほ

うは５,０００万円ぐらいで移転されて、利用率も上がって費用対効果と考えても、今

後の維持費も考えても一定の効果が出てると思いますけど、このことに関して市長はど

ういう思いかお伺いします。 

○議長（中尾嘉男君） 市長 藏原隆浩君。 

○市長（藏原隆浩君） 北本議員の再質問にお答えいたします。 

 天水町公民館と岱明図書館の両施設とも公共施設適正配置計画のもとに複合化、集約

化した施設でありまして、新しい施設の利用が増加しているということは、大変喜ばし

いことであるというふうに感じております。どこの施設においてもリニューアルした際

には、以前の施設よりも利用が増加する傾向というのは、当然のことというふうには思

いますけれども、今後この増加傾向を継続するために、的確に住民ニーズを把握し、そ

の時代にあった運営面での創意工夫が必要不可欠であるというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 北本将幸君。 

○７番（北本将幸君） 玉名市においても集約したり使われなくなった施設を使って効

果が出てるんで、そういうまちづくりを今後も進めていただきたいと思います。 

 ３点目の岱明文化センターの概要についてですけど、部屋数とかいろいろ答弁いただ

いたんですけど、総事業費としては約７億５,０００万円かかるということで、今回の

計画では、公民館ではなくて文化センター、仮称ですけど、文化センターとして計画も

結構変わってきてると思いますけど、それに伴って庁内でもいろんな部署が関与してき

たり、住民の意見もさまざまあると思いますけど、この計画を打ち出されるに当たっ
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て、どういう検討過程でこの計画を出されたのかお伺いしたいと思います。 

○議長（中尾嘉男君） 教育部長 戸嵜孝司君。 

○教育部長（戸嵜孝司君） 岱明文化センター、仮称でございますけれども、建設計画

の検討の経緯について御説明いたします。 

 岱明町公民館建設事業につきましては、本年３月議会に藏原市長から現地建てかえの

表明がございまして、本年４月より公民館建設の規模の検討を開始したところでござい

ます。検討の基本的な考え方といたしまして、新しい岱明町公民館で将来どのようなこ

とができるんだろうかというようなことを重視して、必要な空間や設備を利用状況に応

じた分だけそろえていくという考え方のもとに、地域住民や利用者の皆様方の意見をで

きるだけ反映できないかということ。それから一つ一つの部屋のスペースごとに調整を

行なってきたところでございます。公民館整備を進めるに当たって、設置目的は異なる

ものの、集客施設として近隣の岱明ふれあい健康センター機能性が重複することから、

関係各課及び玉名市社会福祉協議会を含め協議を行ない、岱明ふれあい健康センターの

方向性を温泉及び憩いの場、休憩室ですけれども、市民向けに確保することとして、用

途の制限をせずに幅広い民間による活用及び運営を実施し、公民館機能との差別化を図

ることとしたところでございます。 

 指定管理者を変更することで、社会福祉協議会岱明支所は、事務所を新公民館の中へ

移転することとしております。岱明町公民館建設の検討において、市民から営利を目的

とした利用ができないかとの強い要望等もございます。また、議員の一般質問等でも同

様の意見がございました。多目的ホールと新たに整備する多目的音楽室を公民館とは別

用途の営利目的利用が可能となる文化施設として整備を図ることとしております。この

ような検討のもとに、公民館、文化施設、社会福祉協議会岱明支所の３つの機能を持つ

複合施設として建設するものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 北本将幸君。 

○７番（北本将幸君） 関係する課や社会福祉協議会のほうとかと協議しながら、この

計画、計画されたということですけど、次に、財政面のことをお伺いしたいんですけ

ど、総事業費が今のところで約７億５,０００万円ということで、財源としては市の単

費と合併特例債とのことでしたけど、何か補助金の活用などについては検討されたのか

お伺いします。 

○議長（中尾嘉男君） 教育部長 戸嵜孝司君。 

○教育部長（戸嵜孝司君） 再質問にお答えいたします。 

 概算総事業費は７億５,８００万円で現在のところ計画いたしております。 

 内訳といたしまして、基本設計及び実施設計で約４,４００万円、本体建設工事で約
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６億円、備品等の購入費で１,５００万円、現公民館解体工事等で約３,９００万円、外

構工事で６００万円程度の事業計画としております。 

 また、財源といたしましては、現段階では対象となる補助金等はございませんので、

合併特例債の約３億円。済みません、先ほどの外構工事で６００万円と申し上げました

けど、６,０００万円です。失礼しました。合併特例債を３億円、残額を市有施設整備

基金及び一般財源から充てることとしております。しかしながら、今後国の動向を注視

して対象となる補助金等があれば、活用できるように努めてまいります。 

 以上です。 

○議長（中尾嘉男君） 北本将幸君。 

○７番（北本将幸君） 事業費としては、今のところ該当する補助金はないんで、合併

特例債と市の単費でいくということなんですけど、今月１２月号の広報たまなに玉名市

の一般会計の歳入歳出が家の家計簿に例えてわかりやすく解説してあったんですけど、

これ見てみると、家計の年収を５００万円に例えられてるんですけど、収入の部分を市

税とか自主財源、収入の部分を給料に例えられてます。給料により収入は２９％となっ

てました。そのほか国からの補助金であったり交付金であったり、そういう援助という

のを親からの援助というふうに例えられて、これが５５％となってました。そのほかは

借金が１６％で、分析が書いてあるんですけど、「給料よりも支出が、給料ではこれ５

００万円補えないんで、親からの援助と借金で賄っている状態です。」と、「今後給料の

大幅な増加は認めず、さらに親の家計も同様に厳しい状況であるため全体的に家計を引

き締める必要があります。」と分析されています。つまり行政運営を行なっていく上

で、やはり国、県からの交付金とか補助金とかに半分以上５０％以上頼っているという

のが玉名市の現状だと思います。単純に考えて、家庭に例えてあるんで、給与が３０％

ぐらいしかない状況で、普通だったら大きさが１.５倍になる家は建てないと思います

し、しかも親の援助も受けられないような建設を行なったら、普通不安になるだろう

し、この先どうしていくのかなというふうになると思います。だからこそ、天水におい

ては予算もらったんですけど、合併特例債も当然使われてますけど、それ以外に地方創

生拠点整備交付金、公共施設 適化事業債、公共施設適正管理推進事業債というよう

に、さまざまな特定財源が使われており、これは天水市民センター建設の事業費７億

２,４００万円中の６億６,７９０万円、これだけいろんな財源を使って天水には建て

た。これが普通、普通だと思います。さらには面積も縮減されて、今後の維持管理も恐

らくあんまりかからないと思います。でも利用率は７％だったのが２０％になってる。

いいことしかあってないわけでありまして、国のほうもやはりこの公共施設維持管理と

いうのは力を入れてきてて、この公共施設等適正管理推進事業債の内容をどんどん毎年

毎年拡充してます。平成２９年３,１５０億円だったのが、平成３０年には４,３２０億



 － 73 －

円に拡大してます。さらに交付税措置も 大５０％に拡充されてます。けど、この国の

この公共施設適正管理推進事業債のこの支援措置を受ける大まかな要因としては、公共

施設の集約化複合化事業、転用事業化立地適正化計画に基づく事業などが対象とされて

いるんで、今回の文化センターの建設では面積が少なくなるわけでもないし、集約され

るわけでもないので国がこれを使っていこうという、こういう貴重な財源は恐らく該当

しないから使えないんだと思います。こういうのをしっかり使って、管理計画していく

のも大事なんじゃないかなと思います。 

 せっかくなんで、天水の事業も先進的な事業なんですけど、ほか何例か取り組み事例

があったんで、御紹介したいんですけど、この公共施設等適正管理推進事業債を活用し

た事業に、茨城県鹿嶋市の事業があり、ここ人口六千七万人なんで、もう玉名市とほぼ

全く同じです。ここでは何をされたかというと、老朽化した学校のプールがあったん

で、１つの中学校と４つの小学校、玉名市でいうなら岱明地区とちょうど同じ感じで

す。その５つのプールを１つのプールに集約させて、でも集約するかわりに屋内の温水

プール、室内プールにして１年中利用できるようにされたそうです。室内プールとする

ことで、学校が使わないときは一般の人が利用できるようになって、利用率が上がった

という施設なんですけど、そのほかに、これ愛知県岡崎市なんですけど、これ額田セン

ター整備事業といって、これほとんど天水と似てるんですけど、旧支所、図書館、あと

額田開館という開館みたいなの、そういう５つの施設を集約させて新しい施設をつくら

れてます。延床面積５０％削減されてきれいな施設をつくられています。いろんな自治

体、全国の自治体では国の財源利用しながら、けどいい施設をつくっていきたいよねと

いうことで集約しながらつくっているんで、玉名市もしっかりこの公共施設新しいもの

をつくるときには、いろんな補助金とかあると思うんで、そういうのを活用しながら整

備していくことが必要なんじゃないかなと思います。 

 もう１個ちょっと違う質問になるんですけど、天水市民センター新しくできたところ

見に行ったんですけど、約２７０人ぐらい入るホールが新しくつくられてました。今、

この横、市民会館つくられてますけど、ここにも３００人収容の可動式の椅子を備えた

ホールがつくられてます、今。今回出てきた岱明文化センターにも３００人収容の稼働

の椅子を備えたホールが予定では入っています。そのほか横島にもありますし、岱明ふ

れあい健康センターにも３００人ぐらい入るトレーニング室があります。こういう玉名

市の状況なんですけど、今現在玉名市で、この２００人から３００人規模のイベントや

講演会というのはどの程度あっているのか、わかればお伺いします。 

○議長（中尾嘉男君） 教育部長 戸嵜孝司君。 

○教育部長（戸嵜孝司君） 数についてはちょっと把握しておりませんので、答弁あと

ででよろしいですか。 
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○７番（北本将幸君） これ聞くって言ってたのは、言ってたんですけど。 

○教育部長（戸嵜孝司君） 済みません。４つの公民館ホールの利用状況についてお答

えいたします。 

 平成２９年度の実績でお答えさせていただきます。まず、中央公民館大研修室では利

用件数３７３件、利用率で２７％、岱明町公民館講堂は利用件数が３８７件、利用率４

０％、横島町公民館多目的ホールは利用件数で２５１件、利用率で２４％、天水町公民

館多目的ホールは、本年の７月までですので、開館が７月ですので、開館から１０月ま

での４カ月の利用状況でお答えいたしますと、利用件数８９件、利用率で２５％になっ

ております。２００名以上の利用状況につきましては、中央公民館の大研修室が３件、

岱明町公民館講堂で１０件、横島町公民館多目的ホールで１７件でございます。 

 以上です。 

○議長（中尾嘉男君） 北本将幸君。 

○７番（北本将幸君） 利用としては２０％から４０％ぐらい部屋は使われているとい

うことで、２００名超えてたのが件数的には３件と１０件と１７件を足せば３０件ぐら

いだと思います。３０回ぐらいしか行なわれていないのであれば、今、天水に新しくで

きたわけで、岱明と市民会館にできれば、ここ２、３年間でこの３００人規模のホール

が新しいのが玉名市に一気に３個どんとできることになります。けど、その２００人以

上のイベントというのは３０件ぐらいしかあってないというのが現実なんで、実際そこ

の市民会館新しくできる３００のホールで足りるんじゃないかなという思いもありま

す。今回、文化センターとして計画が出されたわけですけど、さっき質問したように、

この６月に個別施設計画立てられて、６月まだできたてだと思うんですけど、この個別

計画によるとこの公民館建設については、どう計画されていたのかお伺いします。 

○議長（中尾嘉男君） 建設部長 前田愼一郎君。 

○建設部長（前田愼一郎君） 再質問にお答えをいたします。 

 御質問の仮称ですけども岱明町公民館は、公共施設個別計画ではどのような計画にな

っているのかについてお答えいたします。 

 公共施設個別施設計画では、施設の概要や現状と課題、施設の調査結果などを示して

おり、特に個別施設の改善の方向性として岱明町公民館は耐震性も懸念され、建物全体

が老朽化をしているため、早急な建てかえを行なうこととなっております。また、建て

かえの際は、近隣の施設と重複する機能等を勘案し、適正規模の建てかえとすることと

なっております。 

 以上です。 

○議長（中尾嘉男君） 北本将幸君。 

○７番（北本将幸君） 質問するに当たって、この計画あると知らなかったんで、ちょ
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っともらって私も見たんですけど、今、答弁あったように確かにこの今後の方向性のと

ころに、「岱明町公民館は耐震性も懸念され、建物全体が老朽化しているため早急な建

てかえを行なう。建てかえの際は、近隣施設と重複する機能等を勘案し、適正規模の建

てかえとする。」と書かれてます。 

 ちょっと市長にお伺いしたいんですけど、天水市民センターでは５つの施設が集約さ

れて面積も縮小され７億２,０００万円事業費がかかったんですけど、さまざまな特定

財源を使われ建てられました。実際建てて利用率も今上がってるという答弁をいただき

ました。一方で、今回のこの岱明文化センターの計画は公民館を建てかえるということ

で、文化施設も加えるということなんですけど、面積は１.５倍になります。今度市民

会館に新設される３００名収容のホールと同様のホールを備えて、費用的には７億５,

０００万円かかるとされており、財源的には合併特例債以外はないという現状なんです

けど、この計画はこの個別計画に載っているような、市長は適正規模の建てかえだと思

われますか。 

○議長（中尾嘉男君） 市長 藏原隆浩君。 

○市長（藏原隆浩君） 北本議員の再質問にお答えをいたします。 

 岱明町公民館は耐震性も懸念され、建物全体が老朽化しているため、早急な建てかえ

を必要としております。地域住民からも強い要望をお聞きいたしております。玉名市公

共施設個別施設計画には、今議員がおっしゃられたとおり、建てかえの際に近隣施設と

重複する機能等を勘案することとなっておりますが、近隣施設である岱明ふれあい健康

センターの民間活用の方向性によりまして、重複する機能等がなくなることとなります。

そのため現在の岱明町公民館及び岱明ふれあい健康センターの利用状況や将来の利活用

とともに、地域バランスの観点からも、将来への負担を極力抑えていくということを考

慮した規範となっておりますので、適性であるというふうに判断をしておるところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 北本将幸君。 

○７番（北本将幸君） 確かに、今市長答弁で言われたんですけど、議会の開会のあい

さつでも言われたように、岱明ふれあい健康センターを民営化、民間活力使って完全に

維持管理費避けていくということで、維持管理費もなくなって文化センターだけになれ

ば確かに適正規模かもしれないです。この個別施設計画、今読んだんですけど、これで

岱明ふれあい健康センターのところを見てみると、今後の方向性、あと１０年間の予定

が書いてあるんですけど、平成３０年に６,９００万円かけて中規模改修、平成３１年

に２億３,０００万円かけて中規模改修を行なわれる予定で、その先１０年間は何も書

いてないんですね、どういう方向性でいくのかというと、岱明ふれあい健康センターは
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平成３０年度から中規模修繕とあわせて特定天井の改修も行なう。また、利用率が低く

使用する用途が限られている検診室を多目的に利用できる部屋に変更するなど、利用者

の利便性向上を図る。また、今後は平成３０年度から始まる介護予防日常生活総合支援

事業での利用により利用者数の増加が見込まれるという方向性が出されてるんですけ

ど、これ６月につくられた計画なんですけど、民営化の民の字もひと言も出てこないわ

けですね、一切その民営化の方向性が、これがもう何年前に立てられてた計画ならいい

んですけど、６月に、この前ですよ、につくられたのに民営化の観点が入っていないの

にいきなり民営化が出てきて、それだったら適正規模という考え方は、普通にこの計画

を読んだら何か違うんじゃないかなという気がします。公共施設特別委員会においても

５月と１１月説明されてると思うんですけど、恐らく５月に出てきたときの計画、調理

室は岱明ふれあい健康センターとあるから入れないというような計画だったと思うんで

すけど、それは恐らくこの計画にのっとって公民館の職員の人たちが考えた計画だと思

うんですけど、この数カ月でこの１０年先を見通した計画じゃない、全然違う計画がぱ

って出てきて、今議会においても予算がつけられているというのが今の議会なんですけ

ど、本当にしっかり計画されるような事業を行政として進めていただきたいなと思いま

す。 

 今回、利用されるのが合併特例債ということで、合併特例債改めてちょっと調べたん

ですけど、合併特例債交付税措置が７０％あるんですけど、さっきの公共施設等適正管

理推進事業債も５０％ 大で交付税措置あるんですけど、いろいろ合併特例債調べてた

ら、対象事業としてこういうのに使ってくださいよというのがいろいろ書いてありまし

た。１つは、旧市町村間をつなげる道路とか橋とかトンネル、そういうインフラ整備に

使ってくださいよと、そのほかは同一内容の施設の重複を避けて整備を行なってくださ

いよと、例えば、ある地域に文化施設があるんだったら、もう１個の地域には体育施設

をつくろうとか、そういう総合的な計画で進めてくださいよと。そのほかには、新しい

市を効果的に行政運営を行なっていくために、類似の目的を有する公共施設の統合を行

なってくださいよと、いろいろ対象とする事業が書かれていました。つまり、多くの市

町村が合併していく中で、国として合併特例債という財源与えるんで、１０年間で新し

い市の体制をつくっておいてくださいよということが、この合併特例債だったと思いま

す。災害により現在５年間延長になっているんですけど、玉名市もこれに基づきながら

今までまちづくりされてきたと思います。今回、これで３億ちょっと特例債使ったらも

うなくなるんですけど、この 後の特例債を使う事業の施設において面積が拡大され、

類似の調理室や可動式ホールというような箱物が新たにつくられるわけですけど、国に

おいては平成の大合併においてまちづくりを進めたけど、将来それでも自治体運営にお

いては、財政が不安視されており、国においては 近圏域という言葉が使われるように
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なりました。政府は公共施設や病院、商業施設などを地方の大規模都市に集中させ、複

数の自治体で構成する圏域単位のまちづくりを推進するための法整備を行なう方針をも

う出しています。この合併特例債２０２０年３月に期限切れとなるわけですけど、国に

おいては合併から次の段階、もう圏域でのまちづくりを行なうと方向性を示していま

す。これまで自治体ごとに同じような機能の施設が整備されてきたものが、将来的な人

口減少により税収の減や利用者の減少につながり、今後自治体単位で近隣の自治体とも

総合関係しながら、圏域で町をつくっていこうという考えなんですけど、合併して１３

年が経過する玉名市としてこの圏域という考えについては、現時点でどう考えられてい

るかお伺いします。 

 どちらでもいいです。 

○議長（中尾嘉男君） どっちですか。 

 市長 藏原隆浩君。 

［市長 藏原隆浩君 登壇］ 

○市長（藏原隆浩君） 失礼いたしました。北本議員の圏域における考え方という意味

合いでの再質問にお答えをいたします。 

 公共施設のあり方につきましては、冒頭に申し上げましたとおり、１市３町の市町合

併当初から用途の重複や施設の老朽化が課題であるというふうに認識しております。こ

れまで市は中長期的な視点による計画的なマネジメントを推進すべく公共施設適正配置

計画や公共施設等総合管理計画を策定し、健全な財政力を維持するため、計画的に保有

総量の抑制に取り組んでおりますが、日本全体の人口が減少していく将来の予測を踏ま

えると、近隣自治体で構成する圏域というより広いエリアで考えていく必要も出てくる

というふうに考えております。 

 この公民館も含む仮称、まだ仮称でありますが、岱明文化センター建設につきまして

は、地域コミュニティの重要な拠点として必要性は十二分にあると考え、横島、天水地

区に続きまして施設の建てかえを進めることといたしました。それと同時に公民館のあ

り方についても、この先多様化する住民ニーズを踏まえて、公民館機能ばかりでなく地

域の拠点施設としてより地域活動に活用できるよう、利用上の制約を緩和しつつコミュ

ニティの拠点として生涯学習を推進する施設として、地域の文化交流施設としても、福

祉活動での利用ができる施設としても、地域づくりにつながる特産物販売ができる施設

としても、さまざまな用途の変化に対応でき、地域づくりに役立つようなコミュニティ

センターとして複合的な役割を担えるように検討を図ってきたところでございます。 

 今後は、仮称です。仮称ではありますが、岱明文化センターを地域コミュニティ施設

の先導的な事例となるように、これからの時代に合った施設機能の確立に取り組んで、

社会の変化や住民ニーズにしっかりと対応していかなければならないというふうに考え
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ております。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 北本将幸君。 

○７番（北本将幸君） もうこのように、国においては圏域という新しい枠組みでのま

ちづくり構想がスタートされてます。合併した旧市町村ではなく、今、もう現時点であ

る近隣の市町村との連携によりまちづくりを行なっていこうという段階に入ってきてま

す。今回の岱明文化センター、仮称ですけど、に例えると、市全体として、玉名市全体

として文化センターとしてのあり方はどうなのか、３００人規模のホールがほしいんで

あれば、玉名市民会館、新しいところにできます。やっぱり６００人ぐらいのホールが

いいなと思うんであれば、隣長洲町にあります。やっぱり８００人がいいなと思ったら

新しく玉名市にできます。やっぱりそれ以上１,２００人ぐらいほしいなと思ったらお

隣の荒尾市にあります。やっぱりそういうふうにそれぞれの特性を生かして、地域で一

体となって利用していこうという考えが圏域だと思います。さらに公民館として、やっ

ぱりコミュニティーの核として天水、横島にもありますし、やっぱり必要と思いますん

で、そういうときは適正規模、公民館として適正な規模で岱明の拠点として建設してい

くべきではないかなと思います。 

 市全体のまちづくりに箱物建設というのはかかわってきます。ここの案件において関

係者や利用者と話を進めていくのはもちろん必要だと思います。でも、それだけで必要

だから建設していい、いけばいいというものでもないと思います。お金がたくさんあっ

たらそれでもいいと思います。でも現実的にそうじゃありません。他の自治体の例を先

ほど補助金のときに説明したんですけど、学校ですら学校に１個のプールがあるのが当

たり前じゃない取り組みをしている地域もあります。さらにこの玉名でも６小学校が１

つの学校になって、１つの地域に１つの学校があるという時代でもなくなってきていま

す。やっぱりまちづくりトータルとして、どうしていきたいかというのを本当に考えな

がら、まちづくりをやっぱりやっていくことが必要じゃないかなと思います。特に箱物

というのは建ったらおしまいなんで、将来長い感覚、先見ながらしていかないといけな

いなと思います。 

 会派研修、私たち創政未来会派研修で、兵庫県明石市の「パピオスあかし」という施

設を視察してまいりました。これは明石駅前に開発、再開発で行なわれた事業で、まだ

建設されて２年目の新しい施設でしたけど、駅の目の前に建設されて本当すごい施設だ

ったんですけど、コンセプトとしては本当単純で、「子ども、本、やさしい」この３つ

をコンセプトで運営されてました。１階から３階には民間業者が入ってたんですけど、

１階から３階、そこ入られてた業者というのは、もともと駅前にあった９割以上の人た

ちがそのまま１階から３階に入っているとのことでした。さらに２階に市民広場があっ
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たんですけど、休日の利用はほぼ１００％使われてるそうで、何万人という方が来られ

てる広場になってました。４階から６階が公共施設になってるんですけど、コンセプト

の１つである子どもに特化するということで、子どもの遊ぶ場所であったり、健診する

ところであったり、子ども用の図書館であったりとか、本当充実した施設があって、子

どもの遊ぶところなんかは人気があって並ぶんで時間で交代させているというようなこ

とを言われてました。さらには市の図書館が離れたところにあったんですけど、こっち

に集約して図書館も入れたそうです。さらには支所、総合窓口もそこに入れたそうで

す。一体的に開発して、図書館が、市の図書館と民間の大きい図書館があったんで、競

合するんじゃないかなと思ったんですけど、「逆にそこは相乗効果で本借りに来た人が

なかったら下で買って帰るみたいな、逆に相乗効果が出てます。」みたいなことを言わ

れてました。結果的には、図書館の利用は集約して３.４倍になって、総合窓口の利用

は２.１倍、子育て支援センターの利用は３.４倍になったそうです。併設された２１６

戸のマンションがあったんですけど、４時間で完売したそうです。これを聞いて、「兵

庫県、都会だけんできるんでしょう。」と思われるかもしれないですけど、実際、この

明石市は平成２５年度まではずっと人口減少してて、兵庫県の中でも住みよいランキン

グみたいなのは３０位にも入らないで、ランク外の市だったそうです。それがこの「子

ども、本、やさしい」に特化して、こういう施設もつくられて、人口は５年連続で上

昇、それに伴う税収増は８億７９２万円だそうです。やっぱりこういう集約させて、新

しくしながら、何かに特化しながらこういう町をつくっていこうという思いで、やっぱ

り今後進めていかないと、やっぱり自治体的になかなか厳しくなっていくんじゃないか

なと思います。 

 これ４点目の岱明ふれあい健康センター、これ民間を入れて新しいことをされていく

と、このことですけど、この民間活用を生かした体制整備打ち出されたわけですけど、

こういうのに対して調査とか、現時点でどういう対応をとられているとか、わかればお

伺いします。 

○議長（中尾嘉男君） 健康福祉部長 松野信生君。 

○健康福祉部長（松野信生君） 再質問にお答えします。 

 民間との調整の状況についてお答えしますけれども、現在、本市の指定管理を受けて

おります数社の会社法人に対しまして、施設の有効利用に向けた使途アイディア等につ

いての意見交換情報収集を実施しているところでございます。 

 以上です。 

○議長（中尾嘉男君） 北本将幸君。 

○７番（北本将幸君） 情報収集されているとのことですけど、やっぱり民間の力借り

ていくというのは、そう簡単に進めれることじゃないと思うんですけど、新たにそうい
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う民間活力していこうというんであれば、この国において先導的官民連携推進事業とい

う事業があります。ここあるんですけど、これは今から民間活力、民間使っていこうと

いうような自治体が、その民間を導入するに当たってどういうふうにすればいいかと

か、調査とか検討をそういう専門のところに依頼して進めることができる事業で、国が

行なっている事業なんですけど、これ２,０００万円上限なんですけど、全額でる事業

です。やっぱりこういうしっかり調査とか国の事業を使いながら意見交換されたという

ことだったんで、具体的にやっぱり進めていくことが必要だと思うんですけど、なんか

今の時点でこういうのに使いたいとか、なんか具体的な方針があればお伺いしたいんで

すけど。 

○議長（中尾嘉男君） 健康福祉部長 松野信生君。 

○健康福祉部長（松野信生君） 再質問にお答えします。 

 運営方法としましては、将来的には民営化も視野に入れながら、既存の指定管理制度

の中で公募型の管理方法に変更いたしまして、考えていきたいというふうに考えており

ます。 

 また、施設の使途についてですけれども、現在の福祉事業にこだわることなく、スポ

ーツ振興事業、健康増進事業、高齢対策、あるいは子育て支援事業等幅広く検討してい

きたいというふうに考えているところでございます。 

 以上です。 

○議長（中尾嘉男君） 北本将幸君。 

○７番（北本将幸君） やっぱり幅広い利用を検討されるということで、しっかり調査

とかやっぱり必要になってくると思うんですけど、ここに来年度国土交通省の直轄で、

公共空間作戦会議というのが２月８日行なわれるんですけど、これは国が民間の事業者

何社か選ばれて、そこで公共施設を使ってどういう事業ができますかというのをプレゼ

ンしてもらうらしいんですけど、これ参加自治体募集はイベントの趣旨に関心を持ち、

民間事業者と連携して公共空間を活用したいという意欲を持った地方自治体なら全部参

加できるということになってます。これ１２月２０日まで、まだ申し込みできるんです

けど、こういう国がやってる民営化推進するような事業にもぜひ参加していただいて、

いろんなとこから情報を仕入れていただいて、具体的な策を出せるようにしていただき

たいなと思います。でもやはりそれでもやっぱり民間活用していくというのは、うまく

進まない可能性もあります。今現在、指定管理で２,７００万円ぐらい指定管理料が発

生しているんですけど、もしうまくいかなかったとき、その岱明ふれあい健康センター

としては今後どういうされてくのかわかればお伺いします。 

○議長（中尾嘉男君） 健康福祉部長 松野信生君。 

○健康福祉部長（松野信生君） 再質問にお答えします。 
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 民間調整がうまくいかなかったという想定でございますけれども、社会福祉協議会が

拠点を移動した場合で、公募に対しまして民間から応募がない場合が考えられますけれ

ども、そうならないように 善を尽くしていきたいというふうに考えております。 

○議長（中尾嘉男君） 北本将幸君。 

○７番（北本将幸君） そうならないように、ぜひ、しっかり対応をしていただきたい

と思いますけど、そうなる可能性もあるんで、その場合のこともしっかり考えながら進

めていただきたいなと思います。 

 やっぱり公共交通と公共施設質問したんですけど、この２つ合わさってまちづくりし

ていかないといけなくなると思うんで、しっかり対策をとっていただきたいと思いま

す。 

 もう今回、議会に提案された岱明ふれあい健康センターの民営化等による活用も含め

た仮称岱明文化センターの計画はこの６月に策定された１０年間の個別施設計画には何

も記載されてない計画で、５月の公共施設特別委員会からの説明からも大きく変化して

いるような計画なんで、今一度やっぱりしっかり検証する必要があるんじゃないかなと

思います。本当玉名に建ててよかったなというような施設になるように、しっかり行政

としても検討、今後進めていただきたいなと思います。 

 それでは次の質問に移ります。 

［７番 北本将幸君 登壇］ 

○７番（北本将幸君） 後に３点目、庁内連携による政策の企画・立案について質問

をいたします。 

 これまで公共交通と公共施設に関する質問をしてきましたが、行政においてはさまざ

まな市民ニーズに限られた財源でしっかり答えていくためにも、職員さん初め私たち議

員、ましてや玉名市民全員の知恵を集結させながらしっかり政策を立案し、実行してい

くことが必要になってくると思います。以前の議会でも自治体シンクタンクの提言など

質問させていただきましたが、今回、庁内連携による政策の企画・立案について、４点

質問いたします。 

 １、政策推進係の業務について。２、政策推進係設置における効果について。３、職

員提案制度の確立に向けた取り組み状況について。４、市民からの提案について。 

 以上、質問いたします。 

○議長（中尾嘉男君） 総務部長 西山俊信君。 

［総務部長 西山俊信君 登壇］ 

○総務部長（西山俊信君） 北本議員の御質問の秘書課政策推進係の業務と政策推進係

の設置における効果についてお答えをいたします。 

 秘書課政策推進係がこれまでに取り組んできた業務につきましては、１０年後の玉名
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市の将来像を示す１０年ビジョンの作成準備や１０年ビジョンで示す将来像の実現に向

けた各課の施策推進の後押し、それから玉陵中学校区、旧小学校跡地施設利活用の検討

など、数課にまたがる事項の調整、また、１１月３０日に県庁プロムナードに設置され

ました漫画ワンピースの主人公でございますルフィ像の仲間の像の誘致に向けた取り組

み、大河ドラマいだてんにかかります取り組みの全庁的な情報の取りまとめなどを行な

っております。 

 その効果といたしましては、庁内での情報の共有が図られることや市長の思いや指示

を迅速かつ正確に各課に伝えることで、庁内の意思統一を図り、スピード感のある効果

的な施策の推進が図られることが上げられます。 

 このように各施策間の連携や調整が図られ、各課の事業が展開していくことが政策推

進係設置の効果であるというふうに考えております。 

 以上、１番の業務については、以上でございます。 

 議長、済みません。 

○議長（中尾嘉男君） 総務部長 西山俊信君。 

［総務部長 西山俊信君 登壇］ 

○総務部長（西山俊信君） 失礼いたしました。続きまして３の問いでございます。 

 職員提案制度の確立に向けた取り組みについてということでお答えをいたします。 

 職員提案制度につきましては、職員の意識改革及び組織内における改善意欲の醸成を

図り、行政運営の効率化及び市民サービスの向上に寄与することを目的としまして、昨

年度末から制度確立に向けて取り組んでいるところでございます。 

 具体的な取り組み内容につきまして御説明を申し上げますと、今年度に職員からなる

作業部会を設け、提案や審査の方法、スケジュールなどの検討を重ねてきたところでご

ざいます。その結果、玉名市職員提案に関する規定案と玉名市職員提案実施要領案を策

定いたしまして、現在は、規定案などの審査を行なっているところでございます。 

 今後のスケジュールにつきましては、平成３１年１月施行を目標に計画を進め、施行

に当たっては職員へ制度確立の周知徹底を図り、より多くの提案がなされるよう職員に

対し提案の奨励に取り組んでまいりたいと考えているところでございます。 

 続きまして、御質問の市民からの提案についてお答えをいたします。 

 現在、市民の皆様からの提案につきましては、本庁、各支所において御意見、御要望

を市政にアプローチという形で投書していただくほか、各担当課が各種計画を策定する

際に、市民の方々から意見を公募し、公表いたしますパブリックコメントにて御意見を

いただいているところでございます。また、市民からの要望などにつきましては、担当

課へ直接の要望やホームページからの問い合わせ、陳情、請願という形の方法がござい

ます。このようにあらゆる方法で市民からの要望、提案を取り入れており、担当部署に
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おきまして、内容を精査いたしました上で、実現可能なものや見直しが必要な要望、提

案事項につきましては、適切に対応いたしているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 北本将幸君。 

○７番（北本将幸君） 答弁いただきました。 

 １番と２番の政策推進係の業務と効果についてですけど、庁内のいろんな取り組みに

対して、調整とか聞き取りとかを行なわれて、それを市長に伝えるとかいうような役割

されてると思いますけど、本当に政策推進係て必要だと思いますし、これが本当にしっ

かりうまく回るようにしていかないといけないなと思います。まだスタートされたばっ

かりなんで、試行錯誤されてるところもあると思いますけど、これがうまく機能してい

くように今後も取り組んでいただきたいなと思います。 

 ３点目の職員提案制度の確立に向けた取り組みですけど、昨年度末から実施に向けて

されて、もうすぐされるということなんですけど、この政策の企画立案においては、大

きく分けるとトップダウンによるものとボトムアップによるもの、二通りがあると思い

ますけど、トップダウンによるものは市長が公約で掲げたりしたものをこれやっていこ

うよということで、上から下に伝わっていくものなんですけど、逆にボトムアップは市

民とか職員から上がってくる企画だと思いますけど、多くの、すでにもう多くの自治体

でこの職員提案制度というのが実施されてます。この制度が行なわれれば答弁でもあっ

たんですけど、職員の方が行政運営に対して、改善やアイディアを提案することにより、

それぞれの事業ごとに何が課題か、今の市民ニーズに合ってるかどうか、今後どうして

いくべきかどうかなど、考えることができるようになります。それに伴って職員の意識

の持ち方も上がってくるし、意識の改革も行なうことができると思います。さらにはし

っかり考えていくことで、専門職としてのレベルアップが行なわれると思います。この

ように職員提案制度は、職員の政策形成能力の向上と職員の市政運営への参画意欲を高

めるとともに、職員一人一人が主体的に行政運営に取り組む意識の向上につながってい

くと思います。さらにはいろんな業務に対して考えることによって、自分が所属してい

る課だけじゃなくて、それ以外のところにもさまざまな提案を行なうことができ、いい

提案があればそれが事業化していく制度であります。 

 ここにすでに実施しているところの一つ手引きを持ってきたんですけど、いろいろ書

いてあって、提案できるようになってるんですけど、その提案されたものになんか市長

がグッドと選んだ市長賞とか、年間通してよかった得票数が多かった賞をベリーグッド

賞とか、いろんな賞をつけられて、恐らく提案された人の評価が多分上がっていくんだ

と思います。やっぱり自分が提案してそれが政策になって市民が、玉名市がよりよい町

になっていく、そういうなのが実現していけばモチベーションかなり上がってくると思
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います。しかも自分で考えてプレゼンして、説明しないといけないということは、やっ

ぱりそれ相応勉強しないといけないので、スキルもやっぱり上がってくると思うので、

この職員提案制度、もうされるということなんで、ぜひ、していただきたいなと思いま

す。 

 ４点目の市民からの提案についてですけど、パブリックコメントとか陳情とかいろい

ろな方法があると思いますけど、やっぱりパブリックコメントとか、やっぱりなかなか

少ないという現状があると思います。陳情、上がってくるのも上がってくるんですけど、

やっぱりそのより市民が参画しやすいようなやっぱり流れをつくっていくことも重要じ

ゃないかなと思います。玉名市自治基本条例つくられてるんですけど、この第１４条の

３項に、執行機関は政策形成過程等の過程において市民の参画を推進しなければならな

いと掲げてあるんで、市民の人がより玉名こうしていこうよと参画していけるような体

制つくってもらいたいなと思います。 

 公共施設のところだったら４,５００名にアンケート配られて、やっぱりもらった人

たちはちょっとでもやっぱり公共施設に関心を持つわけで、さらに聞き取りとかしてい

けばより参画していこうという意識が出てくると思いますんで、やっぱり行政側から、

私たち議員も含めてですけど、市民の方がより参画しやすいような仕組みをつくってい

ただきたいなと思います。そうすることで今回、職員提案制度ができたら職員からの提

案が上がってきます。市民の方からも参画しやすくすればまた提案が上がってくるかも

しれない。私たち２０人の議員もいます。議員からも提案が上がってくる。やっぱりそ

れをどう政策立案していくかということで、今、政策推進係、係なんですけど、やっぱ

りそれを自治体シンクタンクとまではいかなくていいんですけど、ちょっと課か部にア

ップさせて、やっぱりそこの政策推進していく人たちがしっかり政策をつくていけるよ

うに、ちょっとこの政策推進係をもう一個バージョンアップさせたような体制をとって

いくのが必要じゃないかなと思うんですけど、その辺についてはどう考えられるかお伺

いします。 

○議長（中尾嘉男君） 市長 藏原隆浩君。 

○市長（藏原隆浩君） ただいまの北本議員の再質問にお答えいたします。 

 政策推進係につきましては、公約あるいは新たな政策の実現に向けて、迅速かつ横断

的に、そして全庁的な取り組みとして対応するために今年度から設置をしておる係でご

ざいます。 

 また、市民からの御意見や職員からの提案に対してましても調整役として重要な役割

を現在も担っておるところであります。政策推進係を拡大して課として設置をすること

につきましては、先の議会でもお答えをしたとおりでありますけれども、将来的には政

策立案に向けた調査研究までを行なう組織として、有効であるというふうに思います。
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ただ、今現在では、まずは現行の係として、現行の役割をしっかりと果たしつつ、職員

一人一人の育成、意識改革に取り組んで、政策の企画立案に反映をしていきたいという

ふうに考えておりますので、御理解をよろしくお願いします。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 北本将幸君。 

○７番（北本将幸君） この市長が庁内改革の一つでつくられたこの政策推進係、本当

いい係だと思うんで、今答弁あったように、さらに進化させながらよりいい政策がつく

れるような庁内体制をもっともっとこれからも進めていただきたいなと思います。 

 今回、公共交通施策、公共施設の整備、庁内連携による政策の企画立案と、３点質問

させていただきました。人口減少の中、地方自治体は本当に厳しい財政の中、多様化す

る市民ニーズに対応していかなければならないので、執行部はじめ職員の皆さん本当に

大変だと思います。やはりしかし、このように厳しい状況だからこそ、知恵を出しより

よい事業を行なっていく必要があると思います。庁内には５００人以上の職員の方がお

られます。職員提案制度がもうすぐ実施されるとのことですので、庁内での提案がます

ます進んでいくと思います。必ずそこからすばらしい政策が生まれてくると思います。

また、そのほか玉名市には現在６万７,０００人の市民の方もいます。市民の方からも

しっかりと意見を聞きながら、参画していけるようにしていただきたいと思います。ま

た、そのほか、私たち２０人の議員もいます。議員も一般質問などでさまざまな提言、

意見言っていきます。このように行政運営をしていく中で、職員からの意見、議員から

の意見、また、市民からの意見さまざまあり、その中でも今回の公民館や公共交通であ

れば、それを使っている人の意見もあるだろうし、使ってない人の意見もあると思いま

す。このようなさまざまな意見を 終的にどう采配していくかが市長の担っている 大

の役割でもあると思いますし、それをしっかりチェックしていくのが我々議会の役割だ

と思います。市長には、まず合併して１３年になる玉名市を今一度大きな目で見ていた

だいて、来年にはついに大河ドラマが始まります。玉名を全国にアピールする 大のチ

ャンスでありますので、１０年ビジョンのまちづくりをしっかり立て、推進してもらう

ことを要望いたしまして、私の一般質問を終わらせていただきます。 

 ありがとうございました。 

○議長（中尾嘉男君） 以上で、北本将幸君の質問は終わりました。 

 議事の都合により、暫時休憩いたします。 

午後 ２時１２分 休憩 

―――――――――――――――――――――― 

午後 ２時３２分 開議 

○議長（中尾嘉男君） 休憩前に引き続き、会議を開き、一般質問を行ないます。 
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 １番 坂本公司君。 

［１番 坂本公司君 登壇］ 

○１番（坂本公司君） お疲れさまです。１番、新生クラブ、坂本公司です。 

 傍聴の皆さん、いつも足を運んでいただきありがとうございます。 

 まず、大河ドラマいだてんに関しまして、もう放送まであと１カ月を切りました。ド

ラマ館もできておりますし、ツイッターなどでＮＨＫのいだてんのＣＭを見ましたけど

も、かなりおもしろそうな仕上がりになっていると思いましたので、いろいろ期待した

いなと思っております。と、思っていたところ、先ほどこののぼりをまじまじと裏っか

わからなんですけど、見ておりましところ、この金栗四三と書いてあるんですけども、

この金色のマークの部分をちょっと皆さん見ていただきたいんですけども、これ裏から

見ても金栗四三と読めるんですね、ですので、そういう意味では裏表のない人物だった

のかなということですけど。 

 早速通告に従い、一般質問をはじめさせていただきたいと思います。 

 またかと思われるでしょうが、今回もまずＳＮＳについてです。今回はＳＮＳの効果

や成果についてお話をしたいと思っております。 

 昨年の１２月議会、私としまして初めての一般質問をさせていただきました。そして

この１年何度もＳＮＳの普及及び危険性について話をさせていただきました。危険性と

いいますと、先日もあるお笑い大会の審査をめぐり、酒に酔った芸人たちが酒の勢いに

任せ、審査員に対して暴言を吐いた動画をアップし話題になりました。やはりお酒を飲

みますと人格が変わる方もおられますので、これから忘年会や新年会も多くあると思い

ますので、その点は十分お気をつけ願いたいと思います。 

 それともう１つ、先日とあるガソリンスタンドの待合室でとある方々と話をしていた

ところ、ちょうどテレビのニュースで、とあるばかりで申しわけないが、とある市議会

議員のツイッターが話題となっておりました。高齢者の方などに対して暴言を吐いてい

た書き込みが発覚し謝罪されておりました。この市議会議員の方の話をすると、なぜそ

んな議員にもなったのにわざわざそんな書き込みをするのかと思われるでしょうが、こ

れは別アカウントとか裏アカウントと呼ばれる別のアカウントをつくってということが

あるんですね、簡単に言うと、電話番号が幾つもあるような感覚ですかね、ですので、

公表する自分の本名を出しているアカウントではまじめなことを書き、別アカウント、

もしくは裏アカウントという他人にだれが書いていたかわからないようなアカウントで

悪口を書いていたということになります。しかし、こういうのもプロではなくてもある

程度知識があれば調べることができるので皆さんも気をつけてください。 

 では、ここで一つ答弁をいただきたいと思います。これまでの拡散の効果などについ

てよろしくお願いします。 
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○議長（中尾嘉男君） 企画経営部長 水本明子さん。 

［企画経営部長 水本明子さん 登壇］ 

○企画経営部長（水本明子さん） 坂本議員のＳＮＳによる情報拡散の効果についてお

答えをいたします。 

 ＳＮＳを活用した情報発信の効果につきましては、利用者に情報が発信される即時

性、情報の拡散性が高い、だれもが情報の発信者拡散者になることができるといった利

点があり、そのＳＮＳの特性を生かし適切に運用することで、市のＰＲなど一定の効果

が期待されるものと認識いたしております。 

 平成３０年５月に運用を開始いたしました玉名市公式フェイスブック広報たまなにお

きましては、玉名市の情報を市内外や海外の方へ９月末で約６,０００人、１１月末で

約１万８,０００人に届けることができております。９月末から大幅に増加いたしまし

た要因としては、先日プロ野球のオリックス・バファローズにドラフト３位指名を受け

られた天水町出身の荒西選手の仮契約記者会見時に、オリックス・バファローズの球団

関係者とお話をし、同球団の公式フェイスブックに本市のフェイスブックをシェアして

いただいたことによるものでございます。この結果は、荒西選手のドラフト指名とあわ

せて、とても喜ばしいことと思っております。このようなきっかけにより、情報が広が

っていくことを実感しており、今後もさまざまな観点やつながりなどから玉名市の情報

を広く拡散し、本市をＰＲしてまいりたいと考えております。 

 また、本市のＳＮＳに関しましては、公式フェイスブック広報たまなのみでございま

すので、情報の受け手のニーズを見きわめながら、市外向けや観光情報に特化したもの

など、ターゲットを絞った情報発信についても検討してまいりたいと存じます。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 坂本公司君。 

○１番（坂本公司君） 答弁いただきました。 

 オリックス・バファローズのドラフト３位指名、荒西選手本当におめでとうございま

す。その上、球団の公式フェイスブックにシェアをしていただいた、すばらしいアイデ

ィアだと思います。こういうことが拡散につながることだと思っております。私もフェ

イスブック、ラインのタイムライン、インスタグラム、たまにツイッターに、私の活動

や議会イベント、お祭りなどをアップさせていただきました。 

 その中でも、この前あった事例について少し紹介させていただきます。それは何かと

申しますと、１０月３０日にアップさせていただいた金栗四三氏に関する記事です。玉

名市在住の昔からお世話になっております浜田さんという御夫婦の奥様のお父様、テラ

モトチカラさんが金栗氏と以前親交があったというお話を聞き、ぜひ、当時のお話を聞

かせてくださいとお願いしたところ、熊本市内からわざわざこの市役所に出向いてこら
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れ、私と職員を含め当時の思い出話を聞かせていただきました。 

 その話を簡単にまとめますと、テラモト氏が若かりしころ、駅伝の熊本県代表の監督

であった時代、何度も金栗氏とともに大会に臨まれたそうです。すごいことにそのテラ

モトさんは、当時の新聞の切り抜きや金栗氏とのツーショット写真、１番驚いたのは、

昭和５８年に玉名の市民会館で行なわれた金栗氏の葬儀のパンフレットまでお持ちでし

た。それを御家族の許可を得てＳＮＳにアップさせていただきました。こういうことで

は許可を得るというのもマナーであります。今回はここからが本番なのですが、そのＳ

ＮＳを見た私の親戚筋から連絡が来ました。「金栗氏と親交があった人を探してるの

か。」と聞かれましたので、「だれかお知り合いにおられますか。」と聞いたところ、そ

の方のお父様がもと熊日新聞で働いておられ、金栗氏と一緒にマラソン大会をつくった

りしていたから、いろんな話を聞けるんじゃないかということでしたので、これまた職

員とともにお話を聞かせていただきました。その方はまだ２０代のころ熊日新聞にお勤

めなさってて、金栗氏と一緒に何度もマラソンの事業をされ、小田の住まいにも何度も

泊まりに来られたそうです。帰り間際に「よかったらこれを見てください。」と「当時

の金栗氏の映像が映ってるよ。」と言われました。その年季の入ったＶＨＳテープは残

念ながら音声こそ入っておりませんでしたが、当時の金栗氏の貴重な映像を入手するこ

とができました。それから数日して今度は玉名の岱陽堂さんから教材など、文房具など

を扱ってらっしゃる会社ですね、から連絡があり、婦人のクラノノブヨさんのお父様が

昭和５５年小田小の校長先生をなさってたそうです。それで５７年に転勤なさるときに

金栗氏から直筆の「体力、気力、努力」と書いた額縁をいただいたそうで、その額縁を

見せていただき、今度は金栗氏の肉声の入ったカセットテープを持ってきていただきま

した。これまたかなり古いテープでしたので、業者にお願いしＣＤに焼いてもらいＰＲ

推進課の徳永さんに、この方は金栗氏のお隣に住まれており、長く金栗氏と親交のあっ

た方で、その徳永さんに確認してもらったところ、この音声は金栗氏の本人のものであ

るということが判明しました。ここで話を戻しますと、これはまさにＳＮＳの力である

と思います。写真を数枚撮り、少しの文章を考え、ものの数分でＳＮＳにアップし、そ

れをいろんな方が目にし、今回はこのような形で金栗氏の貴重なお話、額縁やテープな

どを入手することができました。これはまさに現代における 高の宣伝ツールではない

のでしょうか。私はこれからもＳＮＳを通じ、皆様にいろんな状況を提供していきたい

と思います。 

 ちなみに、提供いただいた皆さん、本当にありがとうございました。 

 ここで次に移らせていただきますが、皆様の中にも勘違いなさってる方がおられると

思います。そういうＳＮＳなどは若者が使うものだと、年寄りには無理だということで

高齢者への普及させるための取り組みについて答弁よろしくお願いします。 
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○議長（中尾嘉男君） 企画経営部長 水本明子さん。 

○企画経営部長（水本明子さん） 坂本議員の高齢者へ普及させるための取り組みはに

ついてお答えを申し上げます。 

 全国的なスマートフォンの普及などにより、高齢者のインターネット利用が飛躍的に

拡大している中、本市におきましても６０歳以上、７０歳未満の約５０％の方、７０歳

以上の約３０％の方がインターネットを活用しているとのアンケート結果が出ておりま

す。高齢者のインターネット利用の増加については、把握をいたしていたところでござ

いますが、今のところ普及させる取り組みは実施いたしておりません。 

 議員がおっしゃるとおり、情報を知りうる手段としてインターネットは非常に重要な

ものと認識しており、来年度以降地域づくり団体向けのＳＮＳを活用した情報発信勉強

会を検討しているところでございますので、高齢者向けの勉強会もあわせて実施できれ

ばと考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 坂本公司君。 

○１番（坂本公司君） 答弁いただきました。 

 やはり今でも６０歳以上の方でも約半数の方がインターネットを活用していると、ア

ンケート結果ということでした。しかしここで御紹介させていただきたいのが、西本喜

美子さんという熊本在住の現在９０歳の女性の方です。この方は、７０を過ぎてからカ

メラやパソコンに興味を持ち、自分で撮った写真を編集し、ツイッターなどでアップさ

れております。大変おもしろいことですけどこういうものです。見えるでしょうか。 

［写真を示す］ 

○１番（坂本公司君） こういったものを自分で、本当自分ひとりで加工されてアップ

されているんですね。かなりおもしろいです。 

 実際これはデジタルカメラやパソコンがなくてもスマホやタブレット一つでできるの

です。 先端なものだけを追い求めているわけではございませんが、やはり技術が進ん

でいるということは便利でありかつ需要があるからだと思います。このスマホやタブレ

ットはこの先進化することはあっても決してなくなることはないと思います。ここで一

つがっかりさせてしまうのか、希望の光なのかよくわかりませんが、これだけＳＮＳや

スマホやタブレットと言ってるこの私、坂本でございますが、実はパソコンはほとんど

わかりません。もちろんワードという機能で文章を打つことはできます。しかし、表計

算などができるエクセルなど、ほかの機能のことは全くわかりません。ブラインドタッ

チというキーボードを見ずに画面だけを見て、キーボードを打つ作業、これも全くでき

ません。今は、前回もお話ししたように、タブレットに話しかけるだけでこの文章を作

ってまいりました。ですので、すごく簡単なのです。といっても、僕でさえこのタブレ
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ットの機能の２割ぐらいしか使いこなせてないと思っております。それでも十分ライン

などで連絡も取れるし、写真も撮れるし、加工もできる、ＳＮＳにアップすることがで

き、暇なときにはゲームができ、ユーチューブを見ることもできます。もちろんそうい

うことにはまりすぎてしまえば外に出ることもなく不健康になるかもしれませんが、し

かし楽しみの一つとしてスマホやタブレットを普及させるのはどうでしょうか。もちろ

ん私は携帯会社から一銭もいただいてはおりませんが、もちろん悪害が一つもないとは

言いませんが普及させる方法もあると思います。 

 今回はなぜそのような話をお伝えしたかったかというと、次の質問につながります。 

 タマにゃんを来年のゆるキャラグランプリで日本一にしようということです。とりあ

えず先にゆるキャラグランプリのこととタマにゃんのことについて答弁よろしくお願い

します。 

○議長（中尾嘉男君） 産業経済部長 松本忠光君。 

○産業経済部長（松本忠光君） 坂本議員の玉名市マスコットタマにゃんを日本一にす

るためにはについてお答えいたします。 

 まず、玉名市マスコットタマにゃんですが、２００７年に開催された第１回玉名市市

民音楽祭で音楽の都玉名をＰＲするために誕生したキャラクターです。２０１４年に初

めてタマにゃんはゆるキャラグランプリにエントリーし、６１２位、２０１５年１,０

４９位、２０１６年２８１位、２０１７年１６２位と順位を変動しながら、今回５度目

の挑戦で念願だった１００位以内に入り、９７位という結果でした。今回、このような

順位を獲得できたのは、皆様の応援があったからだと思います。皆様からの応援に対し

て、この場を借りてお礼を申し上げます。 

 さて、タマにゃんの認知度向上の取り組みにつきましては、平成２８年度から熊本県

立大学のゼミと連携して、認知度向上に取り組んでいます。平成２８年度、平成２９年

度は、タマにゃんツイッターを活用した広報戦略を実施するとともに、ゆるキャラグラ

ンプリの投票ＰＲ動画の制作を行なったところです。また、今年度はタマにゃん指揮棒

紛失事件キャンペーンを展開し、タマにゃんの指揮棒をインターネット上の３６０度動

画内で探してもらうという楽しめる企画を実施いたしました。さらに、本年の５月には

玉名市の公式観光案内サイトタマてバコをオープンし、タマにゃんのファンづくりに力

を注いでいるところです。いよいよ来年１月から大河ドラマいだてんの放送もスタート

いたします。郷土の偉人金栗四三氏を絡めたＰＲ等により、タマにゃんのファン層を拡

大するチャンスだと考えております。このチャンスを生かし、金栗氏と同じ衣装を身に

まとい来年度のゆるキャラグランプリではさらなるステップアップを図ってまいります。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 坂本公司君。 
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○１番（坂本公司君） 答弁いただきました。 

 今年は９７位でした。しかしお隣のですね、お隣というか、大牟田市のジャー坊はな

んと２位でした。全国で２位でした。これは本当にすごいことだと思います。もちろん

皆さん御存じのくまモンも２０１１年に日本１になりました。自他共に認めるゆるキャ

ラグランプリの王者ではないでしょうか。くまモンの関連商品は平成２９年度１,４０

８億円、平成２３年度からは５,０００億円、経済効果はこの何年かで何千億円とも言

われております。今年からタマにゃんは金栗バージョンになりました。前よりもかわい

くなりキャラクターもはっきりしてると思いますが、このタマにゃんは元々は、先ほど

もおっしゃいました音玉、音楽のあふれる都玉名のキャラクターで、今でも指揮棒を探

したりキャラがぶれぶれですが、もともとこのゆるキャラという言葉をつくったとされ

るみうらじゅんさんという方は、そういうキャラの設定の緩さを皮肉りゆるキャラとい

う言葉をつくられました。 

 ここで玉名市のホームページに記載されているタマにゃんのプロフィールを紹介しま

す。熊本県玉名市で行なわれるイベントなどに出没する猫。雄。性格は、音楽を聞くと

ワクワクし踊りだし、絶対音感の持ち主。人間の言葉がわからなくてもメロディとして

聞こえるため人と社会の調和を感じ取れるスゴ耳の猫。音楽そのものは初心者。だそう

です。こうは書いてありますが、今ではタンクトップを着て、胸に「金栗」と書いてお

ります。まさにぶれぶれでゆるキャラだと思います。タマにゃんにはうってつけの言葉

だと思います。なにより来年は皆さん御存じ、先ほども申し上げました大河ドラマいだ

てんの放送が始まります。玉名市が全国に認知されることでしょう。ということは、タ

マにゃんがグランプリを取れるのは来年だけではないでしょうか。いだてんが玉名の発

展に対して千載一遇のチャンスというのであれば、タマにゃんにも千載一遇のチャンス

だと思います。タマにゃんにはラストチャンスと言っても過言ではないでしょう。来年

を、どうでしょうか、来年を 後にタマにゃんのエントリーをやめてみてはどう。と思

います。ゆるキャラグランプリも来年で１０回目で、もしかしたら次から開催されるの

かとも言われております。来年が本当のラストチャンスかもしれません。 

 話は少し変わりますが、皆さんは何かで１番をとったことはあられるでしょうか。子

どものころは何かしらの１番になったことはあるとは思います。テストで１番。かけっ

こで１番。絵や楽器で１番。いろんな１番があります。しかし大人になってから１番に

なったことは、皆さんありますか。それも少なからずはあると思います。しかしさらに

何かの１番になって泣いて喜んだことはあるでしょうか。１０数年前になりますが、私

は一度あることで１番になり、感激で涙したことがあります。内容は詳しくお話しする

ことはできませんが、私が１番になる前、たまたまテレビを見ていたら、私と志を同じ

とする有名な方がインタビューされておりました。その方は、こう言ってらっしゃいま
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した。「１番になることは人生においてすごく大事なことだ。どんな低い山でもいい頂

上を目指せ。」と、「どんな高い山でも８合目では意味がない。なぜなら、その景色は

パノラマではない。低い山でもてっぺんは３６０度のパノラマだ。」と、「ただし、そ

の山は高ければ高いほど絶景だ。」とおっしゃっていました。当時私は、この番組を見

てこう思いました。「こいつは何言ってるんだろう。」と、「どうせテレビ局側にカン

ペでも出されて言ったんだ。」と。しかしその放送から半年後ぐらいに私は運良く１番

になることができました。泣きました。何年も目標にし、日々努力してきた結果が出た

からです。しかし問題はその次からでした。パノラマでした。３６０度のパノラマでし

た。そんなに高い山ではありませんでしたが絶景でした。と同時にその人の言ってるこ

との意味が分かりました。鼻で笑ったことを心の中で謝罪しました。 

 私の昔話を長々しゃべりましたが、どうでしょうか。この玉名市を上げてタマにゃん

を日本一にしてみませんか。そして玉名市全体で絶景のパノラマを見てみませんか。 

 以前、多田隈議員もおっしゃってましたが、総務委員会の視察での話です。兵庫県小

野市の副市長が話をしてくださいました。市長がかなり革新的な方らしく、１つの話が

印象に残っております。それは昨年、私たちの選挙と同じ日に行なわれた衆議院選挙の

開票を兵庫県で１番に終わらせるということでした。そして何と１番だったそうです。

すごいことです。なぜなら、無意味だからです。１番を取ったからといっても賞金があ

るわけでもなく、表彰されるわけでもない、ニュースになるわけでもなかったでしょ

う。しかし１番は取ろうと思わないと取れないのです。偶然に取れる１番は絶対にあり

ません。そのためには、どこにテーブルを置き、どこに何人の配置をしてどういう形で

開票を進めていくか、これはかなり頭を悩まされたに違いません。１番を取るためにも

し唯一方法があるとすれば、それは一切の妥協を許さないことだと思います。しかし、

それが一番大事なことなんだと思います。では、果たしてタマにゃんが１番になること

は無意味なことでしょうか。これは絶対無意味なことではないと思っております。イン

ターネットを使っての投票です。職員の皆さん、市民の皆さん、そして先ほどお話しし

た高齢者の方の御協力があれば決して難しい話ではありません。来年かならずタマにゃ

んを日本一にしたいと思います。しかし、前回のグランプリでは、いろんな不正があっ

たとも聞いておりますので、マナーを守り日本一にしたいと思っております。 

 それにつけ加えますが、和水町ではもうインスタグラムもなさっております。今では

若者の中では、Ｔｉｋ Ｔｏｋ（ティックトック）という動画アプリもはやっておりま

す。やはり何かを先に行なうというのは大事だと思いますし、もしこれを聞いてらっし

ゃる職員の方、もしくは傍聴の方もいろんなアプリを使い情報を発信していただきたい

と思います。 

 この話の 後に、議員でつくった、議員だけでつくったＰＲ動画もこれ皆さんに拡散
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していただき、全国、そして世界の方へと拡散していただきたいと思っております。 

 では、ちょっと次の質問に移りたいと思います。 

［１番 坂本公司君 登壇］ 

○１番（坂本公司君） では次に、浮田池公園化計画についてですが、この浮田池とは

玉名バイパスの西側の 終地点の少し手前の今はＴ－ＳＨＯＴ玉名というゴルフ練習場

の横に位置する３つの大きな池のことなのですが、昨年、議員になりすぐに近松議員の

ほうから「坂本議員は何がしたいの。」と言われまして、私は「浮田池を釣りのできる

公園にしたいです。」と言ったところ、「そこは旧岱明町のときに公園化の計画があった

から調べてみるといいよ。」と言われましたので、担当課の方にお伺いしてみたとこ

ろ、なんとも夢のある設計図を見せていただきました。 

［設計図を示す］ 

○１番（坂本公司君） というわけで、とりあえずこの計画はどういったものなのか答

弁よろしくお願いします。 

○議長（中尾嘉男君） 産業経済部長 松本忠光君。 

［産業経済部長 松本忠光君 登壇］ 

○産業経済部長（松本忠光君） 坂本議員御質問の浮田池公園化計画についての計画の

内容についてお答えいたします。 

 岱明町開田に位置する浮田池は、上の池、中の池、下の池の３つのため池からなる江

戸時代に農業用水確保のため整備されたため池であります。３つのため池の総貯水量は

約４５万７,０００トンあり、受益面積６３ヘクタールの水田に農業用水を供給し、農

業経営の安定に大きく貢献しております。維持管理につきましては、浮田水利組合、玉

名市土地改良区、本市とで協力しながら補修や改修等を行なっており、今年７月の西日

本豪雨において他県で農業用ため池が決壊したことを受け、８月に市内の農業用ため池

を一斉に点検しました結果、すべて異常は見つかりませんでした。また、災害等により

ため池が決壊した場合を想定し、迅速かつ安全に避難できるよう被害範囲等を地図化し

た農業用ため池のハザードマップを現在作成中であり、浮田池も対象の一つとなってお

ります。 

 議員御質問の浮田池の公園化計画につきましては、市町村合併前の旧岱明町において

岱明町第４次総合計画の緑化レクリエーションの充実の中に浮田池周辺整備として掲載

され、平成１４年度に浮田池周辺整備事業として基本計画を策定しております。しかし

ながら、公園整備にかかる概算事業費は策定当時の試算で約３１億円となり、本計画の

実現には多額の費用を要するため、現在まで進展しておりません。ほかの理由としまし

ても都市公園を新たに整備する場合の設置基準は、住民１人当たりの敷地面積が１０平

方メートルとなっております。しかし、本市ではすでに基準値を超えているため新規で
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の公園整備は難しい状況でございます。また、農政サイドでのため池周辺整備の補助事

業では、農業生産額及び農地利用集積面積の増加などの事業採択要件があり、新規事業

採択はかなりハードルが高く、事業実施については難しいものと考えております。 

 浮田池は農業用水の安定供給のほか、洪水調整や土砂流出など、多面的な機能があ

り、今後も地元水利組合や土地改良区と協力しながら、ため池周辺を含め適正な管理に

努めてまいります。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 坂本公司君。 

○１番（坂本公司君） 答弁いただきました。 

 当時で３１億円かかるそうですけども、今なら多分これは２割増しぐらいはかかるの

ではないでしょうか。 

 過去の話でしょうが、この浮田池公園化計画なんですけども、計画図にはボート乗り

場、釣り用デッキ、吊り橋、遊具施設、オートキャンプ場、野外ステージなど、夢のよ

うな計画が記されておりました。もちろん以前の計画通り公園ができるとは私も思って

おりませんが、話を進めさせていただきます。 

 実はまだ議員になる前、何度となくこの浮田池に釣りに行っていました。なぜかとい

うと、この池にはブラックバスという魚が生息しておりまして、それを目当てに釣りに

行っていたのですが、皆さん御存じかと思いますが、ブラックバスというのは外来種な

のですね、ですので、ここでいったん外来種についての答弁をよろしくお願いします。 

○議長（中尾嘉男君） 市民生活部長 村﨑信介君。 

○市民生活部長（村﨑信介君） 坂本議員の外来種問題に関する御質問にお答えをいた

します。 

 外来種とは、もともと生息していなかった地域に人の手によって持ち込まれた動植物

のことを言います。また、地域の河川や水路、ため池等に生息するものといえば、ライ

ギョやアメリカザリガニなどが外来生物と呼ばれております。この外来生物のすべてが

自然環境や野生生物に悪影響を及ぼすというわけではありません。中には悪影響を与え

ずに順応してしまう生物もおります。とりわけ外来生物の中でも日本固有のフナやタナ

ゴなどの在来種や人の生命や身体、あるいは農林水産業に重大な被害を及ぼす恐れのあ

るものが外来生物法に基づく特定外来生物として指定をされているところです。 

 この特定外来生物は、繁殖力が旺盛で、環境の影響も非常に大きく、根絶することが

非常に困難となることから無許可で飼育、保管及び運搬することは原則禁止されてお

り、野外へ話すことも禁止をされております。また、釣りの対象魚として人気のブラッ

クバスやブルーギルなどは特定外来生物として指定をされており、動植物の生態系や農

林水産業にも影響を及ぼしていることから、全国各地で防除が行なわれているのが現状
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でございます。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 坂本公司君。 

○１番（坂本公司君） 答弁いただきました。 

 ザリガニなどの家で飼ってもいい外来種とブラックバスのように防除しなければいけ

ない特定外来種という区別があるというふうなことでした。ちなみに、皆さん御存じの

コイも実は外来種なんですね。ですので、私が釣っていたブラックバスは防除しなけれ

ばならない生物ということになります。例えば、とある湖などでは、駆除のために年に

何度かブラックバス釣りの大会を開催してるところがあります。釣ったものはリリース

せずに必ず駆除する。そうすれば、年々ブラックバスが減っていき、ゆくゆくは全滅す

るという狙いなのですが、実はブラックバスのようなほかの魚を食べるような肉食の魚

をフィッシュイーターというのですが、ブラックバスなどはほかの種類の魚も食べるの

ですが、実は、自分の子どもなども食べてしまうので、大人のブラックバスがいなくな

ることにより稚魚がすべて成魚になるため、逆に数はふえていくのです。私はこの開催

をなさってる方たちは、これを分かった上でやってらっしゃるような気はします。です

ので、完全に駆除しようと思ったら、今はやりの池の水を全部抜いてくれる番組に頼む

しかないと思います。しかし、驚くのは、ある湖などでは、その特定外来種と呼ばれて

いるブラックバスを放流しているところがあります。もちろんこれは特別な許可が必要

なのですが、その地域はブラックバスを目当てに来る釣り人で連日にぎわっておりま

す。ということは、近くの旅館やビジネスホテル、飲食店などは確実にそのブラックバ

スの放流により利益を得ており、さらにその町はブラックバスのおかげで税収が上がっ

ていると言っても過言ではないでしょう。特定外来種に指定されているブラックバスに

よってです。 

 では、玉名市を含め、玉名市周辺のどこでブラックバスが釣れるか。実は、このあた

りの池や川でも釣ることは釣れるのですが、有名なところはほぼありません。実は、こ

の浮田池では、昨年７月にこんな看板が立ちました。「釣り遊び禁止。この池は江戸時

代につくられた下流６４丁の水田を潤す大切な水源地です。私たちは水天宮を祭り、堤

体を守り、流木を片づけ草刈りをして池を守っています。水深は深く、水温も低いため

おぼれたりすると大変危険ですので、遊んだり釣りを絶対しないでください。」という

看板が立ったので、私は行かなくなりました。非常に残念でした。ほかの池にも基本的

には立ち入り禁止の看板があります。ですので、有名スポットといえば、熊本市内にあ

る江津湖、松橋にある萩尾ため池、菊池川の多少はスポットはありますがそれほどでは

ありません。では、福岡や佐賀方面はどの当たりかというと、久留米を流れる筑後川、

柳川にある柳川クリークといわれる、いわゆる農業用水路、ちょうどこの玉名市当たり
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にはないということになります。この以前の公園化計画の図面によれば、釣り場やボー

ト乗り場、オートキャンプ場、野外ステージ、遊具施設等々、いろんな計画が図面に記

されております。 

 話は少し変わりますが、先日、市民会館で行なわれたシンポジウムで、マラソンの金

哲彦さんがおっしゃっていたことです。玉名市をランニングの聖地にしようと、新玉名

駅にランステーションというウェアやシューズをレンタルできる施設、シャワーなどを

完備していつでもランニングできるようにしたらどうですかという提案がありました。

これは金栗特別委員会でも話が出たんですけども、１つのコースはやはり新玉名駅より

東の方向、小田にある金栗氏の住家まで片道約５キロメートル、往復１０キロメートル

ならランニングに適した距離だと思います。しかしコースは１つでなければならないと

いうことはないと思います。例えば、北の方向片道１７キロメートル、金栗氏の生家ま

でのコース。南には菊池川沿いの俵ころがしまで片道約２.５キロメートル、そして西

の方向にはこの浮田池まで約５キロメートル。東西南北にコースがつくれると思いま

す。 

 皆様、上益城郡の美里町のフォレストアドベンチャーを御存じでしょうか。ここでは

池の上をターザンのようにロープで下る施設があり、カヌーやボート、プール、バーベ

キュー、キャンプ場などもあり、何でもできるそうです。パンフレットにはアドベンチ

ャーで遊んだあとは近くの佐俣の湯で汗を流しませんかと書いてあります。そう考えれ

ば、この玉名市の浮田池でも同じようなことができるのではないでしょうか。理想だけ

を語れば、オートキャンプ場、グランピングといいますけど、以前も言いましたボルタ

リング、スケボーやＢＭＸという自転車、釣りができ、ジョギングのコースがあり、近

くに温泉があり、例えば、公園ができれば近くにコンビニやスーパーや釣具屋、そうい

ったことが実現できたらすばらしいことだと思います。 

 私の思いは以上ですが、ここで私も１年経ちますので、少々生意気になってきました

ので、通告もしておりませんが、初めて市長のほうに答弁をいただきたいと思います。

この計画について答弁よろしいでしょうか。お願いします。 

○議長（中尾嘉男君） 市長 藏原隆浩君。 

○市長（藏原隆浩君） 坂本議員の再質問にお答えします。 

 議員がおっしゃられるとおりに、公園整備については費用の面も含めて考えますと、

その事業採択にはハードルは非常に高い、なかなか厳しいというふうに思っておりま

す。ただそのフィッシング大会等々の話もありましたけれども、外来種の駆除という意

味合いも含めて、その開催をするというのであれば、当然のことながら行政が行なうわ

けではなしに、当然民間で行なうというような形はあるのかもしれません。ただ、その

中で、今管理をしている水利組合、それから土地改良区、そして玉名市のほうでそこに
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許可をするのか、しないのかというものの検討をしっかりしていかなければならないと

いうふうに思っています。なぜならば、やはり安全面、安全性というものをしっかりと

確保しなければ、そこに許可を出すことができないので、そういった部分がしっかりと

担保されるのであれば、そういった許可を出すというようなことも検討はできるという

ふうに思っております。 

 いずれにしても、いろんな形でさまざまな施設であったり、さまざまな場所が活用さ

れるための検討というものは、非常に大切なことだというふうに思っておりますので、

そういった検討は今後もしっかりしていかなければならないんではないかというふうに

思っております。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 坂本公司君。 

○１番（坂本公司君） 答弁いただきました。 

 かなり費用面でもちろん無理がございますし、安全面、確かにそうでございます。た

だ、安全面とそうですね、設備、卵が先か、鶏が先かみたいになりますけども、私も若

いころからこの地を離れて一風変わったちょっと人生を歩んでまいりましたので、ちょ

っと変わった視点からの意見や提案をこれからもさせていただきたいと思っておりま

す。 

 ここで 後に、今年１０月に長崎県諫早市で行なわれたイベントについてお話をした

いと思います。何でも釣りの話になりますけども、釣り具メーカーのレイドジャパンの

社長といっても３０代の金森隆志氏という方のトークイベントにはるばるフェリーに乗

りイベントに参加してまいりました。もちろん私が彼のファンではあるのですが、１２

月のこの議会で浮田池のことを取り上げようと思ってましので、何かのヒントがあれば

と思って行ってまいりました。２時間ほど本当にブラックバスの釣り方だけを話された

のですが、そのトークの 後にこう言われておりました。「趣味を持つことは大事だ

と、なぜなら週末や休日が楽しくなる。そうすれば仕事も楽しくなる。僕は、」彼が、

「僕は、趣味が仕事なので毎日が楽しくて仕方ない。だから皆さんのようにバスフィッ

シングが趣味なら全力でその趣味を協力します。」とおっしゃっておりました。やはり

人間は趣味あっての仕事なんだなと思いますので、その趣味のたくさん詰まった玉名市

にすればたくさんの人が集まっていただけるのではないかと思っておりますので、いろ

んな形での御検討をよろしくお願いします。 

 ちなみに、またこれもインスタグラムの話なんですが、きのう、本当にまさにきのう

ですね、知ったんですが、このレイドジャパンという会社のルアーですね、疑似餌とい

うやつですね、などが岐阜県海津市のふるさと納税の返礼品になっておりました。追加

してお知らせをしておきます。 
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 というわけで、本日はこれにて、私の一般質問を終わらせていただきます。傍聴の皆

さんもどうもありがとうございました。 

○議長（中尾嘉男君） 以上で、坂本公司君の質問は終わりました。 

 議事の都合により、暫時休憩いたします。 

午後 ３時１７分 休憩 

―――――――――――――――――――――― 

午後 ３時３２分 開議 

○議長（中尾嘉男君） 休憩前に引き続き、会議を開き、一般質問を行ないます。 

 ９番 松本憲二君。 

［９番 松本憲二君 登壇］ 

○９番（松本憲二君） 皆さんお疲れさまです。本日 後の一般質問ということで、９

番、自友クラブの松本でございます。 

 １週間前までは本当真夏日の天気ということだったんですけれども、ここ２、３日前

から急にまた寒くなりまして、師走、お正月を迎える前にはやっぱり例年のごとく寒く

なってくるのかなと思います。今回、議長がきょう、一般質問の開会のときにおっしゃ

ったように、みんなでこのおそろいのその金栗先生のジャンパーを着て、そしてまた全

部議席と職員の席にも旗が立って、本当に先ほど前田議員が坂本議員のあの座布団１枚

じゃないんですけれども、裏表のない人だったのかなということで、僕も改めて見まし

て、本当に表からも裏からも見てもその通りだなというふうに思いました。 

 私は、自分でも農業をやっております。１年前に選挙で一生懸命争って、当選もされ

たんですけれども、福嶋議員がもう本当お亡くなりになって、農業のことについていろ

いろ意見を交わしあったなということを思い出しもします。そんな中で、まず今回、１

番 初に玉名市の農業振興政策ということで１番目の質問に移らさせていただきます。 

 今現在、玉名市のほうで市の単独での農業機械への補助というのがあってます。その

いろんなその種類の機械、農業機械に対しまして補助があってるわけですけれども、そ

の機種の種類なんかが、今現在どのようになってるのかということでお聞かせ願いたい

と思います。 

 よろしくお願いします。 

○議長（中尾嘉男君） 産業経済部長 松本忠光君。 

［産業経済部長 松本忠光君 登壇］ 

○産業経済部長（松本忠光君） 松本議員の農業用機械補助についてお答えいたします。 

 農業機械等整備事業、いわゆる農業機械補助における補助対象メニューでございます

が、今年度の補助対象機械の主なものといたしましては、トラクター、コンバイン、田

植機、スピードスプレーヤー、省力化防除機などでございます。対象機械につきまして
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は、平成２２年度に乗用管理着を追加、また、平成３０年度には申請件数が少なかった

スプリンクラー防除施設を対象外とするなど、随時見直しを行なっているところでござ

います。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 松本憲二君。 

○９番（松本憲二君） 今、答弁をいただいたわけですけれども、トラクターとかコン

バイン、ハウスの自動開閉器だったりとか、そういうのに補助があってるわけです。し

かしながら、今、農業も非常にめまぐるしく変わっておりまして、省力化の一躍を担っ

ているのが、 近非常に議員でつくりましたＰＲ動画にも登場しておりますドローンで

すね、ドローンを利用したお米の消毒であったり、今大体そのお米の消毒というのは産

業用ヘリといって、大体重さが約１００キログラム以上あるエンジン型の産業用ヘリを

使っての防除が行なわれているわけですけれども、私が考える、私が思い当たるところ

では、私が小学校時代、もう今から約４０数年前は有人のヘリコプターで、パイロット

が乗って、そして私がその記憶をずっとたどっていけば横島小学校のグラウンド、中学

校のグラウンドに有人機が前日の夕方に５、６機飛んできて、そしてその次の朝から、

朝早くから横島一帯を全体的に家の上だろうとなんだろうと飛び回って防除をしていた

なという記憶があります。そしてそれから防除、有人ヘリの防除がなくなり、みんな手

でしていたわけですけれども、それから産業用ヘリというのが導入をされまして、しか

しながら 近では省力化ということで、産業用ヘリは約散布をするときに５名ぐらいの

人間が一気にやっぱりついて回らないと、それをトラックに乗せて運んだりとか、その

農薬をつくったりであるとか、そういう反対側の圃場に行ってターンをする合図をする

合図マンだとかというのが必要になります。しかしながらドローンというのは、ＧＰＳ

機能であったりとか、いろんなそういうのが今非常に整備をされておりまして、１人の

運転手、オペレーターでわざわざ向こうの圃場、反対側の圃場の合図マンもいらないと

いうことで、非常に省力的な散布ができると、そしてまた先ほどメニューでありました

スピードスプレーヤーというのは、大体ミカンのほうに防除機として用いられていると

思うんですけれども、私の知り合いで三河のほうでそのドローンを自分でつくって販売

をしている、そういう友人がいますけれども、その子が天水の、またその天水のミカン

をつくってるのも私の友人になるんですけれども、そこで試験的な散布をやってます。

ＳＮＳでも発信をしておりましたけれども、非常にやっぱりミカンの防除にもそのドロ

ーンが用いられるのではないかということで、試験的な飛行をしていたようです。そん

な中で、このドローンの導入だったり、その機種のメニューの中にですね、新たにドロ

ーンを取り入れたりだとか、今はそのハウスの中で、環境制御といってですね、ハウス

の中の湿度であったり、その泥の中の温度、地温ですね、地温であったり、炭酸ガスの
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濃度であったり、そういうのをパソコンを通して自分のスマホで見て、加温機がちゃん

と動いているのか、夜でもですね、そういうその今、ＩＴ化が非常に進んでおりまし

て、そういうのをハウスに導入するのに約１００万円から２００万円の金額を要すると

いうふうに今言われております。しかしながら、私が知る限りで横島のほうでももう１

５人ぐらい実費で取り入れてる人たちもいます。しかしながらそれはなかなか補助メニ

ューというのが今までなかったということで、やむなしに自分たちでそういう先進的な

取り組みをしたいということで入れてる人たちもいますし、今補助事業の中でそういう

そのメニュー、強い農業づくり交付金の中で、ハウスと同時にそういうののシステムを

取り入れれば半額補助の対象になりますよということがありますけれども、既存のハウ

スにそういうのを環境制御を入れるとすれば、今はやっぱり実費だけということで、な

かなかその補助対象メニューがないという現状で、その辺で今、部長の答弁がありまし

たように、乗用管理機の導入であったりとか、スプリンクラーの廃棄であったりとかと

いうメニュー更新がなされてると思うんですけれども、例を挙げますと、和水町は本年

度から、平成３０年度からこのドローンに対する補助をもうなさっています。やっぱり

先進的な取り組みだと思うんですね。そういうことに関して玉名市、来年、当初予算あ

ります。こういうの大体玉名市の補助の受付が大体５月ぐらいから多分始まると思うん

ですけれども、まだ時間があります。ドローンとかその環境制御に対するそういう検討

がなされているのかということをちょっとお聞きしたいと思います。 

○議長（中尾嘉男君） 産業経済部長 松本忠光君。 

○産業経済部長（松本忠光君） ただいま議員が申されましたように、近年はロボット

技術や情報通信技術を活用したスマート農業の発展やドローンの急速な浸透など、農業

を取り巻く環境に変化が起こっていることも事実でございます。ドローンを活用するこ

とにより農薬散布等の作業の省力化が図られることになりますが、技能講習による認定

の取得や農薬等散布時の県への報告等が発生いたします。また、ドローンの価格が数十

万円から１,０００万円程度と大きな幅があり基準とすべき金額の設定等の精査が必要

であると考えているところでございます。 

 しかしながら、ドローンがさらに普及していくことは確実な状況でございますので、

玉名市認定農業者連絡協議会等の件も踏まえながら、機械補助のあり方について検討し

てまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 松本憲二君。 

○９番（松本憲二君） 答弁をいただきました。 

 その機種に関しては、先ほど今、部長の答弁でありましたように金額が１,０００万

円近くするのもあるということなんですけれども、今、その和水町でそのメーカーとし
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て結局、製造販売をしているその友人からお聞きしましたところ、農薬散布に用いる機

械としましては、１００万円から１５０万円程度の金額で十分農薬散布ができるという

ふうに伺ってもおります。そしてまた、環境制御、ＩＴの部分では、もうすでに入れら

れた先輩などからお聞きをしますと、１００万円から１５０万円程度で大体の一式が揃

うというような話も伺っておりますので、その辺は十分検討をしていただいて、早めに

何でも取り入れていただくというのが１番の課題なのかなと思います。１年据え置きだ

ったり、もう来年はちょっと今から検討しますのでと言われても、めまぐるしく状況と

いうのは変わってますので、なるべく早いその決断をしていただきたいなと思います。 

 ちょっと私がちょっと持ってる資料を見てみますと、この機械の補助に関しましては、

平成２４年度が大体この制度というのは１５０万円を上限に２５％の大体補助というこ

とで創設をされてるというふうに認識をしてるわけですけれども、平成２４年度は１

８％の補助であったりだとか、昨年２９年ですね、平成２９年度は１９％の補助にしか

当たらなかったというようなことも出てきております。それはその補助金の上限という

か、もともとのその予算ですね、予算が大体、認定農業者の会といろいろ協議をされて

１,８００万円と、１年間の予算が１,８００万円というようなことで、補助申請が多け

れば多いほど、その１９％の補助にしか当たらなかったと、しかしながら、それとコン

バインとかいうのは、今非常に組合で、個人個人で結局買われるコンバインじゃなくて、

もう今、組合単位で買われるんで、１台が大体１,０００万円近くします。上限が１５

０万円ですから、そういう機械が何台か申請が上がってくればおのずとそのパーセンテ

ージも下がるのかなというふうに思います。しかしながら、私がちょっと持ってる資料

によりますと、平成３０年度が１,８００万円の予算に対しまして、今までの支払いの

交付額というのが１,４３０万円程度、今年度は３６４万円ぐらい残金があると。平成

２９年度は補助率が１９％にしかならなかったということで、大体２５％というような

目標が設定がなされてると思うんですけれども、この今年度の予算を来年そのまま繰り

越していただいて１,８００万円、来年度は来年度の１,８００万円の新たな予算を組ん

でいただいて、本年度の残金の３６５万円程度ですね、それに上澄みしてこういうドロ

ーンであったり、ＩＴ環境制御の補助のほうにつなげていただきたいというふうに思う

んですけれども、その辺の考えについてちょっとお伺いしてよろしいでしょうか。 

○議長（中尾嘉男君） 産業経済部長 松本忠光君。 

○産業経済部長（松本忠光君） ただいま議員御質問の今年度の機械補助の予算残につ

いてでございますけれども、本年度はコンバイン等の大型機械の申請が少なかったこと、

議員御指摘のとおり３６０万円程度の予算残が発生しております。これにつきましては、

本年度の予算残額を来年度の予算に上乗せする形で現在予算要求を行なっているところ

でございます。 
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 理由といたしましては、本年度の補助率は先ほど申されましたとおり、昨年度におき

ましては１９、補助率は２０％を割り込んでおります。年度により補助率に著しい格差

が見られることで、農業者が不公平感を抱かないように補助限度の２５％に可能な限り

近づけていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 松本憲二君。 

○９番（松本憲二君） 今、部長からは前向きな答弁があって、非常に農業者にとって

はうれしい限りだなというふうに今思っております。 

 ドローン、それと環境制御、そういう新たな分野でのいろんな取り組みが今農業の中

でもあっております。そんな中で、本年度その残が、部長が申されましたように３６０

万円程度残っていると、平成３１年度の当初予算にこれを上澄みしたような今予算要求

を農林水産としては、農林水産政策課としては行なっているというような前向きな答弁

をいただきました。 

 ここで市長のお考えを、このドローンやＩＴ、そういうさまざまな新しい分野の機械

導入だったりとかが進んでいる中で、この残金の繰越であったりとか、その辺に対して

のちょっとお考えをお聞かせ願えればと思います。 

○議長（中尾嘉男君） 市長 藏原隆浩君。 

○市長（藏原隆浩君） 松本議員の再質問にお答えいたします。 

 農業は気候条件だけでなく、資材費高騰などの経済状況にも大きく左右される農業経

営の状況でありますとか、個々の農家ニーズに対して補助事業のあり方というものを適

宜見直していくということは、とても重要なことだというふうに認識をいたしておりま

す。申請状況によっては、その年々で異なる補助率について、可能な範囲で解消に努め

て、農家の皆さんの不公平感を少しでもなくすという意味においては、先ほど部長のほ

うから答弁がありましたような手法というのも非常に有効であるというふうに思います

ので、これは予算査定の中でしっかりと考えてまいりたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 松本憲二君。 

○９番（松本憲二君） 今、市長のほうからの前向きな答弁だったというふうに、私は

受け取らさせていただきたいと思います。 

 目まぐるしくやっぱり変わるような状況で、いかに行政としても新たな取り組みを、

個々の農家たちと向き合って、しっかり生産コストの削減であったりとか、いろんな新

技術を導入して、いかに反収、収益を上げるかというような努力をいたしておりますん

で、その辺に対しましては、行政のほうもしっかり向き合っていただいて、前向きなそ

の予算査定であったりとか、そういう取り組みを行なっていただきたいと思います。 
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 それでは、農業に関しまして、またこの答弁席のほうからその次の質問に移らさせて

いただきます。 

○議長（中尾嘉男君） 松本議員、ちょっと待って。 

○９番（松本憲二君） はい。 

○議長（中尾嘉男君） 本日の会議時間は、議事の都合により、あらかじめ延長いたし

ます。 

 どうぞ。 

○９番（松本憲二君） 済みません。 

 ２番目に、今後のその玉名市の農業振興政策の考えはということで、今、ちょっとこ

この窓から見えるんですけれども、水田のお米を刈ったまま、刈り終わったままの状態

のところが非常に多く見受けられます。しかしながらこの辺は用排水分離もできてなく

て、配水が暗渠事業の取り組みも行なわれてないというような状況で、しかしながらや

っぱり農業の今後を考えますと後継者もいなくなるそんな中で、やっぱりこの集約とい

うかですね、そういうのも必要になってくるんですけれども、この水田、お米をつくっ

たあとの田んぼが非常にあいてるというような状況がやっぱりいっぱい見受けられます。

やっぱり麦をつくったりだとか、植えつけたりだとか、やっぱりそういうのに対しての

そのなんですかね、取り組みというかプロジェクトみたいなの、玉名では「ミナミノカ

オリ」という非常に優秀な麦がブランド化されて、非常に日本全国でパンをつくるのに

非常に 適な小麦ということで、ブランド化までなってるというような優良品種があり

ます。そういうのの取り組みとして、やっぱり玉名市で何か考えてらっしゃるのか、そ

の水田の稲作のあとの作つけだったり、そういうのの振興のお考えをちょっと聞かせて

いただきたいと思いますけれども、よろしいですか。 

○議長（中尾嘉男君） 産業経済部長 松本忠光君。 

○産業経済部長（松本忠光君） 松本議員の今後の農業振興政策の考えはについてお答

えいたします。 

 初めに、水田農業の裏作振興についてでありますが、現在、玉名市では、水田裏作と

して露地野菜の耕作が１００ヘクタール、麦の耕作が８００ヘクタールありますが、水

稲一作だけを作つけされている水田もいまだに多く残っております。 

 玉名市の水田農業の指針を示す水田フル活用ビジョンにおいても二毛作による収益確

保を重要課題として位置づけておりまして、露地野菜と麦による二毛作の推進を図るた

め、産地パワーアップ事業と経営者得安定対策における産地交付金を活用していきます。 

 露地野菜につきましては、新たな作物による産地化を図るため、産地パワーアップ事

業を活用した機械のリース導入や施設整備を行なっております。また、二毛作の作付面

積に応じた産地交付金による助成を実施していきます。 
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 麦については、産地交付金で作付面積に応じた助成と、ミナミノカオリという品種か

らつくる玉名市独自のブランド小麦、小麦粉であるプレミアムＴ用となる高品質麦の出

荷量に応じた助成を行ない、ミナミノカオリ耕作者への意欲向上に努めております。 

 今後も水田裏作がさらに拡大するような取り組みを検討していき、一つでも多くの水

田で収益が向上するように努めたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 松本憲二君。 

○９番（松本憲二君） やっぱりミナミノカオリはプレミアムＴといって本当にブラン

ド化されて、非常に好評だということもいろんな業者の方からお伺いをしております。

そういう野菜に関しましても、多分１０アール当たり１万円の多分、補助だったのかな

と思うんですけれども、そういう玉名版の補助制度も考えてらっしゃるようで、非常に

いいのかなというふうに思います。水田の場合は、そういうそのあれ、いろんなミナミ

ノカオリであったり、そういうその露地野菜であったりというふうに取り組みやすい面

もあるんですけれども、私が非常に思うのが、天水の山を国道５０１号線のホームセン

ターダイキのところからちょうど植木に抜ける農面道路があるんですけれども、ここ１

０年間、５年間の間でさま変わりしたなと。道路のずっと横には金網のフェンスがずっ

とこう、景観が一挙に変わったなというような感じを非常に受けてまして、そしてまた

廃園、ミカンの廃園が非常にふえてるなというふうに思ってます。やっぱりその廃園が

進むによって竹の生育というの非常に早いもんですから、孟宗竹であったりとか、真竹

であったりとか、そういうのが非常にふえてるなというふうに感じております。しかし

ながら、やっぱり玉名市に新たな企業ということで、これは玉名市じゃないんですけど

も、南関町のほうにバンブーフロンティアさんということで、その竹を利用して建築資

材をつくってらっしゃる会社、総務省が肝いりでそこにはいろんな補助を出して非常に

その広大な工場を建設されてやってらっしゃるわけですけれども、しかしながら、場所

は南関ですけれども、経営者の方は玉名市内の方ということで、そういうその竹を買っ

ていただけると、社長にお伺いしましたところキロ１０円。軽トラック１台持っていけ

ば３,５００円、２トン車１台持っていけば２万円ということで、竹が売れるというよ

うな時代になっております。ミカンのその耕作放棄地、非常に日当たりがいいところも

耕作放棄地になっているわけですね、しかしながら、自分の畑じゃないからそんなとこ

ろではなかなかつくれず、自分の畑はもう本当そのくぼ地の日当たりが悪いところで、

湿気がものすごく多いところで苦労してミカンをつくられて、やっぱりなかなかいいミ

カンが採れないというお話も伺います。そういう中で、ミカンのその果樹園に対するそ

の耕作放棄地であったり、そういうなんですかね、いろんなその後押しの政策というの

が、玉名市のほうでどのような対策を取られているか、どのような考えをもってらっし
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ゃるのかというのをちょっとお聞きしてよろしいでしょうか。 

○議長（中尾嘉男君） 産業経済部長 松本忠光君。 

○産業経済部長（松本忠光君） 議員御質問の後押しということで、利用された優良な

樹園地を市があっせんできないかということでよろしいでしょうか。 

 樹園地を所有するミカン農家が離農されまして、御本人が農地中間管理機構の農地バ

ンクくまもとが行なう農地中間管理事業を活用した農地の貸し付けを希望される場合は

市が保有する農地集積専門員のあっせんにより、担い手に農地の集積、集約化を図って

おります。 

 また、農地中間管理事業による農地の貸し付けを希望されない場合は、農業委員及び

農地利用 適化推進員への情報提供を行なうなど、連携を図りながらあっせんしている

ところでございます。 

 議員御提案の玉名市独自の農地バンク制度の創政及び設置につきましては、現時点で

はその考えはございません。なぜならば、所有者が貸し借りを希望する農地につきまし

ては、全国の自治体と同様に農地中間管理機構、本県で申せば農地バンクくまもとの活

用を初め、市で管理する農地中間管理事業農地閲覧用リストに掲載するとともに、農業

委員会においても農家からの農地の貸し借りや売買の申し出がある場合、農地取得希望

者リストに登録することで、互いの条件に合う農地のあっせんを行なっているためであ

ります。 

 まずは、離農されるミカン農家及び廃園地周辺での耕作者等からの御相談又は情報提

供をお願いできればと考えております。また、日照等の条件がよくない樹園地につきま

しては、県やＪＡ等に紹介し、ミカンに変わる収益が確保でき、作つけが適する作物の

情報を生産者に提供するとともに、必要に応じ作物転換を促すなど、稼げる農業づくり

を目指してまいります。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 松本憲二君。 

○９番（松本憲二君） 今、答弁をいただきました。 

 私は玉名版農地バンクということで、もちろん熊本県が農地バンクやってらっしゃい

ますけど、国も中間管理機構ということでやってらっしゃいますけれども、なかなかそ

の皆さん御存じでないと。そしてまた、ここは行政と農家でいったらＪＡが農家のこと

は１番把握してると思うんですけれども、そういうプロジェクトチーム、ずっと前にも

言ってるんですけれども、そういうところをつくっていただいて、優良園地当たりは、

そういうところ、日当たりのいいところでミカンを生産していただいて、日当たりの悪

いところでは天水当たりでもシイタケの栽培もできるというふうに伺っております。そ

ういうところでやっぱり湿気が多いところで日当たりが悪いところ、まさにシイタケづ
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くりには 適じゃないかなというふうに思います。そしてまたそこで加価値をつくるた

めに乾燥施設を導入したら６次化ということで、そういう補助金の導入であったりとか

と言うことも多分できると思うんですね、そういういろんな分野に新しい技術、新しい

知恵を生み出していくということでは熊本地震で大きな被害を受けられました東海大学

農学部が阿蘇のほうにありますけれども、その大学との連携というのが今、非常にどこ

の行政でもやってらっしゃるところは非常にやってらっしゃいます。玉名市としても基

幹産業である農業、そういうところで本県にあります東海大学の農学部当たりとの連携

だったり、あとはその農産物を生かしたいろんな商品開発のアイディアだったりを尚絅

学院大学の食物科であったりとか、県立大学のそういう食物に対する学科であったりと

か、玉名女子高校にも食物科というのがありますよね、そういうところでいろんな知恵

をお借りしながら商品開発のそういうのにも着手してもいいんじゃないかというふうに

思いますけれども、大学との連携の考えについて、今考えがあられるのかどうかという

のをちょっとお聞きしたいと思います。 

○議長（中尾嘉男君） 産業経済部長 松本忠光君。 

○産業経済部長（松本忠光君） 地域の学生との農業に関する連携についてお答えいた

します。 

 若い世代に農業への興味や関心を持ってもらうため、地域の学生と農業に関する連携

を探ることは、本市の農業振興を図る上でも非常に有益なことだと考えます。そのよう

な意味におきましても、水田農業の裏作活用の方法や日照等の耕作条件が劣るミカン畑

でも、収益の高い作物の研究については、県内大学の農学部などと連携し、土壌調査な

どの共同研究の機会が設けられないか、県やＪＡ等と検討できればと考えております。

また、地元農産物へ付加価値を高め、価格向上は図れるよう、食物科等を有する市内高

校に１次産品の農産物を提供し、事業の一環としてレシピ開発をするなど、関係高校と

の協議の機会を設けるよう努めてまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 松本憲二君。 

○９番（松本憲二君） 今、部長のほうから非常に前向きな答弁をいただきました。 

 多分、玉名市も金栗先生の母校であられる筑波大学と和水町、南関町と熊本県との連

携協定を多分、結ばれたと思うんですけれども、ここでちょっと市長にお伺いしたいん

ですけれども、この大学とかいろんなそういう玉名市の食材を使って、いろんなそのア

イディア商品を生み出していただくというような感じで、やっぱり玉名女子高校には食

物科というのがあります。そういうところの連携を私はやっぱり密にしていて、そして

また若い人の発想をいろんなところやっぱり取り入れていって、商品化にも多分できる

んじゃなかろうかというふうに、私は考えているんですけれども、大学の授業の一環で、
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結局、生徒がいろんな知恵を出してやってくれるんですね、これ企業に頼んだら多分、

何百万円、何千万円という費用がかかるんですけれども、そういう取り組みについて連

携のその考え方については、市長のほうはどのような今、お考えをお持ちなのかという

のをちょっとお伺いしてもよろしいですか。 

○議長（中尾嘉男君） 市長 藏原隆浩君。 

○市長（藏原隆浩君） 連携についての再質問になると思いますが、玉名市としまして

も５つの高校を有しておりますし、現に全くないではなく、例えば、今回の金栗四三先

生のいだてんに向けて、例えば、クッキーをつくっていただいたり、ケーキをつくって

いただいたり、いろんなことも連携の中で取り組みを行なっていただいています。です

からそういった今、細い線ではありますけれども、そのパイプを大きくして、これは高

校だけではなしに、九州看護福祉大学もありますけれども、その分野としては違うにし

ても、やはりいろんな意味での人での問題、それから知恵をいただくという意味合いの

中では、いろんな活用という言い方はおかしいかもしれませんけれども、代返有益な情

報等々もいただけるものと思っておりますので、そういった部分の連携はしっかり取っ

ていきたいというふうに思っております。 

 よろしいですか、以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 松本憲二君。 

○９番（松本憲二君） 今、市長のほうからも答弁をいただきました。 

 前向きに取り組んでいくということなんで、本当に若い人たちというのは、いろんな

その坂本議員じゃないですけれども、ＳＮＳ、ユーチューブであったりとか、いろんな

その今、もうこのＩＴでですね、いろんなところからの情報をもういっぱい入手してい

ます。そしてまた、いろんなアイディアをいっぱい出してくれます。そういうところか

らその行政であったり、農業に関しても、商業に関しても、いろんな若い人の知恵をお

借りしながら前に進んでいく。そしてまた収益につなげていくというのも非常に大事か

なと思いますので、大学、高校との連携も早めに結んでいただいて、しっかり前に進め

ていただきたいなというふうに思います。 

 この農業に関しては、一応、ここで質問を終わらせていただいて、次の質問に移らせ

ていただきたいと思います。 

［９番 松本憲二君 登壇］ 

○９番（松本憲二君） 続きまして、玉名市の公共スポーツ施設のあり方について。 

 本当来年１月からいだてんが大河ドラマ、あるわけですけれども、当市の名誉市民で

あられます金栗四三先生が、日本マラソンの父ということであそこに旗にもちゃんと書

いてありますけれども、しかしながら本市は陸上競技場３００メートルのトラックしか

ないと、ちょっと非常に寂しいなというふうに私は思ってます。このことに関しまして
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は、多分３月議会、吉田憲司議員、そして赤松議員もサッカー場の問題であったりとか、

ラグビー場の問題も提言をされています。この陸上競技場が４００メートルトラックが

ないというのが、多分、サッカー場がないのは１４市の中で多分、玉名市だけというこ

とだったんですけど、陸上競技場がないのも、うちとあとちょっとしかないんじゃない

かなと、多分、どこの市でも４００メートルのトラックはラバーにしろ、泥にしろ、多

分もってらっしゃるのかなというふうに、私も認識をしてるんですけれども、この陸上

競技場に関しまして、今、どのようなその玉名市の考えをお持ちなのかというのをちょ

っとお聞かせ願えればと思います。よろしくお願いします。 

○議長（中尾嘉男君） 教育部長 戸嵜孝司君。 

［教育部長 戸嵜孝司君 登壇］ 

○教育部長（戸嵜孝司君） 松本議員の玉名市の公共スポーツ施設のあり方ということ

で、陸上競技場について御質問にお答えいたします。 

 本市には、陸上競技が可能な施設として桃田運動公園及び岱明中央公園グラウンドが

ございます。ともに３００メートルのトラックであります。これまで対外的な大会を誘

致するに当たって、４００メートルトラックがなく、開催を断念してきたことから本市

がサッカー場建設の検討を行なっている際に、市の陸上競技協会から４００メートルト

ラックの整備要望が出された状況でございます。 

 今年の３月議会の一般質問で市長から答弁がありましたように、陸上競技場の４００

メートルトラック内には、サッカーやラグビー競技のフィールドを整備することが可能

なことから、サッカー場を単独で整備するのではなく、複合的に利用できる多目的競技

場として整備する方針としたところでございます。これまでのサッカー場建設事業から

すると、多目的競技場の建設は面積、事業費ともに増大することから慎重に進めていく

必要があります。なにより所管部署といたしましては、現在、２０１９年に全国高等学

校総合体育大会レスリング競技、２０２０年２月のフルマラソン大会の開催、同じく２

０２０年の東京２０２０オリンピック事前キャンプ誘致などの早急に取り組むべき事業

がめじろ押しであり、多目的競技場の検討に至っては進捗が図られてないのが現状でご

ざいます。 

 財源につきましては、当初計画されておりました合併特例債の活用ができない状況で、

財源確保が非常に厳しい状況であります。補助事業のメニューとしては、国土交通省の

防災安全対策交付金や社会資本整備総合交付金、日本スポーツ振興センターの地域スポ

ーツ施設整備助成などが考えられますが、採択要件、さらには採択優先順位などがあり、

整備内容が決定していない現段階では補助制度を確実に活用できるまでとは、現状言え

ないのが実情でございます。 

 以上です。 
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○議長（中尾嘉男君） 松本憲二君。 

○９番（松本憲二君） 今、答弁をいただいたわけですけれども、陸上競技場について

は、髙嵜市長のときにサッカー場をつくるというときに、桃田が３００メートル、４０

０メートルに広げたら、ちょうど桃田の陸上競技場のちょうど北側、野球場に行くとこ

ろの何ですか、駐車場とトイレの部分まで結局改修をしないといけないということで、

莫大な費用がかかるということで、桃田にはちょっと４００メートルのトラックは無理

なのかなという話が合ったのは、私も知ってるわけですけれども、陸上競技場の４００

メートルトラックの中でラグビー場はちょっと無理なのかなと思います。長さ的にトラ

イをする、サッカー場はきっちり入るんですけれども、ラグビー場はちょっと難しいの

かなというふうに、私は認識をしているわけですけれども。 

 それでは、サッカー・ラグビー場についてはもう３月の議会で市長のほうから１０年

ビジョンのまちづくりということでも、しっかりと位置づけをして、責任をもって政策

を推進していくというような答弁だったりとか、赤松議員の質問に対してだったですか

ね、新年度からしっかり取り組んでいくというふうな答弁があっておりますけれども、

今の部長の答弁をお伺いしますと、なかなか位置づけが低いというような感じだったの

かなというふうに受け取ってますけれども、総合的な運動公園計画ということで、先ほ

ど今、部長の中から話が出たんですけれども、防災、きのう臨時国会が終わりまして安

倍首相が会見をされてたときに防災、災害に対する備えが非常に重要ということで、国

土強靱化計画ということで、３年ぐらいを目安に約１兆円規模のそういう整備を行なっ

ていくと。何でかというと、やっぱり東北震災始まってここ１０年間も満たないうちに

日本列島にさまざまな災害が起こって、ただでさえ人口減少が進んでいる中で、それに

輪をかけたように災害で人が亡くなっていくと。人の命は大事、働き方改革、外国人の

労働者の入国問題、いろんなさまざまなことを考えると命というものを大事にしないと

いけないというふうな考えの中で、その国土強靱化計画ということで、その国民をしっ

かり守っていきますよというようなことで発信をされているというふうに、私はとらえ

ているわけですけれども、私ちょっと調査をして国交省のほうに問い合わせをしたとこ

ろ、防災、災害を機能した総合運動公園に対しましても補助はちゃんとありますという

ことで、用地買収で３分の１、それと施設建設で２分の１、前にいらっしゃったその課

長、板倉課長のときだったと思うんですけれども、委員会の中で多分お伺いしたとき

に、１０万人。人口１０万人じゃないとその補助が受けられないというふうな答弁があ

ったと思うんですけれども、そこもちゃんと確認を取りましたところ、「今はその人口

には制限はありません。」と、「玉名市さん何名ですか。」「いや、うちは７万人弱なんで

すけれども。」「いやいや、もうそれは今関係ありません。」というような回答をいただ

きました。私は、この岱明の公園３００メートルのトラックと、あそこはＢ＆Ｇありま
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すね、そして岱明ふれあい健康センターの奥に、もともと原口部長のときだったと思う

んですけれども、企画部長をされたときだった、道路を上の方に通してということで、

あそこに整備をすると、公民館の併設と一緒にあわせて道路の整備をするということの

計画も合ったと思うんですけれども、あの辺の一体を私は買収を、用地買収をかけて、

そして総合的な４００メートルの競技場、その下に観客席の下に備蓄倉庫なんかという

のはまさに防災、そしてそこで医療行為も取れるようなその施設を備える。そうしたら

そこでドクターヘリがおりてきて、そこでのいろんなそういうのも図れるということで

あれば、そういうのの対象にはなるんじゃなかろうかと思うわけですね。用地買収で３

分の１、施設整備で２分の１の補助が出るんですよ。３０億円かかっても１５億円施設

整備だったら国が出してくれるわけです。やっぱりそのエリア内に、きょう先ほど北本

議員がおっしゃいました岱明の公民館もやっぱり災害時には避難所として活用すると。

単独でのその施設の駐車場というの限られてるんですよ、小さいんですよね。あの辺を

一体的に、エリアで開発をすれば、駐車場も広くなります。そしてあそこは岱明だけじ

ゃなくて、滑石の方々も避難所として、あそこは高台ですから、あの辺に唯一ある高台

というの海岸沿いの人は岱明だったり、滑石の方々は多分あそこに避難されると思うん

ですね、熊本地震のときに津波警報が出されたときにはみんな避難したわけですから、

そういう計画をしっかりしていただく。そしてまた、文教厚生委員会の中で１１月２８

日に保育園の保護者の方々との座談会を設けさせていただいた中で、「玉名市には広い

公園がない。」と、「結局、お弁当を持って、ちょっとしたボールなんかを持って、１日

ゆっくり過ごせるような芝生公園みたいなのがなくて、私たちは大牟田の諏訪公園だっ

たり、山鹿のあんずの丘だったりに行ってます。」というお話がありました。よその市

まで玉名市民がわざわざそういう憩いの場を求めて行ってらっしゃる。玉名市にもそう

いう整備をしなくては、子育ての分野でのそういう福祉の面で劣ってるといわれてるよ

うな、もう本当にそういう感じがありました。その総合的な公園の整備について、整備

にそれについて、子育てであったり、防災機能をもって、総合運動公園、そしてまた総

合運動公園の中に公民館建設。そうしたら合併特例債と北本議員の質問の中では自己資

金で約４億円ちょっと出していくということだったんですけども、それも２分の１もら

えるということになるんです。その辺をしっかり検討して、今一度公民館、その仮称で

すけれども岱明町公民館の建設も若干、１回立ち止まって、こういう事業があれば、本

当にそこに防災の面をきっちり持たせてつくるというのも一つの案じゃないかなと思う

んですね、その辺に関しまして市長、ちょっとどういうふうな今、ちょっと私の話を聞

いて、どういうふうにちょっと思われたのかというのをちょっとお聞かせ願えればと思

いますけれども。 

○議長（中尾嘉男君） 市長 藏原隆浩君。 
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○市長（藏原隆浩君） 内容が多岐にわたっておりますので、どの部分にお答えすれば

いいかちょっと苦慮をしておりますけれども、まず、二次補正の件につきましては、こ

れは緊急的に各課を集めて、それぞれ懸案事項である国土強靱化、要するに備えのため

の予算として必要なものを全部洗い出して、それを国に依頼をするべく提出をしておる

ところであります。そこで１番重要視されたものは何かといいますと、確かにこれから

新しい施設の整備も必要にはなってくるとは思いますけれども、今の市民生活の安定に

かかわるもの。例えば、河川の改修であるとか、毎年つかって、来年の７月もどうせつ

かってしまうというふうに分かっているところであるとか、それから教育施設、小学校、

中学校の老朽化等々に伴うブロック塀の問題もそうですし、そういったところに重点的

に莫大な額の要望、それがそのまま通るというものではなしに、これは政治的な要望に

なりますので、そういったところでたくさんの要望を上げているところではあります。

恐らくこれまでもそういった国政の動きの中で、そういった状況を瞬時につかんで、各

課が集まってそういった意向を収集して提出するというのは初めてだったんではないか

というふうに思いますけれども、そういった形の取り組みはしっかりと進めているとこ

ろではあります。その中で、陸上競技場ですかね、総合運行公園として、例えば、公民

館もそっちに移せばそのまま半分の補助がくるというのは、それはちょっと短絡的すぎ

て、いろんな細かいその規定であるとか、制約であるとか、そういったものがあるので、

議員がおっしゃってるほど簡単にそのままこれは３分の１で、施設は２分の１でという

ことにはなり得ないんだろうというふうに思っています。詳しく国と話をすればするほ

ど、その辺が非常にハードルが高くなるということは間違いないと思います。その中で

あってもやはり将来的に以前からも申し上げたとおり、サッカー場をつくるんであれば

４００メートルトラックも備えた陸上、併設して多目的に活用できるグラウンドでなけ

れば、単独でそれぞれをつくっていくというものには、非常に資金的に厳しいという思

いがありますので、ただそれもさっき新年度から取り組んでいくという話を私がしたの

かもしれませんが、恐らくしっかりと検討していかなきゃいかんという意味合いのもの

であるというふうに思います。向こう３年、５年で簡単にその建設を行なえるような今

財政状況ではないというふうに思っておりますので、これから例えば、平成３１年度に

なればまた国の方針として、今二次補正のほうで向こう３年間というのは、今の政権と

いう意味合いに、国のですね、なると思います。その間に、何としてでも国土強靱化に

努めなければならないという安倍総理の思いの中での話しだと思います。そこはそこで

しっかりやっていきますけれども、平成３１年になれば、また新たな国の方針が出て、

予算が出る。平成３２年になれば、平成３２年はありませんけれども、２０２０年にな

ればまた新しい。そういったものをしっかりと情報をつかみながら、また、政治的な役

割も私自身は果たしながら、そういったものに有利な補助であったり、記載であったり、
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そういったものができるんであれば、そこにしっかりとあわせながら進めていくべきも

のではないかというふうに思っています。 

 部長も答弁したか、あまりにもたくさんあったもんですから、ちょっとはっきり記憶

にないですけれども、今の、この今の状態、現状であるならば、それを計画を進めると

いうことが財政的に非常に難しいということがありますので、平成３１年の新しい国の

予算の方針であるとか、今は二次補正ですけれども、２０２０年になったときの方針で

あるとか、そういったところでその整備が今、議員がおっしゃられたような部分でかみ

合うものがあるならば、すぐにでも計画をそこからしっかりと載せていくというような

形で進めていかなければ、実現はなかなか難しいんではないかというふうに思っており

ます。そうであっても決してあきらめているわけではなく、それはしっかりと将来のビ

ジョンとして計画をしていかなければならないというふうには思っておりますので、そ

れはあわせてお伝えをしておきたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 松本憲二君。 

○９番（松本憲二君） 今、市長のほうから答弁を伺ったわけですけれども、将来的な

ことっていつも市長おっしゃるんですけれども、やるときにはぐっと集中して何でもや

って、建設するに当たってもぐっともう集中して建設するのか、せんのかというのをは

っきり強く推し進めるところは推し進めていかないと、やっぱりよその地域が持って

て、うちが持ってないものがあると。そこには市民にそれだけの負担をかけているわけ

ですよね。諏訪公園に遊びに行きます。あんずの丘に遊びに行きます。市にないから。

まさにおっしゃるんですよ、そこで。結局、油代使って、しかしながら油代使うけれど

も、その商業施設に行ったらもっとお金がかかるんで、そういうところに行きます。お

弁当持っていきますということなんですよね。だからそういうのがその市民サービスの

一環というふうに結局とらえれば、急ピッチでそういう箱物であったりだとか、そうい

うことにあったりだとかというのも急ピッチでその取り組んでいくという姿勢が僕は必

要じゃないかなというふうに非常に感じるわけですね、将来のことはもちろん先を見据

えた中での私も発言をしております。そこに総合的に４００メートルのトラックができ

ればそこに１面サッカー場ができる。そしてまた、そこの用地買収を、ちょうど岱明ふ

れあい健康センターの北側、高くなってる農地があるんですけれども、そこを買収すれ

ばそこにラグビーサッカー場がもう１面とれる。今横島の小学校のグラウンドと農村運

動広場では、毎週サッカーの大会が、その市外からいっぱい来て毎週やってます。それ

だけそこのセブンイレブンだったりとかマルエイさんでは、昼のお弁当だったりお菓子

というのはいっぱい、家族が来られるんで、そこでいっぱい売り上げが上がってるわけ

ですよね、そしてまた、玉名を知っていただく。そしてまた、Ｙ・ＢＯＸがあるんで、
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そこで農産物も買っていただいて、結局、玉名の特産品、いちご狩りがあるときには、

ちょっと小さい子どもだけを連れていちご狩りにも行かれると。そういうのでその地域

が成り立っていってるという部分もあるんで、そういうところを加味して、子育てに重

点的に手厚い支援だったりというのを考えられるんであれば、そういう公園化計画です

ね、総合公園化計画、そこは国土交通省のほうにしっかり問い合わせをしていただい

て、そこにちゃんと当てはまる補助金があるんであれば、しっかりそれを結局、取りに

行っていただきたいというふうに思います。 

 そこを市長のほうからもあきらめたわけじゃないと、しっかりそういう施策にはしっ

かり取り組んでいきますという答弁があったんで、そこをしっかり期待をして、しかし

ながらやるべきところは早急に着手をしていただく。位置づけ、位置づけですね。安倍

総理が国土強靱化計画を３年間で達成するというふうにおっしゃってるんですから、１

兆円もの規模の予算を組むというような発言もなさってるわけですから、防災を兼ね備

えた。荒尾市とちょうど玉名市の真ん中じゃないですけれども、荒尾市にも近いところ

ですので、人工芝のもしグラウンドが整備できるんであれば、ヘリポートには十分機能

できますし、サッカーのこういうスタンドの下には、そういう医療関係でも行なえるよ

うな施設をつくれば、もう防災には万全というようなそういうその施設整備をすれば、

そういう補助金ももらえる可能性があると、私は信じてますんで、その辺にはしっかり

前向きに取り組んでいただきたいなと思います。 

 それでは、次の質問に移らさせていただきます。 

［９番 松本憲二君 登壇］ 

○９番（松本憲二君） 一番 後の質問なんですけれども、これは玉名市への誘客向上

施策についてということなんですけれども、皆さんも多分聞いたことがあると思うんで

すけれども、プロジェクションマッピング、チームラボというのが日本で非常に有名な

その会社でして、チームラボというのが世界的にも有名なその会社で、東京に本社があ

るわけですけれども、いろんなところでなんです、何て言っていいんですかね、その幻

想的なこの世界をつくってくれる。光のアートですよね。テクノロジーを活用したシス

テムであったりとか、デジタルコンテンツの開発を行なうその会社、デジタルアートと

いうんですけれども、そういうのを結局、手がけてらっしゃるのがチームラボ。なんで

私がこういうことを言うかと申しますと、来年１月からドラマ館開館します。いろんな

その観光名所玉名市にいっぱいあります。しかしながら、玉名市にいかに滞在時間を長

くいていただくかというのを、そういう取り組みもしていったほうがいいんじゃないか

というふうに思って、このプロジェクションマッピングについていろんなところで開催

をされてます。そのキャナルシティであったりだとか、あとはハウステンボスであった

りだとか、東京では森ビルとコラボをされて、光の幻想的な空間をつくって、入場料が
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発生するんですけれどもそんな高いもんじゃないです。１,０００円とかそれぐらいの

金額なんで、ドラマ館を開館して、そしてそのあとにこの冬場であったら夕方５時まで

結局、ドラマ館が開演していて、閉まったあとにどっかでそういうプロジェクションマ

ッピングがあれば、「ああ、じゃあちょっと見て帰ろう。」ということもあるだろうし、

そのプロジェクションマッピングを見たいがために、じゃあ、玉名温泉に宿泊をしよう

というふうに計画をされる方々もいるんじゃなかろうかというふうに思いまして、この

プロジェクションマッピングを来年１年間の間にどの時期であってもいいんですけど、

僕は花しょうぶまつりの時期当たりに一緒にコラボして、そういう導入をしてみてはど

うかというふうな提案をさせていただきたいんですけれども、このことについてのちょ

っと答弁をいただきたいと思います。 

○議長（中尾嘉男君） 産業経済部長 松本忠光君。 

［産業経済部長 松本忠光君 登壇］ 

○産業経済部長（松本忠光君） 松本議員の玉名市への誘客向上施策についてにお答え

をいたします。 

 御提案いただきましたプロジェクションマッピングについてですが、本市では平成２

８年度に玉名音楽フェスティバルを開催した際、オープニングの演出としてプロジェク

ションマッピングを実施しました。御来場いただきました方の満足度は非常に高く、プ

ロジェクションマッピング自体の効果は非常に高いと思われます。しかしながら、１日

限りのイベントでプロジェクションマッピングの実施にかかった費用は約１５０万円

で、実施に向けて検討する場合、コスト面が非常に高額になると、そのことが懸念され

ております。そこで行政主体でプロジェクションマッピング事業に取り組んでいる自治

体に話を伺ったところ、長崎県平戸市で平戸城を利用したプロジェクションマッピング

事業を行なっており、今年度９月１日から１０月３１日の２カ月間で、平戸城本丸を含

む４カ所へのプロジェクションマッピングと周辺の光の装飾まで含め７,０００万円で

実施されております。また、同県の大村市では昨年度プロジェクションマッピングでは

ありませんが、チームラボの光の装飾を使ったイベントを行なっており、６月３日から

７月２日の３０日間で６,４００万円の費用をかけて実施されております。 

 このようにプロジェクションマッピング事業については、高い効果が期待できるもの

のある程度長い期間で実施するためには費用面がかなり高額になることや実施に向けて

の場所の選定、実施期間や実施内容、それに向けたプログラミングにかかる時間等を考

慮すると早期の実現は難しいと考えます。そのため本市での滞在時間を延長させるため

の仕組みづくりとして、特にドラマ館閉館後の午後５時から夜間にかけての対策とし

て、まずは地元団体や実行委員会、民間で取り組んでいる夜間のイベント等について広

く周知し、その魅力を発信するとともに当該イベント等との連携について検討してまい
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ります。そしてそのような取り組みを進めていく中で議員御提案のプロジェクションマ

ッピングについても実施手法や内容等の検討を行なってまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 松本憲二君。 

○９番（松本憲二君） 今、答弁をいただきました。 

 費用的には非常にかかるというのは私も承知をいたしております。佐賀県武雄市、御

船山楽園というのが、非常にいい公園があるんですけれども、そこでもそのチームラボ

さんがそのプロジェクションマッピングをやって、期間的には今年は７月１９日から１

０月２８日まで開催をされております。入場料が大人１,２００円、中高生が８００円、

以下は無料ということなんですけれども、大体来場者数が３０万人から４０万人、結局、

の来場者があると。リピーターが非常に多いと。毎年その結局、プログラムを変えてい

ろんな形でやってらっしゃると思うんですけれども、私的には、山の上にあるですね、

蓮華院さん当たりをもしプロジェクションマッピングでできたら、非常にこの幻想的な

世界ができて、そこに訪れる方々というのは、非常に思い出に残るというか、そういう

幻想的な世界をつくり出されるんじゃなかろうかというふうにも思います。それが高瀬

裏川花しょうぶまつりともし同時期に開催されるんであれば、花しょうぶに結局来られ

て、こういうプロジェクションマッピングもちょうど時期的には午後７時、ちょうど時

期的には午後７時過ぎ、午後７時３０分ぐらいからじゃなくと、明かりですから、やっ

ぱり夜暗くならないとその光の幻想的な世界が演出できないんで、そういうことであれ

ば、「じゃあ、泊まろうか。」という発想にはなりはしないかと。宿泊もですね。ちょ

うど夏休みの期間であったりとか、その花火大会との結局コラボで、もうあってもいい

のかなと。ドラマ館でその地域のあの辺の商店街のいろんなイベントというのも非常に

大事ではあると思うんですけれども、玉名ということで、どんと打ち上げ花火じゃない

ですけれども、うちも１万１発ということで、熊本県内では非常に大きい花火大会とい

うことで有名にもなってますし、そういう結局、ドラマ館１年間開館するんであれば、

滞在時間を玉名市に、滞在時間を長くいていただくというようなその施策の取り組みも

非常に必要じゃなかろうかということで、今回はこのプロジェクションマッピングを導

入してはということであったんで、先ほど音楽祭の中でオープニングでプロジェクショ

ンマッピングをしたら、市民の方々には非常に好評であったというような部長の答弁も

ありました。そのもう本当世界でもいろんなところで今引っ張りだこのチームラボとい

う会社なんですね、そういうことも考えれば、玉名ということでせっかく千載一遇のチ

ャンスと市長もとらえてらっしゃいますんで、こういう取り組みをもう玉名にもう一発

打ち上げ花火を、今度は自前で、これは降ってきたような結局、大河ドラマですんで、

今度はそこにまた輪をかけるように、大きい花火をどんと打ち上げていただきたいなと
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いう思いがあるんですけれども、市長どうですかね、その辺のちょっとお考え。 

○議長（中尾嘉男君） 市長 藏原隆浩君。 

○市長（藏原隆浩君） 非常におもしろい取り組みだと思いますし、成果も上がるんだ

ろうと思います。議員がおっしゃられたとおり、まさに今年３月に開催しました玉名音

楽フェスティバルはおっしゃられた場所でのそういったものも私も現場に行ってみまし

たけれども、非常に感動と本当に好評を得られたんではないかなというふうに思ってい

ます。そういった意味でも、ただそういったところであってるということが皆さん御存

じであるのかどうかということ自体が、そもそも問題で、やはりその辺はＰＲ不足にな

るんだろうなというふうに思います。そういった意味での取り組みもさることながら、

個別の事業ごとにはそういったことも所々ではあっておりますので、その情報発信とい

うものをしっかりしていかないかんなというふうに思っております。 

 それからちょっと前の質問になりますけど、言い忘れた部分が、済みませんよろしい

ですか。 

○議長（中尾嘉男君） はい、どうぞ。 

○市長（藏原隆浩君） 済みません。先ほどの通告があってなかった質問の件なんです

けれども、私もこれだけはちょっとお話ししとかんと、私自身の責任としていかがかと

思いますので、意見交換があった中で遊びに行く場所がないというようなお話の中で、

市民が気軽に遊びに来ていただけるような広場が玉名市には蛇ケ谷公園でありますとか、

桃田運動公園内には芝生広場、それから自動広場、そして展望広場まだまだ西広場です

ね、それからまた、岱明中央公園内には憩いの空間も整備されておりますし、地元であ

られる外平山の展望公園もございますので、ぜひともやはり御存じない市民の皆様方に、

議員の皆様方にも御協力をいただいて、「ああ、こんなとこがありますよ。」というよう

なことをお伝えいただければ、大変ありがたいなというふうに思いますので、よろしく

お願いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 松本憲二君。 

○９番（松本憲二君） その公園のことは、委員会の中でも座談会の中でも田真樹子

議員が玉名にもこういういい公園ありますよということでおっしゃられていたんですけ

れども、広大な芝生広場みたいなのがなかなかないというようなのが、だから諏訪公園、

広い芝生ですね、広い芝生。もうボールをぽんと蹴っても「ああ、危ない、危ない。」

といわなくていいような公園ですね、あんずの丘であったり。そういう公園がほしいと

いうことだったんで、だからここであえて２つの名称を上げさせていただいております

ので、そういうことは田真樹子議員のほうもしっかりと保護者の方々にＰＲをされて

ましたので、ぜひ、行ってみたいというような話も出てましたので。 
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 このプロジェクションマッピングについては、市長も非常におもしろい発想だという

ことで、ぜひ、費用はかかるんですけれども、玉名ということで、その熊本県ないでは

チームラボとコラボをしているところがまだないというところで、１回その試みが、音

楽フェスティバルであってるんで、非常に好評だったということを思いますと、これは

やりがいがあるなと。そこに毎年この期間からこの期間は玉名でチームラボの幻想的な

空間が見れるよということで、まさに私の一つ前の坂本議員おっしゃったＳＮＳを使っ

ていただいて、みんなで市役所職員と議員のその数を合わせますと５００約２０名ほど

いますので、そこからＳＮＳで非常に宣伝、拡散をしていって、みんなに知っていただ

いて玉名に、そのドラマ館と一緒に見ていただくというようなそういう取り組みを行な

っていかないと、なんかその結局、考えていかないと。チームラボに限ったわけではな

いんですけども、そういう取り組みをやっぱり少しずつでも考えていかないと、一つず

つの成果が実っていかないのかなというのもありますんで、いっぱい上乗せ上乗せをし

ながら、来年１年間ドラマ館の会館時には、しっかりと玉名にお越しいただいて、そし

てまた玉名を満喫していただいて、リピーターになっていただける玉名を目指してしっ

かり取り組んでいかないといけないなと思いますんで、その辺は議員もみんなでお金を

出し合ってＰＲ動画もつくりましたことですので、執行部のほうもしっかり検討をして

いただいて、議員もしっかり応援しますんで、その辺をしっかり取り組んでいただける

ものと思いまして、私の一般質問はこれで終わらせていただきます。 

 ありがとうございました。 

○議長（中尾嘉男君） 以上で、松本憲二君の質問は終わりました。 

 本日の日程は、終了いたしました。 

 明１２日は、定刻より会議を開き、一般質問を行ないます。 

 本日は、これにて散会いたします。 

午後 ４時４９分 散会 



 

 

第 ３ 号 

１２月１２日（水） 
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午前１０時０２分 開議 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

○議長（中尾嘉男君） ただいまから、本日の会議を開きます。 

 なお、説明員の出席の追加につきましては、地方自治法第１２１条の規定により、お

手元に配付しております報告のとおり、あらかじめ出席を要請しておきましたので、御

了承願いします。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第１ 一般質問 

○議長（中尾嘉男君） 日程第１、「一般質問」を行ないます。質問は、通告の順序によ

って許すことにいたします。 

 ８番 多田隈啓二君。 

［８番 多田隈啓二君 登壇］ 

○８番（多田隈啓二君） 皆さん、おはようございます。 

 ８番、創政未来の多田隈啓二です。傍聴の皆さん、お疲れさまです。いつもありがと

うございます。 

 私たち創政未来は、１０月２１日に鹿児島県出水市の出水ツルマラソン大会というと

ころに会派４人みんなで走ってきました。吉田憲司議員はフルマラソン、北本将幸議員

がフルマラソン、田真樹子議員が１０キロメートル、私が１０キロメートルというこ

とで、初めて私も、生まれて１０キロメートルを走らせていただきました。今まで、若

いころも５キロメートルまでは走ったことありましたけど、なかなか１０キロメートル

はどうなのかなと思いながら、これ会派の皆さんで、やっぱり一緒に団結しながら金栗

スピリッツを感じてみようという思いのもと、チャレンジしたところでもあります。私

も練習を大分重ねながら大会に参加させていただきました。２１日の朝に新玉名駅から

新幹線に乗って、そして出水市まで行き、降りたらもうフラダンスで歓迎をしていただ

き、本当にありがたかったです。そのあと、私たち登録をして準備をしていたんですけ

ど、フルマラソンからスタートが始まって、フルマラソンを応援しようということで

田真樹子議員と金栗Ｔシャツを私たち全員で着ていきました。見ているときに玉名から

来られたフルマラソンに本当はエントリーだったけど、ちょっと体の調子が悪いという

ことで、１０キロメートルにエントリー変更ということで、「あんたたちは玉名から来

たんね。」ということで、Ｔシャツのおかげで話しかけていただきました。その中で私

たちもスタートしたわけでございますけど、スタートしてどうなることかなと思ってお

りました。私自身が初めてのことで、そして練習は平道しかしていなかったということ

もありまして、坂道が結構ありまして大変だったなと思っております。また、その中で

５キロメートル地点のときに給水所がありまして、やっとあったと思って給水所でちょ
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っととまって３杯くらい飲んで、そしてまた走り出したんですけど、そのあと１.５キ

ロメートルのところにまた給水所がありまして、その日がすごく暑い日でもう一回今度

は女性の方がコップを出しておられたんで、自分もそれを取って今度は暑かけん、頭か

らかぶろうと思って頭からかぶったらアクエリアスでした。そのあとはべたべたで、た

だ大変なマラソンの思い出にもなりました。ただその中で、一番うれしかったのは、沿

道の応援でした。やっぱり自分の後ろの方が「お父さん頑張れ。」て、何かお父さんが

走られよったんでしょうね、私は家族、子どもは玉名におりましたんで、ただ、自分の

ことのように思って、「ああ、俺もがんばらなんな。」と思って走ったとこなんです。

その中で、やっぱり「走ってくれてありがとう。」とか、もうゴール地点になったら

「おかえり。」とか、もう本当に初めて体験してみるもんだなというのも感じたところ

でもございます。今度はフルマラソンということで、ぜひ、藏原市長、まだ横島町のい

ちごマラソン大会エントリー間に合います。ハーフマラソンが待っておりますので、ぜ

ひ、参加していただければと思っております。 

 ちょっと長くなりましたけど、それでは通告により一般質問を始めます。 

 １、本市の施策ビジョンについて。これからの地方公共団体は、これまで以上に自主

性、自立性を高めた行政運営が求められている。また、住民ニーズやライフスタイルの

対応、個別化などにより従来のような行政の直接的なサービスでは、住民が抱える課題

や問題解決にならない。状況変化に柔軟な対応を行政は求められている。市の将来像や

あるべき行政運営を実現するためには、市長の公約をまとめ、マニフェストをつくり総

合計画と同時に責任をもって市民の皆さんと約束を取り組まなければならないと思って

おります。任期中に将来像を示した上で、施策を具体的に限られた財源の中で実施する

計画、ローカルマニフェストが必要である。そこで質問いたします。 

 （１）「玉名はもっと輝ける！１０年ビジョンのまちづくり」をどのように市長は進

めになるのか、見解をお伺いしたいと思います。 

○議長（中尾嘉男君） 市長 藏原隆浩君。 

［市長 藏原隆浩君 登壇］ 

○市長（藏原隆浩君） おはようございます。多田隈議員の御質問にお答えいたします。 

 まずは、１０月２１日出水ツルマラソン大会大変御苦労さまでございました。さて、

私は日ごろから市政運営に当たっては長期的視点を持って取り組むことが大変重要であ

り、そのことが未来に渡って責任を持つことであるというふうに認識をしております。

そこで、私が現在、作成を進めております１０年ビジョンは、多くの市民の皆様がこん

な玉名市であってほしいと願う希望や意見をもとに、１０年後の玉名市の将来像、すな

わち目指す姿をまとめたものとなります。そしてそのお示しする将来像を行政や議会、

そしてすべての市民の皆様と共有し、その実現に向けて市全体でつくり上げていきたい
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と考えております。 

 現在、作成を進めております将来像につきましては、具体的には 終的な基本目標に

市民の笑顔が人を呼び込むまちを掲げ、その実現に向けて３つの原則を基本として取り

組むこととしております。 

 その１つ目の原則であります、市民生活の安定、これにつきましては、現在の少子高

齢化の進展に伴い、社会保障費の増加や生産年齢人口の減少、さらには団塊の世代が後

期高齢者となる２０２５年問題など、地方に共通する課題が山積し、多くの市民が未来

に不安を抱えて今生活をしています。そこで、高齢者が住み慣れた地域で生きがいをも

って、楽しく生活できる環境づくりや安心して子育てができる環境づくりなど、市民が

安心して笑顔で暮らせるようなまちづくりを目指してまいります。 

 ２つ目の原則として、まちづくりの充実、これを掲げておりますが、市民が郷土の誇

りを持ち、未来に向けて夢と希望を持てる魅力あるまちづくりが大切であると感じてい

ます。そのためにも、地域経済の活性化や賑わいの創出、働きがいを持てる環境づくり

などが不可欠となってまいります。特に、大河ドラマ「いだてん」の放送決定は、本市

にとって玉名の魅力を全国に発信する絶好のチャンスでありますので、官民連携のもと

に、このチャンスをしっかりと生かして継続的な地域の活性化につなげていきたいと考

えております。 

 ３つ目の原則として、行政運営の進化を掲げておりますが、菊池川流域の米づくりに

かかる日本遺産認定に伴う取り組みや大河ドラマいだてんに伴う取り組みなど、近隣市

町や関係機関との連携は不可欠であり、また、各種事業の推進においても国、県への要

望、連携は大変重要であるため、積極的にトップセールスなどを行ない、太いパイプと

強いつながりをもって市政運営に当たっていきたいと考えております。 

 以上、３つの原則をもとに、１０年ビジョンの基本目標である「市民の笑顔が人を呼

び込むまち」の実現に向けて市民全員で進んでいきたいと考えています。また、現在作

成しております１０年ビジョンにつきましては、今議会の終了後になるかと思います

が、議員の皆様にお示ししたいと考えておりますので、そのビジョンの推進に当たりま

して御理解と御協力を賜りますようお願いを申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 多田隈啓二君。 

○８番（多田隈啓二君） 答弁いただきました。 

 前回も６月議会だったですかね、お聞きして、市民生活、また、まちづくり、行政運

営進化とか、これが基本だったんだなというのも改めて思ったんですけど、やはり藏原

市長、もう１年１カ月経ちます。やはり私はこのもちろんローカルマニフェストは早め

に掲げてされたほうがやっぱりマニフェスト掲げなければ、なかなかこれ物事が進まな
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い。そして藏原市長が選挙のとき公約した、公約もなかなか実行できない。前の市長さ

んの流れでやってしまうところあるというところがやっぱりあるんじゃなかかなと思っ

ております。やはりどこも大体１年めどに出されるというところもありますけど、ぜ

ひ、今後また２期、３期とされるときには、なって早めに、もう１年間、もう１年経っ

てしまいました。マニフェストも出さんでですね、だけんそういうことがないようにし

っかりマニフェストは大事なものであります。市民との約束でありますんで取り組んで

いただきたいと思います。 

 市政の信頼が大切であり、市長が選挙の際に掲げた公約を選挙の口約束で終わらせる

ことがないように、将来像を示した上で実施するために政策を具体的に限られた財源の

中で、優先的に取り組む施策を明らかにする。また、優先する施策を実施するために、

縮小、廃止、施策を提示して市民の方に対し、説明責任を果たしていただきたいと思い

ます。 

 次の質問に移ります。 

 その中で、市長がもう１年１カ月されて、市長の中で今ビジョンは聞いたんですけ

ど、その中で具体的なこうしたいと１年経って思ったことがあられれば、その事業展開

についてお伺いしたいと思います。 

○議長（中尾嘉男君） 市長 藏原隆浩君。 

○市長（藏原隆浩君） 通告があっておりませんけれども、あえて申し述べますならば、

当然次の質問に通告をいただいております新玉名駅周辺整備にはしっかりと力を入れて

いきたいと思っておりますが、当然、今取りかかっております超えていかなければなら

ない問題であったり、壁も多ございます。その中でもしっかりとこのあと実施計画をつ

くりながら進めていきたいというふうに思っておりますし、先ほど公約の話もありまし

たが、子ども医療費の無料の部分につきましてはすぐに取り組み始めて現物給付という

形が１０月から実施できるようになっておりますし、学校のトイレの洋式化というもの

は、防災、災害があったときの避難所としての機能も含めたところでしっかりと備えを

していかなければならないということを含めながらのトイレの洋式化にも取り組んでき

ているところであります。そういったもろもろですね、一つ一つ責任を持って、一つ一

つ丁寧に今後とも進めていきたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 多田隈啓二君。 

○８番（多田隈啓二君） 答弁いただきました。 

 新玉名駅、次の質問であるんですけど、しっかり取り組んでいただきたいと思います

けど、（２）で将来のまちづくりに向けた新玉名駅周辺等整備基本計画の考えをお伺い

したいと思います。 
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○議長（中尾嘉男君） 企画経営部長 水本明子さん。 

○企画経営部長（水本明子さん） おはようございます。 

 多田隈議員の将来のまちづくりに向けた新玉名駅周辺等整備基本計画の考えについて

お答えを申し上げます。 

 新幹線新玉名駅の周辺開発につきましては、平成１４年７月に新幹線新玉名駅周辺整

備構想を公表してから１６年が経過いたしております。これまで民間活力の導入による

周辺開発を進めてきたものの遅々として進んでいない状況でございました。このためこ

れまでの構想、計画を見直し、新たに開発方針やまちづくりの方向性を定めた新玉名駅

周辺整備周辺等整備基本計画を本年６月に策定いたしたところでございます。ただし、

この基本計画は３５.６ヘクタールの整備区域に優先的に公共インフラ整備を進め、ゾ

ーニングの誘導方針に基づいて民間誘導を促進するといったあくまでも開発の方向性を

示した計画でございます。具体的な整備方針等は示してはおりません。今後は事業を着

実に進めるために、土地利用及び整備方針並びに整備手法などを具体化した新玉名駅周

辺整備実施計画を来年度中に策定したいと考えているところでございます。 

 この計画の中では、企業への進出意向等に関する調査、公共インフラ等の整備計画を

実現するための具体的な事業手法等についての検討、国の補助を受けることができるよ

うな条件整理を行なうことで当該地域の着実な整備を進めてまいる所存でございます。

さらに今後の人口減少、また、既存市街地とのバランス等を踏まえた上で、新駅周辺を

どのようなビジョンで整備を行ない、どのようなまちづくりを行なうかの方針もあわせ

て決定したいと考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 多田隈啓二君。 

○８番（多田隈啓二君） 答弁いただきました。 

 今までは、答弁の中では、民間活力で整備を進めてきたけど、なかなか民間主導にな

らなかったという答弁じゃなかったのかなと思います。今度は３５.６ヘクタールのゾ

ーニングに対して進めていくということだったんですけど、まずはその中でこの実施計

画をされるということだったんですけど、今、平成３０年６月、今年基本計画をつくら

れております。その基本計画の中でうたってあるんですけど、まず、「新玉名駅周辺等

整備基本計画は、新玉名駅周辺の開発方針を具体的に示し、今後のまちづくりの方向性

や土地利用のあり方等を定めたものとしています。」ということをこれ大前提に書いて

あります。その中で、基本計画の位置づけとして新玉名駅の計画の中で、第２次玉名総

合計画の中でこれうたってあるんですけど、その中で新玉名駅周辺等の整備基本計画と

連携する、連携をしなさいと書いてあります。その連携先が玉名市都市計画マスタープ

ラン、玉名農業振興地域整備計画、玉名市景観計画等と書いてあります。そしてこの基
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本計画の中で、連携したあとにこの図でいきますと、公共インフラ整備、文化財の発掘

及び保護ということで関連事業の実施と、これにはうたってあります。今の答弁では、

新玉名駅の実施計画を来年度にまとめるという答弁でしたけど、今実際、道路や下水道

のインフラ整備に着工されております。そこはどこかと申しますと、ケーズデンキの東

側になります。あそこは中牟田線道路改良事業で８,５００万円ぐらいで、延長が１９

０メートル、下水道が２,４００万円ぐらいの工事が計画されております。いう中でさ

っきの答弁と変わるのは、これの位置づけもそうなんですけど、基本計画でマスタープ

ランと連携ができたなからば開発を、これインフラ整備をしますよという図なんですけ

ど、実際問題、玉名市都市計画等マスタープランとは連携がまずできてないんですよ

ね、それなぜならば、この開発に対しての土地利用を決めなければ、これ乱開発になっ

てしまうんですよね、どんなに今、計画で、実施計画でゾーニング、ゾーニングといい

ましても、何も拘束力ないんですよね、やっぱりそういう都市計画法という中で縛りが

あります。その中で今、マスタープランもあとで説明しますけど、私は部長、今の答弁

では、開発じゃないという考えになるんですけど、執行部の考えは、今開発は行なって

いるんですか、何なんですか。お伺いしたいと思います。 

○議長（中尾嘉男君） 企画経営部長 水本明子さん。 

○企画経営部長（水本明子さん） 多田隈議員の再質問にお答えいたします。 

 まず、先ほどお尋ねになりました基本計画とマスタープランとの連携がとれていない

との趣旨の御質問でございましたので、その点について御説明をさせていただきたいと

存じます。 

 新玉名駅周辺等整備基本計画は、本市の第２次玉名市総合計画にのっとり、玉名市都

市計画マスタープラン、玉名農業振興地域整備計画、玉名市景観計画などと連携し、新

玉名駅周辺の開発整備におけるまちづくりの方向性や土地利用方針を示したものでござ

います。策定に当たりましては、各種関連計画の内容に反しないような形にいたしてお

りますので、基本計画とマスタープランとの整合性についてはとれていると考えており

ます。ただ、来年度実施計画を策定する際には、マスタープランの内容と整合性がとれ

なくなる可能性もございますので、必要が生じた際にはマスタープランについて、適宜

適切な見直しを進めてまいる所存でございます。 

 以上が基本計画と都市計画マスタープラントの整合性がとれていないのではないかと

いう部分への答弁でございます。 

 先ほど開発というところでお尋ねがございましたけれども、インフラについて今すで

に着工しているところの道路につきましては、まず第１番目に誘導したいというところ

に隣接する道路でございますので、緊急性、必要性というところですでに着工している

というふうに認識をいたしております。 
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 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 多田隈啓二君。 

○８番（多田隈啓二君） 答弁いただきました。 

 それでは、やっぱりさっきの答弁じゃおかしいわけですよね。実施計画をしなければ

インフラ整備をしないという答弁じゃなかったですかね、そこは確認よかですか。 

○議長（中尾嘉男君） 企画経営部長 水本明子さん。 

○企画経営部長（水本明子さん） 多田隈議員の再質問にお答えいたします。 

 実施計画を策定しないとインフラ整備をしないというわけではございません。すべて

という意味でございます。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 多田隈啓二君。 

○８番（多田隈啓二君） 答弁いただきました。 

 すべてと言いますけど、やはりこの基本計画がまずできあがりました。土地利用も決

まってない。それだから、実施計画をするとじゃないんですかね、そこは。どうなんで

すかね。 

○議長（中尾嘉男君） 企画経営部長 水本明子さん。 

○企画経営部長（水本明子さん） 多田隈議員の再質問にお答えいたします。 

 ただいまのお尋ねでございますけれども、確かにこれまで先ほどの答弁でも申し上げ

ましたとおり、新玉名駅周辺につきましては、相当の年数が経っているもののなかなか

開発が進んでいない現状でございます。そういったところで、今回基本計画を策定いた

したところでございますけれども、具体的な、例えば、事業費の問題などもございま

す。ですので、具体的な実施計画を定めることにより結局、スピーディーになおかつ効

率的に開発を進められるという判断をいたしましたので、実施計画を策定すると決定を

したところでございます。 

 御理解賜りたいと存じます。以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 多田隈啓二君。 

○８番（多田隈啓二君） 答弁いただきました。 

 ここ水掛け論になるんで、もうこれでいいんですけど、ただ実施計画とか土地利用が

決まってない開発は何の開発にもならないと言っておきます。 

 また、そしてその中牟田線の例えば、改良工事ですけど、これ単独の玉名市の事業に

なっております。普通だったら開発工事になれば社会資本整備総合交付金をもらいなが

らの整備をしなければ、これ幾らあっても玉名市の市税じゃ無理です、まず。今、全額

そこに投入しておられます。なのでそういうインフラ整備ではなかなかこれ難しいのか

な、だからさっきおっしゃった実施計画で土地利用を決めなければ、ゾーニングだけで
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は進まないということなんです。 

 そしてその辺のやはり補助金をもらわない道路整備、また、下水道整備はどうなのか

なと、私は思っております。ぜひ、その辺はしっかりまた検証されて、どういった方向

で進められていくか検証していただきたいと思います。 

 次に、再質問で、行政での農振除外、また、宅地開発の見解をお伺いしたいと思いま

す。 

○議長（中尾嘉男君） 企画経営部長 水本明子さん。 

○企画経営部長（水本明子さん） 再質問にお答えいたします。 

 新玉名駅周辺の開発につきましては、今も申し上げましたとおり、民間活力の導入に

よる周辺開発を進めてきたものの思うように進んでいないという現状を打破するため

に、どのような用途で宅地開発を行なうかといった整理は現状ではまだできておりませ

んが、今、議員がおっしゃったとおり市で直接整備を行なう必要があるという認識はご

ざいます。市において宅地造成を行なう場合には、民間活力を生かした整備方法や事業

費を圧縮するための補助金の活用など、総合的に判断をしてまいりたいと考えておりま

す。 

 今後実施計画を策定いたした上で、新駅周辺に関する整備を進めていく予定といたし

ておりますが、スピード感を持った開発が重要と考えておりますので、民間の動向等踏

まえながら、検討していきたいと考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 多田隈啓二君。 

○８番（多田隈啓二君） 答弁いただきました。 

 計画はまだはっきりと決まってないけど、宅地開発だったり、農振除外を市が直接整

備を行なうとの今答弁もありましたので、１歩進み出したのかなということは、今の答

弁でわかりました。 

 やはり新玉名駅周辺、やっぱり農振除外せんと、農地転用とか、それとか文化財とか

いろいろこれ民間にはハードルが高いです。やはりゾーニング。ゾーニングだけじゃだ

めですね、土地利用を決めて、例えば、商業、住宅のゾーニングだったら、そこに土地

利用の１３分かれてるんですけど、ちゃんとそこを貼り付けて、そして例えば、玉東町

さんのように、あえて宅地を行政が農振除外をして、宅地開発をすると。やはり玉東町

さんはああやって少しずつではありますけど、開発をしていけば定住促進につながって

いくと、私は思っております。やはり今の玉名市のゾーニングを見ても、今道路１本つ

くられておりますけど、あれがいろいろうまくいっていないといううわさも聞きます。

あれがつくらなければますますまた進みません。ただ、道路ができても、例えば、あれ

から２面整わなければ農振除外ができないという縛りもありますので、それがなぜかと
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いうと歯抜けにならん、虫食いにならんごつそうなってるんですけど、やはりそれだっ

たら今玉名市の計画でいけば、やっぱり東から西に少しずつしか開発ができないのがも

う現状なんですよね、やっぱりそれではなかなかこれ何年経っても、何十年経っても開

発が進むはずはないと思います。ぜひ、その辺もまた検討されて、実施計画にはきちん

と土地利用の用途をうたっていただければと思っております。 

 そこでさっきちょっと部長のほうから答弁あったんですけど、整合性がとれてないと

いうことでこれ質問だったんですけど、整合性がとれてないのではということで、ちょ

っとお聞きしたかったというのが、さっき少し述べましたけど、新玉名駅の周辺整備基

本計画ではマスタープランとの連携、もちろん農業振興地域整備計画だったり景観、じ

ゃなければ、今玉名市がおかれているのは乱開発がどんなでもできるわけですよね、白

地となっておりますので、用途が決まっておりません。だけんどんな建物を建てよう

が、景観条例ではちょっと縛られるんですけど、やはり構想はゾーニングというんであ

れば、住宅地なら住宅地の土地利用の貼り付けをしなければ、なかなかこれは進んでい

かないんじゃないのかなと思っております。 

 なぜそのマスタープランが大事なのかといいますと、都市計画マスタープランとは都

市計画法第１８条の２に規定されている市町村の都市計画に関する基本的な方向をこれ

で示すのがこの県と連携していたこの玉名市都市計画マスタープランが、これがうたっ

てある。だから土地を、利用を決めなければなかなか開発も県も動いてくれませんし、

もちろん民間指導ではなかなか動かないというとこになっております。また、この玉名

市におけるマスタープランおおむね２０年後を見据えてつくられております。もちろん

熊本県が定める玉名市都市計画区域マスタープランとの連携もこれはとれております。

新玉名駅周辺のやつはもうどっちかというと玉名市が独自でしていくやつでありますん

で、ぜひ、このマスタープランをここに入れ込まなければなかなか開発は難しいと、私

は思っております。 

 マスタープランとは都市マスともいいますけど、都市計画の方向性を示す、また、例

えば、宅地、建物、山林、農地、川、沼、道路、公園、その他生活環境及びこれらの風

景なども含めて空間的な要素をこれからどのようにしていくのかということにこのマス

タープランは使われます。明らかにしていく計画で、都市計画区域用途地域といった開

発土地利用の規制もこれできるんですね、これで。都市計画道路だったり公共下水道の

インフラだったり、市街地の開発だったり、やっぱりこの都市マスに連携していかなけ

ればなかなか開発できないもんで、ぜひ、自主計画の、さっき答弁であったんですよ

ね、もう今後はその感じでこうマスタープランと連携をしていくということだったん

で、ぜひ、その辺はしていっていただきたいなと。そして土地の利用方針として、利用

地域の検討をこのマスタープランの会議の中で検討していきます。そして用途地域を貼



 － 134 －

り付けていくわけですけど、やっぱりその辺を早めにまた進めていっていただきたいと

思っております。 

 それと、あとは再質問で、都市計画マスタープランの用地地域が設定されている、今

ある既存の市街地、活性化対策についてお伺いしたいと思います。 

○議長（中尾嘉男君） 企画経営部長 水本明子さん。 

○企画経営部長（水本明子さん） 再質問にお答えいたします。 

 今回計画いたしております新玉名駅周辺整備が進むにつれ、新しい市街地が形成され

ることが予想されますが、新市街地によって既存市街地が衰退をしないよう注視する必

要があると考えております。 

 現在、第２次玉名市総合計画にも記載いたしておりますとおり、中心市街地の個性的

で魅力的な商店街の形成や賑わい創出のため、商業者の経営支援、起業家の創業支援、

市街地に点在する空き店舗や空き地の再生といった施策に全力で取り組んでいるところ

でございます。 

 なお、実績といたしましては、玉名商工会議所及び玉名市商工会と連携して行なって

おります創業セミナーを平成２７年度より毎年度開催し、今年度までで３４名の方々が

受講され、新規開業をされた方が３名いらっしゃいます。また、玉名商工会議所、玉名

市商工会が経営改善普及事業として行なっている商業者等への相談、指導回数が平成２

７年が２,１４４回、平成２８年が２,４１１回、平成２９年が２,１４９回と回数を重

ねており、中心市街地に新規出店した商店数も平成２７年度から平成２９年度実績で１

３件、商店街空き地・空き店舗利活用に対する補助金交付件数が平成２７年度から２９

年度で６件と一定の成果を上げております。 

 今後も既存市街地が衰退することがないよう、さまざまな施策を関係部署とともに取

り組んでまいる所存でございます。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 多田隈啓二君。 

○８番（多田隈啓二君） 答弁いただきました。 

 今やっぱりこうどっちかといいますと、先ほどのこの新玉名駅の周辺の整備計画が注

目される中、やはり今既存の市街地活性化も、これ両輪でしていかなければ、なかなか

片一方だけというわけにもいきません。県も話をしてみれば、こっち側もちゃんとしな

ければそこだけの開発じゃだめなんですよという話もやっぱりされております。やっぱ

りこう既存の市街地に今部長のほうから答弁あってですね、新規３名開業されたと、あ

とは空き家にも１３件ですかね、入って営業されてるという答弁ありましたけど、やっ

ぱりこういう取り組みをし続けていくしかないのかなと思っております。ただ、これを

し続けていってもなかなかうまいとこ、中心市街地が活性化するかといったらなかなか
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難しい問題もあります。せっかく藏原市長がおっしゃる新玉名駅周辺の整備計画をつく

ったんであれば、昔は多分玉名市もあったと思いますけど、既存の市街地をこういう整

備計画もやっぱりセットで行なっていかなければ新玉名駅ばかりの開発に特化した開発

になりかねないということもありますんで、ぜひ、その辺は注意していただきたいと思

っております。 

 さまざまな今答弁ありましたけど、施策を進めておられますが、本市も中心市街地の

空洞化問題には間違いなく直面しております。これは本市に限った話じゃないですけ

ど、魅力ある商店街の形成や賑わい創出のためには、きめ細やかな衰退しないような施

策を、対応をまた既存のほうもよろしくお願いいたします。 

 また、やはり先ほど申し上げたとおり、新玉名駅周辺整備計画だけじゃなくて、既存

の市街地活性化対策基本計画が私はこれ必要だと思います。ぜひ、その辺にも目を向け

ていただいて取り組んでいただくことをお願いし、次の質問に移ります。 

 （３）企業誘致についての現状と課題、今後の戦略的ビジョンはあるのかお伺いいた

します。 

○議長（中尾嘉男君） 産業経済部長 松本忠光君。 

○産業経済部長（松本忠光君） 多田隈議員の企業誘致についての現状と課題、今後の

戦略的ビジョンについてお答えいたします。 

 現在の企業誘致活動につきましては、これまでおつき合いのある企業への継続訪問、

新規開拓のための訪問、すでに本市に立地されている企業へのアフターフォロー訪問を

行なっておりますが、平成２５年度に新規立地の協定を締結後はなかなか新しい企業を

誘致するに至っておりません。県外への訪問活動は年間２５件程度で、毎年継続して訪

問している企業も数社ありますが、誘致には至っておりません。これまでの誘致企業の

数の累計は、２３社で平成１７年合併後の協定締結企業は９社にとどまっております。

誘致の課題としましては、６月議会において西川議員の一般質問でもお答えしておりま

すが、議員御存じのとおり、本市ではまとまりのある市所有の工業敵地を保有しておら

ず、企業からの土地等の問い合わせに対し、民間の遊休地や空き物件を紹介するにとど

まっている状況です。また、今後新玉名駅周辺の整備計画にマッチするような企業を誘

致するため、対象業種の拡大も課題と考えております。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 多田隈啓二君。 

○８番（多田隈啓二君） 答弁いただきました。 

 企業誘致はなかなか進まない。もちろん藏原市長も企業誘致のプロジェクトを強力に

進めますと公約書いてありますけど、なかなか現実は進んでないということだったんで

すけど、やはり平成２５年度から締結後もう５年間は、約５年間なかなか企業誘致には
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至っていない。玉名市が１個あるのは、企業誘致のための対象事業をもうよその自治体

はしてるんですけど、拡大をせんとこれなかなか４つの縛りでは、これ企業が縛られて、

企業誘致につながらないというのがありますんで、その辺はまた考えていっていただき

たいと思います。 

 そこで再質問いたします。企業誘致の波及効果をどのように考えておられるのか、お

伺いします。 

○議長（中尾嘉男君） 産業経済部長 松本忠光君。 

○産業経済部長（松本忠光君） 企業誘致の波及効果についてお答えいたします。 

 企業が本市に工場等を立地いただいた場合の一番の効果は、雇用の創出と考えており、

合併後の新規雇用者数は約１７０人となっております。玉名市民の方が就業されること

により、市民の生活の基盤が安定し、消費活動も盛んになることで市税の増収だけでな

く、間接的な経済波及効果にもつながります。また、立地企業からの税収や地元企業と

の取引などによる経済波及効果も期待でき、企業誘致は本市にとりまして大変重要な施

策と考えます。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 多田隈啓二君。 

○８番（多田隈啓二君） 答弁いただきました。 

 やっぱり波及効果としていろんな効果があるんだなというのも今、答弁でありまし

た。雇用が、就業が１７０人という答弁も今、あったんですけど、やはり今後も企業誘

致をしていかなければ、なかなか雇用には結びつきません。やっぱり市税の増収は大切

な財源でも今からかかわってきます。増収により市民サービス向上につなげていただき

たいと思います。 

 そこで再質問いたします。第３次行政改革大綱実施計画の平成３０年度より実施の高

校生向けの地元企業ガイダンスはどのように行なっておられるのかお伺いしたいと思い

ます。 

○議長（中尾嘉男君） 産業経済部長 松本忠光君。 

○産業経済部長（松本忠光君） 高校生向け企業ガイダンスの実施についてお答えしま

す。 

 この企業ガイダンスにつきましては、定住自立圏の取り組みの一環で行なう事業でし

て、今年度は平成３１年３月１５日に、玉名市民会館大ホールと会議室等を使って行な

うこととしております。 

 これまでの経緯としましては、平成２８年度当時玉名市が事務局でありました城北先

端技術波及促進協議会が県玉名地域振興局の事業委託を受けて同様のガイダンスを行な

いました。また、平成２９年度は県玉名地域振興局が単独で高校生向けの企業ガイダン
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スを行なっております。 

 この２年間の取り組みを受けて、今年度の実施は定住自立圏１市３町と県玉名地域振

興局の共催で行ないます。高校生は荒尾市、玉名市管内の高校２年生、いわゆる来年度

卒業する予定の３年生を対象としており、全日制だけでなく、定時制や支援学校にもお

声かけをしております。このガイダンスに参加する企業も荒尾市、玉名市の事業所を対

象としており、参加企業募集の締め切りは１１月末でしたので、３６社のブース設置と

２０社のプレゼンテーションが決まっております。 

 なお、この企業ガイダンスの実施に当たっては、高校の進路指導、就職担当の先生方

に事前説明を行ない、御理解と御協力を受けております。先生方のお話では、地元にあ

る企業を生徒が知らないため、このような企業ガイダンスを行なっていただくのは大変

ありがたいというお声をいただいておりますので、人材確保に苦慮されております企業

の皆様には、自社のＰＲをしっかりと行なっていただき、優秀な玉名市の人材を確保し

てもらいたいと思います。そしてそのことが玉名圏域からの人口流出を防ぐ一助にもな

ると考えております。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 多田隈啓二君。 

○８番（多田隈啓二君） 答弁いただきました。 

 ３月１５日玉名市民会館、また、会議室のほうで３６社のブース、２０社のプレゼン

でされて、高校生向けガイダンスもされるということなんですけど、やはりこの取り組

みは初めてなんですかね、これはすごくいい取り組みじゃないのかなと思っておりま

す。私たちもよく、私の子どもはもうちょっと下、まだ中学生で、今度受験なんですけ

ど、やはり高校を卒業される保護者の方が、たまに言われます。「玉名はどがん企業が

あるとだろうか。」と言ってですね、やっぱりこう保護者の方はまた生徒の方もよくあ

まりわからないというとこもあって、その辺が何かいつももったいないなと思うんです

ね、さっき部長答弁にあったように、人口流出を防ぐためには、やっぱり地元企業のＰ

Ｒを促進していく必要があるのかなと、私は思っております。 

 こういうすばらしい取り組みはよければ毎年高校生向けの企業ガイダンスの実施取り

組みをしていただくことをお願いしたいと思います。 

 再質問に移ります。工業団地の造成計画はあるのかお伺いいたします。 

○議長（中尾嘉男君） 産業経済部長 松本忠光君。 

○産業経済部長（松本忠光君） 工業団地の造成計画についてお答えいたします。 

 先ほどお答えしましたとおり、本市の課題は工業用地を保有しておらず、企業の求め

る用地をすぐに用意できないところです。この件につきましても、６月議会、９月議会

の建設経済委員会において説明させていただいたところでありますが、市で工業用地を
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造成する場合、莫大な費用がかかることや仮に売れ残った場合のことなどを考慮します

と、市で直接造成するのではなく、他市の事例を参考に民間の力を活用した工業用地の

造成を進めていきたいと考えております。 

 他市の例を申し上げますと、民間において工業用地を造成し、そこに必要なインフラ

整備にかかる費用を市が補助するもので、市の費用負担も抑えることができます。現

在、当該手法を参考に、要綱等の整備を進めており年度内の制定を目指してまいりたい

と考えております。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 多田隈啓二君。 

○８番（多田隈啓二君） 答弁いただきました。 

 工業団体はなかなか財政的にも厳しいということもあります。その中で民間において

工業用地を造成、また、インフラ整備に市として補助金を出して、また 終的には市に

帰属、行政が管理するとの答弁だったと思います。今年度内の要綱等整備、制定とのこ

とですが、やっぱりこれすばらしい取り組みが始まるのかなと、私は思います。ぜひ、

しっかりと今年度内に要綱整備、制定を行なっていただいて、工業用地の確保に全力

で、全庁上げて取り組んでもらうことをお願いし、次の質問に移ります。 

 再質問で、中小企業誘致支援策の取り組みはあるのかお伺いいたします。 

○議長（中尾嘉男君） 産業経済部長 松本忠光君。 

○産業経済部長（松本忠光君） 中小企業誘致支援策についてお答えいたします。 

 誘致に際し、大企業、中小企業と分けて支援を行なっているわけではございません。

本市の優遇制度はあくまでも対象となる業種や施設、そして要件を満たした場合に適用

されます。具体的には、対象業種は製造業、情報通信業のソフトウェア業、そして対象

施設は試験及び研究施設、観光施設となります。要件としては、新規立地の場合５,０

００万円以上の投資があり、かつ新規雇用従業員１０名以上となっております。これら

の条件をすべて満たされた場合、企業の規模にかかわらず奨励金をお出ししておりま

す。ただ、冒頭に答弁させていただきましたとおり、企業の国内投資は停滞しており、

雇用創出が期待できる大規模な製造業は簡単には見込めない状況にあります。また、現

在日本は第４次産業革命の時代に入っており、生産年齢の減少を見据えた人に頼らない

ＩｏＴやＡＩによる省力化にシフトしているのが実情です。そのため小規模の企業また

は空き校舎や空き店舗を活用する起業家の取り組みなどが必要であると考えており、さ

らには、新玉名駅周辺の開発を進める上でも対象業種の拡大や奨励金のメニューの追加

を考えております。 

 なお、この件につきましては、現在条例の改正の準備を行なっているところであり、

来年の３月に上程したいと考えておりますので、その際はよろしくお願い申し上げま
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す。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 多田隈啓二君。 

○８番（多田隈啓二君） 答弁いただきました。 

 中小企業支援施策じゃなくて、全般に行なっているという答弁でした。ただ、投資が

５,０００万円というハードルが結構中小企業にはちょっとやっぱり大きいのかなとい

うところがあります。例えば、天草市は新設のときに２,０００万円とか、玉名市の半

分以下になっております。また、上天草市もそう安いんですよね、問題は今、業種が先

ほどもいいましたけど、やっぱりこの縛りがすごくて、玉名市の対象施設で言えば、工

場、試験研究施設、情報サービス事業施設だったり、観光施設だったり、もうこの４つ

に縛られるんですけど、やっぱりこの枠をある程度これ取っ払ってやらんと、取っ払う

わけにはいかんとですけど、よその自治体はこの枠をもっといっぱい広げてあります。

もちろん製造業だったり、道路貨物運送業、倉庫業だったり、梱包業だったり、卸小売

業だったり、旅館業だったり、これやっぱり地域でいろいろ取り組みを、これは今のは

上天草市なんですけど、そうやっていろんな取り組みをされております。やっぱりこの

玉名市にあった、玉名市の方向が目指す企業の条件を選定されて、企業誘致に、そして

もう少しちょっと広げられて、新玉名駅開発もありますんで、していただきたいなと思

っております。 

 それと、答弁ではさっき学校の跡地あたりでＩｏＴだったりＡＩに小規模企業にもそ

ういう補助、家賃から何から出されるとかという話も聞いております。やはりふやすた

めには、もう先ほど部長もおっしゃいましたけど、大企業はなかなか合致しないという

のは、どこの市でもそうだと思います。やはりそういう中小企業に向けて、流出を防ぐ

ために雇用できるような中小企業をふやすというのも、これは玉名市にとってみれば取

り組みとしてはいい取り組みになるんじゃないのかなと思っております。ぜひ、そうい

う縛りをもう少し緩くしていただいて、もし学校跡地等が部屋が空くんであれば、そう

いうＩＴ関係あたりが入って、部屋でパソコンで仕事ができる。そこに補助を出す。そ

ういう取り組みもしていただければ、いろんな法人税等も入ってきますのでいいのかな

と思っております。ぜひ、来年３月上程するということなんで、しっかりまた研究して

もらって上程していただければと思っております。 

 そこで再質問いたします。藏原市長、市長に就任してからどのように企業誘致に取り

組んでこられたのかお伺いしたいと思います。 

○議長（中尾嘉男君） 市長 藏原隆浩君。 

○市長（藏原隆浩君） 多田隈議員の再質問にお答えをいたします。 

 この１年間の企業誘致に対する取り組みといたしましては、私自身初めての企業との
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接触でもありましたので、まずは市内の誘致企業様との関係を築くことから初めまし

て、あわせて企業のとめ置きのために既立地企業の本社がございます本年度は関東東海

地区方面へのトップセールスも行なっておりました。そしてまた、今後の企業誘致につ

いての意思づくりを行なってきたところでありますけれども、先ほど部長の答弁にもあ

りましたとおり、民間の力をお借りしての工業団地の開発に向けての取り組み、あわせ

て企業誘致奨励金制度の改正に向けての取り組みを行なっているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 多田隈啓二君。 

○８番（多田隈啓二君） 答弁いただきました。 

 市長に再質問なんですけど、特性について感覚、肌の感覚はどがん感じだったです

か。 

○議長（中尾嘉男君） 市長 藏原隆浩君。 

○市長（藏原隆浩君） 誘致企業様が多かったんですが、これまであまり職員を褒める

わけではないですけれども、非常に密接なつながりの中で、非常に親切に対応をしてい

たと思われる節がありまして、非常に感触としてはいいものがありまして、これからも

末永く玉名市で企業継続していただけるものというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 多田隈啓二君。 

○８番（多田隈啓二君） 答弁いただきました。 

 そこで再質問いたします。市長には企業誘致対策の今後の展望と思いをお伺いしたい

と思います。 

○議長（中尾嘉男君） 市長 藏原隆浩君。 

○市長（藏原隆浩君） 多田隈議員の再質問にお答えいたします。 

 企業誘致を行なうに当たっては、いかに企業に対して玉名市の魅力を伝えるかという

ものが大変重要でありまして、単に民間の参入を待つだけでは何も始まりません。企業

を呼び込むためには、市としても努力をしていかなければならないことは当然でありま

すけれども、先ほどの答弁とも重複するかと思いますが、やはり企業に対するトップセ

ールスはもとより、新玉名駅周辺整備基本計画の見直しを初め、それから何と言っても

やはり場所の問題、それから制度の問題、ここがネックになって進まないというふうに

私も実感しておりますので、民間のお力をお借りしての工業団地の開発、また、企業誘

致奨励金制度の改正など、決して新しくはないかもしれませんけれども、今やらなけれ

ばならないことを見極めながら、着実に取り組んでまいりたいというふうに思っており

ます。また、先ほどの部長答弁にもありました企業ガイダンスのように、働く場の創政

の企業誘致とあわせて、働く年齢層、特に若年層、若者の方々が地元企業に就職をして
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もらって、地元に残ってもらうための施策というものも今年度より定住自立圏を核にし

て執り行ってまいっておりますので、これもあわせて今後とも力を入れていきたいとい

うふうに思っております。 

 このように多極的な展開をすることによって、今後の明るい展望が見えてくるものと

信じておりますので、しっかり頑張ってまいりたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 多田隈啓二君。 

○８番（多田隈啓二君） 答弁いただきました。 

 藏原市長もこれ公約ちゃんとありますけど、企業誘致プロジェクトを強力に進めます

と、書いてあります。ぜひ、強力に進めていっていただきたいなと思っております。そ

のためには、なかなかこの１年間なかなか難しかったけど、制度問題を変えていくとい

うこれは大事な一歩なのかなと、私も取り組みに対してのやっぱり「ああ、すばらしい

取り組みだな。」と思っております。まず、企業誘致できれば新たな雇用創出、また、

生産年齢人口の流出を防ぐとともに、本市の定住が図れ、法人税、個人税の収入が見込

まれ、強いては本市の発展や若者流出を食いとめ、安定的に玉名市で暮らすことができ

るように、雇用創出のもとに、全力で、市長、取り組んでいただきたいというのをお願

いし、次の質問に移ります。 

 （４）スポーツ施設の整備計画について。サッカー場、陸上競技場、ラグビー場につ

いてお伺いいたします。 

○議長（中尾嘉男君） 市長 藏原隆浩君。 

○市長（藏原隆浩君） 多田隈議員のスポーツ施設の整備ですね、建設予定、建設時期

についてになりますかね。ではない。 

○８番（多田隈啓二君） いや、部長でなかったですか。 

○市長（藏原隆浩君） 部長の答弁。失礼しました。 

○議長（中尾嘉男君） 市長になっとるよ。 

○８番（多田隈啓二君） ああ、そうですか。なら、俺が間違えとる。 

○議長（中尾嘉男君） 市長 藏原隆浩君。 

○市長（藏原隆浩君） ただいまの御質問にお答えさせていただきます。 

 私が市長に就任する前までに検討委員会の中では玉名市内で１０カ所を候補地として

検討しながら、サッカー専用グラウンドとして桃田運動公園南側入り口付近を第１候補

として提案をし、議会と協議をしてきたところであったということであります。候補地

が低湿地で好ましくない、あるいは盛り土や併設されるメインとサブグラウンドの高低

差の問題等で再検討となっているということでありました。次の候補地として伊倉中北

地区を市の候補地として再提案し、こちらも第一予定地からさほど位置的に変わってい
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ない、それから交通渋滞、太陽光パネルの反射、同施設周辺の雨水対策等の課題を議会

か問題点と指摘されているというふうに伺っております。 

 今回、私が市長に就任するに当たりましては、桃田運動公園の改修として４００メー

トルトラックの中にサッカー場、それからサッカーとラグビーができる整備をするとい

うふうに掲げております。これは運動施設として集約を考えた場合の表現であり、桃田

運動公園も候補地の一つとして考えております。また、施設の規模が大きくなることな

どを考慮し、これまでの候補地の検討内容を参考にしながら候補地を選定していきたい

と考えておりますので、現時点で建設候補地を具体的に決定している状況にはありませ

ん。 

 次に、建設時期につきまして、これまで測量、用地調査、基本設計の段階からは、用

地取得、農振除外、用地整備、施設建設などで約４年間を事業期間と予定していること

を議会では説明をしてきているようでありますけれども、候補地の用地の状況次第でそ

ういった部分は大きく影響してくるんではないかというふうに考えております。多目的

競技場となる、これまでよりもさらに広い用地が必要になってまいりますので、用地取

得にかかる年数をさらに１年かかることを見越しまして、基本設計からおおむね５年間

の期間を要するものと、現在のところはイメージをしているところであります。しかし

ながら、所管課には期限を指定して早急に取り組むべき事業が山積していることも事実

であります。これらの事業を見極めながら、事業検討、着手となります。そういった意

味で、本年３月議会では１０年ビジョンに位置づけながら取り組んでいくというふうに

答弁させていただいているところであるというふうに思います。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 多田隈啓二君。 

○８番（多田隈啓二君） 答弁いただきました。ありがとうございます。 

 ５年ぐらいの時期をめどにということだったんですけど、通告してたんですけど、そ

のなかですよね。 

 サッカー場について、例えば、ラグビー場、サッカー場、インターハイとかマラソン

大会、オリンピック事前キャンプ誘致のあとに取り組むみたいな感じがなんかあるわけ

ですか。ない。ないですよね。もうよかです、ないなら、はい、大丈夫です。 

 市長、ぜひ、いろいろ市長の中ではやはりもちろんインターハイでフルマラソンです

ね、金栗さんの、オリンピックのやっぱり事前キャンプ地誘致なろうということで、本

当にこのサッカー場はちょっと優先順位が若干トーンダウンしたのかなと、私は思って

おります。ただ、市長もサッカー場は桃田運動公園の改修ということで、サッカー場と

ラグビー場公式試合ができる４００メートルトラックを持つ陸上競技場へというこの公

約にも掲げておられます。なかなかこれがどうなのかというんですけど、例えば、公約
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に対して５年となれば、なかなかこれ市民がこれ公約見て、サッカー場ができるんだと

思った人もおられると思うんですよね、それはやっぱり１０年ビジョンの中のマニフェ

ストの中にきちっと今期藏原市長が１期目のときはなかなかできないけど、その次には

ということも明記されなければ、これうたっている以上は、なかなかちゃんとした説明

をしていただければと思っております。そこはお願いしたいと思います。 

 そして次の質問に移ります。（５）交流拠点施設、道の駅についての考え方をお伺い

したいと思います。 

○議長（中尾嘉男君） 企画経営部長 水本明子さん。 

○企画経営部長（水本明子さん） 交流拠点施設、道の駅の考え方についてお答えを申

し上げます。 

 平成１８年に策定いたしました新玉名駅周辺地域等整備基本計画では、県道玉名立花

線沿い３.２ヘクタールについては、市において交流施設の整備を図ると計画をいたし

ておりました。しかし、平成２３年３月議会において、交流施設の整備については、民

間活力による開発を誘導するとの方向性が示され、整備方針を変更いたしております。

平成３０年６月に策定をいたしました新玉名駅周辺等整備基本計画におきましても、ゾ

ーニング案として玉名市の農作物や特産品等を販売する産直市場について導入がふさわ

しい施設として記載をいたしておりますが、あくまでも民間施設の誘導という想定でご

ざいます。 

 今後新玉名駅周辺整備を進めていく中で、道の駅的な物販施設については、民間によ

り設置運営をしていただきたいと考えております。道の駅的な施設につきましては、新

駅周辺のみにかかわらず、市内で適切な場所を検討し、今後の施設の誘致方法等につき

ましては、関係各課と連携を取りながら、検討を行なってまいりたいと考えているとこ

ろでございます。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 多田隈啓二君。 

○８番（多田隈啓二君） 答弁いただきました。 

 道の駅的な、産直市場施設と今答弁ありました。玉名市の農産物、特産品等を販売す

る施設があれば、あとは普通の小売店との話もありますけど、ぜひ、こうやって特産物

の販売にも、ＰＲにもつながりますんで、進めていっていただきたいなと思いますけど、

ただ、なんせさっきから土地問題はいろいろありまして、じゃあ、民間誘導で、じゃあ、

土地買って、建物はどうなのかちょっと分かりませんけども、そういう道の駅的な施設

が本当にそこにできるのかなというのは、やっぱり大分これまたハードルが高いのかな

と思っております。ぜひ、その辺も民間とともにいろんな知恵を出し合いながら、藏原

市長もおっしゃっておりますけれど、道の駅機能を持つ、賑わいのある施設の創造とい
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うことも公約にうたってあります。ぜひ、その辺も取り組んでいただきたいと思ってお

ります。 

 そこで再質問いたします。交流拠点施設、道の駅についての市長の考え方をお伺いい

たします。 

○議長（中尾嘉男君） 市長 藏原隆浩君。 

○市長（藏原隆浩君） 多田隈議員の再質問にお答えします。 

 玉名市の特色としては、全国トップクラスを誇るミニトマト、トマト、イチゴ、ミカ

ン、また、ノリやアサリなどの産地であり、一次産業が盛んであることがまず上げられ、

この玉名市の特色、強みを生かした取り組みを展開していくことがより玉名市を活気づ

けていくものというふうに考えております。この取り組みの一つとして、道の駅的な物

販、交流拠点施設を誘導設置し、物産品の販路拡大や市外からの訪問者数をふやしてい

ければというふうに考えております。すでに市南部の国道５０１号線沿いには、ふるさ

とセンターＹ・ＢＯＸや農産物産直売所「郷○市」、そして岱明磯の里が設置されてお

りますけれども、玉名市の北部エリアにつきましては、拠点となる施設がないことから、

新玉名駅周辺を初めとする北部エリアでの設置が実現できればというふうに考えており

ます。しかし、このような施設を活発にかつ安定的に運営していくためには、先ほど議

員もおっしゃられたとおり、経営のノウハウを持った民間企業等の力が不可欠であると

いうふうに考えておりますので、さまざまな民間企業等に打診し、市が必要な協力を行

うことで、施設の設置が実現できるように努力をしていきたいというふうに考えており

ます。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 多田隈啓二君。 

○８番（多田隈啓二君） 答弁いただきました。 

 やはり市長、今おっしゃったとおり市外からの訪問者を集め、地域活性化の拠点とな

る道の駅は必要だと、私も思います。また、農産物の直売で観光客を呼び込み、地域の

特産物を生かした産業振興が玉名にはなかなかないのかなと思っておりますので、ぜひ、

進めていっていただきたいと思います。 

 そこで再質問いたします。市長の公約では、道の駅的機能を持つ賑わいある施設と書

いてあり、在任中に建設の考えがあるのかお伺いしたいと思います。 

○議長（中尾嘉男君） 市長 藏原隆浩君。 

○市長（藏原隆浩君） 多田隈議員の在任中に創出する、建設する予定はあるのかとい

うことでありますけれども、まずその公約の部分の話になりますけれども、冒頭から議

員もおっしゃられてますが、ローカルマニフェストを決して策定したわけではなく、ロ

ーカルマニフェストは市民との契約という意味で、金額、それから期限というものを設
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けながらの契約書というようなものになるんだと思います。あくまでも私も当選させて

いただいた市長選挙の場合で、ローカルマニフェスト型選挙ではなかったものですから、

例えば、イメージとしていえば、大きく示すものは当然一刻も早く取り組みますよとい

う意味合いであり、小さなものに関しては、そういった問題、課題に対してしっかり取

り組んでまいりたいそういう思いの中で位置づけられてたというふうに私としては認識

をしておりますので、単にそれがこの４年間の中でとり行なわなければならないという

ような意味では大変申しわけないんですが、ないものであります。それがなぜそうなの

かと言いますと、やはり財政の問題、それから今、熊本地震が起きて昨日も質問があり

ました二次補正で国土強靱化という意味合いの中での緊急性の高いものに費用をかけて

いく、そういったものがその年々で本当にその移り変わりの中で、今何が必要なのかと

いうことが、本当に目まぐるしく変わる、そういった市政運営の中で、それをいつまで

にやりますということは、なかなか申し上げにくいところがありますので、はっきりお

答えできないのが非常に申しわけないんですけれども、ただ、私はその１０年間のビジ

ョンの中で、そういったものも位置づけながら、願わくば私が市長であれ、だれが市長

であれ、指し示した将来像というものをずっと進めていきながら、市民が一丸となって

それに取り組んでいけるような夢と希望が持てるような、そういう地域社会にしたいと

いう思いでありますので、そこはちょっと期限の問題というのがなかなか申し上げられ

ません。きのうも申し上げました平成３１年度に、２０２０年度に新たなもろもろの補

助であったり地方創生の取り組みで莫大な補助が設けられるであるとか、そういった部

分になれば、すぐさまやはりそういったものには乗せていかなければならないだろうと

いうふうに思いますが、今の時点で、今の財政状況の中で、いついつまでにやりますと

いうことは、なかなか言えないところが大変申しわけないというふうに思いますが、ど

うか御理解いただきたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 多田隈啓二君。 

○８番（多田隈啓二君） 答弁いただきました。 

 未来像、将来像的には、市長の頭の中には描かれているんじゃなかろうかなと思って

おります。 

 それでも、もしかしたら、行政主導じゃなくて、民間がやってくれるのであれば、全

然その行政とは若干立場が違いますので、これも進められる要素も出てくるのかなと思

いますので、ぜひ、民間との連携を密にもっていただきたいと思います。 

 そこで次の質問に移ります。（６）岱明地区の一体的整備計画や公共施設、岱明文化

センター（仮称）、岱明ふれあい健康センターの集約の考えをお伺いいたします。 

○議長（中尾嘉男君） 教育部長 戸嵜孝司君。 
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○教育部長（戸嵜孝司君） 多田隈議員の岱明文化センター（仮称）建設事業の概要及

び経緯についてお答えいたします。 

 まず、経緯からお答えいたします。 

 先日の答弁と重複する部分が多くあると思いますが、少し長くなりますけれどもよろ

しくお願いいたします。 

 岱明町公民館建設事業については、本年３月議会に藏原市長が現地建てかえの表明を

されました。岱明ふれあい健康センター併設計画までは所管部署は企画経営課でありま

したが、公民館運営の所管部署であるコミュニティ推進課において計画の策定を実施す

ることとなっております。まずは、検討を始める 初の取り組みといたしまして、現在

の利用者団体、地域住民の方々、現地に建てかえる旨の説明とともに、どのような公民

館が理想であるかというようなことで、どのような公民館にするべきかというような質

問で意見をお伺いしているところでございます。 

 関係者団体全員団体の中で行なっておりますけれども、欠席があった団体等もござい

まして、改めて丁寧に説明していったところでございます。 

 利用者団体や地域住民の意見を踏まえ、また、将来的な財政的観点を考慮しつつ、新

しくつくる岱明公民館で将来何ができるか、どういうことを重視していくか、必要な空

間や設備は利用の状況に応じた部分はどういう部分なのかということで、そのような考

え方を基本的にもって話し合いを行なったところでございます。この基本的な考え方に

つきましては、本年５月２９日に開催されました公共施設等建設特別委員会にて御説明

をさせていただき、あわせて公民館調理室は周辺施設である岱明ふれあい健康センター

調理室を活用するものとし、新しい公民館には設置しない旨を説明させていただいたと

ころでございます。この段階では、公民館の総面積も確定しておらず、その後、１部

屋、１スペースごとに調整を行なったところでございます。各部屋の調整の結果といた

しまして、合計の面積がその時点では１,４００平方メートルとなったものです。岱明

公民館の利用率もよく、余裕がある部屋は現在のところ少なく、現在５０数年経過して

いる施設でございます。現在の建築基準や住民ニーズの多様化等を考慮した結果でござ

います。現在の面積を上回る面積となったものでございます。しかしながら、公民館設

備整備を進めるに当たって、設置目的は異なるものの集客施設として近隣の岱明ふれあ

い健康センターと機能を重複することから、７月下旬から利用率が低い岱明ふれあい健

康センターの方向性を関係各課及び社会福祉協議会を交えて協議を行なったところでご

ざいます。１０月末に協議した結果、温泉及び憩いの場、休憩室等については、市民向

けに確保する、残すということで、その他の用途については、制限しない幅広い民間に

よる活用及び運営を実施することで、公民館機能との差別化を図るものとしたところで

す。また、以前より市民や議員の一般質問等でも営利目的をした利用ができないかとの
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強い要望がございました。公民館施設としては問題がありますけれども、切り離すこと

で可能であると判断し、多目的ホールと新たに整備する多目的音楽室を公民館とは別用

途の営利目的で利用が可能な文化施設として整備を行なうことといたしました。社会福

祉協議会岱明支所においては、岱明ふれあい健康センターの指定管理者を変更すること

で、事務所及び相談室を新公民館へ移すことといたしました。このような検討のもと、

調理室は適正な規模で設置するもので、また、災害避難所としての機能を有し、公民

館、文化施設、社会福祉協議会岱明支所の３つの機能を持つ複合施設として建設するも

のとしたものでございます。 

 続きまして、概要についてお答えいたします。 

 主な用途と概算規模は、まず、公民館機能として玄関、ロビー、それからギャラリー

が２００平方メートル第１、第２会議室がおのおの９０平方メートル、間仕切りを開く

ことによって１８０平方メートル両方の会議室を１つの部屋でできるというような会議

室での利用可能ということにしております。それから、和室、調理室、和室が９０平方

メートル、調理室が９９平方メートル、和室及び調理室は災害避難所としての機能を有

することとしております。文化施設機能としては、多目的ホール３９０平方メートル、

可動式椅子の２００席、平面フロア椅子の設置が１００席の 大３００名を収容、多目

的音楽室は９０平方メートルは、防音機能を持たせ音楽の練習や多目的ホールの控え室

としても利用できることとしております。３つ目の機能といたしまして、社会福祉協議

会岱明支所は、事務室それから相談室あわせて５０平方メートルで、岱明地域住民に対

する相談業務等を行なうスペースとして整備をすることとしております。３つの機能の

必要面積の合計で、概算総面積を１,５００平方メートルとしておるものでございま

す。 

 次に、概算総事業費は、７億５,８００万円、財源は、現段階では合併特例債を約３

億円、残額を市有施設整備基金及び一般財源で考えております。 

 後に、建設スケジュールは、平成３０年、平成３１年度に基本設計、実施設計、平

成３１年度及び平成３２年度に建設工事、供用開始は平成３３年の４月を予定している

ところでございます。その後、公民館の解体工事や外構工事を含め、供用開始後の平成

３３年度中に行なうこととしております。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 多田隈啓二君。 

○８番（多田隈啓二君） 答弁いただきました。ありがとうございます。 

 やはりこの、今回、今の答弁じゃ１０月末ぐらいにいろんな団体で協議されたという

答弁だったと思いますけど、１０月末ですね、今までのもちろん当初計画にもなくて、

ここまできてるんですけど、その１０月団体と話し合って、この１２月議会でこれ出
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す、またそして７億５,８００万円もかかる事業をそのこの２カ月もない中で詰めて計

画されたというのは、これはやっぱりちょっと今までに例がないと思うんですよね、当

初計画にもまずのっとけばですね、まだよかったですけど、もちろんきのう詳しくは、

北本議員が質問の中でいろいろ詳しく分かったんですけど、６月に策定された個別の計

画にものってなかったということもありまして、これはこの今公共施設を今後どうして

いくのかと、マネジメントで考えている中で、時期尚早じゃなかろうかなと、私は思っ

ております。 

 持論じゃあるんですけど、やっぱりマネジメント計画の中にも既存の施設をどうやっ

て生かしていくのか、そして新規のなかなか公共施設の削減がうたってあります。その

中で逆行していくやり方はどうなのかなと、私は思っております。やはり岱明ふれあい

健康センターを核にしたその横に公民館を併設するとかですね、やっぱりそういう考え

がまず普通のマネジメントの考え方でいけば筋道が通る考え方じゃないのかなと、私な

りに思ってるところであります。やはり公共施設を単につくったら、本当に維持管理費

がもう７０年も８０年もかかっていくというとこもあります。また、そもそも今、玉名

市民会館建っておりますけど、そこに３００席あります。そしてきのう北本議員の答弁

の中には、１年間で３０回ぐらいしか２００人以上のそういうイベントは行なわれてい

ないというのもきのう答弁にあっておりました。もうすでに天水町、横島町あります。

そして玉名市民会館にもできています、今。その中でやっぱりそこはちょっともう少し

考えていかなければ、そもそもの例えば、玉名市民会館問題が、じゃあ、岱明町に建て

るんであれば現地建てかえの８００席でよかったんじゃないかと、お祭り広場はつぶさ

なくてもよかったんじゃないかという、そこまで議論がこれは戻ってくるんじゃないか

なと思います。今までのもちろん玉名市民会館の問題のときもそういうのもあったんで

すよ、岱明町に３００席の小ホールをつくるんであれば、ここに８００席ばつくるとよ

かたい。という話をしながらの藏原市長になられてからのこの建設が始まったという経

緯もありますんで、やはりその辺も執行部のほうに関してまず時期が、計画もないのに

ここまで進んだというのは、もう例外中の例外でありますし、こういう計画のないやり

方は、私はどうなのかなと思っております。 

 そこで再質問いたします。岱明ふれあい健康センターの活用は今後どのように進めて

いくのか、また、岱明文化センター（仮称）の計画がいつごろから検討されたのかお伺

いしたいと思います。 

○議長（中尾嘉男君） 健康福祉部長 松野信生君。 

○健康福祉部長（松野信生君） 岱明ふれあい健康センター事業の今後の進め方につい

てお答えいたします。 

 現在、岱明ふれあい健康センターは玉名市社会福祉協議会が指定管理を受けて運営し
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ているところです。既存の岱明ふれあい健康センター事業は、社会福祉協議会の自主事

業が多く、今後は今実施している事業の有効性や有無を精査しながら、また、実施場所

につきましては新しく整備予定の公民館での実施の方向で進めてまいります。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 教育部長 戸嵜孝司君。 

○教育部長（戸嵜孝司君） 多田隈議員の再質問にお答えいたします。 

 岱明文化センター（仮称）、先ほど答弁したように、岱明町公民館建設事業につきま

しては、本年３月に藏原市長が現地建てかえの表明をされ、その後すぐにこの計画を立

てております。改革に入っております。その後、教育委員会のコミュニティ推進課を初

め、関係各課及び社会福祉協議会を含めた協議の中で、多くの検討過程を経て、その結

果が公民館、文化施設、社会福祉協議会岱明支所の３つの機能を有するということで複

合施設として建設することにいたしました。 

 検討の開始時期につきましては、先ほど１０月という話をされましたけれども、４月

から行なっております。７月に公民館の整備計画を進める中で、 終的に岱明ふれあい

健康センターの方向性について７月から検討を行なっておるところでございます。その

後、検討段階でまとまりましたので、今回提案させていただいているところでございま

す。 

 以上です。 

○議長（中尾嘉男君） 多田隈啓二君。 

○８番（多田隈啓二君） 答弁いただきました。 

 岱明ふれあい健康センターは社会福祉協議会が自主事業いろいろされております。き

のう答弁にもあったんですけど、これが先々民間委託にならんだったらどうするのかと

いうのもきのう北本議員の話にあった、そうならないように部長はしますという答弁だ

ったと思います。ただ、そうならないような確約も何もないわけですよね、そして副市

長はその公共施設等建設特別委員会の中で、もしできんだったらどうなるのかというや

っぱり私も傍聴しておりましたけど、その中で、やっぱりもしできんだったら市がして

いかなんたいという答弁もされておりました。やっぱりもしかしたらという場合があり

ますんで、私たちはすごくこの問題はやっぱり大事な問題なのかなと思ってるところで

もあります。そして部長のほうから７月、ヒアリングで７月下旬ぐらいから大体行なっ

たという話をされておりましたけど、それでも８月、９月、１０月、１１月短いです

ね。もう本当にそして北本議員がきのう５月の特別委員会でももちろん調理室もなかっ

た。そして文化施設の説明もない。そして今議会の５日前ですよ、特別委員会に話があ

ったのは。５日前に特別委員会で話をされて、それからきょうに至ってるということ

で、私たちも初めて聞いてびっくりしているとこが本音でもあります。やはりそしてま



 － 150 －

た、あとで出てくるんでいいんですけど、その辺は本当にちょっと計画があまりにもち

ょっと早すぎるし、計画がないものが今回出てきたというのは問題じゃないのかなと思

っております。藏原市長は先ほど公約にうたっとっても難しいというとも言われており

ます。ただ今回のやつは公約にも載っておりません。そして強いて言うなら、今、市民

会館の横に３００席の可動式ができたときに、１回私は、公民館は私は建てて全然よか

と思うとですよ。現地建てかえなのか、自分は岱明ふれあい健康センターの横の併設が

いいと思う、個人的には思うんですけど、やっぱり今、もう建つまで文化施設は待って

も、私は遅くありませんて思います。ただ、年間３０回しか今のところは使いよらん。

玉名市民会館建てたときにそれで何回ふえるかわかりませんけど、５０回使ったところ

でも年間５０回しか使わとですよ。岱明町から１５分でもう車で来れます、ですね。や

っぱりそうやって公共施設を幾つもつくり続ける。そして計画がないまま進められてき

たというのは、これはやっぱりちょっと問題じゃないかなと思っております。 

 そこで再質問いたします。公共施設マネジメントについて、市長の考えをお伺いいた

します。 

○議長（中尾嘉男君） 市長 藏原隆浩君。 

○市長（藏原隆浩君） 多田隈議員の再々質問にお答えいたします。 

 快適な生活環境の充実や住民ニーズ、行政需要等に対応し、整備した公共施設は経年

劣化が進み、維持更新が必要となってまいります。しかし、厳しい財政状況や人口減少

を踏まえると長期的な視点に立ち、施設等の更新や適正配置、長寿命化など、計画的な

公共施設マネジメントに取り組む必要があるというふうに思っております。そのため公

共施設マネジメントの指針となる、公共施設等総合管理計画に基づき、今後４０年間で

市が保有する施設面積を３７％削減する目標を達成してまいりたいと考えております。

公共施設等の集約化や複合化などの再編、効率的な運営に対しましては、抵抗感を抱く

方も少なくないというふうに思われますが、私たち行政は課題解消に向けた具体的な方

策を検討し、市民や地域団体、民間事業者などとの対話を協議を図りながら、公共施設

サービスのあり方と財政運営の負担軽減の対応を実現してまいりたいと考えておりま

す。 

 岱明文化センターにつきましては、仮称になりますけれども、現地に建てかえ、多様

化する住民ニーズを踏まえて、地域づくりに役立つようなコミュニティセンターとして

複合的な役割を担えるよう、検討を図っております。また、岱明ふれあい健康センター

につきましても、将来的な民営化を見据えながら指定管理者制度の中で、管理運営に民

間活力を導入して、維持管理費の抑制を図りつつ、福祉事業にこだわりなく、幅広い施

設の仕様を検討し、今まで以上に市民から喜ばれる施設にできるように努めてまいりた

いというふうに考えております。 
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 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 多田隈啓二君。 

○８番（多田隈啓二君） 答弁いただきました。 

 市長がおっしゃったとおり、マネジメントでは市が保有する施設４０年間、年平均ト

ータルコストで６５％削減し、市が保有する施設の面積は４０年間で３７％の削減を目

標掲げられております。やはりこういった削減、片や削減とマネジメントでうたってあ

ります。もうこの削減したっちゃ先々どうなのかというですね、もう試算も出ておりま

す。やっぱりそこを見据えていくためには、もうこれ建っとるんであれば、文化施設は

検証して、それでも足りない、もう使用がいっぱいあるとなれば、もう１回また公民館

の横にまた建てるという計画が普通の公共マネジメントの計画に沿ったやり方ではない

のかなと、私は思っております。 

 そこで再質問いたします。調理室の設置や岱明文化センター（仮称）をだれが、い

つ、どのように話を持ちかけ決まったのかお伺いしたいと思います。 

○議長（中尾嘉男君） 市長 藏原隆浩君。 

○市長（藏原隆浩君） 多田隈議員の再質問にお答えします。 

 再度の説明になりますけれども、仮称でありますが岱明文化センター、この計画につ

きましては、昨年の市長就任後、市の重要課題として検討を始める中で、岱明町公民館

建設と岱明町の将来を考える会からの現地建てかえの陳情や本年５月の公共施設等建設

特別委員会のあとになりますけれども、現地建てかえの公民館建設の検討において、公

民館の利用団体や地域住民の皆様との意見交換を行なった際の公民館に対する思いを所

管課のほうから受け、思案を重ねてまいりました、これまで。それと同時に公共施設マ

ネジメントの観点から、機能が重複する岱明ふれあい健康センターの活用についても検

討を進め、岱明ふれあい健康センターは民間活力の導入による施設の有効活用を検討し

ていくことに方向づけをいたしたことによりまして、公民館建設につきましても社会福

祉協議会を含めた、多機能を持つ複合施設として検討を進め、仮称でありますが岱明文

化センターというふうに名称を変更しておるところであります。 

 調理室につきましても、当初検討段階では、岱明ふれあい健康センター調理室を活用

するものとしておりましたが、前で申しましたとおり、民間活力の導入によりまして、

施設の有効活用を検討していくことに方向づけをしたことによりまして、公民館利用と

共用することは難しい、そのように考え、公民館に適正な規模の調理室が必要となった

ものであります。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 多田隈啓二君。 

○８番（多田隈啓二君） 答弁いただきました。 
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 いろいろ公民館を使われる団体の方と意見交換会を行ないながら進めてきたという答

弁じゃなかったのかなと思いますけど、やはり市長、やっぱり行政を預かるものとすれ

ば、やはり財政を考える、まずは。そのもちろん市民利用団体からの意見は聞いていい

んですよね、ただやっぱり、じゃあ、意見ば言ったらどこでもそう開発ばしていくのか

となれば、これは行政としてあるべき姿じゃ、私はないと思います。やっぱり財政、そ

して今後の玉名市を考えたマネジメントをまず基本に考えていくことが行政に課せられ

た責任と私は思っております。 

 そこで再質問いたします。この計画は、いつから検討したのか、なぜ議会全員協議会

や文教厚生委員会計画の説明をなされなかったのかお伺いしたいと思います。 

○議長（中尾嘉男君） 市長 藏原隆浩君。 

○市長（藏原隆浩君） 多田隈委員の再質問にお答えいたします。 

 このたびの仮称岱明文化センターの計画につきましては、先ほど申しました経緯を経

て、多機能を持つ複合化施設として検討を進め、仮称ではありますけれども、岱明文化

センターと名称を変更いたしました。 

 そして先般１１月の市議会よりこの案件の調査事項の審査を付託されている公共施設

等建設特別委員会において御報告をさせていただきました。また、地元の議員の皆様や

文教厚生委員の皆さまにも個別に御説明をさせていただいておりまして、時間がない中

でありましたが、順を追って進めていますことをどうか御理解をいただければというふ

うに存じます。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 多田隈啓二君。 

○８番（多田隈啓二君） 答弁いただきました。ありがとうございます。 

 やり方がどうだったのかというのは、やっぱり検証されるべき問題なのかなと思って

おります。 

 後になりますが、岱明文化センター（仮称）計画は、本年度の当初計画、また、本

年度の６月に出された玉名市公共施設個別施設計画にもなく、市長の公約にも計画がな

く、また、所管の文教厚生委員会に一度も計画の説明、方向性も示さず議論がないまま

概算事業約７億５,８００万円の事業が進められようと、今、しております。そんな

中、今、建設中の玉名市民会館にも３００席の可動式ホールが建設されている。昨日の

北本議員の説明では、２００人以上のホールが先ほども申しましたけど、年間３０件で

あると、市長が答弁いただいたマネジメントでは、市が保有する施設にかかる４０年間

の年平均トータルコスト６５％削減し、市が保有する施設の面積は４０年間で３７％の

削減を目標掲げられており、今回の建設議案はマネジメントの方針にやはり私は逆行し

ていると思います。また、所管の文教厚生委員会で、多分、来週初めて説明が委員会と
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しては所管議決する委員会です。委員会に初めての説明があると思います。ぜひ、委員

長初め、委員さん方には慎重な審議、議論を強くお願いし、一般質問を終わります。 

 ありがとうございました。 

○議長（中尾嘉男君） 以上で、多田隈啓二君の質問は終わりました。 

 議事の都合により、午後１時まで休憩いたします。 

午前１１時５０分 休憩 

―――――――――――――――――――――― 

午後 １時０１分 開議 

○議長（中尾嘉男君） 休憩前に引き続き、会議を開き、一般質問を行ないます。 

 ６番 古奥俊男君。 

［６番 古奥俊男君 登壇］ 

○６番（古奥俊男君） 昼からの１番になりました。新生クラブの古奥でございます。 

 きょうは、今回は、大きい項目で３つの質問をさせていただきたいと思います。 

 前回同様、今回も新玉名駅周辺等整備基本計画の後の検証について。２番に３割自治

について。３番目に下水道についてということで、大きい項目で３つの質問をさせてい

ただきたいと思います。 

 早いもので昨年の１２月議会から早もう１年経ちました。非常に早いなというきょう

このごろでございます。そこで昨年の１２月議会において新玉名駅開発は 重要案件と

してとらえると市長の答弁をいただいております。そこで通告にしたがって質問をさせ

ていただきたいと思います。 

 １番に、１年を振り返ってみて、進んでいると思うかということで、これに対して答

弁をよろしくお願いいたします。 

○議長（中尾嘉男君） 企画経営部長 水本明子さん。 

［企画経営部長 水本明子さん 登壇］ 

○企画経営部長（水本明子さん） 古奥議員の１年を振り返ってみて、新玉名駅の周辺

整備はなぜ進まないかということについてお答えを申し上げます。 

 新幹線新玉名駅の周辺整備につきましては、平成３０年６月に新玉名駅周辺等整備基

本計画を策定し、新玉名駅周辺の公共インフラの整備を進めていくことといたしており

ます。しかしながら、議員御指摘のとおり基本計画を策定したあとも順調に整備が進ん

でいるとはいいがたい状況でございます。新玉名駅の周辺整備が進まない理由といたし

ましては、まず、農地から宅地に造成するまでに時間がかかるといったことや計画区域

が埋蔵文化財包蔵地であるため、発掘調査に多大な費用がかかる可能性があるといった

以前から指摘されていた点に加え、本年度進出を見送った業者からの意見として、近隣

に住民が少ないため売り上げが見込めないといった商圏の問題、土地活用における売買
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なのか、借地なのかという企業と地権者の考え方の相違、売買や賃料に関する単価設定

が折り合わないということでございました。このような周辺整備が進まない状況を打破

するために必要なのが、９月議会でも答弁いたしました、また、午前中にも答弁いたし

ましたとおり、平成３１年度に策定予定の実施計画でございます。民間企業のニーズを

把握するための意向調査を実施し、民間企業が進出しやすく、宅地開発がスムーズに進

むような整備手法の検討を行なうことといたしておりますので、公共インフラの整備と

あわせて、周辺整備を進めていけると考えております。 

 市といたしましては、地域の皆様の周辺整備に対する御要望があることは十分理解し

ておりますが、新玉名駅の周辺整備を進めていく上で必要な実施計画の策定と考えてお

りますので、御理解と御協力をお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 古奥俊男君。 

○６番（古奥俊男君） 答弁いただきました。 

 私、１回目からずっとこの新玉名駅に関しては質問をさせていただいてるわけなんで

すが、もう正直言いまして、もうこの地域は文化財とか調査せなん位置になっておりま

すので、また、農振でもありますし、非常に農振除外も難しい、農地転用はするかしな

いか、また、文化財も企業がせなんとなるとその分だけ負担を強いられますから、なか

なか出店は難しいかなと、それは市がすべき問題じゃないかなと、私は思っておりま

す。どっからでも前の計画の中でも交流広場となっておる所でも文化財が出るから、文

化財が出るからと試掘もなさっておられません。よその例えば、工場誘致するにして

も、よその地域はちゃんと整備をして、水道、下水引っぱって、整備をした中で企業さ

ん来てくださいというふうな状態です。玉名は何にもそれをしないで来てくださいとい

ったってまず不可能です。企業というのは生産が追いつかなかった場合、どっかに増築

する場合とか、やっぱりあるところにすぐきるところにもっていくのが企業でありま

す。まず、利益を確保できるかということが１番だと思っております。そのためには、

何らかの方策をせんと、いつまでたっても今の状態で、まだ１０年続くかもしれませ

ん。 

 ここでなぜ進まないのかということで、ちょっと市長、どういうお考えかをお聞きし

たいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（中尾嘉男君） 市長 藏原隆浩君。 

○市長（藏原隆浩君） 古奥議員の再質問にお答えいたします。 

 新玉名駅周辺整備が進まない理由につきましては、先ほど部長答弁で申し上げたとお

りで、とおりかというふうに考えておりますが、やはりそのインフラの整備をしように

もそこにもまた障害、問題が出てくるということもありまして、本当にどうやれば進む
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のかということを、今一つ一つ周辺整備を進めて行くに当たっての障害となる事案を一

つずつクリアし、しっかりして進めていきたいというふうに考えております。 

 どうか御理解をいただきたいというふうに思います。以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 古奥俊男君。 

○６番（古奥俊男君） 私は、非常にこうせっかちな正確なもんですから、あんまり進

まないとやっぱり言わざるを得んごとなるなりますもんですから、性格上何と言います

かね、見とってちょっといらいらしてるのが現状でございます。確かに物事をつくる上

において、道路１本つくるにおいても、まずは概略設計といいますか、予算計上するた

めの概略設計がありますし、そのあとに予備設計ですかね、路線決定とか、交差点の公

安の協議とか、その後に詳細設計、つまり実施設計ですよね、その後に用地交渉完了後

に施工となるとなっておりますので、ある程度その期間はかかるかというのは承知して

おります。しかしこれは、急げばできないことはない。私はそう思っています。だから

早く進めるためには、まず、２番目の問題に上げておりますが、ちょっとこちらと平行

して質問させていただきたいと思います。 

 農用地の除外についてでありますが、市は基本計画を立て、新玉名駅前をどう開発す

るか、計画だけではなかなか見えずらくなっております。農振除外も至っていません

し、そんなにハードルが高いのかなというのが私の意見ございますけども、例えば、農

地転用の規制緩和というのが去年新聞に載っておりました。これは農地の転用規制緩和

について、政府は観光、商業などにも許可となっております。それは企業を呼び込み、

雇用の受け皿に農地を宅地にしたり、物流拠点を建てたりするなど、農地以外の目的に

利することを農地転用といいますとなっています。そういうことをすることによって人

口減少とか、定住化につながると思っております。これをその非常に農振除外もなかな

か進まない。市が例えば、宅地なんかを造成するまで、この前の質問でも言いましたの

ですが、するべきではないかということで質問させておりますけども、何らかの行動を

起こさないと、地元の地主さんたちでもこの前回ったんですが、「早く除外してくれ。」

と、「自分は地権者であるけれども、管理はしっかりさせとって、なんの権利も奪い取

ってしもうとるでないか。」という意見がありました。私もそうだと思います。そのた

めには、どうすればいいか。例えば、政治が悪いのかどうか分かりませんけども、決め

たのは農振地域、決めたのは国ですよね、今後の除外なんかでもそうなんですが、決め

たのは国であって、それを審査するのが県になっております。そうなってきますと、こ

れを早く進めるためには、何らかの行動を起こしていただきたいなと、私は思っており

ます。これは私の考え方なんですが、市長、例えば、代議士さんいらっしゃいますよ

ね、これを決められた。それと県が審査なさってる県会議員さん、市長と県知事さんに

トップ会談ぐらいして、もう少し緩和とスピードを上げていただけない、下ろしていた
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だけないでしょうかという行動を起こしていただけないでしょうかと思うんですが、い

かがでしょうか。 

○議長（中尾嘉男君） 市長 藏原隆浩君。 

○市長（藏原隆浩君） 古奥議員の再質問にお答えいたします。 

 常々、通常の会話の中ではそういったお話もさせていただいております。国にせよ、

県にせよ、それなりの所定の手続きというものが恐らくあるんだと、当然あることでし

ょう。そういったもろもろのこともあるので、お願いはするのは自由でありますので、

日ごろよりお願いをしているところではありますけれども、しっかりとした手続きとい

うものにやっぱり時間がかかるのではないか。それから、これまで立てられた計画とい

うものを、また、改訂していく、改めていくという手続きはそう簡単なものではないん

ではないか、だからこそ市としても、政治的なものだけでなしに、行政として、役所と

して、しっかりとした手続きで要望をしっかりとしていかなければならないというふう

に、そういった手続きをしてもらえるような段取りを踏まえて、進めていかないかんと

いうふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 古奥俊男君。 

○６番（古奥俊男君） ありがとうございます。 

 これはもう私が考えるにおいて、もう政治的に進めんとちょっと前さん進まないのか

なという感じを受けておりますので、なお一層の努力をお願いしたいと思います。 

 では、３番目に移らせていただきます。今後、どの程度のスピード感をもって進めら

れるのかということでお聞きしたいと思います。 

○議長（中尾嘉男君） 企画経営部長 水本明子さん。 

○企画経営部長（水本明子さん） 古奥議員の今後、どの程度のスピード感をもって進

められるのかについてお答えいたします。 

 市といたしましては、先行して進めておりますケーズデンキ西側、市道中牟田１号線

整備以外の今後の公共インフラ整備につきましては、平成３１年度策定を予定しており

ます実施計画に基づいて整備を進めていくことになります。また、民間誘導についても

実施計画において、民間企業が進出しやすい整備手法を検討して開発につながるよう進

めていくことといたしております。 

 議員や地域の皆様から、新幹線開業から８年を経過しているのだから、早急に開発を

進めてほしいという声が上がっていることは十分理解をいたしておりますが、実施計画

の策定が周辺開発を早急かつ円滑に進めていくための必要条件であり、必要な時間であ

ると考えておりますので、重ねて御理解と御協力をお願い申し上げます。 

 以上でございます。 



 － 157 －

○議長（中尾嘉男君） 古奥俊男君。 

○６番（古奥俊男君） ありがとうございます。 

 私が考えるにどうもその玉名は恵まれているのかなというのがやっぱり有明海があり

ますね、ＪＲがあります。国道２０８号線があって、新幹線があります。九州自動車

道、高速道路がありますね、よそにはない恵まれた地域だと思っております。恵まれ過

ぎて発展しないのか、それとも何らかが悪いのか、政治が悪いのか、わかりませんけど

も、こっだけ恵まれてるのになんで発展しないのかなと、ちょっと私は不思議でなりま

せんですけども、よその市から見たらうらやましいところだなと感じとる。いろいろ難

しい面は多々あると思うんですが、なるだけスピード感をもって進めていただきたいと

思ってます。よろしくお願いいたします。 

 では、２番目に移らさせていただきます。 

○市長（藏原隆浩君） 古奥議員、私もでしょ。 

○６番（古奥俊男君） ああ、そうですか。はい、ありがとう、答えてもろてよろしゅ

うございますか。ありがとうございます。お願いいたします。 

○議長（中尾嘉男君） 市長 藏原隆浩君。 

○市長（藏原隆浩君） 済みません、差し出がましいかとは思いましたけれども、私も

議員同様、本当に思いとしましては、新玉名駅周辺整備を進めることで、宿泊施設や商

業施設または住宅の集積など、さまざまな施設を呼び込み、移住、定住の促進、それか

ら地域の経済の活性化、賑わいの創出、雇用の創出につながるというふうに考えており

ますので、本当に急いで進めていきたいというふうに思っております。 

 しかしながら、整備計画を実現するためには、具体的な事業手法を検討する必要もあ

ります。事業費につきましてももうできうる限り市の一般財源を使わないで済むような

手法をとることも、これも必要だというふうに考えております。このようなことを踏ま

えますと、ある程度の時間は必要かというふうに考えておりまして、まだ就任して１年

ですけれども、１年の中で突破口を開き進めていくんだということの方針を明確に立て

て、私は１歩ずつ進んでいるというふうに、自分では思っております。ただ、議員のお

考えのスピード感には及ばない部分もあるかと存じますけれども、どうか御理解をいた

だきたいというふうに思います。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 古奥俊男君。 

○６番（古奥俊男君） ありがとうございます。 

 みんなで頑張っていただければ、何とかなるかなと思っておりますので、これよりも

なお一層の努力をしていただきたいと思っております。 

 それでは、１番の質問はこれで終わらせていただきます。２番に移らせていただきま
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す。 

［６番 古奥俊男君 登壇］ 

○６番（古奥俊男君） ２番の３割自治の状態についてであります。もう何十年もこれ

言われてると思うんですが、熊本県の１４市において、すべて３割自治だと思います。

玉名市では、自主財源というのが１１１億７,７００万円となっております。これは２

９.８％、３割ちょっと足りない。残りが既存財源、２６３億６,１００万円ですね、７

０.２％となっております。他の市と比較する、比較せんわけにはちょっといきません

ので、比較をさせていただきますと、１位が合志市でございます。３５.３％、２位が

荒尾市なんですよ、３４.９％。今これをちょっと考えてみますと、何か荒尾市さんも

合志市さんも企業誘致が盛んなところですね。ただ、御存じのように東京２３区のよう

に１００％自主財源というところもありますけど、九州で１カ所だけ自主財源１００％

のところがあります。これは北九州市苅田町と読むらしいんですが、そこはトヨタ自動

車さんとか日産自動車さんとか九州電力の火力発電所ですかね、外にも多々あるみたい

で、そこだけが１００％の自主財源ということになっております。 

 そこで３つの質問をさせていただきたいと思うんですが、まず１番目に自主財源をふ

やすための政策の考えはありますかということで御回答願いたいと思います。 

○議長（中尾嘉男君） 総務部長 西山俊信君。 

［総務部長 西山俊信君 登壇］ 

○総務部長（西山俊信君） 古奥議員の自主財源をふやすための政策の考え方について

の御質問にお答えいたします。 

 まず、自主財源について申し上げますと、自治体が自主的に収入することができる財

源でございまして、主に市税、それから分担金及び負担金、使用料及び手数料、財産収

入、寄附金等が該当いたすということになります。先ほど議員も申されたとおり、本市

におきます平成２９年度の普通会計決算のベースで、自主財源比率は２９.８％という

ことでございまして、まさに３割自治ということに該当するところでございます。県下

１４市では、中ほどに位置するところになっております。 

 こんな中で、決算に占める自主財源の比率を伸ばすためには、市が単独で実施してお

ります事業費の抑制や市税を初めといたします自主財源の増収が不可欠でございます。

これまでの本市におきます自主財源の過去の主な取り組みとしまして、新たなポータル

サイトの追加や返礼品の充実などによりますふるさと納税の拡充、市外から本市への定

住を促進するための補助金や誘致企業に対します各種奨励金制度を設けて人口増につな

げる政策を展開しているところでございますが、残念ながら、本市の人口は毎年減少し

ているという状況でございます。 

 このような中で、今後の新たな取り組みといたしまして、これまで以上に企業誘致の
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促進を図ることを目的とした産業用地開発支援事業補助金について検討いたしていると

いうところでございます。これは午前中の多田隈議員の御質問にもございましたが、市

が指定しました産業用地開発事業者、いわゆる民間事業者のインフラ整備に対します一

部補助及び産業用用地整備後の 長５年間の固定資産税相当額の補助を行なうというも

のでございまして、現在要綱の整備等に向けて準備をいたしているところでございま

す。 

 今後も企業誘致や定住化促進につながる政策につきまして、前向きに検討いたし、安

定的な自主財源の確保を目指してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 古奥俊男君。 

○６番（古奥俊男君） ありがとうございます。 

 企業誘致は先ほどからずっと質問があっております。例えば、私は、駅前のことなん

ですが、商業地にしろ、住宅地にしろ、今からの整備でありますけども、自主財源をふ

やすために手っ取り早いのは、これを売りますと企業誘致かなというふうに、私はとら

えています。商業地でも一緒なんですが、ある程度その定住化になるか、その一線がな

かなか難しいかと思うんですけども、定住化になるような施策は自主財源に関しまして

は、一番大事な項目かなと思っております。努力はなさっておられますようですので、

自主財源をふやすための政策に対しては、これで終わらせていただきます。 

 続きまして、２番の市税について質問をさせていただきます。市税と、この前の新聞

に１２月１日付だったかと思うんですが、県議会の決算特別委員会で、一般会計と特別

会計の全体で６０億円の未収金が生じているというのが新聞に載っておりました。効果

的な対策も求めたと書いてありました。玉名市において市税７０億３,９００万円あり

ます。ただ、これに対して未収金が３億３,９００万円あります。未済額がですね、平

成２９年度決算書においてなんですが、それだけなっております。全体の３７０億円に

対しては、５億５,５００万円の未済額を生じております。これにあとで３番目の質問

に特別会計がなってるんですけども、特別会計がまた６億２,６００万円ぐらいの未済

額になっております。合わせますと１１、２億円ぐらいの、１１億８,１００万円ぐら

いですか、これ未済額を生じております。税金は国民の義務でありますので、払ってい

ただけるのが一番ありがたいことではありますけども、なかなかこれだけありますと、

あるとないでは相当な考え方の相違が出てまいります。なぜかといいますと、公務員さ

んとか会社員さん、これ給料からの天引きであります。そうしますと残りは小売業さん

とか、小売業さんとか農業の方とか、その他の方の納付書で支払っていただくのかなと

思います。そこで不公平を片方は天引きですので、１００％引かれますけども、納付書

で支払ってる方たちはどうしてもこっだけのものが出てきてると。そこら辺で不公平を
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生じないような対策として、事務局はどういう努力をしていらっしゃいますかお聞かせ

ください。 

○議長（中尾嘉男君） 市民生活部長 村﨑信介君。 

○市民生活部長（村﨑信介君） 古奥議員の市税についての御質問にお答えをいたしま

す。 

 日本国憲法第３０条に国民は法律の定めるところにより納税の義務を負うと定められ

ております。議員御指摘のとおり、市税の未納は本来あってはならないことでありま

す。しかしながら、一部の方が再三の催告にもかかわらず、納税意識の欠如又はその他

諸事情による市税の滞納となっております。 

 本市といたしましては安定的な財政基盤の確立と財政の健全化のため、また、納期内

納税者との公平性を図るため、毎年滞納処分の強化に努めているところでございます。

具体的に申しますと、滞納者の預貯金を中心に給与、売掛金、生命保険等の債権差押え

や動産、自動車、不動産等の差し押さえを行ない、市税に充当をしております。また、

差し押さえの実績等につきましては、市のホームページや広報誌に掲載し、滞納処分を

通して市民に対して納税意識の高揚を図っているところです。そのほかにも市内の小中

学校の児童生徒に対して、税についての正しい知識を養うとともに、順法の精神を培う

ことにより、将来納税者として進んで社会に参画することができるように、毎年関係機

関と合同による租税教室を開催しているところでございます。本市の税務課職員も講師

として毎年派遣をしておりまして、昨年度は１０校を訪問しております。今後も各関係

機関と連携と協力を深め、税を通して社会や国、地方のあり方について考える租税教室

を実施し、納税の大切さを若いうちに学んでいただくための推進を行ってまいります。 

 また、本市は全国的に見ても厳正に滞納処分に取り組んでいることで、他県の税務課

職員や関西の市議会から視察研修にお見えになったこともございます。近年、本市の市

税徴収率は、合併後平成１９年度は８９.０３％、平成２４年度は９０.２８％、平成２

９年度には９５.０５％まで徴収率が年々上昇しております。今後もさらなる徴収率の

向上を図るため、新規滞納者を出さないように、早期の催告、差し押さえを実施し、滞

納者の増加防止に向けた公平、公正な納税対策と納税意識の高揚に努めてまいりたいと

考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 古奥俊男君。 

○６番（古奥俊男君） ありがとうございました。 

 確かに税の徴収は非常に難しい課題だと思います。今まで努力していらっしゃるんで

しょうけども、不公平がないように、現状評価において課税してあると思うんですが、

不公平にならないような徴収をしていただきたいと思います。よろしくお願いをいたし
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ます。 

 続きまして、３番に移らせていただきます。特別会計の国民健康保険事業、後期高齢

者医療、介護保険事業について質問をさせていただきます。 

 国民健康保険事業なんですが、まず、１番目の国民健康保険ですね、これ収入が１０

８億６,３００万円、支出が１０３億３,１００万円、利益が５億３,２００万円出てお

ります。ただ、国民健康保険で皆さまから徴収している金額は、１８億２,７００万円

です。これに対して、収入未済額が５億９,０００万円となっております。非常にちょ

っと高いように感じております。ただ、現行分に関しては、１億円ぐらいということ

は、今までの累積といいますか、滞納がそれだけあっているということになるかと思い

ます。後期高齢者医療も一緒なんですが、全体では８億４,４００万円で、皆さんから

いただいたものは５億４,５００万円、これは天引きという年金暮らしの方から、恐ら

く天引きになっておると思うんで、未納が２８５万円と非常に小そうございます。ま

た、介護保険につきましても、収入は７７億８００万円、支出が７３億２,５００万

円、利益が３億８,３００万円、ただこれも未済額が３,２５３万６,０００円となって

おります。この介護保険を皆様から７７億円あるんですが、皆様からいただいている金

は１４億２,６００万円に対しての未済額が３,２００万円ということになります。こう

いう現状をどういうふうにとらえていらっしゃいますでしょうか。 

○議長（中尾嘉男君） 市民生活部長 村﨑信介君。 

○市民生活部長（村﨑信介君） 古奥議員の国民健康保険事業の保険税に関しての御質

問にお答えをしたいと思います。 

 国民健康保険税も市税と同様に滞納はあってはならないことで、租税負担の公平性を

図る上で差し押さえの滞納処分の強化とともに、市税と同様にホームページや広報誌で

の納期内納税の周知などを行ない、納税意識の高揚を図っているところでございます。

今後もさらなる納税意識の高揚を図り、より一層の納期内納税等の働きかけを行ない、

収入未済額の減額に努めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 健康福祉部長 松野信生君。 

○健康福祉部長（松野信生君） まず、後期高齢者医療保険料の徴収率向上に向けての

対策、取り組みについてお答えいたします。 

 古奥議員が申し上げられましたとおり、平成２９年度の保険料調定額は５億４,８１

６万７,３００円で、これに対する収入額は５億４,５３１万３,９００円、徴収率が９

９.５％、収入未済額が２８５万３,４００円となっており、保険料の滞納によるもので

ございます。主な滞納理由としましては、生活困窮によるものがほとんどでございま

す。滞納者につきましては納付相談を行ない、分納などにより納付を促しております。
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また、通常の措置としましては、毎期ごとに督促状の送付、年４回の催告書での通知等

を行なっております。 

 今後も未納者ゼロに近づけるよう、広報たまなでの周知の外、納付書送付の際にわか

りやすく納付を促す文章を入れるなどの啓発を行ない、収納率の向上に努めてまいりま

す。 

 引き続きまして、介護保険事業について御説明いたします。平成２９年度決算におき

ます介護保険料の収納率は９５.８％であり、約３,２００万円の収入未済額が発生して

おります。年金からの天引きされる特別徴収につきましては、１００％の収納率となっ

ておりますが、普通徴収のほうにつきましては、年金が年額１８万円未満の方など、低

所得者の方が多く含まれているため、９０.４％の収納率にとどまっているところでご

ざいます。 

 現在実施している徴収対策といたしましては、催告書の送付のほか、介護保険料は特

別徴収、年金天引きされるものとの固定観念がある被保険者が多いことから、６５歳年

齢到達時や保険料の構成等により、一時的に普通徴収になる場合などは納付書とともに

注意を促す文章を同封しているところでございます。また、介護保険法において、滞納

者に対する介護サービスの納付制限等が定められておりますので、滞納者への納付相談

を促す文章の中で給付制限等についても周知し、ここの生活状況等を踏まえ、納付や分

納につなげているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 古奥俊男君。 

○６番（古奥俊男君） ありがとうございます。 

 これも同じように徴収というのは非常に難しい問題だと思います。玉名市としてもこ

れ１０億円ぐらい入ってくれば相当な貢献になると思います。頑張っていただきたいと

思います。 

 ３割自治につきましては、これで終わらせていただきます。 

 続きまして、３番の上水道に移らせていただきます。 

［６番 古奥俊男君 登壇］ 

○６番（古奥俊男君） 続きまして、３番上下水道事業についてでございますが、ま

ず、上水道に関して、 近、新聞、テレビ等でもう御存じかと思いますけども、民営化

とかコンセッション方式とかいう言葉が出てきております。玉名市も水道事業と下水道

事業と分けてあるんですが、その水道事業に関して、今期の平成２９年度の決算を見ま

すと当期利益が６,３６６万３,０００円、ただ、これに対して利益剰余金というのが１

３億円あります。今、この中で利益は６,３００万円出ているんですけども、一般会計

から５億８,５４４万円補助金が出ております。これ皆様から水道料として徴収するの
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において６,３００万円利益が出て、剰余金が１３億円もあるんだったら、何も一般会

計から補助する必要はないなと、私は思っております。やめるべきだと私は思います。

公共だからといってなるだけ採算は考えながら営業していくのが公営企業だと思ってお

りますので、儲かってできないというほうはないなと、私は思っております。民間に対

しても一緒です。利益を出すために上がったり下がったりもしましょうし、そのための

努力をしていらっしゃると思います。ただ、その中で、この公営企業の決算の方法が非

常にわかりにくい方式になっております。広報たまなにも載っておったんですが、３億

９,８５０万円の何か赤字が出ております。その中で多々不足額は当年度分損益勘定保

留資金というのと減債積立金で補てんしましたと書いてあります。ただ決算書を見ます

と、そういう項目が上がっておりません。どこにあるんだろうかと。減債は積立金がこ

ちらのほう１３億円ありますから、１億５,６００万円引いたらわかるんですが、この

損益勘定留保資金というのがどこに載ってるのか。帳簿を見た限りではわかりません。

非常に企業会計わかりにくいんですが、やっぱり商売というのは、売り上げがあって、

減価償却を引いた残りが経常利益と簡単明瞭なんですよね、そういう感じで見ておりま

したんですが、どうにもわからんだったもんですから、一応お聞きしまして、これをこ

うこうこうだということは説明は受けたんですが、いまだかつてわかりません。これは

少し改め、法律というのがあるからわからないんですが、改めるところはやっぱりだれ

が見てもわかるように改めていただきたいなと思います。 

 これに対して、上水道に関してお聞きをしたいと思います。 

○議長（中尾嘉男君） 企業局長 松本優一君。 

［企業局長 松本優一君 登壇］ 

○企業局長（松本優一君） 古奥議員の上下水道事業についてお答えをいたします。 

 水道事業についてでございますが、水道事業への一般会計補助金は、平成１７年度か

ら岱明地区水道事業への赤字補てん分として、また、平成２８年度から水道事業と簡易

水道事業との経営統合を機に、人件費２名分、岱明、天水地区償還利子分、天水地区償

還元金分として補助を平成２９年度まで受けてきたところでございます。 

 議員の平成２９年度決算において約６,３００万円の利益及び利益剰余金が存在する

のに、一般会計からの補助は必要ないのではないかとの質問でございますが、確かに平

成２９年度まで一般会計から補助を受けている状況でございました。しかし、財政課と

の協議により、平成３０年度からは一般会計からの補助を受けないこととなっておりま

す。今後も一般会計からの補助に頼らず事業運営を行ない、独立採算による経営基盤の

強化を目指し、将来に渡り安心、安全で安定した水の供給を図っていく考えでございま

す。 

 以上でございます。 
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○議長（中尾嘉男君） 古奥俊男君。 

○６番（古奥俊男君） ありがとうございます。 

 今おっしゃったように、独立採算でやっていけば補助金なしでもやっていけるかと思

います。決してできないわけじゃないわけと思っております。なるだけ一般財源からい

ただかないような運営をしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 続きまして、２番の下水道事業についてでありますが、これも同じように非常にまた

わかりにくい。下水道事業においては、収益的収入とか、資本的収入と２つに分けてあ

って、これもまた非常にわかりにくいんですが、ここもこれいただいたんですが、補助

金だらけでございます。例えば、岱明町のほうは処理場はございませんので、長洲町の

ほうに、これはいいことだと思います。設備は長洲町のほうの浄化槽を利用して、終末

処理場を利用してありますから、それでも一応、２億４,０００万円という金額が出て

おります。負担をしております。玉名市にもその終末処理場があるんですが、ここが３

億８,８９０万円の一般会計からの補助金。ましてまた横島町、天水町の農業集落排

水、これも３億４,０００万円、ちょっと合計しますと１０億円ぐらいになりますか

ね。下水道はごく一部のところでやっておりますけん上水道とはちょっと違うかなとい

う感じはしますけども、それだけの補助の中で運営をしているのが現状であります。市

民に対する環境のためには、下水道は非常に大事なことだと思いますので、やむを得な

い点があろうかと思うんですが、なるだけ一般会計からの補助が少なくなるような努力

はすべきだと思っております。その辺はいかがでしょうか。 

○議長（中尾嘉男君） 企業局長 松本優一君。 

○企業局長（松本優一君） 古奥議員の再質問にお答えをいたします。 

 下水道事業も地方公営企業法の適用を受ける事業のため、水道事業同様に独立採算制

が求められている事業ではございますが、多額の資金が必要になる事業でございますの

で、使用料収入だけでは経営的に厳しく一般会計から補助金を受け財政運営をしている

ところでございます。今後も一般会計からの補助金は財政運営上必要になりますが、水

道事業と同様に事業運営の効率化や健全化を図り、市の財政負担が軽減される方向を検

討していきたいと考えているところでございます。 

 以上です。 

○議長（中尾嘉男君） 古奥俊男君。 

○６番（古奥俊男君） ありがとうございます。 

 なるだけ努力していただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。 

 ３番目の農業集落排水なんですが、ここもやっぱり同じ事業収支と資本的収支で、決

算的には黒なんですが、何かわからんようなあれですが９,２００万円に赤字になって

おります。これも過年度分の損益勘定留保資金で補てんしましたということになってお
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りますから、金は動いてないんだと、数字が動いてるだけだと思うんですが、非常にわ

かりにくうございます。もう少し簡素化できればやっていただけないかなと思っており

ます。その中で、私が今言ったのはこれなんですが、浄化槽整備事業がありますが、天

水町、横島町この農業集落排水の事業の中、これ昔でいう農業土木関係だろうと思うん

ですが、市町村型の設置となって、設置から維持までを市が負担しておりますよね、と

ころが旧玉名とか玉名地域は国交省型といいますか、個人設置型になって浄化槽に対し

ての、合併浄化槽に対しての補助金は出しますけども、あとの維持は個人負担というこ

と。どうしてもそこで私は金額的に差があると。やっぱりちょっと不公平だと思うんで

すよ。もうこれ合併当時からの問題だと思うんですが、もう合併して１３年もなってお

ります。もうそろそろ統一すべきじゃないか。議論が必要であれば今からでも議論なさ

って、もう１年ぐらいの間に統一すべき問題じゃないかなと。不公平が生じるというの

が一番おかしいと思う。私は思っております。統一が、法律があってできるかできない

かわかんないんですけども、不公平が生じるということは一番の問題だと思います。こ

れは統一、もう１３年も経っておりますので、何とか型、何とか型じゃなくて、どっち

かに統一をしていただく。そのお返事をお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（中尾嘉男君） 企業局長 松本優一君。 

○企業局長（松本優一君） 古奥議員の浄化槽整備についてお答えをいたします。 

 本市の汚水処理は、公共下水道事業で旧玉名市及び岱明町の一部、農業集落排水事業

で横島町及び天水町の一部、さらに浄化槽市町村整備推進事業で天水町の一部を整備

し、その事業区域外を浄化槽設置整備事業補助金で実施をしております。今回、この事

業のうち浄化槽市町村整備推進事業と浄化槽設置整備事業補助金をこのまま継続して実

施していくのか、それとも一つに統一するのかについてでございますが、そもそもこの

２つの事業は、設置主体に違いがありまして、市町村が設置する市町村設置型と個人が

設置する個人設置型の２種類に分けられます。 

 まず、浄化槽設置整備事業補助金についてですが、これは個人が浄化槽を設置し、そ

の費用の一部について市が補助金を交付し、維持管理も個人で行なう事業であります。 

 次に、浄化槽市町村整備推進事業についてですが、これは市が浄化槽を設置し、維持

管理も市が行ないますが、申請時に分担金、使用開始により使用料を徴収する事業であ

ります。そしてこの２つの事業は合併前より、それぞれの市、町がその地域の将来人口

や地理的条件、汚水処理施設の有する特性を踏まえ、実情にあわせ選定した汚水処理の

事業でありまして、合併後もそれぞれの事業を踏襲し実施しております。しかし、近年

人口減少による財政事情の悪化が危惧されており、ますますの健全性を終始した財政運

営を行なう必要があるため、今後はこの２つの事業内容を改めて吟味し、その費用対効

果を検証しながら、市の財政負担が軽減される方策を検討していきたいと考えておりま
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す。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 古奥俊男君。 

○６番（古奥俊男君） ありがとうございます。 

 非常に難しい問題があるかと思うんですが、不公平にならないような政策をしていた

だきたいと思います。 

 後になりますが、今までの質問聞いておりますと、民間委託といいますか、指定管

理者制度なんですが、それも大事と思うんですが、職員の質向上が一番大事だと、私は

思います。経営コンサルによるアイディア事業が盛んでありますが、職員提案制度です

かね、これを何か今度からなされるようになっておるみたいで、期待をいたしておりま

す。 

 これを持ちまして、私の一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございまし

た。 

○議長（中尾嘉男君） 以上で、古奥俊男君の質問は終わりました。 

 議事の都合により、暫時休憩いたします。 

午後 ２時０２分 休憩 

―――――――――――――――――――――― 

午後 ２時２１分 開議 

○議長（中尾嘉男君） 休憩前に引き続き、会議を開き、一般質問を行ないます。 

 ２番 田真樹子さん。 

［２番 田真樹子さん 登壇］ 

○２番（田真樹子さん） 皆様こんにちは。２番、創政未来、田真樹子です。 

 多田隈議員が午前中、出水ツルマラソン大会の話をされましたが、９月議会が終わっ

て１０月２１日、私も会派で出水ツルマラソン大会に参加してきました。初めてのマラ

ソン大会で、まず、けがなく完走するのが目標というところでスタートしまして、多田

隈議員の背中、みんなおそろいのＴシャツを着てました。「気力、体力、努力」白い金

栗さんのＴシャツを着てたんですけど、その多田隈議員の気力、体力、努力の背中を見

ながらずっと走り続けました。大きな体されてるんですけどね、１０キロ１度も歩くこ

となく、走られました。私は何回も歩いたり、また、走って追いかけたり、歩いたりし

たんですけど、ちょっと前をずっと走られていました。ゆっくり走られてたんですけど

ね、でも１度も歩かれない姿に感動しました。本当こうやって追いかけていける先輩が

いるってありがたいなと感じましたので、調子に乗って私、また、横島町いちごマラソ

ン大会の１０キロメートルに出ます予定です。１４日までインターネットのほうだと申

し込みがまだできるということなんで、団長。また、団長の背中を見て走りたいと思っ
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てます。そして市長の背中を見て走れたらと思っておりますので。出水ツルマラソン大

会では市長さんが１０キロメートル走られておりました。皆さん喜ばれるんじゃないか

なと思います。 

 では、通告に従って一般質問をさせていただきます。 

 生活困窮者支援についてと消費者行政について。安全、安心で暮らしやすい玉名市に

なるよう、生活困窮者支援や消費者トラブルに対する秘策を充実し、推進してほしいと

考えます。 

 （１）玉名市の自立支援事業の就労準備支援事業についてお尋ねいたします。くらし

サポート課におかれましては、幾つもある事業に対して、常に熱心に市民の方々と向か

い合っていただいております。この中の就労準備支援事業。就労準備支援事業とは、す

ぐに一般就労するのが困難な人に就労に向けた準備として、基礎能力の形成を図るため

の支援を計画的に行なう事業。これについて、今年で４年目とお聞きいたしましたが、

事業に係る委託料と過去３年間の就職決定者の実績をお尋ねいたします。 

○議長（中尾嘉男君） 健康福祉部長 松野信生君。 

［健康福祉部長 松野信生君 登壇］ 

○健康福祉部長（松野信生君） 田議員の生活困窮者自立支援制度の就労準備支援事

業についてお答えいたします。 

 平成２７年４月に生活困窮者自立支援法が施行されました。この法律は、生活に困窮

している人が生活保護に陥らないように、その前の段階でできるだけ早く自立できるよ

う相談に応じ支援へとつなげるものです。 

 本市におきましては、この法律の必須事業としまして、自立相談支援事業、住居確保

給付金の２つの事業のほかに、任意事業としまして、就労準備支援事業、一時生活支援

事業、家計改善支援事業、学習支援事業の計６事業を行なっております。 

 その中で田議員お尋ねの就労準備支援事業について事業が始まってからの実績を申

し上げますと、平成２７年度支援者２名で、委託料５３５万４,０００円、平成２８年

度支援者５名で、委託料４４４万７,０００円、平成２９年度支援者６名で、委託料４

４４万７,０００円、今年度は４名の支援を行なっており、４４５万３,０００円の委託

料の予算ですが、これには３分の２の国からの補助がございます。 

 平成２７年度の法律の施行以来、本年度も含め延べ１７名の方の支援を行なって、２

名が就労をするにとどまっておりますけれども、今後、効率性を高めるよう見直しを行

ない、平成３１年度からは、生活保護者への適用も図ってまいります。これにより広く

自立に向けた支援ができると考えております。また、就労準備支援事業を含め、さまざ

まな事業を行っておりますので、市民への周知を図っていきたいと考えております。 

 以上でございます。 
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○議長（中尾嘉男君） 田真樹子さん。 

○２番（田真樹子さん） ありがとうございました。 

 生活が苦しい、就職が決まらない、人と接するのが苦手、病気や障害で悩んでいる

方々１７名が生活保護に陥らないように支援してはいただいておりますが、これまでの

４年間で合計１,８７０万円の委託料がかかっております。３分の２が国からの補助と

はいえ、玉名市では３分の１の６２３万円をかけて２名の就職決定というのは、就労準

備支援事業に関しての費用対効果を見ますといい方向に進んでいるようには考えにくい

のではないでしょうか。平成３１年度には生活保護者も踏まえて事業をされるという答

弁でしたので、ふえる可能性も見込まれますが、やはりまだまだこの事業を御存じでな

い方が多いと考えられます。今後周知の方法を課の皆さんで考えてみられたらどうでし

ょうか。 

［田真樹子さん パンフレットを示す］ 

○２番（田真樹子さん） このような立派なパンフレットが準備されておりました。

こちらには御本人様へと書いてあります。ちょっと読ませていただきます。 

 御本人様へ。 

 これから先のことが不安。どうやって生活していくか悩んでいる。こんなはずじゃな

かったなど、生活の困りごとや不安を相談しませんか。私たち就労準備支援事業スタッ

フがあなたの社会生活と就労に向けてお手伝いをします。 

 そしてご家族の皆様へとして、 

 家族のことだからこそ、なかなか人に言えない。相談できなかった。ひとりで悩みを

抱え込んでしまっているなど、そんな家族ならではの悩みを話してみませんか。心が少

し軽くなるかもしれません。御相談お待ちしております。 

 という、このような立派なパンフレットが準備されております。この立派なパンフレ

ットを例えば、病院、調剤薬局に置かせていただく。掲示板に貼らせていただく。民生

委員さんにお伝えする。お渡しする。教育委員会など多方面にお伝えすることで、まず

は多くの市民に知っていただき、相談に足を運んでいただき、指導員が訪問したりする。

後に今までより多くの方に支援を受けていただくことができる。長い間、引きこもって

働けなかった家族が働き始めたら、家族への負担が減って家庭内が明るく豊かになるの

ではないでしょうか。生活保護受給者も減れば、年間受給者にかかる医療費も含めて１

０億円かかっております分にも多少なりの変化は出てくることと思われます。平成３１

年度は費用対効果がしっかり実績として出ますよう、周知に力を入れてはいかがでしょ

うか。また、１年後に確認させていただきます。 

 では次に、就労支援事業についてお尋ねいたします。１０月に滋賀県野洲市へ１年待

ちで会派視察へ行くことができました。この野洲市は生活困窮者支援で実績を出されて
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いるので、行政視察がとても多く、予約がなかなか取れない自治体なのです。野洲市で

は今まで話しておりました準備支援事業は取り組まれておりませんでした。お金がない

のでとしきりに言われておりました。任意の事業まで玉名市には取り組んでいただき、

生活困窮者支援に対しての熱意が感じられて、本当にありがたい限りです。野洲市では、

就労支援事業での就職決定者数の平成２９年度実績は９２名と言われておりました。 

 では、ここで再質問させていただきます。就労支援事業について、玉名市の就労決定

者数、そして実績もお聞かせください。 

○議長（中尾嘉男君） 健康福祉部長 松野信生君。 

○健康福祉部長（松野信生君） 田議員の再質問、就労支援事業についてお答えいた

します。 

 自立相談支援機関である本市は、非常勤の就労支援員が１名おります。自立相談支援

対応の中で、就労を希望されている方に対して、ハローワーク玉名と連携し、相談者に

合った就労支援を行なっております。支援中に連絡が途絶えたり、就労のマッチングに

時間がかかるなど、さまざまな相談者がおられますけれども、年齢層も２０代から７０

代と幅広い方を支援しているのが現状でございます。 

 これまでの実績を申し上げますと、本法が施行された平成２７年４月から本年１１月

末までに就労支援を依頼された方は１１５名、そのうち就労決定者は８６名でございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 田真樹子さん。 

○２番（田真樹子さん） ありがとうございました。 

 野洲市では平成２９年のみで９２名、玉名市では４年間で８６名、単年度だと２１名

ということになります。野洲市の人口は５万８７７人と玉名市より１,６００人ほど少

ないです。滋賀県認定産業団地である工業団地が２カ所もあり、働く場に地域性で大き

く違いがあり、玉名市と野洲市の比較は簡単にはできないと思います。ただ、ハローワ

ークとの連携だけではなく、就業支援について、市役所の中でももっと連携できる部署

はないか検討するなど、今後さらに力を入れてほしいと思います。よろしくお願いいた

します。 

 では、次の質問に移らせていただきます。 

［２番 田真樹子さん 登壇］ 

○２番（田真樹子さん） （２）玉名市生活安心ネットワーク委員会の実施状況につ

いてお尋ねいたします。自立支援事業のところでもお伝えさせていただきましたが、多

方面からの周知、多方面からの情報収集で見えてくるとともに、意見やアイディアが出

るといったやり方は効果的と思われます。玉名市では生活安心ネットワーク委員会とい
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って、１７の課で庁内の連携を取るために実施されておりました。今年度の状況をお聞

かせください。 

○議長（中尾嘉男君） 健康福祉部長 松野信生君。 

○健康福祉部長（松野信生君） 議長。 

○議長（中尾嘉男君） そこでいい、そこで。議員がまちごうとったとよ。 

○２番（田真樹子さん） 済みません。 

○健康福祉部長（松野信生君） 田議員の玉名市生活安心ネットワーク委員会の実施

状況についてお答えします。 

 玉名市生活安心ネットワーク委員会は、玉名市生活安心ネットワーク委員会設置要綱

第１条の社会問題化している自殺、生活困窮、人権侵害等の市民生活に関する深刻な問

題に対し、関係各課が連携し問題を解決するための積極的な施策の推進及び生活再建へ

向けての適切な支援を図るため設置されたものです。 

 過去４年間の実施状況について申し上げますと、平成２７年度５回、平成２８年度４

回、平成２９年度４回、今年度はまだ実施しておりません。 

 今後の状況、言ってよろしいですかね。 

 これまでの１３回の内容を分類しますと、自律的な困難事例、職員研修的要素が高い

もの、先進自治体の紹介等でございます。これらを分析しますと、本来問題解決を図る

場である会議の趣旨から離れつつあると判断したため、本年度は一時休止しているとこ

ろでございます。また、庁内的にも各課厳しい業務をこなしている勤務状況の中で、委

員会の対象部下も精査する必要がありますし、仕事の効率性、有効性を目指す中におい

て、現状の形態のままでの運営は厳しいと考えております。しかし、生活困窮者自立支

援制度におきまして、庁内ネットワークの必要性はありますので、効果のある部分、例

えば、多問題家族のような自立的な困難事例に対する対応につきましては、委員会を開

催するなど、継続し、職員研修的意味合いが濃い部分につきましては、本来の担当課で

行なうなど、今後庁内的に見直しを行なってまいります。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 田真樹子さん。 

○２番（田真樹子さん） ありがとうございました。 

 玉名市生活安心ネットワーク委員会の要綱第２条には次のように定めてあります。 

 「第２条、委員会は次に掲げる事項を所掌する。１、問題の解決のためのネットワー

クの形成及び具体的な施策に関すること。２、問題の発生の未然防止のための啓発活動

に関すること。３、職員の知識、習慣、相談、対応、支援策などの向上に関すること。

（４）全３号に掲げるもののほか、問題の解決のために必要と認められること。」 

 つまり組織づくり、それを動かす人づくりのための委員会であり、これまで実施され
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てきた内容が本来の趣旨から離れているものとは思えません。職員研修的意味合いが濃

くても、問題があるようには思えません。また、これまでの職員研修的意味合いが濃い

部分があったのは、この委員会の基礎をつくる時間だったのではないでしょうか。仮に、

本来職員研修で行なうほうがよい内容であれば、その担当課が速やかに実施すればよい

のですが、実施されないからこの委員会がその役割を担ってきたのではないでしょうか。

私は平成２９年度第４回会議を傍聴させていただきました。１つの問題について、各課

で意見を出し合う中で、気づきや提案を１７の課が共有できるといったすばらしい取り

組みの場があることに感激いたしました。この玉名市生活ネットワーク委員会は、生活

困窮者自立支援制度のためだけに設置されているのではありません。そういう認識があ

る職員がいるのであれば、とても残念なことです。職員の人材育成、縦横の連携を図る

組織づくり、基本的に必要なことがこの委員会にあると、私は確信しております。まず

はこの委員会の重要性と正しい理解を庁内で広めることが急務だと考えます。 

 副市長が福祉部長時代には、毎回参加されていたとお聞きしており、よく御存じのこ

とと思いますが、この委員会のことを十分に知らない管理職の方がいらっしゃると思い

ます。まずは管理職の方々に１度は参加してもらうことも効果があるのではないでしょ

うか。要するに、市民の困りごとの解決、支援のためのネットワーク委員会では、いつ、

何時対応に迫られるかわかりません。そういったことに備えて、職員の対応、スキルア

ップも含め開催すべきではないでしょうか。 

 ここで市長にお尋ねいたします。一度この委員会を参観していただきたいのですが、

タイミングが合えば御参加いただけますでしょうか。 

○議長（中尾嘉男君） 市長 藏原隆浩君。 

○市長（藏原隆浩君） 質問にお答えします。 

 タイミングが合えば、ぜひとも参加したいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 田真樹子さん。 

○２番（田真樹子さん） ありがとうございます。 

 では、引き続き質問に移ります。 

 玉名市における消費生活の条例についてお尋ねいたします。会派視察で行きました滋

賀県野洲市は、生活に立ち行かなくなった市民への支援がどこの自治体よりも進んでお

ります先進地でございます。そこで野洲市くらし支え合い条例を御紹介いただきました。

こちらがそのときいただいたパンフレットでございます。 

［田真樹子さん パンフレットを示す。］ 

○２番（田真樹子さん） 野洲市では、相互関係を把握し、一体的な解決を目指して

「おせっかい」を合い言葉に、総合力を効果的に発揮するような仕組みを築いてこられ
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たそうです。これまでの取り組みを生活困窮者予防に着目して、この条例を制定された

そうです。「売り手よし、買い手よし、世間よし」という近江商人の三方よしの精神が

「事業よし、消費者よし、地域よし」の考えとなっていること、これまた感激いたしま

した。条例の内容は、１、三方よし経営を推進します。２、消費者トラブルに対する解

決力を強化します。３、消費者トラブルの未然拡大防止に取り組みます。４、見守り活

動を強化します。５、訪問販売を行なうのには登録が必要。この条例が平成２８年１０

月より施行されておりました。 

 では、ここでお尋ねいたします。玉名市独自の消費生活条例はございますでしょうか。 

○議長（中尾嘉男君） 健康福祉部長 松野信生君。 

○健康福祉部長（松野信生君） 田議員の玉名市における消費生活の条例についてお

答えします。 

 田議員の玉名市独自の消費生活の条例はあるのかの御質問にお答えします。現状に

おきましては、玉名市独自の消費生活条例はございません。 

 以上でございます。 

○２番（田真樹子さん） もうちょっとあるんですかね。 

○健康福祉部長（松野信生君） よろしいですか。 

○２番（田真樹子さん） お願いします。 

○健康福祉部長（松野信生君） 県内１４市の状況を見ましても、市独自の条例を制定

している自治体は、政令指定都市の熊本市のみでございます。 

 現在、本市では消費生活相談の対応の窓口として、玉名市消費生活センターを設置し

ており、５名の非常勤職員がローテーションを組み市民からの消費生活相談に対応して

おります。新規の相談件数を見てみますと、平成２７年で３５２件、平成２８年度で２

７７件、平成２９年度で３８６件となっております。 

 その主な内容は、架空請求、契約トラブル、通信販売、訪問販売等で、近年若年層か

ら高齢者に至るまで、その内容も多様化、複雑化しております。トラブルに遭われた

方々も知識不足であったり、高齢による認知機能の低下等さまざまな事情をかかえてお

られまして、また、それらに対応する相談員の業務も多忙を極める状況となっておりま

す。その中で、事業者に対しまして、指導を求められるケースもありますが、現状では、

県条例がありますので、県からの指導となります。こうした指導を市で行なうには、市

で独自に条例化する必要がございますので、今後の他市の状況等を踏まえ、検討させて

いただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 田真樹子さん。 

○２番（田真樹子さん） ありがとうございました。 
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 相談件数も２７７件から３８６件もあっているとは驚きでした。今後さらに高齢者も

ふえてまいりますし、もちろん相談者を今よりも守るために条例の準備を進めてもらえ

たらありがたいです。 

 では、再質問です。２年も前から取り組まれ、現在も施行中で先進地として進まれて

おります野洲市の条例を参考に玉名市でも玉名市オリジナルルールづくりへの取り組み

をされてはどうでしょうか。 

○議長（中尾嘉男君） 健康福祉部長 松野信生君。 

○健康福祉部長（松野信生君） 田議員の再質問についてお答えします。 

 消費者を守るための独自の取り組みに関してでございますが、野洲市を参考に見てみ

ますと、販売事業者の事前登録制のシステムを取り入れておられますけれども、民民の

活動を制限することにもつながりかねないこと等、さまざまな問題があるように思われ

ます。現在の一般的な販売方法は多様化し、電話での勧誘であったり、インターネット

による販売など、登録型によっては対象とすることが困難なケースが多くを占めている

環境にあります。また、事前登録を行なった事業者が個人宅へ訪問販売に訪れた場合、

登録済みの事業者ということのみをもって信用してしまい、だまされるようなケースも

考えられ、登録型ではカバーできない部分が存在し、限界があるように思われます。 

 野洲市と同様な消費生活に関する独自の取り組みが、当市における消費者トラブルの

解消につながるかどうかにつきましては、よく検証する必要があり、当面は現状と同じ

く消費者を守るための消費者基本法等の現行手法によって消費者トラブルの解決方法を

見いだし、対処してまいります。野洲市の先進的な取り組みにつきましては、今後も参

考にしたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 田真樹子さん。 

○２番（田真樹子さん） ありがとうございました。 

 滋賀県では「三方よし」、熊本県では「肥後の引き倒し」といいます。これからは、

肥後の引き倒しはなくして、玉名市も「行政よか、市民よか、玉名市よか」の三方よか

を掲げ、新たな年を迎えていきましょう。 

 今後、相談現場の声が正しく反映された玉名市の地域性やニーズに合ったオリジナル

ルールの御検討をお願いいたしまして、次の質問に移らせていただきます。 

［２番 田真樹子さん 登壇］ 

○２番（田真樹子さん） ２、玉名市の伝統工芸、特産物について。大河ドラマの盛

り上がりとともに玉名市をＰＲするために、日本で初めてを観光資源ととらえ、玉名市

の魅力となるように進めていけたらと考えます。いよいよ１月６日には大河ドラマいだ

てんの放映がスタートし、１２日には旧庁舎跡地に大河ドラマ館がオープンいたしま
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す。ウェブ掲載店舗には、飲食店は４５店舗、お土産店は２７店舗の登録があるよう

で、じわじわと玉名市のスタートダッシュが見えてまいりました。この千載一遇、千年

に１度しか巡り会えないほどまれな機会、この大チャンスが「何てことなかったね。」

てことにならないように準備、段取りを玉名市民が一丸となって進めていくことが必要

です。観光客の楽しみの一つに土産物がありますが、何をおすすめされるのでしょう

か。全国人気土産物ランキングを見てみましたら、１位岩手県南部鉄器、２位佐賀県有

田焼、３位、石川県の九谷焼でした。染め織り品ランキングですと、１位石川県の加賀

友禅、２位名古屋市の有松絞りと記載されておりました。加賀友禅は地域ブラントとさ

れておりますし、有松絞りは４００年の歴史があるということでした。がしかし、玉名

市の伝統工芸品高瀬木綿絞りの歴史は４００年以上前と分かっております。高瀬木綿絞

りの歴史が今、こうして話すまでの道筋をつくられたのは、博物館入り口付近にありま

す銅像、初代歴史博物館会長の田邊哲夫氏なのです。すでに亡くなられて１８年が経っ

ております。金栗先生もそうですが、自分がこうやって今取り上げられて田邊先生もあ

ちらの世界でたまがっとんなはると思います。始まりは１９９０年今から２８年前に発

行されました本を田邊先生が読まれて、高瀬木綿絞りが日本で一番古い絞り木綿と知っ

たというところからでした。その話を得意げに熊本日日新聞の文化部の方に話すと、先

生が忘れられたころに突如として平成６年７月５日、熊本日日新聞新生面に掲載された

そうです。今回の大河ドラマのように降ってわいたことが２４年前にもあったようで

す。当時の田邊先生がそれをさらに調べると、これも江戸時代初期に書かれた文書に名

古屋の有松絞より前に、肥後名物高瀬木綿絞りと書かれておりました。ランキング２位

の名古屋の有松絞よりも前にあった木綿絞り、すなわち、高瀬は木綿絞りの発祥の地な

のです。そもそも私は、高瀬絞りを知りませんでした。６月議会で私が持っているバッ

グを市長が「それ高瀬絞り。」と聞かれるまでは、私は知りませんでした。ちょっとそ

れを見せます。 

［田真樹子さん バッグを示す］ 

○２番（田真樹子さん） 覚えてらっしゃいますでしょうか。 

 これを私が持っておりましたら、市長がにっこり笑って「高瀬絞り。」と聞かれたの

でした。 

 もう私はまだ玉名市のことを知らないから、勉強しなきゃいけないなと思っておりま

したら、体験があることを知りまして、１１月１８日、高瀬木綿絞り体験に行きまして、

今日に至ります。 

［田真樹子さん 巾着袋を示す］ 

○２番（田真樹子さん） そしてその体験でつくった巾着袋です。上手にできている

と思いますが、これはにせものになります。後日、熊本日日新聞にこの体験のことが掲



 － 175 －

載されました。そこには、日本 古の高瀬絞り、幻の伝統工芸を継承していこうと、歴

史博物館が体験を開きましたと書かれておりましたが、この玉名市が発祥の地ならば、

高瀬木綿絞りに今からでも宣伝に力を入れて、これを玉名市の魅力ある伝統工芸品とし

て押し上げる価値があると考えます。そしてここで本物の高瀬絞りをお見せいたしま

す。 

［田真樹子さん 高瀬絞りを示す］ 

○２番（田真樹子さん） これは合併前、玉名市の閉会式があったそうです。そのと

きの記念の品に高瀬絞りが準備されていたそうです。ちゃんとこうやってついてるんで

すけど、このような感じで、高瀬絞りでこちら北本議員から借りましたけど、高瀬絞り

のハンカチになります。こんな見えますね、きれいに模様が描かれたハンカチ、それと

その平成６年に熊本日日新聞に出て、一時期盛り上がったんですよね、ＪＣ（青年会議

所）の法被のほうにもなって。 

［田真樹子さん 法被を示す］ 

○２番（田真樹子さん） こんな立派な法被もつくられておりました。このように、

紳士のビジネスハンカチ、手ぬぐい、のれん、Ｔシャツ、トートバッグ、コースター、

テーブルクロスなど、ほかいろいろとつくれるのではないでしょうか。先日、縫製会社

へ協力のお願いに伺いましたら、縫製会社のほうも受け入れてもいいよといういい返事

をいただきました。 

 そしてもう１つ、歴史物語がある物産品を御紹介しておきます。伊倉の銘菓「松の

雪」です。御存じの方も多いかと思いますが、１５６３年に伊倉の浜に流れ着いたポル

トガル人が伊倉の商人に助けられたそうです。よくしてもらったお礼にポルトガルのお

菓子をつくってくれたのが松の雪の原形だそうです。伊倉の八幡宮の松にかかる雪を見

て、詠んだ句「猿飛んで ひと枝青し 松の雪」と松にかかる雪がそのお菓子の姿に似

ていたことで、松の雪という名になったそうです。このようなストーリーがあってこそ、

その土産が特別な土産に変わるのだと思います。 

 ２例を挙げましたが、伝統を大事にして、長い歴史と物語を含めて玉名市の名産とし

て新たに、そしてともに盛り上がりたいと思います。 

 済みません、長くなりましたが、ここでお尋ねいたします。 

 １、日本全国から足を運んでいただく観光客の方々へ旅の記念、そして思い出として、

玉名市としては土産物で伝統工芸品や物産品を手にしていただく施策はございますでし

ょうか。 

○議長（中尾嘉男君） 産業経済部長 松本忠光君。 

［産業経済部長 松本忠光君 登壇］ 

○産業経済部長（松本忠光君） 田議員の玉名市の伝統工芸品、特産品についての玉
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名市の伝統工芸品、特産品を手にしてもらうための施策はについてお答えいたします。 

 現在、本市には、玉名市の特産品を販売する事業者が加入している玉名ブランド物産

協会という団体がございます。市と協会が相互に協力し合い、物産展やイベントへ出店

するなど、玉名市の特産品の販売を通して玉名市のＰＲに努めております。そして議員

が言われるとおり、高瀬絞りにつきましては、伝統工芸を継承していこうと体験会など

が開かれており、本市といたしましても高瀬絞りは玉名市の特産品としての可能性を秘

めていると考えております。 

 先ほどのお話の中で、田議員が協力をお願いされた縫製会社と工芸家のお話があり

ましたが、今後製品としての生産、販売体制が整えば、大河ドラマの盛り上がりを生か

し、ほかの特産品事業者同様に市のホームページやさまざまな観光冊子、観光ウェブサ

イトにＰＲしていきたいと考えております。また、田議員が参加されたような高瀬絞

り体験に関しましても、ほかの伝統工芸を含め、見て、触れて、感じることができるよ

うな体験場所及び御指導いただける体制が整えば、着地型観光の素材の一つとすること

も可能ではないかと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 田真樹子さん。 

○２番（田真樹子さん） 前向きな答弁をいただきましてありがとうございました。 

 次に、大河ドラマ館の館内で伝統工芸品づくり、体験や特産品を手にする場を設け、

たくさんの観光客の方々にさらなる玉名市の魅力を知っていただきたいと思います。 

 ここでお尋ねいたします。（２）大河ドラマ館内での体験コーナーはありますでしょ

うか。西郷どんの大河ドラマ館では、衣装を着て写真撮影をするなど、楽しいことを企

画されておりました。玉名市の伝統工芸の体験について計画がありますでしょうか。 

○議長（中尾嘉男君） 産業経済部長 松本忠光君。 

○産業経済部長（松本忠光君） 議員御質問の大河ドラマ館内の体験コーナーはについ

てお答えいたします。 

 まず、来年１月１２日に開館するいだてん大河ドラマ館は、出演者のパネルや撮影セ

ットの一部再現、ロケのメイキング映像の上映、金栗四三氏の生涯などを３６０度見渡

すことのできるシアターなどを設けることで、多くの来訪者にドラマの世界観を楽しん

でいただく施設となっております。このように大河ドラマ館は、ＮＨＫ大河放送の世界

観をより忠実に、そして多くの方々に親しんでいただけるよう展示物等を配置設置する

ため、議員御提案の特産物や工芸のコーナーを設けることはできませんが、併設して建

設する物産販売所での特産品の販売や敷地内にある屋外のイベント広場または隣接する

玉名市文化センターの会議室等を活用することで、本市の伝統工芸について学び、体験

できる会場を設けることは可能と考えます。大河ドラマ館には、全国から多くの方々が
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お越しになることが想定されることから、玉名地域の特産品や伝統ある工芸品等をＰＲ

できるよう、着地型観光の推進の観点からもさまざまな取り組みを検討してまいります。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 田真樹子さん。 

○２番（田真樹子さん） またも前向きな答弁をありがとうございました。 

 私は予想を上回るおもてなしをしたいと考えておりますので、週末には市民ボランテ

ィアで顔を出したいと思っております。 

 では、 後にお尋ねいたします。（３）千載一遇の大チャンスの到来の後に、一過性

で終わらず定着するよう、再来年には大河マラソンが計画されておりますが、そのほか

何か計画がございますでしょうか。 

○議長（中尾嘉男君） 産業経済部長 松本忠光君。 

○産業経済部長（松本忠光君） 議員御質問の大河ドラマを契機としたフルマラソン以

外の計画についてお答えいたします 

 まず、現在、金栗氏の御遺族から寄贈いただいた住家とその離れを金栗氏ゆかりの地

として観光拠点の一つとなるよう整備を進めているところです。具体的には、離れでは

秘蔵写真や掛け軸などの書、着衣等を展示する予定であり、多くの来訪者の方に金栗氏

の人となりなどを紹介するとともに、現在要請を行なっておりますおもてなしガイドの

拠点としての利用を考えております。また、今月１日には熊本県と玉名市、和水町、南

関町で金栗氏の母校筑波大学とスポーツを通し地域活性化につながる連携協定を締結い

たしました。今後は健康やスポーツなどをテーマに広く地域活性化や観光振興につなが

る取り組みを実施していきたいと考えております。さらに、金栗氏が創設された箱根駅

伝の地元、箱根町と連携した取り組みも進めており、本年度中に協定の締結を行なうこ

ととしております。 

 このように、この機会を逃すことなく、将来につながるさまざまな仕組みづくりを進

めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 田真樹子さん。 

○２番（田真樹子さん） 先では金栗ゆかりの地を拠点として健康、スポーツをテー

マに地域活性化観光振興につながる取り組みを実施していきたいなど考えていただいて

おりました。「何てことなかったね。」てことだけはないように、先を準備しつつ手前を

進めていきましょう。 

 数日前に、熊本県伝統工芸館を訪ねてまいりました。もしかして高瀬木綿絞りがある

のかもしれないと思って行ってまいりましたが、結果はありませんでした。ここに置い

ていただくために何が必要なのかをお尋ねいたしました。それは３０年以上の歴史があ



 － 178 －

って、今現在作家さんがいて、後継者がいる。そして商品化されていて、玉名市の商工

会より申請を出し、その後県工芸館側が改めて条件を調べ直して県の登録となるそうで

す。私の話を聞いていただいただけでそれは登録できますよと言っていただきました。

玉名市の歴史を築いてくださった先人たちの思いを、この千載一遇の大チャンスに思い

っきりかけてみる価値があるのではと考えております。来年は高瀬絞りのシャツを全市

役所職員、議員が着て、色は藍染めの紺色に赤も紫もあります。そして高瀬商店街には、

高瀬木綿絞りののれんが掛けてある町並みを目指されると風情もありとてもすてきだと

思います。残念ながら途絶えている玉名の伝統工芸、特産物の掘り起こしも観光課、地

域振興課、ふるさとセールス課の御協力をいただきながら、これまでよりも魅力ある玉

名市をともに目指してください。 

 後に、日本で初めて世界１周をした高瀬出身の木村鉄太氏、１８６０年日米修好通

商条例の批准で、日本 初の外交使節団としてアメリカからヨーロッパへ通訳として随

行して回り、日本で初めて世界一周をしたと調べられております。この木村鉄太氏も取

り上げてほしいと希望いたしまして、本日、私の一般質問は終わらせていただきます。

ありがとうございました。 

○議長（中尾嘉男君） 以上で、田真樹子さんの質問は終わりました。 

 議事の都合により、暫時休憩いたします。 

午後 ３時０９分 休憩 

―――――――――――――――――――――― 

午後 ３時２６分 開議 

○議長（中尾嘉男君） 休憩前に引き続き、会議を開き、一般質問を行ないます。 

 ３番 吉田憲司君。 

［３番 吉田憲司君 登壇］ 

○３番（吉田憲司君） 皆さんこんにちは。３番、創政未来の吉田憲司です。 

 傍聴席の皆様、インターネット、それからひまわりテレビを御覧の皆様、いつもあり

がとうございます。よろしくお願いします。 

 今日、私はまずおめでたい話を２つしたいと思います。 

 まず、１つ目は、市長が必死に探しておられましたタマにゃんの指揮棒がようやく見

つかって、私もほっとしております。本当におめでとうございました。 

 それからもう１つは、先月、プロ野球のドラフト会議がありまして、そして玉名市か

ら久々にプロ野球選手が誕生いたしました。玉名工業高校ＯＢの荒西祐大投手です。天

水中学校から玉名工業高校、そしてホンダ熊本。そして今回オリックスから３位指名を

受けられました。即戦力として期待をされています。本当に頑張っていただきたいとい

うふうに思います。 
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 今年は、ドラフト会議は優秀な高校生が多かったように思います。私も高校球児でし

た。高校在学中２年の夏と３年の春、甲子園に行きましたが、ベンチには入っておりま

せん。あのころはベンチ入りが１５人だったんですよ、甲子園ですね、１５人。今は１

８人です。 

［「確か１６人だったろ。」と呼ぶ者あり］ 

○３番（吉田憲司君） ああ、そうだったですか。 

 確か１５人で、今が１８人なんですけど、今だったらひょっとしたら入っとったかな

と、ちょっと思います。だったらこの場所にいなかったかなというふうに思います。 

 今年のドラフトの目玉といえば、大阪桐蔭高校の根尾選手ですね、彼は中日から１位

指名を受けました。そして彼はショート、ピッチャーもこなします。甲子園では３本の

ホームランを打ちました。そのうちの１本が金足農業高校ですね、吉田輝星投手から１

本打ってるんですよ、これが。もっとすごいことがありまして、彼は野球部ではただひ

とり、大阪桐蔭高校の成績が一番上のクラスに在学をしております。文字通りの文武両

道です。この根尾選手がいつも読んでいる本が、愛読書が「思考の生理学」という本

で、これは東大生とか、それとか京大生が読む文庫本ランキングの常に上位にある本だ

そうです。この本の中には、人間はグライダー人間と飛行機人間の２つのタイプがある

と書かれているそうで、グライダーは風を受けないと飛ぶことができない。すなわち、

人間でいうと指示ばされんとうまく動けないという人らしいんです。もう一方で、飛行

機人間は、自分で自発的に問題提起をして、自由に思考を巡らせて答えまでたどり着け

るというのが飛行機人間だそうです。そしてその本の中で一番重要なことが、未来を読

む力、未来を読む能力だそうです。だから根尾君は、ショートば守っとっても、次この

辺にくっとじゃなかつかなと多分わからすとだろうと思うとですよね、だけんそれがフ

ァインプレーになると、多分そうじゃないかなと、私は思っています。 

 これまたすごいのが根尾選手のお父さん。お父さんはその大阪桐蔭高校の野球部の寮

に毎月２０冊の本をずっと送り続けられて、やっぱりアスリートというのは、体だけじ

ゃなくて、頭とか心、そういうのも鍛えてるんだなと、磨いてるんだなと思いました。

私は読書があんまり得意ではありませんでしたので、学生のころにもっと本を読んでお

けばよかったなというふうに後悔をしております。まさに鉄は熱いうちに打てだと思い

ます。 

 それでは、本つながりであれなんですけど、 初の質問は、玉名市の図書館について

であります。現在、玉名市文化センター内にあります市民図書館、それから横島図書

館、岱明図書館、天水図書館の４つがあると思いますが、それぞれの現在の蔵書数、年

間の来館者数、また、どういった年齢層の方が多いのか、そして貸し出し冊数の現状に

ついて、まずお伺いをいたします。 
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○議長（中尾嘉男君） 教育部長 戸嵜孝司君。 

［教育部長 戸嵜孝司君 登壇］ 

○教育部長（戸嵜孝司君） 吉田議員の各図書館の現状についてお答えいたします。 

 玉名市内の図書館は今年の７月に新たに開館した天水図書館を加えて４つの図書館が

ございます。 

 まず初めに、各図書館の蔵書数の現状、平成３０年１０月１日現在で、市民図書館約

１４万冊、岱明図書館約４万１,０００冊、横島図書館６万５,０００冊、天水図書館１

万１,０００冊となっております。 

 次に、来館者の状況についてですが、まず、玉名市民図書館は公民館との複合施設で

あるため、来館者の把握ができませんので、利用者数でお答えをいたします。平成３０

年度の４月から１１月末日までが４万７,２３８人、岱明、横島、天水図書館の来館者

は、岱明図書館１万６,１１１人、横島図書館１万９,５２２人、天水図書館、本年７月

開館ですので、７月から１１月末日までの人数で３,００２人となっております。 

 次に、各図書館の利用者の年齢層について、平成３０年度の１１月末日の実績で、玉

名市民図書館の も多い年齢層は０歳から６歳までで、全体の３２.６％、岱明図書館

では６０歳以上が全体の３２.６％、横島図書館でも６０歳以上の方が２４.２％、天水

図書館においても６０歳以上の方が４１.０％となっております。 

 後に、各図書館の貸し出し冊数についてですが、平成３０年度の４月から１１月末

日までの実績で玉名市民図書館で１３万５,３６７冊、岱明図書館４万３,６８３冊、横

島図書館４万６,１４０冊、天水図書館は７月から１１月までの期間で６,０５０冊とな

っております。 

 以上です。 

○議長（中尾嘉男君） 吉田憲司君。 

○３番（吉田憲司君） 答弁をいただきました。 

 年齢層がちょっとおもしろい結果が出てるなというふうに思いました。玉名市民図書

館のほうはちっちゃい子どもたちが多いのにほかのところは高齢者が多かったというと

ころで、ありがとうございました。 

 この４つの図書館の中で、岱明図書館が昨年の４月に、それから天水図書館が今年の

７月に先ほど言われましたとおりオープンをしました。この新しい２つの図書館なんで

すけども、以前と比べて来館者数、それから貸し出し冊数に変化があったのか、なかっ

たのか。その変化があったんであれば、その要因をお伺いしたいというふうに思いま

す。 

○議長（中尾嘉男君） 教育部長 戸嵜孝司君。 

○教育部長（戸嵜孝司君） 新岱明図書館と天水図書館についてお答えいたします。 
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 まず、新しくできました岱明図書館は、岱明町公民館の同一敷地内に隣接していたも

のを平成２９年４月に現在の岱明支所の２階に移転し、新設された図書館でございま

す。旧岱明図書館の延床面積が３８８平方メートル、現在の延床面積が１,１０７平方

メートルとなり、延床面積では２.８倍となっている状況でございます。蔵書冊数によ

る比較では、旧岱明図書館で３万９,０００冊であったものが、新岱明図書館で現在、

約４万冊となっております。来館者の延べ人数の比較ですが、旧岱明図書館では３万

４,０００人、新岱明図書館では約６万人となっております。 

 次に、旧天水図書室と新天水図書館の現状についてでございますが、旧天水図書室

は、天水町公民館の図書室として開設されておりました。延床面積が約１３６平方メー

トル、新天水図書館においては延床面積で約３７２平方メートルとなっております。面

積を比較すると、これも約２.７倍となっております。蔵書冊数による比較では、新旧

ともに約１万１,０００冊となっておる状況でございます。来館者の延べ人数の比較で

すが、旧天水公民館図書室は公民館内にある図書室であるために来館者の把握ができて

おりませんので、貸し出し冊数でお答えしますと、平成２７年度の実績で２,０６１冊

でありました。新天水図書館の平成３０年７月開館から１１月末日までの貸し出しの冊

数は実績で６,０５０冊となっております。 

 岱明、天水図書館ともに、敷地内のスペースが増加したことで利用しやすい環境、そ

れから読み聞かせなどができる部屋などの充実により、来館者の増加につながったこと

が考えられます。 

 以上です。 

○議長（中尾嘉男君） 吉田憲司君。 

○３番（吉田憲司君） 答弁をいただきました。ありがとうございます。 

 集約をしたりとか利用をしやすくなって、読み聞かせのスペースもできたということ

で、来られる方がふえたということで、これ確かにいいことだと思います。 

 岱明図書館も天水図書館も本当間取りも広くなって、明るくなりましたね。そこでも

う一つ図書館を違う角度から検証してみたいというふうに思います。どこの図書館にも

学習スペースといいますか、自習スペースがあると思います。この４つの図書館にもあ

ります。一番新しい天水図書館は窓際にカウンター形式の机があります。とても明るく

ていいなと思いました。ただ、職員の方に伺ったら、「ちょっと真夏は暑かとです

よ。」と言わしたとですよね、窓際。確かにそうかなと思いました。それと、乳幼児の

ための読み聞かせコーナー、これは新聞でも報道がありましたように、やっぱりたくさ

んの親子が来ておられます。 

 横島図書館は吹き抜けの図書館を２階のベランダ部分みたいなところに吹き抜けの図

書館全体を見られるようなところに学習スペースがあるんですけども、ただ、ちょっと
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狭くて席数が足らないかなというふうに、私は感じました。 

 次に、岱明図書館は、これは同じフロアにあります。ここは広くて教室形式なレイア

ウトになっていまして、ここもちょっと職員の方にお伺いをしたら、「放課後、それか

ら土日は結構児童生徒がここで勉強しています。」というお話がありました。また、天

水と同じように乳幼児向けの読み聞かせのスペースがあります。私も少し前の日曜日に

１回行ったんですけど、午前中にですね、そうしたら半分、そうですね、席が半分ぐら

いは埋まるぐらい子どもたちといいますか、小中学生が来て勉強をしていました。 

 そうして 後に玉名市文化センターの中にあります玉名市民図書館なんですけども、

ここの学習スペースは図書館から外れたところにあります。玉名市文化センターに行か

れると分かると思うんですけども、以前喫茶店というか、食堂があったところですね、

あそこに長机ばばって並べられて、そこに学習スペースがあるんですけど、勉強するに

はやっぱりちょっと暗いんですよね、それと空調はあるんですけど、区画がされてない

んで、熊本弁で言うとうっぽんぽんなんですよね、だけんが空調上についてるんですけ

ど、なかなかちょっと今の時期は寒いかなと思いました。 

 私もこの前、この一般質問の原稿ばそこで３時間ばっかりこう書きよったんですよ、

やっぱり寒かったですもんね。ちょっと目が 近老眼であれなもんで、やっぱり暗いか

なと思ってですね。要は区画がないということは、玉名市文化センターに来られる図書

館とか、ほかの会議室とか、研修室とかですね、来られる人たちの何て言うんですか、

おしゃべりとかですね、雑音とか、それとたまにあそこのホールで、大ホールで楽器の

練習とかばしよらすとですよね、そうするとやっぱりあそこで勉強している人は、「わ

あ」てちょっと、その楽器の練習ばすんなとはいいませんけど、「ああ、大変だろう

な。」と思います。そこはもうバリエーション広くて、小、中、高、大学生、もちろん

一般の方も利用をされています。大規模改修等も予定されているのかなと思いますけど

も、この環境整備をしていただいて、学習に集中できる快適な空間になればなと思って

います。ただ、すぐにはできないというふうに思いますので、当面の措置として、あの

研修室とか会議室がいっぱいあります。そこが空いているときは無料で開放するとか、

そういう知恵を出していただきたいというふうに思います。 

 本当たくさんの方が利用されていますので、そこの玉名市民図書館の学習スペースの

今後の改善策をお伺いしたいというふうに思います。 

○議長（中尾嘉男君） 教育部長 戸嵜孝司君。 

○教育部長（戸嵜孝司君） 議員の図書館の学習スペースについてお答えいたします。 

 現在の玉名市文化センター２階に学習自主スペースを設け、図書館の閉館日も開設

し、だれでも気軽に学習・自習ができるような環境づくりに努めております。また、７

月１日から９月中旬までの期間、例年多くの学生や生徒さんが利用され、手狭となって
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おりますので、同じフロアーの別会場に学習・自習スペースを増設してより多くの方々

に利用していただいているところでございます。 

 議員御質問の新たな学習・自習室を設けることができないかというふうなことです

が、玉名文化センター内にあります他の研修室等の講座等の社会教育活動に利用されて

おりますので、新たな学習・自習スペースをその研修室で設けると言うことは非常に厳

しい状況でございます。 

 しかしながら、利用者のニーズも変わってきていることから、将来的には図書館を含

めた玉名文化センター全体の改修も視野に入れながら、市民の要望に応えていくという

ことが必要であると考えております。改修時点が計画される中で、そのあたりも含めて

検討していきたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（中尾嘉男君） 吉田憲司君。 

○３番（吉田憲司君） 答弁をいただきました。 

 その改修のときに検討するということですけども、ぜひ、前向きな検討をお願いした

いというふうに思います。 

 確か記憶が定かではないんですが、いつかの文教厚生委員会で中学校だったか、小学

校だったかちょっとわからないんですけど、県の共通テストかなんかがあって、国だっ

たですかね、玉名市教育事務所管内の子どもたちの点数が若干ほかのところと比べると

低いんだよというお話がありましたよね。そういうこともちょっと頭の中に入れていた

だいて、今後その４つの図書館をどういった図書館にしたいのか。学習スペースも含め

たところで、どうしたら市民の皆様の利用がふえるのか。そういったところ、今後の図

書館の課題というか、どうあるべきかとか。こんな図書館にしたいんだというのがあれ

ば、お伺いをしたいと思います。 

○議長（中尾嘉男君） 教育部長 戸嵜孝司君。 

○教育部長（戸嵜孝司君） 先ほどの学習の子どもたちの成績の云々というふうな話は、

玉名市ではなくて、玉名管内でございますので。 

 今後の課題についてお答えいたします。玉名市の図書館では、平成２１年度に第１次

子ども読書活動推進計画というのを作成しております。その中でさまざまな事業の実施

をしてきておりました。しかしながら一定の成果はあったものの課題も残ることから、

平成２７年度からおおむね５カ年の計画として、第２次推進計画を策定し、家庭、地

域、学校において子どもが読書に親しむ機会の提供や子どもの読書活動を推進するため

の施設、設備等の充実、さらには子どもの読書活動への啓発、広報の推進などを目標に

さまざまな事業の展開を図っている状態でございます。また、図書館施設整備が進んだ

岱明図書館、それから天水図書館の両施設とも利用が増加する傾向となっており、今後
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増加傾向を継続するために、的確に市民ニーズ、住民ニーズを把握し、その時代に合っ

た運営面での創意工夫が必要不可欠であると考えております。 

 これからも各図書館において、利用しやすい、行ってみたいと思える図書館となるよ

う、来館者や市民からの要望や関係機関及び図書館協議会からの御意見等をお伺いしな

がら、子どもはもとよりさまざまな世代の方々に愛される図書館づくりに努めてまいり

たいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（中尾嘉男君） 吉田憲司君。 

○３番（吉田憲司君） 答弁をいただきました。 

 今、部長答弁の中に、時代にあった図書館というお話がありました。御存じの方も多

いと思いますけども、佐賀県の武雄市の図書館は、図書館の中にスターバックスが入っ

ております。開館時間は年中無休の朝９時から夜の９時までです。コーヒーの香ばしい

においに包まれながら本を読むというのは、私はあんまり読書得意じゃありませんけ

ど、もう至福の時間かなというふうに思います。 

 それから、会派の研修で兵庫県明石市に行ってまいりましたけど、きのう北本議員か

ら詳細なお話がありましたので、ざっとちょっとおさらいをしますけども、７階建ての

複合ビルの中にありまして、市役所の総合窓口、子ども健康センター、子育て支援セン

ター、市民図書館などがありました。図書館の下の階はマクドナルドが入っておりま

す。この市民図書館も朝の１０時から夜の９時までです。そして図書館の中には至る所

にいすとテーブルが置いてありまして、どこでも勉強したり調べ物をしたりすることが

できます。もっと驚いたのが、さらに集中して勉強をしたい人はガラス張りの学習スペ

ースがあるんですよ。そこがもうめっちゃもう人気が高くて抽選をしないと入れない

と、抽選して当たった人が入って、それが時間制で入れ替わるという、そういうところ

でした。別の階には子ども専用の図書館もありましたし、平日でしたけど、いろんな年

齢層の方が来られていてですね、やっぱり子どもから高齢者までとても学習意欲を高め

てくれるところだなと感じました。それからそこの図書館で借りた本はわざわざ図書館

まで返しに行かんちゃよかっですよ。市内の本屋さんに返すとよかっです。その市内の

本屋さんに返すと取りこらすわけです。回収にですね。ああ、それもいいシステムだな

というふうに思いました。やっぱり画期的なところはやっぱりちょっと違いますね、や

っぱり。そこで、図書館とその市内の本屋さんが共存共栄ばしよらすとですよね。なか

なかいい取り組みだなというふうに思いました。 

 私は公務員とか行政というのは、市民に対するサービス業であると思っています。そ

ういう観点からすると、玉名市の図書館も夕方６時に閉めるんではなくて、夜間も解放

するとかですね、先ほど部長答弁にもありました市民のニーズに合わせた運営をお願い
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したいというふうに思います。 

 それでは次の質問に移りたいと思います。 

○議長（中尾嘉男君） ちょっと吉田議員、待ってください。 

 本日の会議時間は、議事の都合により、あらかじめ延長いたします。 

 どうぞ。 

［３番 吉田憲司君 登壇］ 

○３番（吉田憲司君） ２つ目の質問は、フルマラソン大会についてであります。 

 さて、今度の日曜日、西郷どんが 終回を迎えます。この前の日曜日、西南戦争の

回、見られましたでしょうか、皆さん。 後に西郷どんとイトさんが抱き合うシーンが

ありましたね、泣かすシーンがですね、もう本当、私も涙が出そうになりました。今度

の日曜日の 終回は、正座をして見たいと思います。 

 これが終わりますと、いよいよ大河ドラマいだてんがカウントダウンに入ります。き

のう坂本議員も言われましたけども、ＮＨＫの予告編、スペシャルムービー、私はあれ

を見た瞬間、またこうわくわく感が増してきまして、「オリンピック、オリンピック」

て子どもが言うですもんね、そのあとに画面にさあ、初めてを始めよう、楽しいもう

か。「初めてを楽しもう。」というテロップが出てくるんですけど、そうしてあのビー

トたけしさんを初め大物タレントが続々とあの画面に出てこられて、勘九郎さんが主演

というところで、歌舞伎風の音楽が流れてきまして、たった３０秒ですけど、本当視聴

者が見たいなと思わせるような予告動画だったです。本当に楽しみです。さすが大河ド

ラマだなと思いました。そして第８話で自分が映っているかなと、そこもどきどき、わ

くわくでございます。予告編をまだ見ておられない方、ぜひ、ご覧いただきたいという

ふうに思います。 

 さて、玉名市の市議会議員のひとりとして、吉田憲司を加えていただき１年が経過を

いたしました。この１年間、藏原市長の千載一遇のチャンスというお言葉を何度聞いた

かわかりません。そしてこの大河ドラマいだてんとフルマラソン大会を開催するという

この市長の熱い思いを私は私なりのやり方で、全力でバックアップをしてきました。こ

の９月、１０月、１１月。 

［吉田憲司君 足袋とＴシャツを示す］ 

○３番（吉田憲司君） この足袋とですね、これ足袋なんですよ。それからさっき真樹

子議員が言われました金栗スピリッツのＴシャツ、これを着て全力で走ってＰＲをして

まいりました。まず、９月は福岡ドームに行きました。若手の市職員の皆さんとリレー

マラソンを走り、１０月は市民体育祭、それと会派４人全員で走りました出水市のツル

マラソン大会、１１月には再び職員の皆さんと熊本市のえがお健康スタジアムでリレー

マラソンを走り、さらにはこの前いだてんウィーク、１１月２４日に奥の院の坂道を駆
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け上がる坂道ダッシュ、全力で走ってまいりました。付け加えるならば、ＰＲ動画の中

でも玉名市の至る所を走ってまいりました。この秋はスーツを着ている時間より、白足

袋を履いている時間のほうが長かったです、正直言いましてですね。これらの走りがど

れだけＰＲできたかはわかりません。しかし、市長の思いを全力でバックアップしてき

たことは確かです。私は９月議会で職員の皆様に対し、ポロシャツの件で耳の痛いこと

を言ったかもしれません。しかし今回、若手の市職員と一緒に走って、感じたことがあ

ります。休みの日に、自分の時間と自分のお金を使って、遠くまで行き、全力で走り、

１本のタスキをつなぎ、ともに汗を流して、笑顔で４２.１９５キロメートルのゴール

テープを切ることができました。しかもそれが２回もです。そして夜は懇親会で熱い話

をすることができました。自分の子どもと同年代の職員の方も、市役所の中ではなかな

か見ることができない汗と笑顔と、そしてそれぞれの思いを感じることができて、私に

とってとても貴重な時間でした。そして来る２月１７日の熊本城マラソンには、また、

これを着て４２.１９５キロメートルを走ってＰＲをしてまいります。なかなか練習が

できておりませんが、暑かった１０月の出水ツルマラソン大会よりはいいタイムでゴー

ルできればというふうに思っています。 

 では、本題に入ります。１０月の初め市長の思いが詰まった初のフルマラソン大会は

２０２０年横島町いちごマラソン大会と統合して開催されるとの方針が決定をされまし

た。しかし、会議の出席者からは、横島町だけではなく、中心市街地も含めたコース設

定を望む声が相次いだとのことです。また、市長は、玉名市の特色を生かしたマラソン

にしたいと言われました。逆算して、逆算すると開催まであと１年と３カ月ぐらいしか

ありません。準備のペースがちょっと遅いような気がしますが、マラソン大会の基本構

想、コース、種目、各種目のランナーの人数、エイドの飲食物、ボランティア体制

等々、現時点で決まっていることをまずお伺いいたします。 

○議長（中尾嘉男君） 教育部長 戸嵜孝司君。 

［教育部長 戸嵜孝司君 登壇］ 

○教育部長（戸嵜孝司君） 吉田議員のフルマラソン大会の基本構想についてお答えい

たします。 

 去る１０月９日に開催しましたフルマラソン大会検討会議におきまして、次の３つの

コンセプト、継続できる大会、多くの参加者や誘客できる大会、玉名市の魅力を 大限

に発信できる特色あるホスピタリティ豊かな大会を基本にフルマラソン大会のベースと

なる大会を検討し、大河ドラマ放送との連動性により、より早い時期に開催が見込める

金栗四三のふるさと玉名横島いちごマラソン大会をベースとして、フルマラソンコース

を設け、開催の準備を進めているところであります。 

 現時点の構想につきましては、今まで行なってまいりました横島町いちごマラソン大
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会のコースである、のんびり、３キロメートル、５キロメートル、１０キロメートル、

ハーフマラソンの５種目に加え、新しくフルマラソンコースを設けることで、他の大会

にはない、総合的なマラソン大会として開催することができると考えております。 

 これまでの横島町いちごマラソン大会の参加者に加え、フルマラソン参加者につきま

しては、概略２,０００名程度を想定しているところでございます。また、横島町いち

ごマラソン大会の特色でもあるエイドステーションには、イチゴやトマトのほかに、本

市の特産品を数多く取り入れ、より特色のあるものにしていく必要があると考えており

ます。 

 大会の企画、運営は官民連携で行ない、さらに多くの市民の皆様方にボランティアと

して参加をいただき、地域の皆様とともに、ホスピタリティ豊かな大会を目指していく

ものでございます。なお、コースに関しては、初回となる２０２０年２月の開催まで、

短期間でのコース設定となりますので、まずは実現可能なコースを関係機関と協議しな

がら進めてまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（中尾嘉男君） 吉田憲司君。 

○３番（吉田憲司君） 答弁をいただきました。 

 金栗四三地域創造戦略特別委員会でも議論しています。そこでもお話があったんです

が、まず、コースの話なんですけども、そのエリアでいうと国道５０１号線より南側と

か、菊池川から西側とか、なんかそういう方針があるようですけども、そうなると１０

月の検討会議のときに要望がありました市街地を含めたコースというのは厳しいような

気がします。また、先日開催されました玉名地域づくりシンポジウムでは、各パネリス

トの方から貴重な提言やアドバイスをいただきました。皆さんご覧になったと思います

けど、熊本日日新聞の見開き全部。全部を使って。 

［吉田憲司君 熊本日日新聞を示す］ 

○３番（吉田憲司君） こんな感じです。市長も載っておられますが、パネリストの方

からいろんな提言をいただきました。その中でもコースはなるべく広い範囲でやるほう

がいいよという提言がありました。広くすることで応援、それから運営、それからボラ

ンティア等々たくさんの人が関わると。その関わることによって一体感を生み、さらに

は大きな感動が生まれるんですよという提言がありました。 

 私もいろんなところを走って1番に感じるのは沿道の応援です。人がいて応援される

ときつくてもつらくても足が前に進むんですよね。これが本当に不思議な現象です。日

本一に選ばれた熊本城マラソンは、途切れない応援があるから日本一のマラソンに選ば

れたんだなと私は思っています。そしてその熊本城マラソンのキャッチフレーズ、「途

切れない感動」です。熊本城マラソンのキャッチフレーズですね、途切れない感動。途



 － 188 －

切れない感動でございます。 

 そしてまた広範囲でやるほうが、経済波及効果も大きいとの提言もありました。であ

るならば、玉名市は東西に幹線道路が、大きい幹線道路３本走っております。国道５０

１号線、国道２０８号線、国道２０８号線のバイパスと。そのうち１つぐらいは封鎖を

して市街地はもちろんですけど、玉名市全域を網羅したコースにして、先ほど部長答弁

でもありましたとおり、給水所では天水町のミカンとか、横島町のイチゴ、ミニトマト、

岱明町はノリがありますから、ノリを巻いたおにぎりとか、たくさんアイディアも出て

くると思います。それと先ほども言いましたが、先日のシンポジウムですね、そのタイ

トルが「スポーツを核にした地域振興“金栗スピリッツで地域も住民も元気に！”」と

いうことでした。実際パネリストと参加されて、提言をお聞きになられて、市長として

このフルマラソンのコースを含めた構想、さらには地域づくりを今後どのように進めて

いかれるのか、その２点をお伺いしたいというふうに思います。 

○議長（中尾嘉男君） 市長 藏原隆浩君。 

○市長（藏原隆浩君） 吉田議員の御質問２点についてお答えいたします。 

 フルマラソンのコースの提言に関しましては、金哲彦氏からは、より広範囲での地域

でのコースを設定し、より多くの人が関わることで、経済の波及効果につながるという

ことでした。今、議員がおっしゃられたとおりでありますけれども、今回、数回の大会

を経て、交通事情などを考慮して、将来的には市内広域での開催も視野に入れて検討を

していきたいというふうに考えております。実行委員会検討会議の中で検討されるべき

ものだろうというふうに思っております。 

 その他の提言としては、大阪観光大学の中村教授のほうからは、個人旅行客は、土地

の物語に興味を持ち、広く回遊されることから、万田坑や島原半島など、広い範囲で観

光ルートの増成が大事であるというような提言もございました。私も全く同じ考えであ

りまして、広域的な視点からの観光振興というものがとても重要であると認識しており

まして、荒尾市の世界遺産や菊池川流域の日本遺産なども連携したツアー造成等が進む

ように努力をしてまいりたいというふうに考えております。また、ＪＴＢのヘルスツー

リズム研究所の内田研究員からは健康をテーマにウォーキングや温泉、食事など、玉名

市での過ごし方について、旅行だけでなく市民がいつでも体験できる環境づくりが大切

であるというふうな提言をいただいたところであります。玉名市の地域資源をしっかり

と生かした提言であり、健康と観光を結びつけた市民参加型の取り組みと考えておりま

す。 

 今回のシンポジウムでは、新たな観点から大変貴重な御意見をたくさんいただきまし

たので、御意見を参考に今後の地域振興につながる取り組みを進めていきたいというふ

うに考えております。 
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 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 吉田憲司君。 

○３番（吉田憲司君） 答弁をいただきました。 

 先ほども言ったんですけど、あまり時間がありません。これは通告をしておりません

が、じゃあ、いつごろまでにコースとか大会要項を 終的に決められるのか、その予定

をちょっとお伺いしたいと思います。 

○議長（中尾嘉男君） 市長 藏原隆浩君。 

○市長（藏原隆浩君） 吉田議員の再質問でありますけれども、通告がありませんでし

たので、関係部署との確認が取れておりません。今の時点で私にはちょっとわかりかね

ますので、お答えができません。 

 大変申しわけございません。 

○議長（中尾嘉男君） 吉田憲司君。 

○３番（吉田憲司君） ありがとうございました。 

 それでは、市長個人としてはいつごろまでに決めなければならないと思っておられま

すでしょうか。 

○議長（中尾嘉男君） 市長 藏原隆浩君。 

○市長（藏原隆浩君） 再質問にお答えします。 

 もう一刻も早くであります。 

 今の時期でいうなら、当然、年内でにも決めたい。一刻も早く、私の立場からすれば

決まってほしい。決めてほしい。そういうふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 吉田憲司君。 

○３番（吉田憲司君） 通告をしてないのにありがとうございました。 

 私はこのシンポジウムに参加をして、目からウロコと言いますか、本当に感激しまし

た。そこでもう一つ突っ込んだところでお伺いしたいというふうに思いますが、きのう

も坂本議員の一般質問の中に出てきましたけども、この提言の中で、金さんから大河ド

ラマいだてんと、それからフルマラソン大会を契機に、玉名をランニングの聖地にとい

うお話があったと思います。そして新玉名駅の前にランステーションをつくってみては

というお話があったと思います。これもそのこともこの新聞に紹介をされています。そ

れを言われた瞬間、会場からの拍手が起こりましたよね、来場者の皆さんからですね、

自然とですね。ランステーションというのはシューズとかウェアをレンタルしてくれた

りとか、そこに更衣室、シャワールーム、ロッカーがあったりするもんです。私も東京

にいるとき皇居の周り５キロメートルなんですけど、皇居を走ったことがあります。東

京駅の周辺には、あのビルの中にいっぱいそういうランステーションのようなものがあ
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りまして、仕事帰りのサラリーマンとか買い物途中の女性の方とか、外国人の観光客の

方などが、さまざまな方が皇居の周りを走っておられます。それを新玉名駅前につくっ

て金栗さんゆかりの地や観光スポット、例えば、金栗さんのお墓を巡るコースを設定を

して、距離の標識を建てていって、全国から来られたランナー、観光客に走っていただ

くというような仕掛けづくりを提案をされました。プラスこれは特別委員会の次回の第

２回の提言書の中にも盛り込まれるとは思いますが、私のこの提案として、そのランス

テーションに荷物を預けておけば、宿泊するホテルや旅館のスタッフがそれを引き取り

に来ていただいて、観光客のランナーの皆さんは、新幹線を降りたらすぐ走っていただ

いて、いろんな観光スポットを走って回っていただいて、そしてゴールが宿泊するホテ

ルとか旅館。すぐ温泉に入っていただいて、泊まっていただくというのは、お客様にと

っても、こちらお迎えする玉名市にとってもフルコースではないかなというふうに思い

ます。私はこれは前向きに検討していただければというふうに思います。 

 やはり棚ぼただったかもしれません大河ドラマはですね、でも大河ドラマを契機に、

これも市長が言っておられますように、マラソン大会を創設をして、一過性に終わらせ

てはいけないというふうに思います。むしろドラマが終わってからのほうが勝負ではな

いでしょうか。 

 この金さんのランニングの聖地のこの提言について、市長のお考えをお伺いいたしま

す。 

○議長（中尾嘉男君） 市長 藏原隆浩君。 

○市長（藏原隆浩君） 吉田議員のランニングの聖地についての御質問にお答えします。 

 玉名地域づくりシンポジウムでは、今、議員のほうからもお話がありましたとおり、

基調講演の講師とパネラーを務めていただいた金哲彦さんのほうからプロランニングコ

ーチとして、また、ランナーとしての視点からさまざまな提言をいただきました。議員

の質問の中にもありましたように、新玉名駅にランニングウェアーやシューズがレンタ

ルできるランステーション化、それから駅から金栗先生の住家まで走れるコースの設

定、そしてまた、ランニングコース上の距離表示板の設置などありました。そして具体

的な事例として千葉県佐倉市では金メダリストの高橋直子選手が練習をしていたコース

を金メダルジョギングロードとして設定をして、これは道の整備ではなく、距離表示な

ど、看板を設置してのコース設定のような話でありましたけれども、わざわざランニン

グに訪れる方々がいらっしゃるということでありました。これらの提言は非現実的な話

ではなく、日本マラソンの父金栗四三先生にゆかりの地である玉名市だからこそ大いに

実現の可能性のある、また、夢も膨らむ提言であったというふうに受けとめておりま

す。 

 今回、玉名地域シンポジウムの「スポーツを核にした地域振興。“金栗スピリッツで



 － 191 －

地域も住民も元気に！”」これでは、大河ドラママラソンの効果、健康、温泉、食、自

然、ゆとりなどさまざまな地域資源を生かして、玉名市の魅力アップのイメージをさら

に膨らませていただいた有意義なシンポジウムだったというふうに、私も感じておりま

す。お聞きいただいた皆様方も同じような気持ちでお帰りいただいたんではないかなと

いうふうに思っております。吉田憲司議員も同じ気持ちであったことからの御質問であ

ろうというふうに思いますので、これから市のみならず、地域の皆様共々に提案の一つ

一つを地域として実現させていければなというふうに思っているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 吉田憲司君。 

○３番（吉田憲司君） 答弁いただきました。 

 市長の玉名市だから、玉名市だから実効性の可能性のあるという御答弁、前向きな答

弁ありがとうございます。 

 そういった外から来られるお客様だけではなく、市民の皆様に対しても自分の健康を

見つめ直して、ウォーキングでもいいし、ランニングでもいいし、体を動かす動機づけ

になればいいなと私も思います。このシンポジウムは今後の玉名市のやっぱり道しるべ

になったんじゃないかなというふうに思います。 

 実は、議長のほうから市長に提出をしていただいております特別委員会の第１回目の

提言書の中に金哲彦さんを玉名市のＰＲ大使にしたらどうですかという御提言を差し上

げております。今回、市長は金さんと金栗体操の何かばつくろうかというお約束をされ

ましたので、その金さんのＰＲ大使の件も今一度御検討をされてみてはいかがでしょう

か。 

 今回の御提言、御助言をいただいたことを１００％実行するのは難しいかもしれませ

ん。ただ、先ほども言いました今後の玉名市の道しるべになると思いますので、頭の中

に、私たちも入れておきたいというふうに思います。 

 それでは、 後の質問に移りたいと思います。 

［３番 吉田憲司君 登壇］ 

○３番（吉田憲司君） 後の質問は、玉名市の将来像についてであります。 

 まずはこれをごらんください。ちょっと一般質問とは直接関係ないんですけど。 

［吉田憲司君 グラフを示す］ 

○３番（吉田憲司君） これは国の社会保障費のグラフです。 

 高齢者の増加で年々５,０００億円ずつ社会保障費がアップしております。ところが

来年度は５,０００億円じゃなくて１兆円を超える見込みです。そうすると３４兆円に

なります。なぜかというと、来年から幼児教育の無償化が始まります。 初は国が全額

を負担します。だけど２年目以降には、だけん再来年度から、これは市町村も４分の１
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ば払わんといかん、負担ばせんといかん。新聞に載っておりました。 

 今からする質問は、きのうの北本議員、それから今日の午前中の多田隈議員とがっつ

りかぶって、ちょっと３連続となるんですけども、しかし、３００席の大ホールが３個

連続でできようとしていますので、御容赦を願いたいと思います。 

 では、前回の９月議会で私は２０４０年問題について質問をさせていただきました。

それに対して、市長の答弁の中にそれくらい先の時期には根本的な国の仕組み、国のシ

ステム、もしかすると自治体の枠組みが変わる可能性があります。そういうところまで

想定しなければならない。さらには、未来にしっかりと責任を持って、長期的視点に立

って未来予想図を描き、時代の移り変わりにしっかりと柔軟に対応できる自治体運営を

やっていくと答弁をされました。同じく、９月の熊本県議会でも２０４０年問題が質問

をされました。蒲島知事の答弁では、市町村によっては現在の行政サービスをすべて提

供するフルセット主義が限界を迎える可能性があり、広域連携も一つの有効な手段であ

るとの認識を示されました。このフルセット主義というのは、各市町村の公共サービス

のための施設等を単独の市町村で立てて、それを維持していくということです。これに

関連し、国も重い腰を上げ、安倍総理の諮問機関である地方制度調査会で議論が行なわ

れています。そこでは、国も超少子高齢化と人口減少を念頭に、複数の市町村で構成を

する圏域という単位で行政運営の法制化を検討しています。 

 これもきのうの北本議員とかぶりますが、この圏域の定義とその認識をどのようにと

らえられておられるのか、まずお伺いをいたします。 

○議長（中尾嘉男君） 企画経営部長 水本明子さん。 

［企画経営部長 水本明子さん 登壇］ 

○企画経営部長（水本明子さん） 吉田議員の圏域についての御質問にお答え申し上げ

ます。 

 我が国では、少子高齢化の進行とともに、本格的な人口減少社会を迎えております。

さらには地方のみならず、三大都市圏の人口も減少していく過密なき過疎の時代が到来

することが予想されており、地方圏の将来は極めて厳しい情勢におかれているところで

ございます。 

 そこで先ほど議員もおっしゃったとおり、総務省の有識者研究会である自治体戦略２

０４０構想研究会が提言をいたしましたが、人口減少が深刻化する２０４０年を視野に

入れ、複数の市町村で構成する行政組織「圏域」を新たな行政単位に位置づけ、相互間

の協力関係など、必要な地方行政のあり方などについて審議が始まったところでござい

ます。 

 本市におきましては、従来より荒尾、玉名地域の２市４町で構成する有明広域行政事

務組合で消防、ごみ処理、介護保険認定等を行なってまいったところでございます。ま
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た、平成２８年８月に玉東町、和水町及び南関町それぞれと玉名圏域定住自立圏形成協

定を締結し、暮らしに欠かすことのできない医療、福祉、産業などの生活機能分野や道

路、公共交通、観光などの結びつきネットワーク機能分野など、圏域の一体的な発展を

目指すため、１９の項目を定め取り組みを行なっているところでございます。今後も引

き続き、本市の行政運営を持続可能な形で維持していくために、国等の状況を注視しな

がら、安定した行政サービスを提供し続けるとともに、近隣市町との有機的な連携によ

る一体的な活性化を図ってまいります。 

 これからも市民の方々が安心して生活を営み、明るく活気のある地域をつくるための

取り組みを行なってまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 吉田憲司君。 

○３番（吉田憲司君） 答弁をいただきました。 

 今、部長が言われたとおり、行政サービスを提供し続けるために、近隣の市町村と相

互利用をしたり、行政サービスの連携をしたりするということが圏域の大きな目的かな

というふうに思います。 

 では、それを踏まえまして、１１月３０日の新聞にこんな記事が出ておりました。兵

庫県の篠山市、この篠山市は来年元号が変わると同時に市の名前も変わります。丹波篠

山市に変更されますが、その篠山市は平成の大合併のさきがけとして約１９年前に合併

をしました。その後、合併特例債を積極的に活用し、施設を相次いで建設をしました。

その結果財政難に陥ったと。職員数の２０％削減や給与の引き下げ、昇給停止等を行な

い財政危機を開始したが、人口減はとまらないと載っています。 

 ここに玉名市公共施設適正配置計画、それから玉名市公共施設等総合管理計画があり

ます。特にこの公共施設等総合管理計画は玉名市で も重要な玉名市総合計画、玉名市

行政改革大綱とも連動したものと明記をされています。要するに超少子高齢化と人口減

少が続く中、箱物を減らし、集約させ、目標としてはきのうから何度も出てきています

が、トータルコスト、維持管理費を６５％、施設の面積を３７％削減するとはっきり明

記をされています。まさしく玉陵小学校がこの たるものだと思います。６校が１つに

なったので、それは面積はがくっと減りました。先日玉陵小学校にお伺いする機会があ

りました。そのときに「同じ学年でクラスマッチができる。」と「席替えがある。」そ

ういうことを初めて体験する子どもたちにとっても、いろいろあったと思います。あっ

たと思いますが、私的にはよかったのかなと思いました。公共施設というハード面では

なくて、子どもたちの心の教育というソフト面でもプラスの面が大きかったのではない

かなというふうに感じました。 

 話を戻しますが、現在建設中の新市民会館は、今の市民会館より面積が２倍になりま
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した。そして新市民会館の維持費は年間３,０００万円から４,０００万円というふうに

試算をされています。たしか説明会のときに耐用年数を８０年と想定と、要するに８０

年使いますということだったと思うんですけど、そうすると当然ですが、３,０００万

円、４,０００万円ば８０年間払わなんということになります。８０年後それをだれも

確認は今、できないんですけど、そうして今議会で上程をされています新しい岱明町公

民館、岱明文化センターですか。これも今の公民館の１.５倍の面積です。そして以

前、この総合管理計画に沿って併設案がありましたよね、岱明ふれあい健康センターの

将来的なめどは不透明で不確かなまま、この新しい岱明町公民館計画が進められようと

しています。この玉名市公共施設等総合管理計画の２４ページ。２４ページには何て書

いてあるかというと、平成２８年度の段階で、岱明町公民館の利用状況は、日曜日は１

日あたり３人と記載されています。それからこれも北本議員とかぶりますけども、現在

の岱明ふれあい健康センターは平成３０、３１、３２年度と３年間かけて改修計画が今

実行されています。現在は、空調と照明の改修が６,９００万円。６,９００万円をかけ

てあっていて、来年度は約２億円をかけて改修が計画をされています。また、岱明ふれ

あい健康センターを利用される方はほとんどが６５歳以上だそうです。そしてその９

０％が温泉を利用される方だそうです。利用率というか、稼働率も数パーセントで一桁

代と。年間数回しか利用されてない部屋というかですね、それくらいしか利用されてな

い棟があります。一番奥のですね。なので、それの利活用し、集約させ面積を縮小し、

既存の施設で補えるものはそれを利用するという当初の併設案があったように思いま

す。市長は、３月議会で現地建てかえを表明されました。その後、５月２９日の公共施

設等建設特別委員会での説明では、これも何回も出てきますけど、調理室もなければ可

動式のホールもなかったはずです。それがなぜ１１月２１日の特別委員会では激変をし

てしまったのか。先ほどの古奥議員の市長の答弁の中に、事業については検討をして段

階を踏まなければならないとお話が市長のほうからありました。どうなんでしょうか。

今年の４月、玉陵校区では地域から小学校がなくなりました。でもそれは仕方がないこ

とかもしれません。でも一方ではこういうことが進められようとしている。この状況を

どう解釈をすればいいのでしょうか。国や県も長期的視点に立ち、圏域という模索を始

めているさなかに、玉名市として自分たちで設定した計画に、逆行というか、矛盾して

いると、私は思います。この現状を踏まえて、今後超少子高齢化や人口減少に向かう

中、玉名市の公共施設などの市有財産のあり方を将来的にどう考えておられるのか、お

伺いをしたいと思います。 

○議長（中尾嘉男君） 企画経営部長 水本明子さん。 

○企画経営部長（水本明子さん） 吉田議員の御質問にお答えいたします。 

 公共施設等のあり方につきましては、合併当初より用途の重複や老朽化が課題となっ
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ている施設が多いことから、中長期的な視点による計画的なマネジメントに取り組むべ

く、本市が保有する施設の分析を行ない、課題解決に向けた基礎資料である玉名市公共

施設マネジメント白書、また、公共施設適正配置計画の策定を段階的に進め、平成２８

年３月にこれらの総合的な指針となる玉名市公共施設等総合管理計画を策定し、現在、

それに沿った運用を進めているところでございます。この公共施設等総合管理計画は、

中長期的な維持管理や更新等のコストを見通した４０年間の計画といたしておりまし

て、今後の人口推移や財政状況、施設状況の変化等さまざまな要因を考え、１０年間を

周期として見直しを繰り返す計画となっております。また、健全な財政力維持すべく保

有総量の抑制を図ることといたしており、可能な者から集約化や民営化、統廃合を段階

的に進め、４０年後には公共施設の総面積を３７％削減することを目標といたしており

ます。もちろんこの計画は、先ほど御質問の中でございました圏域の議論が始まる前の

時点から改修をいたしたものでございまして、本市単体であっても必要になる市有財産

のスリム化でございますが、この計画の推進によって得られる効果は、圏域の議論が深

まり具現化したとしても同様に役立つものであると認識をいたしております。 

 なお、今後の長期的な見通しでございますが、基本的には現行の計画考え方に沿って

推し進め、先ほど申しました公共施設の保有量を抑制していくというところに変わりは

ございません。しかしながら、４０年間という長期でございますので、総合的な観点か

ら計画の変更が必要な状況になった場合には、随時協議を行なうとともに、議会への説

明を重ね、必要が生じましたら議会の御判断をいただくことになりますので、どうか御

理解のほどよろしくお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 吉田憲司君。 

○３番（吉田憲司君） 答弁いただきました。 

 これまで、昭和の大合併、それから平成の大合併がありました。来年元号が変わりま

すけど、市長が９月議会で答弁されたように、次の時代にも○○の大合併があるかもし

れません。どこと合併するか分かりませんけども、仮にそうなれば同じような施設は必

ず淘汰されていきます。だから合併せんでもいいように人口も財政基盤もしっかりとし

た玉名市が一番いいと思うんですけども、ちなみに、これはおさらいですが、天水町は

旧小天村と玉水村が合併して、小天の天と玉水の水をとって天水町と名付けられまし

た。では現在なんで小天ばっかり公共施設ばつくっとというそういう議論はほとんどな

いと思います。それは天水は天水だからです。それと岱明町は旧大野村、高道村、睦合

村、鍋村が合併をして岱明町ができました。では現在、大野とか高道ばっかりにつくら

んでも鍋にもつくってくださいというのは、あんまり議論聞かないような気がします。

それは岱明は岱明だからです。次に、松本議員や多田隈議員が卒業された有明中学校、
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私がちょうど中学生のころに大豊中学校と横島中学校が合併をして有明中学校が誕生し

ました。そのころですよ、玉名郡の中学校と玉名市の中学校が合併をするというのは、

画期的なことだったろうと思います。もとの大豊中学校の所に有明中学校ができまし

た。まさにこれが今、国がやろうとしている圏域そのものではないでしょうか。だから

玉名市は国の４０年先ばいきよるとですよ、たぶん。そのときもいろんな賛否両論あっ

たと思います。しかし、今ではそれが当たり前で、有明中学校は有明中学校です。 

 後にもう１つ。玉名市のごみが岱明地区だけなぜ玉東町ではなくて長洲町に運ばれ

ているのか。なぜそこの長洲町の施設の名前がクリーンパークファイブなのかというの

がわからない方がたくさんおられると思います。北本議員とか坂本議員とか若い方は

「そがんと知らんよ。」というかもしれませんが、実はそうなんですよね。時代の移り

変わりに議論していることは、将来的にはあまり意味のないことかもしれません。それ

は時代が、時間が証明をしています。未来を見つめないで、そして自分たちで設定した

目標、計画に反して、面積２倍の市民会館、１.５倍の岱明町公民館、岱明ふれあい健

康センターが３年かけてまさに改修中。民間への方向性は不透明なまま。こんな状態で

計画を推し進めていけば、私たちの孫やひ孫世代に残るのは、重い重い負担だけだと私

は思います。 

 消費税がスタートしたのは平成元年です。私たちは人生の途中から消費税を払うこと

になりました。しかし平成生まれの人たちは生まれた瞬間から消費税を払わなくてはな

りません。来年は１０％の消費税です。幼稚園の子どもがコンビニにお菓子を買いに行

っても１０％の消費税を払わなくてはなりません。消費税だけではありません。国保、

介護保険料、水道料金、年金は７０歳からです。本当今の子どもたちやこれから生まれ

てくる子どもたちは本当に重い負担を一生強いられることになるのです。そんな中、蒲

島知事が言われるフルセット主義を玉名市としてどうとらえていくのか。玉名市が合併

をして１３年、１４年が経ちます。もうそろそろ天水町とか横島町とか岱明町とか旧玉

名市とか、そういう概念をこちらに置いて、大きな玉名市、玉名市は玉名市なんで、大

きなキャンバスの中にどんなグラウンドデザインを描いていくか。そういうことをみん

なで考えなくてはならない時期にきていると、私は思います。 

 きのうの北本議員は、長洲町の未来館があります。荒尾市の文化センターがありま

す。そういう話がありました。シンポジウムの中でも、先ほど市長が言われたとおり、

大阪観光大学の中村先生も周辺の観光資源とも連携をする必要があるというふうに話さ

れました。私たちが亡くなって、天国から見ている玉名市の姿は、例えば、海の見える

大きな図書館が１つあって、保健センターのような子育て支援の施設は市内を見渡せる

高台にあったりとか、そして駅の周辺に多目的競技場があり、試合やイベントが開催さ

れるたびに新幹線で多くのお客様が来られる。そしてそれらの公共施設にはスタバでも
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いい、ユニクロでもいいです。しまむらでもいいです。民間との複合施設でいつも賑わ

っていて、３０年後も４０年後も午前中、市長の答弁の中にありました笑顔の絶えない

玉名市であることが私の理想かなというふうに思います。ただ、理想と現実は違いま

す。けちをつけるわけではありませんが、この前天水市民センターですね、この前オー

プンしました天水市民センター、横島町公民館、それぞれ３００人収容の大ホールがあ

ります。天水町公民館、天水市民センターから横島町公民館までこの前車でちょっと移

動しました。そうしたら受面の交差点で１回、それから部田見の交差点で１回、外平の

交差点で１回、だけん３回ですね、３回信号に引っかかったんですけど、６分で到着し

ました。建設中の新市民会館に椅子が自動で出てくる３００人収容のホールが今そこで

建設をされていますけども、それと同じようなものが新しい岱明町公民館の中にもでき

るという案があるわけですが、これも北本議員とかぶりますけど、そういうことをピン

ポイントで見るんじゃなくて、やっぱりちょっと引いて俯瞰的に、俯瞰的に見て、そし

て子どもや孫の笑顔を見ながら、市長も言われたように、みんなでチーム玉名でよく考

える必要があるんじゃないかなと思っています。３００人収容のホールが３個連続でで

きるという話がきのうありました。皆さんの子どもさん、それからお孫さん、このこと

をどう思われているでしょうか。話が長くなりましたけども、 後に市長にお伺いした

いと思います。 

 先ほどお伺いしました公共施設の問題、公共施設等総合管理計画の中には、従来と同

様の維持管理や改修、改築等をなんの考えもなしに続けていくと、厳しい財政状況をま

すます逼迫させることになり、他の行政サービスに重大な影響を及ぼすことが懸念され

ると明記されています。これらのことを踏まえた上で、今玉名市がもっているいろんな

ポテンシャル。大河ドラマと金栗先生、それから米づくりの日本遺産、日赤発祥の地、

玉名温泉、新玉名駅を含めた交通アクセス、５校の高校、それと大学、挙げればきりが

ありませんが、この玉名市の特色を生かした将来像、未来像を市長としてどう考えてお

られるのかお伺いをしたいというふうに思います。 

○議長（中尾嘉男君） 市長 藏原隆浩君。 

○市長（藏原隆浩君） 吉田議員の玉名市の特色を生かした将来像ということでよろし

いでしょうか、についてお答えいたします。 

 先ほども答弁にありましたように、人口減少が深刻化する２０４０年問題に備えて審

議が進められている圏域での行政活動、それとともに公共施設の長期的なマネジメント

を行なうための公共施設等総合管理計画など、将来の子どもたちへの負担を軽くする行

政運営を意識していかなければならないというふうに思っております。思っております

が、先ほどから議員の説明にもあったとおり、広域による行政を行なうものの施設にあ

っては、議員のおっしゃられるとおりだと思います。ただ、地域地域においてのコミュ
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ニティの核となる公民館というものは、これはどれだけ今後合併するようなことがあっ

たとしても、地域地域にコミュニティの核として残っていくものだと私は思っていま

す。それを踏まえて、今回の公民館の部分というのは、現在が１,０００平方メート

ル、隣にある類似施設が２,４００平方メートル、３,４００平方メートルを１,５００

平方メートルに削減したいという思いの中で、今後岱明ふれあい健康センターの活用も

できれば民営化の方向に促していきたいという思いで、これは挑戦させていただきたい

と思います。 

 できなかったらどうするというようなお話もありますが、これは方針を立てた以上、

必ずその方向で進めていくということで、努力をしてまいりたいと思っております。そ

のような中ではありますが、やはり将来への夢や希望を持ち、ワクワクするような行政

運営をしっかりと心がけていきたいというふうに思っております 

 御存じのとおり、本市には豊かな自然とその中で、全国有数の生産を誇るイチゴやミ

ニトマト、また、ミカンなど農産物や有明海の恵みを受けたノリなどの海産物が豊富に

あり、また、１,３００年以上の歴史のある玉名温泉、また、夏目漱石の名作草枕の舞

台として知られる小天温泉があって、そして日本マラソンの父と称される金栗四三先生

のふるさとでもあり、そういったことなど、歴史的文化的資源にも恵まれた地域であり

ます。さらに地理的には、県北の玄関口として新幹線新玉名駅や主要幹線道路も整備を

されており、多くの可能性を秘めた地域でもあるというふうに思っております。また、

現在大河ドラマの放送をレガシーとして継続的に地域活性化につなげていくために、フ

ルマラソンの開催を目指して準備を行なっているところでありますが、あわせて先月開

催されました玉名地域づくりシンポジウムにおける提言にもありましたように、ヘルス

ツーリズムという旅と健康づくりの組み合わせなどを考え、市民はもとより、観光客に

も気軽に参加できる本市の特色を生かした健康づくりの場の提供も検討していきたいと

いうふうに考えています。このような本市の特色や優位性を生かして、本市の魅力を全

国に発信し、新幹線新玉名駅など地理的優位性をしっかりと生かした活動も荒尾市、山

鹿市、菊池市、阿蘇市、島原市など、有明城北圏域を意識した県北の都として玉名市の

将来像につながるものであるというふうに考えているところでありますので、そういっ

た今後のまちづくりにありましても、議員各位の御理解と御協力を切に賜りたいという

ふうに存じます。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 吉田憲司君。 

○３番（吉田憲司君） 答弁いただきました。ありがとうございます。 

 市長、言っておきますけど、私は岱明町公民館を建てるなと言っているわけではあり

ませんので、そこは誤解のないようにしていただきたいというふうに思います。 
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 やはり玉名市をもっと俯瞰的に見て、市長が未来に向かって目指されている玉名市を

つくる、その玉名市の基礎、基盤をつくるのが今だと私は思っています。ここに玉名市

のホームページの移住定住の画面をちょっと印刷をしてきました。 

 自然、生活、交通、住みよいまち玉名とあります。 

［吉田憲司君 資料を示す］ 

○３番（吉田憲司君） これですね。コピーしてきたんですけど。 

 熊本県は、熊本空港まで今度ＪＲを延伸します。三里木駅からですね、熊本空港ま

で。それから熊本市はあの地震で壊れた新市民病院まで市電ば延伸します。健軍のとこ

ろまでですね。そうやって莫大な費用をかけてもやっぱりアクセスというのは大切なん

です。古奥議員も言われましたけど、その点玉名市は本当に恵まれています。新玉名駅

があります。在来線の玉名駅もあります。近くには高速のインターが２つもあります。

長州港もあります。そういう利点も生かして未来を考えなければもったいないなという

ふうに思います。 

 今年の流行語大賞は「そうだね。」だったですよね。そしてトップテンの中にチコち

ゃんの言葉が入っておりまして、「ぼーっと生きてんじゃねーよ。」というのが入って

おりましたけれども、チコちゃんが毎週はりかいておりますけど、チコちゃんからそが

ん言われんごと、私も来年も頑張っていきたいというふうに思います。 

 後に、皆さんは坂村真民先生を御存じでしょうか。荒尾市出身の詩人の方ですが、

旧制玉名中学校、今の玉名高校の卒業生でもあります。世代的には金栗先生よりちょっ

と後輩になられるかなというふうに思いますが、この方の詩の一部を朗読して私の一般

質問を終わりたいというふうに思います。 

 「あとからくる者のために」あとからくる者のために、苦労をするのだ、我慢をする

のだ、田を耕し、種を用意しておくのだ、あああとからくる者のために、みんなそれぞ

れの力を傾けるのだ、あとからあとから続いてくる、あの可愛い者たちのために、未来

を受け継ぐ者たちのために、みな夫々自分でできる何かをしておくのだ。 

ありがとうございました。 

○議長（中尾嘉男君） 以上で、吉田憲司君の質問は終わりました。 

 議事の都合により、暫時休憩いたします。 

午後 ４時４７分 休憩 

―――――――――――――――――――――― 

午後 ５時０１分 開議 

○議長（中尾嘉男君） 休憩前に引き続き、会議を開き、一般質問を行ないます。 

 １６番 近松惠美子さん。 

［１６番 近松惠美子さん 登壇］ 
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○１６番（近松惠美子さん） 新生クラブの近松です。遅くまで傍聴ありがとうござい

ます。皆さんもお疲れと思いますけども、 後ですので、気合いを入れてやりたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

 今日は主に元気な子どもを育てる施策についてと言うことで、職と食べ物とそれから

子どもに関することなんですけども、この食べ物に関することというのは、なんか家庭

の問題みたいな受け止め方をする男性が多くて、軽く軽んじられることが多いんですけ

ども、農業は男性、そして食は女性が担うことが多いので、なかなか農業のことは語ら

れても食のことが語られることが少ないです。しかし伝統的な食が乱れると農業が滅び

ると、そういうふうな危険性がありますので、その地域にあった食べ方をしていくとい

うのは健康にも大事なことであり、また、農業にも経済にも大事なことだというふうに

思っております。 

 私１０年ほど前に食事の仕方をちょっと変えるだけで１カ月で子どもが見違えるほど

元気になるというプログラムを実は佐賀の統合医療、西洋医学と東洋医学を統合した統

合医療の先駆者である矢山先生、お医者さんより紹介いただきました。私の今までの経

験の中では、食事を変えてすぐに子どもの体調が変わるとは信じられなかったので、食

のことはいろいろやっても人それぞれだなというふうに思ってたんですけど、たった１

カ月で見事に子どもの体は元気になるし、いらいらも改善されて集中力アップすると。

さらにインフルエンザにかかる子どもも激減するという結果に驚いて、その報告が、実

践報告がインターネットでホームページにアップされておりました。いろんな小学校、

中学校での実践報告が、いらいらがとれましたとか、集中力がでてきてきましたとか、

便秘がよくなりましたとか、いろんなことの報告ありましたので、びっくりしまして、

私も地元の小学校２カ所で１カ月間このプログラムをさせていただきました。これは菊

川教育長さんの時代でした。 

 どういうことをするかといいますと、ちょっと緊張してもってくるの忘れたんですけ

ども、 初の１口は１００回かむとか、よくかむとか、朝はご飯と味噌汁とか、間食を

しないとか、ご飯とご飯の間は水かお茶とか、ごくごく当たり前のことなんですけど

も、それも親があまり努力しなくていい、子どもが頑張るというものです。それらの幾

つかの約束事のうち３つを選んで、たった３つを選んで１カ月頑張るというものでし

た。多くの子どもたちはよくかんで食べるとか、感謝して食べるとか、ご飯をたくさん

食べるとか、そういう簡単なのを選んで子どもたちがしました。私が毎日その子どもた

ちが記入したカードを夕方とりにいって、そしてできたときには赤ペンで花丸をつけて

あげて、励ましてあげて、次の朝学校にもっていって、また子どもたちに記録してもら

うというのを１カ月間学校に通ってしたわけです。そしてそれと同時に体温の変化や体

調の変化というのも見ていきました。以前、玉名市でも体温調査をしていただいたとき
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に、低体温３６度以下の子どもが約２割ぐらいいました。そのことについて対策を立て

るようにいったんですけども、そのままになっております。そのことを１カ月間小学４

年生を対象にやってみました。１週間経ったときに子どもが書いた言葉に、「とても健

康になった気がします。」とか「朝すっきり起きれるようになった。」それから私がび

っくりしたのが、「学校で眠気がとれてきた。」と書いてきた子があります。１週間そ

のよくかんで食べるとか、ご飯をよく食べるとか、その簡単なことで学校で眠気がとれ

てきたと書いた子がありまして、とてもきれいに書いてあったので、思わず私がこの子

だけは「どんなお子さんですか。」と聞きましたら、非常に優秀で信頼も厚く、親御さ

んもとても熱心な方ですと言われましたので、それほどにきちんとしたおうちの子ども

でも、小学校４年生ですでに授業中眠たいのかということに私はとてもびっくりいたし

ました。皆さんもそうだと思いますけども、高校生ぐらいでは授業中居眠りしたけど

も、小学校で眠かったとか、居眠りしたという経験はほとんどの方がないんじゃないか

と思います。 

 それから朝早く起きれるようになったとか、寒くても友だちと一緒に外に行くことが

できるようになった。つまり体温が上がってくるんですね、勉強に集中できたとか、ご

飯がおいしくなった。寒さをあまり感じなかった。そのようなことを子どもたちが１週

間経ったときに書いてありました。２週間経ったときには、うんこがでるようになった

とか、ぐっすり眠れるようになったとか、朝起きができるようになったとか、体の調子

がとてもいいですよとか、それからいつも６時間目に眠たくなるのに、ご飯を食べたら

眠くなくなったと。やはりこのように書いてありました。当時午後の授業が子どもが寝

てしまうので、いわゆる国語、算数とかあまりできないと、家庭科とか体育とか、そう

いうのを主に午後に入れてるんだという話を聞きまして、４年生がそういう状態なのか

ということにまたびっくりした次第です。３週間経ったとき、元気になった。朝すぐに

起きれるようになった。朝食をたくさん食べれるようになった。それから頭が働くよう

になったと書いてあった子がいました。頭が痛いのがよくなってきた。夜よく眠れるよ

うになってきた。ぐっすり眠れるようになってきた。このような記録を見まして、今の

子どもって運動会で見たり、それから入学式、卒業式で見るときにはきりっとしてます

けども、まるで高齢者みたいだなと、慢性疲労症候群の状態だなというふうに私は思い

ました。朝が起きたとききつい。そして授業中は眠くなる。そして体が寒いから、寒気

がするから外に遊びになかなか行きたくない。夜なかなか寝付けない。夜中に目が覚め

る。そういう子が多いのが４年生の実態だというふうなことが私はとてもびっくりしま

した。また、子どもたちが「うんちはどうやったらでるのですか。」というふうに書い

てあった子がいまして、本当にいつでたか分からない子どもがいるんだなと。それから

夜中に起きてしまうんですけど、どうしたらいいですかとか、どうして、なぜか夜中に
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起きてしまいますとか、ぐっすり眠れないですとか、そういうことを４年生の子どもた

ちが書いてありました。また、このほかに養護の先生のお話では、頭痛、腹痛、気持ち

悪いなどで保健室の利用が驚くほどふえているというふうに言われています。 

 先日、先週ですけど、久しぶりにある玉名市内の小学校のＰＴＡの会合で食育の話を

するように頼まれましたので、早速私１０年ぶりに今の子どもたちはどうかなと、ま

た、岱明町と違う地域の子どもたちはどうかなということで、元気度を調べてみまし

た。１年生から６年生までの全校の生徒に毎日うんちがでる人はどのくらいいますか

と、なかなか眠れなかったり、夜中に目が覚めてぐっすり眠れない子はどのくらいいま

すか。朝きつくて起きれない子どもはどのくらいいますか。午後になると授業中眠くな

る子どもはどうですかと聞きましたら、いっぱいいたんですね、ぐっすり眠れて、朝す

っきりして、授業も眠くならないという子どもが非常に少ないということが分かりまし

た。先ほどどなたかの質問で、玉名地区、玉名市とは限らないけども、玉名地区の学力

は低いという話がありましたけども、基礎学力となる子どもたちの元気がこのくらい脅

かされていて、これで授業が成り立つのか、どんなに先生方が頑張っても学力が上がら

ないはずだと愕然としたわけです。 

 近は、腸は脳より賢いといわれて、腸が整うと心も脳の働きもよくなるということ

がいわれてます。つまり便秘だというだけで脳の働きが十分でないことが分かります。

この１０年間で明らかに子どもたちの心身の元気度は低下してきていると感じました。

豊かな時代となり、福祉も充実してきましたが、何でも行政に頼めば解決するというこ

とではなくて、保護者自体が、自分たちの家庭がやはりその生活を見直していくことの

必要性を伝えていかなければ、日本は崩壊するのではないかという危機感を持ちまし

た。 

 ということで、きょうは、また先日、文教厚生委員会主催の保育園保護者との意見交

換会も傍聴させていただきましたので、そのことも踏まえて質問させていただきます。 

 まず１番、休みの日に子どもを連れて遊びに行く場所がない。雨の日に遊びに連れて

行く場所がない。また、小さい子が遊べる遊具がないという声もあったかと思います。

岱明ふれあい健康センターこそ雨の日や休みの日に親子で遊ぶのに適しているからもっ

と宣伝してといってるわけなんですけども、多くの方が御存じないんだなと思いまし

た。また、遊具が充実してないという意見もありましたが、豊水保育園の保護者がとて

も貴重な発言をされました。「保育園ではどろんこ遊びもとても喜ぶので、子どもたち

って遊具がなくても遊べると思いますよ。」という発言がありまして、本当に大事なこ

とだなと思いました。また、田真樹子議員があとで、「子どもが大好きな友だちを連

れて行けば、どこに行っても楽しく遊びますよ。」ということを言われまして、本当に

子育てをしっかり自分でしてきた方の言葉だなと、このことにも感心いたしました。多
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くの親御さんに、こういうことを遊具がなくても遊べること、そして友だちがいればど

こででも楽しいということを多くの親御さんに話してほしいものだなと思います。 

 ところで、この問題に対しては、私あちこちで遊び場がないということを聞くことが

ありましたけど、鍋の海岸でも遊べるのに、岱明町の方でも遊び場がないというふうな

発言された方もいましたので、やはり遊べる場所と遊び方を、「こういうところがあり

ますよ。」「こういうところでこんなことをして遊んだらいいですよ。」ということを

もっと周知する必要があるのではないかというふうに思います。 

 そこでそんなことが、こんなところでこんなふうに遊んで楽しめますよという冊子を

つくる必要があるのではないかと思いますが、いかがお考えでしょうか。 

 ２番、インフルエンザの予防接種の無料化のことについては、この保育園保護者との

意見交換会でもでておりましたが、私はまた、年配の方からも聞くことがあります。し

かし、どんなにインフルエンザが蔓延してもかからない人もいますし、その効果は５

０％ともいわれています。９０％という人もいます。また、副作用で亡くなった人やこ

の副作用で体調を崩した人もいますので、一番大切なのは、普段の自己管理なのです

が、病気は怖いものだという刷り込みの情報が多すぎるのではないでしょうか。私はこ

れ以上予防接種に補助をふやすより、元気な人づくりにお金を使うべきだというふうに

考えています。そしてまた、予防接種を、無料化を望む方々に対しては、日ごろの健康

管理が一番効果があるんだということをお話ししていただきたいというふうに、私は思

っておりますけども、この無料化を求める声に対して、どのようにお考えかを伺いま

す。 

 ３番目は、フッ化物洗口の効果についてです。虫歯予防ということでのフッ化物洗口

は、議会でも半数近い反対があって実施されたことです。ですからその効果を検証して

いくことがとても大切と思いますけども、現在のところどのようにその効果を考えてお

られるか、お伺いいたします。 

 ４番目、不登校、不登校気味の子どもに対する支援とその成果についてお伺いしま

す。先日、タマにゃん教室のことをアップしましたら、その子どもたちにヨガを教えて

あげたいという市民の声がありました。また、先日、ある会合で出合った、ある生命会

社で働いてる方なんですけども、自分は趣味でヨガをしてるので、子どもたちにキッズ

ヨガを教えたらみるみる子どもたちが落ち着いてきたというふうなお話を聞きました。

ヨガをしますと副交感神経が働くので、浮き足立つような脳の異常興奮が抑えられるの

だろうと思います。そういった意味で不登校の対策に対しても、いろんなプログラムが

あったほうがよいのではないかというふうに考えています。まずは、現状についてお伺

いします。 

 次は、特別な支援を要する子どもへの支援です。特別な支援を要する子どもというの



 － 204 －

は、いわゆる私たちがずいぶん前に特殊学級って言ってましたけども、その障がいを持

つ子どもではなくて、障がいまではいかないんだけどもやっぱり教室で落ち着かなくて

集団生活がなかなかできないと、そういうふうな子どもがとてもふえてるということ

は、何回もこの議会で言ってるんですけども、その原因が何かということは、多様でな

んとも言えませんが、どの子にも必要なことをより丁寧にしていく必要があると思いま

す。食事のこと、メディアのこと、生活リズムのことなど、丁寧に親を指導していかな

ければならないのではないかというふうに思います。まず、支援を要する子どもの数と

支援の現状についてお伺いします。 

 ６番目、食育の力をどのように認識して取り組んでおられるかお伺いします。私は何

回か議会で聞きましたけど、やってますやってますとこんなふうにやってます。あんな

ふうにやってますということを何回も聞きましたけども、子どもたちの元気度を見る限

り、また、実態を見ても食育という言葉はなじんできたが、成果は出てない。むしろ悪

くなっていると感じていますけども、どのようにお考えか伺います。 

 次は、子どもセンター構想についてお伺いします。以前、数億円かけて旧市役所跡地

に建てる計画がありました。議会で否決されましたが、場所がよくないという意見が多

かったかと思います。私は構想そのものに反対でした。玉名は子育て支援センターが充

実しており、類似施設は必要ないとの考えで反対いたしました。それよりも幼児や学童

など、少し大きい子が遊べる場所が必要であり、そのことを考えていくべきではないか

というふうに発言してきましたが、市としてはその子どもセンター構想が否決されたそ

の後、どのようにお考えかお伺いいたします。 

 次の岱明ふれあい健康センターの活用については、何度も聞いておりますので、簡単

に、もし変わったところはないと思いますけども、簡単に報告していただいたらと思い

ます。お答えいただいたらと思います。 

 後に、体育施設における指定管理についてですけども、岱明町でいえば岱明Ｂ＆Ｇ

海洋センターが指定管理になりました。そういったところで利用者の反応を聞きます

と、あまりサービスがよくなったというふうなことは耳にしておりません。やはり公的

な施策の部分を指定管理で引き受けるわけですから、やはりその市民への奉仕というそ

の意識を忘れずに事業に当たっていただきたい。市民への対応をしていただきたいとい

うふうに思っておりますけども、その辺の指導をどうされてるかということも含めて、

費用・サービス面でのメリットはあったのかどうかということをお伺いします。 

 全部まとめて回答いただきたいと思います。 

○議長（中尾嘉男君） 近松議員、まとめてよかっですか。 

○１６番（近松惠美子さん） はい。 

○議長（中尾嘉男君） わかりました。 
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 健康福祉部長 松野信生君。 

［健康福祉部長 松野信生君 登壇］ 

○健康福祉部長（松野信生君） まず、近松議員の子どもを連れて遊びに行く場が少な

いという声に対しまして、どのように対処していくかについてお答えします。 

 玉名市には蛇ヶ谷公園や桃田運動公園などの大型の公園を始め、それぞれの特性を持

った都市公園や児童公園が各地域に点在しております。また、ゼロ歳からおおむね３歳

までのお子さんをもつお母さんやお父さんが親子で遊べる子育て支援センターが６カ

所、すべての子どもが利用でき、子どもの健全育成、子育て支援のための児童館、児童

センターが２カ所あり、利用者は毎年増加の傾向にあります。 

 また、玉名市の子育て施設のマップについてですけれども、子育てハンドブックに紹

介をしておりますけれども、議員御提案の遊び場のマップにつきましては、現在作成を

しておりませんけれども、今後前向きに検討をしていきたいと考えております。 

 続きまして、インフルエンザ予防接種無料化を求める声に対して、市の考えにつきま

してお答えします。 

 本市では、インフルエンザ予防接種を重篤化しやすい高齢者と就学前の乳幼児に接種

料金の助成を行なっております。高齢者は予防接種法により、定期接種の個人予防の目

的とする感染症のＢ類疾病で、自らの意思と責任で接種を希望される場合に接種を行な

うこととされており、契約料金５,２００円のうち、市から３,６４０円の助成を１回し

ており、自己負担が１,５６０円で受けていただいております。また、就学前の乳幼児

につきましては、任意接種であり、１回の接種料金が３,０００円前後かかりますけれ

ども、まれに急性脳症などの重症化の恐れがあることから、１回３,０００円を上限に

２回までの補助を行なっております。 

 議員御質問のインフルエンザ予防接種に対しての無料化でございますけれども、予防

接種法では高齢者以外は任意接種とされており、希望者が各自に接種を行なう自己負担

となっております。ちなみに、インフルエンザ予防接種にかかる委託料は、高齢者イン

フルエンザで平成２９年度は約４,１００万円、接種件数は１万１,２７８件、乳幼児イ

ンフルエンザは約１,０６０万円、接種延べ件数は３,５５７件になります。また、その

他の乳幼児を中心とした定期の予防接種１２種類は自己負担なしで、任意の予防接種の

１種類は費用助成をしており、平成２９年度の予防接種委託料は約１億２,０００万円

に上りました。年々予防接種の種類がふえており、市の歳出に占める割合も多くなって

きております。先ほど申しましたように、補助事業を行なっておりますので、インフル

エンザ予防接種の完全無料化は考えてはおりません。 

 次に、フッ化物洗口の効果につきましてお答えします。 

 玉名市のフッ化物洗口事業は、熊本県歯及び口腔の健康づくり推進条例に基づき平成
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２７年度から市内の一部を除いた保育所、幼稚園の４歳児以上及び全小中学校の希望者

に実施しております。虫歯を予防するには、歯磨き、食習慣の改善、歯質の強化が必要

なため、歯の質の強化に有効なフッ化物を乳歯及び永久歯が生える時期に積極的に応用

し、歯の健康を守ることを目的としております。効果検証におきましては、全国の例と

して、新潟県で昭和４５年からフッ化物洗口事業が開始され、４０年以上にわたり実施

されております。その結果、平成１２年度以降、連続して１２歳児の１人平均虫歯数が

日本一少ない県となり、全国で展開されている次第でございます。 

 本市におきましては、実施から３年目ということで、まだまだ明らかな結果としてお

示しは難しいところですけれども、毎年県が集計している１２歳児の１人平均虫歯数順

位では、平成２９年度は県下４５市町村中１２位であります。０.７６本、熊本県平均

の１.０６本、全国平均の０.８２本を上回る順位でございました。今後も保育所、幼稚

園、小中学校関係者、教育委員会、玉名郡市歯科医師会、有明保健所の協力によりまし

て、効果を検証してまいりたいと考えております。 

 続けて。 

○議長（中尾嘉男君） 続けてよかですよ。 

○健康福祉部長（松野信生君） 続けてよかですか。 

○議長（中尾嘉男君） はい。 

○健康福祉部長（松野信生君） 続きまして、食育の力をどのように認識しているか。

また、取り組んでいるかにつきましてお答えします。 

 公立保育所においては、食育を保育の内容の一環として位置づけをしており、健全な

体の成長の基礎を養うため、日々の保育の中で生活と遊びを通じて子ども自らの体験を

重視した取り組みを行なっています。 

 取り組みの内容を申し上げますと、それぞれの保育所での年間計画に基づき、年度を

通じた全体の目標や食材の色や形、食感の違いを楽しむとか、散歩に行き野菜や果物の

育っている様子を見るなどの１カ月から３カ月間程度の短期的な目標に沿って、献立作

成や菜園での野菜づくり体験、料理体験などの活動を実践しております。また、調理員

など、保育に携わる職員は、県主催の研修会への参加や保育所共同のグループ研修を行

っておりまして、例えば、今年１０月に参加した研修で、かむことの大切さを学んだあ

とでは、前歯でかめるように食材を大きめに刻む。床に足をつけて食事をする。食事中

にお茶などの水分を控えるといった取り組みを始めております。また、あす１３日に実

施する公立保育所職員全体の研修会の保育士の資格を持つ歯科医師の方を講師に招き、

０歳から始める食育を学ぶ予定でございまして、今後もできるところから保育の現場で

実践したいと考えております。 

 続きまして、子どもセンター構想はどうなったかということにつきましてお答えしま
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す。 

 以前、旧庁舎跡地に子育て支援センターや児童館、児童センターなどの子育て支援施

設を集約させた施設建設の計画はございましたけれども、議員御承知のとおり、現在に

おきましては、計画はございません。従いまして毎年増加傾向にあります既存の６カ所

の子育て支援センターや２カ所の児童館、児童センターを子育て支援の軸として、今後

もさらに充実させていきたいと考えております。 

 集約させた子育て支援施設の建設につきましては、利用者のニーズ、今後の子育て支

援制度の動向を見て、考えていきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○１６番（近松惠美子さん） 順番でいいです。 

○議長（中尾嘉男君） １番だけでいい。 

○１６番（近松惠美子さん） いえいえ。 

○議長（中尾嘉男君） 教育長 池田誠一君。 

［教育長 池田誠一君 登壇］ 

○教育長（池田誠一君） それでは、私のほうからお尋ねの５番と６番についてお答え

をいたします。 

 元気な子どもを育てる施策についての５番は、特別支援を要する児童・生徒の実態は

ということで質問をいただいております。 

 まず、通常の学級に在籍しております特別な支援を必要とすると学校が判断している

児童生徒の推移は、小学校では平成２１年度６９名、平成２９年度は２５２名、直近の

３年間では平成２８年度３２３名、平成２９年度３３１名、平成３０年度は３５４名と

なっております。中学校におきましては、平成２１年度２７名、平成２５年度４１名、

直近の３年間では、平成２８年度７５名、平成２９年度１１２名、平成３０年度１５８

名で、小中学校とも年々増加傾向にあります。また、支援を必要とする児童生徒の実態

といたしましては、学習内容の理解自体に支援を必要とする状況や多動傾向があり、他

の友だちと一緒に授業を受けられない状況など、担任ひとりでは十分な学習効果を得る

ことができない場合もあります。また、特別な事例として外国にルーツをもつ日本語が

十分に獲得できてない子どもへの支援など、その対応は多種多様であり、ひとりの子ど

もにひとりの支援員がついて支援している状況もあります。このような状況の中、玉名

市においては、今年度特別教育支援員を小中学校に４４名配置しております。学級での

支援活動によって対象となる児童生徒の学習理解が進んだ。落ち着いて授業を受けられ

るようになったといった学力保証の効果とともに、ほかの子どもたちにとってもより落

ち着いた環境でとても学習ができるといった効果が出てきているところでございます。 

 続きまして、順番が逆になってしまいましたが、４番の不登校児童・不登校傾向の児
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童への支援とその成果につきましてお尋ねがあっておりますので、お答えいたします。 

 初めに本市における病気等の理由を除く３０日以上欠席の不登校児童生徒数について

は、１０月末現在で、小学校６名、中学校２１名、計２７名となっており、その他不登

校傾向の児童生徒数が小学校６名、中学校８名、計１４名という状況にあります。この

ような状況を受け、まず玉名市においては、不登校を未然に防止するための対策とし

て、児童生徒の人間関係づくりを通した居場所づくりの取り組みやわかる授業づくり、

基本的生活習慣づくりを進めているところです。 

 次に、不登校状態となった場合の対策として、各学校では、早期発見、早期対応のた

め、欠席１日目の家庭への電話連絡、２日目になりますと家庭訪問、さらに３日目以降

は学校組織全体で対応することとしております。１０日目までにはスクールカウンセラ

ーやスクールソーシャルワーカーの活用を図るなど、このことは「愛の１、２、３運動

プラスワン」と言っておりますが、愛の１、２、３運動プラスワンの取り組みととも

に、児童生徒の実態把握のために月１回、タマにゃんチェックというアンケートを実施

しております。そのほかにも、市内各中学校に適応指導教室指導員を１名配置し、教育

委員会事務局に教育相談員２名を配置しての教育相談活動、さらには不登校状況にある

児童生徒の教育支援を行なうためのタマにゃん教室に指導員２名を配置して、毎週火曜

日の半日、相談及び支援活動に当たっているところです。 

 タマにゃん教室の開設により、本年度は入室している９名の児童生徒のうち３名が学

校に通うことができるようになり、ほか１名も少しずつではありますが、学校で過ごす

ことができるようになってきており、徐々に取り組みの成果が目に見える形になってき

ているところです。 

 以上、順番が逆になって申しわけありませんでした。 

○１６番（近松惠美子さん） いや、教育委員会からはないんですか、食に対する認

識。 

○教育長（池田誠一君） 失礼いたしました。先ほどのテーマと同じで勘違いしてしま

いました。 

 教育委員会の分につきましてお答えいたします。 

 ６番、食育の力をどのように認識しているか。また、取り組んでいるかということで

す。 

 近松議員の食育の力をどのように認識しているか。また、取り組んでいるかの質問に

学校の視点でお答えいたします。 

 小中学校においては、食育は食に関する指導という名称で取り組んでおり、公立保育

園と同様に、各学校で年間指導計画を作成して年間を通した指導を行なっております。 

 内容といたしましては、毎日の給食指導の中で、例えば、バランスよく食べること、
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必要な栄養素を知ること、食事と健康の関係について理解することを初めとして、家庭

科等の各教科の内容に応じての指導、さらには学級活動、道徳玉名学でも箸の使い方や

食事のマナー、バランスを考えた食事など、食を取り巻く人間育成のための学習を行な

っております。さらに６月を食育月間として設定し、朝食を食べることの重要性を周知

することはもとより、その意識を高めるための食育にかかる標語の募集、また、食に感

謝し、健康を維持するために必要な栄養と量を確保していくために、残菜量調査など、

各学校の実態に応じ、工夫した取り組みを行なっているところです。そのほかにも中学

校の農業体験学習、小学校の田植えや稲刈りなどの体験的な活動を通して、食の生産者

に対する感謝の念をはぐくみ、食に対する大切さやありがたさを実感できるような取り

組みとなっているところです。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 健康福祉部長 松野信生君。 

［健康福祉部長 松野信生君 登壇］ 

○健康福祉部長（松野信生君） 近松議員の岱明ふれあい健康センターの活用について。

活用法をどのように考えているかという質問にお答えいたします。 

 岱明ふれあい健康センターは、これまで指定管理施設として玉名市社会福祉協議会に

管理運営をお願いしております。岱明町公民館の建設に伴い、社会福祉協議会が移転す

ることから、新たに民間活力を生かした公募型の指定管理を目指し、更新に向けた準備

をしていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 教育部長 戸嵜孝司君。 

［教育部長 戸嵜孝司君 登壇］ 

○教育部長（戸嵜孝司君） 近松議員の体育施設における指定管理のその後の成果につ

いて。費用・サービス面でどのようなメリットがあったかということについてお答えい

たします。 

 現在、所管課が担当している指定管理施設は、蛇ヶ谷公園や桃田運動公園内のスポー

ツ施設など、市内全域で２０施設がございます。指定管理の相手方は、玉名市シルバー

人材センター、サンアメニティー、自治振興公社、玉名市体育施設管理運営共同企業体

の４団体となっております。 

 指定管理の委託契約につきましては、７契約があり、特に平成２９年度に行なった桃

田運動公園や岱明町、横島町、天水町の体育施設の契約が１４施設と規模が大きいこと

から、平成２９年度の導入時点での効果額といたしまして、答弁させていただきます

が、市の契約基準額９,５６５万円に対し、契約額９,４５７万円であり、競争での効果

額といたしましては、単年度で１０４万円の削減となっております。 



 － 210 －

 また、契約以外で市職員４名が引き上げたことにより、効果といたしまして単年度で

２,２９９万円の費用が削減となっております。契約の内容といたしましても今まで横

島体育館、天水体育館では管理人を配置できていなかったところを常備配置できる契約

にしているところであり、午後５時以降や休日でも予約することができるようになりま

した。サービス面では、指定管理となったことにより受託者が自主事業としてかけっこ

教室、体操教室、野外活動、スポーツベーシック、バスケットボール教室、防災安全講

習会、Ｂ＆Ｇ塾、水泳教室、水辺の安全教室、体幹トレーニング、ストレッチ、呼吸教

室、卓球大会などの１２の教室などを新たに開始しているところでございます。しか

し、反面デメリットとしてとらえられていることとしましては、施設の入館や閉館が一

律的な対応となっているということがあります。従来は職員が柔軟に対応してきたこと

が、管理を引き継いだことによって市が契約で示した厳格な運用を行なうことで、従来

との運用の違いを利用者側の皆様が不便に感じているように一部ではお聞きしておりま

す。これらについては、ときには例外的な対応をできる柔軟性をどれくらいもつことが

できるかは、市と指定管理者との契約の兼ね合いと指定管理者独自の判断の部分での対

応の部分ではあろうかと考えています。また、日常の窓口対応、整備不良箇所の把握に

つきましては、市で連絡を受けたこと又は把握した部分については、指定管理者と随時

協議を行ない又は指導を行なっているところでございます。 

 後に、アンケートにつきましては、全施設での利用者からのアンケートはとってお

りませんけれども、今後は市内全域での、全施設での利用者に対しアンケートを実施す

るなど、利用者が今以上の利用ができるよう、今後も指定管理者共々利便性の向上に努

めてまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 近松惠美子さん。 

○１６番（近松惠美子さん） ちょっと資料１枚忘れてきましたので。 

［近松惠美子さん 資料を取りに質問席を外す］ 

○１６番（近松惠美子さん） 失礼しました。 

 子ども連れて遊びに行ける場所が少ないということは、そういう資料、冊子をつくる

ことを検討していただくということですので、ぜひ、母子保健推進員さんとか子育てさ

れてる方にまたお知恵拝借して、遊ぶ場所だけじゃなくて、遊び方も含めて、そういう

資料をつくっていただきたいなと思います。 

 インフルエンザのワクチンの補助のことについては、しないということでしたので、

私もそのほうがいいというふうに思っております。保健センターの職員さん、そのもの

がやはり免疫力を高めることが一番大事だということを再認識していただいて、普段か

ら予防接種に関係するときには、そのようなことを伝えていただきたいというふうに思
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います。 

 フッ化物洗口の問題については、多少効果が出てるんじゃないかというふうなことで

したけども、もともと玉名市がよかったのかもしれないので、まだなんともいえないな

と思ってます。私自身はやはり科学的な物を使わずに虫歯がないということが一番理想

的なことなので、これに対する反対する人もいますので、そういう人たちに対しては暖

かく見ていただきたいと、強要しないようにしていただきたいということをお願いした

いというふうに思います。 

 それから、不登校に対する支援については、タマにゃん教室が少し効果を上げている

ということでしたけども、私タマにゃん教室見に行きましたけど、この豊かな日本でこ

んなところで勉強しなきゃいけないかというふうに、ちょっと倉庫ふうの狭いところで

机７つがいっぱいかなというとこでした。やはり何らかの心の傷を負ってる子どもとい

うのは、もう暴れて遊ぶ場所もほしいですし、温かい食事もほしいですし、また、この

暖かい関わり合いが週１回じゃなくて、週２回のほうが元気が出るんじゃないかなとい

うふうに思っておりますので、その辺のやはりもう少し場所を変えたほうがいいんじゃ

ないかと、私は岱明ふれあい健康センターも利用して、もっともっと多くの子どもがき

て、閉じ込められた空間じゃなくて、もっと気持ちを発揮できるようなところでしたほ

うがいいんじゃないかなというふうに思っております。そういう意味で、タマにゃん教

室をもう少し回数をふやせないかということと、やっぱり施設を充実させて、玉名市民

が言いましたヨガを教えてあげたいんだと、そういう子にはとかですね、それからなん

か食事をつくってあげたいとか、そういう人もいると思いますんで、もう少し地域との

つながりをもって、この子どもたちを温かく見守っていくようなことができないのかな

と思うんですけども、そのことについて、ちょっとお伺いしてよろしいでしょうか。 

○議長（中尾嘉男君） 教育部長 戸嵜孝司君。 

○教育部長（戸嵜孝司君） タマにゃん教室の施設については、現状見られたというこ

とで、私のほうも施設をつくるときに非常に場所を探してなかったもんですから、救急

にあそこにつくったというところでございます。現状といたしましても子どもたちが少

しふえておりますので、次の広い所ないかということで今探しているところではござい

ます。施設についても機能が充実できるような場所があれば、また、それも含めて考え

ていきたいと。 

 言われるとおり、子どもたちがいろんな活動ができて、学校に戻ることができること

が念頭でございますので、その辺はまた再度考えていきたいと思います。 

 以上です。 

○１６番（近松惠美子さん） 回数は。 

○教育部長（戸嵜孝司君） では続けて、回数につきましても、週に１回でございます
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ので、まだふやしていけたらというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（中尾嘉男君） 近松惠美子さん。 

○１６番（近松惠美子さん） ぜひ、子どもたち学校に行けない子どもたちがかかえま

すと、親御さんのいかがばかりかと思うんですね、私も小学校のころ熱出して１週間い

けなかったことあったんですけど、１週間休むとやっぱり算数がわからなくなるんです

ね、ですから１カ月も休む子が本当に学校に戻ったときに授業についていくの大変です

し、少しでも早く戻れるように、さらに温かい手を尽くしていただきたいなというふう

に思います。 

 それからちょっと前後しましたけど、体育施設の問題につきましては、いろんな自主

事業がふえてるということでしたけども、地域にいると自主事業がふえたというのが全

然見えないんですね、もう少しそういうふうなことを周知できるような工夫を指定管理

の方にお願いしたいなと思います。 

 何か指定管理になって事業がふえてよかったなということが見えてこないんですね、

こんな事業がしてるということわかりませんので、その辺のことをお願いしたいと思い

ますし、アンケートもしてくださるということでしたので、とにかくやはり市民の幸せ

のためにあるんだということをきちっと認識して事業に当たっていただきたいというこ

とを、また、指定管理のほうにもお伝えいただきたいというふうに思います。 

 では、まとめて私が今回質問して、質問の趣旨は、本当に学校も今、ブラック企業と

言われるくらい忙しい中で、どんなに先生方が一生懸命頑張っていらっしゃるかという

ことはよくわかりますけども、それはそれであって、やはり先ほど申しあげましたよう

に、子どもたちの基礎学力のもととなる元気度がないと、４年生であっても眠い子が多

いとか、便秘が多いということは脳が働いてない子がいるとか、そこのところをしっか

りしないと学力の向上とか、この不登校を減らすとか、発達障がいを減らすということ

はできないんじゃないかと思ってます。そこで先ほど申しあげましたように、保育園で

も学校でもいろいろされてるのわかりますけど、やってても効果がないということは、

やはり手法を変えなくちゃいけないんじゃないかと私は思うんです。 

 この新たな食育の１カ月で効果が出る食育というのはどう違うかというと、やめるこ

となんですよね、ご飯とご飯の間は水かお茶ということは、ジュースを飲まないという

ことなんですよね、間食しないということなんですよね、しないということは添加物を

取らないということで、脳の以上興奮が抑えられるんですね。そしてまた今非常に不足

しているというミネラルが添加物が多いとそれが破壊されるんですけど、そういうもの

がなくなるということなんですね、それで新しいプログラムに挑戦してみたほうがいい

んじゃないかと、私は思うわけなんですけども、そして保育園でやってるやってるとい
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うことでしたら、インフルエンザが、欠席が激減するとか、ほとんど休まないと言われ

るんですよ、やってるところは。ですから私はやはりやる限りにはきちっと数字で、こ

の手法は効果があるものかどうかということをきちっと見ていただきたいと思うんです

ね、やってるけど効果が出ないなら何にもならないじゃないかと思うんです。やらない

よりはいいかもしれないんですけども、そういうことで、私が１０年前にした子どもた

ちの元気度、そして先週した子どもたちの４年生の状況を教育長はどのようにお感じに

なりますでしょうか。私は４年生が授業中眠いとか、夜中に目が覚めるとか、寝付きが

悪いとか、恐ろしい状態だと思うんです。そして私たちが子どものころは保健室なんて

けが以外いきませんでした。熱が出たときは行ったかもしれない。今はたくさんの子が

保健室に行ってます。いわゆる半病人が多いという状況ですね。学力以前の問題だと思

うんですよ、これをどうにかしないといけないと、発達障がい、先ほど言いましたけ

ど、発達障がいじゃなくて、診断はついていないけども、なんとか落ち着かない子ども

がふえてるということでしたけども、何倍でしょうか、１０年間で４倍だったでしょう

か、ふえてますね。今や先生がひとりで手に負えない子どもとそれから障害があるとい

う診断がついた子合わせるともう１割になってきてます。３年前が４００人、平成２７

年が４００人、平成２９年がもう５００人になってきてます。食事がすべてだとは思っ

ていませんけど、できることから先進的によくなったというところは取り上げてやって

みたほうがいいんじゃないかと、私は思っています。 

 役所の問題というのは、市長にお伺いしたいんですけども、もし市長のところで以前

自動車の整備とかの仕事をされておられたと思いますけども、車検をしたあとの苦情が

どんどん、どんどんもしきた場合どうなさるか。きっとどこが悪かったのかと調べられ

ると思うんですよね、だれがしたのがミスがあったのか、どこがミスがあったのかと調

べられると思うんですよ。だからこの玉名市の問題も同じで、これだけふえているとい

うことは、どこに問題があったのかと考えていくべきではないかと、支援員を４４人雇

ってると言われましたけど、合併時ゼロでしたよね。ものすごくふえてますよね、もの

すごくふえてることがおかしいと。じゃあ、今、１割の子が普通に暮らせない、普通の

授業を受けられない子が１割いるのがじゃあ、私たちが子どものとき３０人学級で３人

いましたかと。その子どもたちがどんどんふえてる１割が１割五分、２割になったとき

にはどうなるのかということを考える人がいないのかと思うんですよ。そして行政の一

番の欠点は、一番の原因は、私は皆さんがお忙しいからだということはよく理解してま

すけども、一番の問題は出てきた問題に困ってる人に十分されてますけども、この困っ

てる原因は何かということを考える人がいないということが一つ。それとこの子育ての

問題については、子育て支援課と玉名市保健センターと教育委員会と渡ってますから、

だれも責任を取らない。食育やってるやってると言っててもこんな子どもたちがいる。
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なんのために食育するんですか、子ども元気にするために食育するんじゃないですか。

でも元気になってないじゃないですか。何だかわかんないけども、授業中に何か落ち着

かなくて授業成り立たない子がどんどん、どんどん、どんどん、どんどんふえてる。こ

のことについて、どうしてきのうありましたね、どなたか言われてたね、きょうですか

ね、田真樹子議員の質問に、田真樹子議員がなんか問題のある人でしたかね、各課

が集まって検討会してるのを傍聴して感動したという話がありました。じゃあ、このど

んどん、どんどんふえてきてる子どもの問題に対して、どこに問題があるのか、何をし

たらいいのか、支援を要する子どもが少ない学校はどんな取り組みをしてるのか、そう

いうことを集まって話し合いしたことはあるのかどうか、お尋ねします。保健師、保育

士、子育て支援課、福祉の部門が集まって、特に教育委員会、どんどん、どんどんふえ

てるのおかしいよね、この子どもたち保健師はどう見てたのと。虐待も１０年間で４倍

でしたかね、ふえてます。ふえてるということが、ふえてますということがおかしいん

だと。行政はこれを減らさないといけないんですよ。減らすことができなくても責任が

ないというふうな仕事の仕方がおかしいと私は思うんですけども、教育長いかがお考え

でしょうか。 

○議長（中尾嘉男君） 教育長 池田誠一君。 

○教育長（池田誠一君） 不登校の子ども、あるいはそういう特別支援の必要な子ども

の増加というのは、確かに急激な変化になっております。そのことが議員がおっしゃる

ように今後どのようなことが原因であるかということの追求はしていかなければなりま

せんけども、私としては、今現在、これが原因であるということについてのお答えはで

きませんし、これは全国的な傾向でもありますし、そのことにつきましては、いろんな

視点から私たちも勉強していきたいというふうに思います。 

○議長（中尾嘉男君） 近松惠美子さん。 

○１６番（近松惠美子さん） ありがとうございました。 

 本当に何が原因だということはだれも分からないのが現状だと思います。ですからで

きることを一つずつやって試してみるしかないと私は思ってます。そういう意味で、こ

の元気になる食生活の実践をやってみませんかということを言ってるわけなんです。１

０年前にした子どもたちが書いてくれた文章があります。きょうは若い議員がいろいろ

グッズをもってきましたので、私ももってきてみました。子どもたちが４年生の子です

ね、「もっと元気になる食生活を続けてきて、体も元気になったし、夜もよく眠れるよ

うになりました。１００回かむのもきつくならなくなりました。」４年生がよく眠れる

ようになったと言ってるんですね。この１００回かむとか、余計なものを食べないと

か、ご飯をよく食べるようにするとか、たったそれだけでなってるんですね。もうひと

りこの女の子です。「１カ月間ありがとうございました。頑張ったねとか、はなまるを
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書いてくださったときや野菜の絵を貼ってくださったとき、とてもうれしかったです。

私は夜ご飯のあと果物をやめたので、ぐっすり眠れるようになりました。いろんなアド

バイスをありがとうございました。」こんなに眠れない子多いんですね。「もっともっ

と続けたいです。また、来てください。」いろんな感想があります。数年前に私が議員

何人かと四国の学校に見に行きまして、もうインフルエンザが激減したと、休む子ほと

んどいないと、そしてまた、そういう不登校とかもぐんぐん減りましたというふうなこ

とを聞いてきまして、やってみませんかと言いましたら、教育委員会の方が、「そんな

にいいもんなら日本全土に広がるだろう。」と、「広がってないんだからなんか問題が

あるんじゃないの。」というふうに言われたそうです。そういうふうな考え方をする人

ばかりだから日本全土に広がらないんだと私は思いました。 

 教育長がきょう、みんなで少し考えてみますということでしたので、玉名市保健セン

ターも子育て支援課も含めて、ぜひ、市長よろしくお願いします。 

 虐待もふえております。この問題が本当は玉名市保健センターで子ども見るときにハ

イリスクの子ども、例えば、母親どういうふうに親との関係はどうであったとか、父親

との関係はどうであったとか、そういうチェック項目をつくって、そうしたらもう少し

早く発見できるんじゃないかと思うんです。ですから虐待の子が見つかったときに、な

ぜ健診でその兆候を見つけれなかったかということは反省すべきことなんですよね、な

ぜ保育園で見つけれられなかったのかとか、さかのぼって責任を追求していくことによ

ってそれぞれの意識が変わってくるんですね、みんな自分のせいじゃないと思ってるん

ですよ。そこが大きな、大きな間違いだと思います。今全国的にふえてるというお話が

ありましたけども、全国どこでも多いわけじゃないんですね、ちゃんと取り組みをして

減らしたところもあるんですよ、全国的にふえてるから仕方がないと、全国的にふえて

るから、国が言わないからということでは一歩も進まないんじゃないかと思います。 

 ところで、平成２８年に国がこういう問題に対処するように児童福祉法を改正しまし

て、子ども家庭総合支援拠点の設置というものを打ち出しました。つまり今の玉名市保

健センター、子育て支援課、教育委員会、ばらばらに対応してて、ばらばらじゃないか

もしれないですけど、それぞれが対応しててリーダーシップがどこがして、どこが責任

もつのかということがはっきりしない状態において、それらを統合して責任もってしろ

というのがこの家庭総合支援拠点の国の意思だと思います。私は市長、ぜひ、この拠点

づくりを、これはあんまり予算も何百万円か付きますし、あまり市の持ち出しなく、今

の自動相談員さん、福祉課におられます。あの方とか、婦人相談員さんとか、集めたら

できると思います。大事なのはどこが統括して、この問題を本格的に減らそうと考える

のかということが問題なんですね、対処しようかじゃないんですね、減らそうかという

考えをもつということが大事なことです。 
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 副市長は玉名市保健センターにおられたときに、この食育のことも勉強されたので、

多分よく御存じじゃないかと思うんですけども、もうやったやったと、食育してるして

るていう話は、私はずっと聞いてるんですよ。全然効果出てないじゃないですか。効果

でたというところがあるのに、それをしようともしない。国が言ったことはするけど

も、なんかジスマーク（ＪＩＳマーク（日本工業規格））がついたような情報だったら

するけども、どっかがやって結果が出たことには目もくれないと。これがお役所仕事と

いうもんじゃないかなと、私は思ってしまいます。 

 ぜひ、副市長は玉名市保健センターも経験されたので、リーダーシップを発揮して、

この食育の問題ももっと一歩進めて、結果が出るようにしていただきたいと思いますの

で、御意見を伺います。 

○議長（中尾嘉男君） 副市長 村上隆之君。 

○副市長（村上隆之君） 答弁をさせていただきましてありがとうございます。 

 私も今年まで福祉部長のほうをやっておりまして、玉名市保健センターからずっとや

ってきておりまして、この食育問題につきましても相当やってきたつもりでございま

す。近松議員がおっしゃいますように、なかなか効果という面、それを実践するという

面で非常に難しい面もあったのが事実でございまして、今後、そういう御指摘がありま

して、できる分野からとにかくやっていきたいという気持ちは十分もっております。 

 非常に近松議員と議論を今までやってきた中で、非常に高いレベルの知識をもってお

られます。議員がですね。その中でやはりそれを理解できるという職員、我々も含めて

なかなかそこまで理解できるのかというのは、非常に難しい部分がございまして、これ

を理解し、それを実践するということがかなりの期間を要するんではなかろうかなとい

うふうに思っております。私もそれだけ経験してまいりましたので、今後は実践をして

いきたいと。ただ、自分の経験としてやはり食育というのは非常に大切なものであっ

て、そして作物をつくってきた経験もございます。それが今保育園のほうで、小天保育

園、そして岱明幼稚園、そして横島幼稚園が実践されて、実際子どもたちがそういうつ

くり方をしながら、それを食べながら、元気になってきてますよという報告は受けてお

りますので、そういった部分では、少し芽が出てきたんではなかろうかなというふうに

思っております。ただ、今後今おっしゃいましたようなことを福祉部、教育部、含めま

して、今後検討して、実戦に向け、検討をしていきたいというふうに思います。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 近松惠美子さん。 

○１６番（近松惠美子さん） 今、副市長よりお答えいただきましたけど、私の言って

ることは全然レベルが高いことじゃございません。先週、教育総務課長が来てください

ました。私が食育をするからどんな話をするのか、何を思っているのか聞きに来てくだ
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さいというふうに頼みましたら、聞きに来てくださって、「特別なことじゃなくて、簡

単なことなんですね。」と言われました。 初の一口１００回かむだけでも脳が変わっ

ていくんです。子どもって励ましたらするんです。難しいことじゃないんですね。当た

り前過ぎて皆さんが見逃してるだけじゃないかなというふうに思います。 

 とにかく、３つにわたる子育てにかかる分野をまとめて、そしてリーダーシップをと

れる課をつくる。そして責任をもてる課をつくって、玉名は減らすんだぞと。もうスト

ップザ、ストップザ何とかですね、するんだぞと。減らすのがあんたの役割だぞみたい

な感じで、市長がきちっと指示していただいて、真剣に取り組んでいただいたときに、

本当に子育てしたいまち、魅力のあるまちになると、私は思います。 

 後になりましたけども、教育長にまたお尋ねしたいと思います。 

 この子どもが４年生で十分寝れてないと、こういう調査、元気度が低いという、これ

異常じゃないかなと私は思うんですけども、こういうことは養護の先生が調査された

り、把握されておられたかどうか、お伺いします。 

○議長（中尾嘉男君） 教育長 池田誠一君。 

○教育長（池田誠一君） 今、お申し出のことにつきまして、そのことにつきましての

調査等は把握して、こちらとしては把握しておりませんが、学校においては、あるいは

担任の先生によっては、いろんな食物のことについて、食育の一環として取り組みはし

ていただいているというふうには考えております。 

○議長（中尾嘉男君） 近松惠美子さん。 

○１６番（近松惠美子さん） ぜひ、寝付きがいいかと、夜中に目が覚めないかと、朝

すっきり起きれるかと、便が出るかと、そういうことは一度調査してみていただきたい

なと思います。そうでないと、この食育の大事さというのが本当にお感じいただけない

んじゃないかなと思います。 

 ちょうど島津市政の 後のときに、この長野県上田市の教育長さん、元教育長さんが

来てくださいまして、親に言ってもだめだから給食を変えていったら親が変わってき

て、成績もぐんと上がるし、そして不登校もほとんどなくなりましたというお話を玉名

市保健センターでしてくださったんですけど、その後８年間食育というのは停滞してき

たわけなんですけど、市長がかわられましてもう１年経ったので、また課題はいっぱい

だと思いますけども、この問題にまた真正面から取り組んでくださることを期待して、

今回取り上げました。 

 玉名市がこれで結果を出したら、それこそ全国から注目される市になります。若い議

員が野洲市ですか、あそこはとてもよくてなかなか研修の視察を受けてもらえないとこ

だという話でしたけど、玉名市もこれがストップすることが、減らしたいけども、せめ

て増加を抑えることができたら、全国から注目される市になると思いますし、何よりも
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大事なことだと思います。この子たちひょっとしたら就職でもつまずくかもしれないで

すし、人生の基礎となることですので、やればよくなるとわかってることをしないとい

うのは非常に罪なことであると思います。私はそういう子どもたちがぐんぐんよくなっ

たというそういう報告を見ておりますので、どうか間口を広げて、もう１回みんなで、

どうしたら減らせるだろうという課をつくってください。この子たちにどうしてあげた

らいいだろうかじゃなくて、どうしたら減らせるだろうかという課をつくっていただき

たい。ふえてるということは原因があるんであって、減らせるはずなんです。そういう

ことを切にお願いいたします。 

 岱明ふれあい健康センターの面につきましては、市長のやはり民活を利用したいとい

う思いの中に、また、この子育ての面で、この拠点づくりとか、そういうものもぜひ、

入れていただきたいなということをお願いしまして、私の質問を終わります。 

○議長（中尾嘉男君） 以上で、近松惠美子さんの質問は終わりました。 

 以上で、本日の日程は、終了いたしました。 

 明１３日は、定刻より会議を開き、一般質問を行ないます。 

 本日は、これにて散会いたします。 

午後 ６時１６分 散会 



 

 

第 ４ 号 
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日程第１ 一般質問 

１ １０番 德村 登志郎 議員（無会派：公明党） 

１ 自然環境を守るレジ袋削減の取り組みについて 

（１）レジ袋削減の取り組みにおける事業者との協定締結はできないか 

（２）レジ袋無料配布中止に向けた取り組みについて 

２ 観光における危機管理の充実について 

（１）「地域防災計画」に、観光旅行者に対する避難場所・避難経路などの

計画が定められているか 
（２）「地域防災計画」に、外国人観光客への情報伝達に関する事項が整備

されているか 
 ア 災害情報の多言語化（多言語標識、通訳ボランティアの整備な 
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４ 不育症の周知や患者支援の推進について 

（１）不育症について、本市ではどのような認識を持っているのか 
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育症の治療費助成制度についての考えを問う 

５ 夜間中学の設置促進について 

（１）もう一度学びたいと希望する場合の教育を受ける機会の確保につ

いて 

（２）本市には現在、不登校の中学生は何人存在するのか。また、本市
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れ、そのまま卒業した（過去１０年間）人数は何人か問う 
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適用について、どのような対応をしているか 

（２）未婚のひとり親の負担を軽減するために、寡婦（夫）控除のみな

し適用を運用できる施策はないか 
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３ 玉名大俵まつりと玉名市産業祭について 
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午前１０時０２分 開議 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

○議長（中尾嘉男君） ただいまから、本日の会議を開きます。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第１ 一般質問 

○議長（中尾嘉男君） 日程第１、「一般質問」を行ないます。質問は、通告の順序によ

って許すことにいたします。 

 １０番 德村登志郎君。 

［１０番 德村登志郎君 登壇］ 

○１０番（德村登志郎君） 皆さん、おはようございます。１０番、公明党の德村登志郎

でございます。 

 それでは、通告に従い一般質問をさせていただきます。 

 自然環境を守るレジ袋削減の取り組みについてお尋ねいたします。現在、海のプラス

チックごみの対策が世界各国で活発に進められております。欧州ではすでにイタリアが

環境中で分解しやすい生分解性以外のレジ袋を２０１１年に禁止しています。英国はプ

ラスチックストローなどの販売も禁止する見通しです。米国でも州単位で規制が進んで

おります。このような中、日本でも対策の加速が求められております。先月２８日、国

内におけるプラスチックごみの排出抑制を加速するため、公明党の海ごみ対策推進委員

会は、原田環境相に政府が海洋プラスチックごみの拡大防止などに向けて策定するプラ

スチック資源循環戦略に向けた提言を申し入れました。提言では２０３０年までに使い

捨てプラスチック排出量の２５％削減やレジ袋の有料化義務づけが主張されており、分

解可能で環境に優しいバイオマスプラスチックの普及や洗顔料などに含まれるマイクロ

ビーズの削減なども要請されています。原田環境相は使い捨てプラスチックが海に流

れ、生態系を害している。具体的に目標を決めて取り組むと述べました。本市におきま

しても自然環境を守る観点からレジ袋削減に取り組むべきだと考えます。 

 そこで２点伺います。１つ、レジ袋削減取り組みにおける事業者との協定締結はでき

ないか。２、レジ袋無料配布中止に向けた取り組みについて。 

 以上、答弁お願いいたします。 

○議長（中尾嘉男君） 市民生活部長 村﨑信介君。 

［市民生活部長 村﨑信介君 登壇］ 

○市民生活部長（村﨑信介君） おはようございます。 

 德村議員のレジ袋削減の取り組みにおける事業者との協定締結はできないかの御質問

についてお答えいたします。 

 まず、県内の市町村におきましては、環境に配慮したライフスタイルに転換し、ごみ
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の減量化や地球温暖化を防止するために住民団体、事業者、関係団体及び自治体などが

レジ袋の無料配布の中止やマイバッグ持参等に関する協定を結び、レジ袋削減に向けた

取り組みが進められております。県内１４市の協定締結の状況は、熊本市、山鹿市、合

志市、宇土市、宇城市、水俣市、上天草市、天草市、人吉市、阿蘇市の１０市で協定が

締結をされており、締結されていない市は、荒尾市、玉名市、菊池市、八代市の４市と

なっております。プラスチックごみの海洋汚染の問題が深刻化しており、政府は２０２

０年度以降にはすべてのスーパーや小売店に対してレジ袋の有料化に向けた方針を示さ

れていることから、本市におきましても市内の環境団体や商工団体及び市内に店舗をも

つスーパーや小売店の事業者と連携し、それぞれの役割や取り組みができないかを協議

して協定の締結に向けて働きかけてまいります。 

 次に、レジ袋の無料配布中止に向けた取り組みについての御質問にお答えをいたしま

す。本市では、レジ袋削減に向けた取り組みとして、平成１９年度に市内の環境団体で

あります玉名マイバッグ推進連絡協議会と連携して広報誌にて利用モニターを募集して

市章入りのマイバッグ３００個を配布しての意向調査やマイバッグに関する標語コンク

ール、マイバッグ強化月間環境フォーラムを開催するなど、マイバッグの普及啓発によ

りレジ袋の削減に努めてきたところです。また、あわせて玉名マイバッグ推進連絡協議

会では、スーパーや小売店を訪問して店頭でのマイバッグ持参の啓発活動やレジ袋の無

料配布中止に向けた事業者への働きかけを行なってまいりましたが、当時は万引きが増

加するとの懸念や競合店との兼ね合いもあり、事業者の協力が得られない状況でありま

した。それ以降、市内の一部の大型店舗におきましてマイバッグ等の持参者へのポイン

ト付与による還元など、自主的な取り組みが行なわれている状況であります。今年２月

に玉名地球温暖化対策地域協議会 環境応援団「エコの環たまな」からの要望もあって

おり、 

プラスチックごみの削減と地球温暖化防止を推進するためにレジ袋無料配布の中止に向

けた取り組み状況等について、県や他市の情報収集を行なっているところです。 

 本市といたしましても２０２０年以降のレジ袋有料化に向けた国の動向を注視しなが

ら、商工団体及び市内に店舗をもつスーパーや小売店の有料化に向けた意向や影響など

を把握し、レジ袋の無料配布の中止に向けた検討をしてまいります。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 德村登志郎君。 

○１０番（德村登志郎君） 答弁ありがとうございました。 

 １の事業者との協定締結は、具体的に協定締結を働きかけていただけるという答弁

で、積極的に進めていただきたいなというふうに感じました。 

 このとおり行政がマイバッグの持参等によるレジ袋の削減について消費者の理解と協
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力が得られるように、これからも啓発や周知に努めていただきたいと思います。 

 事業者のレジ袋削減の取り組みも、これも積極的に支援していただきたいと要望いた

します。 

 それと２番のレジ袋無料配布中止に向けた取り組みについては、レジ袋削減のために

は、実際、無料配布を中止にした有料化のほうが、これが一番効果が出ているというデ

ータもございます。マイバッグの推進とかもちろんなさってるとは思いますけど、なか

なかこれが効果が出にくいと。やはり有料化に向けた流れをつくるというのが一番効果

的だということを出ているようです。こういう形でレジ袋の削減も市民のほうに呼びか

けることはもちろん、事業者が実施するレジ袋削減、レジ袋無料配布中止に向けた取り

組みを推進することが重要だと考えております。 

 その上で、レジ袋削減の効果の検証やそれと情報交換など、市内全域での取り組み、

拡大も必要だと考えております。この点におきましては、熊本市では実施されておりま

すけど、学識経験者それと事業者と、それと市民団体あと行政からなどレジ袋削減推進

協議会というものをつくられてるみたいです。そのようなものをぜひとも設置していた

だいて、このレジ袋削減に向けた取り組みを今後とも推進していただきたいと要望して

この質問は終わりたいと思います。 

［１０番 德村登志郎君 登壇］ 

○１０番（德村登志郎君） 次に、観光における危機管理の充実についてお尋ねいたしま

す。 

 国内に多くの観光地を有する我が国にとって、観光業は主要産業となっています。ま

た、政府は東京五輪、パラリンピックが開かれる２０２０年までに年間の外国人観光客

を４,０００万人までふやすことを目標とし、観光立国の実現を目指しています。こう

した中にあって９月には台風２１号の上陸や北海道胆振東部地震で大きな被害が発生

し、関西空港や千歳空港が一時封鎖され札幌市内のホテルではブラックアウトによる停

電等で観光客に大きな影響が出ました。とりわけ外国人観光客にとっては多言語での災

害、交通、避難情報が十分でないなど、災害時の対応に大きな課題を残しました。災害

の多い我が国において観光の危機管理は重要で、各自治体における外国人観光客を含む

観光客に対する防災や災害時の支援体制などを確認したいと思います。 

 １つ、「地域防災計画」に、観光旅行者に対する避難場所・避難経路などの計画が定

められているか。２、「地域防災計画」に、外国人観光客への情報伝達に関する事項が

整備されているか。ア、防災情報の多言語化、多言語標識、通訳ボランティアの整備な

ど。イ、外国人観光客に対する避難場所の運営について。 

 以上、答弁をお願いします。あとは質問席よりさせていただきます。 

○議長（中尾嘉男君） 総務部長 西山俊信君。 
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［総務部長 西山俊信君 登壇］ 

○総務部長（西山俊信君） おはようございます。 

 德村議員御質問の「地域防災計画」に、観光旅行者に対する避難場所・避難経路など 
の計画が定められているかについてお答えをいたします。 

 来年１月６日より放送開始となりますＮＨＫ大河ドラマ「いだてん」のドラマ館オー

プンとあわせまして、本市といたしましても多くの観光旅行者の呼び込みに全力を挙げ

て取り組んでいるところでございます。そのような中、現在玉名市では、玉名市地域防

災計画の全面改定を行なっておりまして、玉名市民はもとより観光旅行者も安心して滞

在いただけるよう、防災、減災対策の充実強化を図っているところでございます。 

 議員御質問の観光旅行者に対する避難場所、避難経路の計画につきましては、現行の

玉名市地域防災計画には記載がございません。しかしながら、先ほど申しあげましたと

おり、玉名市地域防災計画の全面改定を行なっているところでございまして、公共交通

機関などが停止した場合に自力で帰宅できない帰宅困難者への対応について、内閣府が

定めております大規模地震発生に伴う帰宅困難者対策ガイドラインなどを参考としなが

ら、観光旅行者も含めた形で、地域防災計画の中に避難場所、避難経路について盛り込

み、観光における非管理体制の充実医に努めてまいりたいと考えているところでござい

ます。 

 続きまして、御質問の災害情報の多言語化についてお答えをいたします。 

 災害情報の多言語化につきましては、先ほどの避難場所、経路と同様に、現行の玉名

市地域防災計画には記載がございません。しかしながら、先ほど申しあげましたとおり

玉名市地域防災計画の全面改定中でございますので、災害情報の多言語化につきまして

も計画にしっかりと盛り込んでいく方向で検討を進めてまいります。また、多言語標識、

通訳ボランティアの整備につきましては、国土交通省の外国人旅行者向けアプリでござ

います「Ｓａｆｅｔｙ ｔｉｐｓ（セーフティー チップス）」や他言語翻訳スピーカ

ーなどを活用しながら、今後検討を図ってまいりたいと考えております。 

 次に、御質問の外国人観光客に対する避難所の運営についてお答えをいたします。 

 外国人観光客に対する避難所の運営につきましても、先ほどの災害情報の多言語化と

同様、現行の玉名市地域防災計画には記載がございません。こちらのほうも現行、現在

進めております玉名市地域防災計画の全面改定とあわせ、避難所運営マニュアルといた

しまして策定予定でございますので、外国人観光客を含め、要配慮者の対策について盛

り込んでまいりたいと考えているところでございます。また、今後通訳ボランティアな

どの人材の確保についても検討を進めてまいりたいと考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 德村登志郎君。 
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○１０番（德村登志郎君） 答弁ありがとうございます。 

 地域防災計画は防災にかかる事務や業務を定めたものですが、現段階では外国人旅行

社への対策という直接的な項目出しを行ない、その内容を記載するに至っていないとこ

ろも少なくありません。答弁によれば、本市でも例外ではないようです。地域防災計画

や各種マニュアル等への具体的な反映方法としては、例えば、要配慮者対策における外

国人への対策の一環として、外国人旅行者を位置づけ具体的対策を検討すること。ある

いは帰宅困難者対策や観光客対策という区分においては、外国人旅行者を含めた形で対

策の十分性をチェックするなどしていただければと考えます。地域防災計画の構成は、

自治体によってさまざまですが、重要なことは、この計画から訪日外国人旅行者の安全

確保という視点が抜けないことであると考えております。ぜひともこの視点をもった地

域防災計画を構成していただきたいと要望します。 

 次に、３番、災害時におけるホテル協会や旅館組合との協定はできているのか。４、

観光関連施設の耐震化はどのようになっているのかの答弁をお願いいたします。 

○議長（中尾嘉男君） 産業経済部長 松本忠光君。 

○産業経済部長（松本忠光君） おはようございます。 

 災害時におけるホテル協会や旅館組合との協定はできているかについてお答えいたし

ます。 

 まず、災害救助法により適用基準を満たす場合には、県知事が救助を行ない、市長が

これを補助することと定められており、必要があると認められる場合は、旅館等の施設

を管理し、避難所として設置することが可能となっております。また、民間企業等とは

災害時支援協定を結んでおり、避難所設置については今年１０月に市内公立、私立の高

等学校５校と、災害発生時における学校施設の避難所等利用に関する基本協定を締結し

ております。なお、本市には、玉名温泉観光旅館協同組合がございますが、現在のとこ

ろ市との災害協定等は結んでおりません。しかしながら、いつ発生するかわからない災

害等に迅速に対応できるよう、今後協定締結に向けて努力していきたいと考えておりま

す。 

 次に、観光関連施設の耐震化はどのようになっているかについてですが、公の観光関

連施設である大衆浴場「玉の湯」、観光ほっとプラザたまララ、ふるさとセンターＹ・

ＢＯＸ、横島農産加工研修センター、草枕温泉てんすい、草枕山荘、花の館について

は、すべて昭和５６年以降に新耐震基準で建築されており、地震に対する安全性を満た

した建築物であり、熊本地震による大きな被害はございませんでした。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 德村登志郎君。 

○１０番（德村登志郎君） 答弁ありがとうございます。 
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 答弁で玉名市の観光施設関しては、昭和５６年以降の建築で地震の心配はないという

答弁で、その辺も安心いたしました。 

 ここで国土交通省官公庁は具体的な支援方策を示しております。地震、防災では、自

助としては、まず外国人旅行者には自らの災害に備えてもらう、啓発や周知を行なう。

共助としては、地域住民には、自治会や自主防災組織等に働きかけ、外国人旅行者も含

む避難支援体制の構築。それと公序として、これは自治体に近隣自治体の関係機関と連

携し、災害時の支援体制についてあらかじめ協議する。また、国際交流団体及びＮＧＯ

等の関係団体との災害発生時の協力体制をあらかじめ構築する協議会の設置や連絡網の

整備等です。そして関係機関等とも共に外国人旅行者を複目の対応を含め、通訳ボラン

ティアなどの人材情報の共有化や人材の相互派遣ができる体制をあらかじめ構築する。

マスコミ及び情報提供機関等と連携し、被害情報の把握や応急対策に関する情報提供が

行なえるよう連絡体制についてあらかじめ構築する。宿泊施設事業者等と協議し、災害

時の外国人旅行者の受け入れ体制をあらかじめ構築する。施設管理者等と連携し、災害

時の支援体制についてあらかじめ協議する。医療関係機関と協力し、多言語化による診

療体制をあらかじめ構築する。外国人支援機関、大使館、領事館等の連絡先や災害時外

国人支援ツール等の情報をあらかじめ収集整備しておく。平時に在住外国人向けの支援

の枠組みを効果的に活用した支援体制をあらかじめ構築する。 

 このように具体的に支援方策が挙げられております。私も先ほど答弁であったとおり

に、まずはできることから玉名温泉観光旅行協同組合との防災協定を結ばれることは、

大変有益なことだと思っておりますので、ぜひとも進められるように要望したいと思い

ます。 

 来年は本市名誉指名の金栗四三氏が主人公の大河ドラマ「いだてん」の放送も開始さ

れます。皆さんも御存じのとおり。これはやっぱり広く海外にも玉名市を発信しうるチ

ャンスととらえています。これからも多くの外国人旅行客に訪れていただいて、安心な

安全な玉名市を感じていただければと思います。そのように望みまして、この質問は以

上で終わりたいと思います。 

 それでは、次の質問に移ります。 

［１０番 德村登志郎君 登壇］ 

○１０番（德村登志郎君） 市役所の業務効率化に向けたＲＰＡ（ロボティック・プロセ

ス・オートメーション、パソコン自動処理）導入についてお尋ねします。 

 総務省によるＲＰＡは、これまで人間のみが対応可能と想定されていた作業、もしく

はより高度な作業を人間に代替して実施できるルールエンジンやＡＩ、機械学習等を含

む認知技術を活用した業務を代行するツールになりつつあるとあります。人間の補完と

して業務を遂行することから、仮想知的労働者として２０２５年までに事務的業務の３
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分の１の仕事がＲＰＡに置き換わるインパクトがあるともいわれています。ＲＰＡの導

入と運用は、働き方改革につながる業務改善、開拓の目標や方向性を明確にし、本市に

あるツール選択とマネジメント方法に配慮して進めることが重要と思います。実装によ

る自動化に伴う変化を見極め、現場部門とのシステム関連部門が連携し運用局面ごとの

ルール策定や運用可能な業務領域の拡大などを検討するなど、継続的にＰＤＣＡサイク

ルを回しながら活用していく姿勢が望まれます。 

 そこでお伺いいたします。ＲＰＡ導入のメリットとして、市職員の働き方改革及び市

民サービスの向上につながると考えるが、市の考えはいかがか答弁をお願いいたします。 

○議長（中尾嘉男君） 企画経営部長 水本明子さん。 

［企画経営部長 水本明子さん 登壇］ 

○企画経営部長（水本明子さん） 德村議員のＲＰＡ導入に関する御質問にお答えいたし

ます。 

 地方自治体の業務は、社会情勢の変化に伴う多種多様化や権限委譲などによって事務

が増加しており労力不足の解消や時間外勤務手当等人件費の削減が課題となっておりま

す。このような状況の中、ＲＰＡは人がパソコン上で行なうキーボード操作やマウス操

作を自動化するソフトウェアとして近年注目されております。これはパソコンやシステ

ム上の操作で定型的かつ膨大な作業を自動化することで事務処理時間の短縮や事務処理

ミスの低減を図り、労働時間を削減できたり、削減できた時間を付加価値の高い業務へ

配分したりという効果が期待されているものでございます。 

 自治体でも実証実験やすでに導入の事例が出てきており、玉名市としては先進事例や

新のシステム情勢に注視し、セミナーへの参加等で情報収集を行なっている状況でご

ざいます。 

 現在、市の事務の多くは、業務システムを利用して効率的に処理をいたしております

が、システム改修による機能改善や各システム間のデータ連携の自動化、必要に応じた

新規システムの導入等によってさらなる効率の向上に取り組んでおります。 

 ＲＰＡにつきましては、各システムでは自動化できない部分やシステム化されていな

い事務の自動化が可能となる要素があり、導入に至れば、議員がおっしゃるように業務

効率化、働き方改革、さらには市民サービス向上につながる期待が持てるものと認識を

いたしております。 

 一方で導入に向けては、自動化できる事務内容の全庁的な洗い出し作業が必要な点や

ＲＰＡの導入費用、運用経費といった費用が新たに発生することから、費用対効果とい

う点等の検討が必要と思われます。 

 今後もＲＰＡ等 新システム動向に中止し、先進事例等を参考に調査研究してまいる

所存でございます。 
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 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 德村登志郎君。 

○１０番（德村登志郎君） 答弁ありがとうございます。 

 ＲＰＡ導入のメリットは、業務時間の短縮とミスの少ない的確な情報処理が期待でき

ることだと思っております。 

 答弁でおっしゃってました先進事例にならっていきたいということで、いろいろこれ

から研究なさると思いますけれども、身近な自治体では宇城市が導入している事例がご

ざいます。宇城市は玉名市よりも熊本地震の影響が大きかったということで、熊本地震

による災害対応で慢性的な人手不足に直面し、２０１７年度にふるさと納税の業務など

にＲＰＡを活用した実証実験をスタートさせたということです。これは電子メールの受

付から、データのダウンロードなど、手作業で行なっていた端末操作を自動化した結

果、職員の負担は大幅に軽減され時間外勤務が不要になったということだそうです。今

後宇城市では、今後出納の伝票処理、それと審査などの６業務を順次導入していく方針

を出されているようです。 

 総務省も現在の半分の職員でも効率よく業務が進められるスマート自治体への転換を

進めていきたいとしております。今後の自治体における働き方改革と市民サービスの向

上につながる流れだと感じております。本市においても積極的な導入を要望しこの質問

を終わりたいと思います。 

［１０番 德村登志郎君 登壇］ 

○１０番（德村登志郎君） 次の質問に移ります。 

 不育症の周知や患者支援の推進についてお尋ねします。不育症とは２回以上の流産、

死産や早期新生児死亡、生後１週間以内の赤ちゃんの死亡を繰り返して、結果的に子ど

もを持てないことと定義されています。流産の確立は、年齢と共に上がるため、晩婚や

晩産化が進む近年では、深刻な問題の一つであります。厚生労働省の実態調査では、流

産は妊娠の１０％から２０％の頻度で起こるといわれております。流産を繰り返す不育

症患者は、全国で約１４０万人、毎年約３万人が新たに発症し、妊娠した女性の１６人

に１人が不育症であるといわれております。不育症の原因については、子宮形態異常

７.８％、甲状腺の異常が６.８％、両親のいずれかの染色体異常が４.６％、抗リン脂

質抗体症候群が１０.２％等で、原因不明は６５.３％にもなります。しかし、厚生労働

省研究班によると検査や治療によって８０％以上の方が出産にたどり着けると報告され

ています。つまり不育症を知り、適正な検査や治療すれば多くの命を守ることができる

ということです。流産の原因となる血栓症や塞栓症に対する治療及び予防のために行な

う在宅自己注射に用いるヘパリンカルシウム製剤は、平成２４年１月から保険適用にな

り、不育症で悩む女性や家族にとって朗報となりました。不妊症と比べ、未だ不育症を
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知らない人が多く、流産、死産したことによって心身共に大きなダメージを受け、苦し

む女性の４割は強い心のストレスをかかえたままであります。厚生労働省は平成２３年

度不育症の相談マニュアルを作成し、自治体に配布しました。そして平成２４年１０月

に全国の相談窓口の一覧表を公開しました。都道府県ごとに不育症相談窓口が設置さ

れ、６３カ所で不育症の相談が可能になりました。不育症の治療には多額の費用がかか

ることから、公的助成を行なっている自治体もあります。このようなことから不育症で

悩む方に対して、正確な情報を提供し、心理的な相談や医学的な相談を行ない、患者支

援の取り組みを行なっていくことが必要であります。 

 そこでお伺いいたします。１つ、不育症について、本市ではどのような認識をお持ち

なのか伺います。２、気軽に相談できる窓口体制の充実が必要であります。相談窓口と

周知啓発をどのように行なっているのか。３、不育症の方の検査や治療の多くが保険適

用されておりません。患者支援として経済的負担軽減を図り、治療を受けやすくする不

育症の治療費助成制度についてのお考えを伺います。 

○議長（中尾嘉男君） 健康福祉部長 松野信生君。 

［健康福祉部長 松野信生君 登壇］ 

○健康福祉部長（松野信生君） 德村議員御質問の不育症の周知や患者支援の推進につい

てお答えします。 

 不育症という言葉は、聞き慣れない病名でございましたけれども、以前からある習慣

性流産という病名で認識しておりました。議員御質問の気軽に相談できる窓口体制とし

ましては、不育症には精神的なサポートも必要とされることから、保健予防課では母子

健康手帳交付時に、保健師、助産師、看護師が妊婦さんお一人お一人に対し面接をしな

がら、これまでの妊娠歴や流産の有無などを聞き取りながら相談サポートを実施するよ

うにしております。また、昨年１０月から開設しました母子健康包括支援センターの助

産師も常勤しておりますので、不育症でお悩みのお母様方に寄り添い相談サポートをし

ていく体制を充実させてきております。 

 今後は不育症についての見識を広め、母子健康手帳交付時の不育症妊婦への対応、対

象者の把握等に取り組んでまいります。また、不妊治療を含め、不育症の妊婦さんの経

済的負担軽減につきましては、県内の状況を踏まえ検討してまいりたいと存じます。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 德村登志郎君。 

○１０番（德村登志郎君） 答弁ありがとうございます。 

 なかなか不育症という言葉自体聞き慣れていない、不妊症はよく聞かれていると思い

ますけど、あわせてやっぱり問題になってる部分かと思います。特に晩婚や晩産化が進

んでいる近年は、不妊とあわせて今回質問している不育症が深刻な問題となっておりま
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す。本当に、今回この不妊ではない不育症という形のものに、またしっかり市としても

しっかり周知に努めていただけるという答弁だというふうに感じております。 

 とにかく苦しんでいる女性がすごく多いということが現実でございます。何とか行政

もそれに寄り添っていただきたいなと、こういう不育症の患者に寄り添っていただい

て、この不妊治療とあわせて、不育症にも治療費助成とかそういうものを行なうような

検討を進めていっていただきたいなと。こういう取り組みが苦しんでいる患者を助ける

だけではなく、特にこれでまた本市に新しい命を誕生させることにつながるのではない

のかなというふうに考えております。ぜひともそういう観点で、不育症の問題取り組ん

でいただけるように要望いたしまして、この質問を終わりたいと思います。 

 それでは、次の質問に移ります。 

［１０番 德村登志郎君 登壇］ 

○１０番（德村登志郎君） 夜間中学の設置促進についてお尋ねいたします。 

 夜間中学はさまざまな理由により、義務教育未終了のまま学齢を超過した方々の就学

機会の確保に重要な役割を担っております。国の子どもの貧困対策大綱においてもその

設置促進が盛り込まれるなど、政府としては都道府県に少なくとも１つの夜間中学の設

置を目指して積極的な働きを進めてきたと承知しております。さまざまな事情により義

務教育を終了できなかった方々の中には、戦後の混乱期の中で教育を受けるにも受けら

れなかった方、あるいは親の虐待によって学齢にもかかわらず居所不明となって学校に

通えなかった方々、無戸籍などの特別な事情で学校に就学させてもらえなかった方々も

含まれていると言われています。 

 そこでお尋ねいたします。１つ、こうした方々がもう一度学びたいと希望する場合の

教育を受ける機会の確保についてどのように考えるか。また、本市の夜間中学の人数を

確認するために。２、本市には現在、不登校の中学生は何人存在するのか。また、本市

において、中学３年生の不登校生徒のうち指導要録上出席とされ、そのまま卒業した過

去の人数は何人ほどにのぼるのか、答弁をお願いいたします。 

○議長（中尾嘉男君） 教育部長 戸嵜孝司君。 

［教育部長 戸嵜孝司君 登壇］ 

○教育部長（戸嵜孝司君） 德村議員のもう一度学びたいと希望する場合、教育を受ける

機会の確保についての質問にお答えいたします。 

 国におきましては、平成２８年１２月に教育機会確保法を公布し、さらに平成３０年

６月第３期教育振興基本計画を閣議決定し、すべての都道府県に少なくとも１つの夜間

中学校が設置されるよう施策を推進しております。 

 夜間中学とは、義務教育未終了者に加え、外国籍のもの、すでに卒業したが、入学希

望するもの、不登校となっている学齢生徒などの多様な生徒を受け入れ、教育の機会を
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提供することを目的とするものです。現在、先進的な事例といたしましては、外国籍住

民の割合が高いというニーズから設置に向けて取り組まれている埼玉県川口市の例があ

るようです。一方、熊本県では、現在夜間中学設置について、県と各市町村との協議が

始まったところでございます。市といたしましては、これからの協議を踏まえ、不登校

生徒の学びの場だけでなく、義務教育未終了者や外国籍の方、入学希望費卒業者などの

ニーズの高まりを把握しながら夜間中学のあり方について検討してまいりたいと思いま

す。 

 また、本市におきましては、不登校生徒の学びの場として、タマにゃん教室を設置し

対応しておりますし、教室には入れない生徒に対しましても、学校内の別室にて適応指

導教室指導員による指導を行ない、学習の確保に積極的に取り組んでいるところでござ

います。不登校生徒の実態はさまざまでございますので、夜間中学を含め、それぞれの

実態に応じた学びの場の提供が大切であると考えているところでございます。 

 次に、本市には、現在不登校の中学生徒が何人存在するのか、また、本市において中

学３年生の不登校生徒のうち、指導要録上出席とされ、そのまま卒業した人数について

お答えいたします。本市においては、本年度１０月末現在で、文部科学省が不登校と定

義している病気以外の理由で３０日以上欠席している中学生の数は２１名です。中学３

年生の段階で、登校することがほとんどできなかった生徒に関して、年間事業日数のほ

ぼ９割に当たる１８０日以上欠席した過去５年間の生徒数は、平成２６年度３名、平成

２７年度１名、平成２８年度ゼロ、平成２９年度１名となって、合計の５名でございま

す。本年度平成３０年度におきましては、その対象となるものは現時点ではいない状況

です。その中で、欠席であるにもかかわらず指導要録上出席として取り扱った生徒はお

りません。玉名市が指導要録において出席扱いとする事例としては、不登校児童生徒の

相談、指導の場として、平成２９年度から開設しているタマにゃん教室並びに民間施設

である熊本スローワークスクール、放課後デイサービスぼちぼちなどの機関で学習指導

を受けている場合に出席扱いとしております。本市のタマにゃん教室につきましては、

週１回の学習指導等を行なっており、現在９名の児童生徒及び保護者が入室申請を行な

い、学校復帰を目指して活動しているところでございます。 

 以上です。 

○議長（中尾嘉男君） 德村登志郎君。 

○１０番（德村登志郎君） 答弁ありがとうございます。 

 この夜間中学の設置の流れについて、熊本県が積極的に取り組もうということでやら

れているみたいですけど、まだ具体的な設置の話まで至っていないということでござい

ます。もしもぜひ、熊本県との協力をしながら、この夜間中学設置に向けて努力してい

ただければなというふうに思います。 
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 答弁でいただきました中学３年生ですね、ちゃんと授業を受けられなくて卒業してし

まったという生徒さんは具体的に５名ぐらいというふうにお伺いいたしました。不登

校、学びたくても学べなかったということにならないように、また新たな学びの場とし

てこの夜間中学の存在もこれから必要になっていくものではないのかなというふうに感

じております。 

 このたび国会においても義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確

保等に関する法律案が提出されたところであります。この法律案の条文では、「地方公

共団体は、夜間、その他特別な時間において事業を行なう学校における就学の機会のそ

の提供、そのほかの必要な措置を講ずるものとする。」とされ、夜間中学の設置など、

未就学者の就学機会の確保のための措置を行なうことをすべての自治体に義務づける内

容が盛り込まれています。また、法案が提出される以前より文部科学大臣は、国会答弁

において各都道府県に少なくとも１つの夜間中学の設置を目指すとの方針を述べている

ところでもあります。 

 こういう状況をいろいろ踏まえてもらった上で、本市においてはこのような措置をど

のように今後やっていけばというところの一度答弁いただきたいと、こちら再質問でお

願いいたします。 

○議長（中尾嘉男君） 教育長 池田誠一君。 

○教育長（池田誠一君） 德村議員の文部科学省の通知を受けて、本市の小中学校の対応

についての質問にお答えいたします。 

 小中学校では、現在授業で用いる教科書やその他の教材のＡ４版化への拡大と紙質の

向上、 

［「違います。」と呼ぶ者あり］ 

○教育長（池田誠一君） 違う。 

 失礼いたしました。不登校の対応につきましては、各学校におきまして、子どもたち

の出席を促しながら対応してきておりますけれども、どうしても不登校の場合にはタマ

にゃん教室等への通学等を促したり、あるいは学校において学校の教職員による個々の

対応にさらに努力していきたいと考えております。 

○議長（中尾嘉男君） 德村登志郎君。 

○１０番（德村登志郎君） ありがとうございます。 

 特に玉名市では、タマにゃん教室が現在週１回開催されているということで、まだ私

も参観したりとかそういうことはないんですけれども、１度参観させていただいて、内

容とかも見ながら、まだ週１のタマにゃん教室自体で事足りているのか、もう少しなん

とか開催をふやしたりとか、やるべきなのか、またその辺も一緒に協議させていただけ

ればなというふうに感じております。 
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 このような夜間中学なんですけれども、必要性がいろいろ認識されていても、あまり

ニーズの把握ができないなど、どの自治体も二の足を踏んでいる状況が見受けられてお

ります。しかし、本当はニーズのあるなしにかかわらず、教育の機会を提供する姿勢の

問題だと考えております。私は本市に文教の玉名市という誇れるような市政をこの夜間

中学設置に積極的な取り組みをしていただき、ほかの自治体にも啓蒙できるような対応

を要望したいと申し上げて、この質問を終わりたいと思います。 

 それでは、次の質問に移ります。 

［１０番 德村登志郎君 登壇］ 

○１０番（德村登志郎君） それでは、児童生徒の荷物を軽くする「置き勉」についてお

尋ねします。 

 通学用の荷物が重すぎる。こんな声が児童、生徒、保護者から上がっていることを受

け、文部科学省は全国の教育委員会などに対し、一部の教材を教室に置いて帰る、いわ

ゆる「置き勉」を認めるなどの対策を検討するように通知しました。事務連絡では、家

庭学習で使わない教材を学校に置いて帰る置き勉や学期末における学習用具の計画的な

持ち帰りなど、教育現場で実際に行なわれている工夫例を紹介。各学校に対し、これら

を参考に対策を検討するように求めています。現在、教科書の大型化やページ数の増加

などで登下校時の荷物は重量化の傾向にあります。ランドセルメーカーセイバンが小学

生らを対象に行なった調査では、１週間のうち も重い日の荷物重量は平均約４.７キ

ログラムで、ランドセルの重さを含めると平均約６キログラムにもなり、小学生の約３

割がランドセルを背負ったときに痛みを感じているといいます。参考までに諸外国の事

情はどのようになっているかといえば、欧米諸国や韓国、オーストラリアなどでは鍵つ

きのロッカーが完備され、教材は置いて帰るケースが多いようです。登下校もスクール

バスや保護者がサポートするので、１０分、２０分と荷物を背負って歩くことはないよ

うです。まさに重い荷物は日本独自の文化だと言えそうです。置き勉を認めるか否かは

学校の裁量ですが、認めない主な理由としては、１つ、家庭学習の習慣が身につかな

い。２つ、教室の美観。３、盗難、紛失などがあるようです。しかし、体重の２０％か

ら３０％もある荷物を長時間持つと健康に悪影響があるとの調査もあります。文部科学

省が学校の対応を見直すように通知したことは大いに歓迎できることと思います。 

 そこで伺います。文部科学省の事務連絡を受けて、本市の小中学校の対応はどのよう

な状況なのか答弁お願いいたします。 

○議長（中尾嘉男君） 教育部長 戸嵜孝司君。 

［教育部長 戸嵜孝司君 登壇］ 

○教育部長（戸嵜孝司君） 德村議員の文部科学省の通知を受けて、本市の小中学校の対

応についてでございますけれども、玉名市内の小中学校では、現在、授業で用いる教科
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書やその他の教材のＡ４版化への拡大と紙の質の向上による重量化、さらに従来と同じ

ように他の学用品や体育用品等の携行が必要であり、通学時のかばんを初め、携行品の

重量が増加する傾向にあります。そのことにより児童生徒の身体の健やかな発達、特に

肺骨の正常な発達に影響が生じかねないことが懸念されることや保護者などからの配慮

を求める声が寄せられております。そこでその対応として文部科学省より平成３０年９

月６日付で、児童生徒の携行品の配慮についての事務連絡がなされ各学校における工夫

例が示されました。本市でもその通知を受け、９月２６日の玉名市校長会議において、

その工夫例を示し、各学校の実態に応じた対策を講じるよう依頼したところでございま

す。 

 具体的な対応策として、現在、玉名市内の小中学校においては、次のような配慮を行

なっております。 

 １つ目は、玉名市内のすべての小中学校が学校で使用する学習用具の一部について、

教室や特別教室内の所定の場所に置いておくことを認め、学期末等においては、教材や

学習用具等を数日に分けて計画的に持ち帰れるような指導を行なっております。 

 ２つ目には、２２校中１９校では、家庭学習で使用する予定のない教材等は学校に置

いて帰ることを認め、そのうち２１校においては、教材等を持ち帰る場合は、保護者等

が学校に取りに来ることも認めております。さらに学校に置いて帰ってもよいものにつ

いてのリストを作成し、児童生徒、保護者に通知し、共通理解を図っていること。どう

しても荷物が多くなりがちな体育と習字の授業を同じ日に入れないなど、携行品の分散

化を図るための時間割の配慮を行なっている学校もあります。 

 このように、文部科学省の通知で示された工夫例に沿った取り組みを行ない、児童生

徒の身体の健やかな発達に影響が生じないよう、登下校時の負担軽減に努めているとこ

ろでございます。 

 以上です。 

○議長（中尾嘉男君） 德村登志郎君。 

○１０番（德村登志郎君） 答弁ありがとうございます。 

 今回の文部科学省の事務連絡を受けて、各小学校でも柔軟に対応していただいている

という答弁をいただいて安心した次第でもあります。 

 この置き勉の問題に関しては、この置き勉が問題が文部科学省から事務連絡が入る前

に、全国に先駆けてこの問題に取り組んだ市がございまして、これは愛知県犬山市なん

ですけれども、そちらのちょっと事例を 後に紹介させていただきます。 

 こちらの犬山市の市教育委員会は、全小中学校にこの教科書、それと副教材、ノート

など原則として学校保管とするというこの通達を６月に出したそうです。早速それを受

けて、各学校は趣旨を子どもたちにしっかり伝えると共に、対策前後にランドセルやカ
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バンの重さを調査したそうです。その結果、 終的にこの通達を行なった中学生のカバ

ンにおいては、１人当たり平均で２.４キログラムも軽くなったということで、このこ

とに保護者の方々も、そして子どもたちも大変喜んでいるということになっておりま

す。 

 今回の通達を受けて、いろいろ配慮していただいてますので、この重い荷物をからっ

て大変な思いをしているという子どもたちがいなくなるということになっているのかな

と思います。こういうふうに本市においても、こういう子どもたちの立場に立った対応

をこれからもとっていただきたいと要望をしてこの質問を終わりたいと思います。 

 今回、いろいろ質問をさせていただきましたけれども、本当にこれからの未来の子ど

もたちにしっかり私たちも頑張っていかなくちゃいけないなという決意でおります。そ

の決意を述べまして、今回の私の一般質問を終わりたいと思います。 

 御静聴ありがとうございました。 

○議長（中尾嘉男君） 以上で、德村登志郎君の質問は終わりました。 

 議事の都合により、暫時休憩いたします。 

午前１１時０４分 休憩 

―――――――――――――――――――――― 

午前１１時２１分 開議 

○議長（中尾嘉男君） 休憩前に引き続き、会議を開き、一般質問を行ないます。 

 １８番 前田正治君。 

［１８番 前田正治君 登壇］ 

○１８番（前田正治君） おはようございます。日本共産党の前田正治です。 

 無会派で共に議会活動に取り組んできました福嶋讓治議員が病に倒れて帰らぬ人とな

りました。残念であります。眠り顔は穏やかでありましたが、悔しくて心残りが多々あ

ったことでありましょう。衷心より御冥福をお祈りいたします。 

 それでは、通告に沿って一般質問を行ないます。 

 １、市政運営について。 

 皆さんから藏原市長になって玉名市はかわってきたかとよく聞かれます。旧市の松本

市政、髙嵜市政、合併後の島津市政、髙嵜市政、そして現在でありますが、私は「きわ

だった特徴は感じられんです。」と答えております。変化を求めた市民も「そぎゃんの

ごたるな。」と話されます。広報たまな１２月号を見たという人から、「市の財政は悪か

つな。合併したらよくなるはずではなかったか。」と聞かれました。「しっかり見よるで

すね。」という会話から、「数字ばかりでよくわからんが、気になる貯金より借金が３倍

多か。親の援助と借金が自分の収入より多かと書いてあった。藏原さんもおおごつ

な。」と話されるので、親の援助、つまり国や県などからの補助金や借金は、法律の手
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続きに基づいて行なわれたもの。市政運営については、必要なもので、どこの市町村も

同じような状況と説明しましたところ、「玉名だけじゃなかったいな。」と、少しは納得

されました。市政運営について２点質問をいたします。 

 １、現在各担当課においては、平成３１年度の予算編成方針に基づいた当初予算の編

成作業が進行中だと思います。合併算定外の特例が減少する中で、平成３１年度の財政

運営及び予算編成における類する重要点などの説明を求めます。２、人事異動につい

て。人事異動は通常、４月１日付で異動の辞令が交付されますが、おおよそ１週間前に

は内示があります。今年４月の人事異動で内示があった後に内示で示された課ではない

ところへの異動が行なわれたと聞きました。人事異動につきましては、適材適所という

ことがよく言われますが、職員の希望に添った異動、あるいは不本意な異動、それぞれ

あるかと思います。しかしながら、人事異動に込められた意味は市役所の組織として市

民の福祉の増進を基本として市政の充実、発展を達成するためのものだと思います。人

事異動について、執行部の見解及び方針を伺います。 

○議長（中尾嘉男君） 総務部長 西山俊信君。 

［総務部長 西山俊信君 登壇］ 

○総務部長（西山俊信君） 前田議員の合併算定替が減少する中で、平成３１年度の財政

運営及び予算における重要点についての御質問にお答えいたします。 

 合併の特例といたしまして、普通交付税に加算されております合併特例債は、平成２

８年度から段階的に削減がされておりまして、失礼しました。合併算定外は平成２８年

度から段階的に削減されておりまして、３３年度には上乗せ分がなくなることになって

おります。このような中、平成３１年度の財政運営でございますが、普通交付税の減

少、さらに合併特例債の発行可能額の上限が迫っておりまして、財源不足が見込まれま

すので、財政調整基金の取り崩しにより財源不足を補うことと考えております。 

 しかし、そういった中で 小の経費で 大の事業効果につながるような予算編成によ

りまして、健全な財政運営に努めてまいりたいというところも考えているところでもご

ざいます。また、平成３２年度以降につきましても、大幅な財源不足が見込まれます

が、今年度の財政負担を考慮した計画的な事業展開を図り、健全な財政運営に取り組ん

でまいりたいと考えているところでございます。 

 次に、平成３１年度当初予算編成を行なう中での重要点、留意点でございますが、例

年１０月に当初予算編成方針を各課へ通達を行なっておりますが、特に来年度は消費税

率が１０月１日より８％から１０％に引き上げられることから、税率改正を考慮した予

算編成を行なうように周知を行なったところでございます。また、平成３１年度当初予

算における重要施策についてでございますが、現在、各課へのヒアリングを実施してい

る段階でありますが、新玉名駅周辺整備事業や新市民会館建設事業を予定いたしている
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ところでございます。 

 次に、人事異動についての御質問でございますが、毎年４月の定期異動につきまして

は、人材育成と組織の活性化を目的とし、円滑に業務が進むように所属長に対しまし

て、ヒアリングを行なうとともに、人事評価の結果やこれまで経験した部署、現在の在

籍年数、また、本人の意向や家庭事情などを把握する身上報告書を参考に行なっている

ところでございます。しかしながら、個々の事情が十分に把握できない場合もあり、本

人の体調や家庭の事情などでやむを得ず業務に影響が生じる場合は、業務を円滑に進め

るため、役職をもたない一般職員につきましては、部課長の判断により所属部署内で調

整される場合も考えられます。また、内示後の変更は想定いたしておりませんけれど

も、今年度の定期異動におきまして、個々の事情により、内示の変更を行なったところ

でもございます。 

 今後は、今以上に身上報告書への記載の徹底を図りながら、適正な人事配置に努めて

まいりたいと考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 前田正治君。 

○１８番（前田正治君） 来年１０月からの消費税の増税分で、やはり玉名市の財政にも

どのくらい影響があるかということで伺いましたところ、１０月からですので、半年間

ということで、おおよそ２億円の出費がふえるかなということでありました。しかしな

がら、それは市民生活にそういったことが悪影響しないように、ひとつ頑張ってもらい

たいと思います。 

 再質問します。平成２９年度決算で、一般会計の実質収支は約１０億円の黒字であり

ました。平成３１年度の収支の見通しはどのようになりますか。 

○議長（中尾嘉男君） 総務部長 西山俊信君。 

○総務部長（西山俊信君） ただいまの平成３１年度の予算の収支の見通しについてお答

えをいたします。 

 まず、歳入についてでございますけれども、歳入につきましては、安定的な財政運営

を行なうために、昨日も古奥議員からの質問がございましたとおり、自主財源の一層の

確保と自立を図る必要があるというふうに考えております。そのためには、市税の徴収

率の向上、それから使用料及び手数料の適正化、市有財産の売却などについて積極的に

推進していきたいというふうに考えているところでございます。 

 それから、歳出につきましては、指定管理者制度や民間委託事業者等へのアウトソー

シングの推進、各種協議会などへの負担金補助金の精査、そしてまた計画的な建設事業

の実施などによりまして、歳出の削減を抑制してまいりたいというふうに思っておりま

す。そういった歳出の限られた財源の中で、歳出の抑制を図りながら、健全な財政運営



 － 242 －

を図ってまいりたいというふうに考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 前田正治君。 

○１８番（前田正治君） その健全な財政運営、それはもちろんそうでありますけど、今

のところの収支の見込みというのはでておりませんか。 

○議長（中尾嘉男君） 総務部長 西山俊信君。 

○総務部長（西山俊信君） 今、平成３１年度の新年度の予算の編成作業中ということで

ございまして、歳入につきましては、税収の見込み、それから国の総務省によります地

方税財政計画にのっとった交付税、普通交付税、地方交付税の見込額、そういったもの

を歳出歳入のほうについては算定いたしながら、そして歳出につきましては、各部署、

各課からあがった事業項目に従いまして精査をして、集計、今作業中でございますの

で、その査定の中できちんとした予算編成を行なっていくということでございますの

で、具体的な数字については、今現在査定中ということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 前田正治君。 

○１８番（前田正治君） 平成２９年度の決算の結果がおおよそ１０億円の黒字でありま

したので、赤字にはならないような編成、予算が編成されるかとは思いますが、健全財

政にひとつ十分留意していただきたいというふうに思います。 

 そういいながらも、厳しい財政運営がこれからも強いられてくると思いますが、年間

予算規模が今大体３３０億円前後でずっと経緯を見ますと、推移を見ますと、右肩上が

りが続いております。合併算定外が終了の時期を迎えるにあたり、右肩上がりがこのま

ま継続するとは思えません。予算規模が右肩下がりに縮小する時期がいずれ訪れるかと

思います。財政計画において、年間予算規模の縮小に舵を切るのはいったい何年ごろを

想定されておりますか。 

○議長（中尾嘉男君） 総務部長 西山俊信君。 

○総務部長（西山俊信君） ただいまの前田議員の再質問にお答えいたします。 

 今後の財政運営といたしましては、行政改革大綱や公共施設適正化配置計画などの行

財政改革関係の既存の計画を確実に実施し、市財政の規模縮小を図っていく必要がある

というふうに考えております。しかしながら、老朽化した公共施設及びインフラの更新

費用の増大によりまして思うような削減ができていないというところも現状でございま

す。そういった中で、少子高齢化、人口減少が進展する中で、自主財源の確保が難しい

状況でございますが、国、県の動向を見極めながら財源の確保に努めてまいりますと共

に、歳出に見合った健全な財政運営を図っていくべき財政規模の適正化を図ってまいり

たいというふうに思いますし、何年からということはなかなか想定は難しいところもご
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ざいますが、きちんとその辺につきましては、財政の規模に応じた収入に見合う財政規

模の適正化を図っていきたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 前田正治君。 

○１８番（前田正治君） 予算規模が縮小していくだろうというのは、だれでも予想がで

きるわけですけど、私は歳入は大体市税が中心になるかと思いますが、市税がどんど

ん、どんどん入ってくるようなめどがつけば、歳出の削減というか、もう視野に入って

こないかもしれないですけど、今の状況では、市税がどんどんふえるという可能性もこ

れは少ないわけでありますので、予算規模の縮小期に入ると、時期に入るというような

こともやっぱり長期財政計画の中ではあらかじめ計画すべきじゃないかなと、そういう

ふうに思います。 

 再質問します。今後の財政運営は、歳入をしっかり確保しながら、歳出は絞っていく

方向になると。市税の徴収につきまして、玉名市は他市に比べて市税滞納者への差し押

さえが異常に多いのではないかと感じております。給料が振り込まれたその日に預金口

座を押さえられて、水道料金、電気料金などの引き落としができないという相談があり

ました。差し押さえは法に定められた強制的な徴収であります。従いまして、差し押さ

えに当たっては、法令遵守、これが徹底されているかどうかお尋ねいたします。 

○議長（中尾嘉男君） 市民生活部長 村﨑信介君。 

○市民生活部長（村﨑信介君） 前田議員の再質問にお答えをいたします。 

 税の納期限までに納付がない場合に、納期限後２０日以内に督促状を発送いたしまし

て、その督促状を発した日から起算して１０日を経過したまでに完納なき場合は、滞納

者の財産を差し押さえなければならないと地方税法に定められております。なお、督促

状発送後納付がない場合は、さらに財産の差押えを行なうのと予告を期した催促書を発

送しております。差し押さえを行なうに当たっては、滞納者の財産や収入等の調査を行

ない、差押禁止財産以外で差し押さえが可能な財産があれば、関係法令に従い適切に対

応の処分の執行に努めているところでございます。 

 また、差し押さえを行なうことにより、生活保護法の適用を受けなければ生活を維持

できない程度の状態になる恐れがあると判断した場合には、滞納処分の執行停止を行な

うことができる旨が地方税法で定められております。滞納処分の執行または執行停止を

行なうに当たりましては、法律の定めるところにより、あらゆる実態調査等を通じ、個

別具体的に、適切に対応をいたしているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 前田正治君。 

○１８番（前田正治君） やっぱり差し押さえは厳しい処分でありますので、徹底した法
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令遵守のもとに実施していただきたいというふうに思います。 

 歳出の抑制、削減に当たりまして、各種の補助金の縮小が考えられます。特に、各種

団体に出しております単費補助金の削減は、その団体の活動が縮小方向へと向かう心配

があります。地域の疲弊を助長する引き金になる可能性もあります。補助金の削減、縮

小につきましては、丁寧な説明責任と納得と理解が担保されなければならないと思いま

す。市民感情を無視した強引な削減、これは絶対にあってはならないと思います。単費

による補助金削減についての方針というか、見解を伺います。 

○議長（中尾嘉男君） 総務部長 西山俊信君。 

○総務部長（西山俊信君） 前田議員の補助金関係の件についてお答えいたします。 

 補助金につきましては、地方自治法において、その公益上必要がある場合におきまし

て、補助をすることができると規定されており、本市におきましても補助金と交付規則

などに基づき、各種団体などへの補助金を支出しているところでございます。これまで

外部の委員で構成されました補助金等見直し検討委員会や庁内のプロジェクト会議にお

きまして、補助団体の統合や補助金の削減を検討し、その結果に基づき、積極的な見直

しを図り当初予算編成に反映をしてまいってきたところでございます。 

 補助金の交付に当たりましては、市民から徴収された貴重な税金を財源としているこ

とに留意し、公平性や透明性を確保することはもちろんでございます。効果的かつ適切

に執行する必要があるところでもございます。今後も法令及び附則等に基づきまして、

補助金が果たしている公益上の役割や効果について、十分検討を行ない、補助金執行の

さらなる適正化を図ってまいりたいと考えているところでございます。 

 なお、補助金の削減縮小につきましては、議員が申されるとおり、市民感情を無視し

た強引な削減にならないよう、丁寧な説明に努めてまいりたいと考えているところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 前田正治君。 

○１８番（前田正治君） わかりました。 

 続けて、人事問題について再質問いたします。内示を行なってから辞令の交付にあた

り、内示と違う部署への辞令が出るということは、想定していないということでありま

す。一般的には、しかし場合によってはそういうこともあるというような答弁でありま

した。例外があるとすれば、どのような場合か、一般的な場合でいいですので、若干説

明をお願いします。 

○議長（中尾嘉男君） 総務部長 西山俊信君。 

○総務部長（西山俊信君） ただいまの再質問にお答えいたします。 

 人事異動内示につきましては、先ほども申しましたけども、これまでの経験や経験し
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た部署や現在の在籍年数、それから人事評価の結果、身上報告書等を考慮して行なって

いるところでございます。しかしながら職員個人個人で想定できない、また、把握でき

ない身体的、精神な問題やあるいは家庭事情等によりどうしても業務の遂行に支障が生

じるという場合もございまして、職員本人の将来性にも影響を与えるということもござ

いますので、慎重にその辺の中身を考慮しながら判断させていただいているというとこ

ろでもございます。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 前田正治君。 

○１８番（前田正治君） 本人の健康問題とか、いろんな問題は本人が１番よくわかる上

で、だからこそ身上報告書が提出されてると思うわけです。身上報告書の提出その目的

と記入項目、これをちょっと紹介してほしいんですけど。 

○議長（中尾嘉男君） 総務部長 西山俊信君。 

○総務部長（西山俊信君） ただいまの再質問にお答えいたします。 

 身上報告書の中身につきましては、これまでの所属しておりました関係部署、所属部

署ですね、それから部署ごとの所属在籍年数、そういったこととあと個人の学歴、そし

て希望する部署、家庭の事情問題、健康問題、特技、そしてその他として個人の思いと

いう物をそれぞれ記入していただくようなことに様式的にはなっておりますが、先ほど

も申しましたとおり、なかなか個人ごとにその身上報告書に適切に記入をしているとい

う職員がほとんどでございますけれども、その部分においてきちんと把握ができない

と、実態と把握ができないというところもございまして、今年度からさらにそこをきち

んと身上報告書については記入をいただくように、現在、今年度については対応をとっ

たということでございまして、今、その個人ごとの身上書については、今年度はきちん

と今調査を行なっているという状況でございます。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 前田正治君。 

○１８番（前田正治君） 今までも身上報告書というのは何年も続いてると思いますが、

この目的というのはやはり市の職員としての本人の思いや異動に関して健康上の問題と

か、そういったことをやっぱりきちんと把握するというところに大きな目的があるかと

思いますが、それを今ごろ「もうちっとしっかり書いてくれ。」というようなことじ

ゃ、ちょっといかがかなと思います。 

 それで、身上報告書に記載した異動の希望、これはどの程度反映するのか。希望どお

りの辞令になるのかどうか、ちょっとお伺いします。 

○議長（中尾嘉男君） 総務部長 西山俊信君。 

○総務部長（西山俊信君） ただいまの再質問にお答えします。 
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 ５００名以上の職員の中で、それぞれ希望する部署、行きたい部署、勉強したい部

署、それぞれ希望ございますけれども、すべての職員に対してそれが１００％希望に叶

うということは非常に難しい、困難な部分もございますので、これまでの経験、そして

人事評価等も考慮して、適材適所の配置に努めているというところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 前田正治君。 

○１８番（前田正治君） 希望を書いても、希望どおりにはなかなか難しいと。だから職

員の異動に対する不満、そういうのが出てくると思うわけです。異動への理解と納得が

得られるように、事前に面談、あるいは丁寧な話し合い、これが不可欠だと私は思いま

す。職員が辞令に従わない場合はどうなるか。地方公務員法３２条法令など及び上司の

職務上の命令に従う義務に違反するということであります。職員は辞令に不満があって

も従わざるを得ないわけであります。不満をかかえながらの職務は、これは市民には大

きな迷惑であり、そして公務員として本人の成長に何のメリットもありません。身上報

告書の提出によって、本人や家族の健康状況、希望の部署、人事異動における希望など

を把握したら、必ず面談して対応するということで、内示から辞令交付までをスムーズ

に行なうことが可能であり、内示と異なる辞令を出すこともないと思います。人事異動

にあたり、身上報告書を踏まえた面談、話し合い、こういったのはいったいどのように

なっているのかお伺いします。 

○議長（中尾嘉男君） 総務部長 西山俊信君。 

○総務部長（西山俊信君） ただいまの質問にお答えいたします。 

 身上報告書、当然それは個人の一人一人から出していただくということでございます

が、個人個人というよりもそこの所属長のヒアリングという形で今現在進めているとこ

ろでございまして、やはり全体的な職員間の調整ということになりますので、それぞれ

の職員が人材育成という面で成長するような体制づくりが必要だと思いますし、先ほど

申しましたけども１００％その願いにかなうということは非常に厳しいところもござい

ますので、所属長ヒアリングという体制の中できちんと組織づくりを整えていきたいと

いうふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 前田正治君。 

○１８番（前田正治君） 市長にちょっとお伺いします。 

 内示を覆す辞令の交付、介護保険のミス、また、心の病気で休職する職員もありま

す。こういったことが起こるのは、人事異動における検討が不十分だからではないかと

思います。適材適所これはその人の才能や能力を正しく評価して、それにふさわしい地

位や仕事を与えることであります。職員は、出された辞令を拒否はできないのでありま
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すから、人事異動につきましては、文字通り適材適所となるような検討、丁寧な対応、

そして面談と話し合いが不可欠ではないかと思いますが市長の見解を伺います。 

○議長（中尾嘉男君） 市長 藏原隆浩君。 

○市長（藏原隆浩君） 前田議員の再質問にお答えいたします。 

 人事異動の件ですが、なかなかだれもが納得できる人事異動というものは非常に難し

い事情もありますけれども、財政運営を進める上で、円滑に業務が進むことを念頭に行

なっております。留意すべき事項としましては、身上報告書、これはしっかり私も確認

をしなければならないと思いますが、それによる意向、そして事情も考慮した上で、職

員の能力育成と資質の向上、それから適材適所の配置による能力の活用、職場の活性

化、これを目指して職員一人一人の仕事に対する意欲と能力が 大限に発揮できるよう

な組織体制づくりに取り組んでいけるような、そういった人事異動に努力してまいりた

いというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 前田正治君。 

○１８番（前田正治君） 私、市長が掲げておられる公約１０年ビジョンだったですか

ね、これは着実に達成していくためにもやっぱり職員の協力というのが不可欠だと思い

ます。ですから人事異動における不満がずっとたまっていって、結局それが職務怠慢に

つながるというようなことがあってはならない。その点人事異動に対する難しい点だと

思いますけど、これは 大限の注意を払っていただきたいというふうに思います。 

○議長（中尾嘉男君） 前田議員の一般質問の途中ですが、議事の都合により、午後１時

まで休憩いたします。 

午前１１時５５分 休憩 

―――――――――――――――――――――― 

午後 １時０１分 開議 

○議長（中尾嘉男君） 休憩前に引き続き、会議を開き、一般質問を行ないます。 

 前田正治君。 

［１８番 前田正治君 登壇］ 

○１８番（前田正治君） ２番目、岱明町公民館建設についてであります。 

 今日の新聞では、岱明町公民館建設、再び紛争の火種という報道でありました。議会

は紛争にするつもりはありませんが、市長の暴走に目をそらすことはできません。しっ

かりとチェックするだけであります。 

 １、今議会に提案してある岱明文化センター（仮称）建設工事の基本設計及び実施設

計の予算案及び建設事業内容についての説明を求めます。 

○議長（中尾嘉男君） 教育部長 戸嵜孝司君。 
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［教育部長 戸嵜孝司君 登壇］ 

○教育部長（戸嵜孝司君） 前田議員の岱明文化センター（仮称）の建設工事に伴う財源

の内訳についてお答えいたします。 

 ３つの機能の主な用途と概算規模は、まず、公民館規模が８０５.５平方メートル、

災害避難機能を有することとしております。文化施設機能は６４４.５平方メートルで

多目的ホールには稼働席２００席、平面フロアーいす１００席の 大３００人収容の空

間を整備するものでございます。３つめの機能といたしまして、社会福祉協議会岱明支

所は、事務所、相談室を含めまして５０平方メートル、岱明地域住民に対する相談など

を行なうスペースとして整備いたします。３つの機能の必要面積の合計で概算総面積を

１,５００平方メートルとしたものでございます。概算総事業費は約７億５,８００万円

を想定するもので、財源は現段階では合併特例債を約３億円、残額を市有施設整備基金

及び一般財源から充てることとしております。しかしながら、今後国の動向等を注視

し、対象となる補助事業等、補助金等があれば活用できるよう努めてまいります。 

 次に、岱明ふれあい健康センターの今後の方針についてお答えいたします。岱明ふれ

あい健康センターの方向性は、温泉及び憩いの場、休憩室は市民向けに確保するとし、

用途を制限せず、幅広い民間による活用及び運営を実施し、公民館機能との差別化を図

るとしたところでございます。 

 以上です。 

○議長（中尾嘉男君） 前田正治君。 

○１８番（前田正治君） じゃあ、岱明ふれあい健康センターですけど、温泉が存続する

ということはわかりました。 

 社会福祉協議会の岱明支所の事務所を新しい岱明町公民館に移転し、岱明ふれあい健

康センターの運営を民間に委ねる。そうした場合健康センターとしての市民の健康増

進、疾病の予防及び保健衛生の向上などの設置目的、これは達成できるでしょうか。 

○議長（中尾嘉男君） 企画経営部長 水本明子さん。 

○企画経営部長（水本明子さん） 前田議員の再質問にお答えいたします。 

 岱明ふれあい健康センターは、旧岱明町におきまして保健福祉機能を有する施設とし

て建設されましたが、市町合併後は市のほとんどの事業が玉名市保健センターや玉名市

福祉センター等に集約をされております。現在は、指定管理を受けて運営している社会

福祉協議会の自主事業が多く、その実施事業の有無や実施場所につきましては、社会福

祉協議会岱明支所事務所と共に新しく建設する予定の公民館での実施を検討しておりま

す。それによりまして、岱明ふれあい健康センターでは、温泉施設の運営は継続しなが

ら、住民の福祉に寄与しつつ新たな有効活用を民間のノウハウを取り入れて実施してま

いりたいと考えているところでございます。 
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 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 前田正治君。 

○１８番（前田正治君） 岱明ふれあい健康センターの持っていた役割というのは、合併

後はそこの博物館の隣にある保健センターのほうに集約したということでありますが、

岱明ふれあい健康センターとしての役割はまだ残っとったんじゃないですか。パンフレ

ットにはそういった説明が十分してあるですよ。完全になくなっとったんですかね、そ

ういうものが。その辺ちょっと確認いたします。 

○議長（中尾嘉男君） 健康福祉部長 松野信生君。 

○健康福祉部長（松野信生君） 岱明ふれあい健康センターでの保健機能につきましては、

先ほど議員がおっしゃいましたように、そこの保健センターでほぼ集約しておったとい

う状況でございます。 

 以上です。 

○議長（中尾嘉男君） 前田正治君。 

○１８番（前田正治君） いやいや、集約したのはわかりますけど、健康センターそのも

のは岱明に残ってたわけですから、役割としてはまだあったわけでしょと、そこば確認

しよるわけですよ。廃止するならよかですよ。廃止しとるなら。あるとだけん。そして

あそこのパンフレットにも、健康増進うんぬんといって書いてあるパンフレットをちゃ

んと備えてあるわけですから。どぎゃんなっとるとかと言いよるわけですよ。 

○議長（中尾嘉男君） 企画経営部長 水本明子さん。 

○企画経営部長（水本明子さん） 前田議員の再質問にお答えいたします。 

 先ほど健康福祉部長が申しましたとおり、おおむね保健センター等に集約をしており

ますが、まだ残っているものといたしましては、特定健診、それから介護予防の体操な

どにつきましては、現在、岱明ふれあい健康センターで行なっております。ただ、こち

らにつきましても先ほど申しあげたとおり、公民館建設後につきましては、公民館のほ

うで実施をする予定にいたしております。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 前田正治君。 

○１８番（前田正治君） じゃあ、岱明町公民館を建設したら、今の岱明ふれあい健康セ

ンターというのは廃止にするわけですね、温泉機能だけは残すということでよかっです

ね。 

○議長（中尾嘉男君） 企画経営部長 水本明子さん。 

○企画経営部長（水本明子さん） 前田議員の再質問にお答えいたします。 

 今申し上げました特定健診、それから介護予防体操などの実施につきましては、公民

館のほうに移ります。そして今、岱明ふれあい健康センターのほうでは、非常に温泉を
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利用しておられる方が多ございます。ですので、温泉機能は残しつつ、地域のみなら

ず、市民の方々に親しまれる人が集う賑わいのある施設としての活用を目指していると

ころでございます。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 前田正治君。 

○１８番（前田正治君） ですから、岱明の公民館ができたら、岱明ふれあい健康センタ

ーとしての役割はもう廃止するとですね、て、そこば確認しよるわけですよ。 

○議長（中尾嘉男君） 企画経営部長 水本明子さん。 

○企画経営部長（水本明子さん） 再質問にお答えいたします。 

 機能としては、現状とは変わってくるという意味では、広い意味で廃止という表現で

もよろしいかと存じます。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 前田正治君。 

○１８番（前田正治君） さっき答弁があった中ではあれだったでしょ。岱明ふれあい健

康センターの用途を制限せず、幅広い民間による活用及び運営を実施して云々と。岱明

町公民館の機能とは差別化を図ると。やっぱり廃止、岱明ふれあい健康センターはもう

廃止せざるを得んような流れにならんとつじつまあわんわけですよ。なぜかというと、

今までどおりの保健センターの役割機能が、若干でも、今みたいにちょっとでももたせ

とんなら、大体社会福祉協議会はあっちに移すわけだから、また新たな社会福祉協議会、

社会福祉法に関連するそういった団体を呼んでこん限り管理運営はできんはずなんです

よ。だけん廃止すっとですね。 

○議長（中尾嘉男君） 市長 藏原隆浩君。 

○市長（藏原隆浩君） 議員がおっしゃられるとおり、岱明ふれあい健康センターのほう

は将来的に廃止をする、廃止をしながらも施設として民間に活用をしていただく。要す

るに民間に移譲していくという考え方のもと、そうでなければ、公民館は建てられない

というふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 前田正治君。 

○１８番（前田正治君） ならちょっとこう流れでいくと、岱明公民館がかりに３２年に

できたとします。しかし、岱明ふれあい健康センターはそれと同時に今の市長の答えだ

と、それと同時に廃止するというような方向じゃなくて、将来的に廃止していくと、な

らその廃止するまでの管理運営はどういったところが受けると思ってますか。 

○議長（中尾嘉男君） 市長 藏原隆浩君。 

○市長（藏原隆浩君） 恐らく流れになりますけれども、３２年までが社会福祉協議会が
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指定管理として受けている以上、そこの変更はできません。その３２年末までにプロポ

ーザルなんなりで、どういったところの民間が活用していただけるのか。それがスポー

ツ施設なのか、高齢者福祉施設なのか、はたまた子どもの子育て支援のための施設なの

か、それは市が運営するということではなしに、民間に運営をしたいただきたいという

ことであります。しかしながら、カーボンマネジメント等々での補助での改修の問題も

ありますので、すぐに移行できないというところが非常に厳しいというところではあり

ますけれども、１０年先には完全に民営化、民間の方向に持って行けるような形で進め

ていきたいというふうな考えであります。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 前田正治君。 

○１８番（前田正治君） なら１０年先までに公募で、１０年先、じゃあ、９年までとし

ますよ、１年、２年、３年、９年までと。そこまでに公募するに当たっては、全くの民

間では、それは受けられんとじゃないかなと思いますけど、どぎゃんですかね。 

○議長（中尾嘉男君） 市長 藏原隆浩君。 

○市長（藏原隆浩君） 言葉足らずで申しわけないんですけれども、３２年末までが社会

福祉協議会がありますので、それまでには公募をして、まずは指定管理から入っていく

ということです。指定管理は市の外郭というような団体が運営するのではなくて、今で

いう社会福祉協議会とか自治振興公社とか、そういったところではなくて、民間のほう

にとっていただくべく、３２年末までにプロポーザルを行なって、まずは指定管理から

入っていく。そして改修費用等々の補助を受けている部分の期限が過ぎた先には、完全

に民営化にしていきたいというふうな方針を今立てているということであります。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 前田正治君。 

○１８番（前田正治君） ちょっと噛み合わんとですけど、その完全に民営化するまでは、

だけんさっき廃止にするて言いなはったばってん、岱明ふれあい健康センターとしての

機能は、健康増進という役割というのは残していくわけでしょ。 

 ちょっと戻しますけど、岱明町公民館ができたら社会福祉協議会はあっちに移すでし

ょ。ですね。ばってん、岱明ふれあい健康センターは今までどおりの健康増進の役割を

全部じゃなかかもしれんばってん、少しはもたせると、当面の間、補助金ももろて改修

もしたからということですよね、ならその当面の間、民間で手を挙げるところは全くの

民間じゃできんでしょて、やっぱり社会福祉協議会みたいな性格のところに指定管理を

委託せんとできんでしょということを、よかっですか。 

○議長（中尾嘉男君） 市長 藏原隆浩君。 

○市長（藏原隆浩君） 決してそういうことはないというふうに思っております。全般的
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なちょっと話をしたいと思いますけれども、要するに、類似施設というふうになるわけ

ですので、岱明ふれあい健康センターとしての形では廃止をするけれども、施設として

は残り、それをどのような民間の活用の仕方ができるのかというところでのプロポーザ

ルを選定していくということになりますので、そこは十分可能であると。例えば、自治

振興公社であったり、社会福祉協議会というような外郭の団体でない、民間に、例えば、

スポーツジムを行なっている企業であったり、あるいは老人福祉施設を運営されておら

れるそういった社会福祉法人であったり、そういったところも考えられなくもないとい

うふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 前田正治君。 

○１８番（前田正治君） 岱明町公民館ができてから将来的には岱明ふれあい健康センタ

ーは廃止するという先ほどの話だったですけど、ならその将来的の期日が達するまでは

そこの管理運営は全くの民間じゃなくて、「社会福祉協議会的なところがやっぱり管理

運営せんといかんでしょ。」て言ったら、「いや、そうじゃない。」と、全く民間でよか

ということならですよ、なら岱明町公民館ができて社会協議会を移した。岱明ふれあい

健康センターはもう廃止で風呂だけ残したと。そこのプロポーザルでの公募は可能と思

います。そこら辺がちょっとやっぱり方針がちょっと明確じゃなかっじゃなかつかなと

いう気がします。 

 ならもう、ちょっと次に移りますので、再質問で、（仮称）岱明文化センターに入る

のは、公民館、社会福祉協議会、それと岱明文化センターを管理運営する団体が必要と

思うですけども、この３団体が新しい岱明町公民館の中には入ってくるとじゃなかです

か。（仮称）岱明文化センターも含めたそのエリアには。違いますか。 

○議長（中尾嘉男君） 答弁どちらですか。 

 市長 藏原隆浩君。 

○市長（藏原隆浩君） 新しい岱明町公民館は３団体でなければならないという理屈が私

にそもそもわからないんですけれども、公民館を運営する。それから社会福祉協議会が

入る。そして文化施設に関しては、例えば、自治振興公社が市民会館を運営するように、

公民館の係がしっかり運営をしていくということになると思いますので、それは営利目

的でも民間が貸し出しが自由になるというような考え方でありますので、どこかの団体

が入って運営をするというようなものではないというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 前田正治君。 

○１８番（前田正治君） 新しい岱明文化センター部分は営利目的で使うわけでしょ。じ

ゃあ、そこの管理運営は公民館職員や社会福祉協議会の職員ででくっとですか。 
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○議長（中尾嘉男君） 副市長 村上隆之君。 

［副市長 村上隆之君 登壇］ 

○副市長（村上隆之君） 厳密に公民館とか文化センターそういった単体の施設を国の補

助、そういったものを活用しながら建てる場合においては、その法的なものが被さって

まいりますので、それ相応の職員配置が必要だろうというふうに思います。 

 ただ今回の仮称岱明文化センターにつきましては、ほぼ一般財源等でといいますか、

合併特例債等で建設してまいりますので、広い意味で市民会館みたいな要素になろうか

と思いますので、管理運営については両方の職員が兼務をしながらでも管理運営はでき

るというふうに思っております。 

○議長（中尾嘉男君） 前田正治君。 

○１８番（前田正治君） 私はできんとじゃなかつかなと思うとですよ。でくんなら今ま

でもそぎゃんふうに岱明のホールがあったから、あそこで何らかの物品販売とかそぎゃ

んとばして、営利目的の会場としても使こうてよかったはずですよ。やっぱり公民館法

というかぶりがあるけんやっぱりそれができんだったと。ところが同じ建物の中にその

営利目的をするような空間をつくると。そこの空間の管理運営というのは、公民館の職

員や社会福祉協議会の職員はできんとじゃなかつかなと思いますけど。 

○議長（中尾嘉男君） 副市長 村上隆之君。 

○副市長（村上隆之君） ですから、先ほど申しましたように、市民会館的な今回岱明の

会館を建設を予定をしているということで、公民館の単体の建物ではなく、公民館機能

も、文化施設の機能もそして福祉的な機能をあわせた、そういうコミュニティセンター

みたいな形の施設をつくり、その法的な網をかぶせない施設として活用していきたいと

いうふうに考えているところです。 

 ですから民間、販売目的の施設としても活用しても結構だろうというふうに思います。 

○議長（中尾嘉男君） 市長 藏原隆浩君。 

○市長（藏原隆浩君） 今の文化センターであったり、現在の横島の公民館、天水の公民

館もそうですけれども、設置目的が公民館ということになっているので、それができな

いということであります。今回新設する岱明町公民館というものは、今副市長が申し上

げたとおりの設置をしていくので、本来は将来的には横島の公民館にしても天水の公民

館にしても、その部分的にはそういう形に見直しを図っていく必要はあるだろうという

ふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 前田正治君。 

○１８番（前田正治君） ああ、そうですか。私はやっぱりそういった営利目的で使うよ

うな空間についてはですよ、公民館の職員とか社会福祉協議会の職員は関与できんとじ
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ゃないかなというふうな思いがしてましたので、ちょっと噛み合わんところであります

が、次に進みます。 

 じゃあ、その新しい岱明文化センターですね、営利目的利用が可能となる施設という

ことですが、営利目的とは、例えば、市民会館みたいなとこということですので、コン

サートや演劇、あるいはその物品の販売、そういったことかなと思いますけど、執行部

としてはどういうことを想定されてますか。 

○議長（中尾嘉男君） 教育部長 戸嵜孝司君。 

○教育部長（戸嵜孝司君） 前田議員の再質問にお答えします。 

 利用を想定しているのは、今、前田議員がおっしゃられたコンサートであるとか、物

品の販売であるとか、そういうものを想定しております。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 前田正治君。 

○１８番（前田正治君） 現在は、そこのお隣の市民会館で興業やあるいは物品の販売な

どが開催されております。岱明町公民館の利用率を上げるというために、営利利用が可

能な建物をつくると、市民会館の稼働率は自ずと低下すっとじゃないですか。市民会館

も岱明町公民館、（仮称）岱明文化センターですね、両方とも利用者がああ、ふえてき

たということはとてもちょっと思えないんですけど、利用者がただ考えてみると、ああ、

利用者が分散しただけだなというふうにしかほかならないと思います。 

 岱明町公民館建設に関しては、今度の議会で６人の議員が質問しておりますが、不可

解な点が今の言いましたけど、あります。平成３０年６月に策定した玉名市公共施設個

別施設計画、これは今後の公共施設の管理などをどうするのか、施設ごとにその方針や

具体的な取り組み内容を定めた計画書であります。岱明町公民館の改善の方向につい

て、岱明町公民館は耐震性も懸念され、建物全体が老朽化しているため、早急な建てか

えを行なう。建てかえの際は、近隣施設と重複する機能などを勘案し、適正規模の建て

かえとするとしてあります。新公民館の総面積が現在より１.４倍と大幅に増加する。

あるいは増加することやホールに稼働いす設備を設置し新たな保守点検、また、維持管

理の費用を発生させるなど、これは個別施設計画、先ほど申しました個別施設計画と整

合性がないことは明らかであります。岱明ふれあい健康センターの改善の方向について

は、個別計画には平成３０年度から中規模修繕とあわせて、特定天井の改修も行なう。

また、利用率が低く使用する用途が限られている検診室を多目的に使用できる部屋に変

更するなど、利用者の利便性の向上を図る。今後は、平成３０年度から始まる介護予防

日常生活支援総合事業での利用により、利用者の増加が見込まれるとしてあります。今

後も保健施設として使っていくのかなというような方向がここには示してあるわけです

よ。ところが社会福祉協議会事務所を新しい公民館に移転して、岱明ふれあい健康セン
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ターは民間に委ねて収益施設にする。こういった発想は、個別施設計画とこれは全く矛

盾するというのは明らかであります。市が策定した計画書と整合しない事業は、１番目

のところで出てきました厳しい財政事情をさらに加速することになり、ひいては市民サ

ービスの低下を招くものになると思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（中尾嘉男君） 答弁どちら。 

○１８番（前田正治君） 手ば挙げよらすけん。なら、部長に。教育部長。 

○議長（中尾嘉男君） 市長 藏原隆浩君。 

○市長（藏原隆浩君） 通告はなかったと思いますけれども、私の言葉で説明をさせてい

ただきます。 

 もともとこの岱明町公民館にあっては、本来でいうならばどんどん進んでいて、工事

も順調に進んでいるような案件だったんではないかというふうに思っております。その

中で、岱明ふれあい健康センターとの併設案が否決されているという考え方の中で、併

設としては提案をするということは非常に私にとっても提出させていただけるものでは

ありません。そこで現地建てかえの表明をして、現地建てかえの表明をしてから、４月

から担当課を変えました。コミュニティ推進課のほうに。これまでは集約ありきの考え

方だったので、企画戦略、経営戦略のほうで受け持っておりましたけれども、コミュニ

ティ推進課のほうに移行したわけです。コミュニティ推進課で検討し始めて、それが４

月からですけれども、先ほど個別計画の話がありました。あれが策定した段階では、恐

らく計画としては現地に１,４００平方メートルのものを建てるというような話になっ

ていたと思います。しかしながら、隣接する岱明ふれあい健康センターがある以上、

１,４００平方メートルのもの公民館を建てると言うことは、決してできないというよ

うな話をしました。なぜならば、公共施設マネジメント、機能からもずっと話があって

おります。そこに逆行していくからであります。それでは市の将来を見据えて、どのよ

うにすれば公共施設の面積を削減し、そして大幅にかかっていく、これからもかかって

いく経費を削減できるのか、それを検討して、そうであるならば岱明ふれあい健康セン

ターのもっと有効な利活用の仕方を検討してくれと私が指示をしたのは７月に入ってか

らでありました。ですから個別計画に反映していないのは、そういう意味でありますけ

れども、この案件を提出するに当たってその個別計画も見直しをしなければならないと

いうふうには思っております。 

 それで、本当にこれだけはわかっていただきたいと思いますのが、岱明ふれあい健康

センターがなかなか活用しきれていない。そこはだれもが心の中で思ってらっしゃるも

のだというふうに思います。それを民間にうまく活用していただく、これを一生懸命努

力をして、挑戦をしていかなければならないというふうに思っています。当然のことな

がら温泉施設は、町民の方々に非常に喜んでいただいておりますので、その温泉施設は
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民間に開放していただけるような、そういったプロポーザルの提案を願わくばお願いし

たいというふうに思っています。その中で例えば、岱明ふれあい健康センターを残した

まま、１,０００平方メートルの公民館をじゃあ、新しく建てかえますとしたときでも

それは保存計画、公共施設のマネジメントに逆行するものではありませんけれども、し

かし、どうでしょうか、お互いがお互いでまた同じように中途半端な状態になってうま

く活用しきれない施設が２つになってしまう、そういうことだけはどうしても私は防ぎ

たいというふうに思いました。そうであるならば、将来的に負の遺産になってしまうか

らであります。だからこそ、足して３,４００平方メートルある玉名市が運営する、所

有する公共施設を１,５００平方メートルに減らすというような決断をしたというとこ

ろであります。 

 それともう一つ。これは市民の方々が、町民の方々が言えば何でもやるんだと、そう

いうような話では決してありません。これからの将来の財政状況もしっかりと踏まえな

がら、そうでありながらないがしろにしてはならないのが、やはりこれまでの岱明町の

歴史、岱明町の思い、そして市民の方々の考え、そこはないがしろに決してはしてはな

らないというふうに思った中で、やはり意向というものはしっかりとアンケートもとっ

て聞いてまいりました。大勢の方々にも意見を聞きました。その中で経費を削減しなが

ら、面積を削減しながらでありますけれども、きのうの答弁でも話しましたとおり、公

民館というものはどうしてもその地域に必要なコミュニティの核となります。ましてや

万が一の大規模な災害があったときに、その避難所としての機能を有しなければいけま

せんし、地域防災の観点から言うならば、地域防災の拠点にもならなければならない。

今、横島町が５,０００名、天水町が６,０００名強、そして岱明町は１万人以上の人口

があります。その規模からするならば、岱明町公民館にまた３００平方メートルのホー

ルをつくるのかというお話もありましたけれども、１万人規模、１万人を超える規模の

町であるからこそ、３００平方メートルではこれで大丈夫かな、この備えでいいのかな

というふうなことを私自身の責任として考えるところもあるということも正直なところ

であります。その中で、もっと壮大な提案もいろいろありました。しかし、いや、１,

５００平方メートルを超えることはどうしてもできない。それで１,５００平方メート

ルまでにとどめた中での今回の提案になっているということですので、ちょっと総合的

にお話をさせていただきましたけれども、どうか、何らかのなんか思惑だとか、そうい

うことじゃ決してなくて、純粋に将来に渡っての責任を一生懸命果たさなければならな

い、そういう純粋な思いで、今回出させていただいておりますので、御理解をいただき

たいというふうに思います。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 前田正治君。 
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○１８番（前田正治君） いや、実は、私も理解しようと思って一生懸命努力しよっとで

すよ。ところがわからんけん聞いてるんですけど、個別計画ですね、これはやっぱり見

直しというのが先じゃなかったつかなと、段取りとしてはですね、段取り踏まえて提案

してあれば、「ああ、なるほどな。」とやっぱり思うわけですよ。 

 それと、今の公民館と岱明ふれあい健康センター、合計３,４００平方メートルぐら

い敷地面積があると、合計すれば。これを岱明町公民館のほうに集約して１,５００平

方メートルぐらいにすると、ですね。岱明ふれあい健康センターで行なってたいわゆる

健康相談とか、そこら辺はもう岱明町公民館のほうに社会福祉協議会は移るばってん、

そういう機能も持たせるように、岱明町公民館はするんですか。 

○議長（中尾嘉男君） 市長 藏原隆浩君。 

○市長（藏原隆浩君） 当然のことながら、今、運営されていた事業というものは、岱明

町公民館で行なっていくということになります。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 前田正治君。 

○１８番（前田正治君） ああ、そこはいっちょ晴れました。 

 しかしそうなると、仮称岱明文化センターの面積がそっで足るとかなというようなち

ょっと心配も出てきます。 

 市長にお聞きします。平成２９年度の決算が認定されました。岱明町公民館建設検討

事業の事業評価の結果、今後の方向性は縮小して継続であります。本議会に提案してあ

る岱明町公民館建設事業では、公民館面積を１.４倍、近隣の施設と合計すると小もな

るという話でありましたが、公民館面積は全体として１.４倍にする。公民館、文化セ

ンター、社会福祉協議会事務所の複合化など、これはどう見てもその縮小どころか、拡

大して継続というふうにしか私は考えられません。これは自ら行なった事業評価にも、

逆行するんではないかなという疑問があるんですけど、いかがでしょうか。 

○議長（中尾嘉男君） 市長 藏原隆浩君。 

○市長（藏原隆浩君） 単体で、単年度で見ればそういうお答えというふうに、それは甘

んじてお受けしなければならないというふうに思っておりますけれども、やはり１０年

スパンであったり、長期的な視点に立って、大幅に面積を削減すること、経費を削減す

ること、そして全体的に、市全体の規模縮小を図っていきたいというふうな考えでおり

ます。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 前田正治君。 

○１８番（前田正治君） 市長の考えはわかりましたけど、市長、今議会に提案してあり

ます岱明町公民館建設事業（仮称）岱明文化センター建設事業について、私は重大な４
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つの問題点があると思います。 

 １つ、自ら行なった事業評価に逆行すると。２つ、玉名市公共施設個別施設計画との

整合性がない。３つ、ふれあい健康センターとしての機能や役割を廃止に追い込む。４

つが、唐突な提案で説明責任が不十分。 

 このような問題点の背景には、何があるとかなと考えてみたんですけど、これは施設

の利用率を上げるためには営利目的利用という、そういういわゆる短絡的な発想がある

んじゃないかと。こういった議案をそのまま認めることは私は到底できません。議案の

撤回、再検討を求めますが、市長、いかがでしょうか。 

○議長（中尾嘉男君） 市長 藏原隆浩君。 

○市長（藏原隆浩君） 再質問にお答えします。 

 今回、提案させていただいた議案としてまた、文教厚生委員会のほうでも十分に審議

をいただきたいというふうに思っております。従いまして、何とか皆様方に御理解をい

ただいて提案をさせていただいておりますので、御承認を賜りたいというふうな考えで

あることは変わりません。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 前田正治君。 

○１８番（前田正治君） 私は、岱明町公民館の建設そのものに反対をするわけではあり

ません。公共施設個別施設計画に沿った適正規模の公民館を合併特例債の期限内に現地

に建設をするということには、大賛成であります。営利目的利用の追加、規模拡大、福

祉施設の廃止、このような計画は絶対に認めることはできません。 

 じゃあ、今度は３番目に移ります。 

［１８番 前田正治君 登壇］ 

○１８番（前田正治君） 危険なブロック塀についてであります。 

 今年大阪で地震によって小学校のブロック塀が倒壊して、通学中の児童が死亡しまし

た。建築基準施工例は、ブロック塀について高さ２.２メートル以下に制限、ブロック

塀内部は鉄筋で補強、ブロック塀が１.２メートルよりも高い場合は直角方向に３.４メ

ートル以内の間隔で控え壁を取り付けて強度を確保するように定めてあります。この痛

ましい事故を受けて、国や市町村が法律の施設における危険なブロック塀の改修や除去

に向けて緊急な対策をとりました。玉名市においては、その工事の完了を待つのみであ

ります。 

 ２点質問いたします。１、玉名市内の通学路におけるブロック塀の危険箇所について

の把握と公共施設じゃなくてですね、通学路におけるブロック塀の危険箇所についての

把握と対策について方針を伺います。２番目、危険なブロックの除去や改修について工

事費補助制度の創設などで、その対策を急ぐ必要があると思いますが、見解をお尋ねし



 － 259 －

ます。 

○議長（中尾嘉男君） 教育部長 戸嵜孝司君。 

［教育部長 戸嵜孝司君 登壇］ 

○教育部長（戸嵜孝司君） 前田議員の玉名市内における、通学路におけるブロック塀の

危険箇所の把握と対策についての質問にお答えいたします。 

 ブロック塀の危険箇所の把握につきましては、今年の６月大阪府北部を震源とする地

震により発生したブロック塀倒壊事故を受け、本市教育委員会においても全小中学校の

通学路沿いのブロック塀を対象に緊急に調査を実施することといたしました。具体的に

調査方法といたしましては、各学校の教職員が、ＰＴＡや地域の協力を得ながら目視に

て傾いていないか、亀裂が入っていないかなどを入念に確認しております。調査の結

果、小中学校合計で延べ７２カ所の要注意箇所として把握をしたところでございます。

把握できたカ所につきましては、児童生徒へ周知し、登下校の際には近づかない、注意

して通行するなどの安全指導を行ない、極めて危険と判断した箇所については、通学路

の変更等の対策をとったほか、防災安全課などの庁内関係部署の協力を得るべく情報提

供を行なっているところでございます。 

 以上です。 

○議長（中尾嘉男君） 建設部長 前田愼一郎君。 

［建設部長 前田愼一郎君 登壇］ 

○建設部長（前田愼一郎君） 議員御質問の危険ブロック塀について。ブロック塀の危険

箇所の把握と対策について、初めにお答えさせていただきます。 

 玉名市内におけるブロック塀危険箇所の通学路については、先ほど教育部長が申しま

したとおり把握をしております。しかし、それ以外の民間ブロック塀の危険箇所につき

ましては、すべてを把握することは困難な状況でございます。そのため、６月１８日発

生しました大阪北部地震発生後直ちに玉名市のホームページでブロック塀の点検チェッ

クやポイント、ブロック塀の安全基準等を掲載し、市民の方へブロック塀の点検を行な

ってもらうよう周知を図ってきたところでございます。また、同じ掲載内容につきまし

ても、広報たまなにおきまして同様の記事を掲載し周知を図っております。 

 次に、危険ブロック塀の除去や改修について、工事費補助制度の創設などで危険箇所

の対策を急ぐ必要があるかとの見解を聞くとの御質問に対してお答えをいたします。 

 危険ブロック塀の除去に伴います補助制度の創設につきましては、先ほど申しました

ように大阪府北部地震以降、国が主導し進められております。本市におきましては、現

在、ブロック塀の除去に伴います補助金交付要綱を策定中であります。来年の４月１日

の施行を予定しているところでございます。なお、補助金の額といたしましては、上限

を１件当たり２０万円と考えております。なお、２０万円補助の内訳と申しますと、半
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分国が１０万円、残りの１０万円を市と県で考えております。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 前田正治君。 

○１８番（前田正治君） 建築基準法施工例を満たしていない危険なブロック塀の除去や

改修について工事費の補助制度を平成３１年４月１日で施行したいということでした。 

 非常に有効な対策だと、私は思っております。補助額は１件２０万円と、国が半分で

残り半分を県と市が半分ずつということであります。地震の際、危険なブロック塀の倒

壊が道路をふさぎ、住民の避難路を寸断、緊急車両の通行や支援復旧の障害になること

もあります。補助金を出すことで、この除去や改修を促進することは、防災機能を高め

て、災害に強いまちづくり、市民の暮らしを守ることにこれはつながってきます。そう

いう意味からも、さらに除去や改修をすることを加速するために、１件２０万円国が１

０万円で、県と市が１０万円ずつだったんですけど、県がさらに上乗せをするというよ

うなことは非常に大事じゃないかなと、市民が「ああ、この際改修しよう。」というこ

とを市民の行動を促進するようなことにつながるんじゃないかなと思いますけど、単費

を上乗せするということについて見解をお聞きします。 

○議長（中尾嘉男君） 総務部長 西山俊信君。 

○総務部長（西山俊信君） ただいまの前田議員の御質問にお答えいたします。 

 ブロック塀の単独、市単独の追加の上乗せの補助ということでございますけども、防

災の観点から補助金金額の上乗せにつきましては、他市町の状況等を踏まえながら、今

後検討してまいりたいというふうに考えておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 前田正治君。 

○１８番（前田正治君） 耐震基準を満たしていない家屋について、耐震調査、耐震補強

工事の費用を補助する制度ができました。しかし、市民が積極的に制度を利用して家屋

の耐震補強工事を行なっているという実績、これは決して多くはありません。うちは大

丈夫だろうという感覚があるということは、これは否めません。そういう雰囲気が存在

する中で、危険なブロック塀の改修、除去を早急に推進するためには、繰り返し広報た

まなの掲載やポスター宣伝など、地道な防災、減災のキャンペーンとあわせて市民の工

事費用負担の軽減が必要かと思います。危険なブロック塀の改修除去を徹底するための

補助の上乗せの部分はもうよかけんですね、改修、除去徹底するための方策を何か考え

ていらっしゃることがあったら、ちょっとお聞きします。 

○議長（中尾嘉男君） 総務部長 西山俊信君。 

○総務部長（西山俊信君） 危険ブロックに関する周知ということでよろしいでしょうか。 

○１８番（前田正治君） はい。 
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○総務部長（西山俊信君） 先ほど前田部長も申し上げましたとおり、市民向けの周知に

つきましては、広報誌あるいはホームページ等で適宜周知を掲載しながら周知を図って

いきたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 前田正治君。 

［１８番 前田正治君 登壇］ 

○１８番（前田正治君） 危険ブロックの改修については、補助金が今ついてるという状

況でありますので、市民の皆さんが「よし、この際しよう。」という気になるような費

用負担も含めて、そういったキャンペーンを張ってもらうということをよろしくお願い

したいと思います。 

 ４番目の寡婦（夫）控除のみなし適用について。未婚のひとり親、つまり婚姻によら

ないで母又は父となったものであって、現に婚姻を指定ないものを地方税法上の寡婦又

は寡夫とみなす特例が、平成３０年９月１日から施行してあります。見なし適用につい

て２点お聞きします。 

 １、保育料における、未婚のひとり親に係る寡婦（夫）控除のみなし適用について、

どのような対応をしているか。条例改正は必要ではないかなという気はしますが、それ

と、みなし適用で保育料が下がった件数は何件あるのか。 

 ２つめ、未婚のひとり親の負担を軽減するために、寡婦（夫）控除のみなし適用を運

用できる保育料以外の施策はないかどうか、お尋ねをいたします。 

○議長（中尾嘉男君） 健康福祉部長 松野信生君。 

［健康福祉部長 松野信生君 登壇］ 

○健康福祉部長（松野信生君） 前田議員の寡婦（夫）控除のみなし適用についてお答え

いたします。 

 認可保育所、認定こども園、新制度に移行した幼稚園などのいわゆる保育料につきま

しては、児童の父兄等に課せられた市町村民税の合計額を基礎として算定される仕組み

となっております。市町村民税の算定に当たっては、地方税法の規定が適用されます

が、未婚のひとり親は寡婦（夫）の要件にならないことから、平成２８年に整備した児

童扶養手当法の一部を改正する法律に対する附帯決議において、一部の地方自治体が取

り組んでいる未婚のひとり親に対する保育料軽減等の寡婦（夫）控除のみなし適用につ

いて、その実態の把握に努め、必要に応じて適切な措置を講ずることとされることを踏

まえ、関係の政令や内閣府令の改正が本年９月１日に施行されたところでございます。

具体的には、未婚のひとり親が市町村にみなし適用を申請することによって、地方税法

の寡婦として扱い、所得金額が１２５万円以下の場合は、市町村民税を非課税とするほ

か、２６万円の寡婦（夫）控除や３０万円の特別寡婦（夫）控除を適用した上で、保育
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料の算定基礎となる市町村民税を算出する内容となっております。 

 本市におきましても、条例施行規則を改正し、国にあわせて本年９月１日から適用し

ており、ホームページやチラシ、また、市役所窓口に掲示するなどで周知に努める一方

で、実際に保育料が減額になる方、５人に対しては、申請を即する文章を送付したとこ

ろでございます。なお、実績としましては、これまでに４件の申請があっており、減額

した保育料は４件合わせまして月額９,０００円でございます。 

 次に、保育料のほかにみなし適用制度を実行している施策についてでございますけれ

ども、市営住宅の使用料につきましては、平成２８年度から実施しているほか、母子家

庭等対象とした高等職業訓練の給付金又は自立支援教育訓練の給付金などの事業におき

まして実施しているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 前田正治君。 

○１８番（前田正治君） みなし適用を受けるために、本人の申請が必要であります。も

ちろんその申請しても保育料やおっしゃった市営住宅の住宅料が必ず軽減されるわけで

はありません。しかしながら広くやっぱり周知をするということや対象者にはすべて残

らず案内するということが基本だと思います。 

 ホームページ、チラシなどで周知に努めているということでありましたけど、申請が

漏れていたと、申請が漏れないような把握という努力というかな、その辺ばなんかせん

といかんとじゃないかなという先ほどおっしゃった、部長が答えたあの中から行けば、

把握に努めるというふうな文言もあったようですので、申請漏れをすべて残らす申請漏

れがないように、すべて残らず案内するというところまではやっぱり行政のつとめじゃ

ないかなと思いますけど、申請漏れを防ぐためには、どのような取り組みを行なってい

るか。それ以上のことはしとらんていうなら、もうそれでよかっですけど、なんかあり

ませんかね。 

○議長（中尾嘉男君） 健康福祉部長 松野信生君。 

○健康福祉部長（松野信生君） 一応、先ほど答えましたように、適応制度の対象となり

ます方につきましては、担当課で抽出いたしまして、その上で５名の方に申請の連絡を

したというところでございます。 

 以上です。 

○議長（中尾嘉男君） 前田正治君。 

○１８番（前田正治君） これは９月１日から施行されております。さっきも５人に案内

して４件が申請されたということなんですけど、９月１日時点でこの対象者であったけ

ど、やっぱり申請が遅れとって今月になって申請をしたというような場合、９月１日か

らの適用になるんでしょうか。 



 － 263 －

○議長（中尾嘉男君） 健康福祉部長 松野信生君。 

○健康福祉部長（松野信生君） その遡及につきましては、ちょっと確認させてもらって

よろしいでしょうか。 

○１８番（前田正治君） はい。 

○議長（中尾嘉男君） 前田正治君。 

○１８番（前田正治君） 遡及につきましても、私ちょっと調べたんですけど、実は。 

 国からの手当は遡及分はつかんと、しかし自治体の判断でしてもかまわんですよと。

ですからやっぱり単費の持ち出しに若干はなるわけですよね。 

 そういった場合は、やっぱりそのような状態が起きた場合ですね、この対象者という

ところは、社会的に弱い立場の世帯が多いと思います。ですから、遡及についても人情

ある温かい対応を求めまして、私の一般質問を終わります。 

○議長（中尾嘉男君） 以上で、前田正治君の質問は終わりました。 

 議事の都合により、暫時休憩いたします。 

午後 ２時０３分 休憩 

―――――――――――――――――――――― 

午後 ２時２１分 開議 

○議長（中尾嘉男君） 休憩前に引き続き、会議を開き、一般質問を行ないます。 

 １２番 西川裕文君。 

［１２番 西川裕文君 登壇］ 

○１２番（西川裕文君） どうもありがとうございます。本日、一般質問 終日、３番目

の質問をさせていただきます。１２番、新生クラブの西川裕文です。傍聴席の皆様、ま

た、ネットで御覧の皆様方ありがとうございます。 

 この席から議員席を見ますと、自分自身の席も含めて３つの席が空席になっておりま

す。福嶋先輩、城戸前議員の席が空席で寂しい間があると同時に、お二人共に市民の皆

様のこと、市のことを本当に強く思っておられましたので、この二人の分まで私たちが

考える必要があると責任の重さを感じております。 

 今日は、私の地元の友人のお母さんが金栗四三先輩のタマにゃん人形をつくっていた

だきました。これで２つ置かせてもらっておりますけども、８体目になると思いますけ

ども、庁内に置かせてもらっております。議長のお許しを得まして、お二人の席に置か

せてもらいました。特に福嶋先輩は霊界のほうから、霊界から頑張れよといつものあの

笑顔で見守っておられることと思います。 

 また、ちょっと話は変わりますけども、昨日、吉田憲司議員がおっしゃっておられま

したけども、大河ドラマの西郷どんの 終回の前の第４６回がありました。ちょうど西

南戦争が背景でしたけれども、番組の中で高瀬の名が記された図面、それから音声でも
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高瀬の名前が、高瀬、高瀬とあがりました。西南戦争における関ヶ原の戦いといわれて

いる高瀬の開戦、２月２５日から２７日の３日間でありましたけれども、この戦いによ

って御存じのとおり薩軍の北上は終わりまして、田原坂へ押し下げられております。西

郷どんの一番下の弟さんですけども、御存じのとおり西郷小兵衛さんも３日目、２７日

の日に繁根木川の下流永徳寺で左胸に銃弾を受けられて亡くなっておられます。そのと

きは、これは司馬遼太郎さんの「翔ぶが如く」にありますけども、「自分は兄に先立つ

ようだ。」と、「そのことが心苦しい。」と、その言葉だけで亡くなっておられました。

しかし、１つだけ番組を見てて気になったことが、小兵衛さんが銃弾を受けられたと

き、その場所が田原坂のような画面状況でありました。あれだけはちょっと気になっ

て、大体永徳寺のほうで銃弾を受けられておると。それがちょっと内容的には気になっ

ております。ＮＨＫには言っておりませんけれども、それはそれとしていよいよ「いだ

てん」もひと月を切りました。下のほうの２４日となってきましたけども、いよいよ始

まるなという実感です。私たちが主体となって本当に盛り上げていく必要があると感じ

ます。ちょっと長くなりまして、繰り返しになりますけど、 後やはり福嶋先輩の「が

んばれ。」コールが、叱咤激励が、耳に響いているという感じです。 

 それでは、通告に従いまして、一般質問いたします。 

 まず 初に、玉名市総合防災訓練の内容について伺います。 

 先月、１１月１０日玉陵中学校におきまして、新設になった玉陵小中学校校区の皆様

と一体となった本年度の防災訓練が行なわれました。私たち議員も昨年制定をしました

議会基本条例に基づいた、玉名市議会ＢＣＰ（業務継続計画）に基づく玉名市議会災害

対策基本計画に沿って、初めて議員としての役割を果たすため、市の災害対策本部が設

置されたあとに、初めて市議会災害時対策会議を設置し、議会としての対応を検討しま

した。まずは、今回、行なわれた防災訓練の内容についてどういうふうな趣旨のもとに

行なった防災訓練であったか伺います。 

○議長（中尾嘉男君） 総務部長 西山俊信君。 

［総務部長 西山俊信君 登壇］ 

○総務部長（西山俊信君） 西川議員御質問の玉名市総合防災訓練の内容についてお答え

いたします。 

 今回で第８回目となります玉名市総合防災訓練につきましては、先月１１月１０日土

曜日に玉陵中学校を会場に、玉名市内で震度６強の地震が発生し、市内各所で地震に伴

う土砂災害が発生したと想定しまして、約６００名の参加者のもとに実施したところで

ございます。また、訓練に当たりましては、大規模災害時における職員の初動体制の確

保、共助による防災力の強化をテーマに実施いたしたところでもございます。 

 まず、大規模災害時におけます職員の初動体制の確保を目的とした訓練につきまして
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は、限られた被害情報の中で行なうブラインド型の災害対策訓練、全職員を対象に登庁

を呼びかける職員 終メール訓練、熊本県との災害情報伝達、自衛隊の派遣要請、それ

からＪアラートなどの情報伝達訓練などを行ない、大規模災害時に基本となる初動体制

の訓練を行なったところでございます。 

 次に、共助による防災力の強化を目的とした訓練といたしまして、玉陵校区の住民を

対象とした避難訓練、地元消防団による避難の呼びかけの避難誘導訓練、自主防災組織

と消防団との連携によります救出、消火、土砂撤去訓練などを行ない、大規模災害時に

は、もはや市、警察、消防などの公序の手が及ばない場合を想定しまして訓練を行なっ

たところでもございます。 

 今後本市といたしましても、このように総合防災訓練を通じて、防災関係機関との連

携強化はもとより、共助の育成強化を図ることによりまして、地域防災協力の強化につ

なげてまいりたいと考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 西川裕文君。 

○１２番（西川裕文君） どうも答弁ありがとうございました。 

 ただいまの答弁の中で、６００名の地域の方々の参加を受け、いろいろ訓練をされて

おったのを拝見しておりました。ちょっとその中で、１つだけ先ほど部長のほうからあ

りました県との災害の打ち合わせ、職員さんは当然ですけども、それと自衛隊の派遣要

請、Ｊアラートというふうな話がございまして、１つだけ気になったのが、昨年もそう

だったんですけど、防災訓練の中で自衛隊の顔が見えなかったと。私が聞く中で、１１

月に行なわれたお隣の荒尾市で、防災訓練をされたときには自衛隊の方もおられたとい

うふうな話をちょっと伺いまして、昨年もそうだったんですけども、例年市の防災会議

のほうには当然自衛隊のほうも来られて一緒になって会議が開かれて、対応については

話し合いをされておるというふうに聞いておりますけども、やはり防災訓練、直接自衛

隊の場合は何かあったあとに当然の出動になりますけども、防災訓練の内容に異なると

思いますけども、庁舎、地域事務所隣でもありますし、災害時本当に熊本地震のときに

も水関係のお世話になっておりますけども、ぜひ、自衛隊の方にはお声かけをしていた

だいて、特に本年度は玉名がお世話になる師団のほうの改変もなっております。それか

ら事務所の所長さんにつきましても、２年、３年で交代をされるというところもあっ

て、直接その訓練のほうには自衛隊関係はないとは思いますけれども、今後はやっぱり

呼んでいただいて、内容を見ていただくとか、そういうふうなところでの交流も含めた

ところで、ぜひ、常時呼びかけをしていただきたいと思います。それについてどのよう

にお考えであるか、再質問でお願いいたします。 

○議長（中尾嘉男君） 総務部長 西山俊信君。 
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○総務部長（西山俊信君） ただいまの西川議員の再質問にお答えいたします。 

 総合防災訓練を開催するに当たりまして、例年自衛隊にも御参加をいただき、有事の

際の連携強化を図っておりましたが、今回は自衛隊につきましては、同時に行なわれま

した県下一斉の災害時におけます情報伝達訓練に参加をされておりまして、直接本市の

防災訓練への参加はいただけなかったというところでございます。 

 しかしながらやはり大規模災害時には、自衛隊の支援は必要不可欠でございまして、

また、一昨年の熊本地震の折にも、当市で給水活動の支援を行なっていただき、市民の

皆様方からもその制服姿を見たときに、非常に安心感があったというふうにお聞きをい

たしているところでもございます。今後も本市といたしましては、大規模災害に備え、

自衛隊を含む関係機関との顔の見える関係を構築し、連携強化を図ってまいりたいと考

えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 西川裕文君。 

○１２番（西川裕文君） どうもありがとうございます。 

 今、部長のほうから答弁の中で、当日はちょうど自衛隊のほうが県下一斉の情報伝達

の訓練があったということで、呼びかけをしとったけど来られなかったと。ちょっと呼

びかけをしてあったこと自体、私も知らなくて申しわけなかったと思います。今答弁の

中にありましたように、顔の見える交流を今後もしていただくように、防災訓練のとき

は常に呼びかけをしていただきたいと、本当、よろしくお願いします。ありがとうござ

います。 

［１２番 西川裕文君 登壇］ 

○１２番（西川裕文君） それでは２番目の質問をさせていただきます。 

 玉名市公式観光案内サイト「タマてバコ」の充実した活用についてお伺いいたしま

す。 

 前回９月の議会におきましても質問をさせていただきましたけども、タマてバコにつ

いて再度質問をさせていただきます。先ほど述べましたように、金栗四三先輩のいだて

ん放映まで１カ月を切り、市といたしましても玉名市を全国、いや、先ほどもありまし

たけども世界にまで知らしめる絶好の機会としていろいろな企画をされております。そ

の中で、今多くの方々が利用されているスマホやタブレットを十分活用したガイドマッ

プが必要であると思います。タマてバコがありますけども、中を見てみますとまだ市全

体を表したマップやその中に限られた観光地、土産処とか名所旧跡等々しかありませ

ん。もう本当に即いだてんが始まります。来年１年間大河ドラマ館や循環バス等々も走

りますので、インバウンドも含め、多くの交流人口の方々に対応したまた当然玉名の市

民の皆様にもわかりやすい案内サイトにしていただきたいと思います。全体マップとい
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いますか、タマにゃんマップみたいな形でわかりやすく、そしてかつ詳しい案内サイト

タマてバコにしていただきたいというふうに思いますけども、これにつきましてはどの

ような計画になっておるか伺います。 

○議長（中尾嘉男君） 産業経済部長 松本忠光君。 

［産業経済部長 松本忠光君 登壇］ 

○産業経済部長（松本忠光君） 西川議員の玉名市公式観光案内サイト「タマてバコ」の

充実した活用についてお答えいたします。 

 玉名市公式観光案内サイト「タマてバコ」は今年５月の開設から８カ月が経ち直近で

は約３,７００件と順調にアクセス数を伸ばしているところでございます。タマてバコ

の内容といたしましては、観光地の音声ガイド、目的地まで誘導するナビ機能のほか、

新の動画技術を駆使したＶＲ映像、ＳＮＳと連動した個人のインスタグラムの照会機

能などを備えております。 

 タマてバコ内の地図の表示についてですが、現在のサイトの仕様ではＧＰＳと連動し

て観光施設など各スポットごとにその場所の周辺地図が表示され、現在地から目的地ま

でのナビ誘導をするため、玉名市全体の地図は表示されておりません。平成２８年に配

信を開始した玉名市観光周遊アプリタマにゃんナビには、玉名市全体の地図に各スポッ

トを表示した地図から検索という機能を備えております。しかしアプリの配信から２年

が経過し、アプリを維持していくためには不具合対応、バージョンアップに多額の費用

が必要となるため、今後は利用者がアプリをダウンロードする必要がなく、アクセスし

やすいウェブ上の観光案内サイトタマてバコに１本化をし、利用者が簡単によりわかり

やすく観光情報を入手できるようにしたいと考えております。 

 そのためには、全体の地図を含め、アプリの機能でタマてバコに備えていない機能が

あれば、必要に応じて追加していきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 西川裕文君。 

○１２番（西川裕文君） どうも答弁ありがとうございます。 

 今、部長のほうからありましたけども、５月から８カ月間で３,７００件のアクセス

があったというところで、今後はもっともっと先ほど答弁にありましたように、より多

くの内容の充実したタマてバコにしていただきたいと、それから、タマにゃんナビとい

うことで、ちょっと私自身も使い方がようとわからんで、ナビのほうは出しきらんだっ

たんですけど、今後はタマてバコのほうに１本化してよりわかりやすく、そして詳しく

していただくというところで、もう本当に時間がございません。そういうことで対応を

即していただいて、そして今ありましたように、現場での説明も含めて、なるべく４カ

国語まで今３カ国語ですかね、英語、中国語、韓国語までしていただいて、インバウン
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ドの方々、もう前もって調べられて、どういうふうに行けばいいかも含めたところで、

幅広く提供ができるように内容を充実していただきたいと思います。そしてそれが結果

的にまた地元の方々にもそれを見れば説明もわかるというところになりますので、ぜ

ひ、お願いしたいと思います。 

 これにつきまして、一般質問の中、昨日ですか、一昨日かありましたけれども、市の

職員の方々の努力によってゆるキャラグランプリタマにゃんが９７位となったと。ま

た、今後、これも一般質問の答弁の中でありましたけども、金栗四三先輩ふうのタマに

ゃんを今もう計画しているというところで、ぜひ、そういうことでタマにゃん、 近タ

マにゃん自体があまりにも見る機会がちょっと私自身も少なかったんですけども、ぜ

ひ、走る格好で金栗足袋を履いたタマにゃんが出てこられることを楽しみにしておりま

す。 

 それから、金栗四三先輩のいだてんの広告の中で聞いたところによると県下の郵便局

のバイクには、全体があの広報されるような話を伺っております。今、商店街も含めま

して、なかなか金栗さんののぼりも点々としか見えない。ちょっと本当にあと２４日で

大河ドラマが始まるのかなと、思いはあってもなんかちょっとまだ市の庁舎前にはのぼ

り等々立ってますけど、何か弱い感じがいたします。これにつきましてもまたのぼりの

ほうは新しく１,０００何百本ですか、つくられるように計画をされとるというふうな

話も伺いましたので、まず物理的に、何しろにぎあわせていただきたい。また、タクシ

ー、バス、運送業の方々に対してもなかなかマグネットと思いましたけども、マグネッ

トはなんか運送業の方々に対しては落ちたりなんかするといろいろ事故が起こる可能性

もあるということで、ちょっとなかなか難しい話も聞きましたけども、タクシー等々、

バス、循環バスも含めて、バス、それと中を通る産交バス等々、ぜひ、にぎわうような

工面をしてほしいと思います。 

 それからもう一つ。市民の皆様のほうから、四三さんの４３の半袖ポロシャツ、並び

に私たちが今着ておるこういう服を「市民にはなかつかい。」とよく聞かれておりま

す。市民の皆様方も欲しいと言われる方がかなりいらっしゃいますので、これについて

も対応をしていただければと思います。また、来月大河ドラマ館がオープンしますけれ

ども、これはもう教育委員会のほうにまた希望ですが、玉名学の学びも含めて、小中学

校の児童生徒の方々にぜひ、見学をする機会を設けていただいて、みんなが、よければ

全校生徒さん方、３,０００何百人ですかね、中学校も含めるとその１.５倍ぐらいにな

ると思いますけども、ぜひ、もうこういう機会はないと思いますので、児童生徒の方々

が見て、触れるような、１年間ありますので、そういう機会づくりも考えていただきた

いと思います。 

 また、もう１つになりますけども、ふるさと寄附金のほうで、金栗足袋の返礼品があ
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りますけども、これにつきましてもおかげで玉名市内には５校の高校及び１校の大学も

あります。その同窓会等々もありまして、同窓会会報等々もあると思いますので、そう

いう会報の中にも入れる機会を設けていただいて、玉名市内だけでなくて、玉名市を出

た市外の方々にもそういう案内をしていただいて、今もかなりふえてるとは聞いており

ますけれども、ふるさと寄附金がもう金栗足袋ができておりまして、もう放送が終われ

ばごとっとこの金栗さんについては、やっぱり薄くなると思いますので、この機会に同

窓会等々のほうにお願いをして、案内の拡大をしていただければと思います。また、玉

名駅関係、新玉名駅については、かなり皆さんのイメージがあって、案内をされると思

いますけど、在来線の玉名駅、これにつきましてはのぼりがあったのかなと、１週間ぐ

らい前ですかね、行ったときになんもそういうふうな感じを受けませんでした。やっぱ

り生徒さん方が多いですけども、乗りおりはかなりの乗りおりが、在来線の玉名駅もあ

ります。やっぱりその一体についてもぜひ、もう新玉名駅もですけども、玉名駅も含め

たところでアピールをしていただきたいと思います。そして 後になりますけどもいだ

てんの放映後、これがまた大事になってくると思います。金栗スピリッツ「体力、気

力、努力」に加え、金栗さんが嘉納治五郎先生から言葉をかけられました時代の先駆者

となれというところで、「黎明の鐘となれ」という言葉をいただかれて、そのあといろ

んな面で金栗さんが日本のマラソンの父と言われるまでになられております。玉名市民

の皆さんが、また、玉名を訪れた皆様方が、この金栗スピリッツ「体力、気力、努力」

「黎明の鐘になれ」と、そしてやっぱり自分たちが金栗さんを見習って、新しい時代を

年齢関係なくつくっていくぞという思いが放映後にますます思いが玉名市民含めて出て

くるように工夫する責任があると思いますので、市長、そういうことで今それぞれして

いただいてる話も聞いておりますけど、そういうことでよろしくお願いしたいと思いま

す。 

 本当に金栗スピリッツ「体力、気力、努力」そしてそこに結果的にある「黎明の鐘」

の無限力というところを思いますので、工夫をお願いしたいと思います。 

［１２番 西川裕文君 登壇］ 

○１２番（西川裕文君） それでは、 後になりますけども、３番目になります。玉名大

俵まつりと玉名市産業祭について質問いたします。 

 １１月２３日、今年も多くの参加をいただきまして大俵まつり、そして玉名産業祭が

行なわれました。今年はちょうど市民会館の建設中でもありまして、西側が利用ができ

なくて、例年より狭い空間になっていたことは仕方ないことでありますけども、見学も

含めて、ちょっと窮屈でありましたけども、大俵まつり、そして食主体の産業祭は本当

に盛り上がっていたと思います。その中で、産業祭について伺います。 

 今年の産業祭には、漁協の方はみえましたけども、地元ＪＡの姿がちょっと見えなか
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ったというふうに思いました。また、例年産業祭のときには、玉名工業高校の生徒さん

たちのロボットとかがありましたけども、本年度は見えなかったと。今年は特に食に集

中した産業祭であったと思います。この場合、今年度はそういうところで食の産業祭と

いうことでこれはもうよかったと思いますけども、今後やっぱり産業祭というふうなと

ころを考えた場合には、ぜひ、幅広い産業祭を行なってもらいたいというふうに思いま

す。１つまたちょっと自衛隊のお話になりますけども、自衛隊のほうから例年ブースを

出させていただいとったけど、今回は狭かったのもあったんでしょうね、ブースを出せ

なかったと。そのためここ数年参加していた大俵ころがしにもちょっと参加はしません

でしたという話もありました。やっぱり産業祭、ぜひ、誘致企業の方々や地元企業の

方々の企業紹介も含め、本当の意味での玉名産業祭にしていただきたいと思いますけど

も、これについての考えを伺います。 

○議長（中尾嘉男君） 産業経済部長 松本忠光君。 

［産業経済部長 松本忠光君 登壇］ 

○産業経済部長（松本忠光君） 西川議員の玉名大俵まつりと玉名市産業祭についてお答

えいたします。 

 まず、産業祭にＪＡの参加がなかったのはなぜかについてでございますが、産業祭は

玉名市産業祭実行委員会が主催者であり、玉名市をはじめ農協、漁協及び商工会等の各

代表者で構成されております。また、平成２８年度から玉名大俵まつり実行委員会と協

議を重ね、平成３０年度から両実行委員会による共同開催で実施したところでありま

す。産業祭では、農産物や水産物等の販売を行なっておりますが、漁協用ブースで漁協

職員が直接販売した水産物の販売とは異なり、農産物の販売については、市の野菜振興

協議会及び柑橘振興協議会の取り組みの一つとしてそれぞれから商品を実行委員会に無

償で提供していただき、事務局である農林水産政策課職員が店頭販売を行ない、産業祭

の経費に充てているところです。従いまして、農協用の販売ブースは設けておらず、農

協職員による店頭販売は行なわれておりません。 

 次に、地元企業などの商工業者の参加があってもよいのではないかについてお答えい

たします。商工会議所や商工会の加入事業者からの出店はございましたが、誘致企業等

の市内企業からの出店はございませんでした。これは過去の産業祭において地元企業の

紹介ブースを設けて、来場者に周知を図っておりましたが、産業祭が休日開催で対応が

難しいなど、実際に参加いただいた企業の御意見を踏まえ、昨年度から参加案内を見送

った経緯がございます。昨日答弁いたしましたが、これにかわる地元企業のＰＲ方法と

しまして、今年度より荒尾、玉名の高校に通う就職希望生徒や進路指導の先生方、ま

た、保護者の皆様を対象に荒尾、玉名圏域の企業ガイダンスを３月中旬に開催する予定

でありまして、地元企業の人材確保を支援を初め、地元就職及び定住化促進を図ること
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としております。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 西川裕文君。 

○１２番（西川裕文君） どうも答弁ありがとうございます。 

 私の勉強不足で、産業祭の実行委員会の中に、それぞれ地元の農協の方々も入られ

て、漁協の方も入られて運営をされておるというところで、農産物等々は無償で野菜振

興協議会、柑橘振興協議会さんのほうから提供をいただいて販売のほうがなっとったと

いうことで、私の済みませんでした。そういうことで、全体としてされとったというの

で、これにつきましてはよかったなと思います。 

 産業祭につきましては、きのうもありよりましたように、子どもたち高校生等々につ

いの地元企業のガイダンス等々もされるということで、これについては本当に当然いい

ことだと思います。なかなか産業祭とした場合に、日曜日企業の場合にもやっぱり職員

さんの動員とかなかなか難しいところがあるとは思いますけども、ぜひ、今後もやっぱ

り市民の方々にもどういうふうな企業があるか、あの企業はどういうふうなことをされ

とるかも企業の方々とぜひ、話し合いをしながら、地元の市民の方々にもあそこの企業

はこういうのをされとるとか、そういうことでぜひ、企業紹介も含めたところでの食だ

けの産業祭じゃない、大俵まつりのときには食を中心の産業祭でもかまわないと思いま

すけど、産業祭という場合に、やっぱり玉名管内の企業の紹介というのも、今後またそ

れぞれの企業さんと話し合った中で、できればそういうことの機会づくりもしていただ

いて、地元の市民の方々、学生さんたちにはそういうことで個別にガイダンスもされ

て、地元に残っていただく機会づくりをしていただくことは、本当に継続していただき

たいと思いますし、かつ産業祭となった場合にやっぱり食だけでなくて、全体のやっぱ

りそういう機会づくりも、大俵のときができないならば、また違った時期でもよろしい

ですので、企業さんとの話をもちながら、市民の方々に知っていただく場づくりも今後

検討していただきたいというふうに思います。 

 本年もあと半月余りとなりました。あとまだ半月ありますけれども、冒頭で述べまし

たとおり、福嶋先輩並びに城戸前議員、二人分までの責任を感じて玉名市民の方々のた

め、玉名のためにみんなで頑張っていきたいというふうに思っておりますので、よろし

くお願いします。 

 これで私の一般質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（中尾嘉男君） 以上で、西川裕文君の質問は終わりました。 

 ４番 一瀬重隆君。 

［４番 一瀬重隆君 登壇］ 

○４番（一瀬重隆君） ４番、自友クラブ、一瀬重隆と申します。よろしくお願いします。 
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 １年ぶりの一般質問になりますけど、よろしくお願いします。今日は、消防団に関す

ることで３点質問したいと思います。よろしくお願いします。 

 １年が過ぎるのは早いもので、師走となり、今年も残りわずかとなりました。さて、

今年１年振り返ってみますと全国各地で記録的な豪雨が猛暑となり、特に７月に発生し

た西日本豪雨災害では、西日本一帯で２２７名の尊い人命が失われ、甚大な被害をもた

らしたのは記憶に新しいことです。また、６月に発生した大阪北部地震、９月に発生し

た北海道胆振東部地震、全国各地で甚大な被害をもたらしました。一昨年の熊本地震、

昨年の九州北部豪雨、大規模災害が全国各地で当たり前のように発生している状況にな

っております。このような大規模災害が頻繁に発生する中、なんといっても頼りになる

のが、地元の消防団だと私は思います。その証拠に大規模災害が１度起こると消防団の

活躍において多くの人命を救われたとたびたび新聞やニュースを通じて報道されている

のは皆さんも御存じのとおりです。特に西日本豪雨により大きな災害を受けた愛媛県西

予市野村町地区においては、濁流が家に迫る直前、消防団が各校を回り総合積載車でピ

ストン輸送したり、多くの住民の避難を助けたと報道されておりました。西予市は消防

団員の条例定数に対する実人員の割合、いわゆる実測率が全国平均を大きく上回ってる

地区であり、その地区の密着性、動員力、迅速対応力が極めて注目される形になってお

ります。このように以前でありますと、消防団は火災時における消火活動が中心の任務

でありましたが、現在では風水害等を初めとする自然災害に対する消防団員の活躍がま

すます期待されるところです。 

 それでは通告にしたがって一般質問を始めたいと思います。まず初めに、消防団員が

減少する中で、その確保の方策について質問したいと思います。よろしくお願いしま

す。 

○議長（中尾嘉男君） 総務部長 西山俊信君。 

［総務部長 西山俊信君 登壇］ 

○総務部長（西山俊信君） 一瀬議員御質問の消防団員が減少する中で、その確保の方策

についてお答えをいたします。 

 平成１７年の市町合併後、当時１市３町の消防団組織をそのまま引き継ぐ形で、新玉

名市消防団が発足し、合併当初１,６７９人在籍していた消防団員が年々減少し、平成

２３年には１,５６８人まで減少をいたしたところでございます。そのような状況の

中、一瀬元消防団長時代の平成２３年から２４年の２カ年にかけて玉名市消防団分団再

編検討会が組織されまして、検討の結果、４０分団体制から１０分団体制に再編がなさ

れたところでございます。このことにより、広域的な入団体制が可能となり、消防団員

の人員確保、また、ＯＢ消防団員であります支援消防団員制度の導入を図ることによ

り、昼間時における消防力の充実、強化に取り組んでこられたところでございます。そ
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の取り組みが功を奏しまして、平成２５年以降は、消防団員が増員していたものの平成

２９年以降は再び消防団員の減少が進んでいき、現在１,４９８人まで減少いたし、昨

年度より岱明地区におきましては、部の運営が今後成り立ちが行かないという地域も発

生するなど、改めて組織のあり方について検討が迫られている状況でもございます。そ

のような状況の中で、今年度より第２次玉名市消防分団再編等検討委員会が組織されま

して、ＯＢ団員であります支援団員数の拡充、地域で高齢化している消防団員の定年の

延長、分団部の統廃合を含む組織の見直し、サラリーマン団員が増加する中での行事の

見直しなどを含め、時代に即した消防団のあり方について検討を行なっているところで

ございます。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 一瀬重隆君。 

○４番（一瀬重隆君） 答弁ありがとうございました。 

 消防団は火災の消火活動を初め、近年では防災活動にも強く期待が寄せられており、

そのほかの活動、例えば、地域の祭り、支館行事、学校の運動会等の幅広く活躍し、地

域にはなくてはならない存在だと私は思っております。そのような少子高齢化、サラリ

ーマン団員の増加により、入団希望者の減少、消防行事全般における出動率の低下、昼

間の火災対応等の消防団の取り巻く環境は年々厳しさが増すばかりと考えております。

私が消防団長時代に、分団再編を手がけたときも１０年、２０年先のことを考え分団再

編のＯＢ団員による支援団員制度を導入しました。今年度からまた、第２次の再編計画

を立ち上げられたと答弁をいただきましたが、どうか消防団と十分意見を交換いただ

き、時代に沿った消防団のあり方について検討していただくと共に、なんとかして消防

団員数が減少し、また、地域防災が低下していないようにしてもらっていただくように

強く思います。済みません、どうもよろしくお願いします。 

 次の２番に移りたいと思います。消防団が保有する装備品・ポンプ車の配備につい

て。私は年に１度、全国にいる消防大学時代の仲間と同期に参加する中で、よく消防ポ

ンプ車の話が話題となります。値段は高額でありますが、性能性からも大規模災害時の

火災発生時に特に消防署がほかの火災対応で駆けつけるいとまがないときなどに、非常

に有用であると考えます。また、再来年に熊本消防大会で玉名市で開催されるとお聞き

しております。県の総合大会は、小型ポンプの部、ポンプ車の部と２つの競技の開催と

なります。ぜひ、このような点を踏まえてポンプ車の配備についての考えについて質問

いたします。よろしくお願いします。 

○議長（中尾嘉男君） 総務部長 西山俊信君。 

○総務部長（西山俊信君） ただいまの一瀬議員の御質問にお答えをいたします。 

 現在、玉名市消防団の保有する装備品につきましては、小型動力ポンプつき積載車９
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２台、また、小型動力ポンプを１２台保有いたしております。ポンプ車は現在保有して

いないという現状でございます。 

 議員御質問のとおり、ポンプ車は値段が高額であるものの、小型動力ポンプの放水口

が１口であるのに対しまして、ポンプ車は４口の放水口を有しておりまして、ポンプ本

体の能力も高く、また、消防水利まで直接車両で進入できるなど、大規模災害火災時に

は大変有用な消防資機材だというふうにとらえております。今後、本市といたしまして

も有明消防本部、消防団の御意見を伺いながら、その導入につきましては検討を行なっ

てまいりたいというふうに考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 一瀬重隆君。 

○４番（一瀬重隆君） 答弁ありがとうございました。 

 想像を絶する全国的に災害が起こる、年々ふえてくるかと思いますので、ぜひ、消防

団活用しやすい、よかならポンプ車を入れてほしいと思います。よろしくお願いしま

す。 

 次、３番。共助のかなめである自主防災組織と消防団の連携について質問いたしま

す。 

 冒頭より日本各地で大規模な災害が多発し、まさに災害はいつ、どこで起きてもおか

しくない状況であります。このような状況を受けまして全国各地の防災に対する見直

し、強化が行なわれるところでございますが、やはり大規模災害が発生した地域の中で

も自主防災組織と消防団の連携、絆が強い地区ほど地域を巡回しての避難を呼びかけ、

家屋からの人命救助を行ない、多くの人命を救った奏功事例をお聞きしております。近

年の大規模災害を見ても災害の規模が大きくなればなるほど、警察官、消防署、市役所

等の支援が行き届かなくなるに等しい。公助の限界想定されるところですが、このよう

な状況の中、今後共助のかなめである自主防災組織や消防団の連携による地域防災力の

向上がますます必要不可欠となるところだと私は思います。 

 そこで、自主防災組織と消防団の連携について質問いたします。よろしくお願いしま

す。 

○議長（中尾嘉男君） 総務部長 西山俊信君。 

○総務部長（西山俊信君） ただいまの一瀬議員の御質問の自主防災組織と消防団の連携

についてお答えいたします。 

 近年大規模災害が各地で頻発し常態化する中、全国で多くの命が救われた奏功した事

例としまして、地域での助け合いであります共助が大きく取り上げられているところで

ございます。この共助につきましては、大規模災害時にいかに大事であるかということ

が身にしみて痛感をいたしているところでもございます。そのような状況の中で、先月
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の第８回総合防災訓練におきましては、支、警察署、消防署によります公助による救助

が限界になった場合を想定しまして、共助のかなめであります自主防災組織と消防団の

連携による消火訓練、搬送訓練、土砂撤去訓練を行なったところでございます。来年度

からは、総合防災訓練とは別に消防団の分団単位でモデル地区を設置いたしまして、自

主防災組織と消防団の連携によります地域での防災訓練の実施を行なうこととしまし

て、自主防災組織の結成、育成はもとより、地域防災力のさらなる強化に努めてまいり

たいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 一瀬重隆君。 

○４番（一瀬重隆君） ありがとうございました。 

 なかなか今、消防団がサラリーマン団員がふえて、それが会社勤めでなかなか会社か

ら仕事中に消防団が緊急時に帰れないということで、私はその会社の出初め式とか会社

を表して、やっぱりこの会社は消防団を優遇して、率先して火災現場にもいつでも出動

できるごたる状態ということを行政から伝えてもらって、話し合って、これから消防活

動がゆっくりできるごとよろしくお願いします。 

 一般質問を終わります。 

○議長（中尾嘉男君） 以上で、一瀬重隆君の質問は終わりました。 

 議事の都合により、暫時休憩いたします。 

午後 ３時１７分 休憩 

―――――――――――――――――――――― 

午後 ３時３１分 開議 

○議長（中尾嘉男君） 休憩前に引き続き、会議を開き、一般質問を行ないます。 

 １５番 江田計司君。 

［１５番 江田計司君 登壇］ 

○１５番（江田計司君） 皆さんこんにちは。１５番、寂しい無会派の江田です。 終日、

そして今年 後となります。どうかもう少しご辛抱ください。そしていつもながら傍聴

いただいております。ありがとうございます。 

 今日は大変悲しい、そして寂しい一般質問となりました。前回までは相棒の福嶋議員

聞いていたからこそ張り合いがありました。今回からは残念ながら故福嶋議員となって

しまいました。何かぽっかりと風穴が空いたようで、この壇上にいるのがとてもむなし

いですけども、その相棒の分まで頑張りたいと思います。 

 それでは通告に従いまして質問をいたします。 

 藏原市長が就任をされまして、早１年以上が経過いたしました。平成２９年１１月か

ら市政を担当されました。これまで大変頑張ってこられたと思いますが、藏原市長の１
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０年ビジョンのまちづくりについて、（１）として市長就任後、１年が経過してをお伺

いいたします。 

○議長（中尾嘉男君） 市長 藏原隆浩君。 

［市長 藏原隆浩君 登壇］ 

○市長（藏原隆浩君） 江田議員の御質問にお答えをいたします。 

 昨年、私が市長に就任いたしまして１年が経過いたしましたが、本市におきましても

例外なく少子高齢化は進展しており、また、社会保障関連経費の増加や生産年齢人口の

減少など、大きな課題となっております。また、老朽化した多くの公共施設の更新や改

修、集約が必要な中、合併算定外によります普通交付税の縮減も重なり、自立した行財

政運営が求められるなど、市政運営の大きな転換期に差しかかっているというふうに実

感をいたしております。そのような中、多くの市民の方が心待ちにされております市民

会館も着工し、また、玉名地域保健医療センターと公立玉名中央病院の経営統合を終え

るなど、県北地域医療の中核を担う新病院の建設に向けても準備を進めているところで

ございます。また、子育て世代からの長年の要望でもありました子ども医療費の現物給

付については、１０月から開始しており、小中学校におけるトイレの洋式化など、教育

環境の整備やＳＮＳを利用した情報発信の強化など、順次取り組んでまいりました。さ

らに本年は、来年の大河ドラマいだてんの放送開始に向けてＰＲ活動や観光客の受け入

れ体制の整備など、民間団体の協力を得ながら、官民連携のもと準備を進めているとこ

ろでございます。 

 今後の取り組みにおきましても、現在１０年ビジョンの公表に向けて 終調整を行な

っておりますが、そのビジョンの基本目標としております「市民の笑顔が人を呼び込む

まち」この実現に向けて準備が整ったものから、新年度予算に盛り込んでいきたいとい

うふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 江田計司君。 

○１５番（江田計司君） 大変詳しく答弁をいただきました。 

 この１年間は確かに前市長が引かれたレールを走らざるを得なかったと思います。し

かし、市長、何を藏原市長に期待をして、前回の選挙では１万８,５７５人の市民が藏

原市長に期待をされたのか。１０年ビジョンの公表、昨日の多田隈議員の質問にもあり

ました。なんかこの議会の 後に発表されるということですね。本来私もその発表を見

て、この一般質問をするつもりでおりました。しかし、３月議会ではもう予算も決まっ

ているので間に合わない。本来ならば、市長の思いが１０月中旬ごろまでに新年度予算

要求に間に合うように、つまり来年度からは藏原市長の思いができるのではないかと思

っております。ちょっと遅すぎるのではないでしょうか。市民会館の着工、県北地域医
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療の中核を担う新病院の建設には、私は賛成はいたしませんでした。しかし、子どもの

医療費の現物支給、新玉名駅駐車場の有料化などは成果が上がりつつになるのではない

でしょうか。市長のこれはこの前の前の選挙のときの公約が書いてありました。「経費

削減だけの市政では、玉名は衰退するだけ。」とうたっておられましたですね。だから

経費削減だけではだめだと。市長がかわられるたびによって２転３転としてきた今回議

会の一般質問でも多くの方が岱明町公民館について議論をされました。現地建てかえに

なるまで６年以上が経過をいたしました。９月議会でも私は藏原市長に一般質問で御英

断に関して大変感謝を申し上げました。今回の一般質問で先ほど言われましたが６人の

議員の方がいろいろ意見が出ました。しかし、この岱明町公民館については、藏原市長

の大変岱明に対しての思い、心強い言葉を聞きました。大変努力、苦労をされているの

を聞きまして、私はただただ感謝をいたしまして、もう何も言うことはございません。 

 市長が 初に市長選に出馬されたときに、健康、福祉力、いきいきと楽しめる長寿の

まちにしますと強く訴えておられますが、特に２番目に高齢化社会への対応についてお

伺いをしたいと思います。 

○議長（中尾嘉男君） 健康福祉部長 松野信生君。 

○健康福祉部長（松野信生君） 江田議員の高齢化社会への対応についてお答えします。 

 本市の将来人口推計では２０４０年には高齢化率は約３８％となると推計されていま

す。また、全国の認知症罹患者につきましては、２０２５年には高齢者の５人に１人が

認知症になると見込まれております。一方、介護人材につきましては、本市におきまし

てもヘルパーの高齢化が進むなど、今後不足することが懸念されております。このよう

な問題に対応するため、平成２９年度から総合事業を実施しており、中でも健康で元気

な高齢者をふやし、地域で支え合いの体制づくりを重点施策として位置づけて推進して

いるところでございます。具体的には、いきいきふれあい活動、ゆたーっと元気体操、

通いの場などの活動が現在約１６０カ所の公民館で実施されています。特に本年度より

始めた通いの場は、週１回以上の介護予防の取り組みを行なっている地区が非常に予防

効果が高いということで、体操を中心とした週１回の活動でございまして、有償ボラン

ティアの方の運営により行なわれております。現在１２カ所で展開されているところで

ございます。また、平成２４年度から始まった介護予防拠点整備補助金も高齢者の元気

づくりの取り組みを飛躍させるきっかけとなったもので、現在でも大変効果的に活用さ

れているところでございます。 

 今後は社会福祉協議会に委託しております２名の生活支援コーディネーターの活動を

強化し、行政区ごとへの働きかけを計画的に推進いたします。また、通いの場を開設す

る上で核となられます区長や民生委員等との意見交換会や研修会を強化してまいります。

さらに担い手となる地域のサポーターを養成することも重要でありまして、来月から脳
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トレ講座も予定しているところでございます。通いの場を開設、継続するためにはさま

ざまな角度から対応しながら介護予防活動の拠点となります通いの場を市内全体に拡充

してまいります。また、月１回程度のいきいきふれあい活動やゆたーと元気体操もより

効果が期待できる通いの場へ移行したり、複合的に行なうなど、推進してまいりたいと

思っております。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 江田計司君。 

○１５番（江田計司君） 答弁をいただきました。 

 この介護予防の拠点づくりで、地区の公民館での活動が大変盛んになり区長さんたち

も大変頑張っておられる。今まで引きこもっておられた年寄りの人たちも参加されるよ

うになり、お互いに親しみが通じ合い、健康面でも大いに役に立っているのではないで

しょうか。また、中央公民館の利用も活発になってきているとのこと。医療費の面でも

削減になっているのではないでしょうか。 

 人口減少や定住化がいろいろなっておりますけど、何もその若い人だけじゃないんで

すね、例えば、高齢者の人、すなわちこの玉名を離れて都会に就職した人たちが定年に

なりふるさとに帰ってきたいと、そんな住みよいまちづくりが必要ではないでしょうか。

これが藏原市長の公約であるいきいきと楽しめる長寿のまちづくりじゃないかと思いま

す。そういうことで次の質問に入りたいと思います。 

［１５番 江田計司君 登壇］ 

○１５番（江田計司君） ２番目の新玉名駅前の植栽について質問をいたします。 

 故と言いたくないんですけど、故福嶋議員がこよなく愛された天水町。そして農業、

特にミカン栽培には一生懸命でした。先月の１２日に誠に残念ながらとうとうこの議会

には復帰ができなくなりました。ミカン栽培に対しては、自らが実際経験をされており

ましたから、一生懸命でした。通夜、そして葬儀のあいさつ、私も今まで７０年以上生

きてきましたけども、本人の自身の言葉であいさつが流されました。このことには大変

驚きました。恐らく出席された人たちもびっくりされたのではないでしょうか。その中

で、ミカンに対しての思いが述べられました。思い起こせば平成２３年３月１２日に開

通する九州新幹線、鹿児島ルートの開業前にして、玉名はミカンの産地であるから、ミ

カンをアピールするためには新玉名駅前に柑橘類の植栽をしてはと所属する委員長とお

られる近松議員と担当課の人たちと新玉名駅の広場を見て回られました。４、５本ぐら

いなら大丈夫ではないだろうかという雰囲気で話は進んでいきました。しかし、その後

いろんなことがありました。柑橘類は新幹線駅前にはイメージが合わないから、だめだ

という結果でした。しかし本人はあきらめきれずに、平成２３年の３月議会に一般質問

で柑橘類がなぜ新玉名駅の植栽にイメージをどうしてあわないのかと問われました。当
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時の建設部長は、天水町のみかん園は有名な棚田にも匹敵する農業景観であり、新玉名

駅は平坦な形であり、駅前広場の森のイメージにはなじまないという結論でした。ま

た、当時の髙嵜市長もミカンの木は普通の植栽などと違って、手入れとかいろんな面で

管理も大変難しいと言われ、 終的にはなくなく残念させられたいきさつがありまし

た。しかし、こんなことが先ほど話をしました通夜と葬儀の席上で福嶋議員の熱い思い

がミカンの栽培をされている人たちから話が持ち上がりました。もし、新幹線新玉名駅

前にミカンの植栽ができるのであれば、管理とか手入れは自分たちが責任を持つから新

幹線をおりた人たちに対してもミカンのＰＲにはもってこいではないでしょうか。そん

な話が持ち上がって行政に相談ができないだろうかと、関係各位の人たちからぜひ、行

政に相談をしてくれというお話がありました。そんなことで、どうでしょうか。お伺い

をいたします。 

○議長（中尾嘉男君） 本日の会議時間は、議事の都合によりあらかじめ延長いたします。 

 産業経済部長 松本忠光君。 

［産業経済部長 松本忠光君 登壇］ 

○産業経済部長（松本忠光君） 江田議員の新玉名駅前の植栽についてお答えいたします。 

 議員御提案の新玉名駅前のミカンの植栽についてでございますが、ミカンは本市を代

表する特産品でもあり、本市の玄関口である新玉名駅に植栽することは非常に有意義な

ことであると認識しております。 

 植栽を行なうに当たっては、玉名市、ＪＡ玉名及びミカン生産者の代表で構成する玉

名市柑橘振興協議会に来年度の事業計画として本市へのミカンの苗木の贈呈を盛り込む

ことを提案したいと考えております。 

 同協議会では、これまでにも東京での渋谷フェスティバルの出品、トップセール事業

を継続的に実施しており、また、今年度はシトラスキッズプロジェクトと称し、公立保

育所へのミカンの贈呈事業を実施するなど、本市の柑橘の振興を図ってまいりました。

新玉名駅に植栽するミカンの苗木の贈呈につきましても、振興事業の一環として、強く

要請していきたいと考えております。なお、今後につきましては、植栽の方法や管理体

制等について、ＪＡ等関係機関や庁内関係部署と協議してまいります。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 江田計司君。 

○１５番（江田計司君） 大変前向きな答弁をいただきました。 

 市長の公約の中にもあります。玉名はもっと輝けると言われておりますね。今、ミカ

ン農家は大変厳しい状況であります。何かの起爆剤がないかと皆さん考えておられるわ

けであります。 

 先日、北本議員の質問の中に、西山部長が答弁をされましたですね、先月の３０日に
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熊本県庁で熊本県出身の熊本市出身の人気漫画家の尾田栄一郎氏の県民栄誉賞の受賞を

記念に、県全域のさらなる熊本地震からの復興を願って、同市の代表作ワンピースです

ね、これは世界でナンバーワンで売れてるそうです。私もこの話を聞いてちょっと見ま

したけど、とにかくその子どもからもう大人まで皆さんが見てる。これは２０年ぐらい

続いているそうですね、そのワンピースの主人公ルフィの等身大の像が設像されて、大

変人気が出てるそうですね、このことに関して、県は今後主人公が率いる海賊団「麦わ

らの一味」というんですかね、のキャラクター像も地震被災地に設置する方針を報道が

されております。何か西山部長にお伺いすると申し込んでおられるそうですね、それは

当日、まだ私も知らなかったんですよ。実はこの海賊団のキャラクターの中には、先ほ

どからあっておりますミカンが大好物そうなんですよ。そのことは知っておられました

か。北本議員にも聞いたら確か大好物だそうですね。作中にもその関連シーンが頻繁に

出てくる「ナミ」という女性の人気キャラクターですね、これも先ほど見せていただい

た。このナミさんもミカンが大変大好きだそうなんですよ。そのナミさん、この共通す

るのがこのナミという名前はいつもその福嶋議員が自慢されております天水の夏目漱石

の草枕ですね、この中に出てくる若女将の名前がナミさんだそうなんですよ。これ本当

偶然の一致かわからないんですけども、そういう状況なんですね、結局、西山部長の話

を聞けば２体申し込んでるんです。だから全部で８体ですかね、今のところ。だからど

んなふうにして申し込まれてるかわからんのですけど、ただミカンが好きだからといっ

て玉名にもってくることじゃないんですね、やっぱり被災地は例えば、宇城市もある

し、いろいろあるわけですね、だからそこもミカンが好き好きていいなはったらやっぱ

り全部一緒なんです条件はですね。 

 そこでこの前、松本議員からありましたコラボの問題ですね、だからこの組み合わせ

なんですよ、コラボですね。だからミカンが好き。そして草枕のナミさん。こういうの

をこれは本当千載一遇かもしれんとですよ。こういうのたまたま出てですね。だから皆

さんいろいろ８体に対してどこでも努力はされるんですね、だからこのこれをどんな形

で県にアピールをするのか、だから先ほどのコラボじゃないんですけど、何も総務課だ

けじゃなくて、産業経済、これも一つ。そして特に今回から出席をされておられます石

井首席ですね、この方は県から来られて県のことにものすごく詳しいわけですね、せっ

かくホームランバッターを市長、迎え入れたおられるからですね、この人たちがみんな

お互いにやっぱり知恵を出し合って、一体になっていったら、この２つの、２体の。そ

うしたらやっぱり玉名の活性化にはつながっとですよ。これは本当一過性じゃなくなっ

てくるですね。だからそういうことも考えていただいてはいかがでしょうか。 

 だから西山部長だけで考えんで、皆さんで、皆さんでもちろん市長も副市長も一緒に

なって、ぜひ、この２体を獲得していただくようにお願いしたいと思います。 
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 せっかくＪＡ玉名及び生産者で構成される玉名市柑橘振興協議会ですね、来年度の事

業計画にミカンの苗木の贈呈を提案されるのであれば、この新幹線駅前だけにこだわら

ず、例えば、庁舎ですか、庁舎は殺風景ですもんね、以前私一般質問したときに、電話

帳には植樹がうつっとっとですよ、前の電話帳はですね、しかし今のはあんまりないで

すね。そんなことを話していたら、近松議員が隣ですけど、私は行ったことないけど、

近松議員がスペインに行かれたそうですよ。スペインには街路樹がオレンジだそうで

す。だからせっかくこの玉名のミカンをアピールするんだったら、ただその新玉名駅の

５本だけに限らず、やっぱりいろんな企画をされてはいかがでしょうか。 

 とにかく、福嶋議員からそういう状況で、思いが通じるように、福嶋議員はもうお亡

くなりになりましたけれども、ミカンの木が福嶋議員にかわって永遠に玉名に育ったら

ということで、よろしくお願いをいたしまして、私の一般質問を終わりたいと思いま

す。 

○議長（中尾嘉男君） 以上で、江田計司君の質問は終わりました。 

 これをもちまして、一般質問は全部終了いたしました。 

 議事の都合により、休憩いたします。 

午後 ４時０１分 休憩 

―――――――――――――――――――――― 

午後 ４時３３分 開議 

○議長（中尾嘉男君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 申し上げます。市長から、本日付で追加議案１件及び報告４件が提出されました。 

 よって、この際、日程の追加と、日程の順序の変更についてお諮りいたします。 

 日程第２ 市長提出追加議案上程 

  議第１４４号 工事請負契約の締結について 

 日程第３ 提案理由の説明 

 日程第４ 報告 

 以上、日程に追加し、日程の順序を変更いたしたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中尾嘉男君） 御異議なしと認めます。 

 よって、日程に追加し、日程の順序を変更することに決定いたしました。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第２ 市長提出追加議案上程（議第１４４号） 

○議長（中尾嘉男君） 日程第２、「市長提出追加議案上程」を行ないます。 

 これより市長提出追加議案を上程いたします。 
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 議第１４４号工事請負契約の締結について 

 以上、議案１件を議題といたします。 

 お手元に配付しております議案の朗読は、これを省略いたします。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第３ 提案理由の説明 

○議長（中尾嘉男君） 日程第３、「提案理由の説明」を行ないます。 

 ただいまの議案について提案理由の説明を求めます。 

 副市長 村上隆之君。 

［副市長 村上隆之君 登壇］ 

○副市長（村上隆之君） 追加提案いたしました議第１４４号の提案理由につきまして御

説明申し上げます。 

 追加議案書の１ページをお願いいたします。 

 議第１４４号工事請負契約の締結についてでございますが、これは、玉名市議会の議

決に伏すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第２条の規定により提案する

ものでございます。 

 内容といたしましては、現在建設中の市道岱明玉名線がＪＲ鹿児島本線の線路をまた

ぐため、橋台の築造工事を行なうものでございます。 

 契約の方法は、土木一式工事の特定建設業許可を有する建設業許可業者で、かつＪＲ

近接工事管理者を有する７社にて、指名競争入札を実施し、入札の結果、玉名市岱明町

西照寺８６５番地 興亜建設工業株式会社玉名支店が税込み１億４,４７２万円で落札

をしました。本契約は当初条例で定める議会の議決が必要となる１億５,０００万円に

満たない契約でございましたので、同社と契約を締結したところでございますが、設計

変更による契約金額の変更に伴いまして、当該金額を超えることとなりますことから、

今回議決を求めるものでございます。現在同社と税込み１億５,８３４万７,８５７円で

変更の仮契約を締結しており、本議会で御承認をいただきました後に、本契約の締結と

するものでございます。 

 詳細につきましては、所管の委員会で御説明申し上げますので、御審議の上、原案ど

おり御承認いただきますようお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 以上で、提案理由の説明は終わりました。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第４ 報告（４件） 

○議長（中尾嘉男君） 日程第４、「報告」を行ないます。 

 報告第１４号専決処分の報告について   専決第１３号 
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 ほか３件の報告があります。 

 総務部長 西山俊信君。 

［総務部長 西山俊信君 登壇］ 

○総務部長（西山俊信君） 報告案件４件につきまして御説明を申し上げます。 

 追加議案書の２ページをお願いいたします。 

 報告第１４号専決処分の報告についてでございますが、これは地方自治法第１８０条

第１項の規定により、専決処分をした損害賠償の額の決定について、同条第２項の規定

により報告をするものでございます。 

 内容といたしましては、平成３０年８月２２日、午後４時ごろ、市道野部田山ノ神線

において相手方が運転する原動機付き自転車が路上に生じた舗装陥没カ所に接触し、前

輪及び後輪のホイルなどが破損したものでございます。 

 相手方への損害賠償額としまして、市は８０％に当たる４万９,６８０円を支払うも

のでございます。なお、損害賠償金につきましては、公益社団法人全国市有物件災害共

済会の道路賠償責任保険により全額給付されております。 

 ３ページをお願いいたします。 

 報告第１５号専決処分の報告についてでございますが、これも地方自治法第１８０条

第１項の規定により、専決処分をした損害賠償の額の決定について、同条第２項の規定

により報告をするものでございます。 

 内容といたしましては、平成３０年１０月１日、午後４時４５分ごろ、市道玉名町岩

崎４号線において、相手方所有の乗用車が路上に生じた突起物に接触し、左全後輪のタ

イヤが破損したものでございます。 

 相手方の損害賠償額としまして、市は１００％に当たる３万２,５００円を支払うも

のでございます。なお、損害賠償金につきましては、公益社団法人全国市有物件災害共

済会の道路賠償責任保険より全額給付されております。 

 ４ページをお願いいたします。 

 報告第１６号専決処分の報告についてでございますが、これも地方自治法第１８０条

第１項の規定により、専決処分をした損害賠償の額の決定について、同条第２項の規定

により報告をするものでございます。 

 内容といたしましては、平成３０年１０月６日、午後８時５０分ごろ、里道において

折れた木の枝が相手方所有の乗用車に落下し、フロントガラスなどを破損されたもので

ございます。 

 相手方への損害賠償額としまして、市は１００％に当たる２９万９,０００円を支払

うものでございます。なお、損害賠償金につきましては、公益社団法人全国市有物件災

害共済会の道路賠償責任保険より全額給付されております。 
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 ５ページをお願いいたします。 

 報告第１７号専決処分の報告についてでございますが、これも地方自治法第１８０条

第１項の規定により、専決処分をした損害賠償の額の決定について、同条第２項の規定

により報告をするものでございます。 

 内容といたしましては、平成３０年１０月２６日、午後３時３０分ごろノース天神駐

車場において、市職員が運転する公用車が同駐車場のスプリンクラーに接触し、破損さ

せたものでございます。 

 相手方への損害賠償額としまして、市は１００％に当たる３万２,４００円を支払う

ものでございます。なお、損害賠償金につきましては、公益社団法人全国市有物件災害

共済会の自動車共済より全額給付されます。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 以上で報告の説明は終わりました。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第５ 議案及び陳情の委員会付託 

○議長（中尾嘉男君） 日程第５、「議案及び陳情の委員会付託」を行ないます。 

 議第１１８号平成３０年度玉名市一般会計補正予算（第５号）から議第１４４号工事

請負契約の締結についてまでの市長提出議案２７件、陳第３号国民健康保険財政への国

庫負担割合をふやすことを求める意見書の提出に関する陳情から陳第８号介護従事者の

全国を適用地域とした特定 低賃金の新設を求める意見書の提出に関する陳情までの陳

情６件、以上の事件を一括議題といたします。 

 まず、先に、ただいま議題となっております事件のうち、議第１４２号人権擁護委員

候補者の推薦について、及び、議第１４３号人権擁護委員候補者の推薦についての人事

案件２件の委員会付託を省略することについてお諮りいたします。 

 議第１４２号及び議第１４３号の人事案件２件については、議事の都合により会議規

則第３７条第３項の規定に基づき委員会付託を省略したいと思います。これに御異議あ

りませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中尾嘉男君） 御異議なしと認めます。 

 よって、議第１４２号及び議第１４３号の人事案件２件については、委員会付託を省

略することに決定いたしました。 

 議第１４２号及び議第１４３号の人事案件２件の委員会付託を省略いたします。 

 議第１４２号及び議第１４３号の人事案件２件については、２６日の閉会日にその審

議を譲り、会議にて直接審議することにいたします。 

 それでは、ただいま委員会付託を省略いたしました議案を除き、議題となっておりま
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す事件につきましては、お手元に配付しております議案及び陳情付託表のとおり、それ

ぞれ所管の常任委員会に付託いたします。 

 

議案及び陳情付託表 

総務委員会 

 議第１１８号 平成３０年度玉名市一般会計補正予算（第５号） 

（総則・第１表歳入歳出予算補正 歳入の部・第１表歳入歳出予算補

正 歳出の部、①議会費、②総務費、③民生費１項社会福祉費中７目

隣保館費８目人権推進費９目男女共生推進費、④衛生費〔１項保健衛

生費を除く〕 、⑨消防費・第３表債務負担行為補正 追加（１）

（２）（３）（４）（５）（６）（７）・第４表地方債補正） 

 議第１２６号 玉名市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について 

 議第１２７号 玉名市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

の一部を改正する条例の制定について 

 議第１２８号 玉名市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 議第１２９号 玉名市教育長の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

 議第１３０号 玉名市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定

について 

 議第１３１号 玉名市行政財産使用料条例の一部を改正する条例の制定について 

 議第１３４号 熊本県市町村総合事務組合規約の一部変更について 

 議第１４４号 工事請負契約の締結について 

 

建設経済委員会 

 議第１１８号 平成３０年度玉名市一般会計補正予算（第５号） 

（第１表歳入歳出予算補正 歳出の部、④衛生費１項保健衛生費中９

目浄化槽設置整備費、⑥農林水産業費、⑦商工費、⑧土木費・第２表

繰越明許費・第３表債務負担行為補正 追加（１２）（１３）） 

 議第１２１号 平成３０年度玉名市浄化槽整備事業特別会計補正予算（第２号） 

 議第１２２号 平成３０年度玉名市九州新幹線渇水等被害対策事業特別会計補正予算

（第３号） 

 議第１２３号 平成３０年度玉名市水道事業会計補正予算（第２号） 

 議第１２４号 平成３０年度玉名市公共下水道事業会計補正予算（第２号） 
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 議第１２５号 平成３０年度玉名市農業集落排水事業会計補正予算（第１号） 

 議第１３６号 指定管理者の指定について 

 議第１３７号 指定管理者の指定について 

 

文教厚生委員会 

 議第１１８号 平成３０年度玉名市一般会計補正予算（第５号） 

（第１表歳入歳出予算補正 歳出の部、③民生費〔１項社会福祉費中

７目隣保館費８目人権推進費９目男女共生推進費を除く〕、④衛生費

１項保健衛生費中１目保健衛生総務費２目予防費、⑩教育費・第３表

債務負担行為補正追加（８）（９）（１０）（１１）（１４）） 

 議第１１９号 平成３０年度玉名市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号） 

 議第１２０号 平成３０年度玉名市介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

 議第１３２号 玉名市保育所条例の一部を改正する条例の制定について 

 議第１３３号 玉名市地域子育て支援センター条例を廃止する条例の制定について 

 議第１３５号 指定管理者の指定について 

 議第１３８号 指定管理者の指定について 

 議第１３９号 指定管理者の指定について 

 議第１４０号 普通財産の無償譲渡について 

 議第１４１号 普通財産の無償貸付けについて 

 陳第３号   国民健康保険財政への国庫負担割合をふやすことを求める意見書の提

出に関する陳情 

 陳第４号   安全・安心の医療・介護の実現と夜勤交替制労働の改善を求める意見

書の提出に関する陳情 

 陳第５号   介護労働者の労働環境及び処遇の改善を求める意見書の提出に関する

陳情 

 陳第６号   医師養成定員を減らす政府方針の見直しを求める意見書の提出に関す

る陳情 

 陳第７号   看護師の全国を適用地域とした特定 低賃金の新設を求める意見書の

提出に関する陳情 

 陳第８号   介護従事者の全国を適用地域とした特定 低賃金の新設を求める意見

書の提出に関する陳情 

 

○議長（中尾嘉男君） 各常任委員会におかれましては、会期日程に従い、審査をお願い

いたします。 
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以上で、本日の日程は終了いたします。 

この際お諮りいたします。 

委員会審査のため明１４日から２５日までの１２日間休会としたいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中尾嘉男君） 御異議なしと認めます。 

よって、明１４日から２５日までの１２日間休会することに決定いたしました。 

２６日は定刻より会議を開き、各委員長の報告を求めることにいたします。 

本日は、これにて散会いたします。 

午後 ４時４６分 散会 



 

 

第 ５ 号 

１２月２６日（水） 
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平成３０年第５回玉名市議会定例会会議録（第５号） 

 議事日程（第５号） 

平成３０年１２月２６日（水曜日）午前１０時００分開議 

        開 議 宣 告 

日程第１  委員会の中間報告 

     １ 公共施設等建設特別委員長報告 

日程第２  委員長報告 

     １ 総務委員長報告 
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      （議第１１８号から議第１４１号まで、議第１４４号、陳第１号及び陳第３
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 議第１４２号 人権擁護委員候補者の推薦について 

 議第１４３号 人権擁護委員候補者の推薦について 

日程第６  議員派遣の件 

        閉 会 宣 告 

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ 
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日程第７  意見書案上程 

      （意見書案第４号） 

 意見書案第４号 国民健康保険財政への国庫負担割合をふやすことを求める意見書の提

出について 

日程第８  意見書案審議（質疑・議員間討議・討論・採決） 

      （意見書案第４号） 

 意見書案第４号 国民健康保険財政への国庫負担割合をふやすことを求める意見書の提

出について 

日程第９  決議案上程 

      （決議案第２号） 

 決議案第２号 大河ドラマ「いだてん」の誘客効果に伴う観光客増に対し、新玉名駅へ

の新幹線の停車本数増を求める決議について 

日程第１０ 提案理由の説明 

日程第１１ 決議案審議（質疑・議員間討議・討論・採決） 

      （決議案第２号） 

 決議案第２号 大河ドラマ「いだてん」の誘客効果に伴う観光客増に対し、新玉名駅へ
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        閉 会 宣 告 

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ 
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  １番 坂 本 公 司 君  ２番  田 真樹子 さん 

  ３番 吉 田 憲 司 君  ４番 一 瀬 重 隆 君 

  ５番 赤 松 英 康 君  ６番 古 奥 俊 男 君 

  ７番 北 本 将 幸 君  ８番 多田隈 啓 二 君 

  ９番 松 本 憲 二 君 １０番 德 村 登志郎 君 

 １２番 西 川 裕 文 君 １３番 嶋 村   徹 君 
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 １９番 作 本 幸 男 君 ２０番 森 川 和 博 君 

 ２１番 中 尾 嘉 男 君 ２２番 田 畑 久 吉 君 

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ 
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欠席議員（なし） 

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ 

欠  員（２名） 

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ 

事務局職員出席者 

事 務 局 長  堀 内 政 信 君    事 務局次長  荒 木   勇 君 
次 長 補 佐  松 野 和 博 君    書 記  松 尾 和 俊 君 
書 記  古 閑 俊 彦 君 

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ 

説明のため出席した者 

市 長  藏 原 隆 浩 君    副 市 長  村 上 隆 之 君 

総 務 部 長  西 山 俊 信 君    企画経営部長  水 本 明 子 さん 

市民生活部長  村 﨑 信 介 君    健康福祉部長  松 野 信 生 君 

産業経済部長  松 本 忠 光 君    建 設 部 長  前 田 愼一郎 君 

企 業 局 長  松 本 優 一 君    教 育 長  池 田 誠 一 君 

教 育 部 長  戸 嵜 孝 司 君    監 査 委 員  元 田 充 洋 君 

会 計管理者  竹 村 昌 記 君     
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午前１０時０１分 開議 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

○議長（中尾嘉男君） ただいまから、本日の会議を開きます。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第１ 委員会の中間報告 

○議長（中尾嘉男君） 日程第１、「委員会の中間報告」を行ないます。 

 公共施設等建設特別委員会に付託中の調査事項については、会議規則第４５条第２項

の規定により、同委員会より中間報告を行ないたいとの申し出があります。 

 あわせて、申し上げます。「特別委員会の中間報告」につきましては、定例会閉会日

において、付議事件の審議が終了した後に行なうことを通例としておりますが、今期定

例会における同委員会の調査の経過と状況の報告は、本日の審議において、議員の意思

決定に大きな影響を与えるものと懸念されます。 

また、付議事件の審議が終了したのちの報告では時期を逸する恐れがあります。 

よって、この際、本日のすべての議事に先立って、同委員会の中間報告の申し出を

許し、委員長の報告を求めることにいたします。 

 公共施設等建設特別委員長 田畑久吉君。 

［公共施設等建設特別委員長 田畑久吉君 登壇］ 

○公共施設等建設特別委員長（田畑久吉君） 皆さん、おはようございます。ちょっと喉

を痛めておりますので、声色が悪いようでございますけども、御辛抱をお願いします。 

 去る１１月２１日に開催しました公共施設等建設特別委員会における調査の経過と結

果について御報告いたします。 

 本委員会に付託してあります４つの調査事項のうち、公共施設適正配置計画に係る岱

明町公民館建設事業について、前回の特別委員会後の経緯と進捗状況等の報告を受けた

後、質疑と審査を行ないました。 

 執行部から、「新しい岱明町公民館で、将来何ができるか」を重視して、必要な空間

や設備を利用状況に応じた部分だけ、そろえていくことを基本とし、建設規模の検討を

行なった。また、岱明ふれあい健康センターの方向性として、用途を制限せず、公民館

機能との差別化を図り、指定管理者を民間に変更していく。社会福祉協議会を公民館に

移転し、収益施設にできるような可能性を検討するとの説明がありました新しい公民館

に営利目的利用が可能となるよう、２００席の可動椅子を設けた多目的ホールや多目的

音楽室等の文化施設を整備し、市内外からの多くの利活用を図っていくとの説明があり

ました。 

 建設の基本方針として、公民館、文化施設、社会福祉協議会の３つの機能を持つ複合

施設となるよう、名称を岱明文化センター（仮称）とし、事業を推進していく。その
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後、建設した後に現在の公民館を解体し、現在の進入路が危険であるため、西側に移動

させる。概算総面積は、約１.５倍増の１,５００平方メートルを計画している。生涯学

習や地域福祉、地域活性化、防災拠点としての役割を担う「あなたの笑顔を発見する場

所」を基本理念として位置づけたいとの説明がありました。 

 公民館機能として、玄関ロビー、ギャラリー、２つの会議室、和室、調理室、事務

所。文化施設として、多目的ホール、ステージ、多目的音楽室。社会福祉協議会機能と

して、相談室、事務所などを配置するため、鉄骨造・平屋建て１,５００平方メートル

の面積が必要となったとの説明がありました。 

 スケジュールとしては、１２月議会で補正予算を可決いただいた場合は、年明けから

基本設計及び実施設計に入り、おおむね２０１９年末までの１年間で設計を完了し、本

体工事を２０２０年度末までの１年間で完了、検査や引っ越しを行ない、２０２１年４

月の供用開始を目指している。その後、現公民館の解体及び外構工事に着工するとの説

明がありました。 

 概算費用としては、設計４,４００万円、本体工事６億円、解体・外構工事１億円、

備品等のその他の費用を含め、７億５,８００万円を見込んでいるとの説明がありまし

た。 

 質疑に入り、委員から、平面図はないのかとの質疑があり、執行部から、基本設計の

段階で平面図作成になるので、６月議会にはお示しできるとの答弁でした。委員から、

多目的ホールはスポーツ活動もできる施設なのかとの質疑があり、執行部から、体育館

ではないが、健康ダンス、軽運動は可能なスペースと考えているとの答弁でした。委員

から、合併特例債の活用額は幾らか。また財源はどうなるのかとの質疑があり、執行部

から、合併特例債は総事業費の４０％、約３億円を見込んでいる。残りの部分は基金と

一般財源を考えており、国・県の補助金等の活用は現時点では見込まれないとの答弁で

した。委員から、調理室を整備するようになった経緯はとの質疑があり、執行部から、

岱明ふれあい健康センターを民間活力に移行し、用途を制限しないため、社会教育事業

としての調理室はなくなる。したがって、公民館には別途、調理室を確保するとの答弁

でした。委員から、合併特例債は６億円ほど残っていなかったかとの質疑があり、執行

部から、平成３０年度予算に天水支所集約化事業等で約２億４,０００万円計上してい

るため、年度末の発行残としては３億７,０００万円の見込みであるとの答弁でした。

委員から、公民館を供用を開始するまでには、時間の無駄がないように、岱明ふれあい

健康センターの方向性を決定しておいてほしいとの質疑があり、執行部から、他の自治

体の例も参考にしながら、民間が運営することでコスト削減も期待され、市としては民

間活力を視野に入れながら検討していくとの答弁でした。委員から、岱明ふれあい健康

センターを民間に移行する時期、もし募集に手が挙がらなかった場合の対応はとの質疑
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があり、執行部から、公民館が完成し、社会福祉協議会が移転したあとに、民間活力を

導入して、年間３,５００万円程度の運営費を極力ゼロにもっていきたい。募集に際し

ては、民間の手が挙がるように全力を傾注していくとの答弁でした。委員から、新しい

公民館の維持費、社会福祉協議会からの賃料はとの質疑があり、執行部から、維持管理

費は４００万円から５００万円を見込んでいる。賃料については、天水社会福祉協議会

も現在は無料であるので、あわせて検討していくとの答弁でした。さらに、委員から、

岱明ふれあい健康センターの経営が難しくなるし、不安定になるのではないかとの意見

がありました。委員から、公民館に営利目的を可能とするのが課題だが、他の公民館と

のバランスはいいのか、本体工事費の６億円はいつの時期の積算なのかとの質疑があ

り、執行部から、市民会館のホールとの兼ね合いもあるが、岱明町公民館では社会教育

事業や地域活動事業を主に考えているため設置したい。費用については、総務省が公表

している資産の平均単価で、平方メートル当たり４０万円を基本額としたとの答弁でし

た。さらに、委員から、これに関連し、岱明町公民館に営利目的を導入するのであれ

ば、幅広い活用を図る上でも、他の公民館も同様にすべきではないかとの意見がありま

した。委員から、可動式いす２００席を含む、 大３００人収容の多目的ホールの用途

はとの質疑があり、執行部から、市民会館小ホールは講演会を主に、岱明町公民館は音

楽や芸術を主に活用していただくためのホールと考えているとの答弁でした。ほかに、

委員から、設計は、競争入札なのか、プロポーザル方式なのかとの質疑があり、執行部

から、業者選定については一般競争入札を考えているとの答弁でした。さらに、委員か

ら、これに関連し、設計業者の選定は本体工事にも大きく影響を与えるため、慎重に事

業推進を図ってもらいたいとの意見がありました。委員から、国のシステムや自治体の

枠組みが変わる可能性があることを考慮し、市政運営を担っていく方針の中で、これま

での執行部の答弁に逆行しないかとの質疑があり、執行部から、人口減少問題も危惧し

ているため、あらゆる対策を検討し、実行している。社会教育事業にとらわれず、コミ

ュニティーを中心とした地域活力の導入を目指していきたい。将来的には、横島、天水

地域にも広げていきたいとの答弁でした。 

 以上が、岱明町公民館建設事業にかかる主な質疑内容でありました。 

 そのほか、旧庁舎跡地利用活用に関することについての内容確認や質疑も行なってお

ります。 

 そのようなことで、本委員会を閉会いたしました。 

 以上で、公共施設等建設特別委員会の中間報告を終わります。 

○議長（中尾嘉男君） 以上で、公共施設等建設特別委員長の報告は終わりました。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第２ 委員長報告 
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○議長（中尾嘉男君） 日程第２、「委員長報告」を行ないます。 

 これより、各委員会に付託し、審査を終了いたしました事件の結果と経過について、

各委員長の報告を求めます。 

 議第１１８号平成３０年度玉名市一般会計補正予算（第５号）から、議第１４１号普

通財産の無償貸付けについてまで、飛んで、議第１４４号工事請負契約の締結について

の市長提出議案２５件、陳第１号玉陵小学校及び玉陵中学校の駐車場の見直しを求める

陳情、及び、陳第３号国民健康保険財政への国庫負担割合をふやすことを求める意見書

の提出に関する陳情の、陳情２件、以上の事件を一括議題といたします。 

 お手元に配付しております「委員会審査報告書」の朗読は、これを省略いたします。 

 審議の方法は、各委員長の報告のあと、質疑、議員間討議、討論の後、採決いたしま

す。 

 あわせて、継続審査の申し出があります陳第４号安全・安心の医療・介護の実現と夜

勤交替制労働の改善を求める意見書の提出に関する陳情から、陳第８号介護従事者の全

国を適用地域とした特定 低賃金の新設を求める意見書の提出に関する陳情までの陳情

５件について、中間報告を行ないたいとの申し出がありますので、この際、これを許し

ます。 

 各委員長の報告を求めます。 

 総務委員長 内田靖信君。 

［総務委員長 内田靖信君 登壇］ 

○総務委員長（内田靖信君） おはようございます。 

 今期、総務委員会に付託をされました案件は、議案９件であります。委員会における

審査の経過と結果について御報告いたします。 

 まず、議第１１８号平成３０年度玉名市一般会計補正予算（第５号）中付託分につい

てでございます。 

 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８億４,３８３万１,０００円を追加し、総額

を３４１億５,６３４万２,０００円とするものでございます。歳入の主なものは、普通

交付税、学校施設環境改善交付金、農業水路等長寿命化・防災減災事業補助金、玉名小

学校跡地売却に伴う土地売払収入等の追加であります。歳出の内容としまして、２款総

務費が４,０５８万９,０００円の追加で、人事院勧告に基づく職員給与等の調整が主な

ものであります。第３表債務負担行為補正は、議会だより印刷業務ほか６件の追加、第

４表地方債補正は、追加２件及び変更５件の限度額を設定するものでございます。 

 まず、委員から、歳入に関して、今回の普通交付税に合併特例債分がどの程度含まれ

ているのかとの質疑があり、執行部から、合併特例債の充当率は９５％で、そのうち７

０％が交付税に算入される。平成３０年度分としては、９億２,０００万円が算入され
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ているとの答弁でございました。次に、委員から、児童福祉費補助金の中の利用者支援

事業補助金は私立保育園だけが対象なのかとの質疑があり、執行部から、保育士の負担

を軽減するために、雇用した保育士の資格を持たない支援者に要する費用の一部を補助

するもので、私立の３保育園で３人が対象である。なお、公立にはいないとの答弁でご

ざいました。次に、委員から、ふるさと寄附金の現状と今後についての考えはとの質疑

があり、執行部から、本年４月から現在まで３,６９６万円の納付があり、ポータルサ

イトもふやし、返礼品も５５事業者で１４５品目となっている。今後も、寄附額が増加

できる取り組みを行ないたいとの答弁でございました。さらに、委員から、これに関連

し、ふるさと納税に関する偽サイトの予防策はとの質疑があり、執行部から、本市の場

合、ホームページからリンクしているため、被害に遭う確率は低く、注意喚起も行なっ

ているとの答弁でございました。また、委員から、単年度ごとの収支報告を求めたい。

使途も拡充し、より明確にしてもらいたいとの意見がございました。次に、委員から、

滑石漁場の水域環境保全創造事業分担金はどういう調査なのかとの質疑があり、執行部

から、滑石沖合の漁場を削土し、覆土工事を行なう事前の環境調査であるとの答弁でご

ざいました。次に、委員から、歳出に関して、人事院勧告に基づく給料月額で平均０.

２％及び期末手当０.０５月分引き上げに伴う影響額はとの質疑があり、執行部から、

全会計ベースで１,７２５万２,０００円の増であるとの答弁でした。次に、委員から、

消防の「火の見櫓」は何本ぐらいあるのかとの質疑があり、執行部から、約５０本程度

の老朽化した「火の見櫓」が存在するとの答弁でした。次に、委員から、職員の非正規

化率が３４％となっているが、正職員の負担がふえているのではとの質疑があり、執行

部から、臨時・非常勤職員が多くなってきている。正職員の適正な人員確保を計画的に

図っていくとの答弁でございました。さらに、委員から、これに関連し、臨時・非常勤

職員の待遇改善はとの質疑があり、執行部から、会計年度任用職員制度にあわせて改善

策を図りたいとの答弁でございました。次に、委員から、年末警戒が１日短縮になった

経緯は。また年末警戒を実施するに当たり、 低何人出動するのかとの質疑があり、執

行部から、消防団員のサラリーマン化が進んでおり、分団再編等検討委員会の中で決定

をされた。年末警戒に際し、１班５人が必要となるとの答弁でございました。次に、委

員から、人権推進に関して、ＬＧＢＴに対する配慮の取り組みはとの質疑があり、執行

部から、広報誌で啓発活動を行なった。また、全職員を対象とした研修会の中で若干の

話が出された。今後、各種提出書類において性別欄等の見直しについて、全庁的な調査

を実施したいとの答弁でございました。次に、委員から、債務負担行為補正に関して、

「広報たまな」と「議会だより」の紙面カラー化への考えはとの質疑があり、執行部か

ら、紙面の内容を再検証しながら検討していきたいとの答弁でした。さらに、委員か

ら、これに関連し、議会広報広聴特別委員会からカラー化へ向けた取り組みの要望もあ
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り、ぜひ推進してもらいたいとの意見がございました。次に、委員から、ごみ・資源収

集カレンダーの多言語化への対応と今後の取り組みはとの質疑があり、執行部から、市

ホームページ上で翻訳機能を使った利用ができることから、整備をした上で、利用者に

活用を働きかけていくとの答弁でございました。次に、委員から、附属機関の傍聴規定

の整備はとの質疑があり、執行部から、「玉名市審議会等の会議の公開に関する要綱」

を本年４月に制定し、附属機関等での会議の傍聴を認めているとの答弁でございまし

た。 

 以上、審査を終了し、採決の結果、議第１１８号中付託分については、原案のとおり

全員異議なく可決すべきものと決しました。 

 次に、議第１２６号玉名市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の一部を改

正する条例の制定についてであります。 

 これは、玉名市長等の給与に関する条例の一部改正に準じて、議員の期末手当を改定

するため、条例の整備を図るもので、内容として、本年１２月に支給する議員の期末手

当の支給月数を０.０５月分引き上げ、１.７７５月分とし、次年度以降は、引き上げた

あとの期末手当の支給月数を６月及び１２月の支給時に均等に割り振るものでありま

す。 

 まず、委員から、トータルとしての期末手当は、平成３０年度と平成３１年度は同額

なのかとの質疑があり、執行部から、年間支給月数としては、いずれの年度も３.３５

月数で同額になるとの答弁でした。 

 以上、審査を終了し、議第１２６号については、異議があり、挙手による採決の結

果、賛成多数で可決すべきものと決しました。 

 次に、議第１２７号玉名市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する

条例の一部を改正する条例の制定についてであります。 

 これは、地域おこし協力隊員の報酬月額を１６万６,０００円に引き上げるものであ

ります。 

 本件に関して、特に質疑もなく審査を終了し、採決の結果、議第１２７号について

は、原案のとおり全員異議なく可決すべきものと決しました。 

 次に、議第１２８号玉名市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いてであります。 

 これは、国家公務員の給与改定に準じて、市長及び副市長の給与を改定するため、条

例の整備を図るもので、内容として、本年１２月に支給する市長及び副市長の期末手当

の支給月数を０.０５月分引き上げ、１.７７５月分とし、次年度以降は、引き上げたあ

との期末手当の支給月数を６月及び１２月の支給時に均等に割り振るものであります。 

 本件に関して、特に質疑もなく審査を終了し、議第１２８号については、異議があ



 － 302 －

り、挙手による採決の結果、賛成多数で可決すべきものと決しました。 

 次に、議第１２９号玉名市教育長の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついてであります。 

 これは、国家公務員の給与改定に準じて、教育長の給与を改定するため、条例の整備

を図るもので、内容として、本年１２月に支給する教育長の期末手当の支給月数を０.

０５月分引き上げ、１.７７５月分とし、次年度以降は、引き上げたあとの期末手当の

支給月数を６月及び１２月の支給時に均等に割り振るものであります。 

 本件に関して、特に質疑もなく審査を終了し、議第１２９号については、異議があ

り、挙手による採決の結果、賛成多数で可決すべきものと決しました。 

 次に、議第１３０号玉名市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の

制定についてであります。 

 これは、国家公務員の給与改定に準じて、職員の給与を改定するため、条例の整備を

図るもので、内容として、宿日直手当の限度額の引き上げを行ない、１２月に支給する

職員の勤勉手当の支給月数を０.０５月分引き上げ、０.９５月分とし、あわせて職員の

給与月額を平均で０.２％引き上げるものであります。 

 まず、委員から、再任用職員の給料はどうなっているのかとの質疑があり、執行部か

ら、フルタイムの場合は、３級適用のため２５万５,２００円となり、短時間勤務の方

は、その額の５分の４の支給となるとの答弁でした。次に、委員から、再任用職員の通

勤手当はあるのかとの質疑があり、執行部から、別途通勤手当を支給しているとの答弁

でした。次に、委員から、宿日直する部署はあるのかとの質疑があり、執行部から、本

市にはないが、国に準じて改定をしているとの答弁でした。 

 以上、審査を終了し、採決の結果、議第１３０号については、原案のとおり全員異議

なく可決すべきものと決しました。 

 次に、議第１３１号玉名市行政財産使用料条例の一部を改正する条例の制定について

であります。 

 これは、行政財産の使用料の納付時期の見直しに伴い、条例の整備を図るもので、内

容としては、納付時期を市長が指定する日までに改めるものであります。 

 委員から、職員組合売店の使用料はどうなっているのかとの質疑があり、執行部か

ら、この規定に基づいて納付してもらっているとの答弁でございました。 

 以上、審査を終了し、採決の結果、議第１３１号については、原案のとおり全員異議

なく可決すべきものと決しました。 

 次に、議第１３４号熊本県市町村総合事務組合規約の一部変更についてであります。 

 これは、本年１０月１日付けで地方独立行政法人くまもと県北病院機構設立組合の名

称が、「くまもと県北病院機構設立組合」に変更されたことに伴い、熊本県市町村総合
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事務組合の規約の一部を変更するものであります。 

 本件に関して、特に質疑もなく審査を終了し、採決の結果、議第１３４号について

は、原案のとおり全員異議なく可決すべきものと決しました。 

 次に、議第１４４号工事請負契約の締結についてであります。 

 この内容としては、現在建設中の市道岱明玉名線がＪＲ鹿児島本線の線路をまたぐた

め、橋台の築造工事を興亜建設工業株式会社玉名支店と契約を締結していたが、設計変

更による契約金額の変更に伴い、総額が１億５,０００万円を超えたため、議会の議決

が必要となったものであります。なお、同社と仮契約を締結しており、議会の同意後に

本契約を締結するものであります。 

 まず、委員から、重機械指揮者の公共工事設計単価労務はどのように求めていたのか

との質疑があり、執行部から、標準単価がなかったため、三者見積もりにより日額２万

１,０００円となり、それに現場管理費と一般管理費の経費が加算され、１人当たり約

３万１,０００円になるとの答弁でした。次に、委員から、当該工事の工期に影響は出

ないのかとの質疑があり、執行部から、工期延長を行なう場合は、来年の３月議会で繰

り越しを考えているとの答弁でございました。 

 以上、審査を終了し、採決の結果、議第１４４号については、原案のとおり全員異議

なく可決すべきものと決しました。 

 付託案件を終了し、当委員会における政策課題、重点調査項目等の検討の一環とし

て、市消防団長及び副団長との協議を行ないました。 

 今回、分団再編等計画及び装備品整備について、意見交換を行なったところでござい

ます。分団再編等計画では、消防団員数の現状、アンケート調査、分団再編等検討委員

会での審議事項などの協議を行ないました。また、装備品整備については、火災及び災

害活動時の団員の安全確保を図る観点から、安全靴及び救命胴衣、作業手袋は必須と認

め、予算確保に努めることで意見の集約を図り、委員会を閉じました。 

 以上で、総務委員会に付託されました案件の審査報告を終わります。 

○議長（中尾嘉男君） 建設経済副委員長 古奥俊男君。 

［建設経済副委員長 古奥俊男君 登壇］ 

○建設経済副委員長（古奥俊男君） おはようございます。 

 今期、建設経済委員会に付託されております議案８件について、委員会の審査の結果

と経過を御報告いたします。 

 まず、議第１１８号平成３０年度玉名市一般会計補正予算（第５号）中付託分につい

てであります。 

 執行部から、主に岩崎排水機場ポンプ補修工事に伴う設計業務委託料、産地パワーア

ップ事業補助金、大衆浴場玉の湯シャワー系統ユニット交換修繕料、金栗四三ＰＲテレ
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ビコマーシャル用広告料、人件費で人事院勧告に伴う調整分について説明がありまし

た。 

 委員から、岩崎排水機場はポンプ全体を交換するのかとの質疑に、執行部から、現存

する機械の部品交換による修繕で計画しているとの答弁でした。委員から、一部交換で

排水能力は十分あるのかとの質疑に、執行部から、岩崎排水機場のほかに、河崎排水機

場、玉名排水機場があるので、排水は可能と考えるとの答弁でした。委員から、浚渫土

について、土捨て場の容量は不足しないのかとの質疑に、執行部から、浚渫土は玉名市

内では処分しておらず、今回も熊本県営の塩屋漁港埋め立て計画地に海上運搬により搬

入を計画しており、今回も受け入れ可能となっているとの答弁でした。委員から、滑石

漁港そばに土捨て場の計画はないのかとの質疑に、執行部から、浚渫土の捨て場整備の

要望があったが、県営で整備する旨の要望を行なっている状況であるとの回答でした。

委員から、産地パワーアップ補助金は、ＪＡたまなの柑橘部会が対象であるということ

かとの質疑に、執行部から、国から２分の１の補助があり、事業主体はＪＡたまな柑橘

部会と新規で法人１社が対象で、内容としてマルチ等被覆資材購入やトラクター等農業

機械のリースの導入などであるとの答弁でした。委員から、ＪＡに加入していない人な

どへの事業の周知はどうしているのかとの質疑に、執行部から、玉名市のホームページ

や広報誌や認定農業者の会議等でできる限り行なっているとの答弁でした。委員から、

マルショク跡地の駐車場で、大河ドラマ館の駐車場ということだが、看板すら立ってい

ないが予定はとの質疑に、執行部から、今週中に１月開館に向けて、通告や周辺商店会

会長に通知する予定であるとの答弁でした。委員から、金栗四三氏に関して、小田地区

の駐車場はあるものの、そこからお墓や住家までの誘導が必要なのではとの質疑に、執

行部から、広域的な看板にあわせて高速道路等からの誘導看板を作成している。また、

現地を確認して、わかりやすい看板等の整備をしていきたいとの答弁でした。委員か

ら、金栗四三にちなんだキャラクターについて、和水町は新聞紙上で名称募集があって

いたが、玉名市としては作成する予定はないのかとの質疑に、執行部から、玉名市にお

いては、「タマにゃん」を金栗四三バージョンとしてランナーの洋装をさせてＰＲにつ

なげていきたい。また、１市２町の連携の中で、和水町のキャラクターや玉名市「タマ

にゃん」、熊本県の「くまモン」と連携しながら周知を図っていきたいとの答弁でし

た。委員から、大河ドラマ館を告知するようなポスターは作成しているのか、また和水

町とセット券はないのかとの質疑に、執行部から、ポスターについては、作成している

のでさまざまな場所に掲示して周知を図っていきたい。セット券については協議の結

果、販売促進行為が許可にならず共通チケットは作成しないとの答弁でした。 

 審査を終了し、委員間討議、討論はなく、採決の結果、議第１１８号中付託分につい

ては、原案のとおり全員異議なく可決すべきものと決しました。 
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 次に、議第１２１号平成３０年度玉名市浄化槽整備事業特別会計補正予算（第２号）

についてであります。 

 執行部から、歳入歳出予算の総額にそれぞれ３万２,０００円を追加し、総額を４,４

００万４,０００円とするもので、職員の人事院勧告に伴う給与改定による調整額であ

るとの説明がありました。 

 特に質疑、委員間討議、討論もなく、審査を終了し、採決の結果、議第１２１号につ

いては、原案のとおり全員異議なく可決すべきものと決しました。 

 次に、議第１２２号平成３０年度玉名市九州新幹線渇水等被害対策事業特別会計補正

予算（第３号）についてであります。 

 執行部から、１３万円の補正をするもので、人事院勧告による増額分であるとの説明

がありました。 

 特に質疑、委員間討議、討論もなく、審査を終了し、採決の結果、議第１２２号につ

いては、原案のとおり全員異議なく可決すべきものと決しました。 

 次に、議第１２３号平成３０年度玉名市水道事業会計補正予算（第２号）についてで

あります。 

 執行部から、職員給与費で３０万円を補正するもので、職員の人事院勧告によるもの

などであるとの説明がありました。 

 特に質疑、委員間討議、討論もなく、審査を終了し、採決の結果、議第１２３号につ

いては、原案のとおり全員異議なく可決すべきものと決しました。 

 次に、議第１２４号平成３０年度玉名市公共下水道事業会計補正予算（第２号）につ

いてであります。 

 執行部から、職員給与費で３７万２,０００円を補正するもので、職員の人事院勧告

によるものなどであるとの説明がありました。 

 特に質疑、委員間討議、討論もなく、審査を終了し、採決の結果、議第１２４号につ

いては、原案のとおり全員異議なく可決すべきものと決しました。 

 次に、議第１２５号平成３０年度玉名市農業集落排水事業会計補正予算（第１号）に

ついてであります。 

 執行部から、職員給与費で２８万７,０００円を補正するもので、職員の人事院勧告

によるものなどであるとの説明がありました。 

 特に質疑、委員間討議、討論もなく、審査を終了し、採決の結果、議第１２５号につ

いては、原案のとおり全員異議なく可決すべきものと決しました。 

 次に、議第１３６号指定管理者の指定についてであります。 

 執行部から、玉名市横島農産加工研修センター、玉名市横島農業体験施設及び玉名市

ふるさとセンターＹ・ＢＯＸの指定管理者を指定するもので、指定管理者となる団体
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は、有限会社横島町特産物振興協会であるとの説明がありました。 

 特に質疑、委員間討議、討論もなく、審査を終了し、採決の結果、議第１３６号につ

いては、原案のとおり全員異議なく可決すべきものと決しました。 

 次に、議第１３７号指定管理者の指定についてであります。 

 執行部から、玉名市新玉名駅自動車駐車場の指定管理者を指定するもので、指定管理

者となる団体は、アマノマネジメントサービス株式会社であるとの説明がありました。 

 委員から、駐車場への進入路がわかりにくいとの声があるが、どう対処するのかとの

質疑に、執行部から案内標識を駐車場入口等に数箇所設置する予定で、今後、必要なと

きは業者と協議の上、設置するとの答弁でした。委員から、有料化になると現状より利

用が少しは減る計算と思われるが、駐車台数が減っても、玉名市からの補てん等はない

ということかとの質疑に、執行部から、契約上、赤字補てんはない。ただし、地震等不

測の事態が発生した場合は協議となるとの答弁でした。委員から、契約上、収支は１年

で計算するのかとの質疑に、執行部から、年度での収支計算となるとの答弁でした。委

員から、定期利用者の駐車場所はとの質疑に、執行部から、定期利用者は第２駐車場を

専用と考えているとの答弁でした。委員から、駐車場以外への駐車の対策はとの質疑

に、執行部から、市道等においては、現在、警察協議を行なっているとの答弁でした。

委員から、指定管理期間が過ぎたらゲート等設置した機械は完全に撤去かとの質疑に、

執行部から、期間経過後に撤去となるとの答弁でした。 

 審査を終了し、委員間討議、討論はなく、採決の結果、議第１３７号については、原

案のとおり全員異議なく可決すべきものと決しました。 

 その他として、委員から、企業誘致について、土地の確保と小学校跡地に利用は、ま

た候補地は、以前のように新しい土地を探して情報を提供するのかとの質疑に、執行部

から、企業誘致や産業用地の確保の条件整備において、誘致企業や地場企業に対して適

応できる準備をしている。小学校の跡地については、有効活用したい旨の打診があるの

で、教育委員会とも連携を図っている。土地の確保も常に情報収集を行なっているとの

答弁でした。委員から、浄化槽整備について、個人型と市町村型とで個人負担額に差が

あるので、合併して１３年以上経過しているので、早急に検討してほしいとの要望に、

執行部から、合併は市民の利便性や福祉の向上を図るために行なったが、汚水処理に関

しては、それぞれの地域の実状に合わせた汚水処理方式を選定し実施しているため、そ

の処理方式の違いにより、生じている地域格差を是正する方策を検討していくとの答弁

でした。 

 以上で、建設経済委員長報告を終わります。 

○議長（中尾嘉男君） 文教厚生委員長 德村登志郎君。 

［文教厚生委員長 德村登志郎君 登壇］ 



 － 307 －

○文教厚生委員長（德村登志郎君） 今期、文教厚生委員会に付託されました、議案１０

件、陳情６件、継続審査としておりました陳情１件について、審査の経過と結果を報告

いたします。 

 初めに、議第１１８号平成３０年度玉名市一般会計補正予算（第５号）中付託分につ

いてであります。 

 ３款民生費は、２億５,４５３万円の追加。主な内容は、医療法人悠紀会病院への介

護基盤緊急整備特別対策事業補助金、また、平成２９年度生活保護扶助費に係る国庫負

担金の超過交付分の償還金などであります。４款衛生費は１１３万１,０００円の追加、

１０款教育費は、３億５,９０２万２,０００円の追加。主な内容は、国の第１次補正に

伴い本年度猛暑を受け児童生徒等への熱中症対策としての空調設備工事、東京２０２０

年オリンピック・パラリンピック競技大会に向け、ハンドボール選手団のキャンプ誘致

に係る実行委員会負担金、また岱明町公民館の建てかえに係る工事設計費などでありま

す。 

 まず、委員から、３款２項１目時間外手当について、現場として職員は足りているの

か、また時間外労働に対し、改善は見込めそうかとの質疑があり、執行部から、年間を

通して、昼間は窓口対応に追われ、通常業務は時間外に行なっている。常態的に時間外

勤務を行なっているので、職員数は足りていないと感じている。改善策については、業

務システムの見直しにより効率化できないか検討しているとの答弁でした。次に、委員

から、３款２項１目放課後児童クラブ多子世帯等利用料補助金について、追加人数とふ

えた要因はとの質疑に、執行部から、追加が４６人、全体で１３０人である。また、多

子世帯、ひとり親がふえたことが追加人数のふえた要因であると考えているとの答弁で

した。次に、委員から、３款２項４目委託料について、アンケートを実施とのことであ

るが、対象者はどうなっているのかとの質疑があり、執行部から、就学前の子どもを持

つ保護者が２,５００名、小学生を持つ保護者が２,０００名であるとの答弁でした。次

に、委員から、３款２項４目公立保育所運営費負担金について、市外の保育所にとのこ

とであるが、実際、何名の方が市外に通っているのか、また、それは本人が望んでいる

のかとの質疑があり、執行部から、望んで行かれている状況が多く、保護者の方の通勤

の関係で市外のほうに預けられている例がほとんどであると考えている。また、人数は、

５月現在で８６名であるとの答弁でした。次に、委員から、３款２項４目保育体制強化

事業補助金について、４月の段階で途中入所が何名入るかわからない状況の中、職員確

保が難しいため、このような予算をつけられるのかとの質疑があり、執行部から、保育

士の資格がなくてもできる給食の配膳など、補助的な業務をお願いする方を雇い、その

方に払う給与に対する補助金である。途中入所に関しては、当初予算に要求していると

の答弁でした。次に、委員から、１０款１項２目委託料、工事請負費について、空調設
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備とのことであるが、すべての特別教室に設置するのかとの質疑があり、執行部から、

すべてではない。学校と協議を行ない、利用頻度に応じて必要な分だけ設置することと

しているとの答弁でした。次に、委員から、老朽化した空調設備の入れかえは行なうの

かとの質疑があり、執行部から、入れかえは予定していない。今回、国の補正の目的が、

普通教室で空調設備が入っていないところが優先ということで、玉名市としては必要な

分だけを精査して予算計上をしているとの答弁でした。次に、委員から、１０款３項２

目委託料について、学力テストを年度末にとのことだが、当初予算には計上していなか

ったのかとの質疑があり、執行部から、今まで、年度初めに行なっていた学力テストを

年度末に行なうこととしたため、今年度に限り年度当初と年度末の２回実施することと

なる。来年度以降は、年度末実施となり当初予算で計上していくとの答弁でした。次に、

委員から、１０款６項１目アンゴラ共和国キャップ誘致実行委員会負担金について、い

つごろ協議会ができるのか、また進捗状況はとの質疑があり、執行部から、実行委員会

の設立を１月以降で予定している。オリンピックの選考については情報を得ていないが、

来年１２月に女子の世界ハンドボール大会が熊本で開催されるが、アフリカの代表とし

て出場が決定したとの報告を受けているとの答弁でした。次に、委員から、１０款５項

２目の岱明文化センター（仮称）に係る委託料について、営利目的ができるホールの管

理はだれが行なうのかとの質疑があり、執行部から、今のところ直営で考えているため、

公民館職員が行なうこととなるとの答弁でした。次に、委員から、ホールの使用料はど

う考えているのかとの質疑があり、執行部から、公民館の社会教育事業と判断したなら

ば、減免をしていくことを考えているとの答弁でした。次に、委員から、岱明文化セン

ター（仮称）は直営で行なっていくとのことだが、音響の設定、機材の調整も含めて職

員が業務を担うのであれば、玉名市民会館と整合性がとれない。市民会館が指定管理で

あることを考えれば直営ですべきではない。市全体のバランスが崩れると思うがとの質

疑があり、執行部から、もととなるものは公民館と考える。あいた時間を営利目的とし

て利活用していただこうということが用途変更の目的である。また、文化施設のみを指

定管理とすると、人件費が重複するため、複合化している意味がないと考える。公民館

は直営で行なう必要があるので、文化施設の管理も公民館職員での対応を考えていると

の答弁でした。次に、委員から、岱明ふれあい健康センターを民営化するなら、福祉セ

ンター、横島総合保健福祉センター｢ゆとりーむ」も民営化の方向で考えたほうがよい

のでは、なぜ岱明ふれあい健康センターだけ民営化なのかとの質疑があり、執行部から、

岱明ふれあい健康センターの温泉については、町民の憩いの場であるため、現状のまま

で続けなければならないと考えているが、その他の部分については、現在、自主グルー

プが利用されており、公民館ができたら、そちらを利用されると予想される。施設の利

用に関しては、用途を制限しないことで幅広い活動ができると考える。横島総合保健福
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祉センター｢ゆとりーむ」は、岱明ふれあい健康センターに比べ、利用者も多く、活用

はできていると考えるが、将来的には指定管理が適正かどうか検討の必要はあるとの答

弁でした。次に、委員から、岱明ふれあい健康センターが民営化して結果を出したなら、

横島総合保健福祉センター｢ゆとりーむ」も民営化するのかとの質疑があり、執行部か

ら、指定管理は民間を活用することで、地方公共団体がしにくいようなサービスを提供

することを目的に導入された制度である。民間でできそうなサービスが、社会福祉協議

会ではしにくいこともあるので、そのあたりを、今後、指定管理のメリットは何かを整

理する必要がある。このような形で岱明ふれあい健康センターが注目されたので、まず

は、岱明ふれあい健康センターを試験的に民間導入し、内容次第でほかにも拡大できれ

ばと考えているとの答弁でした。次に、委員から、天水市民センターと岱明文化センタ

ー（仮称）の規模についてどう考えるかとの質疑があり、執行部から、ホールの規模に

ついて、横島が３８１平方メートル、天水が３４０平方メートルであり、面積だけでい

けば、岱明が一番小さいが、大きいか小さいかではなく、住民ニーズにあわせていくこ

とが大事であり、市民に有効に活用していただく施設をつくるべきだと考えるとの答弁

でした。次に、委員から、建築基準法上、現地建てかえは可能なのかとの質疑があり、

執行部から、状況次第では制限があるとのことで、現在確認中である。用途地域につい

ては、第１種住居地域であることは認識していた。建築基準法上の集会所には該当しな

いとの認識であったが、１室３００平方メートル以上の床面積を有するホールは、集会

所の取り扱いをされるという認識がなかった。今後については、基本設計において、面

積の変更を早急に利用者、住民の皆様と協議を行ない、事業を進めていきたいとの答弁

でした。次に、委員から、合併特例債の残額と期限はとの質疑があり、執行部から、合

併特例債の残高は３億７,０００万円で、特例の期間は平成３３年３月末に完成が必要

であるとの答弁でした。次に、委員から、３０代、４０代の若い子育て世代の声は聞い

ているのかとの質疑があり、執行部から、岱明町公民館では、夜間に３０代、４０代を

中心としたヨガ、健康体操などが盛んに行なわれている。その中で話を聞くと、早く公

民館の問題を解決してほしい、ここに新しい公民館を整備してほしいとの意見は寄せら

れているとの答弁でした。次に、委員から、岱明ふれあい健康センターができたときに、

大いに使っていこうという思いがあったと思うが、それが現在、あまり使われていない。

今度の岱明文化センター（仮称）もこれから使っていこうという思いはあるかもしれな

いが、現状はどうなのかと疑問であり、これから先が心配である。今、使われていない

ものが新しいものに建てかわって、どちらも使わない状況が続くことで、過去と同じこ

とを繰り返すのではないか。今をもっと考える必要があると思うがとの意見があり、執

行部から、岱明町公民館と岱明ふれあい健康センターをそれぞれもつことで、両方がう

まく稼働できていない状況の中、今と同じような公民館を建てることは、うまく稼働で
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きない状況は今後も変わらないとの懸念を持った。そのため、２つの施設の機能を１つ

にする提案でなければならないと考えた。岱明ふれあい健康センターがうまく利活用で

きない現状を考えたときに、もう一度うまく利活用させるために、民間の指定管理、将

来的には民営化をすることでにぎわいを創出できるような取り組みに対して努力してい

きたいと考えているとの答弁でした。次に、委員から、岱明町公民館の建てかえは必要

であると考えているが、グラウンドピアノも置けない天水市民センター、可動式のいす

２００席を設置する岱明文化センター（仮称）、市民感情を考えると、地域の平等性を

考えた計画が必要である。今回はこれに関する予算を削除して、再検討をされたほうが

いいのではとの提案があり、執行部から、細かい数字を出すことも大事であると考える

が、全体の規模として捉えていただきたい。３月の議会では、合併特例債の期限に間に

合わない。今回は設計予算であるので、できれば予算の可決をいただき、実際に業務委

託の際に面積の調整をさせていただきたい。これは長年の懸案事項であるため、実施設

計の部分でしっかり注視をしていただいて、判断をいただきたい。また、岱明、横島、

天水の平等性については、今回、岱明文化センター（仮称）のホールを営利目的で活用

できるよう、今回挑戦すると考えていただきたい。公民館の目的で設置するなら、それ

以上の用途に使用できない。公民館、文化活動のできるホール、社会福祉協議会の複合

化をすることで、市民に好評で有効活用ができれば、横島、天水も用途の変更をしてい

くべきと考えているとの答弁でした。次に、委員から、この計画はあくまでも予定・計

画である。岱明町の住民のためなら、変更してもいいのではないか。実施設計ではない

ので、変更も間に合う。公民館建設は岱明町の住民にとって悲願でもあるため、議員も

そこは十分頭に入れておいてほしいとの意見がありました。 

 質疑のあと、今回計上されている岱明文化センター（仮称）建設工事基本設計及び実

施設計業務関連歳出予算の削除を求める修正動議が委員から提出されました。 

 修正理由として、岱明文化センター（仮称）建設工事基本設計及び実施設計業務につ

いて、執行部が６月に策定した玉名市公共施設個別施設計画では、「岱明町公民館は、

建てかえの際は、近隣施設と重複する機能等を勘案し、適正規模の建てかえとする」と

されている。先に開催された公共施設等建設特別委員会における執行部の説明では、計

画されている岱明文化センター（仮称）には可動式の２００席のホールを設置するとさ

れており、これは現在建設中の市民会館にも同様に設置予定である。このように、市内

に同様のホールを２つも設置することは、公共施設の集約化が進められる中、逆行する

計画であると考えるとともに疑問を抱くばかりである。また、建設予定地である現在の

岱明町公民館周辺は、本来、都市計画法に基づく用途地域は第１種住居地域であり、建

築基準法上、建築が可能であるか定かではない。こうした状況から、岱明文化センター

（仮称）については、もっと十分に検討する必要がある。したがって、岱明文化センタ
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ー（仮称）建設工事基本設計及び実施設計業務に関連する歳出予算の削減を求め、予算

の修正をするものであるとの説明がありました。 

 この件に関して、特に質疑はありませんでしたが、修正案への賛成討論として、建築

基準法上、建築ができるかはっきりしない場所に計画し、公共施設等建設特別委員会に

説明を行ない、設計予算を計上し、合併特例債の期限に間に合わないから予算を通して

ほしいというのは許されるべきことではない。すべてがそうなると、行政運営はどうな

るかここで苦言を呈したいということで、修正案を提出しているとありました。 

 次に、修正案への反対の討論として、岱明町に住む住民の方の思いを考えると、修正

案に反対する。建築計画基本理念に「あなたの笑顔を発見する場所、岱明地区の住民が

だれでも気軽に立ち寄り、笑顔でふれあい、きずなを深める場であるとともに、生涯学

習や地域福祉、地域活性化、防災の拠点としての役割を担う施設」まさにこのとおりで

ある。まずは、予算を通して、その後、見直すところは見直していけばよいと考えると

あり、その後、採決に入りました。 

 まず、岱明文化センター（仮称）建設工事基本設計及び実施設計業務関連歳出予算を

削除する修正案について、挙手による採決の結果、賛成少数で否決すべきものと決しま

した。 

 次に、議第１１８号中付託分の原案について、挙手による採決の結果、賛成多数で可

決すべきものと決しました。 

 次に、議第１１９号平成３０年度玉名市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）

についてであります。 

 歳入歳出それぞれ３,４１３万１,０００円を追加。主な内容は、３款国民健康保険事

業費納付金で一般被保険者医療給付費の決定に伴う減額。８款諸支出金で平成２９年度

の療養給付費等の決定に伴う償還金であります。 

 本件に関しては、特に質疑もなく審査を終了し、採決の結果、議第１１９号について

は、原案のとおり全員異議なく可決すべきものと決しました。 

 次に、議第１２０号平成３０年度玉名市介護保険事業特別会計補正予算（第３号）に

ついてであります。 

 歳入歳出それぞれ１１０万９,０００円の追加。主な内容は、高齢者生きがい活動促

進事業委託の追加。第２表債務負担行為は、短期集中型通所サービス事業業務の期間及

び限度額を設定するものであります。 

 委員から、委託料について、ボランティアによる事業の補助とのことであるが、ボラ

ンティアの人数と事業の参加者数はとの質疑があり、執行部から、認知症予防のボラン

ティアについてはこれからできる人を養成していくということで２０名を予定している。

地域の介護予防事業を実施していく中で、事業が拡大していければと考えているとの答
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弁でした。 

 以上、審査を終了し、採決の結果、議第１２０号については、原案のとおり全員異議

なく可決すべきものと決しました。 

 次に、議第１１３号玉名市保育所条例の一部を改正する条例の制定についてでありま

す。 

 これは、玉名市立大野保育所の民営化に伴い、条例の整備を図るものであります。 

 本件に関しては、特に質疑もなく審査を終了し、採決の結果、議第１３２号について

は、原案のとおり全員異議なく可決すべきものと決しました。 

 次に、議第１１３号玉名市地域子育て支援センター条例を廃止する条例の制定につい

てであります。 

 これは、玉名市地域子育て支援センターの民営化に伴い、条例を廃止するものであり

ます。 

 本件に関しては、特に質疑もなく審査を終了し、採決の結果、議第１１３号について

は、原案のとおり全員異議なく可決すべきものと決しました。 

 次に、議第１３５号指定管理者の指定についてであります。 

 内容は、玉名市天水老人憩の家について、平成３１年４月１日から平成３６年３月３

１日までの期間、社会福祉法人玉名市社会福祉協議会を指定管理者に指定するものであ

ります。 

 まず、委員から、指定管理料、年間の利用者数、職員数はとの質疑があり、執行部か

ら、指定管理料は５年間で６,３００万円程度、年間１,２００万円程度である。年間の

利用者数は、平成２９年度は１万８００人である。職員数は、嘱託職員１名、非常勤職

員５名、その中で曜日、入館者等の状況に応じて１.５人から２人でローテーションを

組んでいる状況であるとの答弁でした。次に、委員から、同様に指定管理されている岱

明ふれあい健康センター、横島総合保健福祉センター｢ゆとりーむ」の利用状況はとの

質疑があり、執行部から、平成２９年度の実績で、岱明ふれあい健康センターが５万

３,８００人程度、横島総合保健福祉センター｢ゆとりーむ」が１５万７,３００人程度

であるとの答弁でした。次に、委員から、天水老人憩の家の年間事業数と参加人数はと

の質疑があり、執行部から、７つの事業を行なっており、参加人数は合計４,７００名

程度であるとの答弁でした。次に、委員から、行政、議員は、市民の福祉向上を目指す

必要がある。指定管理をお願いする以上、法人にも利用頻度を上げてもらう努力、利用

する方に喜んでもらえるような努力を要請する必要があるとの意見があり、執行部か

ら、平成２７年度から利用者は増加している。また、福祉バスが週２回運行しており、

利用者も多い。体操のボランティアもあり、温泉も入れることから、参加者には好評

で、介護予防の拠点としてはうまく活用できているのではないかと考えているとの答弁
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でした。 後に、委員から、福祉バスが週２回運行とのことだが、高齢者の方が毎日で

も行きたいとのことであれば、協議して、利用者が利用しやすい施設になるよう、サー

ビスの提供に努めてほしいとの要望がありました。 

 以上、審査を終了し、採決の結果、議第１３５号については、原案のとおり全員異議

なく可決すべきものと決しました。 

○議長（中尾嘉男君） 委員長、ちょっと中止してください。 

○文教厚生委員長（德村登志郎君） 済みません、一部訂正いたします。 

 議第１３２号玉名市保育所条例の一部を改正する条例の制定でございます。議題の番

号が「１１３号」と申し上げておりました。申しわけございません。 

 次に、議第１３３号を「１１３号」と申しておりました。これは、議第１３３号玉名

市地域子育て支援センター条例を廃止する条例の制定でございます。 

 以上、訂正いたします。 

○議長（中尾嘉男君） はい、続けてください。 

○文教厚生委員長（德村登志郎君） 次に、議第１３８号指定管理者の指定についてであ

ります。 

 内容は、玉名市蛇ヶ谷公園について、平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日

までの期間、株式会社あんしんＣｏ．，Ｌｔｄ．を指定管理者に指定するものでありま

す。 

 委員から、今回の指定管理者は今回が初めてか、また現在の指定管理はどこが行なっ

ているのかとの質疑があり、執行部から、今回が初めてである。また、現在の管理は、

公益社団法人玉名市シルバー人材センターが行なっているとの答弁でした。 

 以上、審査を終了し、採決の結果、議第１３８号については、原案のとおり全員異議

なく可決すべきものと決しました。 

 次に、議第１３９号指定管理者の指定についてであります。 

 内容は、玉名市武道館について、平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで

の期間、公益社団法人玉名市シルバー人材センターを指定管理者に指定するものであり

ます。 

 本件に関しては、特に質疑もなく審査を終了し、採決の結果、議第１３９号について

は、原案のとおり全員異議なく可決すべきものと決しました。 

 次に、議第１４０号普通財産の無償譲渡についてであります。 

 これは、玉名市立大野保育所及び玉名市地域子育て支援センターの民営化に伴い、保

育所及び子育て支援センターの建物を社会福祉法人敬愛福祉会へ平成３１年４月１日付

けで無償譲渡するものであります。 

 委員から、大野保育所併設の子育て支援センターくすの木の運営はとの質疑があり、
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執行部から、くすの木も大野保育所同様、民営化となるとの答弁でした。 

 以上、審査を終了し、採決の結果、議第１４０号については、原案のとおり全員異議

なく可決すべきものと決しました。 

 次に、議第１４１号普通財産の無償貸付けについてであります。 

 これは、玉名市立大野保育所及び玉名市地域子育て支援センターの民営化に伴い、保

育所及び子育て支援センターの土地について、平成３１年４月１日から平成３６年３月

３１日まで無償貸付けをするものであります。 

 本件に関しては、特に質疑もなく審査を終了し、採決の結果、議第１４１号について

は、原案のとおり全員異議なく可決すべきものと決しました。 

 次に、陳情の審査について、陳第３号国民健康保険財政への国庫負担割合をふやすこ

とを求める意見書の提出に関する陳情についてであります。 

 これは、２０１８年度から国民健康保険の運営が都道府県に移行され、多くの自治体

で国民健康保険料が引き上げられる中、国民健康保険財政全体への国庫負担割合をふや

すことについて意見書の提出を求める陳情であります。 

 委員から、一般財源の繰り入れを行なっている中で、執行部としてはどう考えている

のかとの質疑があり、執行部から、国民健康保険については、定率の国庫負担であり、

保険料、定率の国庫負担、健康保険組合からの負担と支え合いの形となっているが、負

担の公平性、国民皆保険制度の継続性の観点から判断が必要と考えるとの答弁でした。 

 以上、審査を終了し、採決の結果、陳第３号については、願意妥当と認め、全員異議

なく採択すべきものと決しました。 

 次に、陳第４号安全・安心の医療・介護の実現と夜勤交替制労働の改善を求める意見

書の提出に関する陳情についてであります。 

 これは、医療や介護現場での人手不足が深刻な状況にある中、安全・安心の医療・介

護の実現のため、医師・看護師・医療技術職・介護職などの夜勤交替制労働における労

働環境を改善すること、またこれらの職員を増員すること、患者・利用者の負担軽減を

図ること、費用削減を目的とした病床削減は行なわず、地域医療に必要な病床機能を確

保することについて意見書の提出を求める陳情であります。 

 本件については、特に質疑はありませんでしたが、陳第４号については、政府が働き

方改革にも抜本的に取り組んでいることから、しばらくの間その様子を注視することが

必要であるとの理由から、継続審査を求める意見が出され、採決の結果、全員異議なく

継続審査とすべきものと決しました。 

 次に、陳第５号介護労働者の労働環境及び処遇の改善を求める意見書の提出に関する

陳情についてであります。 

 これは、高齢化を迎える中で、介護の人材確保・離職防止対策など、介護制度の真の
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持続性を確保するため、介護の現場で働くすべての労働者の処遇改善策を講じること、

介護保険施設の介護職員及び看護職員の人員配置に関する基準省令についての見直し、

夜間の人員配置要件の改善、介護報酬の引き上げ、また保険料負担・自治体負担を軽減

するために、介護保険財政における国の負担割合を大幅に引き上げることについて意見

書の提出を求める陳情であります。 

 本件については、特に質疑はありませんでしたが、陳第５号については、政府が働き

方改革にも抜本的に取り組んでいることから、しばらくの間その様子を注視することが

必要であるとの理由から、継続審査を求める意見が出され、採決の結果、全員異議なく

継続審査とすべきものと決しました。 

 次に、陳第６号医師養成定員を減らす政府方針の見直しを求める意見書の提出に関す

る陳情についてであります。 

 これは、ＯＥＣＤの２０１６年調査で、人口１,０００人当たり医師数が３５カ国中

３０位という絶対的な医師不足である状況を踏まえ、２０２２年度以降の医師養成定員

減という方向を見直し、医師数をＯＥＣＤ平均以上の水準にふやすことについて意見書

の提出を求める陳情であります。 

 本件について、特に質疑はありませんでしたが、陳第６号については、政府が働き方

改革にも抜本的に取り組んでいることから、しばらくの間その様子を注視することが必

要であるとの理由から、継続審査を求める意見が出され、採決の結果、全員異議なく継

続審査とすべきものと決しました。 

 次に、陳第７号看護師の全国を適用地域とした特定 低賃金の新設を求める意見書の

提出に関する陳情についてであります。 

 これは、医療・看護の現場で厳しい労働環境と低賃金のもと、看護師の定着が進ま

ず、高い離職率、慢性的な人員不足が続く中、看護師の賃金の底上げを図り、安全・安

心の医療・看護体制を確保するために、全国を適用対象とした看護師の特定 低賃金を

新設することについて意見書の提出を求める陳情であります。 

 本件について、特に質疑はありませんでしたが、陳第７号については、政府が働き方

改革にも抜本的に取り組んでいることから、しばらくの間その様子を注視することが必

要であるとの理由から、継続審査を求める意見が出され、採決の結果、全員異議なく継

続審査とすべきものと決しました。 

 次に、陳第８号介護従事者の全国を適用地域とした特定 低賃金の新設を求める意見

書の提出に関する陳情についてであります。 

 これは、高齢化が進み、介護従事者の人材確保・離職防止対策は喫緊の課題となる

中、介護従事者の賃金の底上げを図り、安全・安心の介護体制を確保するために、全国

を適用対象とした介護従事者の特定 低賃金を新設することについて意見書の提出を求
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める陳情であります。 

 本件について、特に質疑はありませんでしたが、陳第８号については、政府が働き方

改革にも抜本的に取り組んでいることから、しばらくの間その様子を注視することが必

要であるとの理由から、継続審査を求める意見が出され、採決の結果、全員異議なく継

続審査とすべきものと決しました。 

 次に、継続審査としておりました陳第１号玉陵小学校及び玉陵中学校の駐車場の見直

しを求める陳情についてであります。 

 まず、執行部から、９月３０日に予定されていた小学校の運動会は、雨天により１０

月２日、平日に開催されたが、予想以上に来場者は多かった。駐車場の状況は、詰め込

みにより満車状態であったが、グラウンドには車両を入れていない。また、多少の混乱

はあったが、大きなトラブル、事故等はなかったとの報告がありました。 

 まず、委員から、運動会時にはグラウンドを駐車場にするのかとの質疑があり、執行

部から、水はけもよいため、ＰＴＡの協力を得ながら、なるべく駐車場としては避けた

いと考えているが、どうしても駐車場が不足する場合は、その時々の判断で使うことも

考えられるとの答弁でした。次に、委員から、市内のほかの小中学校が学校行事の際、

グラウンドの中に駐車している状況を鑑みれば、玉陵だけグラウンドに車を入れずに、

ほかの駐車場を整備することはいいことではないとの意見がありました。また、委員か

ら、今の生徒数であれば、現状、足りているということで、これから生徒がふえれば、

また考える必要がある。日曜開催の運動会を参考にしたかったが、ここで委員会として

一旦判断すべきであるとの意見がありました。 

 以上、審査を終了し、挙手による採決の結果、陳第１号については、賛成なしで不採

択とすべきものと決しました。 

 後に、文教厚生委員会において、先に開催いたしました子育て支援に関する意見交

換会においていただいた意見等について、議会基本条例第３１条第４項に基づく討議を

行ないました。今後も、提言書の提出に向けて、引き続き調査研究を行なってまいりま

す。 

 以上で、今期、文教厚生委員会に付託されました案件の審査報告を終わります。 

○議長（中尾嘉男君） 以上で、各委員長の報告は終わりました。 

 議事の都合により、暫時休憩いたします。 

午前１１時１９分 休憩 

―――――――――――――――――――――― 

午後 ２時０５分 開議 

○議長（中尾嘉男君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 議第１１８号平成３０年度玉名市一般会計補正予算（第５号）に対しては、お手元に
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配付しております修正動議が提出されております。 

 松本憲二君ほか４名から、岱明文化センター（仮称）建設工事基本設計及び実施設計

業務に関連する、歳入歳出予算１,３１３万４,０００円の削除を求める、議員提出修正

案が提出されております。よって、これを本案とあわせて議題とし、提出者の説明を求

めます。 

 ９番 松本憲二君。 

［９番 松本憲二君 登壇］ 

○９番（松本憲二君） ９番、自友クラブの松本でございます。 

 今、議長のほうから説明がありましたように、修正動議の提出についてということ

で、議第１１８号平成３０年度玉名市一般会計補正予算（第５号）、上記の議案に対す

る修正案を別紙のとおり、地方自治法第１１５条の３及び玉名市議会会議規則第１７条

の規定により提出するものであります。 

 平成３０年１２月２６日提出。 

 提出者、玉名市議会議員、松本憲二、多田隈啓二、内田靖信、前田正治、田畑久吉。 

 玉名市議会議長、中尾嘉男殿。 

 修正の理由といたしまして、岱明文化センター（仮称）建設工事基本設計及び実施設

計業務について、執行部が本年６月に策定した玉名市公共施設個別施設計画では、岱明

町公民館は、建てかえの際は、近隣施設と重複する機能等を勘案し、適正規模の建てか

えとするとされている。先に開催された公共施設等建設特別委員会における執行部の説

明では、計画されている岱明文化センター（仮称）には可動式の２００席のホールを設

置するとされており、これは現在建設中の玉名市民会館にも同様に設置予定である。ま

た、音楽室に関しても、建設中の市民会館に練習スタジオとして２つのスタジオが計画

されており、このように市内に同様のホール、スタジオを２つも設置することは、財政

健全化のことも将来的に考えなければならない。また、公共施設の集約化の部分に関

し、岱明ふれあい健康センターの今後のあり方についても十分な計画・議論もされてお

らず、行政、議会に課せられている市民福祉向上に努めるとされている観点からも、現

段階では市民の理解を得られるものではないと考えるとともに、疑問を抱くばかりであ

る。また、建設予定地である現在の岱明町公民館周辺は、本来、都市計画法に基づく用

途地域は第１種住居地域に指定してある。建設予定地に建設可能かどうか確認もせず、

予算計上し、建設不可能とわかれば、建設面積縮小案を提示し、合併特例債の期限を理

由に予算通過を願うというやり方には憤りさえ感じる。 

今議会に提案されている岱明文化センター（仮称）設計業務予算の削除を求める議

員も、岱明町公民館の建てかえは必要なものと感じているものの、こうした状況から当

該事業については中身をもっと十分に検討する必要があると考える。 
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したがって、岱明文化センター（仮称）建設工事基本設計及び実施設計業務に関連

する歳入歳出予算の削除を求め、予算の修正をするものであります。 

 以上です。 

○議長（中尾嘉男君） 以上で、議第１１８号に対する議員提出修正案の説明は終わりま

した。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第３ 質疑・議員間討議・討論・採決（議第１１８号から議第１４１号まで、議第

１４４号、陳第１号及び陳第３号） 

○議長（中尾嘉男君） 日程第３、「質疑・議員間討議・討論・採決」を行ないます。 

 これより質疑に入ります。 

 ただいままでの各委員長の報告及び議員提出修正案の説明について、質疑はありませ

んか。 

○１６番（近松惠美子さん） はい。 

○議長（中尾嘉男君） １６番 近松惠美子さん。 

○１６番（近松惠美子さん） 近松です。 

○議長（中尾嘉男君） 近松議員、こっちにお願いします。 

［１６番 近松惠美子さん 登壇］ 

○１６番（近松惠美子さん） 近松です。ただいまの修正動議についてお尋ねいたしま

す。 

 今、松本議員のほうから、建てかえの際は近隣施設と重複する機能等を勘案し、適正

規模の建てかえとするとされているのに、そうではないかというような、お話だったと

思いますけども、私は、両方を見ていまして、これが適正規模だと考えているんですけ

ども、どこが適正でないのかということを具体的にお伺いいたします。 

○議長（中尾嘉男君） ９番 松本憲二君。 

［９番 松本憲二君 登壇］ 

○９番（松本憲二君） 今、近松議員のほうから、私のこの修正の理由ということの適正

規模ということなんですけれども、もちろん、先ほど文教厚生委員長のほうからの報告

でありましたように、岱明ふれあい健康センターが民営化をすると、民営化のほうに向

けてかじを取っていきたいという計画がなされていると、まだ今、計画段階なんですよ

ね。そういうことから岱明ふれあい健康センターのほうにも調理室もあります。そし

て、会議室という部分でも、いろんな部屋が、和室もまだありますし、まだ岱明ふれあ

い健康センターの方向性がまだ十分でないということで、その近隣にある施設との適正

規模ということを考えると、今度の建設計画の１,５００平方メートルという、その施

設が本当の意味で適正なのかというところがやっぱり私たちにはどうしても疑問として
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残っていると。だから、この岱明ふれあい健康センターの方向性が十分に議論をされ

て、解決段階まであと一歩というところまできてのこの建設計画ならば、何の反対の理

由もありませんし、そこのところがまだ不透明で、一応そういう思いでいると、民営化

をしなきゃいけないという思いは持っていますということで、まだその計画、実行に移

ってないわけですから、やっぱりそこを加味しますと、その適正規模というのが、果た

してどこにあるのかというのがまだ定かでないということから、適正規模という表現を

させていただいています。 

 以上です。 

○議長（中尾嘉男君） １６番 近松惠美子さん。 

○１６番（近松惠美子さん） 調理室が云々とか、和室があるとかいうふうな話でござい

ましたけども、市長からも説明があったと思いますけども、もし仮にこれが建設が進ん

だ場合、公民館が建ったときに岱明ふれあい健康センターはすでに築２５年になるんで

すよね。この差を考えると、そしてまた、岱明ふれあい健康センターの調理室を使って

いく場合に、麹の発酵室がないもんですから、また改修しないといけないんですね、調

理室を。調理室を改修すると、少し長く使えるかもしれないですけど、２５年たって、

岱明ふれあい健康センターが築５０年になって使えなくなったときに中途半端になるん

じゃないかと。市長が、どっちとも中途半端になるというふうなことで、こちらの調理

室をつくろうというふうなことになったというふうに私は聞いております。そしてま

た、もともと岱明町は２つの調理室を抱えておりましたので、岱明ふれあい健康センタ

ーの調理室には、イベント用のコンロがありませんし、シンクもありません。あれを中

心にしていく場合、そういう意味で調理室を大きく改修しないといけないと。それがい

いのかどうかというようなことを、そのことのほうが無駄ではないかと思いますけど

も、どのようにお考えでしょうか。 

 それと、また質問したいんですけども、岱明ふれあい健康センターがどうにかならな

いと、公民館の建設がどういう規模にしたらいいかわからないみたいなお話だったと思

いますけど、岱明町の公民館がどういう頻度で使われているのか御存じなんでしょう

か、お伺いいたします。私が思いますに、今で十分なんですけど、十分といいますか、

岱明ふれあい健康センターを使いながらでも十分使っているんですけども、公民館の使

用頻度をどのようにお考えか、お伺いします。 

 では、今のは討論に当たるそうですので、質疑をいたします。次に、移ります。 

 現在の市民会館にもホールですね、小ホールがあるじゃないか、同様に設置予定であ

るということですけども、市民会館のホールにはステージがないんですよね。同じじゃ

ないんですよね。それ、御存じでしたでしょうか。 

○議長（中尾嘉男君） ９番 松本憲二君。 
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○９番（松本憲二君） 今の質問で、市民会館に建設中の３００人の小ホールに関して、

ステージがないということは私も承知しておりました。これは、以前、市民会館の建設

に当たっての分科会とか、いろんなことで使えるということも想定してのステージは設

けないと。しかしながら、何かあるときには可動式のステージというのも多分設置でき

るんじゃなかろうかというふうに私は認識をいたしておりました。 

 以上です。 

○議長（中尾嘉男君） １６番 近松惠美子さん。 

○１６番（近松惠美子さん） 近松です。次の質問に移ります。 

 玉名に音楽の練習スタジオが２つもあるのは、これはどうかなというふうな修正理由

だったと思いますけども、岱明で音楽活動をしている、音楽でその部屋を使っているグ

ループ、どういうふうな認識で、どのくらいあると認識されているか、お伺いします。 

○議長（中尾嘉男君） 松本憲二君。 

○９番（松本憲二君） 今の質問ですけれども、岱明町の公民館で音楽活動がどれだけあ

っているのかというのは認識をいたしておりません。しかしながら、公共施設というこ

とでの適正な計画ということでの観点から、こういう施設が、市民会館のほうにも小ホ

ールも建設をして、そして練習スタジオというのはちゃんと２室設けてあるんですね。

そういう観点からしますと、いろんなやっぱりどこにでも、じゃあ、そういうのをいっ

ぱいつくっていけば、人口が減っていく中で、公共施設のあり方というものを非常に考

えなきゃいけないということで、岱明ふれあい健康センターも民営化の方向性を、その

かじを結局取りたいということもありますので、そういう適正化の方針から私は同じス

タジオ的音楽ホールというか、音楽室なんかが今の市民会館に２つも設けてあるのに、

そのほかにまた岱明にも必要なのかということで申し上げているということで御理解を

願いたいと思います。 

○議長（中尾嘉男君） 近松惠美子さん。 

○１６番（近松惠美子さん） 近松です。 

 住民福祉の向上に努めるという観点からもということでしたけども、私は健康と幸せ

が住民福祉と思っておりますけども、松本議員の市民福祉の向上とはどういうことか、

お伺いいたします。 

［「個人的な見解は、聞くところじゃなかろ」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中尾嘉男君） 近松惠美子さん。 

○１６番（近松惠美子さん） わかりました。じゃあ、次。はい。 

［「聞け、聞け、なんでん」と呼ぶ者あり］ 

○１６番（近松惠美子さん） 後です。 

○議長（中尾嘉男君） 近松惠美子さん。 
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○１６番（近松惠美子さん） 今、建設予定のところが第１種住居地域にしてあるという

ことで、これを縮小して、また予算通過を願うというやりかたは憤りさえ感じるという

ことでございましたが、岱明の人の御意見を聞いたか伺います。 

○議長（中尾嘉男君） 松本憲二君。 

○９番（松本憲二君） 今の岱明の人の意見を伺いましたかということなんですけれど

も、岱明の方々の御意見は伺っておりません。以上です。 

○議長（中尾嘉男君） ほかに質疑はありませんか。 

 これにて質疑を終結いたします。 

 これより議員間討議に入ります。 

 議員間討議はありませんか。 

○議長（中尾嘉男君） １６番 近松惠美子さん。 

［１６番 近松惠美子さん 登壇］ 

○１６番（近松惠美子さん） 今の（仮称）岱明文化センター建設のことを議題にしたい

と思います。 

○議長（中尾嘉男君） ただいま、近松惠美子さんより（仮称）岱明文化センターの件に

ついて、議員間討議の提案がありました。これに対して、討議する方はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中尾嘉男君） 本件についての議員間討議は実施しないものといたします。 

○１６番（近松惠美子さん） いや、討議、手を挙げたじゃないですか。 

○議長（中尾嘉男君） いやいや、相手がおらんといかんとです。 

○１６番（近松惠美子さん） それはちょっとずるいですね。みんな、テーブルにのらな

いというのは。 

○議長（中尾嘉男君） これにて議員間討議を終結いたします。 

 これより、討論に入ります。 

 討論の通告がありますので、発言を許します。 

 １８番 前田正治君。 

［１８番 前田正治君 登壇］ 

○１８番（前田正治君） こんにちは。日本共産党の前田正治です。 

 私は、今議会に提案してあります議案の中で、議第１１８号平成３０年度玉名市一般

会計補正予算（第５号）、議第１２６号玉名市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関す

る条例の一部を改正する条例の制定について、議第１２８号玉名市長等の給与に関する

条例の一部を改正する条例の制定について、議第１２９号玉名市教育長の給与に関する

条例の一部を改正する条例の制定について、議第１３２号玉名市保育所条例の一部を改

正する条例の制定について、議第１３３号玉名市地域子育て支援センター条例を廃止す



 － 322 －

る条例の制定について、議第１４０号普通財産の無償譲渡について、議第１４１号普通

財産の無償貸付けについて、以上の８議案については反対をし、その意見を今から述べ

ます。 

 議第１１８号平成３０年度玉名市一般会計補正予算（第５号）についてであります。

この補正予算には、岱明文化センター（仮称）建設工事基本設計及び実施設計予算１,

３１３万４,０００円が計上してあります。そのうち、市の借金が８７０万円でありま

す。総務委員会に提案してありましたが、私は、その市債に異議を言うべきところをう

かつにも賛成をしてしまいました。これは、私の不勉強の結果、間違いでありました。

私は、老朽化した岱明町公民館を建てかえることには賛成でありますが、唐突に提案さ

れた岱明文化センター（仮称）建設基本設計及び実施設計予算１,３１３万４,０００円

には反対であります。その理由は、１、行政みずからが行なった事務事業評価や、今年

の６月に策定した玉名市公共施設個別施設計画との整合性がない。２、岱明ふれあい健

康センターとしての機能や役割を廃止に追い込む。３、建築基準法に違反する。このよ

うな問題点が一般質問や委員会討議の中で明らかになりました。合併特例債の期限が迫

っているから間に合わない、あるいは、否決したら、公民館建設ができないなどの意見

がありますが、合併特例債を使わなくても、岱明町公民館を建設する玉名市の財政的体

力、これは十分にあります。したがって、指摘したような問題がある議案を認めること

は到底できません。議案の撤回、再検討を求めます。予算削除の修正案に賛成でありま

す。 

 議第１２６号、議第１２８号、議第１２９号についてであります。この３つの議案は、

それぞれ議員、市長、副市長、教育長の期末手当を職員に準じて引き上げる提案であり

ます。今日、実質賃金は減少をし、国内総生産の６割を占める個人消費も冷え込んでお

ります。そういう中で議員や市長などの期末手当を引き上げる提案には賛成できません。 

 議第１３２号、議第１３３号、議第１４０号、議第１４１号についてであります。こ

れは、玉名市立大野保育所などの民営化に伴う議案であります。大野保育所が民営化に

なれば、公立保育所は４園になります。この間、公立保育所の民営化が進行しました

が、待機児童の解消にはならず、子育て支援につながっておりません。玉名市は、平成

３３年度までに、公立は第一保育所のみとし、その他の保育所は民営化、統合する方針

であります。待機児童解消にもならず、特別保育などの保育サービス拡充にも展望がな

い。これ以上の民営化には同意できません。 

 次に、陳第３号国民健康保険財政への国庫負担割合をふやすことを求める意見書の提

出に関する陳情についてであります。私は、願意妥当と認めて、賛成をいたします。そ

の理由を述べます。国民健康保険は、社会保険などを適用していない会社の従業員や自

営業者、年金生活者、失業者などの所得の低い人が多く加入する医療保険であります。
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そして、政府、厚生労働省、全国知事会、全国市長会などの地方団体、医師会などの医

療関係者も、国保は、国民健康保険ですね、国保は、国民皆保険を下支えする 後のセ

ーフティネットと位置づけております。ところが、協会けんぽや大企業労働者の組合健

保より、加入者の所得は低いのに、保険料は高いのであります。この高すぎる保険料が

低所得世帯を苦しめて、病院に受診することをちゅうちょし、医療を受ける権利が奪わ

れる事態さえ起こり、国民皆保険を土台から掘り崩す大問題であります。全国知事会、

全国市長会、全国市議会議長会などの地方６団体は、加入者の所得は低いのに、保険料

は一番高いという矛盾こそ、国保の構造問題であるとの立場を鮮明に打ち出し、国の責

任において国保の構造的な問題を抜本的に解決し、将来にわたり持続可能な制度を構築

することを決議して、国保への国庫負担の引き上げを国に要求しております。玉名市議

会がこの陳情を採択して、国民健康保険財政への国庫負担割合をふやすことを求める意

見書の提出を行なうことは、地方６団体の動きとも合致し、玉名市国民健康保険財政の

安定や市民の健康と暮らしを守ることからも大変重要な意義があることであります。文

教厚生委員会がこの陳情を全会一致で可決したことは、文教厚生委員会の良識が示され

たものであり、市民からは高く評価されるものだと思います。 

 以上で、討論を終わります。 

○議長（中尾嘉男君） 通告による討論は終わりましたが、ほかに討論はありません

か。 

 １５番 江田計司君。 

［１５番 江田計司君 登壇］ 

○１５番（江田計司君） こんにちは。１５番、無会派の江田です。 

 議第１１８号中付託分の岱明文化センター（仮称）建設設計予算等の削減を求める修

正動議については、反対の立場から討論をいたします。 

 平成８年に旧岱明町で公民館の建設建てかえ計画があり、平成１４年、平成１５年に

かけて駐車場の拡張のために９１０坪を購入し、平成１７年４月に岱明文化センター

（仮称）の設計を委託をいたしました。平成１９年にこの岱明文化センター（仮称）は

着工でありました。しかし、平成２５年度着工予定の岱明中学校体育館が危険建物であ

るために入れかえ、その後、いろんなことがありました。藏原市長になりまして、現地

建てかえが決まり、やっと岱明町の念願が叶ったと安心しておりました。しかし、この

修正動議が出されたが、合併協議会のときの約束事であったこの岱明文化センター（仮

称）の着工ですね、しかも合併特例債２６７億３,０００万円中、岱明町に関係するの

はこの岱明文化センター（仮称）も含んだ２３億２,００３万円なんですよ。結局、１

割なんですね、岱明町に関係するものは。この中に、１５億円は岱明玉名線、これが入

っているわけですね。それと、先ほどから話があっておりますけども、３億７,０００
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万円はこの岱明文化センター（仮称）のために充ててあるわけなんです。だから、２３

億円しかないやつ、１割もないやつが、果たして岱明町が、合併協議会のときの約束事

が守られてないわけなんです。全体の１割にも満たない。結局、一極集中なんです。こ

れじゃ、岱明町の人たちはだまっていないですね。結局、天水町、横島町、合わせて

も、岱明町は１億４,０００万円、それ以上なんです。だから、岱明町のためにも、合

併して、岱明文化センター（仮称）をつくるのは妥当じゃないかと思います。先ほどか

らいろいろ反対ありますけども、実際、今回、初めてなんですよ。岱明町議員が、５人

が一つにまとまった。そして、一生懸命皆さんで頑張っておられるわけです。どうかぜ

ひ悲願の岱明文化センター（仮称）ができるようお願いをいたしまして、この修正動議

に反対することをいたします。 

 以上です。 

○議長（中尾嘉男君） １６番 近松惠美子さん。 

［１６番 近松惠美子さん 登壇］ 

○１６番（近松惠美子さん） １６番、近松です。 

 この修正動議に反対の立場で討論いたします。 

 私は、まず先ほど議員間討議ができなかったことが残念でたまりません。何のために

議会改革をしてきたのか、おのおのの考えを述べて、そして議員間の理解を深めていこ

うという、それが今の議会改革ではなかったかと思いますけども。この岱明町の公民館

建設を望んでいる住民は、なぜ皆さんが反対するのかを理解しないままに終わるのでは

ないかと。これで、本当に議員としての責務を果たすことになるのかということが、私

は非常に残念と思いました。 

 先ほど賛成討論で前田議員のほうから唐突にといったことが言われました。この岱明

文化センター（仮称）、「文化センター」という名前になったこと自体が唐突で気に入ら

なかったのかもしれませんけども、岱明町総合文化センターの建設を進めるというの

は、実は、平成１２年に岱明町が決めたことなんですね。唐突じゃないんです。平成１

２年に岱明町は、舞台装置もあるし、そして健康ダンスもできるような体育館兼公民館

的なものをつくって、岱明町総合文化センターの建設を進めると、平成１２年に決めて

準備してきたわけなんです。ですけども、合併することになったので、合併後に建設を

しようということで、用地も買収して準備しておりました。でも、その間、合併したら

１０年間には平等にこんな建設をしようねって約束をして合併したはずなのに、約束を

してない建設がどんどん進みました。それでも、私たちは待っておりました。岱明町よ

り新しい天水町公民館にも先を越されました。計画していなかった市民会館建設にも、

私たちは賛成してきました。非常に豪華な横島町の公民館建設にも賛成してきました。

合併して、やはり３町はさびれることが多いので、その３町の悲しみがわかるから、天
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水町の大きな公民館建設、あのホールにも、岱明町よりずっと、岱明町の半分の人口で

ありながら、岱明町より大きなホールをつくることも、地元住民の願いということで賛

成してきました。その 後の岱明町公民館建設は、私たちは腹いっぱいになったから、

残り物を食っとけと言われたような、非常に私は悲しみを覚えます。 

 そして、私は、議員間討議のときに正したかったんですけども、きょうも岱明町公民

館の利用が少ないと言われました。何を根拠に言われるのか、私聞きたかったんです。

ひょっとして、これを根拠に言われたんじゃないですか、皆さん、違いますか。これ、

８年前のものですよ。確かに、岱明町は、日曜日、平均３人しか扱ってないと言われま

したね。私は、よく覚えています。平成２２年、合併して間もなくのころ、婦人会もな

くなりました。老人会も危うくなりました。公民館活動も低迷しました。そして、職員

がいろいろ入れかわる中で、日曜日は使わないでくれという方針だったんですよ。土曜

日も遠慮して使っていた、そういう時期だったんです。そしてまた、横島町公民館が日

祝日が１７２名だから、きっと御質問された方は、岱明町は１日３人だから、こんなも

んでホールをつくる必要はないと、何に使うのかと判断されたでしょうけど、横島町公

民館のこの１７２名は、私はおかしいと思ったんですよ。１０回、日曜日に横島町公民

館使いましたけど、私のグループ以外、閑散としていましたもん。この１７２名はどこ

からきたのかと。横島町いちごマラソン大会を入れたのか、どうなのか。でも、８年前

のことはわからないということでしたので、今年４月から１１月まででしょうか、調べ

てもらいました。多くみても３０人でしたよ。この資料は、そういうものなんです。皆

さんがこれを見て、よそは使っているけど、岱明町は少ない。岱明町は少ないから、こ

んな１,５００平方メートルは必要ないと思っておられるでしょうけど、基本となるデ

ータが違うんです。そういう確かな情報を持たずに、岱明地区の人が、長年、長年、よ

そがつくるのに指をくわえて待っていたのに対して、確かな情報も皆さん持たず、私の

質問にも答えられず、討議の問いかけにも答えず、ここで決断してよいものでしょう

か。皆さんは、実際の利用率がわかる、稼働率がわかる、この利用率をどう考えていま

すかということを、私は討議で尋ねたかったんですよ。これ知っていますかと、尋ねた

かったんですよ。皆さんが私と同じ情報を持って反対されるなら構いません。持ってい

る情報が全然違うんです。だから、討議しようと。朝も言いました。討議しましょう

と。私は感情的にならず答えますから、討議しましょうと言ったことにだれも立ち上が

らないで、この重大な決断に対して、皆さん、決めて、岱明町の方に言えるんでしょう

か。 

 まず、いろいろありましたので、皆さんが何が反対で、そしてどうしたいと思ってい

るのかがわからないんですよ。それを問いたかったんです。もし１,０００平方メート

ルならいいけど、１,５００平方メートルがだめと思っておられる方がおられるようで
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したら、私はこの修正に反対の立場から申し上げます。私も、つい１年ぐらい前です

か、２年ぐらい前、１,０００平方メートルでいいから、現地に建ててと、確かに言っ

たのを自分で覚えています。聞いた方もいらっしゃるかもしれません。私も、一時期そ

んな認識でいました、軽く。ですから、１,５００平方メートルが出てきたときに、あ

れと、どうにかならないかと思いました。それで、よくよく見ました。図面を見まし

た。なぜ１,５００平方メートルでなくてはいけないのか。よくよく見ましたら、今の

トイレというのは、多目的トイレというんですかね、障がい者用トイレをつくらなくち

ゃいけないんですね。そして、洋式になっていますから、洋式だと幅がとるんです。そ

ういうことで、トイレの面積ですでに２倍になっているんですよ、トイレの面積で。見

られましたか。なぜ１,５００平方メートルになっているか、そこまで見られました

か。 

 そして、会議室が１.５倍の面積になっていました。私だって１,０００平方メートル

でいいと 初思っていたわけですから、なぜ１,５００平方メートルになったかという

ことをよく見てたときに、この間、利用者が公民館を使っているのを見に行ったんです

よ。なぜ大きくならないといけないのかと。そうしましたら、やはり時代が変わってい

て、昔の４０年前の公民館は年寄りも少なかったし、余裕がある人も少なかったから、

ただ会議だけのつくりだからよかったけども、今は、書道をしたり、絵画をしたり、い

ろんなことをしていく中で少し机の幅が広くなっています。その机を並べると、今の公

民館は１６人しか入らないんですよ。１６人しか入らないような会議室をこれから５０

年後までつくってどうなりますか。横島町も天水町も９０平方メートルあるんですよ、

会議室は。なぜ倍の人口の岱明町がその半分の１６人しか入らないようなのを２つつく

るんですか、ということなんです。これを見たとき、私は１,５００平方メートル、や

むを得ないと思いました。人口が減る、人口が減ると言いますけども、岱明町は、もと

もと２０３０年になっても、公民館を建てたときの人口より多いんですよ。岱明町は、

有明臨海工業地帯のベッドタウンとして発展した町ですから、もとは少なかったんで

す。減ってもいいんですよ。そして、人口減少が少ない地域なんですね。なぜ、この

間、つくった天水町で９０平方メートルの会議室をつくって、横島町もつくって、なぜ

岱明町が６０平方メートルじゃなきゃいけないんですか。私は、これを見たときに、や

はり今の時代だから１,５００平方メートルは必要だと思いました。まして、社会福祉

協議会も入ります。和室も同じです。 

 そして、音楽室のことを云々言われました。私はよく利用しているからわかりますけ

ども、勉強会をしているときに、三味線が聞こえてきたり、詩吟が聞こえてきたり、う

るさいんですよ。やはり窓を開けることがあるんですよ、ちょっと暑かったりすると。

窓を閉めてくださいって言いにくいんですよ。喧嘩になるんですよ。だから、音楽室
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が、音の出るものをする部屋が必要だということなんです。音楽練習室というだけだか

ら、今、活動するのに、どんなグループが使っているかわからないと言われましたの

で、私もちょっとすぐには思い出せませんけど、ハーモニカがあったり、詩吟があった

り、三味線があったり、コーラスがあったり、ギターがあったり、オカリナがあったり

しました。こういう活動を、よその３町、よその旧町の玉名市ではないんでしょう、こ

れだけ多い活動が。なぜ岱明町が、皆さんは利用が少ない、少ないって言っていました

けど、本当の真実はトップクラスなんですよ。これだけ使っているところないんです。

なぜ多いかと言えば、いわゆるよそから来た人が多いから、よそから来た人と地元の人

が仲よくなる場として、公民館活動が活発になってきたわけなんです。 

［「議長、議事進行をお願いします」と呼ぶ者あり］ 

［「何を言ってますか」と呼ぶ者あり］ 

［「議事進行」と呼ぶ者あり］ 

○１６番（近松惠美子さん） 大事なことなんです。さっき議員間討議ができなかったで

すから、明らかにしたいんです。 

 岱明ふれあい健康センターの部分がはっきりしないなら、公民館を認めないというな

ら、いつになるかわかりません。私の考えでは、１,５００平方メートルの公民館を建

てても、岱明ふれあい健康センターががらあきになるわけじゃないんです。お金を払っ

て使っている人はそのまま使い続けるんです。無料で使っている人たちが公民館に来れ

ばいいわけであって、きのうも子どもたちが、中学生が６人ぐらい来て、図書室で宿題

をして、そのあとトレーニングルームで遊んでいました。そのような姿を見た人がいる

でしょうか。ちなみに、同じような目的の横島町の横島総合保健福祉センターでは、多

目的ホールを使うときには、９時から３時まで２００円で使えます。岱明ふれあい健康

センターは１時間８００円です。３,０００円もかかります。調理室、言われましたけ

ども、横島総合保健福祉センターで使うときには、半日５００円です。岱明ふれあい健

康センター、１時間８００円です。この差をどうにかしてくれと、この議会で私は言っ

てきましたけども、多勢に無勢で解決されませんでした。福祉センターの利用が何を根

拠に少ないと言われるのかわかりませんけども、同じ老人会の会合でも、玉名市の福祉

センターは無料です。岱明町は一時期３,０００円ぐらい払っていました、老人会は。

玉名市の福祉センターは、体操教室も無料で使っています。この辺のところを考え直せ

ば、もっともっと岱明ふれあい健康センターはふえます。 

 後に、私は、例えば寝たきりの方がいますと、１年間で経費が５００万円かかりま

す。１０年で５,０００万円かかります。夫婦二人で１億円です。岱明ふれあい健康セ

ンターの維持費の２,０００万円なんか、私は安いものだと思っています。 

［「近松さん、マイクが入っていません」と呼ぶ者あり］ 
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○１６番（近松惠美子さん） 済みません、書類で。 

［「あんま興奮せんでちゃ、よかけんな」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中尾嘉男君） ボタンを押してください。 

○１６番（近松惠美子さん） こっちの。 

○議長（中尾嘉男君） いやいや、反対、反対。 

○１６番（近松惠美子さん） 押しました。入っていますね。何話したか、忘れちゃっ

た。 

［「よかよか、時間のある」と呼ぶ者あり］ 

○１６番（近松惠美子さん） 寝たきりになると、一月大体４０万円ぐらいかかるから、

１年で５００万円かかるんですよ。１０年で５,０００万円かかるんですよ。夫婦二人

で１億円はかかるんですよ。ですから、デイサービスに行かないで、公民館に行こう。

デイサービスに行かないで、岱明ふれあい健康センターに行こう、そういう社会をつく

らないといけないんです。 

 授業についていけない子どもが、１０倍ですかね。ぐんぐんふえている中で、皆さん

もわかっておられるでしょう。もっと子どもに自然な姿で遊ばせないといけないと。今

の子どもたちにどういうふうな環境を準備したいのか、今のお年寄りにどうしたら笑顔

で幸せを感じてもらえるかと、その前提があって、初めて建物なんです。皆さん、削

減、削減、国の番犬じゃないんです、議員は。市民にとってどうしたら笑顔が出るかと

いうところにお金を使って、ほかを減らせばいいことなんです。その議論がされてな

い。そして、岱明ふれあい健康センターというのは、健全に遊べる場所なんです。なぜ

私が岱明ふれあい健康センターを大事にしているかというと、子どもたちが、中学生に

聞きました。「１２０円、どう、高い」って言ったら、「安い」って言って、友だちとお

しゃべりして、勉強して、遊んで、物を食べられる場所なんです。公民館は、物は食べ

られません。体育施設に行ったら、スポーツして帰れです。スポーツして、勉強して、

遊んで、食べて、こうふうな多機能の施設というのは理解が難しいから、皆さんよく御

理解いただいていないと思います。唐突にと言われましたが、私はこの案が出てから、

必死になって毎日いろんなところを調べに行きました。ながす未来館にも行きました。

ながす未来館使えばいいじゃないかと言われたので、行きました。ながす未来館、土日

はほとんど埋まっているそうで、岱明町の方はどうぞとか言われませんでした。そし

て、どんなふうに使っているかを聞いたときに、幼稚園の発表会もします、学校の子ど

もたちの発表会もします、ピアノの発表会もします、それを聞いたときに、これは使う

な、どんどん使うなと思いました。ボタン一つで２００の座席ができる、高齢化社会に

ぴったりじゃないですか。よそが使わないから、贅沢だっていうのはおかしいと思いま

す。玉名市こそ、第一歩を進めればいいじゃないですか。岱明町ばっかりって言わなく
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ていいじゃないですか。吉田議員が「オール玉名」って言われたじゃないですか。舞台

のある小ホールはないんですよ。市民会館にはステージないんですよ。講演会用であっ

て、舞台発表できるところじゃないんですよ。この「オール玉名」に、なぜ合併しなか

った長洲町があれだけのものをもって、合併した岱明町が、岱明町の町民４２％が合併

に反対しましたよ。でも、合併特例債でこれでこういう公共の建設物ができるという思

いで泣く泣く合併したのに、全部つくって、もう岱明町はよかろうって、それはないだ

ろうというのが私の気持ちですよ。自分のところが満たされているから、岱明町はよか

ろう。そして、よくよく皆さん調べられたらいいですよ。お金払って、岱明ふれあい健

康センターに子ども連れて遊びに来たことありますか。子どもたちがスポーツしている

姿を見たことありますか。お年寄りが碁をやって楽しんでいるところありますか。あま

りにもすてきなところだから、もっと多くの人が来たら、子どもが幸せになるだろうと

思うから、もっと活性化してほしいと思うだけであって、決して利用がそんなに少ない

わけじゃないんです。各公共施設を調べるなら、岱明ふれあい健康センターより少ない

ところいっぱいありますよ。なぜ目くじらを立てて、岱明町ばっかり言うのかと。私、

遠慮して言いませんけども、皆さんが中途半端な理解しかなくて、中途半端の間違った

情報しかなくて、この重要な決定を下すということに対して、私は非常に残念でありま

すし、議員の信頼を失うことだと、そのように思います。まだまだ言いたいことあった

ような気がするんですけども、これで修正案に対して反対の討論といたします。 

○議長（中尾嘉男君） ほかに討論はありませんか。 

 吉田憲司君。 

［３番 吉田憲司君 登壇］ 

○３番（吉田憲司君） お疲れさまです。創政未来の吉田憲司でございます。 

 討論に入る前に、きのうの夕方、ちょっと暗くなりかけてたんですけど、私、岱明地

区を１５キロ走ってきました。いろんなことを考えながら、自問自答しながら、岱明地

区を１５キロ、約１時間半ですかね、いろんなことを考えながら、あしたはどうしよう

かなとか、いろんなことを考えながら走ってきました。 

 それでは、議第１１８号平成３０年度玉名市一般会計補正予算（第５号）の岱明文化

センター（仮称）建設に伴う予算について反対の立場で、修正動議には賛成の立場で討

論をさせていただきたいと思います。 

 まず初めに、先日の一般質問でも発言をさせていただきましたが、私は岱明町公民館

建設自体に反対をしているわけではありません。誤解のないように改めてお伝えをして

おきます。 

 今年３月議会で、市長が現地建てかえを表明されて以降、初めて開催された５月２９

日の公共施設等建設特別委員会での説明と、１１月２１日の同じ特別委員会での説明で
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は、計画ががらっと変わっていたこと。それと、玉名市公共施設適正配置計画、玉名市

公共施設等総合管理計画にも逆行していること。さらに、今年６月には、新たに玉名市

公共施設個別施設計画が策定をされましたが、岱明ふれあい健康センターについては、

将来的に具体的な方向性は何も示されておらず、改修だけの計画があり、３月の表明後

に策定された計画については内容に矛盾が生じます。また、３月議会の表明から１２月

議会までに、所管の文教厚生委員会では、岱明町公民館建設について一度も議題にさえ

あがっておらず、審議もなされていません。 

 私は、今回の１２月議会での一般質問の質疑、さらには１２月１９日の文教厚生委員

会を傍聴した状況等を踏まえ、この混乱した状況を私は私なりにもう一度整理しよう

と、岱明地区にお住まいの方に直接お話を伺いました。子育て世代や４０代、５０代、

６０代、７０代、女性６名、男性１４名、合計２０名の皆様にお伺いをしました。地区

が偏らないように、睦合、鍋、高道、大野、４校区すべての地区を網羅させていただき

ました。 

 この２０名の方々に共通して言えることは、計画の全容をよく御存じではないという

ことです。可動式のいすがある３００人収容のホールがあること。５月の説明ではなく

なった調理室が今回復活したこと。音楽ホールがあること。また、岱明ふれあい健康セ

ンターは、今年度が７,０００万円、来年度、約２億円かけての改修中であること。さ

らには、岱明ふれあい健康センターは、将来的には温泉部分を除き、具体的な計画はな

いものの、民間による運営を目指すこと。また、今回の事業費が７億６,０００万円

で、面積は１.５倍になるということなどなどです。 

 それから、先日開催された文教厚生委員会において、玉名市がつくった岱明文化セン

ター（仮称）の案を玉名市自身が都市計画法上、現状では建設できないと判断をしまし

た。しかし、この事実にもかかわらず、原案どおり採決が行なわれ、可決をしました。

行政は、膨大な数の許認可権を有しています。強制執行もできます。これは、すべて法

律や条例、規則、あるいは計画等に従って、行政運営は行なわれています。その行政の

トップが、きのう気づきました、あとから修正するので、予算をどうか御承認ください

というこの一連の出来事を、文教厚生委員会を傍聴に来られていた約２０名の市民の皆

様、さらにはインターネットのライブ中継を見ておられた皆様はどういった感情を持た

れたでしょうか。市長は、いつもお話の中で、横串をさしているというような表現を使

われます。しかし、今回のことは、市役所の各課の横串どころか、組織の連携がとれて

いないことを証明してしまいました。３月に表明された時点から、市長としてのプラ

ン、方針が一貫しておらず、また情報の共有、共通認識が全くとれておらず、行き当た

りばったりの計画ということをみずから露呈した形になったのではないでしょうか。 

 では、私が２０名の方々とお話をさせていただいた内容をお伝えしたいと思います。
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７億６,０００万円という金額、１.５倍になる面積であっても、建ててほしいと言われ

た方は、２０名中１名おられました。それから、「ちょっと金額は高かし、ふとなるば

ってん、建ててほしかな」って言われた方が１名おられました。このお二人は、先ほど

から言われているように、「これは合併前からの約束だけん」という意見を述べられま

した。お二人とも７０代の方です。ほかの意見としては、「そぎゃん、高かつはいらん

ばい、それにふれあい健康センターもあるたい」とか、「玉名に金のあるならよかばっ

てん、なかっだろたい」「年に１回行くか、行かんかだんね」とか、「人間の減っとだけ

ん、先のこつば考えると、こまかつでよかっだろたい」、そしてちょっと極端な意見の

方もおられました。「公民館いらんど、７億６,０００万あるなら、岱明町民全員に配ん

なっせ」って言わしたです。大体割ると、五、六十万円ぐらいになりますかね。それか

ら、「うちのばあちゃんのゴロゴロば押して、なんそこまで行っきらすね」って言われ

た方もおられました。「７億６,０００万で、岱明のじいちゃん、ばあちゃんがタダでタ

クシーに乗られるごつしなっせ」って言われた方もおられました。そして、私自身にく

ぎを刺された意見もありました。「あのな、国とか県からきよる補助金でん、もとをた

だせば俺たちの税金だけんな、そのことば忘るっといかんばい」、このような貴重な御

意見もいただきました。 

 一方で、今年の４月、新しく玉陵小学校が誕生しました。と同時に、玉名小学校、月

瀬小学校、石貫小学校、三ツ川小学校、小田小学校、梅林小学校の６校が一斉に長い長

い歴史に幕を閉じました。地域の象徴でもあり、地域の心のよりどころでもある各小学

校が閉校となったのです。地域から子どもたちの声が聞こえなくなり、寂しくなったこ

とでしょう。しかし、平成の次の時代を生きていく子どもたちの未来を考えても、学校

という公共施設の集約化の観点からも苦渋の決断だったと思います。現在の玉名市は、

平成１７年に合併をしました。今から１３年前のことです。その当時、地域から小学校

が６校も一遍になくなるなど、だれが想像したでしょうか。先ほど、近松議員が言われ

たとおり、時代が変わったんです。地域から学校がなくなり、心のよりどころ、そして

避難場所さえなくなった約７,０００人の玉陵校区の市民は、このことを同じ玉名市民

としてどのような思いで見ておられるでしょうか。 

 これは、先日の一般質問の繰り返しになりますが、今の子どもたち、これから生まれ

てくる子どもたちは、重い重い負担が待っています。医療費・介護費・年金等々、消費

税は来年１０％です。その後も社会保障費の増大により、消費税のアップは避けられな

いと言われています。子どもたちは自分たちの未来を自分たちでは決められません。だ

からこそ、私たち大人は、子どもたちが生きていく未来を、私たちが想像をし、考え、

孫やひ孫世代に負担がなるべくかからないような段取りをし、下準備をして、箱根駅伝

ではありませんが、たすきを渡すことが私たち大人の使命ではないでしょうか。 
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 先日、１２月２２日の新聞では、昭和２４年生まれの現在７０歳ぐらいの年代は、１

年間に２７０万人が生まれたそうです。しかし、今年は、これまでで も少ない９２万

人だそうです。これも繰り返しになりますが、現在の玉名市の人口は、６万６,０００

人です。２０年後は５万人、４０年後は３万８,０００人と推計されています。これが

現実なんです。安倍総理が国難と表現するほどの超少子高齢化と人口減少社会は、私た

ちの想像を絶するスピードで進行しています。 

 これは、けさの熊日新聞です。熊本県の人口が１７５万人とあります。熊本県の人口

は８年連続で減少し、そして県内４５市町村の高齢化率が軒並み上昇をしています。玉

名市は３３.２％、実に３人に１人は６５歳以上の高齢者ということになります。 

 それから、私は１年生議員です。私たち１年生議員６名は、前市長、前議会で審議さ

れた岱明ふれあい健康センターとの併設案を知りません。その当時の採決は１票差だっ

たとお聞きをしましたが、この案にどんなメリット、どんなデメリットがあるのか、新

しいメンバーとなった今の議会でも検証していく価値はあると思います。また、そのこ

ろとは違ったアイデアが生まれるかもしれません。 

 市長は、確か全員協議会のときに、前市長のときに否決されているので、併設案は出

せませんとおっしゃったように記憶をしていますが、現在建設中の新市民会館は否決さ

れた案ではなかったでしょうか。現在建設中の市民会館ですが、市民会館にも８００席

とは別に可動いすが設置された３００人収容のスペースがあります。３月に市長が表明

された時点で、岱明文化センター（仮称）にこの可動いすのある３００人収容の同じよ

うなホールが計画をされていれば、市民会館の３００席はいらなかったような気がしま

す。そして、玉名市自身で掲げた目標である公共施設を集約化し、維持管理費を６

５％、施設の目標を３７％削減するという、この目標に玉名市自身が逆行して、新市民

会館の面積は２倍となり、維持管理費は３,０００万円から４,０００万円と試算されて

います。岱明文化センター（仮称）の面積も１.５倍です。この目標や計画は、どうで

もいいのでしょうか。何のためにあるんでしょうか。 

 この岱明文化センター（仮称）の建設計画基本理念の中に地域福祉の拠点とあります

が、現在、玉名市では、介護予防のいきいきふれあい活動、ゆた～っと元気体操、通い

の場事業を行なっていますが、実施場所については、すべて地域の公民館で実施をされ

ています。大野校区１２カ所、高道校区７カ所、鍋校区６カ所、睦合校区８カ所で、毎

週あるいは各週で実施をされています。地域の各公民館も、介護予防の活動を念頭に予

算措置を行ない、空調設備や建物の改修等を現在、随時行なっています。また、防災の

拠点ともありますが、岱明地区には、現在、指定避難場所として、岱明ふれあい健康セ

ンター、Ｂ＆Ｇ、岱明中学校、大野小学校、睦合小学校、高道小学校、鍋小学校の合計

７カ所があります。１万３,０００人で７カ所です。玉陵校区は７,０００人で１カ所し
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かありません。しかも、岱明ふれあい健康センターには、大広間、和室、憩い室といっ

た畳の間が多くあることや、浴場、お風呂ですね、浴場及び障がい者の方でも入浴でき

る浴場も兼ね備えていることから、現在の岱明ふれあい健康センターの構造、設備のほ

うが避難及び防災の拠点と考えるほうが自然であると思います。また、岱明町の下前原

地区には、有明広域消防本部の新消防庁舎も建設予定であります。 

 後に、これまで述べてきたように、建設計画のプロセス、進め方に対する疑問、一

貫していない方向性、岱明ふれあい健康センターの具体的な計画もない、また公共施設

の各計画に逆行したこの案については、一度立ちどまり、問題をきちっと整理し、未来

予想図を再検討されますことを意見したいと思います。 

 それでは、これも一般質問での繰り返しになりますが、玉名高校ＯＢの坂村真民先生

の詩の一部を朗読して終わりたいと思います。 

 あとからくる者のために 

 あとからくる者のために 

 苦労をするのだ 

 我慢をするのだ 

 田を耕し 

 種を用意しておくのだ 

 あああとからくる者のために 

 みなそれぞれの力を傾けるのだ 

 あとからあとから続いてくる 

 あの可愛い者たちのために 

 未来を受け継ぐ者たちのために 

 みな夫々自分が出来る何かをしてゆくのだ 

 議第１１８号平成３０年度玉名市一般会計補正予算（第５号）の岱明文化センター

（仮称）建設に伴う予算案について、反対の立場での討論を終わります。 

○議長（中尾嘉男君） １３番 嶋村 徹君。 

［１３番 嶋村 徹君 登壇］ 

○１３番（嶋村 徹君） １３番、市民改革クラブ、嶋村と申します。 

 原案に対し、賛成の立場で討論をいたします。 

 旧玉名市岱明町、横島町及び天水町の平成１７年１０月の合併直後に旧岱明町からの

懸案事項である岱明町公民館建設が進められましたが、施設内容や規模等について、旧

岱明町関係者の意見がまとまらず、今日までの状況にあります。 

 今回について、早急な公民館建設の必然性、そして合併特例債利用の期限を含む財源

問題、玉名市民感情も考慮し、判断すべきと考え、原案のとおり賛成すべきと考えてお
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ります。 

○議長（中尾嘉男君） １番 坂本公司君。 

［１番 坂本公司君 登壇］ 

○１番（坂本公司君） １番、新生クラブ、坂本公司です。 

 岱明文化センター（仮称）の原案に賛成の立場で討論させていただきます。 

 偉そうに出てきましたが、申しわけございませんが、皆さんのように、近松議員やほ

かの議員の方のように詳しいことは、何平方メートルだとか、そういうことはあまりよ

くわかっておりません。しかし、きょうは、地元の区長さん方にこういうことがありま

すと伝えたところ、何名もの方に来ていただきました。ということは、やはり興味があ

られるということと、先ほどの拍手の数で言えば、原案に賛成の方たちだと思っており

ます。 

 一言だけ言わせていただきます。この岱明文化センター（仮称）のキャッチフレーズ

が、「あなたの笑顔を発見する場所」となっております。ですので、このあと採決がご

ざいますが、市民の方のより笑顔の多い判断をお願いしたいと思います。 

 簡単でございますが、終わらせていただきます。 

○議長（中尾嘉男君） ２２番 田畑久吉君。 

［２２番 田畑久吉君 登壇］ 

○２２番（田畑久吉君） 議場の皆さん、そして市民の皆さん、そして関係各位の皆さ

ん、本当に御苦労様でございます。私は、玉名市議会、市民改革クラブの田畑でござい

ます。 

 今１２月議会に執行部より提案してあります予算のうち、岱明町公民館、仮称、何か

文化センターというようでございますけども、その建設予算に自分自身の信念と理念の

もとに反対をいたします。 

 けさ、一部変更の説明がございましたけども、日ごろ、私はどちらかいいますと、も

の静かであり、無口なほうでございます。しかし、この位置に立って、自分が生きてき

た信念をもとにその理論を語ることができる時間を持てたことについては、むしろ予算

を提出された藏原市長にお礼を申し上げたいところでございます。せっかくの機会でご

ざいますので、きょうは時間をじっくりとって、市民から預かった税の使い方、考えて

みたいと思います。 

 玉名市民から付託を受けた一議員といたしまして、この予算の建設費用と将来にかけ

ての継続的な経費の無駄が延々と続く負担に妥協の余地がありません。私は、岱明町公

民館建設そのものに反対ではございません。公民館としてのその使命と目的を備えた設

備をするのは当然であり、今、ここで私がどうこういうものではございません。 

 当初、私は、岱明ふれあい健康センターとの併設が 善の経済性、合理性、そして利
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便性に富んだ、相乗り効果を生む、行政が考えるべき施政だと私は考えておりました。

しかしながら、幾つかの経過を経て、現在地になったことには、今、ここで何も異論を

申し上げることではございません。市長や執行部のいろんな答弁の中で、行財政の改

革、健全な財政の運営、歳出削減の適正化を図るとの言葉が非常に多く、あらゆる答

弁、発言の中でその言葉を聞くたびに疑問が深まり、言葉と予算編成の整合性がないん

じゃないかとの不信感がつのるばかりでございました。どんな考えて、こんなことにな

ったのか。私自身は、自分の生活、生き様に考えて、理解にも苦しむところでございま

す。 

 １２月議会開会前の１１月２１日でしたか、公共施設等建設特別委員会を開き、岱明

町公民館建設事業に関して、前回の委員会での経過と進捗状況等の報告を受けました。

この報告の場で、岱明文化センター、仮称ではありますけども、金栗先生の大河ドラマ

じゃないですけども、降ってわいたような話が出てきました。岱明町公民館で可動式の

いすを設置した３００人収容できる小ホールの建設でございました。突然の報告に、私

は委員会を総括する立場として、どのような考えのもとにこのような人たちの戦略、あ

るいは謀略といいますか、戦略といいますか、そのもとに支援に踏み込まれたのか、そ

の裏側に不信感を抱きました。できたら、その事実を知りたい、その思いにかられたと

ころでございます。執行部の説明の中で、私の午前の委員長報告の中でも報告いたしま

したとおり、市民会館小ホールは講演会を主に、また岱明小ホールは音楽や芸術を主に

活用していただくためのホールと考えているとの答弁、説明でした。このような私から

すれば、あり得ないような説明、言いようのない計画、税金の無駄使い、なぜなんだ

と、なぜなんだと、すでに同じ規模の小ホールが建設中でございます。市民会館小ホー

ル建設には、地元や地域の音楽関係者や、あるいは芸能関係者団体、舞踊など、諸団体

からの陳情に重きをおいて、重きをおいて可動式いすの設置を組み込んだ３００人収容

可能な施設を予算化いたしまして、しかし、２度の入札不落にあい、不落に対して予算

を練り直し、増額して多様な催しができる小ホールとしてすでに建設中でございます。

このような市民会館ホールの建設までの経緯を見ますと、なぜ今、岱明町公民館に市民

会館ホールと同じ規模と機能を備えた小ホールが必要なのか、疑問は深まるばかりでご

ざいます。 

 これは、あくまでも私の生き様から言っている言葉でございますので、私が９月議会

の一般質問で引き合いに出しましたのを、今、思い出しました。それは人口減の問題で

す。ちょっと数字を出しますので、ちょっと待ってもらえますかね。玉名市は、１市３

町、１３年前に合併いたしましたね。まだ１３年しかたっておりません。１３年しかた

っていないんですよ。それなのに、どうですか。合併のときの人口は、７万２,８１７

人。１３年後の８月末、何人と思いますか。６万６,７１３人、幾ら減ったと思います
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か。暗算してみてください。６,１０４人減っているんです。６,１０４人。その後、９

月、１０月、１１月で、人口がどうなったか。１１月末で６万６,６５２人、その中の

外国人は８２０人。８月時点では、外国人が７６５人でしたね。だから、外国人は５５

人ふえています。しかし、全体の人口は、１１月末でまた６１人減っているらしい。６

万６,６５２人になっておりますよ。こういった人口の減を見ますときに、これからこ

んなホールを２セットも建てて、どうなるかと。 

 けさの熊日の新聞にも載っていました。先ほど吉田議員が触れましたけども、６５歳

の人口老齢化、これが熊本県下では１６市町村ある。近隣の市町村を見ますと、和水町

が４１.７％、山鹿市が３７％、荒尾市、玉東町が３５.２％、長洲町が３４.３％、玉

名市が３３.２％、玉名市はまだ一番低いほうでございますけども、こういう状態にな

っているんですね。だから、例えば岱明町に小ホールを建てたとして、平成３２年末に

は完成ですから、その当時に２年間でまだ１,０００人が減るんです。そしたら、７千

何百人に減るわけですね。７,０００人減ったら、そこそこの町が一つなくなることと

一緒なんですよ。町が一つなくなる。そういった規模の人口減です。これから先も人口

減は、今まで以上に、想像以上に早いスピードで減っていきます。これは公表されてお

りますので、すぐわかると思います。このような状況の中に小ホールが２カ所に建設さ

れて、どれほどの稼働率になるのか。私の経験からすれば、ほんのわずかしかならない

と思います。岱明のホール、市民会館ホールですね。私も、いろんな事業をします。市

民会館大ホールでは、催しを５回しました。私は、８００人入れますので、小ホールは

必要ありませんけども、山鹿市の八千代座でも２回しました。催しを。私は、小ホール

は必要ありません。しかし、先ほども言いましたように、小さい団体がされる場合は、

やはりある程度席を満席にしないと、雰囲気が出ないんですね。だから、いろんな諸団

体の要望や陳情を組んで、市民会館に小ホールをつくることを賛同したんです。だか

ら、皆さん、市民会館小ホールをできる限り高い稼働率に上げて、税の無駄使いを減ら

して無駄な予算計上はやめたいと思います。 

 玉名市議会は、若い優秀な議員が多く誕生しました。将来的には非常に希望が持てる

と私は期待するところですけども、今回、岱明文化センター（仮称）小ホール建設に強

く、深く税の使い道に関して関心を持たれる数人の方々に将来を託す、そのような将来

像が浮かんできます。 

 これは少し私ごとに入りますけども、私、大阪で３０年過ごしました。３０年の間、

１５年間、会社勤め。１５年間の間、４年間は韓国駐在。駐在するときに何もないとこ

ろに行って、基礎から建屋から機械据え付けからそして軌道に乗せて、４年で帰ってき

ました。徹底的な経費の削減、合理化を図って、４年で終わりました。そして、帰って

きましてから、その４年間の経験を生かし、貿易会社を設立しました。当時は、まだ日
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本の円が３６０円、固定制度ですね。４５年前の話ですから、この中にまだ誕生されて

いない方もいらっしゃると思います。しばらくすると、円の切り上げ、３６０円が３０

０円、２８０円、２５０円、２００円とね。そのうちに、円が変動相場制に変わりまし

て、輸出契約の管理に本当に血を見る、金の尊さを身にしみて感じました。自分自身が

やっている事業ですから、金の尊さが本当にわかることでした。そういう時代を生き抜

いたからこそ、今、私はここにこうして立っておられるのが基本ということで、私は自

覚しております。何だ、自分の人生論ばかりじゃないかという方がおっしゃるかもしれ

ませんけども。この議員さんの中でも、私が一番年齢が上です。経験されないことを、

私は経験してきております。話はたくさんありますから、きょうはその話はしませんけ

ども、しかしながら、この岱明町公民館小ホールの建設は、私の許容範囲の中にありま

せん。何でもあろうはずがありますけども、そのあろうはずの中には入らないです。こ

の予算執行に反対する以外に、私は方法がないと決断をしたところでございます。 

 ただ、今回の件に関して、若い議員の方が、数名、税の使い方に疑問を表明しておら

れることがわかった。それだけでも、行財政改革、議会改革も光が見えたと。そのこと

が今回の 大の成果と、私は判断しております。 初に言いましたけど、私は市民改革

クラブの田畑でございます。今でも昔の名前じゃございませんけど、「改革」という言

葉を使っております。なぜか、それは自分の生き様を表明したいからです。賛成・反対

はどんな場合でもございます。私は、自分が生きてきた生き様から物事を判断します。

金の無駄使いは絶対いけない。女房にもいつも言っています。無駄使いはするなと。生

きた金は幾らでも使えと。何十万円、何百万円でもいいと。これから先は、今までお世

話になった方への恩返しだと。奉仕の精神でやるぞと。「一歩下がって、支えていきま

す」って、こんな言いました、女房が。女房の言葉に感心しました。私ごとで申しわけ

ございませんけど。 

 予算には反対して、修正予算には賛成いたします。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 本日の会議時間は、議事の都合によりあらかじめ延長いたしま

す。 

 ほかに討論ありませんか。 

 ９番 松本憲二君。 

［９番 松本憲二君 登壇］ 

○９番（松本憲二君） ９番、自友クラブの松本でございます。 

 先ほど修正動議の修正理由を読み上げたんですけれども、討論ということで、先ほど

も修正理由の中にあらかじめお話をいたしました。岱明町公民館の建設にいたっては、

今現在の公民館は古いということもちゃんと認識をいたしておりますし、その建てかえ
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の必要性というのは十分認識をいたしております。 

 今回どうしてこの修正を出したかということは、先ほど理由を述べましたけれども、

もう少し細かいところまで意見を申させていただきますと、行政マンとして、先ほど吉

田憲司議員が修正案に賛成ということで討論をされる中で、行政マンは、法令にのっと

っていろいろ市民の皆様方にいろんなお示しであったり、提案であったりとか、そうい

うことを進めていく行政の場であります。その行政が法律に背いた建築物を建てよう

と、予算を計上していたと、それが私はわかりましたもんですから、文教厚生委員会、

私の管轄する文教厚生委員会の中で市長の提出をいただきまして、今回はみずから予算

を削除されたほうがよろしいのではないですか、そしてまた、改めてこの計画をきっち

り練られた上で、法律上、何の問題もないということ、それとまた、岱明ふれあい健康

センターの今後の行方もしっかり計画、議論をなされて、また再度、あげてこられたほ

うがよろしいんではないですか。対外的、対外的といいますのは、熊本県であったり、

国であったり、行政をつかさどる職員がこれに法令に違反して、建築物をあえてそこは

知らなかったといえども、ちゃんと私どもこの玉名市民は都市計画という、職員も、ち

ゃんと担当している職員がいます。そこへの確認も怠っていたということは、これは行

政マンとして、あるべきじゃないんです。だから、あえて今回は修正をみずから行なわ

れたほうがよろしいんではないですかという提案をさせていただきました。しかしなが

ら、その返答が、いやいや修正は基本計画で修正をしていきますので、予算は通させて

くれと。しかし、きょうの朝、５０平方メートル削減するという提案がなされました。

しかしながら、予算の金額は、修正はあっておりません。そのままです。やっぱりそう

いうのを、議会は行政の監視役ということで、私たちは二元代表制ということで、市民

の付託を得て、この議場のこういう立場に立たせていただいております。そういう観点

からいたしましても、やっぱりこの行政のミスをすんなり見逃す、目をつぶるというこ

とは、今後の玉名市、いろんな形での玉名の発展に支障が出るんではないかという思い

があります。私は、一般質問で玉名市の岱明中央公園グラウンドですね、あそこに４０

０メートルのトラック、そしてまた多目的に使えるサッカー、ラグビー場、そしてその

岱明ふれあい健康センターと併設というか、一番 初の、前の市長のときに提案された

そういう併設案じゃなくて、公民館は公民館として別途に建てるような案も、今回の１

２月の議会の一般質問でちゃんとさせていただいております。そこには、つい２、３日

前、起こりましたインドネシアでの、地震が原因じゃなくて、火山の噴火による地滑り

ということで、津波が起こってしまったわけですけれども、それで、インドネシアのそ

の津波を受けまして、全国の、今、報道番組で、「島原大変肥後迷惑」、その島原の普賢

岳の噴火によって、有明海でもそういうことが起こる可能性があるということで、私

は、このインドネシアのは２、３日前、起こったんですから、私の一般質問としては、
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やっぱり熊本地震のときに、地震の警報が鳴ったということで、避難場所として岱明町

の防災機能を持った総合グラウンドをあそこに建設をして、その中の、あのエリアの中

に岱明町公民館も建てたらどうですか。そうしたら、国土交通省も、その有利な起債と

いうのがありまして、用地購入で３分の１、そして施設建設で２分の１の起債補助とい

うのがいただけるというような、そういう有利な起債のやりかたもあるわけですね。そ

ういうこともちゃんと提案もさせていただいている中で、このことに関しましては、先

ほど申しましたように、行政マンがしっかりもうちょっと連携をとって、法令にのっと

って指導していく立場の人間だったら、やっぱりしっかりした計画、予算を示すべきで

はないかということでこの案を出させていただいているということを皆さんに理解をし

ていただいて、この修正案を出させていただいているということですので、公民館を絶

対建てないということはだれも申しておりませんので、その辺は御理解のほどよろしく

お願いを申し上げたいと思います。 

○議長（中尾嘉男君） ほかにありませんか。 

 １９番 作本幸男君。 

［１９番 作本幸男君 登壇］ 

○１９番（作本幸男君） 皆さん、大変御苦労さまです。 

 今、いろいろ聞いておりますと、反対もそれなりの理由があるなというようなこと

で、我々もそういうのは文教厚生委員会の私も委員をしておりますけれども、そのとき

に私は申し上げました。この岱明町公民館というのは、今、降ってわいた話じゃないで

す。先ほどから、合併してから１３年、これがすんなり通って、２年間して、１５年な

んです。ここで、いろいろとまたこれ問題があって、遅れた。２０年。２０年ぐらい遅

れるんじゃないですかという話をしました。通算で２０年になるんですよ。ここで、否

決されたり、予算がつかんだったら、確かに２０年ぐらい遅れるんです。ですから、話

もいろいろありますけれども、私は、やっぱり今まで聞いておりますと、税金の無駄と

か、いろいろおっしゃいますけれども、一言も岱明町の皆さんの住民の感情が入ってい

ない。思ってないんです。私、今まで聞いておってですね。ただただ予算の話ばかり。

無駄使いの話ばかり。どこの無駄使いですか。岱明町のためのお金ですよ。どこに無駄

使いがあるんですか。そこを私は聞きたいと思うんですが。今から聞きもできんですた

いね。これは討論ですから。私は、ぜひこの予算は通してほしいと思っております。や

っぱり岱明町の皆さんのこういう熱望というのは、我々は賛成か反対に結論を出さなん

いかん立場です。それはきついですよ。建設には反対じゃないですけれどもという話で

すけど、これは議員がこういったことを使っていいはずがないんです。賛成か反対なん

ですよ。どこに反対の理由があるのか、住民の皆さんにとって反対がどういう利益にな

るのか、その辺あたりを私は十分に聞きたいんですが、これはきょうは仕方ないです
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ね。ということで、大きな声になりましたけれども、私は、この予算に賛成の立場で一

言ものを言わせていただきました。よろしくお願いします。 

○議長（中尾嘉男君） ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中尾嘉男君） これにて討論を終結いたします。 

 これより採決に入ります。 

 まず、予算議案の採決に入ります。 

 議第１１８号 平成３０年度玉名市一般会計補正予算（第５号） 

 以上、予算議案１件については、異議がありますので、あとに譲り採決いたします。 

 議第１１９号 平成３０年度玉名市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号） 

 議第１２０号 平成３０年度玉名市介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

 議第１２１号 平成３０年度玉名市浄化槽整備事業特別会計補正予算（第２号） 

 議第１２２号 平成３０年度玉名市九州新幹線渇水等被害対策事業特別会計補正予算

（第３号） 

 議第１２３号 平成３０年度玉名市水道事業会計補正予算（第２号） 

 議第１２４号 平成３０年度玉名市公共下水道事業会計補正予算（第２号） 

 議第１２５号 平成３０年度玉名市農業集落排水事業会計補正予算（第１号） 

 以上、予算議案７件について、一括して採決いたします。 

 ただいま採決に付しております、議第１１９号から議第１２５号までの予算議案７件

に対する各委員長の報告は、いずれも可決であります。各委員長の報告のとおり決定す

ることに、御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中尾嘉男君） 御異議なしと認めます。よって、議第１１９号から議第１２５号

までの予算議案７件については、いずれも原案のとおり決定いたしました。 

 それでは、議第１１８号平成３０年度玉名市一般会計補正予算（第５号）について、

採決いたします。 

 本案については、松本憲二君ほか４名から岱明文化センター（仮称）建設工事基本設

計及び実施設計業務に関連する歳入歳出予算１,３１３万４,０００円の削除を求める、

議員提出修正案が提出されております。 

よって、初めに議員提出修正案について採決いたします。 

次に、修正案が可決ならば、修正部分を除く原案について、修正案が否決ならば、

原案について、採決いたします。 

 それでは、まず、議第１１８号に対する松本憲二君ほか４名から提出された、議員提

出修正案、岱明文化センター（仮称）建設工事基本設計及び実施設計業務に関連する、
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歳入歳出予算１,３１３万４,０００円の削除について、起立により採決いたします。 

 議第１１８号に対する議員提出修正案について、賛成の諸君の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（中尾嘉男君） 起立多数であります。よって、議第１１８号に対する議員提出修

正案については、可決いたしました。 

 次に、ただいま修正議決した部分を除く原案について、採決いたします。 

 議第１１８号の修正議決した部分を除くその他の部分については、原案のとおり決定

することに、賛成諸君の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（中尾嘉男君） 起立多数であります。よって、議第１１８号の修正議決した部分

を除くその他の部分については、原案のとおり決定いたしました。 

 お諮りいたします。 

 ただいま修正議決されました、議第１１８号平成３０年度玉名市一般会計補正予算

（第５号）について、その字句、数字、その他の整理を要するものについては、その整

理を議長に委任されたいと思います。これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中尾嘉男君） 御異議なしと認めます。よって、字句、数字、その他の整理は議

長に委任することに決定いたしました。 

 続いて、条例議案の採決に入ります。 

 議第１２６号 玉名市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について 

 議第１２８号 玉名市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 議第１２９号 玉名市教育長の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

 議第１３２号 玉名市保育所条例の一部を改正する条例の制定について 

 議第１３３号 玉名市地域子育て支援センター条例を廃止する条例の制定について 

 以上、条例議案５件について異議がありますので、あとに譲り採決いたします。 

 議第１２７号 玉名市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

の一部を改正する条例の制定について 

 議第１３０号 玉名市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定

について 

 議第１３１号 玉名市行政財産使用料条例の一部を改正する条例の制定について 

 以上、条例議案３件について、一括して採決いたします。 

 ただいま、採決に付しております議第１２７号、議第１３０号及び議第１３１号の条
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例議案３件に対する委員長の報告は、いずれも可決であります。委員長の報告のとおり

決定することに、御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中尾嘉男君） 御異議なしと認めます。よって、議第１２７号、議第１３０号及

び議第１３１号の条例議案３件については、いずれも原案のとおり決定いたしました。 

 議第１２６号玉名市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の一部を改正する

条例の制定について、採決いたします。 

 本案は、起立表決により採決いたします。 

 ただいま採決に付しております、議第１２６号に対する委員長の報告は、可決であり

ますが、異議があります。 

 委員長の報告のとおり決定することに、賛成の諸君の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（中尾嘉男君） 起立多数であります。よって、議第１２６号については、原案の

とおり決定いたしました。 

 議第１２８号玉名市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、

採決いたします。 

 本案は、起立表決により採決いたします。 

 ただいま、採決に付しております、議第１２８号に対する委員長の報告は可決であり

ますが、異議があります。 

 委員長の報告のとおり決定することに、賛成諸君の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（中尾嘉男君） 起立多数であります。よって、議第１２８号については、原案の

とおり決定いたしました。 

 議第１２９号玉名市教育長の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て、採決いたします。 

 本案は、起立表決により採決いたします。 

 ただいま、採決に付しております、議第１２９号に対する委員長の報告は、可決であ

りますが、異議があります。 

 委員長の報告のとおり決定することに、賛成の諸君の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（中尾嘉男君） 起立多数であります。よって、議第１２９号については、原案の

とおり決定いたしました。 

 議第１３２号玉名市保育所条例の一部を改正する条例の制定について、採決いたしま

す。 
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 本案は、起立表決により採決いたします。 

 ただいま、採決に付しております、議第１３２号に対する委員長の報告は、可決であ

りますが、異議があります。 

 委員長の報告のとおり決定することに、賛成の諸君の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（中尾嘉男君） 起立多数であります。よって、議第１３２号については、原案の

とおり決定いたしました。 

 議第１３３号玉名市地域子育て支援センター条例を廃止する条例の制定について、採

決いたします。 

 本案は、起立表決により採決いたします。 

 ただいま、採決に付しております、議第１３３号に対する委員長の報告は、可決であ

りますが、異議があります。 

 委員長の報告のとおり決定することに、賛成の諸君の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（中尾嘉男君） 起立多数であります。よって、議第１３３号については、原案の

とおり決定いたしました。 

 続いて、その他の議案の採決に入ります。 

 議第１３７号 指定管理者の指定について 

 議第１４０号 普通財産の無償譲渡について 

 議第１４１号 普通財産の無償貸付けについて 

 以上、議案３件については異議がありますので、あとに譲り採決いたします。 

 議第１３４号 熊本県市町村総合事務組合規約の一部変更について 

 議第１３５号 指定管理者の指定について 

 議第１３６号 指定管理者の指定について 

 議第１３８号 指定管理者の指定について 

 議第１３９号 指定管理者の指定について 

 議第１４４号 工事請負契約の締結について 

 以上、議案６件について、一括して採決いたします。 

 ただいま、採決に付しております議第１３４号から議第１３６号まで、議第１３８号

及び議第１３９号並びに議第１４４号の議案６件に対する各委員長の報告は、いずれも

可決であります。各委員長の報告のとおり決定することに、御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中尾嘉男君） 御異議なしと認めます。よって、議第１３４号から議第１３６号

まで、議第１３８号及び議第１３９号並びに議第１４４号の議案６件については、いず
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れも原案のとおり決定いたしました。 

 議第１３７号指定管理者の指定について、採決いたします。 

 本案は、起立表決により採決いたします。 

 ただいま採決に付しております、議第１３７号に対する委員長の報告は、可決であり

ますが、異議があります。 

 委員長の報告のとおり決定することに、賛成の諸君の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（中尾嘉男君） 起立多数であります。よって、議第１３７号については、原案の

とおり決定いたしました。 

 議第１４０号普通財産の無償譲渡について、採決いたします。 

 本案は、起立表決により採決いたします。 

 ただいま、採決に付しております、議第１４０号に対する委員長の報告は、可決であ

りますが、異議があります。 

 委員長の報告のとおり決定することに、賛成の諸君の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（中尾嘉男君） 起立多数であります。よって、議第１４０号については、原案の

とおり決定いたしました。 

 議第１４１号普通財産の無償貸付けについて、採決いたします。 

 本案は、起立表決により採決いたします。 

 ただいま、採決に付しております、議第１４１号に対する委員長の報告は、可決であ

りますが、異議があります。 

 委員長の報告のとおり決定することに、賛成の諸君の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（中尾嘉男君） 起立多数であります。よって、議第１４１号については、原案の

とおり決定いたしました。 

 続いて、陳情の採決に入ります。 

 陳第１号   玉陵小学校及び玉陵中学校の駐車場の見直しを求める陳情 

 以上、陳情１件については異議がありますので、あとに譲り採決いたします。 

 陳第３号   国民健康保険財政への国庫負担割合をふやすことを求める意見書の提

出に関する陳情 

 以上、陳情１件について、採決いたします。 

 ただいま、採決に付しております、陳第３号に対する委員長の報告は採択でありま

す。委員長の報告のとおり決定することに、御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（中尾嘉男君） 御異議なしと認めます。よって、陳第３号については、採択する

ことに決定いたしました。 

 陳第１号   玉陵小学校及び玉陵中学校の駐車場の見直しを求める陳情 

 以上、陳情１件について、採決いたします。 

 本件は、起立表決により採決いたします。 

 ただいま、採決に付しております、陳第１号に対する委員長の報告は不採択でありま

すので、原案について採決いたします。 

 原案のとおり採択することに、賛成の諸君の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（中尾嘉男君） 起立少数であります。よって、陳第１号については、不採択とす

ることに決定いたしました。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第４ 閉会中の継続審査の件 

○議長（中尾嘉男君） 日程第４、「閉会中の継続審査の件」を議題といたします。 

 付託事件の閉会中の継続審査について、お諮りいたします。 

 文教厚生委員長より、目下、文教厚生委員会において審査中の、陳第４号安全・安心

の医療・介護の実現と夜勤交替制労働の改善を求める意見書の提出に関する陳情、陳第

５号介護労働者の労働環境及び処遇の改善を求める意見書の提出に関する陳情、陳第６

号医師養成定員を減らす政府方針の見直しを求める意見書の提出に関する陳情、陳第７

号看護師の全国を適用地域とした特定 低賃金の新設を求める意見書の提出に関する陳

情、陳第８号介護従事者の全国を適用地域とした特定 低賃金の新設を求める意見書の

提出に関する陳情。 

以上、陳情５件について、会議規則第１１１条の規定により、お手元に配付いたし

ました申出書のとおり、閉会中の継続審査の申し出があります。 

 お諮りいたします。 

 委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに御異議ありません

か。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中尾嘉男君） 御異議なしと認めます。よって、委員長からの申し出のとおり、

閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第５ 市長提出議案審議（質疑・議員間討議・討論・採決）（議第１４２号及び議

第１４３号） 

○議長（中尾嘉男君） 日程第５、「市長提出議案審議」を行ないます。 
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 議第１４２号 人権擁護委員候補者の推薦について 

 議第１４３号 人権擁護委員候補者の推薦について 

 以上、市長提出議案２件を一括議題といたします。 

 これより、委員会付託を省略しておりました、議第１４２号及び議第１４３号の人事

案件２件の審議に入ります。 

 審議の方法は、質疑、議員間討議、討論ののち、採決いたします。 

 これより質疑に入ります。 

 議第１４２号及び議第１４３号の人事案件２件について、質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中尾嘉男君） 質疑なしと認めます。 

 これより議員間討議に入ります。 

 議第１４２号及び議第１４３号の人事案件２件について、議員間討議はありません

か。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中尾嘉男君） 議員間討議なしと認めます。 

 これより討論に入ります。 

 議第１４２号及び議第１４３号の人事案件２件について、討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中尾嘉男君） 討論なしと認めます。 

 これより採決に入ります。採決は、１件ずつ行ないます。 

 議第１４２号人権擁護委員候補者の推薦について、採決いたします。 

 議第１４２号については、原案のとおり推薦に同意することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中尾嘉男君） 御異議なしと認めます。よって、議第１４２号については、原案

のとおり推薦に同意することに決定いたしました。 

 議第１４３号人権擁護委員候補者の推薦について、採決いたします。 

 議第１４３号については、原案のとおり推薦に同意することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中尾嘉男君） 御異議なしと認めます。よって、議第１４３号については、原

案のとおり推薦に同意することに決定いたしました。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第６ 議員派遣の件 

○議長（中尾嘉男君） 日程第６、「議員派遣の件」を議題といたします。 

 お手元に配付しております派遣の内容について、職員に説明させます。 
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 議会事務局次長 荒木 勇君。 

［議会事務局次長 荒木 勇君 登壇］ 

○議会事務局次長（荒木 勇君） 命によりまして、派遣の内容につきまして、御説明申

し上げます。 

 まず、１件目でございます。 

 派遣目的 第９５回箱根駅伝における金栗四三ＰＲ活動への出席のため 

 派遣場所 神奈川県箱根町 

 派遣期間 平成３１年１月１日から３日までの３日間 

 派遣議員 江田計司議員、吉田憲司議員、多田隈啓二議員 

 第９５回箱根駅伝の場を借りて、本市の名誉市民であり、箱根駅伝の創設者である金

栗四三氏を執行部とともにＰＲするため、市長より議会に対し、議員３名の派遣依頼が

あっております。よって、議会を代表して、所管の委員会である金栗四三地域創造戦略

特別委員会から委員長及び所属委員２名を派遣すべく、議員派遣をお諮りするものであ

ります。 

 続きまして、２件目でございます。 

 派遣目的 日本遺産に関する３市合同の議員研修会への出席のため 

 派遣場所 玉名市役所本庁４階会議室 

 派遣期間 平成３１年１月２９日の１日間 

 派遣議員 全議員 

 平成２９年４月に日本遺産に認定されました、「米作り、二千年にわたる大地の記憶

～菊池川流域「今昔『水稲』物語」～」に関し、山鹿市・菊池市・玉名市の菊池川流域

３市議会議員合同の研修会が開催され、全議員が出席されることとなっております。よ

って、全議員の派遣が必要なため、議員派遣をお諮りするものであります。 

 以上でございます。 

○議長（中尾嘉男君） 以上で、派遣の内容の説明は終わりました。 

 お諮りいたします。 

 お手元に配付のとおり、地方自治法第１００条第１３項及び会議規則第１６７条の規

定により、議員を派遣することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中尾嘉男君） 御異議なしと認めます。よって、議員を派遣することに決定いた

しました。 

 この際、お諮りいたします。 

 ただいま議決した事項について、諸般の事情により変更する場合は、議長に一任を願

いたいと思いますが、御異議ありませんか。 
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［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中尾嘉男君） 御異議なしと認めます。よって、議決した事項について、諸般の

事情により変更する場合には、議長に一任することに決定いたしました。 

 議事の都合により、休憩いたします。 

午後 ４時１８分 休憩 

―――――――――――――――――――――― 

午後 ６時０１分 開議 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

○議長（中尾嘉男君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 日程の追加についてお諮りいたします。 

 日程第７  意見書案上程 

  意見書案第４号 国民健康保険財政への国庫負担割合をふやすことを求める意見書

の提出について 

 日程第８  意見書案審議 

 日程第９  決議案上程 

  決議案第２号  大河ドラマ「いだてん」の誘客効果に伴う観光客増に対し、新玉

名駅への新幹線の停車本数増を求める決議について 

 日程第１０ 提案理由の説明 

 日程第１１ 決議案審議 

 日程第１２ 議会運営委員会補欠委員、議会改革推進特別委員会補欠委員及び公共施

設等建設特別委員会補欠委員の選任 

 日程第１３ 熊本県後期高齢者医療広域連合議会議員選挙 

 以上、日程に追加いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中尾嘉男君） 御異議なしと認めます。よって、日程に追加することに決定いた

しました。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第７ 意見書案上程（意見書案第４号） 

○議長（中尾嘉男君） 日程第７、「意見書案上程」を行ないます。 

 これより意見書案を上程します。 

 意見書案第４号 国民健康保険財政への国庫負担割合をふやすことを求める意見書の

提出について 

 以上、意見書案１件を議題といたします。 

 お手元に配付しております意見書案の朗読は、これを省略いたします。 
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 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております、意見書案第４号については、議事の都合により、会

議規則第３７条第３項の規定に基づき、提案理由の説明及び委員会付託を省略いたした

いと思います。これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中尾嘉男君） 御異議なしと認めます。よって、意見書案第４号については、提

案理由の説明及び委員会付託を省略することに決定いたしました。 

 意見書案第４号についての提案理由の説明及び委員会付託を省略いたします。 

 意見書案第４号については、日程に従い、引き続き、会議にて直接審議を行ないま

す。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第８ 意見書案審議（質疑・議員間討議・討論・採決）（意見書案第４号） 

○議長（中尾嘉男君） 日程第８、「意見書案審議」を行ないます。 

 改めて、意見書案第４号国民健康保険財政への国庫負担割合をふやすことを求める

意見書の提出について、以上、意見書案１件を議題といたします。 

 これより、ただいま議題となっております、意見書案第４号の審議に入ります。 

 審議の方法は、質疑、議員間討議、討論ののち、採決いたします。 

 これより、質疑に入ります。 

 意見書案第４号について、質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中尾嘉男君） 質疑なしと認めます。 

 これより、議員間討議に入ります。 

 意見書案第４号について、議員間討議はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中尾嘉男君） 議員間討議なしと認めます。 

 これより、討論に入ります。 

 意見書案第４号について、討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中尾嘉男君） 討論なしと認めます。 

 これより、採決に入ります。 

 意見書案第４号国民健康保険財政への国庫負担割合をふやすことを求める意見書の提

出について、採決いたします。 

 意見書案第４号については、原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（中尾嘉男君） 御異議なしと認めます。よって、意見書案第４号については、原

案のとおり決定いたしました。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第９ 決議案上程（決議案第２号） 

○議長（中尾嘉男君） 日程第９、「決議案上程」を行ないます。 

 これより、決議案を上程します。 

 決議案第２号 大河ドラマ「いだてん」の誘客効果に伴う観光客増に対し、新玉名駅

への新幹線の停車本数増を求める決議について 

 以上、決議案１件を議題といたします。 

 お手元に配付しております決議案の朗読は、これを省略いたします。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第１０ 提案理由の説明 

○議長（中尾嘉男君） 日程第１０、「提案理由の説明」を行ないます。 

 ただいまの決議案第２号について、提案理由の説明を求めます。 

 金栗四三地域創造戦略特別委員長 江田計司君。 

［金栗四三地域創造戦略特別委員長 江田計司君 登壇］ 

○金栗四三地域創造戦略特別委員長（江田計司君） お疲れでございます。 

 提案理由を申し上げます。 

 決議案第２号大河ドラマ「いだてん」の誘客効果に伴う観光客増に対し、新玉名駅へ

の新幹線の停車本数増を求める決議。 

 これは、大河ドラマ「いだてん」の誘客効果に伴う観光客増に対し、新玉名駅におけ

る観光客の需要能力及び観光客の利便性を高めるため、新玉名駅における新幹線の停車

本数増をＪＲ九州に求めるべく、決議として議会の総意を表明するものであります。 

 それでは、決議文を読み上げます。 

 ２０１９年放送の大河ドラマ「いだてん～東京オリムピック噺～」では、「日本人発

のオリンピック選手」であり、「日本マラソンの父」と仰がれる本市名誉市民、金栗四

三氏が主人公の一人として描かれ、その放送開始とともにドラマゆかりの地である本市

が全国から大きな注目と関心を集めることは必至である。また、大河ドラマが地元に与

える経済効果は１００億円規模と言われるように、１年という期間をかけ放送されるこ

とによるドラマゆかりの地への誘客効果は絶大であり、ドラマが進展し、金栗四三氏の

認知度が高まるにつれて、本市への観光需要・観光客数は劇的に増大し得ることは、歴

史ドラマの効果事例に鑑みても大いに見込まれる。 

そのような中、県外、特に九州外といった遠方から本市へ訪れる場合、主要なアク

セス方法は九州新幹線であり、ドラマ効果によって新玉名駅への利用も一気に高まるも
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のと推測される。 

 しかしながら、現在、九州新幹線は、上下線ともに１時間に約３本が運行しているも

のの、新玉名駅における停車は、朝夕のラッシュ時を除き、１時間に１本のみといった

状況である。これは、ビジネス重視のダイヤ設定であり、決して観光客を呼び込みやす

いものとは言えない。 

ドラマ効果による観光客の急増に対応するためには、やはり新玉名駅における乗降

の機会をふやし、観光客の需要能力を高めるなど、新幹線によるストック効果を 大限

に発揮することが必要不可欠である。 

 そこで、現在、新玉名駅を通過している列車を利用し、１時間に１本の停車を２本に

ふやすことができれば、新玉名駅の機能は格段に高まるとともに、観光客の利便性も飛

躍的に高まるものと考える。 

さらに、新玉名駅の停車本数増の実現は、近隣市町を初め、県内各都市が有する観

光資源へのアクセス性を向上させ、各所を線でつなぐ広域観光周遊ルートの形成、開発

にも大きく寄与するとともに、大河ドラマ「いだてん」を動機とした本市への来訪者に

対し、さらなる観光動機を与えることができるものとも考える。 

よって、ＪＲ九州に対し、大河ドラマ「いだてん」の放送による誘客効果に伴い、

観光客増が見込まれる間、新玉名駅の新幹線の停車本数増を実現していただくべく、特

段の配慮を求める。玉名市議会の総意として要望する。 

 以上、決議する。 

○議長（中尾嘉男君） 以上で、提案理由の説明は終わりました。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております決議案第２号については、委員会

提出の議案であるため、会議規則第３７条第２項の規定により、委員会に付託しないこ

とになっております。よって、決議案第２号については、日程に従い、引き続き会議に

て直接審議を行ないます。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第１１ 決議案審議（質疑・議員間討議・討論・採決）（決議案第２号） 

○議長（中尾嘉男君） 日程第１１、「決議案審議」を行ないます。 

 改めて、決議案第２号大河ドラマ「いだてん」の誘客効果に伴う観光客増に対し、新

玉名駅への新幹線の停車本数増を求める決議について、以上、決議案１件を議題といた

します。 

 これより、ただいま議題となっております、決議案第２号の審議に入ります。 

 審議の方法は、質疑、議員間討議、討論ののち、採決いたします。 

 これより、質疑に入ります。 

 決議案第２号について、質疑はありませんか。 
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［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中尾嘉男君） 質疑なしと認めます。 

 これより、議員間討議に入ります。 

 決議案第２号について、議員間討議はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中尾嘉男君） 議員間討議なしと認めます。 

 これより、討論に入ります。 

 決議案第２号について、討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中尾嘉男君） 討論なしと認めます。 

 これより、採決に入ります。 

 決議案第２号大河ドラマ「いだてん」の誘客効果に伴う観光客増に対し、新玉名駅へ

の新幹線の停車本数増を求める決議について、採決いたします。 

 決議案第２号については、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中尾嘉男君） 御異議なしと認めます。よって、決議案第２号については、原

案のとおり決定いたしました。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第１２ 議会運営委員会補欠委員、議会改革推進特別委員会補欠委員及び公共施設

等建設特別委員会補欠委員の選任 

○議長（中尾嘉男君） 日程第１２、「議会運営委員会補欠委員、議会改革推進特別委員

会補欠委員及び公共施設等建設特別委員会補欠委員の選任」を行ないます。 

 現在、欠員が生じております委員会のうち、議会運営委員会、議会改革推進特別委員

会、公共施設等建設特別委員会、以上の３委員会につきまして、補欠委員の選任を行な

います。なお、この３委員会における欠員は、いずれも１名ずつであります。 

 なお、委員の選任については、委員会条例第８条第１項の規定により、議長が指名す

ることになっております。 

よって、議会運営委員会補欠委員に作本幸男君を、議会改革推進特別委員会補欠委

員に西川裕文君を、公共施設等建設特別委員会補欠委員に前田正治君をそれぞれ指名い

たします。 

よって、ただいま指名いたしましたとおり、議会運営委員会補欠委員、議会改革推

進特別委員会補欠委員及び公共施設等建設特別委員会補欠委員がそれぞれ後任の委員と

して選任されました。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
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日程第１３ 熊本県後期高齢者医療広域連合議会議員選挙 

○議長（中尾嘉男君） 日程第１３、「熊本県後期高齢者医療広域連合議会議員選挙」を

行ないます。 

 熊本県後期高齢者医療広域連合は、議会の議員定数、選出方法等の規約改正案につい

て、同連合を構成する熊本県下全４５市町村の同文議決を得て、規約変更が成立したこ

とにより、本年１０月１５日、同連合規約の一部変更を県に申請。同月３０日に許可さ

れました。 

これに伴い、同連合議会議員を新たに選出するため、選挙を行なうものでありま

す。なお、選挙の方法については、同連合規約第８条第１項の規定により、構成市町村

の長及び議会の議員のうちから、各構成市町村の議会において１人を選挙することとな

っております。 

 お諮りいたします。 

 選挙の方法につきましては、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名推選に

よりたいと思います。これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中尾嘉男君） 御異議なしと認めます。よって、選挙の方法は、指名推選による

ことに決定いたしました。 

 次に、指名の方法について、お諮りいたします。 

 指名の方法につきましては、議長において指名することにいたしたいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中尾嘉男君） 御異議なしと認めます。よって、指名の方法は、議長において指

名することに決定いたしました。 

 それでは、議長から熊本県後期高齢者医療広域連合議会議員に、不詳、私、中尾嘉男

を指名いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま、議長において指名いたしました、不詳、私、中尾嘉男を、熊本県後期高齢

者医療広域連合議会議員の当選人と認めることに、御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中尾嘉男君） 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました、不

詳、私、中尾嘉男が、熊本県後期高齢者医療広域連合議会議員に当選いたしました。 

 以上で、今期定例会に付議されました事件は、すべて議了いたしました。 

 ここで、市長より発言の申し出があっておりますので、これを許可いたします。 

 市長 藏原隆浩君。 
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［市長 藏原隆浩君 登壇］ 

○市長（藏原隆浩君） 平成３０年第５回の定例会の閉会に当たりまして、一言、ごあい

さつを申し上げます。 

 今議会、提案をさせていただきました平成３０年度補正予算、条例関係など、２７件

の議案に対しまして、慎重に御審議をいただき、議決、承認をいただきましたことを、

改めて厚く御礼を申し上げます。大変ありがとうございました。 

 御承認いただいた各事業の課題点をさらに検証しつつ、市民の皆様に御理解をいただ

くことができるよう取り組んでまいりたいというふうに存じます。 

 開会のごあいさつでも申し上げましたが、本市市議会議員でありました故福嶋讓治様

に改めて御冥福をお祈りを申し上げますとともに、御遺族の皆様に心よりお悔やみを申

し上げたいというふうに存じます。福嶋議員の熱い郷土愛と市政に対する情熱を私自身

も心に刻み、議員の皆様とともに引き継いで市政運営に当たっていかなければならない

と思う次第であります。 

どうぞ今後もさまざまな課題に向きあっていくわけでありますが、１０年後、２０

年後の玉名市を思い描きながら市政に取り組んでまいりますので、議会の皆様方の格別

の御指導と御協力を重ねてお願いを申し上げます。 

 そして、いよいよあと１０日あまりでＮＨＫ大河ドラマ「いだてん」の放送が始ま

り、その翌週には大河ドラマ館もオープンいたします。先日の２３日から２５日まで、

東京駅前のＫＩＴＴＥにおきまして、「日本マラソンの父 金栗四三ふるさと展」、熊本

県玉名市フェアを開催をし、お陰さまで盛況いただくことができました。これまで全国

各地で金栗先生、そして玉名市のＰＲ活動を実施してまいりましたけれども、ＰＲ活動

はこれで終わりではなく、放送が始まってから、あるいは、そして放送後も新たなＰＲ

のスタートのチャンスであるというふうに考えております。どうか今後とも玉名市の情

報発信をし続けてまいりたいと思っておりますので、議員各位の御協力もよろしくお願

い申し上げます。 

 国立感染症研究所より、今月１４日、今季のインフルエンザの全国的な流行が始まっ

たと発表されましたので、年末、御自愛いただきまして、すばらしい新年を皆様方がお

迎えいただき、さらなる飛躍の年となりますことを心からお祈りを申し上げながら、閉

会に当たりましての御礼のごあいさつにかえさせていただきます。 

 いろいろと御指導を賜りまして、ありがとうございました。 

○議長（中尾嘉男君） これにて本会議を閉じ、平成３０年第５回玉名市議会定例会を閉

会いたします。 

午後 ６時２１分 閉会 



 － 355 －

地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する。 
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